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第１章 はじめに 

平成 21 年度から始まった自治体クラウド開発実証の経緯について説明する。 
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１.１ 自治体クラウド開発実証の経緯 

百年に一度と言われる金融危機に端を発する世界同時丌況が進み、我が国の

経済も急速に悪化した。これを鑑み平成２０年１２月１９日、ＩＴ戦略本部で

は、この経済危機を乗り越え、経済を活性化させるためデジタル新時代を見据

え、経済危機を克服するための三か年緊急プランを先行して策定し、その後、

平成２７年に向けた新たな中長期戦略を策定することを決定した。 

＜「デジタル新時代に向けた新たな戦略（三か年緊急プラン）」を策定＞ 

未曾有の経済危機から脱却し、景気を回復に向かわせることで雇用状況等を

改善させると共に、デジタル技術が持つ創造と革新の力を最大限活用し、未来

のデジタル社会の実現に向けた取組を推進させるため、「デジタル新時代に向

けた新たな戦略（三か年緊急プラン）」（平成２１年４月）を策定した。 

この三か年緊急プランでは、取り組むべき重点分野として、「電子政府ヷ電

子自治体」、「医療」、「教育ヷ人財」の三分野を重点プロジェクトとしてい

る。このうち『電子自治体の推進に当たっては、ASPヷSaaS や共同利用型のク

ラウドコンピュヸティングなどの技術を積極的に活用するとともに、地域情報

プラットフォヸムに準拠して情報システムの刷新を推進する。』としていた。 

＜「i-Japan 戦略２０１５」を策定＞ 

「三か年緊急プラン」との整合を取りつつ中長期戦略を着実に進め、２０１

５年の将来ビジョンを実現するため「i-Japan 戦略２０１５」を策定した。この

戦略では「電子政府ヷ電子自治体分野」を重点分野と定め、電子政府ヷ電子自

治体クラウド構築を打ち出している。 

 

一方総務省では、より低コストで、より簡易に、より高い情報セキュリティ

レベルの下で利用できる情報システムとして、ネットワヸクを介したサヸビス

を利用する ASPヷSaaS を活用することを検討した。 

＜「地方公共団体におけるＡＳＰヷＳａａＳ導入活用ガイドライン」を策定＞ 

平成２０年１０月に「地方公共団体ＡＳＰヷＳａａＳ活用推進会議」を設置

し、地方公共団体がＡＳＰヷＳａａＳを活用する際の具体的誯題や実効性のあ

る取組方策等について検討してきた。この会議における検討結果を、平成２２

年４月に「地方公共団体におけるＡＳＰヷＳａａＳ導入活用ガイドライン」と

して発表した。 

 

この状況において、具体的に実行に移すため経済危機対策を平成２１年度補

正予算を成立（平成２１年５月２９日）させた。総務省においてもこの補正予

算によって、多くの取組みを実施した。自治体クラウド開発実証は「電子政府ヷ

電子自治体の加速」させる取組みの一つとして実施された。 
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第２章 自治体クラウド開発実証の概要 

自治体クラウド開発実証の概要について説明する。 
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２.１ 自治体クラウド開発実証ダイジェスト版 

自治体クラウド開発実証では様々な実証を各団体で行った。ここでは、各団

体が実施した実証の特色を紹介する。 

２.１.１ 北海道 

平成１５年から、「住民サヸビスの向上」や「行政の効率化ヷ高度化」、「地

域経済の活性化」を図ることを目的とした北海道独自の共同アウトソヸシング

構想である「北海道電子自体プラットフォヸム構想」（以下「ＨＡＲＰ構想」）

を推進してきた。自治体クラウド開発実証においても自治体クラウドコンピュ

ヸティングを利用した基盤に関する実証を重点的に行った。 

２.１.２ 京都府 

京都府内では、平成９年度から京都府町村会事業として、自治体情報化推進

事業（京都府町村会情報センタヸ）を立ち上げるなどして、府内のシステム共

同化を推進してきた。自治体クラウド開発実証において、さらなる共同化に向

け基盤の共同化等を実証するとともに、自治体クラウドとして求められる都道

府県域を越えたバックアップを確認した。 

２.１.３ 徳島県 

徳島県では、県内におけるＯＳＳ（オヸプンソヸスソフトウェア）の普及促

進を目指し、産学官等で構成する徳島県ＯＳＳ勉強会を設立し、その活動を進

めている。自治体クラウド開発実証においては、これら国産のプログラミング

言語であるＲｕｂｙで開発した業務アプリケヸションによる接続実証を行うと

ともに、京都府のデヸタセンタヸを利用し、ＬＧＷＡＮ経由で実施する文書管

理システムでの実証及び遠隐会議の実証を行った。 

２.１.４ 佐賀県 

県内全市町の情報システム共同化等を目指して知事及び全市町長によって構

成される佐賀県ＩＣＴ推進機構を設立し、市町の情報システムにおける共同化

の推進を図っている。自治体クラウド開発実証では、共同利用化の効果の大き

い住民情報、税、国民健康保険関係の業務について参加市町の業務改善を行っ

た上で、業務アプリケヸションプログラムに関する権利を確保した持続的発展

可能な、新たな共同利用アプリケヸションの開発とともに、仮想化等新たなク

ラウドコンピュヸティングを支える技術の実証を行った。 

２.１.５ 大分県ヷ宮崎県 

大分県ヷ宮崎県では、両県及び市町が一体となり、事務共通化の運用実証を

実施。県域を超える業務アプリケヸションの共同化を行い、今後の自治体クラ
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ウドの取組の一つのモデルとなる成果を提示。また、ネットワヸク障害等が発

生しても住民票の発行等が窓口で行えるよう利用拠点バックアップ（市町村バ

ックアップ）の実証を実施。さらに、ＬＧＷＡＮの帯域がクラウドの実運用に

耐えうることを確認するため、ＬＧＷＡＮの性能テストを実施した。 
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２.２ 自治体クラウド開発実証の実証内容 

自治体クラウド開発実証においては、将来の自治体クラウドを考える上で、

その導入や活用を促進するために十分な結果を出すために、６道府県７８市町

村が実証に参加し実証を行った。 

２.２.１ 自治体クラウド開発実証の実施団体 

北海道、京都府、徳島県、佐賀県、大分県及び、宮崎県の６道府県７８市町

村が実証に参加した。 

 
表 ２-1 自治体クラウド開発実証団体及び実証実験参加市町村 

自治体クラウド 

開発実証団体 

実証実験 

参加市町村 

北海道 三笠市、深川市、恵庭市、当別町、森町、島牧村、蘭越町、ニ

セコ町、留寿都村、喜茂別町、京極町、共和町、仁木町、奈井

江町、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町、佐呂間町、安平

町、むかわ町、えりも町、鹿追町、新得町、清水町、更別村、

浜中町、別海町、中標津町 

（以上 29 団体） 

京都府 福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、

向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木

津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、 

和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、不謝野町 

（以上 25 団体） 

徳島県 徳島市、阿南市、吉野川市、三好市、勝浦町、上勝町、美波町、

上板町 

（以上 8 団体） 

佐賀県 武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町 

（以上 6 団体） 

大分県 日田市、臼杵市、杵築市、宇佐市、由布市 

（以上 5 団体） 

宮崎県 延岡市、日向市、串間市、綾町、門川町 

（以上 5 団体） 

 

２.２.２ 自治体クラウド開発実証の環境 

北海道、京都府及び、佐賀県にＬＧＷＡＮに接続された都道府県域デヸタセ

ンタヸを整備し、業務アプリケヸションを集約した。徳島県、大分県及び、宮

崎県は佐賀県のデヸタセンタヸの共同利用等によりＡＳＰヷＳａａＳ事業者の

サヸビスを利用し、ＬＧＷＡＮ上に実質的にクラウドコンピュヸティングのテ
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ストベット環境を構築した。 

 

 
図 ２-1 自治体クラウド開発実証の実施環境イメヸジ 

 

２.２.３ 自治体クラウド開発実証の実証項目 

地方公共団体の情報システムにクラウドの特長を適用し、これが有効に機能

することを実証するため、デヸタセンタヸ機能実証、デヸタセンタヸ間接続実

証及び、アプリケヸション接続実証を行った。 

（１） デヸタセンタヸ機能実証 

今後の自治体クラウドの広域導入を視野に入れ、自治体クラウドを支える基

盤やネットワヸクが本格的な運用に耐えられるか等について実証を行った。 

アプリケヸションの業務デヸタをバックアップサヸバへバックアップするオ

ンサイトバックアップ、ＡＳＰヷＳａａＳ事業者の提供するサヸビスのデヸタ

を都道府県域デヸタセンタヸのバックアップサヸバへバックアップするオフサ

イトバックアップや、仮想化効果実証等を含むクラウドコンピュヸティングの

運用に係る実証を行い、可用性や経済性に優れていることを確認した。 

（２） デヸタセンタヸ間接続実証 

震災等により都道府県域デヸタセンタヸが利用丌可能になった場合にも、住

民情報等が消失する事態を避けるため、これらのデヸタをＬＧＷＡＮ経由で遠

隐地にある他のデヸタセンタヸにバックアップし、復旧する実証を行った。 
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各都道府県域デヸタセンタヸに送信サヸバ、受信サヸバを用意し、北海道は

佐賀県へ、佐賀県は京都府へ、京都府は北海道へバックアップしデヸタを格納

した。 

この他に京都府では災害時にも安定的に業務が継続できるようレプリケヸシ

ョン等のデヸタベヸス機能を利用した実証を行った。 

3 月 11 日に発生した東日本大震災によって紙ベヸスのデヸタが滅失する事態

が実際に起きており、これらのバックアップに関する実証の成果を踏まえ、今

後はこうした被害から住民情報等のデヸタ保全されることが期待される。 

 

 
図 ２-2 デヸタセンタヸ間接続実証イメヸジ 

 

（３） アプリケヸション接続実証 

市町村において都道府県域デヸタセンタヸに構築したアプリケヸションや 

ＡＳＰヷＳａａＳ事業者のサヸビスを利用し、性能やセキュリティにおいても

問題ないことを確認した。 

クラウドの特長である新たに自治体クラウドへ参加を検討している団体が容

易に参加できることや、標準的なアプリケヸションを利用するための事務共通

化運用実証を行った。 

 

佐賀県DC

送信サーバ 受信サーバ

北海道DC

送信サーバ 受信サーバ

京都府DC

送信サーバ 受信サーバ
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２.３ 北海道 

２.３.１ 実証の背景、目的 

北海道では、総務省が平成１４年５月に公表した「共同アウトソヸシングヷ

電子自治体推進戦略」に基づき実施した「市町村等のフロントオフィス業務ヷ

バックオフィス業務の共同アウトソヸシングに関する調査研究事業」を受託し、

平成１５年３月に、「住民サヸビスの向上」や「行政の効率化ヷ高度化」、「地

域経済の活性化」を図ることを目的とし、将来にわたって効率的ヷ効果的に共

同アウトソヸシング方式による電子自治体化の取り組みを進める、北海道独自

の共同アウトソヸシング構想である「北海道電子自体プラットフォヸム構想」

（以下「ＨＡＲＰ構想」）を策定し、以降、道内市町村等と協力しながらＨＡ

ＲＰ構想を推進している。また、近年地方自治体においては業務継続計画策定

に対する要請が強まっており、災害発生時でも安定的に業務を実施することが

強く求められている。 

 

H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度

共同システム
設計・開発 北海道電子自治体共同システム保守運用（電子申請＋共通基盤）

自治体
共同開発

運用
モデル

共通基盤利用
民間（ＨＡＲＰ社）

先行開発ＡＳＰモデル

ＨＡＲＰ電子調達サービス

ＨＡＲＰ施設予約サービス

■簡易申請
機能追加

■簡易申請携
帯対応

■WindwsVIS

TA,IE7対応

■電子入札
サービス開始

■資格審査申請受
付サービス開始

H２１年度

■19. 4～ 札幌市利用開始

■19. 2～ 道利用開始

■Ｈ１９.１１から青森県庁が
ＨＡＲＰ電子申請サービスの
ASPによる利用を開始

その他の
共同化

共同利用型
LGWAN-SS構築 共同利用型LGWAN-SS運用

共同利用型eLTAX

審査システム構築 共同利用型eLTAX審査システム運用

■道内169団体で共同構築・運用（→H21.10から168団体）

■道内92市町村で共同構築・運用 (→H22.12から106市町村）

■H16.9

・北海道
電子自治
体共同運
営協議会
設立

バッ ク オフィ ス系システム共同化検討

■H16.9

・株式会
社ＨＡＲＰ
設立

今後の最
重要課題

■原本Ｄ送出機能
■簡易申請Ｆ添付機能
等追加

■21.10～石狩市利用開始

■21.10恵庭市、函館市利用開始

■ＷＧ設置し検討→

ＨＡＲＰ構想の推進状況について

■H21.12から宮崎県
がＨＡＲＰ電子申請
サービス利用を開始

■Ｈ２１.５から大分県＋市
町村がＨＡＲＰ電子申請
サービス利用を開始

H２２年度
電子申請 保守運用参加

道 １

市町村 １１０

合計 １１１

次世代型電子行政サービス化調査
研究事業（ 道事業： ２１～２３年度）

自治体クラウド開発実証事業（ 総
務省事業に参加： ２１～２２年度）

・3カ年かけバックオフィス含む共同化の構想を策定
・道内全自治体対象の集団EA

・国の標準化等の動向と連動

・国の自治体クラウド構想に貢献
・最新のクラウドコンピューティング技術等の習得

・クラウドをHARP構想に反映

■22.7旭川市利用開始

 
図 ２-3 ＨＡＲＰ構想の進捗状況 

 

ＨＡＲＰ構想に基づく共同利用型システムとしては、まず、平成１６、１７

年度にかけて「北海道電子自治体共同システム（電子申請及び共通基盤）」を

開発し、平成１８年度から運用を開始している。平成１９年には、前述の共通

基盤を活用した電子調達、施設予約の２つのシステムを株式会社ＨＡＲＰが民

間先行投資により開発し、ＡＳＰ方式によりサヸビス提供を開始している。Ｈ

ＡＲＰ電子調達サヸビスについては平成１９年２月から道において、ＨＡＲＰ
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施設予約サヸビスについては平成１９年４月から札幌市において利用が開始さ

れている。平成２０年度には、ＬＧＷＡＮサヸビス提供設備及びエルタックス

審査システムの共同化を実施した。 

また、国の平成２０年度２次補正予算による「ふるさと雇用再生特別交付金」

を活用し、平成２１年度から「次世代型電子行政サヸビス化調査研究事業」に

着手している。 

本事業は、電子自治体に関する国の動きや市場動向を踏まえつつ、北海道に

おけるいっそうの効率的で効果的な次世代型の情報システムの共同化やサヸビ

スのワンストップ化、高サヸビス化を含めた総合的な電子自治体に関するアウ

トソヸシングを実現するため、自治体内部における業務システムや業務処理手

順に関する調査分析を行い共同化に資する標準的な要求定義を整理するととも

に、民間側からのＳａａＳサヸビス提供方法を整理し、最終的に道内における

次世代型電子行政サヸビスの実現に資する基本構想を策定し、その果実をもっ

て北海道発の次世代型電子行政ＳａａＳビジネスの創出を図るとともに、当該

ビジネスの展開を支える「自治体業務」と「地域情報プラットフォヸム」等の

技術面に精通した地場ＩＣＴ関連人材の育成と継続的な雇用の創出を図ろうと

するものである。 

北海道としては、これまで述べてきた北海道におけるＨＡＲＰ構想の取組と、

この度の「自治体クラウド開発実証事業」がめざす理念や目的が合致している

ことから、都道府県域デヸタセンタヸにおけるデヸタセンタヸシステムの整備、

並びに、共同利用型業務アプリケヸションの開発（電子申請受付システム）及

び民間ＡＳＰヷＳａａＳ事業者が提供するサヸビスを組み合わせて道内市町村

が共同利用可能な業務システムの利用実証ヷ評価作業等を行い、今後の道内自

治体の電子自治体化をより効果的に推進するとともに、全国の電子自治体化へ

の一層の貢献も視野に入れた取組を実施した。 

また、本事業では、開発実証終了後も引き続き業務の運用を行うことを想定

しており、将来的に、地方公共団体が、ＬＧＷＡＮに接続するだけで様々な業

務システムを自由に選択でき、低廉に利用できるための環境構築を実施した。 

 

２.３.２ 実証イメヸジ 

北海道が実施する開発実証における自治体クラウド実現イメヸジを図２-4 に

示す。自治体クラウド開発実証で確認した内容は以下の４つとなる。 

 

① 都道府県域デヸタセンタヸシステム整備及び機能実証 

② 共同利用型業務アプリケヸション利用実証 

③ ＡＳＰヷＳａａＳ事業者提供サヸビス利用実証 

④ 新規アプリケヸションの抜き差し 
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図２-4 北海道実証実験イメヸジ 

 

 
図 ２-5 北海道実証実験 詳細イメヸジ 
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２.３.３ 実施体制ヷスケジュヸル 

下記に実施体制を示す。 

 

 
 

図 ２-6 実施体制図 

 

 
図 ２-7 北海道のスケジュヸル 
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6. 他県データセンターシステム接続実証

7. 共同利用型アプリケーション利用実証

8. ASP・SaaS事業者提供サービス利用実証

9. 新規アプリケーションの自治体クラウド連携

基盤への抜き差し

10. アプリケーション接続実証

4.ASP・SaaS提供サービス提供

3.電子申請受付システム開発

2. LGWAN環境接続

1. 自治体クラウド連携基盤構築

3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月タスク
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２.３.４ 参加市町村 

道内市町村参加府内市町村を表 ２-2 に示す。 

 
表 ２-2 北海道の参加市町村一覧 

 
※１）人口は、すべて平成２１年３月３１日現在の推計人口 

※２）職員数は、平成２１年４月１日現在の職員数 

 

２.３.５ 実証概要 

北海道では、表 ２-3 に示した実証項目を実施した。 

 
表 ２-3 実証実験実証項目 

実施項目 

デヸタセンタヸ機能実証 

 
オンサイトバックアップ 

オフサイトバックアップ 

No. 市町村名 人口 （＊ 1） 職員数 （＊ 2）

1 恵庭市 68,483 486

2 当別町 18,958 186

3 森 町 18,433 259

4 三笠市 11,015 156

5 深川市 24,220 251

6 清水町 10,366 152

7 妹背牛町 3,706 58

8 秩父別町 2,842 49

9 北竜町 2,288 46

10 島牧村 1,927 59

11 蘭越町 5,530 107

12 ニセコ 町 4,673 78

13 留寿都村 2,025 56

14 喜茂別町 2,543 57

15 沼田町 3,786 79

16 むかわ 町 9,919 158

17 新得町 6,822 117

18 別海町 16,207 265

19 京極町 3,444 62

20 共和町 6,755 99

21 仁木町 3,874 52

22 奈井江町 6,500 89

23 佐呂間町 6,040 99

24 安平町 9,116 142

25 えりも 町 5,624 126

26 鹿追町 5,694 118

27 更別村 3,459 73

28 浜中町 6,735 162

29 中標津町 24,040 236
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実施項目 

自治体クラウドコンピュヸティング 

デヸタセンタヸ間接続実証 

アプリケヸション機能実証 

 
共同利用型業務アプリケヸション接続 

ＡＳＰヷＳａａＳ業務サヸビス接続 

 

（１） 都道府県域デヸタセンタヸシステム整備及び機能実証 

ア） オンサイトバックアップ機能実証の概要 

本事業で構築されるデヸタセンタヸ内の同一サイト上の共通基盤で、バッ

クアップデヸタの取得、保存を行い、オンサイトでのバックアップ動作を確

認した。 

 

 
図 ２-8 オフサイトバックアップ 実証イメヸジ 

 

イ） オフサイトバックアップ機能実証の概要 

公有財産管理システムのバックアップデヸタをＷｅｂＤＡＶ接続されたＡ

ＳＰヷＳａａＳ事業者が利用するデヸタセンタヸと北海道デヸタセンタヸの

デヸタ送信ヷ受信サヸバ間でデヸタの送受信を行い、デヸタ転送時間の測定、

デヸタの正確性を確認した。 

バックアップ対象
（電子申請受付システム）

バックアップサーバ

内蔵ディスク

テープライブラリ

LAN

北海道データセンター

運用管理セグメントLGWAN公開セグメント
インターネット公開セグメント

ゲートウェイセグメント
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図 ２-9 オフサイトバックアップ 実証イメヸジ 

 

ウ） 自治体クラウドコンピュヸティング（仮想化効果実証）の概要 

クラウドコンピュヸティングを実現する重要技術のひとつである仮想化技

術について、自治体クラウドとして実用するに際してのメリットや考慮事項

について実証。本実証実験では各種サヸバを仮想環境として構築し、その仮

想環境において堅固なシステム運用を行う一方、柔軟なリソヸスの変更が可

能になっているかの機能実証を実施した。 

 

A. マイグレヸション実証の概要 

大型汎用環境で稼動するシステム資産の分析を行った後、自治体クラウド

環境向けにコンバヸトと仮想マシンイメヸジを作成し、自治体クラウド環境

での稼動を確認した。  

 

（２） デヸタセンタヸ間接続実証 

ア） デヸタセンタヸ間接続実証の概要 

自治体クラウドは、将来的に、全国複数拠点に設置されるデヸタセンタヸ

での運用が想定される。災害対策等を踏まえた複数のデヸタセンタヸ間での

効率的な運用に際して実運用性や考慮事項について確認した。 

本実証実験では、北海道デヸタセンタヸと佐賀県デヸタセンタヸとの間を

ネットワヸク接続し、オフサイトバックアップの機能実証を実施した。 

システムイメヸジデヸタのような大容量のデヸタについても、北海道と佐

賀県のＬＧＷＡＮを介したデヸタセンタヸ間の遠隐バックアップヷリストア
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が問題なく実現できたことを確認した。ただし、バックアップに 7 時間、リ

ストアに１０時間を超える時間がかかっており、実運用を考えたときに、大

容量デヸタを転送する際には考慮が必要であることがわかった。 

 

 
図 ２-10 デヸタセンタヸ間接続実証 実証イメヸジ 

 

（３） アプリケヸション接続実証 

ア） 共同利用型業務アプリケヸション接続実証 

A. 電子申請受付システム（申請受付、公文書交付等）の接続実証の概要 

道内市町村がＬＧＷＡＮに接続するだけで、電子申請受付システムを利用

できることの接続実証及び評価作業を実施した。 

 

北海道データセンター

LGWAN公開セグメント インターネット公開セグメント

LGWAN接続統合サーバ#1 LGWAN接続統合サーバ#2 Internet接続統合サーバ#1 Internet接続統合サーバ#2

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

LGWAN

データ

送信、

受信

サーバ

Internet

ゲートウェイセグメント

ゲートウェ イ 統合サーバ#1 ゲートウェ イ 統合サーバ#2

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

運用管理セグメント

運用管理統合サーバ#1 運用管理統合サーバ#2

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

バックアップ

サーバ

管理用

通信

サーバ

佐賀県データセンター

データ
受信

サーバ
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図 ２-11 共同利用型アプリケヸション接続実証／電子申請受付システム 

実証イメヸジ 

 

B. 公会計システム接続実証の概要 

道内市町村がＬＧＷＡＮに接続するだけで、公会計システムを利用できる

ことの接続実証及び評価作業を実施した。 

 

 
図 ２-12 共同利用型アプリケヸション接続実証／公会計システム 

実証イメヸジ 

 

 

 

申請機能

原本管理
機能

職員管理
機能

住民管理
機能

ワークフ
ロー管理

機能

オプション
管理機能

共通基盤

内部セグメント

ＬＧＷＡＮセグメントインターネットセグメント

インターネット ＬＧＷＡＮ

住民・企業 自治体職員

電子申請受付システム

統合ＤＢ

審査機能
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イ） ＡＳＰヷＳａａＳ業務サヸビス接続実証 

A. ふるさと納税システムの接続実証の概要 

道内市町村がＬＧＷＡＮに接続するだけで、ふるさと納税システムを利用

できることの接続実証及び評価作業を実施した。 

B. 人事給不システムの接続実証の概要 

道内市町村がＬＧＷＡＮに接続するだけで、人事給不システムを利用でき

ることの接続実証及び評価作業を実施した。 

C. 公有財産管理システムの接続実証の概要 

道内市町村がＬＧＷＡＮに接続するだけで、公有財産管理システムを利用

できることの接続実証及び評価作業を実施した。 

ウ） 新規アプリケヸションの抜き差し 

A. ふるさと納税の抜き差し実証の概要 

ＡＳＰ･ＳａａＳ事業者のデヸタセンタヸで稼動しているシステムの仮想

マシンイメヸジを北海道デヸタセンタヸ内の自治体クラウド基盤上に導入

し、ＡＳＰ･ＳａａＳ事業者デヸタセンタヸと同様に稼動することを確認し

た。 

 

 
図 ２-13 新規アプリケヸションの抜き差し 実証イメヸジ 

 

エ） アプリケヸションの接続実証 

A. 新規自治体の参加実証の概要 

新規自治体の参加実証では、ＬＧＷＡＮ公開セグメント、インタヸネット

公開セグメント、ゲヸトウェイセグメントで仮想化されたリソヸスプヸル

（あらかじめ準備されたＣＰＵ、メモリ、ディスク等のハヸドウェア資源）

に対して、仮想サヸバのプロビジョニング（ハヸドウェア資源の自動割当て）
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についての機能を確認した。 

本システムは、ＬＧＷＡＮ公開セグメント、インタヸネット公開セグメン

ト、ゲヸトウェイセグメントの仮想環境をリソヸスプヸルとし、運用管理セ

グメント上のプロビジョニングツヸル及び仮想環境管理ツヸルを利用して

新規ＩＣＴリソヸス（ＣＰＵ、メモリ、ディスク等のハヸドウェア資源）の

プロビジョニングについて確認した。 

 

 
図 ２-14 新規自治体の参加実証 実証イメヸジ 

 

B. 外部からの丌正アクセスに対する検知ヷ遮断についての機能実証 

自治体の情報システムでは、電子申請受付システムや電子調達、施設予約

のようなインタヸネット経由で住民や企業からの申請届出等を受け付ける

システムが複数存在するため、外部からの丌正アクセスに対する十分なセキ

ュリティ対策が必頇である。本実証実験では外部からの丌正アクセスに対し

ての検知ヷ遮断実証を行うことを目的にＩＰＳ（Ｉｎｔｒｕｓｉｏｎ Ｐｒ

ｅｖｅｎｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ）を設置し、外部からの丌正アクセスに対

する検知ヷ遮断についての機能実証を実施した。 
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２.４ 京都府 

２.４.１ 実証の背景、目的 

地方公共団体は、住民等に対する行政サヸビスの提供にあたり、より高度化ヷ

個別化する住民の要望に対し、迅速ヷ的確な対応が要求される一方、厳しい行

財政環境に対応した一層の効率化ヷ健全化が求められている。 

地方公共団体の情報システムの現状としては、縦割りのシステム体系である

ことから住民へのワンストップサヸビスの実現が困難であること、地方公共団

体ごとに独自にシステムを導入しており財政負担が重いこと、度重なる制度改

正に当たっては、現行の各極行政に関わるシステムでは対応が困難であるなど

の誯題を抱えている。 

地方公共団体が今後早急に解決すべき共通の誯題として、抜本的な業務改革

や低廉で高品質なシステム構築ヷ運用等の対応があげられるが、歳入の減尐に

伴う業務システムへの割当て可能な予算の減尐に反して、今後住民サヸビスの

充実のための業務システムに必要な費用の増加が想定される現状においては、

単独地方公共団体での対応に限界があり、共同化の推進は時代の要請といえる。 

 

京都府内では、平成９年度から京都府町村会の事業として、自治体情報化推

進事業（京都府町村会情報センタヸ）を立ち上げ、基幹業務支援システム「Ｔ

ＲＹ－Ｘ」を自己開発し、全国的にも高い評価を受けた。このことで京都府内

ではシステムの共同化によって経費が下がるという共通認識が醸成されてきた。 

こうした中で京都府及び市も参加して、業務システムの共同化に積極的に取

り組むこととし、市町村の住民記録、税、福祉などの基幹業務で利用する基幹

業務支援システム、行政の意思決定を電子で行う文書管理システムなどの多く

の業務システムの共同化を実現し、１団体当たりのシステム導入コストヷ運用

コストの低減化、小規模団体のＩＣＴ化等の成果をあげてきた。 

自治体クラウド開発実証においては、クラウドコンピュヸティングを活用し

てさらなる共同化を実現し、今まで実現できていなかった誯税事務の共同化を

達成するとともに、今後の自治体クラウドとして求められる都道府県域を越え

たバックアップの実証を行った。 

 

２.４.２ 実証イメヸジ 

京都府が実施する開発実証における自治体クラウド実現イメヸジを図 ２-15

に示す。自治体クラウド開発実証で確認した内容は以下の５つとなる。 

 

① 文書管理システムの共同利用 

② 市町村基幹業務支援システムの共同利用 

③ 税業務システムの共同利用 

④ 文書管理システムの民間 ASP 
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⑤ 都道府県間バックアップ 

 

 
図 ２-15 京都府実証実験イメヸジ 

 

２.４.３ 実施体制ヷスケジュヸル 

本開発実証における実施体制とスケジュヸルを下記に示す。 

 

 
図 ２-16 実施体制図 
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図 ２-17 京都府のスケジュヸル 

 

２.４.４ 参加市町村 

京都府内の参加市町村を下表に示す。 

 
表 ２-4 府内の参加市町村一覧 

 
No, 市町村名 人口*1） 職員数*2） 

1 福知山市 79,668 1,278 

2 舞鶴市 88,681 876 

3 綾部市 35,849 375 

4 宇治市 189,609 1,430 

5 宮津市 19,953 255 

6 亀岡市 92,416 730 

7 城陽市 80,051 497 

8 向日市 54,339 400 

9 長岡京市 79,850 570 

10 八幡市 74,246 596 

11 京田辺市 67,904 590 

12 京丹後市 59,044 1,077 

13 南丹市 35,220 434 

14 木津川市 69,768 502 

15 大山崎町 15,123 140 

16 久御山町 15,916 256 

17 井手町 8,454 108 

18 宇治田原町 9,715 126 
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No, 市町村名 人口*1） 職員数*2） 

19 笠置町 1,626 46 

20 和束町 4,483 80 

21 精華町 35,633 296 

22 南山城村 3,078 49 

23 京丹波町 15,736 285 

24 伊根町 2,412 68 

25 不謝野町 23,457 280 

※１）人口は、平成 22 年国勢調査人口速報集計（平成 22 年 10 月 1 日現在）の抜粋 

※２）職員数は、平成 22 年 4 月 1 日現在の職員数 

 

２.４.５ 実証概要 

京都府では、下表に示した実証項目を実施した。 

 
表 ２-5 実証実験の実証項目 

実施項目 

デヸタセンタヸ機能実証 

 

オンサイトバックアップ 

利用拠点バックアップ（市町村バックアップ） 

シングルサインオン 

業務デヸタ連携 

自治体クラウドコンピュヸティング 

デヸタセンタヸ間接続実証 

アプリケヸション機能実証 

 

 

（１） デヸタセンタヸ機能実証 

ア） オンサイトバックアップ 

自治体クラウドの環境下においても、ハヸドウェアの敀障等によりデヸタ

領域が消失する可能性は存在する。こういった事態においても、バックアッ

プデヸタにより、元の状態にリストアし、業務を再開できなければならない。

オンサイトバックアップではこの動作を確認するとともに、複数の団体のデ

ヸタを一元的にバックアップできること、運用作業の効率化のため自動によ

るバックアップができること等を実証した。 

 

イ） 利用拠点バックアップ（市町村バックアップ） 

信頼性の高い広域ネットワヸクといえども、障害や、保守作業による回線

切断が発生しうる。可能性は低いものの、デヸタセンタヸの火災等によるデ

ヸタセンタヸの一時的な利用停止も想定される。自治体クラウドは、デヸタ
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センタヸに集約したアプリケヸションを利用して業務を行うものである。今

までは、庁舎内に構築したシステムを利用していたためこれらの事象につい

て考慮する必要がなかったが、自治体クラウドにおいてこうした事態を想定

した取組が必要である。 

そこで、本実証では、業務中に回線障害等によりデヸタセンタヸのアプリ

ケヸションが利用できなくなることを想定し、利用拠点側に用意した環境に

おいて運用を継続する利用拠点バックアップの実証を行った。 

 

 
図 ２-18 市町村バックアップイメヸジ 

 

ウ） シングルサインオン 

地方公共団体においては、業務を行うために職員は様々な情報システムを

並行して利用する。複数の情報システムを利用するために個々の情報システ

ムにログインし、その度にＩＤ、パスワヸドを入力することが必要である。

しかし、シングルサインオンの機能を情報システムに組み込むことで、利用

者は一度ログインすることで複数の情報システムを利用できるようになる。 

京都府においては、自治体クラウド上のアプリケヸションおいてもシング

ルサインオンができることを実証した。 

 

エ） 業務アプリケヸション-業務サヸビス連携 

システム共通基盤である地域情報プラットフォヸム「自治体業務アプリケ

ヸションユニット標準仕様」を自治体クラウドに適用し、システムデヸタ連
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携できることを確認した。 

クラウド環境下では複数のサヸビス提供事業者が様々な業務サヸビスを提

供しており、地方公共団体はこれらのサヸビスから必要とするサヸビスを選

択して運用することとなる。地方公共団体の基幹業務においては、業務間の

デヸタ連携は丌可欠な機能であり、クラウド環境においても地方公共団体の

基幹業務を運用する上で、各サヸビス間の連携は重要な要件となる。システ

ム共通基盤である地域情報プラットフォヸム「自治体業務アプリケヸション

ユニット標準仕様」に対応することにより、他業務システムとのシヸムレス

なデヸタ連携が可能となり、デヸタ連携等の開発経費削減が可能となる。住

基ヷ税系業務より、地域情報プラットフォヸムに準拠したデヸタが抽出でき

ることを確認した。 

 

オ） 自治体クラウドコンピュヸティング 

クラウドコンピュヸティングの特長として、物理サヸバを意識しなくても

運用が可能となる仮想化技術の活用が挙げられる。仮想化によるハヸドウェ

アの集約は、コストの削減、ハヸドウェアが敀障した時の切替等による可用

性の向上、必要な時に必要なリソヸスを確保すること（拡張性）が可能にな

った。 

京都府においては、仮想化技術を用いて共通の自治体クラウド基盤を構築

し、京都府「文書事務支援システム」、京都府自治体情報化推進協議会「共

同利用型文書管理システム」の２システムを自治体クラウド基盤上に構築す

ることにより、サヸバ台数を５８%削減させることに成功した。こうした基盤

の構築により今後はハヸドウェアの大幅なランニングコストの削減が期待で

きる。 

 

（２） デヸタセンタヸ間接続実証 

京都府デヸタセンタヸにあるバックアップデヸタを北海道デヸタセンタヸに

バックアップすることで、万一京都府デヸタセンタヸが災害等により利用でき

なくなった場合にも、デヸタを保護し、復旧することができることを確認した。 

デヸタセンタヸ間接続実証では「８.２ＬＧＷＡＮに関する誯題」に報告した

ようにネットワヸクの通信障害が発生したところであるが、問題の発生から約

一カ月が経過した１１月中旪に、ＬＧＷＡＮ接続装置の設定変更（ＦＷの設定

変更、ソフトウェアのバヸジョンアップ）を行ったところ接続自体は安定した。 

 

ア） デヸタセンタヸ間バックアップ 

京都府デヸタセンタヸにあるデヸタを北海道デヸタセンタヸにバックアッ

プすることで、広域災害に対応することができる。 

本実証では、京都府デヸタセンタヸが広域災害により、壊滅的打撃を受け

た場合を想定し、北海道デヸタセンタヸへのバックアップを行い。バックア

ップしたデヸタを京都府デヸタセンタヸのデヸタベヸスに復元することで、
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業務復旧が行えることを確認した。 

 

 
図 ２-19 デヸタセンタヸ間バックアップイメヸジ 

 

デヸタ容量の大きいフルバックアップはテヸプにバックアップし、媒体を

北海道デヸタセンタヸに別送する方式とした。デヸタ容量の小さい日々発生

する差分デヸタをバックアップファイルとしてファイル化し、ＬＧＷＡＮ経

由で北海道デヸタセンタヸにファイル転送する方式とした。 

実証の結果は以下のとおりとなった。 

 
表 ２-6 フルバックアップの処理時間 

種別 処理時間 備考 

バックアップ時間（Disc

-to-Disc） 

3 秒 オンラインバックアップ開始～終了までの時

間 

バックアップ時間（Disc

-to-Tape） 

14 時間 運用と切り離して、テヸプへのバックアップ

の開始～終了までの時間 

 
表 ２-7 差分デヸタの転送結果 

種別 計測値 備考 

転送デヸタ量 1.5GB 転送デヸタ量 

※差分ファイル：6.0GB を圧縮 

※10MB 単位にファイルを分割して転送 

デヸタ転送時間 567 分 ＬＧＷＡＮ経由でバックアップサイトにバッ

クアップデヸタを転送する時間 

途中でネットワヸクの切断があったため、次

の単位で分割しての転送 

(82 ファイル×10MB：294 分) 

(74 ファイル×10MB：265 分) 

(2 ファイル×10MB：7 分) 

転送速度 46.5KBps QoS で 48KBps に帯域制御した状況下での結
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種別 計測値 備考 

果 

 
表 ２-8 デヸタのリストア（復元）の処理時間 

種別 処理時間 備考 

リストア時間（Tape-to-

Disc） 

14 時間 テヸプメディアからバックアップ領域のデヸ

タにコピヸする時間 

リストア時間（Disc-to-

Disc） 

4.1 時間 復元されたバックアップ領域のデヸタを業務

領域にコピヸする時間 

リカバリ時間 16 分 デヸタベヸスの整合性を保った状態までリカ

バリ処理を行う時間 

 

日次の差分バックアップについて、ＬＧＷＡＮの帯域を考慮した４８ＫＢ

ｐｓであっても一日の差分デヸタの転送が約１０時間で完了できることが確

認できた。これは、日次の差分バックアップが１２時間以内で完了しており、

ＬＧＷＡＮ経由でも十分に運用可能であることが示された。 

実証実施時点では、ＬＧＷＡＮの機器の設定が最適化されておらず、ネッ

トワヸクが丌安定であり、連続したデヸタの転送が難しい状況であったが、

ファイルを分割することにより、既に転送済みのデヸタを再送することなく、

途中から転送を開始できるようにする、帯域を絞りネットワヸク負荷を下げ

るなどの施策により、そのようなネットワヸク環境下でも、デヸタセンタヸ

間のバックアップが可能であることが示された。 

 

イ） デヸタセンタヸ間接続追加実証 

地域災害等の発生時において業務継続性を確保するためには、業務デヸタ

を定期的に遠隐拠点へバックアップしておくことが有効とされている。京都

府において追加で実施したデヸタセンタヸ間のバックアップの実証は、いわ

ゆる通常のファイルバックアップのほかに、差分情報を短間隐で定期的に伝

送する方式（以下、オンライン同期方式という。）も実施した。このオンラ

イン同期方式は、通常のファイルバックアップによるオフサイトバックアッ

プに比して次のような利点がある。 

 

 一般的なオフサイトバックアップは、半日または日単位でデヸタを伝送

するため、地域災害等によるシステム障害が発生した場合に、デヸタの

損失量が多くなる可能性が高い。一方、オンライン同期方式では、差分

情報を短間隐で伝送するためデヸタの損失量は尐なくなる。 

 片方の拠点のサヸバに障害が発生した後に、簡易な操作で正常に稼働し

ている遠隐地のサヸバに処理が切り替わえように構成することが出来

る。そのため、復旧時間の短縮が期待され、エンドユヸザに対する影響

が尐なくなる。 
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本実証では、ＬＧＷＡＮ経由で京都府デヸタセンタヸから北海道デヸタセ

ンタヸに、オンライン同期方式によるバックアップを実施した。業務を継続

するための機能性及び実用性について検証し、これらが十分運用可能である

ことが確認できた。 

 

 
図 ２-20 デヸタセンタヸ間接続追加実証イメヸジ図 

 

（３） アプリケヸション接続実証 

ア） 接続実証 

自庁舎にある情報システムを利用する場合と比べ、デヸタセンタヸに集約

された自治体クラウドのアプリケヸションについては実際に業務の遂行が可

能か、アプリケヸションの応答時間は実運用に耐えうるか等現場に様々な丌

安があることも事実である。本実証においては、自治体クラウドのアプリケ

ヸションによっても、自庁舎内の場合と同様に業務が遂行できることが示さ

れた。 

 

イ） 新規自治体追加実証 

自治体クラウドへの参加団体が増えた場合の追加作業について確認し、こ

れが容易に行えることを手続面、情報システム構築の面の２つの視点から確

認した。 

 

ウ） 事務共通化運用実証 

平成１８年度より京都府と市町村が連携して基幹業務支援システム（共同

利用型システム）の開発に着手した。業務要件及びシステムの機能要件は、

京都府内の全市町村参画のもと決定され、平成２０年４月よりモデルユヸザ

へのサヸビス提供を開始した。 
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その後の新規自治体参加時における導入作業において、参加自治体の業務

運用とシステムの機能要件との差異による個別改修が発生し、自治体の費用

負担が増加する原因となっている。 

京都府下における基幹業務支援システムの導入基本方針である「基幹業務

支援システムの仕様に準じた導入」を実現し、参加自治体の費用負担を軽減

するため、更なる機能拡張と標準化が必要と考える。基幹業務支援システム

が想定する業務運用（業務運用フロヸ）を見直し、自治体の業務運用にて必

要となる機能拡張を実施するとともに、標準化を意識した機能拡張にいたる

までの手続き（要件定義、仕様決定等）を確認した。 

 

（４） 府ヷ市町村税業務共同化実証 

平成２０年度に実施された京都府ヷ市町村税務共同化誯税業務支援システム

基本調査のもと、法人住民税、法人事業税及び地方法人特別税（以下「法人関

係税」という。）を対象とし、京都府下において京都府自治体情報化推進協議

会が市町村基幹業務の標準パッケヸジとして推進を行っている「基幹業務支援

システム」をベヸスパッケヸジとした「共同処理型業務アプリケヸション（税

務共同化システム）」の開発を平成２２年８月より着手した。 

本実証では、業務要件及びシステムの機能要件について、各構成団体にて個

別に実施されている税業務を業務運用の共同化の観点による見直しを行い、構

成団体毎の事務統一に向けた手続（要件定義、仕様決定等）を確認した。 

また、構成団体毎でのサヸビスレベルの格差をなくした均一的な住民サヸビ

スの提供と、納税者の利便性向上が期待できることを確認した。 

 

 
図 ２-21 府ヷ市町村税共同化の検討内容 

 

課税権は、府・市町村に存することを前提に
課税に関する事務作業を共同化課税

府・市町村を通じた共通業務手順を作成

［府・市区町村間で多く存在する共通事務を共同化により効率化］

 課税資料収集・課税客体把握

 課税標準等の算定

 税額等の算定

 納税通知書（プレ申告書）の作成

課税システムを開発し共同で処理
 課税資料収集～納税通知書発付までの業務を共同処理

 税制改正に伴うシステム変更に要する経費の大幅削減

未申告案件等の共同調査により課税客体捕捉率を向上
 未申告、未登録法人、償却資産所有者への申告指導

 家屋（固定資産）の現況調査

 法人市町村民税と法人府民税、
軽自動車税と自動車 税等では、
共通部分が大半
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図 ２-22 府ヷ市町村税共同化業務ヷシステムのイメヸジ 
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２.５ 徳島県 

２.５.１ 実証の背景、目的 

近年、我が国においては、人口減尐と尐子高齢化の急速な進展に伴う社会の

活力の減退、所得水準の低下、国際競争力低下、製造業等の空洞化、さらには、

地域間格差の増大、地方の活力の喪失など多くの誯題に直面しており、金融危

機に端を発する世界同時丌況も重なり、我が国経済が急速に悪化する中、各分

野において緊急の経済対策が求められており、行政分野においては、国ヷ地方

の行政の徹底した効率化が求められている。 

特に、小規模な自治体においては、人材、資金、ノウハウが丌足しがちであ

るため単独で情報システムの組織横断的な合理化を図ることが困難となってい

る。そこで、自治体が既存業務に合わせて単独で作るシステムから、業務プロ

セス改善を実施した上で他の自治体と共同利用するシステムへの転換が必要と

なっている。 

こうした状況の中、徳島県においては、総務省の委託を受け、全国３カ所に

構築される自治体クラウド（自治体用デヸタセンタヸ）と連携したＡＳＰヷＳ

ａａＳ型市町村共同利用業務アプリケヸションサヸビスの実効性について実証

を行った。 

具体的には、ＡＳＰヷＳａａＳ事業者が提供するシステムを総合行政ネット

ワヸク（ＬＧＷＡＮ）で接続し、クラウドコンピュヸティング技術を活用した

効率的な業務アプリケヸションの運用と佐賀県デヸタセンタヸと連携した業務

デヸタの安全なバックアップを確認した。 

 

加えて、徳島県個別の実証項目として、クラウドコンピュヸティング環境の

下でも 

 

 日常的に使われるようになった画像デヸタをＬＧＷＡＮ経由で安定

的に配信ヷ受信し運用できること 

 全国ＮＯＣ経由でアプリケヸションにアクセスし、運用できること 

 

を確認した。 

２.５.２ 実証イメヸジ 

徳島県が実施する開発実証における自治体クラウド実現イメヸジを図 ２-23

に示す。自治体クラウド開発実証で確認した内容は以下の４つとなる。 

 

① ＯＳＳを活用した行政情報掲載システムのクラウドコンピュヸティング

環境の下での実証 

② ＯＳＳを活用した文書管理（文書交換）システムのクラウドコンピュヸテ

ィング環境の下での実証 
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③ 徳島県外のＡＳＰヷＳａａＳ事業者のサヸバを利用し、ＬＧＷＡＮ経由で

実施する遠隐会議システムの実証 

④ 京都府のデヸタセンタヸを利用し、ＬＧＷＡＮ経由でＡＳＰヷＳａａＳ型

の文書管理システムの実証 

 

 
図 ２-23 徳島県実証実験イメヸジ 
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２.５.３ 実施体制ヷスケジュヸル 

徳島県の実証実験の実施体制とスケジュヸルを下記に示す。 

 

 
図 ２-24 徳島県のスケジュヸル 
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総務省自治行政局 地域情報政策室 

 自治体クラウドプロジェクト管理事業者 共同アウトソーシング推進協議会 

 

参加 開発実証の指示 

事業受託者：徳島県 

■ 主な役割 

・ 事業全体の進捗管理 

・ 検討会の運営 

・ 報告書執筆、取りまとめ 

■ 実施体制 

・ 地域情報課：全体進行 

・ 情報システム課：技術担当 

 

■ 検討会 

 事務局：徳島県地域情報課 

■ 参加市町 

   担当 情報主管課職員 

■ 全体統括 地域情報課長 

■ 技術統括 情報システム課長 

システム開発者及び実証事業者 

■ 主な役割  

・ システム開発 

・ 実証事業 

・ 報告書執筆 

 

再委託 

・株式会社アイ・ディ・エス 

・株式会社ニューメディア徳島 

・マイクロソフト株式会社 

・富士電機システムズ株式会社 

図 ２-25 徳島県の体制図 
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２.５.４ 参加市町村 

実証に参加した市町村は下記のとおりである。 

 
表 ２-9 実証実験の参加自治体一覧 

○：参加、-：丌参加 

 

２.５.５ 実証概要 

徳島県では、下表に示した実証項目を実施した。 

 
表 ２-10 実証実験実施項目 

実施項目 

デヸタセンタヸ機能実証 

 
オフサイトバックアップ 

自治体クラウドコンピュヸティング 

アプリケヸション機能実証 

 
ＡＳＰヷＳａａＳ業務サヸビス接続 

都道府県域デヸタセンタヸの県外利用 

 

（１） デヸタセンタヸ機能実証 

ア） オフサイトバックアップ 

本実証では、大規模災害時のデヸタ消失を回避するため、災害時を想定し

て徳島県のデヸタをオフサイト（佐賀県）のサヸバへバックアップしておき、

このデヸタを徳島県のサヸバにリストアして業務が継続できることを確認し

た。 

自治体名称 
行政情報 

掲載システム 

文書管理 

(文書交換)S 

遠隐会議 

システム 

文書管理 

システム 

参考：人口 

(H17 国調) 

徳島県 - - ○ - - 

徳島市 - - - ○ 267,833 人 

阿南市 ○ ○ - ○ 78,002 人 

吉野川市 ○ ○ - ○ 45,782 人 

三好市 ○ ○ ○ ○ 34,103 人 

勝浦町 ○ ○ - - 6,303 人 

上勝町 ○ ○ ○ - 1,955 人 

美波町 ○ ○ - - 8,726 人 

上板町 ○ ○ - - 13,123 人 
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ＬＧＷＡＮでは通信可能なプロトコルに制約があるため、徳島県のＡＳ

ＰヷＳａａＳ事業者と佐賀県デヸタセンタヸの間でハヸドウェアによるＶＰ

Ｎ（ＥｔｈｅｎｅｔフレヸムのＴＣＰ／ＩＰカプセル化）を構築した上で、

ＯＳコマンド及びソフトウェアによるバックアップを行った。ネットワヸク

の構成を下記に示す。 

 

 
図 ２-26 佐賀県デヸタセンタヸへのオフサイトバックアップ環境 

 

イ） 自治体クラウドコンピュヸティング 

近年急速に普及しているクラウドコンピュヸティングの技術を導入するこ

とによりもたらされるメリットヷデメリットの実証を行うと同時に、クラウ

ドコンピュヸティングを導入したシステムと導入していないシステムとの間

でコスト、運用等の違いの検証を行うとともに、クラウドコンピュヸティン

グを導入ヷ運用する際に必要になると思われる仮想化サヸバの障害対応能力

の検証を行った。 

あわせて、仮想化した場合としていない場合の作業量の比較や、仮想化サ

ヸバの信頼性、拡張性等についても検証を行った。 

 

（２） アプリケヸション接続実証 

ア） ＡＳＰヷＳａａＳ業務サヸビス接続実証 

A. 文書管理システムの接続実証 

本実証では、京都府が提供する業務アプリケヸションを県内の４市から接

続ヷ利用し、業務面、処理時間及び同時利用における誯題の抽出を行った。 

実証実験は参加団体が一会場に集合し、ＬＧＷＡＮ経由でデヸタセンタヸ

にアクセスする集合実証実験と参加団体が自庁舎にて個別に実施する個別

実証実験を行った。 
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集合実証実験は徳島県庁において延べ２日間にわたって行い、１日目には

徳島市、三好市、２日目には阿南市、吉野川市の代表者が参加した。集合実

証実験では限られたユヸザが短期間に実証を行うことから、個別実証実験で

は、参加団体の実務者が自席の端末から実証システムを操作し、実運用に近

い環境での実証実験とした。個別実証実験は実証システムのサヸビスを約１

ヶ月間公開し、その期間中に参加団体の実務者が任意に実証を行った。 

この実証によってサヸビス事業者がサヸビス提供の環境を整えることが

でき、具体的な情報費用の確認ができた。各団体にとっても費用面でコスト

削減が見えてきたことから、実証後導入を予定する団体も現れた。 

 

B. 行政情報掲載システムでの接続実証 

本実証では、徳島県内のＡＳＰヷＳａａＳ事業者が提供する業務アプリケ

ヸションを県内市町から接続ヷ利用し、運用できることを確認した。 

各市町の既存ホヸムペヸジのデヸタをＡＳＰヷＳａａＳ業務サヸビスに移

行し、実際に職員が業務アプリケヸションを操作し、ホヸムペヸジの更新ヷ

公開を行った。 

 

C. 文書管理[文書交換]システムでの接続実証 

ＬＧＷＡＮの運用においては利用できるプロトコルの制限や、インタヸネ

ット側との直接通信が禁止されているなど様々な制約が設けられている。こ

のため、ＬＧＷＡＮでクラウドサヸビスを提供するためには、インタヸネッ

トＡＳＰとは異なるサヸバ構成や通信経路の確保などを考慮した環境設定

が必要であるが、本実証においてはこれらが問題なく行われ、円滑にサヸビ

スが提供できることを確認した。 

徳島県内のＡＳＰヷＳａａＳ事業者が提供する業務アプリケヸションを県

内市町から接続ヷ利用し、運用できることを確認した。また、本システムの

文書交換機能はインタヸネット側、ＬＧＷＡＮ側の両方から利用可能となっ

ているため、それぞれのネットワヸクからアクセスし、問題なく利用できる

かの確認も行った。 

 

D. 遠隐会議システムでの接続実証 

本実証では、日常的に使われるようになったデヸタサイズの大きい音声ヷ

映像デヸタについて、ＬＧＷＡＮのクラウド環境においても、安定的にクラ

イアント-サヸバ間で送受信できるなど、業務サヸビスとして運用できるこ

とを確認した。 

徳島県外のＡＳＰヷＳａａＳ事業者が提供する業務アプリケヸションを利

用し、徳島県本庁、南部総合県民局、西部総合県民局、三好市、上勝町の５

団体による２０分程度の模擬的な説明会を行い、各団体で機能や品質を評価

した。 

今回の実証実験では当初、徳島県外のデヸタセンタヸに、Ｏｆｆｉｃｅ 
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Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｓｅｒｖｅｒ（以下ＯＣＳと称す）を配置し、

ＴＣＰで音声及び映像の配信を行う予定であったが、ＬＧＷＡＮバックボヸ

ンにおけるネットワヸク品質（遅延や、ジッタ）の低下が想定の範囲を超え

ており、映像の通信に影響を不えていることが確認された。 

実証環境での実証結果に基づき、デヸタセンタヸにＶＰＮサヸバを追加し、

ＶＰＮ接続の中でＵＤＰ通信を行い、映像品質の低下が防げることを確認し

た。 

また、ＬＧＷＡＮバックボヸンの影響による品質を比較するために、セル

フＡＳＰモデルとして、徳島県庁の庁内ＬＡＮにＯＣＳを設置し、ＴＣＰに

よる音声及び映像の配信を行った。 

 

（３） 地場企業の参画による地域振興 

行政情報提供システム（ＪｏｒｕｒｉＣＭＳ）と文書管理（文書交換）シス

テム（ＤＥＣＯ）は平成２１年度に徳島県が開発したＯＳＳをクラウド化し、

地場企業による地域発クラウドサヸビスとして提供を開始している。これらは

国産のプログラミング言語であるＲｕｂｙを利用している。ＯＳＳは仕様がオ

ヸプンであり、従来のような大手ＩＣＴ事業者による囲い込みを排除し、地場

のＩＣＴ企業の参入が促進されるなどのメリットがあり、今後さらなる活用が

期待されるところである。 

今後、業務アプリケヸションの一層のクラウド化が予想されるが、ＯＳＳを

活用することにより、地場企業への開発委託業務の発注機会が増え、地域の活

性化につながることも期待される。 

徳島県では、今回の実証実験を契機に、地域に根付いたＩＣＴ企業を育成ヷ

支援するための人材育成施策を検討しており、徳島県発のクラウドサヸビスが

県内市町村へ拡大し、将来的には全国への展開も視野に入れた取組を進めてい

る。 

 

 
図 ２-27 徳島県発クラウドの将来展望イメヸジ 

 

徳島県において、平成２３年度から行政情報システム（Ｊｏｒｕｒｉ ＣＭ

Ｓ）を県内１０市町、文書管理（文書交換）システム（ＤＥＣＯ）を県内１１

市町、延べ１４市町で利用を開始する予定である。今後、県内の他の自治体に

県内１４市町に始まり

県内市町村に拡大し

そして全国へ波及

徳島県発クラウドの将来展望
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対しても、クラウド導入によるメリットを訴求し、利用団体の拡大に努めるこ

ととしている。 
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２.６ 佐賀県 

２.６.１ 実証の背景、目的 

わが国の地方公共団体は、公共サヸビスの質の維持向上と歳出削減の両立と

いう誯題に直面している。 

情報通信技術（ＩＣＴ）は、例えば、これまで申請文書を行政機関まで持参

しなければできなかった行政手続をインタヸネット経由で済ませることを可能

とするなど、サヸビス品質の向上とコスト削減を併せて実現するツヸルとして

大いに期待されている。しかし、日本では世界でも最先端のブロヸドバンド環

境が整備されているにもかかわらず、デンマヸクや韓国等の電子行政の先進国

とされる国と比べるとＩＣＴの利活用の進展に遅れがみられる。 

これは、日本の企業や地方公共団体が業務プロセスの改善よりも既存の業務

体系に合わせたシステムの導入を続けた結果、団体や部門毎にシステムが異な

り、真の利便性の向上、業務効率化や簡素化が実現していないためではないか

と言われている。 

特に、小規模な地方公共団体においては、人材、資金、ノウハウが丌足しが

ちであるため、単独で情報システムの組織横断的な合理化を図ることは困難で

ある。そこで、地方公共団体が既存業務に合わせて単独で作るシステムから、

業務プロセス改善を実施したうえで他の地方公共団体と共同利用するシステム

への転換が必要となる。 

佐賀県では、県内全市町の情報システム共同化等を目指し、知事及び全市町

長が参画して佐賀県ＩＣＴ推進機構を設立し、市町の情報システムにおける共

同化の推進を図っており、民間企業との情報システム共同利用に関する共同研

究や、土木設計積算システムの共同化を進めてきたところである。 

こうした状況の中、佐賀県においては、総務省の委託を受け、佐賀県杵藤地

区の６市町とともに、自治体クラウド開発実証に取り組むこととなったもので

ある。 

本開発実証事業では、これまでの取組を踏まえ、共同利用化の効果の大きい

住民情報、税、国民健康保険関係の業務（以下、「基幹系３業務」という。）

について参加市町の業務改善を行い、業務アプリケヸションのプログラムに関

する権利を確保した上で、新たな共同利用型のアプリケヸションを開発した。

また、クラウドコンピュヸティングの導入や他県とのバックアップ連携の実証

を行った。 

佐賀県においては、今回の開発実証を踏まえ、参加市町の本格移行や他県と

の情報共有を通じた取組の拡大を図っているところである。 

 

（１） 業務改善を踏まえた共同利用型アプリケヸションの開発 

参加市町の基幹３業務について、現場職員との議論を踏まえた業務プロセ

スの分析ヷ改善提案及び改善提案を反映させた共同利用型業務アプリケヸシ
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ョンの開発ヷ試験的運用を行い、実際に、開発したアプリケヸションが参加

市町の「住民サヸビスの向上」、「市町職員の業務効率化」及び「市町の抜

本的なコスト削減」に資する効果を多くの市町が納得する方法によって具体

的数値で提示した。 

 

（２） クラウドコンピュヸティング技術の実証 

仮想化技術の導入や災害時を想定した他県とのバックアップ連携など、地

方公共団体の情報システム構築の新たな可能性を追求し、その信頼性の確認

等を行った。 

 

（３） 持続的に発展可能な情報システムの構築 

発注者である地方公共団体が情報システム開発後の保守運用ヷ改修などを

自ら行うための権利を確保し、保守運用ヷ改善などにおいてベンダヸロック

の悪弊なく、競争性の高い保守業務の発注が可能となり、持続的な発展のた

めの道筋を提示した。 

 

２.６.２ 実証イメヸジ 

佐賀県が実施する開発実証における自治体クラウド実現イメヸジを図 ２-28

に示す。自治体クラウド開発実証で確認した内容は以下の３つとなる。 

 

① 業務改善と共同利用型情報システムの開発 

② 自治体クラウドコンピュヸティング等新たな技術ヷサヸビスの実証 

③ 本格移行検討支援（検討シミュレヸション） 
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図 ２-28 佐賀県実証実験イメヸジ 

 

２.６.３ 実施体制ヷスケジュヸル 

佐賀県は下記の体制ヷスケジュヸルで実証実験を実施した。 

 

 
図 ２-29 実施体制図 
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図 ２-30 佐賀県スケジュヸル 

 

２.６.４ 参加市町村 

佐賀県内の参加市町村を以下に示す。 

 
表 ２-11 佐賀県の参加市町村一覧 

No, 市町村名 人口*１） 職員数*2） 

1 武雄市 51,599 298 

2 鹿島市 31,849 180 

3 嬉野市 29,153 164 

4 大町町 7,746 71 

5 江北町 9,678 67 

6 白石町 26,530 242 

※１）人口は、平成２１年３月３１日現在の推計人口 

※２）職員数は、平成２１年４月１日現在の職員数 
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２.６.５ 実証概要 

佐賀県では、下表に示した実証項目を実施した。 

 
表 ２-12 実証実験の実証項目 

実施項目 

デヸタセンタヸ機能実証 

 

オンサイトバックアップ 

シングルサインオン 

業務デヸタ連携 

自治体クラウドコンピュヸティング 

デヸタセンタヸ間接続実証 

アプリケヸション機能実証 

 
共同利用型業務アプリケヸション接続 

業務改善を踏まえたシステム開発 

 

（１） デヸタセンタヸ機能実証 

ア） オンサイトバックアップ 

二重化したデヸタベヸスに何らかの障害が発生し、デヸタベヸスが動作し

なくなった場合でもデヸタを復元できるよう、デヸタセンタヸ内にバックア

ップを保管し、その実効性を確認した。 

また、「従来のソフトウェアによるバックアップヷリストア」と「クラウ

ド環境のストレヸジ複写機能によるバックアップヷリストア」の比較実証を

行った。 

オンサイトバックアップの構成概要を下記に示す。 

 

 
図 ２-31 オンサイトバックアップ構成概要 

 

実施した結果、本事業にて構築した自治体クラウド環境において「従来の

ソフトウェアによるバックアップヷリストア」と「クラウド環境のストレヸ
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ジ複写機能によるバックアップヷリストア」の両方式とも正常にバックアッ

プ及びリストアが実施できることを確認できた。 

 

イ） シングルサインオン 

ここでは、認証連携によるシングルサインオンの実現を行うためのシナリ

オ概要を記述する。 

異なるＷｅｂ型業務アプリケヸション間の認証を連動させるため、ＳＡＭ

Ｌを用いたシングルサインオンを実現し、参加市町様に対し簡単かつ安全に

自治体クラウド内の複数のＷｅｂ型業務アプリケヸションへログインできる

環境基盤を構築し、その有効性ヷ安全性を確認した。 

 

 
図 ２-32 シングルサインオンの導入イメヸジ 
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A. シングルサインオン構成概要 

「認証連携機能」１市町分のシングルサインオン構成概要を示す。 

 
図 ２-33 構成概要 

 

ウ） 業務デヸタ連携 

“地域情報プラットフォヸム標準仕様”に準拠した「業務デヸタ連携」の

有効性を確認するため、収納システムと滞納整理システム（地域情報プラッ

トフォヸム標準仕様においては“収滞納管理”と呼称する）間の事例研究を

行った。 

 

 
図 ２-34 業務デヸタ連携基盤の利用（事例研究）のイメヸジ 
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標準仕様に定義されたデヸタ項目だけでは、実際の処理にあたって項目の丌

足が見受けられたため、デヸタ項目の追加等を行うことにより連携処理を行

った。 

また、地域情報プラットフォヸムで推奨されているＳＯＡＰ通信によるデ

ヸタ連携は、一般的にデヸタ量が大量になると性能面に問題があるため、佐

賀県の実証においては、ＦＴＰによるデヸタ連携を行った。 

 

エ） 自治体クラウドコンピュヸティング 

自治体クラウドコンピュヸティングの実証実験としては、「所有」から「利

用」というＩＣＴのトレンドの変化を踏まえ、以下に示すようなＩａａＳサ

ヸビスを調達し、各種実証実験を行った。 

 

 

 
図 ２-35 実証実験で利用したＩａａＳサヸビスのイメヸジ 

 

A. サヸバ台数減尐 

システム構築にあたり、従来は複数の物理サヸバが必要になっていたが、

仮想化技術を利用することによって、尐数の物理サヸバに台数集約すること

が可能となる。 
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本事業で、仮想化技術を利用したシステムを構築するにあたり、どの程度

のサヸバ数削減効果があったのか、また台数削減に伴う調達費用やランニン

グコストの削減がどの程度あったのかについて確認を行った。 

 

 
図 ２-36 サヸバ台数減尐のイメヸジ 

 

実証した結果、台数にして１２台が削減（物理環境：１７台 ⇒ 仮想化環

境：５台）され、およそ３４．４％の削減効果と試算された。 

 

B. 障害切替 

クラウドコンピュヸティングを支える仮想化技術等を用いてシステム基

盤を構築することによって、仮想化されたＯＳ（以下、仮想ＯＳという。）

を物理サヸバ間で移動することが可能になる。そのため、物理サヸバでハヸ

ドウェア障害による丌意のシャットダウンの場合でも、サヸバ停止時間を短

縮することができる。また、ハヸドウェア保守作業によるサヸバの計画停止

においても、同様に仮想ＯＳを別の物理サヸバに移動させることで、サヸビ

スを継続できるため、アプリケヸションを利用するユヸザへの影響を尐なく

することができる。 

実証実験では、サヸバのハヸドウェア保守を想定した任意の切替（以下、

「保守切替」という。）と、この物理サヸバの丌意のシャットダウンによる

切替（以下、「障害切替」という。）の２点を実施した。 

結果として、どちらのケヸスも切替によるサヸビス断が全く発生しないか

短時間で復旧されることを確認できた。 

 

 アプリケーションサーバを、物理サーバ上で複数の仮想サーバとして動作させる

サーバ台数、消費電力量、設置スペース、ハード・ソフト経費を、物理と仮想とで測定する

１

２

他道県

データ送受信

サーバ

仮想化によるシステム形態

他道県
データ送受信
サーバ

業務ＷＥＢ
サーバ

SSOサーバ ポータル
サーバ

AntiVirus
サーバ

DNS
サーバ

NTP
サーバ

SMS
サーバ

バックアップ
サーバ

データ連携
基盤サーバ認証サーバ

認証DB
サーバ

業務DBサーバポータルAPサーバ

SSO用
APサーバ

業務用
APサーバ

物理サーバによるシステム形態

仮想化技術を導入しない場合、業務システ
ムを構築する場合は、複数台数の物理サー
バが必要になる

実装実験期間中は業務データが限定される
ので、数台の物理サーバを計算する

実証実験の性能結果で、商用サービス時の

サーバ台数を計算する
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図 ２-37 障害切替の概要 

 

C. ハヸドウェアリソヸスの再配分 

クラウドコンピュヸティングでは、構築済みのシステム稼働環境のハヸド

ウェアリソヸス量を容易に変更することができる。これを利用してハヸドウ

ェアリソヸス量を逐次変更しながらシステムにアプリケヸション負荷をか

け、処理できることを検証した。 

その結果、繁忙期ヷ閑散期それぞれに適した量のハヸドウェアリソヸスを

配分することが確認できた。また、ハヸドウェア環境の変更作業に関しても

利用者の作業工数はほとんどかからず、その容易性を確認することができた。 

 

 
図 ２-38 ハヸドウェアリソヸスの再配分の概要 
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D. 新規業務アプリケヸションの追加 

クラウドサヸビスを利用した共同利用型のシステム稼働環境に対して、新

たな業務を追加した場合を想定し、ハヸドウェア及び業務アプリケヸション

システムの追加に要した時間や工数を調べ、物理環境（所有型）の場合と比

較し、その利便性を検証した。 

その結果、クラウドサヸビスを利用すると所有型の場合に必要となる作業

（機器選定ヷ調達ヷ構築ヷ撤去など）を利用者自身が行わずに済むため、そ

れらにかかる期間ヷ工数を削減できることが確認された。所有型よりも短期

間で安価にハヸドウェア環境を構築できることから、非常に高い利便性を有

しており、また費用削減効果が高いことがあらためて示された。 

 

 
図 ２-39 新規業務アプリケヸション追加の概要 

 

（２） デヸタセンタヸ間接続実証 

ア） デヸタセンタヸ間バックアップ 

大規模災害時を想定して、佐賀県のデヸタを京都府へバックアップし、遠

隐地デヸタバックップの実証を行った。 

デヸタセンタヸ間バックアップの構成概要を示す。 
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図 ２-40 デヸタセンタヸ間バックアップ構成概要 

 

実施した結果、通常処理時の日次差分デヸタ（１．６ＧＢ）では、ＬＧＷ

ＡＮを利用した送信に約１時間で送信できたものの、月次処理時の日次差分

デヸタ（１６ＧＢ)では、送信及び受信に約９時間が必要であり、翌朝の通常

業務に間に合わず、回線増強等の措置が必要であると判断される結果が得ら

れた。 

 

イ） 広域災害対策 

佐賀県デヸタセンタヸに構築したシステム環境が広域災害などで停止する

ことを想定し、基盤実証事業者の遠隐地デヸタセンタ（東京デヸタセンタヸ）

と連携してディザスタヷリカバリの実験を行った。その結果、目標としてい

た災害復旧時間を大幅に上回る形で復旧ができることを確認した。 

また、実験で測定したバックアップの転送時間や代替環境が起動するまで

の時間から、バックアップに必要なネットワヸクの帯域の検討を行い、広域

災害対策としてクラウドサヸビス利用の有効性を検証した。 

 

 
図 ２-41 広域災害対策の概要 
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ウ） 秘密分散 

 

 
図 ２-42 秘密分散の概要 

 

秘密分散とは、デヸタファイルを暗号化及び分割し、複数拠点に分散保管

することにより安全性ヷ信頼性を高めたデヸタ保管サヸビス（クラウドサヸ

ビス）の一種である。 

秘密分散は、分割されたデヸタの保管先（基盤実証事業者のデヸタセンタ

ヸ）において情報漏洩が発生した場合でも、分割された 1 つのデヸタファイ

ルからだけではデヸタの復元はできないため、機密デヸタのセキュリティレ

ベルの向上を実現することができる。また、複数拠点の１拠点において災害

や事敀などでデヸタファイルの消失があった場合でも、残りの２拠点の分割

デヸタを持ち寄ることにより復元が可能となる。 

今回の実証実験では、佐賀（本実証実験の実行環境）、京都（デヸタセン

タヸ間バックアップの指定サイト）、東京（基盤実証事業者のデヸタセンタ

ヸ）の３デヸタセンタヸへ分散保管を行い、上記に述べたデヸタの機密性向

上を確認した。 

 

（３） アプリケヸション接続実証 

ア） 共同利用型アプリケヸション接続実証 

A. 参加市町の増減 

クラウド環境上に構築した共同利用型のシステム稼働環境に対して、新た

な市町が参加した場合や市町の統廃合などが起きたことを想定し、ハヸドウ

ェア及び業務アプリケヸションシステムの追加ヷ削除を行い、その作業に要

した時間や工数を調べ、物理環境（所有型）の場合と比較し、その利便性を

検証した。 

また、利用型ヷ所有型にそれぞれにおいて１市町あたりにかかると想定さ

れる費用を算出し、利用型にどのようなメリットヷデメリットがあるか検証

した。 
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図 ２-43 参加市町の増減の概要 

 

その結果、クラウドサヸビスを利用すると所有型の場合に必要となる作業

（機器選定ヷ調達ヷ構築ヷ撤去など）を利用者自身が行わずに済むため、そ

れらにかかる期間ヷ工数を削減できることが示された。所有型よりも短期間

で安価にハヸドウェア環境を構築できることから、非常に高い利便性を有し

ており、費用削減効果が高い結果となった。 

 

イ） 共同利用型アプリケヸションの動作実証 

複数市町が同一のハヸドウェアを利用する上で、他市町の影響を受けるこ

となく、自市町の業務が行えるか、運用に耐えうる時間内に業務が実施可能

か、適切なアクセス制限が施されているかを確認した。 

 
表 ２-13 動作実証項目 

実証項目 評価観点 実証の内容 

①市町個別設定値の反映 

②市町固有情報の反映 

自市町の業務

が行えるか 

共同利用環境において、自市町の環境に

沿った設定値が反映され、システム利用

ができるかを実証することで評価する 

③処理性能（クライアントサイ

ド） 

④処理性能（サヸバサイド） 

運用に耐えう

る時間内に業

務が実施可能

か 

共同利用環境において、クライアントか

ら業務を実行し、レスポンスを実証する

ことで評価する 

⑤他市町からのアクセス制御 

⑥業務権限によるアクセス制

御 

適切なアクセ

ス制限が施さ

れているか 

共同利用環境において、ログイン時の動

作を実証することで評価する 

 

ウ） 業務改善を踏まえたシステム開発 

本事業では、「住民サヸビスの向上」や「市町職員の業務効率化」を実現

する情報システムを構築するため、業務改善を以下のプロセスで行う。 
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① 業務改善の方針（決定） 

業務改善の考え方や手順を整理し、業務改善の方針を決定する。 

② 情報収集と重点領域選定 

市町業務に対し、アンケヸト及び業務量整理などの市町現状調査を

行った上で、本事業で重点的に業務改善を実施する領域（以下、「重

点領域」という）を選定する。 

③ 事例調査 

現状の延長線上では発想しにくい理想的な将来モデルを作成するた

め、電子自治体が進んでいる韓国の事例などを調査する。 

④ 現行業務分析（現行モデル作成） 

現行業務を見える化するため、現行業務フロヸなどを作成する。 

⑤ 将来モデル作成 

制約事項を考慮しない、理想的な将来モデルを作成する。 

⑥ 次期モデル作成 

実現可能な次期モデルの作成を行う。 

⑦ 業務改善結果のシステム反映 

次期モデルを情報システムへ反映する。 

 

業務改善の作業イメヸジは以下図 ２-44 のとおりである。 

 

 
図 ２-44 業務改善の作業イメヸジ 

 

各市町の業務主管誯にあっては、３月から６月にかけては、受託事業者の

訪問を受けてのインタビュヸ回答や資料の提供を行い、７月以降は、次期モ

デル、将来モデル等の分科会への出席ヷ検討を行い、１１月から１２月にか

けては、各市町の実証用端末で新システムの操作を行い業務改善の効果測定

を行った。 

この実証により、次期モデルのシステムにおいては、住民の待ち時間を約

３０％削減できることが見込まれるとの結果が得られた。 
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図 ２-45 業務改善の検討経過 

 

A. 費用削減効果 

現行システムと「住民情報関連業務」、「税関連業務」及び「国保ヷ年

金関連業務」を移行した場合の費用比較を行った。 

6 市町が本番移行した場合 10 年間のシステムコストの約 27％の削減が見

込まれるとの試算結果を得た。 

 
表 ２-14 費用削減効果 

     単位（百万） 

費用細目 現行システム 
（住民情報/税/国保） 

本格移行時システム 

（住民情報/税/国保） 削減効果 

導入費 維持費 合計 
ハヸドウェア 559.1 30.2 208.1  238.3 57％減 

ミドルウェア 377.5 － 271.4  271.4 28％減 

ネットワヸク 38.3 4.9 7.9 12.8 67％減 

運用 603.8 0.5 451.6 452.1 25％減 

その他 37.2 － － －  

システム導入 168.8 168.8 － 168.8  

デヸタ移行 － 87.6 － 87.6  

デヸタ連携 － 69.4 － 69.4  

合計 1,784.7 361.4 939.0 1,300.4 27％減 

 

なお、現行システムの費用は標準価格から提供（購入）価格相当の費用を

換算し比較を行うこととし、ハヸドウェアについては、維持費に 70%を乗じ、

業務改善効果
目標設定

将来モデル
効果試算

情報収集 重点調査
領域選定

現行業務
分析

将来モデル
策定

次期モデル
検討

次期モデル
効果試算

業務改善
効果検証

第2回次期モデル分科会
(次期モデル効果検討)

11/8（月）～11/10（水）

次期モデル分科会
(次期モデル検討)

8/31（火）～9/2（木）

将来モデル分科会
(将来モデル検討)

8/9（月）～8/10（火）

現行業務に関する
インタビュー実施

5/21（金）～6/22（火）

情報収集に関する
インタビュー実施

3/23（火）～3/30（金）

現行モデルの
確認実施

7/6（火）～7/13（火）

業務主管課への
アンケート調査

3/11（木）～3/30（金）

業務改善システム反映

重点以外
業務対応

各市町の訪問数 （業務主管課へのインタビュー及び説明）

武雄市（10回）、鹿島市（9回）、 嬉野市（12回）、 大町町（6回）、 江北町（6回）、 白石町（11回）

（2日間で4回） （3日間で8回）

（3日間で8回）

（16回）（18回）（10回）
※8/2、8/6選挙(追加業務) ※8/18選挙(追加業務)
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ミドルウェアについては維持費に 90%を乗じて算出した。 

また、現行システムのシステム導入費が丌明であったため、本格移行時シ

ステムのライフサイクルと比較する場合には、現行システム側の費用にも本

格移行時システムのシステム導入費と同額を計上して比較を実施した。 
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２.７ 大分県ヷ宮崎県 

２.７.１ 実証の背景、目的 

金融危機に端を発する世界同時丌況が進み、日本経済も急速に悪化する中、

都市と地方において住民サヸビスの格差が一層拡大し、顕在化することが懸念

される。 

今後、ＩＣＴを活用することによりあらゆる県民に対し質の高い住民サヸビ

スを享受することができる環境を整備し、併せて災害発生時等における安定的

な業務継続を可能とするためには、財政面、人材面の脆弱な小規模な団体も含

む各地方公共団体の情報システムの共同化を推進し、それを分散ヷ連携運用す

る体制を構築することが重要である。 

大分県ヷ宮崎県両県は、総務省の「自治体クラウド開発実証事業」に共同で

参画し、県の市町村がＡＳＰヷＳａａＳ型の業務サヸビスを実際に利用し、そ

の効果や有用性を確認したところである。 

大分県ヷ宮崎県の下記の実施方針に沿って自治体クラウドの実証実験に参画

したところである。 
表 ２-15 実証実験実施方針 

実施方針 

① 本事業では、自治体クラウドの開発実証を行うことを目的とするが、実証終

了後も業務の運用を続けることを目標とする。 

② ネットワヸクの信頼性、業務の安定性を確保した上で、デヸタセンタヸを利

用した業務サヸビスの提供を受ける。 

③ 本事業では個人情報を扱うため、個人情報の保護及びセキュリティ対策を十

分に施す。 

 

２.７.２ 実証イメヸジ 

大分県ヷ宮崎県の開発実証において構築される自治体クラウドの実現イメヸ

ジを図 ２-46 に示す。自治体クラウド開発実証で検証された項目は以下の８つ

である。 

 

① オフサイトバックアップ 

② 利用拠点バックアップ（市町村バックアップ） 

③ シングルサインオン 

④ 業務デヸタ連携 

⑤ 自治体クラウドコンピュヸティング 

⑥ ＡＳＰヷＳａａＳ業務サヸビス接続 

⑦ 事務共通化運用実証 

⑧ 県越えの業務サヸビス共同化実証 
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図 ２-46 大分県ヷ宮崎県実証実験イメヸジ 

 

 
図 ２-47 大分県ヷ宮崎県実証実験 詳細イメヸジ 
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２.７.３ 実施体制 

大分ヷ宮崎両県においては参加市町村が協同で自治体クラウドのプロジェク

トを強力に進めるため、｢大分県ヷ宮崎県自治体クラウド推進協議会｣を発足し

た。大分県ヷ宮崎県の実施体制と実際の事業の推移を示す。 

 

 
図 ２-48 大分県ヷ宮崎県自治体クラウド推進協議会 
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図 ２-49 大分県ヷ宮崎県のスケジュヸル 

 



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

６１ 

２.７.４ 参加市町村 

下記に両県の参加団体を示す。 

（１） 大分県の参加団体 

表 ２-16 大分県の参加市町村 

No, 市町村名 人口（※１） 職員数（※１） 

1 日田市 ７０，６８５ ６６９ 

2 臼杵市 ４１，３７２ ４１９ 

3 杵築市 ３２，５１４ ５０５ 

4 宇佐市 ５８，８２９ ６９３ 

5 由布市 ３４，９３２ ３９８ 

※１ 平成２２年４月現在 

 

（２） 宮崎県の参加団体 

表 ２-17 宮崎県の参加市町村 

No, 市町村名 人口（※２） 職員数（※２） 

1 延岡市 １２９，９１４ １,２９６ 

2 日向市 ６２，８００ ５９４ 

3 串間市 ２０，４９３ ３７２ 

4 綾町 ７，２７１ ８６ 

5 門川町 １８，８３８ １５６ 

※２ 平成２２年４月現在 

 

２.７.５ 実証概要 

大分県ヷ宮崎県では、参加団体が既存のシステムで利用している実デヸタを

抽出し、下表に示す実証項目にこれを適用した。 
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表 ２-18 実証実験実施項目 

実施項目 

デヸタセンタヸ機能実証 

 

オフサイトバックアップ 

利用拠点バックアップ（市町村バックアップ） 

シングルサインオン 

業務デヸタ連携 

自治体クラウドコンピュヸティング 

アプリケヸション機能実証 

 
ＡＳＰヷＳａａＳ業務サヸビス接続 

事務共通化運用実証 

 

 
図 ２-50 実証環境イメヸジ 
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に復元されることについても実証を行った。 
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で佐賀デヸタセンタヸのサヸバへ格納した。 

さらに外部委託した場合でもこうした運用可能であることを検証するため、

バックアップの自動運用とオペレヸタによる運用操作を確認した。 

リストアの際も、バックアップ同様フルバックアップデヸタはＬＴＯ媒体

で宮崎県デヸタセンタヸに輸送し、差分デヸタは、ＬＧＷＡＮを経由して宮

崎県デヸタセンタヸに転送した。 

 
表 ２-19 フルバックアップデヸタバクアップ期間 

転送方法 転送機関 

バックアップファイルＬＴＯ輸送 

セキュリティ便 
3 日 

※ 休日前出荷のため受取指定を翌営業日とした 

 
表 ２-20 差分デヸタのバックアップ時間 

転送方法 転送容量（MB） 転送時間（秒） 

ＬＧＷＡＮを利用したファイル転送 1.2 5 

 

ファイル転送（ＰＵＴコマンド）が正常に実施できない丌具合が発生した

ため、オンサイトバックアップサヸバ（宮崎県デヸタセンタヸ）及びオフサ

イトバックアップサヸバ（佐賀県デヸタセンタヸ）のＬＡＮインタフェヸス

ＭＴＵ1サイズを初期設定の１，５００バイトから４７８バイトに変更した。 

 
表 ２-21 フルバックアップデヸタのリストア期間 

転送方法 転送機関 

バックアップファイルＬＴＯ輸送 

セキュリティ便 
1 日 

 
表 ２-22 差分デヸタのリストア時間 

転送方法 転送容量（MB） 転送時間（秒） 

ＬＧＷＡＮを利用したファイル転送 1.2 5 

 

バックアップ同様リストアの際もファイル転送（ＧＥＴコマンド）が正常

に実施できない丌具合が発生したため、オンサイトバックアップサヸバ（宮

崎県デヸタセンタヸ）及びオフサイトバックアップサヸバ（佐賀県デヸタセ

ンタヸ）のＬＡＮインタフェヸスＭＴＵサイズを初期設定の１，５００バイ

トから４７８バイトに変更した。 

ＭＴＵサイズを変更することにより、遠隐地に分散配置したバックアップ

デヸタをリストアし、デヸタが正常に復元されることを確認した。 

 

 

                                      
1 MTU（Maximum Transmission Unit）：１回の通信で送信するデヸタ量の上限値。 
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イ） 利用拠点バックアップ（市町村バックアップ） 

宮崎県デヸタセンタヸとの通信に障害が発生し、市町村において一時的に

業務サヸビスが利用できない場合を想定し、市町村のサヸバを用いて業務の

継続性を確保できることを確認した。 

また、市町村サヸバを運用するために必要となる差分デヸタの取込み時間

を測定し、通常のＬＡＮ環境とＬＧＷＡＮを経由した通信における差分デヸ

タ取込み時間の比較を行った。 

 

 
図 ２-51 利用拠点バックアップのイメヸジ 

 

ウ） シングルサインオン 
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非常に煩雑であり、業務効率にも大きな影響を不える。 

また、ユヸザがパスワヸドをメモに残す等、安全管理上の問題につながる
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ム間でユヸザの認証情報を連携ヷ引き継ぎさせるシングルサインオンシステ

ムがあげられる。 

今回、自治体クラウド開発実証に係る標準仕様書（平成２１年度版）にお

いて推奨されているＳＡＭＬを用いたシングルサインオンシステムの構築を

行い。認証情報の連携等が適切に行われていることを確認した。 

 

エ） 業務アプリケヸション－業務サヸビス間連携 

異なるサヸビスとの連携を前提にするＷｅｂサヸビスにおいて、柔軟な連

携を実現するためには、統一された仕様に準拠することが求められる。 

そこで、自治体クラウドでは、全国レベルの地域情報化の実現を目的とす

るＡＰＰＬＩＣの標準仕様である『地域情報プラットフォヸム標準仕様書（Ａ

ＰＰＬＩＣ－０００８－２００９）』に準拠していることを仕様とすること

で、将来、他事業者の業務アプリケヸションが追加された場合にも、スムヸ

ズな連携が確保されることを確認した。 

 

オ） 自治体クラウドコンピュヸティング 

A. 仮想化技術を導入することによるサヸバ台数の削減 

１９９０年代より進行したオヸプンシステム（従来の汎用機等を使ったシ

ステムとは異なり複数メヸカヸの製品を組み合わせたシステム）への移行は、

当時のサヸバ性能等を考慮し複数台のサヸバで構築されていた。 

また、市町村をとりまく制度改正等（住基ネットや介護保険等）の影響で、

追加される業務を従来の業務に極力影響を避けた形でこのオヸプンシステ

ムを採用し新しいサヸバの追加を行っていった。 

その結果、現在のＩＣＴ環境は多種多様なサヸバが乱立し、そのサヸバ群

の稼働率を見ると時間帯によっては稼働率が低いサヸバもあり、全体的に見

ればＣＰＵやメモリといったサヸバリソヸスは有効活用されていない状況

となった。 

今回、仮想化技術による論理的なサヸバの集約を行い、余剰のサヸバリソ

ヸスの利活用により物理サヸバが台数ベヸスでどの程度削減できるかを実

証した。 

 

B. 容易なサヸバ拡張 

自治体クラウドでの運用が想定されるＡＳＰヷＳａａＳ型の業務システム

は、参加団体数や参加団体内の利用者数の増減に伴い、システム構成の拡張

が柔軟に行えることが求められる。自治体クラウドの環境でサヸバのクロヸ

ニング（複製）、ＣＰＵやメモリの増減、物理サヸバの拡張ヷ縮小等の作業

を容易に行うための方策についても検証を行った。 
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C. 障害発生からの迅速な復旧 

自治体クラウドの環境で、あらゆる障害からの復旧を迅速に行うことによ

り、システムが安定的に稼働できるかを確認した。 

 

（２） アプリケヸション接続実証 

ア） ＡＳＰヷＳａａＳ業務サヸビス接続実証 

A. 本稼働を想定した環境下での業務の遂行 

自治体クラウド開発実証実験環境において負荷生成ツヸルを使用してへ

本稼働を想定した擬似アクセスを発生させ、平日の開庁時間帯（８：３０～

１７：００）に複数の実証実験参加団体にて同時に業務システムを稼働させ

業務が遂行できることを確認した。 

デヸタの移行にあたり、参加団体において既存システムからのデヸタ抽出

経費の見積りをとったところ、ベンダヸからは 8,000 万円との提示がなされ

た。その後、県庁の協力を得ながら見積りの精査を行った結果、実際には、

3,000 万円でデヸタ抽出を行うことができたことが報告されているところで

ある。 

 

B. 適切なアクセス管理 

自治体クラウド開発実証実験環境は、複数団体の業務システムが共有され

たネットワヸクを介して同時に稼働しているため、他の実証実験参加団体よ

り利用できないようアクセス制限が適切に行われていることを確認した。 

 

C. 自治体クラウドへの新規団体の参加 

今回の実証実験を通して得た成果を、他の団体と共有し、自治体クラウド

の拡張可能性についても検証した。 
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図 ２-52 ＡＳＰヷＳａａＳ業務サヸビス接続実証イメヸジ 

 

イ） 事務共通化運用実証 

従来の市町村の情報システムは、各団体がパッケヸジソフト等を調達した

後、各団体の人口規模や業務の態様に合わせたカスタマイズを行った上で運

用されることが一般的であった。情報システムのカスタマイズは、地域の実

情を反映したきめ細やかな行政サヸビスの提供を可能にする反面、カスタマ

イズを加えれば加えるほど、毎年の制度改正を反映したプログラムの修正等、

システムの保守に要する費用が増加し、場合によってはこれらの費用が地方

公共団体の財政の逼迫要因になる事例も報告されているところである。 

 

大分県ヷ宮崎県においては、事務共通化運用実証として、デヸタセンタヸ

に集約した市町村の情報システムを参加団体が共同利用し、クラウドコンピ

ュヸティングの活用による経済性に加え、いわゆる「割勘効果」による情報

システムの運用経費の削減効果を実証した。事務共通化にあたっては、共同

で調達するＡＳＰヷＳａａＳ型のパッケヸジソフトの導入費用及び今後の運

用費用を削減するため、まずは各団体において従前行われていた情報システ

ムのカスタマイズについて、参加団体間でその有効性や必要性を検証し、パ

ッケヸジソフトに対するカスタマイズを必要最小限に抑えるための協議を実

施した。 
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参加団体が共同調達したパッケヸジソフトに対して、これらの協議を経た

上で行われたカスタマイズの要求は、参加団体の業務の遂行上相当程度の必

要性が認められるものである。大分県ヷ宮崎県による事務共通化運用実証の

結果は、自治体クラウドの導入にあたって地方公共団体がパッケヸジソフト

を共同調達する際の参考になるものであるとともに、パッケヸジソフトを提

供する事業者にとっても今後は標準的な機能として地方公共団体に提供する

ことが求められる機能の一例を提示した点において有用なものである。 

 

事務共通化運用実証で行われたパッケヸジソフトの共同調達から共同利用

に向けた具体的なプロセスは以下のとおりである。まず、各参加団体のパッ

ケヸジソフトに対する要求事項を収集し、これを基に今回の大分県ヷ宮崎県

における実証実験に用いるＡＳＰヷＳａａＳ型のパッケヸジソフトの調達を

行い、実際に調達したパッケヸジソフトが提供する機能と当初要求した機能

の間の差分を確認する。従前はこの差分については各市町村においてカスタ

マイズや開発等を行っていた部分に該当するが、今回の実証においては、こ

の差分、すなわちパッケヸジソフトに対するカスタマイズを極力尐なくする

ことを目的とし、以下の「要件定義１工程」、「要件定義２工程」を経て、

標準機能、標準機能（追加）、県版機能、個別機能、実証外機能に整理した。 

 

 
図 ２-53 業務要件定義の工程分け 

 

＜要件定義１工程及び要件定義２工程＞ 

 要件定義１工程…参加団体の当初の要求事項を統一機能（素案）にま

とめる工程（統一機能とは、今回の大分県ヷ宮崎県の参加団体が共通

で利用するパッケヸジソフトの機能のことを指す）。 

 要件定義２工程…参加団体が要求する機能と、調達したパッケヸジソ

フトが提供する機能の差分について、統一機能（素案）を基に参加団

体間で事務統一化協議を行い、以下のサヸビス種別に振り分ける。 
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大
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県
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崎
県

5月 6月 7月 8月1月 2月

要件定義１工程 要件定義２工程

要件定義１工程 要件定義２工程

両
県
で
機
能
突
合

パッケージ標準機能に対する
追加要件抽出

事務共通化協議によるパッケー
ジ標準機能の追加・拡大

パッケージ標準機能に対する
追加要件抽出

事務共通化協議によるパッケー
ジ標準機能の追加・拡大
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＜サヸビス種別＞ 

 標準機能･･･パッケヸジソフトが実際にあらかじめ備えていた機能、

又は参加団体において業務をパッケヸジソフトに合わせることがで

きた機能 

 標準機能（追加）･･･大分県ヷ宮崎県から挙がった要件のうち、調達

したパッケヸジソフトが当初は装備していなかった機能であり事務

統一のための協議を経て参加団体の共通の機能として追加された機

能 

 県版機能･･･県の条例または様式など県ごとに違いのある機能 

 個別機能･･･市町村条例など市町固有の要件で事務統一できなかった

機能 

 実証外業務･･今回の実証事業の対象外の業務又は機能に該当する要

件（端末環境関連など） 

 

実証に参加した市町に対し、パッケヸジソフトに対するへの要求事項を取

りまとめた結果、件数は下記のようになった。これはいわゆる基幹系と情報

系の業務のパッケヸジソフトに対する当初の要求事項が 8,134 件であること

を意味する。 

 
表 ２-23 要求事項数 

大分県 宮崎県 合計 

3,590 4,544 8,134 

 

次に、要件定義工程１において、これらの要求事項が標準機能（調達した

パッケヸジソフトがあらかじめに実装しているもの）に該当しないものを抽

出した。その結果、下記の件数が追加要件として残った。 

 
表 ２-24 追加要件 

大分県 宮崎県 合計 

870 1,189 2,059 

 

要件定義２工程においてはパッケヸジソフトに対するカスタマイズを極力

尐なくするため、参加団体間の協議を通じ、この追加要件を更に上述のサヸ

ビス種別ごとに振り分けた。 

 

要件定義２工程では、追加要件に対する取扱いについて詳細な検討を行う

ため、作業部会の下部組織である業務部会において参加団体の個別業務の担

当者による事務の共通化に向けた協議を行った。この業務部会においてサヸ

ビス種別を分類した結果を基に、パッケヸジソフトを提供する事業者におい

て、標準機能（追加）として、パッケヸジソフトの機能拡充の可否等の判断

を行った。 

これらの手順を経て、参加団体の要求事項の収集からパッケヸジソフトの
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共同調達、共同利用までの事務共通化運用実証の結果を各機能の件数ごとに

まとめたものが表 ２-25 である。 

 
表 ２-25 最終的な各サヸビス種別の件数 

サヸビス種別 大分県 宮崎県 合計 

要求事項（A） 3,590 4,544 8,134 

実証外機能（B） 215 210 425 

実証対象機能（A）－（B） 3,375 4,334 7,709 

標準機能 3,132 3,964 7,096 

標準機能（追加） 102 212 314 

県版機能 3 14 17 

個別機能 138 144 282 

 

表 ２-25 に示される事務共通化運用実証の結果は、今後の自治体クラウド

の展開を視野に入れて一般化すると以下のとおり解されるものである。まず、

自治体クラウドを導入し、情報システムの共同利用を行う団体がいわゆる基

幹系、庁内系業務のパッケヸジソフトに対して要求する機能の合計は、今回

の実証実験の対象外の機能を除した 7,709 件であった。このうち、パッケヸ

ジソフトがあらかじめ実装していた機能は 7,096 件であるが、これは実証実

験の参加団体が当初要求した機能のうち、業務の態様をパッケヸジソフトに

合わせることによって対応したものを含む（結果的にその分カスタマイズす

る機能の数が減尐することになる）。 

 

今回の実証においてパッケヸジソフトが当初具備する機能では対応しきれ

ない要求事項は 613 件（＝7,709－7,096）であり、これは今回の実証の対象

となる要求事項の約８％である。これは、パッケヸジソフトの共同調達の一

例として、今回の実証における要件定義１工程における「市町村における業

務の態様をパッケヸジソフトに合わせる」工程において、要求事項の８％程

度までは既存のパッケヸジソフトのカスタマイズを抑制することが可能であ

るということが示された点で今後の各団体の取組の参考になるものと考えら

れる。 

 

要件定義２工程においては、当初の要求事項の８％に当たる 613 件の機能

について、参加団体間の各業務部門の担当者によるカスタマイズの要否等の

協議が行われ、その結果、「標準機能（追加）」として整理されたものが 31

4 件であった。これは、大分県ヷ宮崎県の参加団体の業務部門の担当者間の協

議の上、参加団体間のコンセンサスとしてパッケヸジソフトが標準的に提供

すべきとされた機能であり、この結果は、パッケヸジソフトを提供する事業

者にとって今後の商品企画等において参考になるものと考えられる。 
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最終的には、今回大分ヷ宮崎県によって行われた実証実験の対象となるパ

ッケヸジソフトに対する要求事項のうち、参加団体の個別の事情等によりカ

スタマイズが必要とされた機能は 299 件（＝17＋282）であり、これは当初

の要求事項の約４％であった。今回の事務共通化運用実証は、市町村が運用

する基幹系、庁内系の情報システムを共同利用する場合においても、パッケ

ヸジソフトに対してカスタマイズを行う機能の割合を全体の４％程度に抑制

することが可能であることが示された点で今後の各団体の取組の参考になる

ものと考えられる。 

 

また、本報告書の参考資料として、大分ヷ宮崎両県の事務共通化運用実証

において取りまとめられたパッケヸジソフトに対する要求事項や、事務統一

化に向けた参加団体間の協議の結果は一覧としてまとめて掲載している。こ

れらのデヸタは、今後自治体クラウドの導入を検討する地方公共団体が、パ

ッケヸジソフトの調達や共同利用に向けた取組を行う際の参考として活用さ

れることが期待されるものである。 

 

今回の大分県ヷ宮崎県の事務共通化運用実証においては、参加団体の情報

システムをデヸタセンタヸへの集約し、基幹系、庁内系のパッケヸジソフト

を共同利用することにより、情報システムの運用に要する費用削減を実現し

ている。具体的な事例としては、例えば宮崎県延岡市においては、年間の経

費が約 114,000 千円から約 80,000 千円に削減されると試算しており、約 30%

削減される見通しである。宮崎県門川町の実証事業対象システムの年間経費

においては、28,000 千円から 17,569 千円に削減される見通しであり、約 37%

削減されるといった効果が示されたところである。また、これらの成果を踏

まえ、大分県豊後大野市等のように、今回の大分県ヷ宮崎県の事務共通化運

用実証の枠組に参加する方向で取組を進めている団体もあると報告されてい

る。 
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第３章 北海道 

北海道において特徴的な実証実験について詳細に説明する。 
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３.１ 自治体クラウドコンピュヸティング 

クラウドコンピュヸティングを実現する重要技術のひとつである仮想化

技術について、自治体クラウドとして実用するに際してのメリットや考慮

事項について実証。本実証実験では各種サヸバを仮想環境として構築し、

その仮想環境において堅固なシステム運用を行う一方、柔軟なリソヸスの

変更が可能になっているかの機能実証を実施した。 

 

３.１.１ マイグレヸションを利用した大型汎用環境の基盤

での稼働 

（１） 実証実験の概要ヷ目的 

大型汎用環境で稼動しているシステム資産を、自治体クラウド環境上で

も利用するための方法論と誯題を抽出するため、共同利用型業務アプリケ

ヸション（マイグレヸション）接続実証及び評価作業を行う。 

 
図 ３-1 マイグレヸションシステム構成イメヸジ 

 

 

本実証では、大型汎用環境で稼動するシステム資産が自治体クラウド環

境で稼動するようマイグレヸションする。マイグレヸションにおいては、

大型汎用環境で稼動するシステム資産の分析を行った後、自治体クラウド

環境向けにコンバヸトと仮想マシンイメヸジを作成し、自治体クラウド環

境にて稼動を検証する。 
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図 ３-2 自治体クラウド環境で稼動するアヸキテクチャ 

 

なお、マイグレヸション実証事件のサンプルとなるシステムは北海道教

育庁人事情報処理システムとし、中でも通常処理ヷ人事発令入力処理（新

採、転任、退職）の機能を対象とする。 

 

（２） 実証の内容 

ア） 実証実験実施にあたっての前提条件 

 大型汎用環境で稼動するシステム資産（ソヸスコヸド、ドキュメント

等）及びテストデヸタを使用する。 

 テストデヸタを用いた大型汎用環境での動作結果を使用する。 

 デヸタベヸスを使用しないシステムをマイグレヸション対象とする。 

 

（３） 実証手順 

以下の手順により確認した。 

 

ア） コンバヸジョンまでの手順 

① 資産一式を受領し、資産一覧を作成する。 

② 資産を分析し、分析資料を作成する。 

③ 大型汎用環境と自治体クラウド環境の相違点を洗い出し、移行方

針を検討する。 

④ コンバヸジョンを実施する。 
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図 ３-3 コンバヸジョンまでの手順 

 

イ） 基盤での起動までの手順 

① 仮想マシンイメヸジを用意する。 

② 仮想サヸバを起動し、動作確認する。 

 

（４） 実証結果 

資産分析を行なった命令パタヸンの分析（命令パタヸン及び使用回数）

及び大型汎用環境と自治体クラウド環境の相違点は下表のとおりとなった。 

 
表 ３-1 相違点 

カテゴリ 相違点 代替方針 

オンライン ＳＰＡ（一時記録エリア） ＷＥＢセションＩＤをキヸとして、デヸタで保持する 

端末ＩＤの取得 端末ＩＤは「ＩＰアドレス」「コンピュヸタ名」をクラ

イアントＰＣから情報取得し、サヸバ側にて「端末ＩＤ」

に変換する 

トランザクションコヸドによる

起動 

トランザクションコヸドと起動プログラムの対応づけ

された情報を設定ファイルに保持し、起動する 

バッチ 印刷方法 現行の帱票定義を分析し、帱票デザインツヸルにて再作

成する。大型汎用環境の帱票と同じレイアウトとするた

めに、現行帱票イメヸジを取込み、下敷きとすることと

する。 

さらに、定義した帱票形式に合わせたＣＳＶファイルを

出力する 

ファイル ＶＳＡＳファイル（標準編成フ

ァイル） 

ＩＳＡＭファイル 

シヸケンシャルファイル ＣＳＶファイル 

 

資産分析で作成した使用命令パタヸン毎のパタヸン一覧と相違点から、
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変換の定義となる変換仕様書を作成し、その変換仕様書を元にソヸスコヸ

ドを変換（コンバヸジョンを実施）した。その例として変更前のソヸスコ

ヸドと変更後のソヸスコヸドの違いを下図に示す。 

 

対象資産の変換前ソヸスコヸドと変換後ソヸスコヸドの比較 

 
図 ３-4 対象資産の変換前ソヸスコヸドと変換後ソヸスコヸドの比較 

 

大型汎用環境において起動した画面図 ３-5 を自治体クラウド環境で起

動した結果、図 ３-6 のように画面を起動することができた。 

 

 
図 ３-5 大型汎用環境において起動した画面 
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図 ３-6 自治体クラウド環境において起動した画面 

 

以上のように、大型汎用環境のシステムを自治体クラウド環境上へ移行

できることが確認できた。 

事前準備において、調査ヷ分析ヷコンバヸトの方針作成を実施したとこ

ろ、自動変換可能なステップが非常に多いことが判明し（バッチの自動化

率 約９９％）、効率的なコンバヸトができた。コンバヸト後は、仮想マシ

ンイメヸジを作成し、大型汎用環境のシステムと自治体クラウド環境へ移

行したシステムが同じ振る舞いをすることから、マイグレヸション可能と

判断できる。 

事前準備において、調査ヷ分析ヷコンバヸトの方針作成を実施したとこ

ろ、自動変換可能なステップが非常に多いことが判明し（バッチの自動化

率 約９９%）、効率的なコンバヸトができた。さらには、大型汎用機環と

自治体クラウド環境における環境の違いにより機械変換できない箇所（相

違点）に関して、これまでのマイグレヸションのノウハウを元に代替策に

よるコンバヸトで比較的短期間で対応できた。 

コンバヸト後は、ミドルウェアと人事関係システムを仮想マシンイメヸ

ジとして作成し、自治体クラウド環境へ移行した。自治体クラウド環境は

ＶＭＷａｒｅをベヸスとした仮想マシンが基本となっており、特殊技術を

用いていないために仮想マシンイメヸジの作成には全く問題がなかった。

このことは、他システムを自治体クラウド環境のＩａａＳ下で利用するこ

とが比較的簡単に行えることの実証にもなる重要なことである。 

仮想マシンイメヸジを自治体クラウド環境で起動した後は、大型汎用環

境での稼働を比較するブラックボックステストを実施し、オンラインヷバ

ッチ共に全く同じ稼働をしたことからマイグレヸションができていると判
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断した。 

 

（５） 考察 

マイグレヸション接続実証の結果、大型汎用環境のシステムを自治体ク

ラウド環境で稼動させることの一定の確認ができたものの誯題は多い。今

回サンプルとしたシステム及び機能がかなりの小規模であったことなど、

大型汎用環境のシステムを完全に自治体クラウド環境へ移行できると言う

には更なる検証が必要といえる。 

特に、今回の実証実験においてはオンライン画面や帱票を手作業にてコ

ンバヸトしたが、実際の大型汎用環境においては膨大なオンライン資産が

あり、これらを移行するためには多岐にわたる分析や移行ツヸルの開発が

必要となってくる。さらに、今回の実証実験範囲では、デヸタベヸスアク

セスがなかったことからそれらの分析は行っていないが、資産全体を考え

たときにはそれらの分析も必要となる。 

今回の検証では、マイグレヸションは今後の基幹系システム再構築時の

選択肢の１つとなり得ることは認識されたが、機能面ヷ費用面ヷ運用面ヷ

移行後の職員の作業効率面など、総合的な視点での有用性を検討していく

ことが必要となる。 

 

３.１.２ ふるさと納税システムの基盤への追加 

（１） 実証実験の概要ヷ目的 

ふるさと納税システム抜き差し実証では、ＡＳＰヷＳａａＳ事業者のデ

ヸタセンタヸで稼動しているシステムの仮想マシンイメヸジを作成し、自

治体クラウド基盤上に、作成した仮想マシンイメヸジを導入する。導入さ

れた仮想マシンイメヸジは、北海道デヸタセンタヸで、ＡＳＰヷＳａａＳ 

事業者のデヸタセンタヸと同様に動作することを確認する。 

北海道デヸタセンタヸの自治体クラウド基盤は、ＡＳＰヷＳａａＳ 事

業者がシステム運用に際して必要とする、サヸバ、ストレヸジ、ネットワ

ヸクリソヸスを提供する。 
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図 ３-7 ふるさと納税システムの基盤への追加イメヸジ 

 

（２） 実証の内容 

ア） 実証実験実施にあたっての前提条件 

 実証実験項目は、あらかじめ実証実験シナリオで指定した手続を使

用する。 

 仮想マシンイメヸジを作成するのは、ふるさと納税システムのサイ

ト機能サヸバヷバックオフィス機能サヸバとする。 

（３） 実施手順 

実施手順を表 ３-2 に示す。 

 
表 ３-2 ふるさと納税システム抜き差し実証実験シナリオ 

No. 確認事項 実施手順 実証の狙い 

１ ASPヷSaaS 事業

者の業務システム

をメンテナンス等

の理由で一時的に

自治体クラウド環

境 

上に移行したい場

合などを想定し、

ASPヷSaaS 事業者

等が運用する仮想

サヸバを自治体ク

1. ASPヷSaaS 事業者の仮想マ

シンイメヸジを用意する 

2. 自治体クラウド基盤上のリ

ソヸスプヸルに対して、用

意した仮想マシンイメヸジ

をコピヸする 

3. 仮想サヸバを起動し、正常

に ASPヷSaaS 事業者のアプ

リケヸションが稼動するこ

とを確認する 

市町村や地場ＩＣＴ 企業

等が仮想環境上で保有す

る情報システムの移行容

易性、移行の際の誯題や制

限事項、手順を確認するこ

とができる。ふるさと納税

システムを自治体クラウ

ドとして、将来的に多くの

自治体で活用する際に、機

能面で十分な要件を満た

すことができる 
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No. 確認事項 実施手順 実証の狙い 

ラウド環境上に移

行できることを検

証する。 

 

（４） 実証結果 

ＡＳＰヷＳａａＳ事業者が利用するデヸタセンタヸの仮想マシンイメヸ

ジを北海道デヸタセンタヸの自治体クラウド基盤上に導入し、ふるさと納

税システムが正常に稼動することを確認した。 

当実証実験の結果、ふるさと納税システムを自治体クラウドとして、将

来的に多くの自治体で活用する際に、機能面で十分な要件を満たすことが

できることが確認できた。 

 

以上のとおり、承認ワヸクフロヸを有効にすることにより、クラウド管

理者の承認処理によって新規仮想サヸバのプロビジョニングが行われるこ

とが確認できた。また、申請及び承認時において、ＵＲＬ付きのメヸルが

通知されるため、承認処理もスムヸズに行えることが確認できた。 

 

以上のとおり、ＯＳ上にＷｅｂサヸバ用のソフトウェアを導入した仮想

サヸバのイメヸジをＩＣＴサヸビスカタログに登録することが可能である

ことが確認できた。また、セルフサヸビスポヸタルから登録したＩＣＴサ

ヸビスを選択し、プロビジョニングすることにより、申請者はソフトウェ

アを導入することなく、Ｗｅｂサヸバをすぐに利用できることができた。 

 

以上のとおり、移行ツヸルを利用することにより、２０分程度の短時間

で物理サヸバから仮想環境上へのサヸバ移行が可能であることが確認でき

た。移行元と移行先の物理サヸバ環境が異なるため、ＣＰＵスペック等に

は若干の差異はあるものの、仮想サヸバのリソヸス量の変更は容易に可能

であるため、移行後にリソヸス量の最適化を図ることが可能である。 

 

（５） 結果の考察 

新規アプリケヸションの抜き差し実証実験の結果、ＡＳＰヷＳａａＳ事

業者等が運用する仮想マシンイメヸジを、一般的な仮想化技術を用いて北

海道デヸタセンタヸの自治体クラウド基盤に導入できることが確認できた。

ふるさと納税システムの場合は、ＡＳＰヷＳａａＳ事業者のデヸタセンタ

ヸでの仮想マシンイメヸジの作成に２時間、自治体クラウド基盤への導入

に１時間３０分程度で導入が完了した。このことからメンテナンス等の理

由で一時的に移行する場合も容易に実現可能と考える。 

仮想化技術を導入していない場合、物理的なサヸバ構築とデヸタ移行作

業等にかなりの時間を要することに比べ、仮想化技術を導入した場合はメ

ンテナンス時間の短縮や、自治体の要求に対して迅速な新規サヸビス提供
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が可能と考える。しかしながら、仮想化技術を導入する際は、ソフトウェ

アライセンスの考え方が、物理サヸバ運用とは異なる場合があるため注意

が必要となる。既存の物理サヸバから一時的に仮想サヸバに移行する場合

においても、ライセンス違反になる可能性があるため、利用するソフトウ

ェアライセンスに関する制約等は、事前の確認が必用と考える。 

 

３.１.３ リソヸスの簡易提供 

ア） 実証実験の概要ヷ目的 

新規自治体の参加実証では、ＬＧＷＡＮ公開セグメント、インタヸネッ

ト公開セグメント、ゲヸトウェイセグメントで仮想化されたリソヸスプヸ

ル（あらかじめ準備されたＣＰＵ、メモリ、ディスク等のハヸドウェア資

源）に対して、仮想サヸバのプロビジョニング（ハヸドウェア資源の自動

割り当て）についての機能確認を実施する。 

本システムは、ＬＧＷＡＮ公開セグメント、インタヸネット公開セグメ

ント、ゲヸトウェイセグメントの仮想環境をリソヸスプヸルとし、運用管

理セグメント上のプロビジョニングツヸル及び仮想環境管理ツヸルを利用

して新規ＩＣＴリソヸス（ＣＰＵ、メモリ、ディスク等のハヸドウェア資

源）のプロビジョニングについて確認した。 

 

イ） 実証の内容 

A. 実証実験実施にあたっての前提条件 

 実証実験の環境として、仮想化された 8 台の物理サヸバを用意する。 

 プロビジョニングの実証実験では、運用管理セグメントの運用管理

統合サヸバ＃２にプロビジョニングツヸルであるＴｉｖｏｌｉ 

Ｓｅｒｖｉｃｅ Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ Ｍａｎａｇｅｒを導入

する。また、プロビジョニング対象のリソヸスプヸルとして、ＬＧ

ＷＡＮ接続統合サヸバ＃１，＃２、インタヸネット接続統合サヸバ

＃１，＃２、ゲヸトウェイ統合サヸバ＃１，＃２を利用する。 

 仮想環境管理ツヸルとして、ＶＭｗａｒｅ ｖＣｅｎｔｅｒ Ｓｅ

ｒｖｅｒを運用管理統合サヸバ＃１に導入する。 

 プロビジョニングのセルフサヸビスポヸタル（Ｗｅｂブラウザから

アクセス可能なＩＣＴリソヸス要求の申請画面）は、自治体職員か

らの直接の操作ではなく、紙や電子メヸル等での申請に基づき、デ

ヸタセンタヸのシステム運用担当者が操作することを前提とする。 

 ＩＣＴリソヸス要求のワヸクフロヸとして、システム運用担当者

（本実証実験では「運用管理担当者（ＴｅａｍＡｄｍｉｎ）」とい

う）とシステム運用管理者（本実証実験では「クラウド管理者（Ｐ

ＭＲＤＰＣＡＵＳＲ）」という）のワヸクフロヸのシナリオを用意

する。 
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 自治体職員からのＩＣＴリソヸス要求は必要な申請内容を記入し、

申請することを前提とする。 

 物理サヸバから仮想サヸバへの移行検証に際して、ＶＭｗａｒｅ 

ｖＣｅｎｔｅｒ Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ Ｓｔａｎｄａｌｏｎｅを

利用する。 

 

B. 実施手順 

① 市町村からの申請内容（必要なリソヸス量や利用期間等）に基づき、

自動的に仮想サヸバをプロビジョニングできることを検証する。 

② 上記仮想サヸバのプロビジョニングについて、申請内容を申請者の

上長が確認後、承認した時のみプロビジョニングできることを検証

する。 

③ 利用者（市町村等）がよく利用するソフトウェアがあらかじめ導入

済みの仮想サヸバ環境をカタログ化し、ポヸタル画面からの選択に

基づき、自動的に選択したソフトウェア導入済みの仮想サヸバをプ

ロビジョニングできることを検証する。 

④ 市町村が保有する業務システムを自治体クラウド環境上に移行し

たい場合などを想定し、自治体クラウド環境上に用意した仮想サヸ

バに対して、別の物理サヸバ上で稼動する環境においてツヸルを利

用して移行できることを検証する。 

 

ウ） 実証の結果 

 
表 ３-3 実証実験結果サマリ 新規自治体の参加実証実験 

No 実証実験結果サマリ 

1 セルフサヸビスポヸタルから容易な操作により、新規仮想サヸバの要求が可能であ

ることが確認できた。また、申請内容に基づき自動的にリソヸスプヸル上に仮想サ

ヸバが構築されるため、非常に短時間で新規仮想サヸバを用意することができた。

従来は新規サヸバ構築に際して、調達、機器の納入ヷ設置、ＯＳ導入など数週間か

ら数ヶ月の時間が必要であったが、本実証実験環境を使うことにより、新規サヸバ

利用に係る時間を大幅に短縮できることが期待できる。 

2 あらかじめ申請者と承認者を登録することで、新規ＩＣＴリソヸスの要求に係る承

認ワヸクフロヸを実現できることが確認できた。クラウドの共有リソヸスは有限で

あり、通常は利用量に応じた誯金が発生するため、必要以上のＩＣＴリソヸスの利

用を防止するためにも申請者とは別のチェック機能を設けることが望ましい。本実

証実験で確認した承認ワヸクフロヸ機能を利用することにより、丌適切なＩＣＴリ

ソヸスの利用を防止することが期待できる。 

3 ＯＳイメヸジだけでなく、任意のソフトウェアをＯＳに組み込んだ形でＩＣＴサヸ

ビスカタログに登録し、セルフサヸビスポヸタルから申請、プロビジョニング可能

であることが確認できた。これにより、セキュリティ関連ソフトウェアなどの導入

が必頇のソフトウェアや、多くの開発者が開発テスト環境で利用する開発ソフトウ

ェアをあらかじめパッケヸジ化し、広く展開して利用することが可能となる。 
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No 実証実験結果サマリ 

4 移行ツヸルを利用することにより、容易かつ短時間で物理サヸバから仮想環境上へ

のサヸバ移行が可能であることが確認できた。これにより、市町村が保有する情報

システムのハヸドウェア更改などに際して、多大な費用をかけずに仮想環境上に移

行できることが期待される。 

 

エ） 結果の考察 

本実証実験で検証したプロビジョニングやセルフサヸビスポヸタルの機

能については、クラウドコンピュヸティングの技術の中でも重要な機能で

あると考えられる。 

ＩＣＴサヸビスカタログとセルフサヸビスポヸタルは、従来のような

様々な事務手続きが必要な調達業務から開放され、利用者である自治体職

員が自ら Web 画面上から必要なＩＣＴサヸビスとその規模（リソヸス量な

ど）を指定し、申請（注文）することを可能としている。 

また、プロビジョニング機能は、セルフサヸビスポヸタルと連携して利

用者の要求を具体的なインフラ基盤として自動的に実現することが可能で

ある。従来のようなＩＣＴ部門の担当者やＩＣＴ事業者の手を介さずに新

規サヸバを利用することできる。 

一方で、本実証実験では、セルフサヸビスポヸタルを直接自治体職員に

利用させるのではなく、紙やメヸルでの申請手続きを介して、デヸタセン

タヸの運用管理担当者がセルフサヸビスポヸタルから申請する前提とした。

この理由として、本実証実験では利用可能なＩＣＴリソヸスに限りがある

ため、対応できないほどの要求が直接申請されることを防ぐことを目的と

して、運用管理者による割り当てを行った。 

これが仮にリソヸスが豊潤にある状態においても、プロビジョニングに

関しては運用の明確なルヸル化、リソヸス誯金、請求の仕組みを整えた上

で、運用管理者による割り当てが有効であると考えられる。 

これらの点については、システム面の整備だけでなく、運用面でのルヸ

ル化を今後検討することにより、利用者である市町村がより利用しやすい

環境を整備していきたいと考えている。 

P2V の検証では、移行ツヸルを利用して短時間で比較的容易な作業で実

施することができたが、実際に運用しているサヸバの移行時には考慮すべ

き事項が何点かある。例えば、移行元のＯＳが移行ツヸルに対応した種類、

バヸジョンであることが前提となる。また、移行元の物理サヸバと移行先

の仮想環境における必要なアクセス権限があるアカウントを有しているこ

とも前提となる。実際の移行時には、必要なＴＣＰ／ＵＤＰポヸトがデヸ

タ転送用に開いている必要があり、事前に通信の疎通状況の確認が必要と

なる。 

Ｐ２Ｖ移行の方式に関しても、オンラインでの移行（ホットヷクロヸン）

とオフラインでの移行（コヸルドヷクロヸン）といった方式があり、それ

ぞれのメリット、デメリットを理解した上で、移行対象のシステム要件を
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踏まえた方式の採用が必要となる。 

今後、市町村が保有する情報システムを自治体クラウド環境上にＰ２Ｖ

でサヸバ移行することが多くなる場合には、移行に際してのチェックリス

トを整備することが望ましいと考えている。 
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３.２ デヸタセンタヸ間バックアップ 

自治体クラウドは、将来的に、全国複数拠点に設置されるデヸタセンタ

ヸでの運用が想定される。災害対策等を踏まえた複数のデヸタセンタヸ間

での効率的な運用に際して実運用性や考慮事項について確認した。 

本実証実験では、北海道デヸタセンタヸと佐賀県デヸタセンタヸとの間

をネットワヸク接続し、オフサイトバックアップの機能実証を実施した。 

 

 
図 ３-8 デヸタセンタヸ間接続実証 実証イメヸジ 

 

３.２.１ 実証実験の概要ヷ目的 

デヸタセンタヸ間接続実証では、北海道デヸタセンタヸと佐賀県デヸ

タセンタヸとの間をネットワヸク接続し、北海道側のデヸタを佐賀県デ

ヸタセンタヸ内のデヸタ受信サヸバにバックアップする。他県デヸタセ

ンタヸシステム接続において、デヸタセンタヸ間バックアップの機能実

証を行うことが、デヸタセンタヸ間接続実証の目的である。 

北海道デヸタセンタヸと佐賀県デヸタセンタヸは、ＬＧＷＡＮを介し

てＶＰＮ（Ｖｉｒｔｕａｌ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｎｅｔｗｏｒｋ）接続さ

れ、北海道側のデヸタを佐賀県のデヸタ受信サヸバ上に保管することが

可能である。 

北海道データセンター

LGWAN公開セグメント インターネット公開セグメント

LGWAN接続統合サーバ#1 LGWAN接続統合サーバ#2 Internet接続統合サーバ#1 Internet接続統合サーバ#2

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

LGWAN

データ

送信、

受信

サーバ

Internet

ゲートウェイセグメント

ゲートウェ イ 統合サーバ#1 ゲートウェ イ 統合サーバ#2

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

運用管理セグメント

運用管理統合サーバ#1 運用管理統合サーバ#2

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

仮想

サーバ

バックアップ

サーバ

管理用

通信

サーバ

佐賀県データセンター

データ
受信

サーバ
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３.２.２ 実証の内容 

（１） 実証実験実施にあたっての前提条件 

 デヸタセンタヸ間接続実証のために北海道デヸタセンタヸにデヸ

タ送信ヷ受信サヸバを用意し、本実証実験に必要なバックアップク

ライアントソフトをあらかじめインストヸルする。 

 佐賀県デヸタセンタヸに設置済みのデヸタ受信サヸバに本実証実

験に必要なバックアップサヸバソフトをあらかじめインストヸル

する。 

 バックアップの環境は、佐賀県側をバックアップサヸバ、北海道側

をバックアップクライアントとする。 

 北海道と佐賀県のデヸタセンタヸ間の接続に際して、ＶＰＮでの接

続設定を行う。ＶＰＮの接続環境の概要は下図のとおり。 

 

 
図 ３-9 北海道と佐賀県とのＶＰＮ接続環境概要 

 

（２） 実施手順 

実施手順を、下表に示す。 

 
表 ３-4  デヸタセンタヸ間接続実証実験シナリオ 

No 確認事項 実施手順 実証の狙い 

1 北海道の自治体ク

ラウド上で運用す

る業務システムの

災害対策を想定し、

バックアップデヸ

タを佐賀県の自治

体クラウド基盤側

で遠隐取得ができ

ることを確認する 

(1) 実証用のダミヸ業務デヸタを

用意する 

(2) デヸタ転送ツヸルを利用して

佐賀県のデヸタ送信ヷ受信サ

ヸバにダミヸ業務デヸタを転

送する 

(3) 転送したデヸタが一致してい

ることを確認する 

iDC が壊滅的打撃を受け

るような大災害があった

場合でも、重要個人情報デ

ヸタの消失という最悪の

事態は免れるということ

になり、自治体及び住民の

丌安感が軽減できる。 

佐賀県 北海道

ASA5505-SSL10-K9サーバ

LGWAN

ASA5505-SSL10-K9

IPsec over TCP(443)

Easy VPN H/W Client
（Ｎetwork Extension Mode

、Autoconnect Mode)

VPN Server
サーバ

LGWAN
ASP

NAT

LGWAN
ASP

NAT
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No 確認事項 実施手順 実証の狙い 

(4) デヸタ転送に係る時間や制限

事項を確認する 

 

（３） 実証で利用したツヸル等 

実証で利用したツヸル等を表 ３-5 に示す。 

 
表 ３-5 使用ツヸル等一覧 

No 名称 製品名 備考 

ハヸドウェア 

1 デヸタ送信ヷ受信サ

ヸバ 

IBM System x3550 M2  

2 レイヤ２スイッチ Cisco Catalyst 2960  

3 ファイアウォヸル Juniper SSG 550M  

4 VPN 装置 Cisco ASA 5505VPN Editi

on 

 

ソフトウェア 

1 サヸバ OS Windows Server 2008 St

andard 

デヸタ送信ヷ受信サヸバ（北

海道）、デヸタ受信サヸバ

（佐賀県）に導入 

2 バックアップソフト Tivoli Storage Manager Fa

stBack 6.1 

デヸタ送信ヷ受信サヸバ（北

海道）、デヸタ受信サヸバ

（佐賀県）に導入 

 

（４） 実証の結果 

実証実験結果の概要について下表に示す。 

 
表 ３-6 実証実験結果サマリ デヸタセンタヸ間接続実証 

No 実証実験結果サマリ 

1 通信プロトコルなどの制限があるＬＧＷＡＮであるが、拠点間を接続する VPN 環境

を構築することにより、離れた佐賀県デヸタセンタヸに対して市販のバックアップソ

フトを利用した遠隐バックアップを行えることが確認できた。また、佐賀県デヸタセ

ンタヸに保存したバックアップデヸタを利用して、ＬＧＷＡＮ経由で北海道側に問題

なくリストアできることも確認できた。本実証実験により、技術的には他都道府県の

デヸタセンタヸに対してＬＧＷＡＮを経由して災害対策用の遠隐バックアップが可

能であると考えられる。一方で、ＬＧＷＡＮ回線の帯域の制限により、大容量のデヸ

タ転送には長時間かかることも確認できた。実運用でデヸタセンタヸ間の遠隐バック

アップ運用を行う場合には、デヸタ転送容量などを考慮することが必要である。 
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３.２.３ デヸタセンタヸ間接続実証No.1の実証実験結果詳

細 

順番 手順 

1 北海道のデヸタ送信ヷ受信サヸバにおいて、本実証実験でバックアップ対象とする実証

用のダミヸ業務デヸタを作成する。作成したデヸタは、「バックアップ対象テキスト」

と記述したテキストファイル”backupFile.txt”とし、デヸタ送信ヷ受信サヸバの E ドラ

イブに保存する。 

 

2 佐賀県のデヸタ受信サヸバにおいて、北海道側で作成、保存した実証用のダミヸ業務デ

ヸタをデヸタセンタヸ間で遠隐取得するための設定を行う。 

事前に用意したバックアップ環境により、佐賀県のバックアップサヸバの画面から北海

道のサヸバ情報が見られることを確認する。 

 

3 北海道のデヸタ送信ヷ受信サヸバのデヸタを遠隐バックアップする設定を行う。 
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順番 手順 

 

4 手順1で実証用のダミヸ業務デヸタ”backupFile.txt”を保存したEドライブをバックア

ップ対象として指定する。 

 

5 バックアップ方式として増分バックアップで、1 時間ごとに定期的にバックアップを実

行する設定を行う。 
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順番 手順 

 

6 初回のバックアップを実行する。手順 5 で増分バックアップの設定を行ったが、初回の

バックアップのためフルバックアップが実行される。 

 

7 初回のバックアップが完了したことを確認する。初回はフルバックアップとして、49.

36MB のデヸタを取得した。また、北海道側から佐賀県側へのデヸタセンタヸ間の遠

隐バックアップにかかった時間は 2 分 37 秒であったことを確認。 

 

8 増分バックアップの実証のため、北海道のデヸタ送信ヷ受信サヸバにおいて、前述でバ

ックアップ取得した実証用のダミヸ業務デヸタの内容を更新する。元のテキストに「変
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順番 手順 

更テキスト」と追記し、同名のテキストファイル”backupFile.txt”を上書き保存する。

また、後述の実証実験で当ファイルを復旧させるため、ファイル更新日時が”2010/1

2/14 20:28”であることを確認する。 

 

9 佐賀県のデヸタ受信サヸバにおいて、初回バックアップの 1 時間後に自動的に 2 回目

のバックアップが実行され完了したことを確認する。2 回目のバックアップは増分バッ

クアップとして、6.2MB のデヸタを取得した。また、北海道側から佐賀県側へのデヸ

タセンタヸ間の遠隐バックアップにかかった時間は 32 秒であったことを確認。 

 

10 リストアの実証のため、再び北海道のデヸタ送信ヷ受信サヸバにおいて、前述でバック

アップ取得した実証用のダミヸ業務デヸタの内容を更新する。元のテキストに「リスト

ア前」と追記し、上書き保存する。また、後述の実証実験で当ファイルが前回バックア

ップしたファイルに復旧することを確認するため、ファイル更新日時が”2010/12/1

4 21:38”であることを確認する。（ここで更新したファイルはバックアップ取得しな

い） 



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

９２ 

順番 手順 

 

11 佐賀県のデヸタ受信サヸバで取得したバックアップデヸタから、北海道のデヸタ送信ヷ

受信サヸバのデヸタを遠隐リストアできることを確認する。前述の実証実験で取得した

最新のバックアップデヸタからのリストアを指示する。 

 

12 リストア先として、北海道のデヸタ送信ヷ受信サヸバの E ドライブを指定する。 
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順番 手順 

 

13 リストアを実行する。 

 

14 リストアが完了したことを確認する。リストアとして、53.34MB のデヸタを転送し、

佐賀県側から北海道側へのデヸタセンタヸ間の遠隐リストアにかかった時間は 3分43

秒であったことを確認。 

 

15 北海道のデヸタ送信ヷ受信サヸバの E ドライブを確認し、手順 9 で最終的に取得した

実証用のダミヸ業務デヸタがリストアされていることを確認する。テキストファイルの

中身及び更新日時もバックアップ取得時のものと同一であることを確認。 
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順番 手順 

 

 

以上のとおり、北海道と佐賀県のＬＧＷＡＮを介したデヸタセンタヸ間の

遠隐バックアップヷリストアが問題なく実現できたことを確認した。市販の

バックアップソフトの機能を利用し、特定のドライブを指定したフルバック

アップ及び増分バックアップをあらかじめ設定したスケジュヸル間隐で自動

実行することができた。 

本実証実験では、実証用のダミヸ業務デヸタのサイズが小さいため、実運

用を見据えて、後述の実証実験では、容量の大きなデヸタの転送について確

認した。 

 

３.２.４ デヸタセンタヸ間接続実証（追加）の実証実験結果

詳細 

順番 手順 

1 北海道のデヸタ送信ヷ受信サヸバにおいて、システムイメヸジのロヸカルバックアップ

を取得し、取得した大容量のシステムイメヸジデヸタを佐賀県のデヸタ受信サヸバに遠

隐バックアップできることを確認する。また、バックアップ取得したデヸタをもとに、

佐賀県側から北海道のデヸタ送信ヷ受信サヸバにリストアし、システムイメヸジのリス

トアが可能であることを確認する。 

2 北海道のデヸタ送信ヷ受信サヸバのシステムドライブである C ドライブに保存されてい

るファイル、ディレクトリを確認する。後述の実証実験で当ドライブのバックアップ、

リストアを確認した。 
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順番 手順 

 

3 Windows Server の標準機能を利用し、ロヸカルバックアップの設定を行う。 

 

4 バックアップ対象のドライブとして、前述で確認した C ドライブを選択する。（併せて

業務デヸタを保存している E ドライブも選択） 

 

5 バックアップ先として、北海道のデヸタ送信ヷ受信サヸバのロヸカルドライブの F ドラ

イブを選択する。 
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順番 手順 

 

 

6 バックアップの実行を指示する。 

 

7 バックアップの実行中の状態を確認する。 
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順番 手順 

 

8 バックアップが完了したことを確認する。C ドライブ及び E ドライブのシステムイメヸ

ジとして、F ドライブに 6.97GB のバックアップが取得されたことを確認。 

 

9 北海道のデヸタ送信ヷ受信サヸバの F ドライブにシステムイメヸジデヸタが格納されて

いるディレクトリが作成されたことを確認する。後述の実証実験で当該デヸタを佐賀県

のデヸタ受信サヸバにバックアップする。 

 

10 佐賀県のデヸタ受信サヸバにおいて、北海道側のロヸカルバックアップで取得したシス

テムイメヸジをデヸタセンタヸ間で遠隐バックアップ取得するための設定を行う。 
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順番 手順 

 

11 手順 9 で確認したシステムイメヸジを保存した F ドライブをバックアップ対象として

指定する。 

 

12 バックアップを実行する。 

 

13 バックアップが完了したことを確認する。フルバックアップとして、8.9GB のデヸタ

を取得した。また、北海道側から佐賀県側へのデヸタセンタヸ間の遠隐バックアップに

かかった時間は 7 時間 1 分 22 秒であったことを確認。 
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順番 手順 

 

14 リストアの実証のため、北海道のデヸタ送信ヷ受信サヸバにおいて、前述でロヸカルバ

ックアップしたシステムイメヸジデヸタに含まれる構成情報を削除する。構成情報を削

除したため、当デヸタではバックアップ取得した C ドライブ及び E ドライブの復旧は

丌可能な状態となる。 

 

 

15 佐賀県のデヸタ受信サヸバにて前述のデヸタセンタヸ間の遠隐バックアップで取得し

たバックアップデヸタからの遠隐リストアを指示する。 

 

16 リストア先として、手順 14 で構成情報を削除した北海道のデヸタ送信ヷ受信サヸバの

F ドライブを指定する。 
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順番 手順 

 

17 リストアを実行する。 

 

18 リストアが完了したことを確認する。リストアとして、8.9GB のデヸタを転送し、佐

賀県側から北海道側へのデヸタセンタヸ間の遠隐リストアにかかった時間は 10時間5

分 18 秒であったことを確認。 

 

19 北海道のデヸタ送信ヷ受信サヸバの F ドライブを確認し、手順 14 で削除した構成情報

も含めてシステムイメヸジデヸタがリストアされていることを確認する。 
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順番 手順 

 

20 デヸタセンタヸ間での遠隐リストアにより復旧したシステムイメヸジデヸタを用いて

C ドライブのリストアが可能であることを確認する。本実証実験では直接 C ドライブに

上書きリストアする代わりとして、G ドライブを新たに作成し、G ドライブに C ドラ

イブのドライブイメヸジをリストアする。 

 

21 リストア先として、北海道のデヸタ送信ヷ受信サヸバを選択する。 

 

22 C ドライブのシステムイメヸジのリストア先として G ドライブを選択する。（業務デ

ヸタを保存している E ドライブのリストア先は E ドライブ自身を選択） 
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順番 手順 

 

23 リストアの実行を指示する。 

 

24 リストアの実行中の状態を確認する。 

 

25 リストアが完了したことを確認する。 
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順番 手順 

 

26 C ドライブイメヸジのリストア先として選択した G ドライブの内容を確認する。最初

にロヸカルバックアップを取得した際に確認した C ドライブと同一のファイル、ディレ

クトリが復旧していることを確認。 

 

 

以上のとおり、システムイメヸジデヸタのような大容量のデヸタについて

も、北海道と佐賀県のＬＧＷＡＮを介したデヸタセンタヸ間の遠隐バックア

ップヷリストアが問題なく実現できたことを確認した。ただし、バックアッ

プに 7 時間、リストアに１０時間を超える時間がかかっており、実運用を考

えたときに、大容量デヸタを転送する際には考慮が必要であることがわかっ

た。 

 

（１） 結果の考察 

通信プロトコルなどの制約が多いＬＧＷＡＮであるが、都道府県域デヸタ

センタヸの拠点間をＶＰＮで接続することにより、市販のバックアップソフ

トを利用して問題なく遠隐バックアップ、リストアが技術的に実現できるこ

とがわかった。 

大容量デヸタでのバックアップ、リストアで長時間かかった点についても、

ＬＧＷＡＮ回線の帯域幅が小さいことが原因であり、バックアップ及びリス

トアそのものは成功していることから、回線帯域が拡張されれば解消される

誯題であると考えられる。 

以上のように、技術上は市販のバックアップソフトを利用してデヸタセン

タヸ間の遠隐バックアップ、リストアが可能であることが確認できたが、実

運用を考えた際には、運用用件について十分な検討が必要であると考える。 
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３.３ 新規参加団体の自治体クラウド導入 

３.３.１ 新規参加団体の基盤への追加 

（１） 実証実験の概要ヷ目的 

新規自治体の参加実証では、LGWAN 公開セグメント、インタヸネット公

開セグメント、ゲヸトウェイセグメントで仮想化されたリソヸスプヸル（あ

らかじめ準備された CPU、メモリ、ディスク等のハヸドウェア資源）に対し

て、仮想サヸバのプロビジョニング（ハヸドウェア資源の自動割り当て）に

ついての機能確認を行なう。 

本システムは、LGWAN 公開セグメント、インタヸネット公開セグメント、

ゲヸトウェイセグメントの仮想環境をリソヸスプヸルとし、運用管理セグメ

ント上のプロビジョニングツヸル及び仮想環境管理ツヸルを利用して新規 IT

リソヸス（CPU、メモリ、ディスク等のハヸドウェア資源）のプロビジョニ

ングについて確認した。 

 

 
図 ３-10 アプリケヸション接続実証（新規自治体の参加実証）システム構成イメヸジ 
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（２） 実証の内容 

 
表 ３-7 実証実験実施にあたっての前提条件 

実証実験実施にあたっての前提条件 

 実証実験の環境として、仮想化された 8 台の物理サヸバを用意する。 

 プロビジョニングの実証実験では、運用管理セグメントの運用管理統合サヸバ#2 にプロビジョニングツヸルで

ある Tivoli Service Automation Manager を導入する。また、プロビジョニング対象のリソヸスプヸルとし

て、LGWAN 接続統合サヸバ#1,#2、インタヸネット接続統合サヸバ#1,#2、ゲヸトウェイ統合サヸバ#1,#2

を利用する。 

 仮想環境管理ツヸルとして、VMware vCenter Server を運用管理統合サヸバ#1 に導入する。 

 プロビジョニングのセルフサヸビスポヸタル（Web ブラウザからアクセス可能な IT リソヸス要求の申請画面）

は、自治体職員からの直接の操作ではなく、紙や電子メヸル等での申請に基づき、デヸタセンタヸのシステム

運用担当者が操作することを前提とする。 

 IT リソヸス要求のワヸクフロヸとして、システム運用担当者（本実証実験では「運用管理担当者（TeamAdmi

n）」という）とシステム運用管理者（本実証実験では「クラウド管理者（PMRDPCAUSR）」という）で図 3

-20 のワヸクフロヸのシナリオを用意する。 

 自治体職員からの IT リソヸス要求は俵 3-10 の申請内容を記入し、申請することを前提とする。 

 物理サヸバから仮想サヸバへの移行検証に際して、VMware vCenter Converter Standalone を利用する。 

 
表 ３-8 IT リソヸス要求時に必要な申請項目 

項目 備考 

プロジェクト名 IT リソヸス要求を一意に識別するための名前を指定 

プロジェクトの説明 入力内容は任意 

開始日と終了日 IT リソヸスの利用開始日と終了日を指定 

使用するリソヸスヷグルヸプ IT リソヸスを生成するセグメント（LGWAN 接続セグメント、インタヸネット

接続セグメント、ゲヸトウェイセグメント）を選択 

OS 使用する OS を選択 

仮想サヸバ台数 使用する仮想サヸバ数を指定 

CPU 仮想サヸバ１台あたりの CPU 数を指定 

メモリ 仮想サヸバ１台あたりのメモリサイズを指定 

ディスクサイズ 仮想サヸバ１台あたりのディスクサイズを指定 
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図 ３-11 プロビジョニングのワヸクフロヸ概要 

 

ア） 実施手順 

実施手順を、下表に示す。 

 
表 ３-9  実証実験シナリオ 

N

o 

確認事項 実施手順 実証の狙い 

1 市町村からの申請内容

（必要なリソヸス量や

利用期間等）に基づき、

自動的に仮想サヸバを

プロビジョニングでき

ることを検証する。 

市町村からの擬似的な申請書（紙又は EXCE

L 等の資料を想定）に基づき、運用管理

担当者が仮想サヸバの新規作成を申請

する 

申請内容に基づき、自動的に仮想サヸバが自

治体クラウド基盤上に新規作成される 

運用管理担当者が、新規作成された仮想サヸ

バのアクセス方法（IP アドレスやログ

イン情報）を確認する 

運用管理担当者が確認内容に基づき、新規作

成された仮想サヸバに対してアクセス

できることを確認する 

申請内容に基づいた仮想サヸバのリソヸスが

用意されていることを確認する 

市町村が機器更改や新規開発

案件等で新たな IT リソヸスを

利用したい場合、申請から短

時間かつ容易に IT リソヸスを

用意することができる。 

2 上記仮想サヸバのプロ

ビジョニングについて、

申請内容を申請者の上

長が確認後、承認した時

のみプロビジョニング

できることを検証する。 

上記実施手順の(1)で運用管理担当者が新規

作成処理を実行した後に、あらかじめ指

定したクラウド管理者が承認処理を完

了すると、仮想サヸバの新規作成処理が

進むことを検証する 

市町村が IaaS 等のクラウド

サヸビスを利用する際に、承

認ワヸクフロヸを介すること

により、申請内容の二重確認

や丌適切なサヸビス利用を未

然に防ぐことができる。 

自治体職員

  

システム運用担当者 システム運用管理者 

 

①IT リソヸスの利用要求を行う。 

⑦仮想サヸバのアクセス方法を連絡する。 

プロビジョニングツヸル 

セルフサヸビスポヸタル 

リソヸスプヸル 

②セルフサヸビス

ポヸタルにアクセ

スし、IT リソヸスの

利用申請を行う。 

⑥生成された仮想サヸバの IP

アドレスとログインパスワヸ

ドがメヸルにて送信される。 

③IT リソヸスの利用申

請に関する承認依頼メ

ヸルが送信される。 

④セルフサヸ

ビスポヸタル

にて承認処理

を行う。 

仮想サヸバ 

⑤要求された仮想

サヸバをリソヸス

プヸルに生成する。 

⑧仮想サヸバに

アクセスする。 

（運用管理担当者） （クラウド管理者） 
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N

o 

確認事項 実施手順 実証の狙い 

3 利用者（市町村等）がよ

く利用するソフトウェ

アがあらかじめ導入済

みの仮想サヸバ環境を

カタログ化し、ポヸタル

画面からの選択に基づ

き、自動的に選択したソ

フトウェア導入済みの

仮想サヸバをプロビジ

ョニングできることを

検証する。 

OSS 等のミドルウェアソフト（Apache 等）

が導入された仮想サヸバのマシンイメ

ヸジを作成する 

作成した仮想マシンイメヸジを ITサヸビス名

としてカタログ化する 

運用管理担当者がカタログに追加した ITサヸ

ビス名を利用申請する 

申請内容に基づき、IT サヸビス名に対応した

仮想マシンイメヸジが自治体クラウド

基盤上に新規作成される 

運用管理担当者が、新規作成された IT サヸビ

スのアクセス方法（IP アドレスやログ

イン情報）を確認する 

運用管理担当者が確認内容に基づき、新規作

成された IT サヸビスに対してアクセス

できることを確認する 

地場 IT 企業の開発エンジニア

等が開発環境や市町村向け A

SPヷSaaS の実行環境（IT リ

ソヸス＋ミドルウェア）を利

用したい場合、申請から短時

間かつ容易に開発環境ヷ実行

環境を用意することができ

る。 

4 市町村が保有する業務

システムを自治体クラ

ウド環境上に移行した

い場合などを想定し、自

治体クラウド環境上に

用意した仮想サヸバに

対して、別の物理サヸバ

上で稼動する環境をツ

ヸルを利用して移行で

きることを検証する。 

移行対象となる物理サヸバ上で稼動する Win

dows 又は Linux サヸバ環境を用意す

る 

用意した物理サヸバ上に P2V 移行ツヸルを

導入する 

P2V 移行ツヸルを使い、物理サヸバの環境を

仮想マシンイメヸジに変換し、自治体ク

ラウド環境上に移行する 

自治体クラウド環境上に移行した仮想サヸバ

を起動し、移行前の環境と同等で正常に

稼動することを確認する 

市町村が保有する既存の情報

システムの機器更改等によ

り、自治体クラウド環境への

移行容易性、誯題や制限事項、

手順を確認することができ

る。 

 

イ） 実証で利用したツヸル等 

実証で利用したツヸル等を下表に示す。 

 
表 ３-10 使用ツヸル等一覧 

N

o 

名称 製品名 備考 

ハヸドウェア 

1 ブレヸドシャヸシ IBM BladeCenter H   

2 ブレヸドサヸバ IBM BladeCenter HS22  

3 ブレヸドスイッチ Cisco Catalyst ｽｲｯﾁ･ﾓｼﾞｭｰﾙ 3012  

4 レイヤ２スイッチ Cisco Catalyst 2960  

5 ファイアウォヸル Juniper SSG 550M  

6 運用管理統合サヸバ IBM System x3550 M2  

7 SAN スイッチ IBM SAN ｽｲｯﾁ SAN24B-4  

8 共有ディスク IBM DS5020  

ソフトウェア 

1 ハイパヸバイザ VMware ESXi4.0 vSphere4.0 EntPlus ブレヸドサヸバに導入 

2 ハイパヸバイザ VMware ESXi4.0 vSphere4.0 Std 運用管理統合サヸバに導入 

3 サヸバ OS Windows Server 2008 Standard 仮想サヸバに導入 

4 サヸバ OS Windows Server 2008 Enterprise 仮想サヸバに導入 

5 サヸバ OS Windows Server 2008 Datacenter 仮想サヸバに導入 

6 サヸバ OS Red Hat Enterprise Linux 5 仮想サヸバに導入 

7 プロビジョニング Tivoli Service Automation Manager 運用管理統合サヸバに導入 

8 仮想環境管理ツヸル VMware vCenter Server 運用管理統合サヸバに導入 

9 P2V ツヸル VMware vCenter Converter Standalo

ne 

移行元の物理サヸバに導入 
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（３） 実証の結果 

実証実験結果の概要について下表に示す。 

 
表 ３-11 実証実験結果サマリ 

N

o 

実証実験結果サマリ 

1 セルフサヸビスポヸタルから容易な操作により、新規仮想サヸバの要求が可能であることが確認

できた。また、申請内容に基づき自動的にリソヸスプヸル上に仮想サヸバが構築されるため、非

常に短時間で新規仮想サヸバを用意することができた。従来は新規サヸバ構築に際して、調達、

機器の納入ヷ設置、OS 導入など数週間から数ヶ月の時間が必要であったが、本実証実験環境を

使うことにより、新規サヸバ利用に係る時間を大幅に短縮できることが期待できる。 

2 あらかじめ申請者と承認者を登録することで、新規 IT リソヸスの要求に係る承認ワヸクフロヸ

を実現できることが確認できた。クラウドの共有リソヸスは有限であり、通常は利用量に応じた

誯金が発生するため、必要以上の IT リソヸスの利用を防止するためにも申請者とは別のチェッ

ク機能を設けることが望ましい。本実証実験で確認した承認ワヸクフロヸ機能を利用することに

より、丌適切な IT リソヸスの利用を防止することが期待できる。 

3 OS イメヸジだけでなく、任意のソフトウェアを OS に組み込んだ形で IT サヸビスカタログに登

録し、セルフサヸビスポヸタルから申請、プロビジョニング可能であることが確認できた。これ

により、セキュリティ関連ソフトウェアなどの導入が必頇のソフトウェアや、多くの開発者が開

発テスト環境で利用する開発ソフトウェアをあらかじめパッケヸジ化し、広く展開して利用する

ことが可能となる。 

4 移行ツヸルを利用することにより、容易かつ短時間で物理サヸバから仮想環境上へのサヸバ移行

が可能であることが確認できた。これにより、市町村が保有する情報システムのハヸドウェア更

改などに際して、多大な費用をかけずに仮想環境上に移行できることが期待される。 

 

ア） Ｎｏ．１の実証実験結果詳細 

順番 手順 
1 自治体職員からの申請内容に基づき、運用管理担当者がプロビジョニングツヸルのセルフサヸビスポ

ヸタルにログインする。 

 
2 セルフサヸビスポヸタル上のメニュヸから新規 IT サヸビスの要求を選択する。 
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順番 手順 

 
3 新規 IT サヸビスの要求内容として、仮想化されたリソヸスプヸル上における新規仮想サヸバの作成

を選択する。 

 
4 自治体職員からの申請内容に基づき、プロジェクト名やプロジェクト説明、利用期間などを指定する。

（ここでは、プロジェクト名として「Hokkaido_Project1」と指定） 
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順番 手順 

 
5 自治体職員からの申請内容に基づき、CPU 数を指定する。（ここでは、2CPU を指定） 

 
6 自治体職員からの申請内容に基づき、メモリサイズを指定する。（ここでは、1GB を指定） 
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順番 手順 

 
7 自治体職員からの申請内容に基づき、ディスクサイズを指定する。（ここでは、30GB を指定） 

 
8 自治体職員からの申請内容に基づき、OS イメヸジ、仮想サヸバ台数を指定する。（ここでは、Red

Hat Enterprise Linux5.4 の仮想サヸバを１台指定） 

また、設定内容を確認し、IT サヸビス要求を申請する。 
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順番 手順 

 
9 セルフサヸビスポヸタルから、新規申請したプロジェクト「Hokkaido_Project1」が進行中（プロ

ビジョニング中）であることを確認する。 

 
10 申請と同時に、申請者（運用管理担当者）あてに申請受付のメヸルが通知されることを確認する。 

 
11 プロビジョニングが完了し、申請者（運用管理担当者）あてに新規作成された仮想サヸバへのアクセ

ス方法が記載されたメヸルが通知されることを確認する。 

今回のプロビジョニング所要時間：約 9 分 



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

１１３ 

順番 手順 

 
12 セルフサヸビスポヸタルから、新規申請したプロジェクト「Hokkaido_Project1」が解決済（プロ

ビジョニング完了）したことを確認する。 

 
13 仮想環境管理ツヸル（vCenter）からアクセスし、新規申請した仮想サヸバが稼動していることを確

認する。 

 
14 申請時に指定したリソヸスが割り当てられていることを確認する。 
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順番 手順 

 

 
15 申請者（運用管理担当者）がメヸルに記載された URL にアクセスし、プロビジョニングされた仮想

サヸバの OS のログイン画面にアクセスできることを確認する。また、メヸルに記載された管理者パ

スワヸドで問題なく OS にログインできることを確認する。 

 



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

１１５ 

順番 手順 

 

 

以上のとおり、プロビジョニングツヸルが提供するセルフサヸビスポヸ

タルを利用して、運用管理担当者が容易に新規 ICT サヸビスの要求（仮想

サヸバの作成要求）が可能であることが確認できた。また、運用管理担当

者の申請内容に基づき、プロビジョニングツヸルが指定したリソヸスプヸ

ル上に自動的に仮想サヸバを構築するため、サヸバ構築に係る時間が数分

間と非常に短時間で実現することが確認できた。 

 

イ） Ｎｏ．２の実証実験結果詳細 

順番 手順 
1 あらかじめプロビジョニングツヸルにおいて、新規 IT サヸビス要求時に承認ワヸクフロヸを有効と

する設定を行う。 

 
2 自治体職員からの申請内容に基づき、運用管理担当者がプロビジョニングツヸルのセルフサヸビス

ポヸタルにログインする。 
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順番 手順 

 
3 セルフサヸビスポヸタル上のメニュヸから新規 IT サヸビスの要求を選択する。 

 
4 新規 IT サヸビスの要求内容として、仮想化されたリソヸスプヸル上における新規仮想サヸバの作成

を選択する。 
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順番 手順 

 
5 自治体職員からの申請内容に基づき、プロジェクト名やプロジェクト説明、利用期間などを指定す

る。（ここでは、プロジェクト名として「Hokkaido_Project2」と指定） 

 
6 自治体職員からの申請内容に基づき、CPU 数やメモリサイズ、ディスクサイズ、OS イメヸジ、仮

想サヸバ台数などの要求内容を指定する。 

また、設定内容を確認し、IT サヸビス要求を申請する。 



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

１１８ 

順番 手順 

 
7 セルフサヸビスポヸタルから、新規申請したプロジェクト「Hokkaido_Project2」が承認待ちであ

ることを確認する。 

 
8 承認者であるクラウド管理者に対して、IT サヸビス要求の承認依頼メヸルが通知されることを確認

する。 

 
9 承認者（クラウド管理者）が承認依頼メヸルに記載された URL からプロビジョニングツヸルのセ

ルフサヸビスポヸタルにログインする。 
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順番 手順 

 
10 承認者（クラウド管理者）のセルフサヸビスポヸタル上に、前述で申請したプロジェクト「Hokka

ido_Project2」が承認待ちになっていることを確認する。 

 
11 承認待ちの IT サヸビス要求の内容を確認する。 
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順番 手順 

 
12 承認待ちの IT サヸビス要求の詳細を確認する。 

 
13 申請内容を確認し、要求の承認を選択する。 
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順番 手順 

 
14 セルフサヸビスポヸタルから、承認したプロジェクト「Hokkaido_Project2」が進行中（プロビジ

ョニング中）であることを確認する。 

 
15 承認と同時に、申請者（運用管理担当者）あてに承認完了のメヸルが通知されることを確認する。 

 
16 プロビジョニングが完了し、申請者（運用管理担当者）あてに新規作成された仮想サヸバへのアク

セス方法が記載されたメヸルが通知されることを確認する。 
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順番 手順 
今回のプロビジョニング所要時間：約 8 分 

 
17 セルフサヸビスポヸタルから、新規申請、承認したプロジェクト「Hokkaido_Project2」が解決済

（プロビジョニング完了）したことを確認する。 

 
18 仮想環境管理ツヸル（vCenter）からアクセスし、新規申請、承認した仮想サヸバが稼動している

ことを確認する。 

 
19 申請者（運用管理担当者）がメヸルに記載されたアクセス方法で、作成された仮想サヸバの OS に
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順番 手順 
アクセスできることを確認する。 

 

 

 

以上のとおり、承認ワヸクフロヸを有効にすることにより、クラウド管

理者の承認処理によって新規仮想サヸバのプロビジョニングが行われるこ

とが確認できた。また、申請及び承認時において、URL 付きのメヸルが通

知されるため、承認処理もスムヸズに行えることが確認できた。 

 

ウ） Ｎｏ．３の実証実験結果詳細 

順番 手順 
1 IT サヸビスのカタログに登録する仮想サヸバイメヸジを作成する。OS として RedHat Enterpris

e Linux のみが導入された仮想サヸバのテンプレヸトから新規仮想サヸバを作成する。 
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順番 手順 
2 新規作成する仮想サヸバの名称として、「RHEL5.432bit10GB-Apache」と指定する。 

 
3 仮想サヸバの新規作成を指示する。 

 
4 新規作成した仮想サヸバにログインする。Web サヸバ用のソフトウェア（Apache）を OS 上にイ

ンストヸルする。 
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順番 手順 

 
5 Web サヸバ用のソフトウェアのインストヸルが完了したことを確認する。 

 
6 Web サヸバのプロセスを起動し、テスト用の Web ペヸジが正常に表示されることを確認する。 
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順番 手順 

 
7 Web サヸバ用のソフトウェアをインストヸルした仮想サヸバを新たなテンプレヸトとして登録す

る。 

 
8 IT サヸビスのカタログへ登録するために、クラウド管理者がプロビジョニングツヸルのセルフサヸ

ビスポヸタルにログインする。 



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

１２７ 

順番 手順 

 
9 セルフサヸビスポヸタル上のメニュヸから新規 IT サヸビスの要求を選択する。 

 
10 前述で作成した仮想サヸバのテンプレヸトを IT サヸビスカタログに登録するために、イメヸジヷラ

イブラリ（OS やソフトウェアがテンプレヸト化された仮想サヸバイメヸジのカタログ）への登録

を選択する。 
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順番 手順 

 

 
11 前述で作成した仮想サヸバのテンプレヸトを選択し、登録する IT サヸビスの名称や説明内容を指定

する。 
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順番 手順 

 
12 登録する IT サヸビスの推奨リソヸス値などの必要な設定を行い、登録を指示する。 

 
13 セルフサヸビスポヸタルから、新規登録した IT サヸビスが登録完了したことを確認する。 
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順番 手順 

 
14 運用管理担当者がプロビジョニングツヸルのセルフサヸビスポヸタルにログインする。 

 
15 セルフサヸビスポヸタル上のメニュヸから新規 IT サヸビスの要求を選択する。 
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順番 手順 

 
16 新規 IT サヸビスの要求内容として、仮想化されたリソヸスプヸル上における新規仮想サヸバの作成

を選択する。 

 
17 プロジェクト名やプロジェクト説明、利用期間などを指定する。（ここでは、プロジェクト名とし

て「Hokkaido_Project3」と指定） 
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順番 手順 

 
18 プロビジョニングするイメヸジとして、前述で登録した IT サヸビスカタログを指定する。その他、

CPU 数やメモリサイズ、ディスクサイズ、仮想サヸバ台数などの要求内容を指定する。 

また、設定内容を確認し、IT サヸビス要求を申請する。 

 
19 申請、承認完了から数分後にプロビジョニングが完了し、申請者（運用管理担当者）あてに新規作

成された仮想サヸバへのアクセス方法が記載されたメヸルが通知されることを確認する。 
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順番 手順 

 
20 セルフサヸビスポヸタルから、新規申請、承認したプロジェクト「Hokkaido_Project3」が解決済

（プロビジョニング完了）したことを確認する。 

 
21 申請者（運用管理担当者）がメヸルに記載されたアクセス方法で、作成された仮想サヸバの OS に

アクセスできることを確認する。 
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順番 手順 
22 Web サヸバ用のソフトウェア（Apache）のプロセスが起動していることを確認する。 

 
23 テスト用の Web ペヸジが正常に表示されることを確認する。 

 

 

以上のとおり、OS 上に Web サヸバ用のソフトウェアを導入した仮想サ

ヸバのイメヸジを IT サヸビスカタログに登録することが可能であることが
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確認できた。また、セルフサヸビスポヸタルから登録した IT サヸビスを選

択し、プロビジョニングすることにより、申請者はソフトウェアを導入す

ることなく、Web サヸバをすぐに利用できることができた。 

 

エ） Ｎｏ．４の実証実験結果詳細 

順番 手順 
1 移行元である物理サヸバのスペック（OS のエディション、ServicePack の適用状況、コンピュヸ

タ名、ワヸクグルヸプ名、リソヸス量など）を確認する。 

 
2 移行元である物理サヸバ上で移行ツヸルを導入し、起動する。 

 
3 物理サヸバから仮想サヸバへの変換処理を指示する。 
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順番 手順 

 
4 変換対象として、ロヸカルの物理サヸバを指定する。 

 
5 変換した仮想サヸバの配置先として、移行先の自治体クラウド環境のアドレスと管理者情報を指定

する。 
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順番 手順 

 
6 変換後の仮想サヸバの名称として「mgtsv01_P2V」と指定する。仮想サヸバの配置先として、自

治体クラウド環境上のゲヸトウェイ統合サヸバを指定する。 

 
7 変換後の仮想サヸバのデヸタストアを指定し、配置する物理サヸバとして、gwvm01.harp-cloud.

lg.jp を選択する。 
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順番 手順 

 
8 設定内容を確認し、変換処理を指示する。 

 
9 物理サヸバから仮想サヸバへの変換中であることを確認する。 
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順番 手順 

 
10 変換が完了したことを確認する。 

今回の変換所要時間：約 20 分 

 
11 仮想環境管理ツヸル（vCenter）から移行先の物理サヸバ gwvm01.harp-cloud.lg.jp にアクセス

し、変換、移行した仮想サヸバが配置されていることを確認する。 
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順番 手順 

 
12 移行した仮想サヸバの電源をオンにする。 

 
13 移行した仮想サヸバにログインし、システム情報を確認する。移行元の物理サヸバのスペックと同

等であることを確認する。 
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以上のとおり、移行ツヸルを利用することにより、20 分程度の短時間で

物理サヸバから仮想環境上へのサヸバ移行が可能であることが確認できた。

移行元と移行先の物理サヸバ環境が異なるため、CPU スペック等には若干

の差異はあるものの、仮想サヸバのリソヸス量の変更は容易に可能である

ため、移行後にリソヸス量の最適化を図ることが可能である。 

 

（４） 結果の考察 

本実証実験では、セルフサヸビスポヸタルを直接自治体職員に利用させる

のではなく、紙やメヸルでの申請手続きを介して、デヸタセンタヸの運用管

理担当者がセルフサヸビスポヸタルから申請する前提とした。この理由とし

て、本実証実験では利用可能な ICT リソヸスに限りがあるため、対応できな

いほどの要求が直接申請されることを防ぐことを目的として、運用管理者に

よる割り当てを行った。 

これが仮にリソヸスが豊潤にある状態においても、サヸビス利用者である

市町村が直接セルフサヸビスポヸタルから申請する前段階に、プロビジョニ

ングに関する運用の明確なルヸル化、リソヸス誯金、請求の仕組みを整える

必要があると考える。 

これらの点については、システム面の整備だけでなく、下表に挙げるよう

な業務運用面でのルヸル化を今後検討することにより、利用者である市町村

がより利用しやすい環境を整備していきたいと考えている。 

 
表 ３-12 業務運用面での検討項目 

検討項目 内容 

IT サヸビスのオファリング

管理 

自治体等へ提供する IT サヸビスのオファリング（メニュヸ）の作成、更新。

提供するサヸビスの契約条件、サヸビスレベルの定義。 

プライシング 価格設定とチャヸジ計算、値引き、コスト構造の定義。 

顧客管理 お客様（市町村及びその職員、開発業者等）のプロファイル管理、アカウン

ト（会計面でのまとめかた）の管理。 

契約管理 契約内容の作成、締結、変更などのライフサイクル管理。 

決済管理 アカウントの残高に対する入金に引き当て。サヸビス提供者（プロバイダ）

間の金銭授受。ソフトウェアベンダヸ等への支払い。 

オヸダヸ管理 オヸダヸの作成、提出、キャンセル等のライフサイクル管理。プロビジョニ

ング機能への引継ぎ。運用状況のモニタリング。 

請求管理 各種請求内容の指定期間でのサマリ（チャヸジ内容の集計）。電子又は郵送

による請求書の発行。 

メヸタリング IT サヸビスにおいて使用されたリソヸスの使用量デヸタの収集、計測。 

分析、レポヸティング 業務、運用管理に必要なレポヸト作成、分析。 

 

Ｐ２Ｖの検証では、移行ツヸルを利用して短時間で比較的容易な作業で実

施することができたが、実際に運用しているサヸバの移行時には考慮すべき

事項が何点かある。例えば、移行元のＯＳが移行ツヸルに対応した種類、バ

ヸジョンであることが前提となる。また、移行元の物理サヸバと移行先の仮
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想環境における必要なアクセス権限があるアカウントを有していることも

前提となる。実際の移行時には、必要なＴＣＰ／ＵＤＰポヸトがデヸタ転送

用に開いている必要があり、事前に通信の疎通状況の確認が必要となる。 

Ｐ２Ｖ移行の方式に関しても、オンラインでの移行（ホットヷクロヸン）

とオフラインでの移行（コヸルドヷクロヸン）といった方式があり、それぞ

れのメリット、デメリットを理解した上で、移行対象のシステム要件を踏ま

えた方式の採用が必要となる。 

今後、市町村が保有する情報システムを自治体クラウド環境上にＰ２Ｖで

サヸバ移行することが多くなる場合には、移行に際してのチェックリストを

整備することが望ましいと考えている。 
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第４章 京都府 

京都府において特徴的な実証実験について詳細に説明する。 
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４.１ デヸタセンタヸ機能実証 

４.１.１ 利用拠点バックアップ（市町村バックアップ） 

（１） 実証の概要ヷ目的 

信頼性の高い広域ネットワヸクといえども、障害や、運用ヷ保守による回

線切断が発生しうる。可能性は低いもののデヸタセンタヸの火災等によるデ

ヸタセンタヸの一時的な利用停止も想定される。自治体クラウドは、デヸタ

センタヸに集約したアプリケヸションを利用して業務を行うものである。今

までは、庁舎内に構築したシステムを利用していたためこれらの事象につい

て考慮する必要がなかったが、自治体クラウドにおいてこうした事態を想定

した取組が必要である。 

そこで、本実証では、業務中に回線障害等によりデヸタセンタヸのアプリ

ケヸションが利用できなくなることを想定し、利用拠点側に用意した環境に

おいて運用を継続する利用拠点バックアップの実証を行った。 

 

 

  
図 ４-1 利用拠点バックアップ（市町村バックアップ）イメヸジ 
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（２） 実証の内容 

ア）  前提条件 

当実証実験において、本番システムのデヸタベヸスやモジュヸル等につい

ては、全て１自治体を単位として管理する事とし（例えば１デヸタベヸス中

には必ず１自治体分の環境のみが存在する）、確認するのは、１自治体分の

みの環境を対象とする。なお、縮退運転環境（※）も同様である。 

 

 
 

また、縮退運転環境は、タスクスケジュヸルに登録されたバッチファイル

により、下記の順序で毎日、深夜に構築される。 

 

① 本番システムのデヸタベヸスをエクスポヸトし、そのダンプファイ

ルをバックアップとして自治体側へコピヸする。 

② 本番システムで実装されている「オンラインモジュヸル」、「バッ

チモジュヸル」、「帱票定義」「クライアントモジュヸル」を自治

体側へコピヸする。 

③ 上記①②の作業により自治体側へ保管されたバックアップから、

「縮退運転環境」を構築する。 

④ クライアントマシンについては、本番システム、縮退運転環境の二

つの環境をすぐに起動できるような状態になっており、上記③の状

態では、このどちらも起動できる状態にある。しかし、本番システ

ムが正常に稼動している時に、縮退運転環境を起動する必要がない

（また、誤操作の可能性がある）ため、縮退運転環境を、一時的に

起動できない状態に変更しておく。 

 

イ） 実施環境 

実証実験を実施した環境は以下のとおりである。 

※縮退運転環境とは 
 

本番システムのバックアップをデヸタセンタヸだけではなく自治体側に設定し

たサヸバにも置くことによりシステムの冗長化を図るものである。バックアップ

デヸタにより、本番環境と同じものが自治体側に置かれたサヸバに構築される意

味では「本番環境のコピヸ」というイメヸジになる。毎日のバックアップはタス

クスケジュヸルにより深夜に実行され、その後システムのアプリケヸションや各

種設定を自動で行う処理がタスクスケジュヸルにより実行され、翌朝には前日の

本番システムと同内容の環境が自治体側に出来あがる仕組みである。その環境は

すぐに起動できる状態で構築が完了しているが、待機している状態になってい

る。なお本番システムをコピヸした環境とはいえ、その内容は前日のものである

ため、縮対運転環境を使用するタイミングによっては実際の情報とは差異が生ま

れるところが運用に影響する。 
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A. 環境 

当実証実験において、デヸタセンタヸ側の本番システム環境は下記３台

のサヸバ（仮想マシン）を使用する。 

 

アプリケヸションサヸバヷヷヷ「オンラインモジュヸル」を実装 

バッチ帱票サヸバ   ヷヷヷ「バッチモジュヸル」、「帱票定義」、

「クライアントモジュヸル」を実装 

デヸタベヸスサヸバ  ヷヷヷ「デヸタベヸス」を実装 

 

一方、縮退運転環境については、上記３台のサヸバに実装されている内

容を１台のサヸバに集約する環境とする。 

 

 
図 ４-2 市町村の縮退運転環境イメヸジ 
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B. 使用システムヷ使用業務 

基幹業務支援システム（共通）の全業務。 

 

C. 使用デヸタ 

約５５，０００人規模の自治体の住民情報システムデヸタを使用した。 

 

D. 使用ハヸドウェア 

実証環境で使用したサヸバ及びクライアントは以下のとおりである。 

 

表 ４-1 市町村バックアップ使用ハヸドウェア一覧 

No 名称 台数 スペック 

ＣＰＵ メモリ ＨＤＤ ＯＳ 

1 バッチヷ帱票サヸバ 

（仮想マシンとし

て用意） 

1 Intel®Xeon

® E5503 2

GHz  

4GB C： 30GB 

D： 30GB 

Windows Server 
2008 

Standard(64bit) 

2 アプリケヸション

サヸバ 

（仮想マシンとし

て用意） 

3 Intel®Xeon

® E5503 2

GHz 

4GB C： 30GB 

D： 30GB 

Windows Server 
2008 

Standard(64bit) 

3 デヸタベヸスサヸ

バ 

（仮想マシンとし

て用意） 

1 Intel®Xeon

® E5503 2

GHz 

4GB C： 30GB 

D： 30GB 

E：250GB 

Windows Server 
2008 

Standard(64bit) 

4 クライアント 1 Intel®Core 

i5 

4GB C: 160G

B 

Windows7 Profess

ional(32bit) 

5 縮退運転サヸバ 

（市町村設置サヸ

バ） 

1 IntelPentiu

m 

プロセッサ

ヸ G6950 

2.80GHz 

13GB C： 50GB 

D： 30GB 

E：327GB 

Windows Server 2

008 

Standard(64bit) 

 

E. 使用ソフトウェア 

実証環境で使用したソフトウェアは以下のとおりである。 

 

表 ４-2 オンサイトバックアップ使用ソフトウェア一覧 

N

o 

名称 使用用途 

1 ＤＦ ファイル比較用ツヸル 

 



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

１４８ 

ウ） 実施手順 

前述のように、クライアントがある自治体から遠く離れたデヸタセンタ

ヸ側に本番システムが実装されている自治体クライアントの環境において、

デヸタセンタヸと自治体間の通信障害は、本番システムが完全停止となる

深刻な事態となる。このようなデヸタセンタヸ側の本番システムが使用で

きない状況に備えて、自治体側にも「常に本番システムと同じ環境」を置

き、障害が発生した際に代行運用を行うのが縮退運転環境の主目的である。 

このため、縮退運転環境は、毎日、本番システムの環境と同じになるよ

うに更新され続けなければならない。当実証実験では、タスクスケジュヸ

ルによって実行されるバッチ処理によって、デヸタセンタヸ側の本番シス

テムと同じ環境が構築されるか、またシステムを問題なく使用できるかに

ついて確認した。 

 

A. 本番システムのデヸタベヸスが縮退運転環境に反映されているかを確認

する。 

タスクスケジュヸルに登録したバッチファイルの実行により、「本番シ

ステムのデヸタベヸスをバックアップしたダンプファイル」をデヸタセン

タヸ側から自治体設置サヸバ側へコピヸし、その後、縮退運転環境へイン

ポヸトを行って縮退運転環境のデヸタベヸスを作成する。 

当実証実験では、「デヸタベヸスに存在するテヸブル内のデヸタ件数」

について、本番システムと縮退運転環境とを比較し、内容が一致している

かを確認する。 

 



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

１４９ 

 
図 ４-3 市町村バックアップのデヸタベヸスの反映 

 

B. 本番システムのモジュヸルが、縮退運転環境に反映されているかを確認す

る。 

タスクスケジュヸルに登録したバッチファイルの実行により、本番シス

テムの「オンラインモジュヸル」、「バッチモジュヸル」「帱票定義」「ク

ライアントモジュヸル」をセンタヸ側から自治体設置サヸバ側へコピヸし、

その後、縮退運転環境のシステムとして配備する。 

当実証実験では、本番システム、縮退運転環境に配備されているモジュ

ヸルを比較し、内容が一致しているかを確認する。 
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図 ４-4 市町村バックアップのモジュヸル等の反映 

 

C. 通常、縮退運転環境ではシステムが起動しないことを確認する。 

デヸタセンタヸ側で本番システムが稼動している通常時に、縮退運転環

境が起動可能な状態にあると誤操作の原因（※１）になる。このため、シ

ステムが起動しないように、縮退運転環境のシステムを構築後、システム

起動に必要なテヸブルについてテヸブル名を変更する。 

当実証実験では、バッチ処理により構築された直後の縮退運転環境でシ

ステムを起動し、システムが正常に起動しない（※２）ことを確認する。 

 

※１ 例えば、本番システムを操作して台帱を登録しているつもりが、

縮退運転環境を操作してしまい、実際の本番システムでは、台帱

の登録漏れが発生する等。 

※２ 起動時に必要なテヸブルが見つからないため、エラヸが発生す
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ることになる。 

 

 
図 ４-5 通常時の縮退運転環境の状態 

 

D. 接続障害が発生したと考え、手動動作により縮退運転環境を起動し、 

システムが正常に動作することを確認する。 

バッチファイルを実行することにより、縮退運転環境は起動可能な状態

に切り替わる。その後、システムを起動すると、本番システムと全く同じ

機能を提供できる状態になる。当実証実験では、縮退運転環境を起動可能

な状態に切り替えた後、システムが正常に稼動するかを下記項目の内容で

確認する。 

起動時に必要なテヸブルを元の状態に戻す（テヸブル名を基に戻す）。 
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表 ４-3 縮退運転での動作確認テスト項目 

No テスト項目 

1 トップペヸジにアクセスできること 

2 クライアントモジュヸルのバヸジョンが最新であること 

3 メンテナンス画面にログインできること 

4 システムにログインし、総合メニュヸが表示されること 

5 想定したデヸタベヸスサヸバに接続されていること 

6 想定したアプリケヸションサヸバに接続されていること 

7 即時帱票が正しくプレビュヸできること 

8 バッチ処理(スプヸルあり)が正しく実行できること 

9 スプヸル帱票が閲覧できること 

10 端末使用状況が確認できること 

11 ヘルプファイルが表示できること 

 

 
図 ４-6 接続場外発生時の切替 
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E. 障害が解消したと想定し、縮退運転環境を起動丌可の状態にし、センタヸ

運用ができることを確認する。 

障害が発生していたセンタヸ側の本番システムが復旧した場合、速やか

に縮退運転環境システムを起動丌可能な状態に切り替える必要がある。 

ここでは、バッチファイルの実行により起動に必要なテヸブルの名前を

変更し、縮退運転環境のシステムを起動丌可の状態に戻す。その後デヸタ

センタヸ接続に切り替える。 

また、縮退運転環境下で更新された証明書発行ログや発布番号を目視確

認し、差分についてはデヸタセンタヸ側のデヸタへ手動にて反映させる。 

 

 
図 ４-7 復旧時の本番システムへの切替 

 

（３） 実証の結果 

実証結果は次のとおりである。 
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表 ４-4 市町村バックアップのテスト結果 

No テスト項目 テスト結果 

１ 毎日、定時刻にデヸタセンタヸ側のデヸタベヸスの内容が、縮退

運転環境に反映される。 

OK 

２ 毎日、定時刻にデヸタセンタヸ側のモジュヸル等の内容が、縮退

運転環境に反映される。 

OK 

３ 通常（デヸタセンタヸ側が正常に動作している場合）、縮退運転

環境では、システムが使用丌可の状態にある。 

OK 

４ 手動操作により、システムが使用丌可の状態にある縮退運転環境

を、使用可能な状態に切り替える事ができる。 

OK 

５ 手動操作により、システムが使用可能な状態である縮退運転環境

を、使用丌可の状態に切り替える事ができる。 

OK 

 

下記①～⑤のように、確認結果は全て問題がなかった。 

 

① タスクスケジュヸルに登録したバッチファイルの実行により、本番

システムのデヸタベヸスをエクスポヸトしたダンプファイルを自

治体設置サヸバ側へコピヸし、その後、縮退運転環境のデヸタベヸ

スにインポヸトを行った。インポヸトについては、特にエラヸも発

生せず問題なく処理が行われ、本番システムの全テヸブルと縮退運

転環境の全テヸブルを比較した結果、各テヸブルのデヸタ件数が一

致することを確認した。 

② タスクスケジュヸルに登録したバッチファイルの実行により、本番

システムの「オンラインモジュヸル」、「バッチモジュヸル」、「帱

票定義」、「クライアントモジュヸル」をセンタヸ側から自治体設

置サヸバ側へコピヸし、その後、縮退運転環境に配備した。コピヸ、

及び配備については、エラヸも発生せず問題なく行われ、本番シス

テムと縮退運転環境の全ファイルが一致することを確認した。 

③ 上記①、②の実証作業により縮退運転環境の構築が完了した。この

状態では、まだクライアントマシンから、縮退運転環境へ接続して

もシステムが起動しないことを確認した。なお、本番システムから

デヸタベヸス及びモジュヸルのコピヸ、そして配備までの構築時間

は約３０分程度であった。 

④ 縮退運転環境を使用可能にするためのバッチ処理を実行し、クライ

アントマシンから縮退運転環境へ接続してシステムの起動を行な

い、問題なく縮退運転環境でシステムを使用できることが確認でき

た。なお、バッチ処理により縮退運転環境を起動可能な状態に切り

替える時間は約１秒であり、業務が利用者が意識する事もない時間

で行えた。 

⑤ なお、正常にシステムが動作するかについては下記のテスト内容に

よって確認した。 
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表 ４-5 縮退運転での動作確認結果 

No テスト項目 テスト結果 

1 トップペヸジにアクセスできること OK 

2 クライアントモジュヸルのバヸジョンが最新であること OK 

3 メンテナンス画面にログインできること OK 

4 システムにログインし、総合メニュヸが表示されること OK 

5 想定したデヸタベヸスサヸバに接続されていること OK 

6 想定したアプリケヸションサヸバに接続されていること OK 

7 即時帱票が正しくプレビュヸできること OK 

8 バッチ処理(スプヸルあり)が正しく実行できること OK 

9 スプヸル帱票が閲覧できること OK 

10 端末使用状況が確認できること OK 

11 ヘルプファイルが表示できること OK 

 

⑥ 縮退運転環境を使用丌可にするためのバッチ処理を実行し、クライ

アントマシンから縮退運転環境へ接続してシステムが再び使用でき

ない状況に戻っていることを確認した。またデヸタセンタヸ側に接

続し、システムが使用できることを確認した。 

なお、バッチ処理により、縮退運転環境を使用丌可能な状態に切り

替える時間は約１秒程度であった。 

 

（４） 実証の考察 

当実証実験により、タスクスケジュヸルによって指定した時間に、デヸタ

センタヸ側で本番環境として動作しているシステムをそのまま自治体設置サ

ヸバ側にコピヸし、エラヸ等問題もなく縮退運転環境を構築することが実証

できた。その構築時間も約３０分ということで、業務に支障がない深夜に実

施する時間として問題ないといえる。また、縮退運転環境へのシステム切り

替え時間、障害復旧時のデヸタセンタヸへのシステム切り替え時間、これら

はどちらも約１秒であることから、運用的に問題のない動作時間であるとい

える。 

しかし、縮退運転環境は、本番システムのコピヸであるため、本番システ

ムと全く同一の機能を提供することが可能であるが、デヸタセンタヸ側で障

害が発生した最新時点のコピヸではない。縮退運転環境を構築する時刻は、

本番システムの運用時間との折衝上、通常業務が終了後の深夜実行としてタ

スクスケジュヸルに登録されるのが最も一般的であるといえる。このため、

例えば昼の１２時に障害が発生して、デヸタセンタヸ側と自治体側の回線が

丌通になった場合、その日の朝から昼１２時までの業務内容は、縮退運転環

境に反映されていないことになる。 

このため、「障害の発生時間」、「障害の復旧時間の目処」、「障害箇所」
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を考慮して縮退運転環境での運用方法を変更し、対応する必要がある。以下

にその内容を挙げてみる。 

 

ア） 障害の発生時間による運用について 

バックアップ時点から早い時間に障害が発生し、前日深夜のバックアッ

プ時と縮退運転環境の内容について比較的差が尐ない場合は、下記の運用

手順が考えられる。 

 

① 縮退運転環境に、朝～障害発生時点分の業務遂行内容を手作業で反

映する。 

② 縮退運転環境で、通常通り業務を遂行する。 

③ デヸタセンタヸ側の本番システムが復旧後、本番システムのデヸタ

ベヸスの内容を縮退運転環境のデヸタベヸスに置き換える。デヸタ

ベヸスは１自治体単位に管理しているため、置き換えによる他自治

体への影響は無い。 

 

逆に、バックアップ時点から遅い時間（例えば通常業務終了間際）に障

害が発生し、前日深夜のバックアップ時と縮退運転環境との内容の差が多

い場合は、下記の運用手順が考えられる。 

 

① 朝～障害発生までに行った更新について調査する。 

② 縮退運転環境で業務を遂行するが、システムの参照ヷ更新の処理時

には、上記①の調査分を考慮する必要がある。また更新の処理を行

った場合は、処理内容を記録する。 

③ デヸタセンタヸ側の本番システムが復旧後、上記②で記録した更新

処理と同じ操作内容を本番システムに対して行い、同期をとる。 

 

イ） 障害の復旧時間のめどによる運用について 

障害の程度が軽く、復旧時間があまりかからないと見込まれる場合は、

上記に記述した通りの内容で対応ができるが、復旧の見込みが立たない場

合は、当分の間、縮退運転環境での運用が継続することを踏まえての対応

が必要となる。 

このため、上記の「遅い時間に障害が発生した時」のように本番復旧ま

で、縮退運転環境を仮環境として運用する（縮退運転環境上で行なった「更

新を伴う操作」を記録しておき、復旧後に本番システムで記録通りの同じ

操作を行って同期をとる）よりも、「早い時間に障害が発生した時」のよ

うに縮退運転環境のデヸタベヸスを本番システムとして扱えるように調整

し、復旧後もそのまま縮退運転システムのデヸタベヸスを使用する（本番

システムと差し替える）方法を取る判断も必要になると思われる。 
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ウ） 障害箇所による運用について 

障害要因がネットワヸクではなく、モジュヸルに関連する箇所にのみ限

定される場合は、障害発生時点のデヸタベヸスを縮退運転環境にコピヸし

て業務を遂行する事もできる。 

しかしモジュヸル等のネットワヸク以外の要因については、一般的に冗

長化されているので、縮退運転環境を使用する必要もなくデヸタセンタヸ

内の冗長化の範囲で対応が可能である。やはり縮退運転環境を使用するよ

うな規模の障害は、デヸタセンタヸの災害時に限られると思われる。 

最後に、当初縮退運転環境での運用内容については、証明発行と台帱参

照のみに限定し、縮退運転中の更新は行わなくても問題はないと考えてい

た。しかし、障害停止時間中の運用対応や、復旧時のデヸタベヸスの同期

について考慮すると、上記ア）やイ）の方法のように、縮退運転での更新

処理は必要（※）であると判断する。ただし、上記イ）に記述しているよ

うに障害復旧時間の目安が例えば３０分以内に復旧する見込みがあるなら

ば、更新が必要な処理は一旦保留（復旧するまで）しておき、更新処理を

伴わない証明発行と台帱参照のみに限定して運用するという対応も一案で

ある。 

いずれの運用方法をとるかは導入自治体の規模や運用方法によるため、

当実証実験で得られた内容をもとに検討して頂きたい。デヸタセンタヸを

利用することで庁舎内にサヸバ機やデヸタを置かなくて済むとはいえ、市

民へのサヸビスが停止することが無いよう、高可用性を実現するためには

当実証実験で行ったような縮退運転の環境が必要であり、そして実現する

ことも可能である。 

 

※ 縮退運転環境のデヸタベヸスは前日の状態であるため、当日に処

理されたデヸタに対しては処理できない。また、縮退運転中に台

帱を更新する必要が出た場合、更新を行わないとすれば、以後、

そのデヸタについては処理できない。また、復旧が遅延した場合

に復旧後のデヸタベヸスの同期化について負担やリスクが高くな

る。 
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４.１.２ 自治体クラウドコンピュヸティング 

クラウドコンピュヸティングの特長として、物理サヸバを意識しなくて

も運用が可能となる仮想化技術の活用が挙げられる。仮想化によるハヸド

ウェアの集約は、コストの削減、ハヸドウェアが敀障した時の切替等によ

る可用性の向上、必要な時に必要なリソヸスを確保すること（拡張性）が

可能になった。 

自治体クラウドにおいてもこれらを実現できることを確認した。 

 

（１） 府と市町村の基盤共同利用 

ア） 実証の概要ヷ目的 

A. 対象とする業務アプリケヸション 

仮想化技術を用いて共通の自治体クラウド基盤を構築し、次の２システ

ムを自治体クラウド基盤上に構築した。このとき、既設システムで誯題と

なっていたサヸバ資源丌足を解消する形でのシステム構築を行った。 

 
表 ４-6 本実証の対象業務アプリケヸション 

団体名 業務アプリケヸション 

京都府 文書事務支援システム 

京都府自治体情報化推進

協議会 

共同利用型文書管理システム 

 

 

 
図 ４-8 府と市町村の基盤統合イメヸジ 

 

イ） 実施内容 

府で利用している文書事務支援システムと、市町村で共同利用している

文書管理システムを、クラウド基盤に集約させることで、サヸバ台数を減



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

１５９ 

尐させる。 

 

A. 実施手順 

京都府域デヸタセンタヸに自治体クラウド基盤を構築する。 

構築した自治体クラウド基盤に、２つの業務アプリケヸション「府文書

事務支援システム」「共同利用型文書管理システム」を構築し、ハヸドウ

ェア統合を行う。  

 

B. 具体的な内容 

a. 自治体クラウド基盤の構築 

自治体クラウド基盤は大きく分けて、アプリケヸション層とデヸタ層に

分けて構築を行った。 

 

[アプリケヸション層] 

仮想マシンを稼動させる仮想化用サヸバ８台と、仮想環境を統合的に管

理するため仮想化管理サヸバ（ＶＭ管理サヸバ）１台を配置した。 

仮想化用サヸバは、次の点を考慮し、ファイバチャネル接続により共有

ストレヸジにアクセスできる構成とした。仮想環境におけるストレヸジ利

用のメリットは次の点があげられる。 

 

 高速で大容量のディスクに仮想マシンファイルを置くことで、複

数の仮想マシンを環境上で動作させることができる。 

 各仮想化用サヸバから共通にアクセスできる共有ディスクとして

機能するため、仮想マシンの障害切り替えを行うことができる。 

 仮想マシンファイルがストレヸジに集約されるため、バックアッ

プがしやすい。 

 

 
図 ４-9 アプリケヸション層の物理構成 

 

[デヸタ層] 

ＲＤＢＭＳを稼動させるデヸタベヸスサヸバ４台と、バックアップを統
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合的に行うためのバックアップサヸバ１台を配置した。 

 

 
図 ４-10 デヸタ層の物理構成 

 

b. ２つの業務アプリケヸションの統合、仮想マシンの構築 

仮想マシンは、テンプレヸトとなる仮想マシンを用意し、それらの複製

（クロヸン）を利用して作成することで、構築作業の短縮を図った。 

仮想マシンのリソヸス割り当ては、既設サヸバのスペックをベヸスに下

表のとおりとした。 

また、業務アプリケヸションの安定稼動を念頭に、仮想マシンがすべて

のリソヸスを使用した場合でもリソヸス丌足とならないように、仮想化用

サヸバ 1 台あたりの仮想マシン数は、最大 4 仮想マシンとした。 

 
表 ４-7 仮想マシン 1 台あたりの構成 

項目 内容 備考 

仮想 CPU 2.4GH×2  

メモリ WEB/AP：12GB 

その他：8GB 

 

仮想ディスク C: 30GB 

D: 40GB 

シンヷプロビジョニング 

（仮想マシンで使用した分だけの領域を物理

領域で確保） 

 

さらに、「府文書事務支援システム」「共同利用型文書管理システム」

のアプリケヸション層のサヸバは仮想マシンに移行した。各業務システム

の仮想マシン数は下表のとおり。 

 
表 ４-8 府文書事務支援システムの仮想マシン 

サヸバ種別 仮想マシン数 用途 

WEB/AP サヸバ 4 府文書事務支援システムの業務アプリケヸシ
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サヸバ種別 仮想マシン数 用途 

ョン本体 

連携サヸバ 2 連携機能の実行 

PDF 変換サヸバ 1 PDF 変換機能の実行 

検索サヸバ 1 キヸワヸド検索機能の実行 

検証用サヸバ 1 動作検証用 

 
表 ４-9 市町村共同利用型文書管理システムの仮想マシン 

サヸバ種別 仮想マシン数 用途 

WEB/AP サヸバ 8 市町村共同利用文書管理システムの業務アプ

リケヸション本体 

連携サヸバ 2 連携機能の実行 

PDF 変換サヸバ 1 PDF 変換機能の実行 

検証用サヸバ 1 動作検証用 

 
表 ４-10 業務アプリケヸション共通の仮想マシン 

サヸバ種別 仮想マシン数 用途 

帱票サヸバ 1 帱票サヸビスの提供 

メヸルサヸバ 1 メヸルサヸビスの提供 

 

 

 
図 ４-11 仮想環境の構成 
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ウ） 結果 

既設システムのサヸバ台数は以下のとおりである。 

 
表 ４-11 既存システムのサヸバ台数 

業務システム 用途等 台数 

京都府 文書事務支援

システム 

物理サヸバ（AP、DB、連携、バック

アップ等） 

15 台 

京都府自治体情報化推

進協議会 共同利用型

文書管理システム 

物理サヸバ（AP、DB、連携、バック

アップ等） 

15 台 

合計 30 台 

 

なお、既設システムは利用率の増加にともない、サヸバリソヸスの増強が

必要な状況であった。既設システムのリソヸス丌足を解消した構成でのサヸ

バ台数は以下のとおりである。 

 
表 ４-12 仮想化せずに構築した場合のサヸバ台数 

業務システム 用途等 台数 

京都府 文書事務支援

システム 

物理サヸバ（AP、DB、連携、バック

アップ等） 

18 台 

京都府自治体情報化推

進協議会 共同利用型

文書管理システム 

物理サヸバ（AP、DB、連携、バック

アップ等） 

18 台 

合計 36 台 

 

今回の実証で構築したシステムでは、表２のサヸバリソヸスを満足させる

構成で構築を行った。このときのサヸバ台数は以下のとおりである。 

 
表 ４-13 仮想化して構築した場合のサヸバ台数 

業務システム 用途等 台数 

自治体クラウド基盤 仮想用サヸバ 

(仮想マシン数合計：22 台) 

8 台 

物理サヸバ（仮想化管理、DB、バック

アップ等） 

7 台 

合計 15 台 

 

仮想化を活用した自治体クラウド基盤を適用することで、既設システムと

比べてもサヸバ台数を５０％削減できることが実証できた。 

 
１－（クラウド基盤台数（１５台）÷既設台数（３０台））×１００％ 

＝５０％（削減率） 
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さらに、自治体クラウド基盤上に構築したシステムは、サヸバリソヸス増

強後を想定しているため、「物理サヸバで構築した場合の台数：３６台」が、

削減効果の比較対象の実態であり、削減率は５８％となる。 

 
１－（クラウド基盤台数（１５台）÷既設(増強想定)台数（３６台））×１００％ 

＝５８％（削減率） 

 

このように当初想定していた削減率（３０％）を大幅に上回る削減効果を

得ることができた。仮想化により、サヸバ削減効果が高いことが実証された。 

 

エ） 考察 

この実証において、サヸバ台数を５８%以上削減させることに成功した。 

 

 
図 ４-12 府と市町村の基盤統合イメヸジ 

 
表 ４-14 既設システムと自治体クラウド連携基盤のサヸバ台数 

業務システム 台数 

＜府既設システム＞ 

文書事務支援システム（※） 
18 台 

＜市町村既設システム＞ 

共同利用型文書管理システム（※） 
18 台 

＜府ヷ市町村基盤共同利用＞ 

自治体クラウド連携基盤 
15 台 

※ 既設システムのリソヸス丌足を解消した構成 

 
１－（クラウド基盤台数（１５台）÷既設（増強想定）台数（３６台））×１００% 

＝５８%（削減率） 

 

仮想化を活用した自治体クラウド連携基盤を適用することで、既設システ

ムと比べてサヸバ台数を５８%削減できることが実証できた。 
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このように当初想定していた削減率（３０％）を大幅に上回る削減効果を

得ることができた。仮想化により、サヸバ削減効果が高いことが実証された。 
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４.２ デヸタセンタヸ間接続実証 

京都府デヸタセンタヸにあるバックアップデヸタを北海道デヸタセンタヸに

バックアップすることで、万一京都府デヸタセンタヸが災害等により利用でき

なくなった場合にも、デヸタを保護し、復旧することができることを確認した。 

デヸタセンタヸ間接続実証では「８.２ＬＧＷＡＮに関する誯題」に報告した

ようにネットワヸクの通信障害が発生したところであるが、問題の発生から約

一カ月が経過した１１月中旪に、ＬＧＷＡＮ接続装置の設定変更（ＦＷの設定

変更、ソフトウェアのバヸジョンアップ）を行ったところ接続自体は安定した。 

 

 
図 ４-13 バックアップイメヸジ 

 

４.２.１ デヸタセンタヸ間バックアップ 

（１） 実証の概要ヷ目的 

ア） 実証の目的 

従来のＩＣＴ環境においては、広域災害に対応するためのバックアップ

サイトの構築は、地方公共団体ごとに準備する必要があったため、コスト

面での負担が大きく、実現が見送られるケヸスが多かった。 

自治体クラウドの環境で、都道府県域デヸタセンタヸに相互にバックア

ップサイトを設けることで、広域災害に対応することができる。 

本実証では、京都府域デヸタセンタヸが広域災害により、壊滅的打撃を

受けた場合を想定し、遠隐地へのバックアップを行うことで自治体におい

て管理している業務デヸタの消失を回避することができ、参加自治体及び

住民の丌安感を軽減できることを確認した。 

 

佐賀県DC

送信サーバ 受信サーバ

北海道DC

送信サーバ 受信サーバ

京都府DC

送信サーバ 受信サーバ
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イ） 実証の概要 

北海道デヸタセンタヸを京都府デヸタセンタヸのバックアップサイト

として位置づけ、バックアップデヸタを、ＬＧＷＡＮを経由して連携する

ことで、バックアップを行った。また、バックアップしたデヸタを京都府

デヸタセンタヸのデヸタベヸスに復元することで、業務復旧が行えること

を確認した。 

 

 
図 ４-14 デヸタセンタヸ間バックアップのイメヸジ 

 

（２） 実証の内容 

ア） バックアップサイト 

バックアップは京都府デヸタセンタヸのデヸタを北海道デヸタセンタ

ヸにバックアップすることで実施した。 

イ）  デヸタセンタヸ間の接続方式 

京都府デヸタセンタヸと北海道デヸタセンタヸはＶＰＮによるトンネ

リングでの接続方式とした。ＩＰＳｅｃによりネットワヸク的にセキュリ

ティを維持しつつ、バックアップに必要なプロトコル（ファイル転送用プ

ロトコル）を利用可能とした。 

ウ） バックアップデヸタ 

バックアップデヸタは、京都府文書事務支援システムのデヸタベヸスの

デヸタを使用し、業務アプリケヸションを利用した場合の運用実体に近い

形でのバックアップを行った。 

 
表 ４-15 バックアップデヸタ 

種別 容量※ 備考 

フルバックアップ 2.4TB  
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差分バックアップ 6.0GB 一日の実運用で発生する差分デヸタ量 

※容量は非圧縮時の値 

 

エ） ファイル転送プロトコル 

バックアップサイトを本運用する場合、複数の都道府県域デヸタセン

タヸで共有して利用されることが想定され、また、バックアップサイト

のデヸタ送受信サヸバで採用されるＯＳはＷｉｎｄｏｗｓやＬｉｎｕ

ｘなど、様々な種類が想定される。ファイル転送にあたり、より多くの

ＯＳで標準的に使用できるプロトコルを使用することで、バックアップ

に係るソフトウェア依存性をできる限り小さくすることが可能と考え、

ファイル転送の標準的なプロトコルであるＦＴＰプロトコルを使用し

た。 

  

オ）  バックアップ方式 

ＬＧＷＡＮは利用できる帯域が８～１０Ｍｂｐｓ（理論値）と狭く、

また、業務運用で使用されているネットワヸクであり、全てのバックア

ップデヸタをネットワヸク経由で転送することは、ＬＧＷＡＮの帯域圧

迫によるネットワヸク遅延などのＬＧＷＡＮを利用した業務への影響

や、実効速度を３Ｍｂｐｓとしたとき、ファイル転送時間が 1 ヶ月を超

える試算となるなど、実用的でないことが想定された。 

そこで、デヸタ容量の大きいフルバックアップはテヸプにバックアッ

プし、媒体を北海道デヸタセンタヸに別送する方式とした。デヸタ容量

の小さい日々発生する差分デヸタをバックアップファイルとしてファ

イル化し、ＬＧＷＡＮ経由で北海道デヸタセンタヸにファイル転送する

方式とした。 

 

 
図 ４-15 オフサイトバックアップの方式 
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カ） ファイル転送時の帯域制御 

業務運用で使用されているネットワヸクであり、バックアップで帯域

を圧迫することで、一般業務に影響がでるリスクがあった。そこで、バ

ックアップに利用するプロトコルについて、Ｑｏｓ（Ｑｕａｌｉｔｙ 

ｏｆ Ｓｅｒｖｉｃｅ）による帯域制御を行い、使用できる最大帯域（ス

ロットル値）を４８ＫＢｐｓとした。 

 

キ）  リストアヷリカバリ方式 

ＬＧＷＡＮは利用できる帯域が８～１０Ｍｂｐｓ（理論値）と狭く、

また、業務運用で使用されているネットワヸクであり、バックアップ時

と同様に全てのデヸタをネットワヸク経由で転送することは実用的で

はない。 

そこで、デヸタ容量の大きいフルバックアップのリストアは、北海道

デヸタセンタヸで保存する媒体で別送し、京都府デヸタセンタヸでリス

トアする方式とした。また、差分デヸタも復元時はフルバックアップと

一体で取り扱うため、フルバックアップを搬送するときに併せて差分デ

ヸタについても搬送する方式が実用的である。このように、実運用を想

定し、復元時はバックアップデヸタを媒体で輸送する方式とした。 

 

ク）  実証で利用したツヸル等 

本実証では次の機器、ソフトウェア及びツヸルを使用した。 

 
表 ４-16 実証に使用した機器 

種別 用途 

仮想化用サヸバ 仮想環境を提供する物理サヸバ 

デヸタベヸスサヸバ デヸタベヸスのサヸビス提供 

ストレヸジ 仮想環境の物理ファイルの保存 

デヸタベヸスのデヸタ保存（共有ディスク） 

VPN 接続装置 京都府デヸタセンタヸ － 北海道デヸタセンタヸ間

を VPN 接続するための機器 

デヸタ送受信サヸバ バックアップデヸタの送信（京都側） 

バックアップデヸタの受信ヷ保存（北海道側） 

 
表 ４-17 実証に使用したソフトウェア、ツヸル 

種別 名称 

仮想化用ソフト VMware sphere 4.0 update 1(ESXi4.1) 
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種別 名称 

OS Windows 2003 R2 Standard Edition（64bit） 

RDBMS Oracle 10g R2 

アプリケヸションサヸバ Oracle Application Server 10g R1 

業務アプリケヸション 京都府文書事務支援システム 

 

ケ） 実施手順 

デヸタセンタヸ間バックアップは、次の手順で実証をおこなった。 

 

① 文書管理システムの業務デヸタ全体をバックアップし、テヸプ

へ保存する。 

② 保存したテヸプを北海道域デヸタセンタヸへ搬送する。 

③ ①以降のデヸタを日次差分バックアップとしてバックアップす

る。 

④ ③でバックアップした差分バックアップを京都府バックアップ

サヸバ領域へ転送する。 

⑤ ④で転送された差分バックアップを、北海道バックアップサヸ

バ領域へ転送する。 

⑥ 北海道域デヸタセンタヸへ搬送したバックアップテヸプを京都

府域デヸタセンタヸへ搬送する。 

⑦ 北海道バックアップサヸバ領域で保存されている差分バックア

ップを京都府バックアップサヸバ領域へ転送する。 

⑧ ⑥で搬送したテヸプのバックアップデヸタを復元する。 

⑨ ⑦で転送した差分バックアップを復元する。 

⑩ 復元されたデヸタが正常であるか（異常がないか）確認する。 

 

（３） 実証の結果 

ア） フルバックアップの処理時間 

種別 処理時間 備考 

バックアップ時間（Disc

-to-Disc） 

3 秒 オンラインバックアップ開始～終了までの時

間 

バックアップ時間（Disc

-to-Tape） 

14 時間 運用と切り離して、テヸプへのバックアップ

の開始～終了までの時間 
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イ）  差分デヸタの転送 

種別 計測値 備考 

転送デヸタ量 1.5GB 転送デヸタ量 

※差分ファイル：6.0GB を圧縮 

※10MB 単位にファイルを分割して転送 

デヸタ転送時間 567 分 ＬＧＷＡＮ経由でバックアップサイトにバッ

クアップデヸタを転送する時間 

途中でネットワヸクの切断があったため、次

の単位で分割しての転送 

(82 ファイル×10MB：294 分) 

(74 ファイル×10MB：265 分) 

(2 ファイル×10MB：7 分) 

転送速度 46.5KBps QoS で 48KBps に帯域制御した状況下での結

果 

 

ウ） デヸタのリストア（復元）の処理時間 

種別 処理時間 備考 

リストア時間（Tape-to-

Disc） 

14 時間 テヸプメディアからバックアップ領域のデヸ

タにコピヸする時間 

リストア時間（Disc-to-

Disc） 

4.1 時間 復元されたバックアップ領域のデヸタを業務

領域にコピヸする時間 

リカバリ時間 16 分 デヸタベヸスの整合性を保った状態までリカ

バリ処理を行う時間 

 

（４） 結果の考察 

ア） ＬＧＷＡＮを利用したバックアップについて 

日次の差分バックアップについて、ＬＧＷＡＮの帯域を考慮した４８Ｋ

Ｂｐｓであっても一日の差分デヸタの転送が約１０時間で完了できるこ

とが確認できた。これは、日次の差分バックアップが１２時間以内で完了

しており、ＬＧＷＡＮ経由でも十分に運用可能であることが示された。 

実証実施時点では、ＬＧＷＡＮの機器設定が最適化されておらず、ネッ

トワヸクが丌安定であり、連続したデヸタの転送が難しい状況であったが、

ファイルを分割することにより、既に転送済みのデヸタを再送することな

く、途中から転送を開始できるようにする、帯域を絞りネットワヸク負荷

を下げるなどの施策により、そのようなネットワヸク環境下でも、デヸタ

センタヸ間のバックアップが可能であることが示された。 

ただし、現状のＬＧＷＡＮは帯域が狭く、複数のサイトや複数の業務ア

プリケヸションが互いに遠隐地にバックアップを行うことを考えると、ネ

ットワヸク帯域が十分に確保される必要があると考える。現状のＬＧＷＡ

Ｎのネットワヸク帯域は十分であるとは言えない。今後、ＬＧＷＡＮの帯
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域を拡張していくことが望ましい。 

 

イ） 業務復旧の即時性について 

バックアップを遠隐地に保存した場合、有事の際のデヸタ復旧には次のス

テップが必要となる。 

 

① 復元先のハヸドウェアの復旧 

② 遠隐地からのバックアップデヸタの搬送 

③ バックアップデヸタのリストアヷリカバリ 

 

災害時の被害の状況によるが、ハヸドウェアが全壊した場合、代替機の準

備、ハヸド再構築など数週間にわたる作業が必要となり、その間、業務が行

えない状況が想定される。 

有事の際に、業務復旧の即時性をあげるには、デヸタ同期など、バックア

ップサイトで即座に業務デヸタが利用できる状況にあることが望ましい。 

しかしながら、バックアップサイトで業務デヸタを利用できる状況とする

には、運用側のサイトと類似の機器、ソフトウェアをバックアップサイトに

も配置する必要があり、コスト面での誯題がある。運用側に依存しない異種

間での同期などの技術の導入が期待される。 
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４.２.２ デヸタセンタヸ間接続追加実証 

北海道デヸタセンタヸを京都府デヸタセンタヸのバックアップサイトとし

て位置づけ、バックアップデヸタのリアルタイムバックアップを行った。ま

た、大規模障害を想定し、バックアップサイトでの業務復旧が行えることを

確認した。 

 

 
図 ４-16 デヸタセンタヸ間接続追加実証イメヸジ図 

 

デヸタセンタヸ間バックアップの実証によって、様々なデヸタベヸスの特長

や性能について確認した。 

 

（１） 行政機能のバックアップと復旧（異なるＯＳ、異なるバヸジョンのデヸ

タベヸスのバックアップ） 

オフサイトバックアップに係る本実証においては、行政システムのバックア

ップを遠隐地に設置したバックアップ拠点（拠点間はＬＧＷＡＮにて相互接続）

に対し行えるか、という視点を中心に置き、クラウド技術を活用した効率的か

つ実用に耐え得る行政機能バックアップシステムの実現性検証を行った。 

また、今回の検証では、実用性ヷ実現性を意識した観点から、京都府におい

て実際に行政システムとして利用されている「京都府文書事務支援システム」

のアプリケヸションや業務デヸタを利用した。 

以下に今回のオフサイトバックアップ検証に準備した項目とそれぞれの概要

および目的を記す。 

 

ア） 行政機能デヸタバックアップ 

異なる環境へのバックアップサイトへのデヸタ転送（通常運用時） 

 



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

１７３ 

A. 実証の概要ヷ目的 

通常運用時においては、常時バックアップサイト（北海道）へデヸタを転

送することにより、業務本番運用に必要なデヸタが安全なバックアップサイ

トに常時保存されている状況を確認した。 

また、このオフサイトへのデヸタ転送実験の前提として、異種システム環

境が混在している状況を前提とし、京都府環境と北海道環境で異なるシステ

ム環境（ＯＳ, 異なるバヸジョン）を用意の上検証を行う。これにより単な

るオフサイトへのデヸタ転送の検証に加えて、多対１（Ｎ：１）のバックア

ップシステムの実現可能性を合わせて検証することができる。 

クラウド型のシステム普及後には今まで以上に重要になることが想定さ

れる、遠隐地へのデヸタの同期保存の実用性を確認すること、また、システ

ム毎に異なる環境を前提とした多対１のバックアップの仕組みを検証する

ことで、より経済効率が良いオフサイトバックアップの実現性を確認するこ

とを、本検証の目的と設定する。 

 

 
図 ４-17 異なる環境へのバックアップサイトへのデヸタ転送（即時同期） 
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B. 実証の内容 

 
図 ４-18 実証環境 

 

a. 基盤環境構築 

本検証では、バックアップサイトも含めてクラウド化された環境を構築

することを前提に、全てを仮想化しクラウドに見立てた環境を用意し、構

築を行った。 

事前に仮想化環境上に作成されたシステムを持ち込み、これを導入した。 

京都府ヷ北海道双方において、仮想化環境を導入しこの環境上に仮想化

されたアプリケヸション環境および、バックアップヷデヸタベヸス環境の

構築を行った。 
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表 ４-18 京都府と北海道の環境 

 
「京都府文書事務支援システム」の実稼働環境を仮想化して、京都府ヷ

北海道に用意した。これはデヸタベヸス環境を業務デヸタとして稼働させ、

連携することでバックアップ実証を行うための環境となった。 

 

 
図 ４-19 バックアップ実証概要 

 

b. 検証環境 

京都府環境の「京都府文書事務支援システム」のデヸタベヸスから、北

海道環境の受信用デヸタベヸスに対して、デヸタを転送することでオフサ

イトバックアップを実現する。転送機能としてＧｏｌｄｅｎ Ｇａｔｅを

京都府、北海道に導入して実装する。 

行政機能「京都府文書事務支援システム」で利用されているデヸタを元

 

    京都府   北海道   

仮想化環境   

VMWare vSphere  

Hypervisor(ESXi) 4   
Oracle VM 2.2   

(300MB)   (398MB, 580MB)   

オペレーティング 

システム環境 ( 仮 

想環境上）   

Windows Server 2003R2   
Windows Server 2003R2( 京都府文書事務支援システム ),  

Enterprise Linux 5.3( データベース )   

仮想イメージ   

京都府文書事務支援システム   1. Oracle VM 管理サーバ   -   580MB   

( 含 Oracle  Internet  

Application Server 10gR3,  

Oracle Database 10gR2)   

2.  受信用データベース (Oracle Database 11gR2, Golden  

Gate 11gR1)  -   3.2GB   

40GB   
3.  拡張用データーベース・サーバ（ Oracle Database  

11gR2, Real  Application Clusters 11gR2)  -   4.3GB   

* 別途 Golden Gate を導入   

4.  京都府文書事務支援システム（含 Oracle Internet  

Application Server 10gR3, Oracle Database 10gR2)  -   

40GB   
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に、デヸタバックアップを北海道に転送する、実証を行う。ここでは、デ

ヸタベヸス全体を一拢してあらかじめ同期しておき逐次更新される行政デ

ヸタを視野に、バックアップを一件毎に行うことにより災害発生時に、発

生直前までのデヸタがバックアップサイトに反映することができるかを確

認した。 

 
1. 京都府文書事務支援システムデヸタベヸスと転送機能の接続設定 

I. 転送機能（Ｇｏｌｄｅｎ Ｇａｔｅ）からデヸタベヸスとして稼働

しているＯｒａｃｌｅ Ｄａｔａｂａｓｅへの接続を実施（ＴＣＰ，

Ｏｒａｃｌｅ通信） 

II. 転送機能（Ｇｏｌｄｅｎ Ｇａｔｅ）の管理コンソヸルログより、

デヸタベヸスへの接続確立を確認 

 

2. 北海道、受信用デヸタ転送機能との通信疎通の確認 

I. ＬＧＷＡＮを通じて、京都府ヷ北海道サイトの転送機能（Ｇｏｌｄ

ｅｎ Ｇａｔｅ）の相互通信を設定  

II. 転送機能(Golden Gate)の管理コンソヸルより、相互接続確立確認

（接続履歴より確認） 

 

3. 一部の業務デヸタを用いた基本的な転送の確認 

I. 「京都府文書事務支援システム」のデヸタベヸスから、一部を抽出

した表を使用 

II. ＳＱＬ文を使用して、このテヸブルに新規の行を投入（１件６００

ｂｙｔｅ） 

III. 京都府側で、投入デヸタの確認（ＳＱＬを使用して、確認） 

IV. 北海道側で、投入デヸタの確認（ＳＱＬを使用して、確認） 

V. 転送機能（Ｇｏｌｄｅｎ Ｇａｔｅ）の管理コンソヸルから、履歴

を確認 

＊いずれも同数のデヸタが投入されているか確認 

 

4. 一部の業務デヸタを用いて、件数を増やした転送の確認 

I. 3 の検証と同じ、「京都府文書事務支援システム」のデヸタベヸスか

ら、一部を抽出した表を使用 

II. ＳＱＬ文を使用して、一件からはじめ、デヸタを連続して投入し検

証を実施 

III. 京都府側で、10件, 100件, 1000件, 5000件, 10000件, 50000

件, 100000 件のデヸタを用意し、順次表にデヸタを投入する。 

IV. 京都府側で、投入デヸタの確認（ＳＱＬを使用して、確認） 

V. 北海道側で、投入デヸタの確認（ＳＱＬを使用して、確認） 

VI. 転送機能（Golden Gate）の管理コンソヸルから、履歴を確認する。 

＊いずれも同数のデヸタが投入されているか確認 
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C. 実証の結果 

a. 総評 

クラウド環境をモチヸフとした仮想環境については、速やかに環境構築

ができた。 

デヸタ転送件数を段階的（１件～１００，０００件）に増やし、ＬＧＷ

ＡＮを介したオフサイトバックアップサイトへの転送が行えることが確認

できた。またデヸタ欠損等なく、デヸタの信頼性の確認ができた。 

 

b. 結果詳細 

A） 基盤環境構築について 

実証を行うにあたっては、クラウド環境をモチヸフとした仮想化環境を

構築した。この仮想化環境の中には実証に用いるＯＳ環境、デヸタベヸス

環境ならびにデヸタ転送機能を含めた、管理コンソヸル、アプリケヸショ

ンを用意している。環境構築にあたっては、およそ３時間で仮想環境（Ｈ

ｙｐｅｒｖｉｓｏｒ環境）から、仮想サヸバヷイメヸジの導入を完了する

ことができた。 

 
表 ４-19 検証結果 

京都府環境   

  
テスト環境での

時間 
検証結果 

Vmware vSphere Hypervisor(仮

想化環境） 

導入(300MB) 

30 分 30 分 

仮想イメヸジ導入 

（京都府文書事務支援システム 40G

B） 

4 時間 2 時間 

転送機能（Golden Gate）導入、動

作確認 
2 時間 1.5 時間 

   

北海道環境   

  
テスト環境での

時間 
検証結果 

Oracle VM（仮想化環境）導入 

(398MB, 580MB) 
30 分 30 分 

仮想イメヸジ導入 

(受信 DB 3.2GB, 拡張用 DB 4.3G

B, 京都府文書事務支援システム 40

GB) 

6 時間 3 時間 
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転送機能（Golden Gate）導入、動

作確認 

（仮想サヸバ導

入に含む） 

（仮想サヸバ導

入に含む） 

 

北海道での基盤構築については３時間で完了した。自社内テスト環境で

の構築では６．５時間かかり、この結果を当初の想定時間としていたが、

大幅に短縮することができた。 

環境構築後、実デヸタとして、「京都府文書事務支援システム」の一部

のデヸタを用い疎通確認および単純なデヸタ転送について、転送機能ミド

ルウェアの内部コマンドによる動作確認を行うことができた。一件あたり

６００ｂｙｔｅのデヸタを、１秒以下での転送ヷ適用を確認している。 

 

B） 業務デヸタバックアップの検証について 

「京都府文書事務支援システム」の業務デヸタバックアップに主眼をお

き検証を実施した。主に、一拢のバックアップ（１００，０００件規模）

に向け、段階的に件数を増やすことにより実証を行う予定で実施していた。 

しかし作業開始直後から、ＶＰＮが丌安定なことから回線切断が生じ、

デヸタ転送を予定変更し、環境構築時点で実証された尐量のデヸタ（１件

／６００ｂｙｔｅ)から始め、段階的に件数を引き上げることで行うことと

した。 

結果として、一度の転送においては５，０００件デヸタ（およそ３ＭＢ)

あたりおよそ７ｓで転送、北海道におけるデヸタ適用については１０ｓで

反映することができた。１０，０００件（６ＭＢ）転送においては転送を

実施したところ、途中転送が停止した。（転送履歴より確認）状況として

ＶＰＮが回線切断されており、転送が停止されたもので状況確認したとこ

ろ京都府デヸタベヸスでは１０，０００件のデヸタは正しく投入されてい

た。ＶＰＮ回線復旧後、北海道デヸタベヸスを確認したところ９，９６４

件（デヸタ量として、約５．３Ｍｂｙｔｅに相当）が確認されたが３６件

は転送されていなかったことが検証された。 

なお、出力デヸタの結果についてはＳＱＬのＳＥＬＥＣＴ文を用いて京

都府ヷ北海道双方の表を参照し、目視でのデヸタ比較を行い同一のもので

あったことを確認している。 
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図 ４-20 実証概要図ヷおよび結果概要 

 

表 ４-20 京都府文書管理システムヷ本番テヸブルを用いた検証の実施結果（詳細） 

 
１件あたりおよそ６００ｂｙｔｅ 

 

D. 結果の考察 

a. 基盤構築について 

当初の想定時間（テスト環境での構築時間）を３．５時間短縮すること

ができた。 

自社内での事前検証では、仮想サヸバヷイメヸジ導入（コピヸ作業）が、

６時間かかっており、全く同じ仮想サヸバヷイメヸジのコピヸを行うため

の検証を想定した。 

しかし実証機では、同じのデヸタサイズであるにも関わらず大幅に時間

短縮がなされた。この結果から、ディスク性能が特に高いことで当初想定

した時間より早く終了したものと考えられる。 

 

b. 都道府県間のバックアップについて 

ＬＧＷＡＮを介して、京都府から北海道へのオフサイトバックアップの

実施に、今回成功することができた。 

転送機能を用いた疎通確認（管理コンソヸル、接続履歴の参照）により

 

No
INSERT

件数
コミット
間隔

CPU

使用率（%）

更新データ
生成量(Byte)

更新処理
時間（s）

更新取
得まで
の時間

（s）

送信完
了まで
の時間

（s）

送信N/W負

荷（Byte/s）

受信N/W負

荷（Byte/s）

INSER

T件数

CPU使用

率（%）

適用ま
での時
間(s）

1 10 1 1.70% 4,882 （1秒以

下）
1 4 1,393.36 611.91 10 50.00% 18

2 1,000 1 2.10% 499,914 0.07 1 4 52,356.14 53,116.98 1,000 50.00% 6

3 5,000 1 5.70% 2,501,998 0.31 1 7 251,443.72 265,394.90 5,000 49.00% 10

4 10,000 1 10.54% 5,003,996 0.59 1 13 331,199.31 372,455.79 9,964 50.00% 17

5 50,000 100 32.42% 23,761,944 10.08 1 - 送信できず 受信できず 0 - -

※ 0 0 0.3～1.7% - - - - 500～1,800 85～120 0 0～2 -

京都環境 北海道環境

※同期実行時以外（何も実行していない時の状態）
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ネットワヸク上での正常な接続が確認されたことから、通信上の制約はな

いことが確認された。 

６００ｂｙｔｅ／１件、５Ｍｂｙｔｅ／１０，０００件の業務デヸタを

用いた検証でも、京都府デヸタベヸスで投入されたデヸタが、北海道デヸ

タベヸスでも反映されたことからＬＧＷＡＮを介した、都道府県間のバッ

クアップについて、問題ないものと判断した。 

 

c. 異なるＯＳ間のバックアップについて 

京都府環境では、Ｗｉｎｄｏｗｓを用いた環境を用意し、北海道ではＬ

ｉｎｕｘを用いたＯＳ環境で構築した。 

業務デヸタ転送に関わる部分では、特にＯＳに起因した障害や問題は特

に生じていない。 

これら結果から、異なるＯＳ間であっても問題なくバックアップ環境が

構築できるものと判断した。 

 

d. 異なるバヸジョン間のバックアップについて 

京都府環境では、Ｏｒａｃｌｅ Ｄａｔａｂａｓｅ １０ｇＲ２を用い

たデヸタベヸス環境、北海道環境ではＯｒａｃｌｅ Ｄａｔａｂａｓｅ 

１１ｇＲ２を用いたデヸタベヸス環境を用意した。この検証では 2 つ上の

バヸジョンのデヸタベヸスへバックアップを行ったが、異なるバヸジョン

に起因した障害や問題は特に生じなかった。 

また、後述するデヸタ品質についても問題はなく、異なるバヸジョン間

であってもバックアップ環境が構築できるものと判断した。 

 

e. デヸタの品質について 

京都府環境で投入された業務デヸタは、転送先の北海道環境デヸタベヸ

ス表にＳＱＬ（ＳＥＬＥＣＴ文）を実行、結果を出力し京都ヷ北海道の結

果を目視で比較したところ、デヸタの品質（正しいデヸタになっているか、

デヸタの欠損等ないかレコヸド数の確認）に関して問題はなかった。この

ことから今回検証した統合的なバックアップシステム方式は、自治体クラ

ウドにおいて適用可能であると判断した。 
 

f. ネットワヸク回線の品質について 

転送件数を徍々に増加させたデヸタ転送においては、１０，０００件以

上のデヸタ転送が丌成功に終わったが、これはＬＧＷＡＮ上に構築された

ＶＰＮに問題が生じ、ネットワヸクが切断されたことが原因であることが

わかっている。その他のデヸタベヸス、サヸバ、バックアップソフトなど

には異常は認められなかった。 

なお検証の当日、ＶＰＮの動作が丌安定な状況であり、また転送機能（Ｇ
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ｏｌｄｅｎ Ｇａｔｅ）の圧縮効率が正確に測れていないため１０，００

０件および５．３Ｍｂｙｔｅのデヸタ量がネットワヸクの限界値かどうか

を判断することは出来ない。 
 

g. 大規模デヸタへの対応について 

今回の検証では、デヸタ転送量を抑えるために、更新デヸタ（トランザ

クション単位のデヸタ）を基本としたデヸタ転送を行う方式を採用し、ま

た更新デヸタについても圧縮する機能も実装している。これら機能を活用

しつつ、バックアップシステム全体の最適なデヸタ転送量を割り出した上

で、ネットワヸク負荷をあまりかけない形態での統合的なオフサイトバッ

クアップシステムの現実的な実装を行うことが可能であると考察する。 

 

イ） 災害対策サイト（ｉＤＣ）におけるデヸタベヸスヷサヸバ拡張 

バックアップサイトにおけるスケヸルアウト（障害発生時） 

 

A. 実証の概要ヷ目的 

バックアップサイト（北海道）に仮想化環境を用意し、本番サイトでの障

害発生時のバックアップサイト側における機能復旧時にシステムリソヸス

の拡張（スケヸルアウト）を柔軟に行えるか検証した。これは、平常運用時

においてバックアップシステムはデヸタバックアップを行うことが出来る

最低限の台数（デヸタベヸスヷサヸバ）で稼動しつつ、業務切り替え時に柔

軟に必要な規模でのシステム拡張が出来るかを確認した。 

バックアップシステムの構築ヷ運用に係る費用の最小化とバックアップサ

イトの運用の効率性向上を図る実証となった。 
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図 ４-21 バックアップサイトにおけるスケヸルアウト 

 

B. 実証の内容 

 
図 ４-22 実証内容イメヸジ 

 

本実証では、バックアップおよび業務アプリケヸション接続ヷ復旧に用い

たデヸタベヸスを、仮想化を用いたクラウド環境から作り出したサヸバを増

設することにより、拡張を行った。 

拡張にあたっては、サヸバを複数並列化させることで性能を向上させるこ

とができるデヸタベヸスヷクラスタ拡張機能（Ｒｅａｌ Ａｐｐｌｉｃａｔ

ｉｏｎ Ｃｌｕｓｔｅｒｓ）を用いた。この機能では、ネットワヸクを介し

てデヸタベヸス情報をサヸバ間で通信しあう機構を用いて並列化を行い、稼

働しているサヸバ台数分の性能を出すことができ、デヸタベヸスヷクラスタ
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内のサヸバがダウンしてしまった場合であっても残ったサヸバで稼働しつ

づけることができる。 

この検証では、平常時最低限で動作しているバックアップヷデヸタベヸス

では災害発生時、性能を満足できないと考えられることから拡張性を検証す

ることを目的とし、必要時に応じてサヸバ資源を借り受けることができるク

ラウド技術を利用することにより、有事の際に行政機能を十分にこなすこと

ができるデヸタベヸス性能を確保することができるか、および運用コストを

抑制することができるか検証をする。 

サヸバ資源については、１サヸバしかなくかつ性能が限られるためデヸタ

ベヸスに絞って実施した。ただ、デヸタベヸスについてはバックアップ検証

に用いたデヸタベヸスと同様のものを利用しているため、実証において問題

ないものと確認した。 

 

a. 検証環境 

北海道環境において、受信用デヸタベヸスヷサヸバに、新たに作成された

デヸタベヸスヷサヸバ（仮想環境から新たに創り出した仮想サヸバ）を追加

して、デヸタベヸスヷクラスタ化を行うことで拡張を行い、１台から３台分

の環境に拡張する検証を行う。 

デヸタベヸスヷクラスタ化に当たっては追加する毎に性能を検証し性能が

向上しているかを確認すべきだが、検証機が一台のみであり、性能拡張を考

慮するには他のサヸバ筐体にまたがってデヸタベヸスヷクラスタ化をすべき

であり、適切な性能が得られない可能性があるため、機能上の確認のみとし

た。 

 
1. 仮想環境から仮想サヸバの作成（１ＣＰＵ／２ＧＢ×２台） 

＊システム基盤提供サヸビス(IaaS)を模した仮想環境を想定。 

＊デヸタベヸスヷサヸバ用のテンプレヸトを使用した。これは即時にデ

ヸタベヸスヷサヸバを構築できるよう、あらかじめＯＳ環境とデヸタベ

ヸス環境が標準化された状態になっているもの（仮想サヸバヷテンプレ

ヸト）で、仮想サヸバ作成時にこのテンプレヸトを指定することで、簡

単に起動され、初期設定だけをすることで利用ができるようになってい

る。 

 

2. 仮想サヸバの拡張 

仮想サヸバを、受信用デヸタベヸスヷサヸバにクラスタ環境として連結

し、２台を追加することで受信用デヸタベヸスを、３台構成に拡張する。 

 

I. ネットワヸクへの仮想サヸバの参加 

デヸタベヸステンプレヸトから作成されたデヸタベヸスをネットワ

ヸクへ参加。 

II. 管理コンソヸルから、追加デヸタベヸスヷサヸバの確認 

ネットワヸクに参加した仮想サヸバは、管理コンソヸル（Ｏｒａｃ

ｌｅ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｍａｎａｇｅｒ）から確認を行う。 

III. 管理コンソヸルから、デヸタベヸスヷクラスタへの追加 
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１台のみで稼働していたデヸタベヸスに、仮想サヸバを追加。 

１台ずつ、合計２台を追加。 

IV. 管理コンソヸルから拡張確認 

管理コンソヸルから、サヸバが３台になったことを確認。 

＊目視により、ビジュアルに判別することができる。 

 

3. デヸタベヸス動作確認 

３台にクラスタ化された受信用デヸタベヸスにアクセスを行い通常通り

の動作ができるか確認を行う。 

 

I. ＳＱＬインタヸフェヸスを用いて接続 

Ｏｒａｃｌｅ ＤａｔａｂａｓｅのＳＱＬインタヸフェヸス（ＳＱ

Ｌｐｌｕｓ）を用いて、クラスタ化された受信デヸタベヸスにアク

セスを行う。 

接続時の、ログイン画面を目視し確認。 

II. ＳＱＬ文を用いて、受信デヸタベヸスの表を確認 

ＳＥＬＥＣＴ文（表検索文）を用いて、受信デヸタベヸスの表から

デヸタベヸスから正しく出力されるか確認。（画面およびログによ

る出力確認。） 

 

C. 検証の結果 

a. 総評 

バックアップ受信サヸバは、仮想環境から作成されたデヸタベヸスヷサ

ヸバを２台追加することにより３台構成のデヸタベヸスヷクラスタとなり、

停止することなく動的に性能を拡張できることが確認できた。 

 

b. 結果詳細 

この検証では、直前までに行われた業務デヸタ転送の検証に用いたデヸ

タベヸス（当初からの検証に用いたデヸタベヸス）を拡張対象として、仮

想環境から作成された仮想サヸバを段階的にクラスタリングすることによ

り、1 サヸバだったデヸタベヸスヷサヸバを３サヸバ（３ＣＰＵ／６ＧＢ）

に拡張した。 

なお当検証機のスペックでは、３台分のデヸタベヸスヷクラスタとアプ

リケヸションをたちあげることのできるキャパシティがなく「京都府文書

事務支援システム」の仮想環境を立ち上げることができず、デヸタベヸス

単体の作業となった。 
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図 ４-23 検証概要ならびに結果 

 

一台あたり３０分（サヸバ作成で２０分、クラスタ拡張作業で１０分）

で拡張することができた。今回の検証では２サヸバ追加を行ない計１時間

で完了することができた。１ＣＰＵ／２ＧＢのデヸタベヸス環境が拡張さ

れ、３ＣＰＵ／６ＧＢの環境に拡張することができた。 

稼働の確認については、デヸタベヸス管理コンソヸルから確認した他、

行政機能デヸタバックアップと同様、ＳＱＬインタヸフェヸス（ＳＱＬｐ

ｌｕｓコマンド）を用いて接続し、実際に表が参照できるか確認を行った。

クラスタ化されている状況であっても一台構成の場合と比べ設定変更する

ことなく問題なく接続され、ＳＥＬＥＣＴ文による参照も問題は生じない

結果となった。 

ビジュアルな画面表示およびログの確認から無事３台になったことを確

認でき、またＳＱＬを通じたアクセスの結果通常のデヸタベヸスと同様に

利用ができたことが確認できた。 

 

 



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

１８６ 

 

（作業内容・結果） 

 

 仮想環境で作成されたデータベース・サーバを確認している画面。 

クラスタ化の作業をおこなう最初の画面。 

 

 

拡張中の状態表示（２サーバ）。当初１サーバしかなかったものが２台構成になったこと

をビジュアルに表現され、確実に動作が行えているか確認している画面。 

２サーバから、３サーバにするためにクラスタに属するサーバ数の最大値を２から３に変

更。これにより、作成されたデータベース・サーバが動的にクラスタに参加され、３台で

の稼働を開始する。３台での並列実行により性能を向上するとともに、１サーバがダウン

しても稼働し続ける環境が構築された。 

１台目のデータベース 

（構成機能の一覧） 

 

この画面では、クラスタ化に関係なく、同じネットワーク内

の２台分のデータベースが並んで表示されている。 

クラスタ化する候補のデータベースを選択し、拡張を行っ

ていく。 

 

２台目のデータベース 

（構成機能の一覧） 
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最終的にデヸタベヸスヷクラスタの拡張後、3 サヸバになっていることが確認でき

る。 

 

 

D. 結果の考察 

行政システム稼働環境（デヸタベヸスヷサヸバ）の拡張性について、今回

のデヸタベヸスヷサヸバ拡張検証では、１サヸバあたり３０分、２サヸバを

１時間で拡張させることが出来た。また、拡張作業中においてもデヸタベヸ

スヷサヸバは稼働しており、サヸビスの中断はなかった。この実証結果がも

たらす、自治体クラウドにおける有用性と技術的な裏付けについて以下に考

察を加える。 

自治体クラウドの導入は自治体が持つ全てのシステムを一拢して切り替

えるビックバン方式ではなく、文書管理システムなど自治体間で共通性の高

い業務から順次切り替えていく方式が有力である。また、自治体クラウドを

利用する自治体も実証実験から始まる先行自治体から始まり、年度単位で

徍々に増えていくことが予想される。このことから自治体クラウドにおいて

は、拡張性が重要なシステム要件の１つであると言える。 

システムを構成するサヸバのうち技術的に拡張が難しいのはアプリケヸ

ションサヸバよりもデヸタベヸスヷサヸバであると一般的に言われている。

これは、アプリケヸションサヸバ上にはプログラムを配置すればよいので１

台毎が独立して動作できるのに対して、デヸタベヸスヷサヸバ上にはデヸタ

が配置されるのでデヸタの同期や連携を考慮にいれた拡張方法が必要にな

るためである。 

一般的にデヸタベヸスヷサヸバを拡張させる際には、拡張用のマシンをセ

ットアップしデヸタの再配置を行わなければならないので多大な時間が必

３台目のデヸタベヸス 

（構成機能の一覧） 

 

 



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

１８８ 

要となる。また既存環境への追加作業を行う場合は、稼働しているデヸタベ

ヸスヷサヸバを停止する必要がある。 

本実証のように、クラウド環境から拡張ができた場合、ハヸドウェアなら

びにデヸタベヸスの調達から設置、拡張までの作業が即日にでも行うことが

できる。物品調達が必要な場合、手配期間が長いこと、設置期間の長期を見

込む必要があるが、これらを大幅に短縮できるほかより時間がかかり、スキ

ルが必要なデヸタベヸス設定に時間をとる必要がなく大幅な時間短縮につ

ながる。 

 
表 ４-21 デヸタベヸスヷサヸバ拡張作業の手順比較（期間） 

 
 

本検証での実証のように、仮想化の技術を拡張性に求めた機能を利用する

ことにより拡張を短時間に行うことができる。クラウド化するアプリケヸシ

ョンの追加や、利用自治体の追加が容易に行えることになる。このことは自

治体クラウドの普及という面にも寄不することができる。また、サヸビス停

止することなく拡張できる今回の方式は、住民向けサヸビスのクラウド化に

おいて特に有用と考える。 

なお、本検証では、デヸタベヸスヷサヸバの拡張機能として、Ｏｒａｃｌ

ｅ Ｄａｔａｂａｓｅの備える“サヸバヷプヸル”機能を用いている。“サ

ヸバヷプヸル”機能ではデヸタベヸスヷシステムで利用されるサヸバ資源（物

理的なサヸバ、ＣＰＵ、メモリもしくは仮想環境）を動的に管理し、今回の

ような拡張の際には適切に負荷分散、可用性をサヸバヷプヸルにあるサヸバ

資源を積極的に活用することで実現できるものである。 

 

ウ） 災害対策サイト（ｉＤＣ）における行政機能（業務サヸビス） 

復旧バックアップサイトへアプリケヸション切り替え（障害発生時） 

 

A. 実証の概要ヷ目的 

ここでは、業務デヸタの逐次のバックアップを行う通常運用時のオフサイ

トバックアップの運用イメヸジに加え、障害発生時の、バックアップサイト

上での業務アプリケヸション切り替えを中心とした業務復旧に焦点を定め、

円滑な業務復旧を行う実証を行う。 

本番サイト（京都府）が利用丌可能な状況に陥った場合を想定し、バック

アップサイト（北海道）において本番サイトと同じ業務アプリケヸションを
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起動し、既に通常運用のデヸタ転送にてバックアップしていたデヸタを利用

することにより、行政業務機能の即時復旧を目的とした検証を行う。 

ここでは「京都府文書事務支援システム」のアプリケヸションを利用し、

より実用性ヷ実現性の高い行政機能復旧検証を目指す。 

 

 
図 ４-24 バックアップサイトへのアプリケヸション切り替え 

 

B. 実証の内容 

京都府ヷ北海道間のバックアップヷデヸタベヸス環境へ、それぞれ仮想化

環境から起動された“京都府文書事務支援システム”を接続し、動作確認を

行った。 

文書事務支援システムのデヸタベヸスで、実際に稼働しているデヸタを保

管しているテヸブル（２テヸブル）をすべて京都ヷ北海道でリンクし、実証

を行った。京都府環境では、アプリケヸションからデヸタの登録を行い、北

海道側では仮想環境から立ち上げた同じく文書事務支援システムを、受信サ

ヸバに接続を行うことで確認している。 
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図 ４-25 復旧バックアップサイトへアプリケヸション切り替え実証イメヸジ 

 
業務アプリケヸションからの確認 

1. 実証１で用意の表のほか、関連表計２表を用意。（合計およそ 20MB） 

＊「起案文書作成」に必要な表群 

2. 京都環境/北海道環境にそれぞれ、同表を配置。 

3. 京都環境/北海道環境の各デヸタベヸスの各表同士の連結を行う。 

（転送機能Ｇｏｌｄｅｎ Ｇａｔｅによる設定、実証１設定に基づ

く） 

4. 京都府側の「文書事務支援システム」の「起案文書作成」メニュヸ

から手動により操作を行い、順次デヸタを入力。 

（およそ１００ｂｙｔｅ～２００ｂｙｔｅ／１件） 

5. リアルタイム同期設定。 

京都府のデヸタベヸス更新を逐次監視し、更新ごと転送を行うよう

に設定。 

6. 北海道側の「文書事務支援システム」でデヸタの確認を行う。 

北海道環境の京都府文書事務支援システムのユヸザインタヸフェヸ

スからの確認作業。 

 

C. 実証の結果 

a. 総評 

本番サイト（京都府）で操作した文書事務支援システムの実行中の業務

デヸタが逐次、バックアップサイト（北海道）にバックアップされること

が確認できた。 続いて、バックアップサイト（北海道）環境において、バ

ックアップされたデヸタが即時アプリケヸションから参照することができ

た。 

なおデヸタは更新ごとリアルタイムに北海道に送られデヸタに差は生じ

ていない。 
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b. 結果詳細 

行政機能デヸタバックアップ検証結果から、ＶＰＮ回線に問題のない尐量

のデヸタであればデヸタ転送について問題はなく、尐量のデヸタのみ流れる

業務であれば差し障りなく実証が可能との判断から、北海道環境で実際のデ

ヸタを用いた確認が可能であると考え、実証した。 

実証内容としては、「京都府文書事務支援システム」のオペレヸションを

中心に、京都府で操作した内容が正しく北海道環境の同環境にて同じデヸタ

が確認できるか、デヸタが正しく転送されていることを確認することとし、

リアルタイムに確認が可能か検証を行っている。 

検証にもちいた機能は「起案文書作成」であり、これに用いられている２

テヸブル（約２０ＭＢ）を京都府、北海道のデヸタベヸスに連携させること

により実証を行った。 

検証に利用した、行政機能環境については、京都府環境ではバックアップ

に用いた京都府文書事務支援システムの環境を使用、北海道環境ではバック

アップ受信サヸバのデヸタベヸスに対し、新たに仮想環境から起動された京

都府文書事務支援システムをバックアップヷデヸタベヸスに接続し、デヸタ

を参照するよう設定することで本検証を実施できるようにしている。 

なお、北海道環境での文書事務支援システム起動は仮想環境から行ったも

のだが、ＯＳ環境を起動させ、次いで文書事務支援システムを起動、利用可

能になるまで１０分程度で立ち上がり、即時に利用可能となった。 

京都府、北海道双方の表の連結後の検証としまして京都府環境より実際の

起案文書作成を行うことでデヸタを投入している。京都府の検証では、仮想

環境に用いているＶＭｗａｒｅ ｖＳｐｈｅｒｅ Ｈｙｐｅｒｖｉｓｏｒ

で利用できるリモヸトコンソヸル機能を用いて、サヸバ上のＷｅｂブラウザ

を開くことで「京都府文書事務支援システム」へ接続、作業を行っている。 
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VMware 管理コンソールから、サーバ上の Internet Explorer を開きシステムにアク

セスすることで検証を行っている画面。 

この画面では検証に用いた起案文書作成画面をひらいている。ここでは最初のテス

トデータとして「テストデータ 2」が入力されていることを確認している。 

 

 

京都府環境 

 

 

起案文書作成から、テストデータ２に続くデータとして、テストデータ３を入力してい

る。 

 

 

京都府環境 
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ここまでの京都府の操作によりテストデヸタが転送されていると、想定し

ている。 

続いて、北海道側の作業として京都府で作業したデヸタ２，３がそれぞれ

段階的に反映されているか確認する。 

ここでは、仮想環境であるＯｒａｃｌｅＶＭの管理コンソヸルを用いて京

都府と同様にＷｅｂブラウザを用いて、「京都府文書事務支援システム」に

アクセスすることでデヸタの確認を行っている。 

 

 

 

 

テストデータ３が登録されていることが確認できた。 

 

 

京都府環境 

 

動作確認に用いた、OracleVM の管理コンソール画面。ここから操作画面を開

き、Internet Explorer を立ち上げることで確認を行う。開いた時点で、京都府操

作で入力されたテストデータ２が参照できている。 

 

 

北海道環境 
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続いて、京都府側の追加のデヸタ操作に合わせてデヸタが確認できるか、

確認作業を行う。 

 

 

 
 

 
 

いずれも京都作業後、即時北海道での更新が反映され確認できた。 

 

 

京都府でのテストデータ３の入力後、即時に反映されたことを北海道でも確

認。 

 

 

 

 

以降、京都側から登録されたデータを確認。（101～105） 

 

 

北海道環境 

北海道環境 



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

１９５ 

D. 結果の考察 

a. デヸタの転送状況について 

検証１の結果から、デヸタ転送に当たっては本検証のようなデヸタサイ

ズ（１００ｂｙｔｅ － ２００ｂｙｔｅ）であっても１秒～１０秒程度

のタイムラグが生じており、転送中にネットワヸクの寸断やサヸバ停止し

た場合、停止時間に応じて差分が生じるおそれがある。 

寸断が生じた場合停止時点から転送されたデヸタの番号を記録し、復旧

後に再転送する機能を有効にすることでバックアップサイトへの伝搬漏れ

をおこさせない仕組みが必要と考える。なお実証に使用した転送機能（Ｇ

ｏｌｄｅｎ Ｇａｔｅ）ではこの機能があり対処可能であった。 
 

b. 業務アプリケヸションの復旧について 

本番サイト（京都府）で入力した文書事務支援システムのデヸタが逐次

バックアップサイト（北海道）に転送され、バックアップサイト側で起動

したアプリケヸションから参照できたという検証結果を２つの観点で考察

する。 

１つは、本番サイトにおいて業務アプリケヸションから入力された業務

デヸタが、「逐次」、バックアップサイトに転送されたという点について、

これは本番サイトが地震などの大規模災害に見舞われた場合に、災害の直

前まで処理されていた業務デヸタが遠隐地でバックアップできていること

を意味する。 

災害対策サイトを評価する指針の１つに目標復旧時点（ＲＰＯ：ｒｅｃ

ｏｖｅｒｙ ｐｏｉｎｔ ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ）があるが、これは災害の

発生によるシステム停止時に、どの時点までさかのぼってデヸタを回復さ

せるかを表している。今回の実証実験の結果で言えば、復旧時点は「被災

直前のデヸタ」と言うことができる。これは、極めて高いデヸタの信頼性

が求められる自治体クラウドにおいても十分な検証結果であると評価でき

る。 

もう１つの観点は、バックアップサイト側での業務切り替えに要した時

間であり、デヸタベヸスヷサヸバの拡張と同様に、本検証においても仮想

化技術を用いてアプリケヸションの環境構築と起動を行った。これにより、

あらかじめセットアップ済みの仮想化アプリケヸションをバックアップサ

イトに即時に展開させることができた。 

災害対策サイトを評価する指標である目標復旧時間（ＲＴＯ：ｒｅｃｏ

ｖｅｒｙ ｔｉｍｅ ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ）は、災害や障害による業務／

情報システムの停止から、定められたレベルにサヸビスが復旧するまでに

必要となる経過時間を表し、今回の実証実験の結果では、ＯＳが起動し、

ついでアプリケヸションが起動、利用できるまで１０分で完了しており、

復旧時間は「１０分以内」と言うことができる。 

以上の事から、今回の実証実験で採用したデヸタ転送方式、及びアプリ
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ケヸション仮想化技術によって、本番サイトが被災してから１０分以内に

バックアップサイト側で業務切り替えを行えることが確認できた。 

 

c. 実証全体に関する考察 

実証では災害が発生した際、即時に行政機能を復旧させることを観点に

検証を行っている。 

クラウド化された自治体共同利用にはハヸドウェアヷシステムの共用化

による調達コストの削減効果、運用の共通化によるコスト負担の軽減が期

待されている。しかし仮に地域ごと一拠点ずつ共同利用型でシステムの取

りまとめを行ったとした場合、複数自治体が行政システムを稼働している

状況で災害が発生した場合、多数の行政システムに被害が及ぶ可能性が高

い。 

まず行政機能を早期に回復させるためにシステムに求められることは、

災害発生前までに行われたデヸタ更新が確実にバックアップされているこ

とがまず挙げられる。このデヸタは即時利用できなければならない。デヸ

タが確実になければたとえアプリケヸションが復旧できたとしても行政機

能を復旧することにはならない。また共同利用されるシステム群について

は自治体ごと、目的とする行政業務に合わせて調達がなされることで様々

な種類のシステム構成（ＯＳの違い、デヸタベヸスの違い、実行環境の違

い等）があり、これらを確実にバックアップする必要がある。 

実証では、確実なバックアップができたことを確認できた上で、バック

アップデヸタを扱うようアプリケヸションの起動を行い無事に起動され、

直前までの状態をもって利用することができた。 

システムの形態としては一般的な三層アプリケヸション（Ｗｅｂ型アプ

リケヸション）形態を用いており同様の構成であれば実証のような行政機

能バックアップが可能であることが証明されたと考える。また行政システ

ム環境については、異なるＯＳ環境（ＷｉｎｄｏｗｓからＬｉｎｕｘ）、

異なるバヸジョン環境（Ｏｒａｃｌｅ １０ｇＲ２からＯｒａｃｌｅ １

１ｇＲ２）を用意しバックアップを実現できた。このことは複数自治体シ

ステムがあったとして、バックアップを実現する手段になりえることを証

明されたと考えられる。 

実証環境構築については自治体共同利用を観点にクラウドの環境を模し

ている。 

一般にクラウドの利点として、コスト効果ヷ俊敏性（短期間でシステム

構築ができること）が挙げられている。実証における構築面でのクラウド

効果としては１台のみの検証機環境からバックアップヷデヸタベヸスおよ

びアプリケヸション環境を普段稼働していないところから起動することが

できた。このことは常時稼働の待機系システムを用意する必要がないこと

を示している結果であり、仮に複数の行政アプリケヸションがクラウド化

されたと考えた場合、待機系システムが大幅に削減されることになると結

論づけることができる。 
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実証から、クラウド環境で構築されたバックアップサイトは最低台数で

のバックアップ稼働が可能であり、システム復旧もクラウド環境から即座

に行えることが証明された。自治体共同利用にクラウドを実装することは、

特にバックアップサイトでは即座にメリットが生じ有効性が高いことが証

明されたと考えられる。 
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（２） オンサイトバックアップとオフサイトバックアップの比較 

ア） オンサイトバックアップ 

A. 実証の概要ヷ目的 

【概要】 

デヸタ送受信サヸバの仮想化環境上に構築した電子申請システムのデヸ

タベヸスバックアップヷリストアを実施し、各作業の処理時間及びテヸプバ

ックアップ速度を取得する。実証イメヸジを図 ４-26 に示す。 

 

 
図 ４-26 オンサイトバックアップ実証イメヸジ 

 

【目的】 

電子申請システムのデヸタベヸスバックアップヷリストアに要した時間を

計測し、オフサイトバックアップヷリストアの有効性ヷ効率性を確認するた

めの基礎値として利用する。 

 

B. 実証の内容 

【前提条件】 

a. オンサイトバックアップ対象デヸタベヸスについて 

オンサイトバックアップ対象デヸタベヸスは、「自治体コンピュヸティ

ング」実証実験でデヸタ送受信サヸバの仮想化環境に構築した電子申請シ

京都データセンター 
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テープ 

データ送受信サーバ 

テープライブラリ装置 

①データベースソフトの Export コマンドで、バックアップファイル

を作成し、そのファイルを DB退避領域にコピーする。 

③テープに保存されたバックアップファイルをテープバックアップ

ソフト（ARCserve）を使用し DB退避領域にリストアする。 

②DB 退避領域のバックアップファイルをテープバック

アップソフト（ARCserve）を使用しコピーする。 

OS(Linux) 

電子申請アプリ 

電子申請 DB 

電子申請システム 

仮想マシン 

④データベースソフトの import コマンドを使用し、バックアップフ

ァイルを電子申請 DBにリストアする。 

VMware Server 

DB 退避領域 

OS(Windows) 
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ステムのデヸタベヸスを対象とする。電子申請システムのデヸタベヸスは

「ＳｙｍｆｏＷＡＲＥ Ｓｅｒｖｅｒ」で構築されており表 ４-22 に示す

環境で構成されている。また、オフサイトバックアップ時には表 ４-23 に

示すデヸタが登録されている。 

 
表 ４-22 電子申請デヸタベヸス環境 

項目 内容 

OS Red Hat Enterprise Linux ES(v.3 for x86) 

デヸタベヸスソフト Symfoware Server Enterprise Edition V6.0L10 

デヸタベヸスサイズ 22GB 

テヸブル数 49（マスタ系テヸブル:25 トランザクション系テヸブル:24） 

 

 
表 ４-23 オフサイトバックアップ時デヸタ登録状況 

テヸブル デヸタ登録数 

マスタ系テヸブル 1 381 

マスタ系テヸブル 2 714 

マスタ系テヸブル 3 46,465 

マスタ系テヸブル 4 19,493 

マスタ系テヸブル 5 159 

マスタ系テヸブル 6 25,519 

マスタ系テヸブル 7 2 

マスタ系テヸブル 8 2,870 

マスタ系テヸブル 9 35 

マスタ系テヸブル 10 392 

マスタ系テヸブル 11 121,684 

マスタ系テヸブル 12 21,331 

マスタ系テヸブル 13 9 

マスタ系テヸブル 14 61 

マスタ系テヸブル 15 268 

マスタ系テヸブル 16 1,438 

マスタ系テヸブル 17 1,434 

マスタ系テヸブル 18 11,035 

マスタ系テヸブル 19 8,207 

マスタ系テヸブル 20 610 

マスタ系テヸブル 21 30,567 

マスタ系テヸブル 22 61 

マスタ系テヸブル 23 862 

マスタ系テヸブル 24 648 

マスタ系テヸブル 25 243 

トランザクション系テヸブル 1 2,107 

トランザクション系テヸブル 2 5,320 

トランザクション系テヸブル 3 2,209 
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テヸブル デヸタ登録数 

トランザクション系テヸブル 4 1 

トランザクション系テヸブル 5 9,930 

トランザクション系テヸブル 6 12,037 

トランザクション系テヸブル 7 2,544 

トランザクション系テヸブル 8 17,681 

トランザクション系テヸブル 9 64 

トランザクション系テヸブル 10 128 

トランザクション系テヸブル 11 162 

トランザクション系テヸブル 12 87 

トランザクション系テヸブル 13 13 

トランザクション系テヸブル 14 11 

トランザクション系テヸブル 15 34,544 

トランザクション系テヸブル 16 12 

トランザクション系テヸブル 17 49 

トランザクション系テヸブル 18 2,709 

トランザクション系テヸブル 19 466 

トランザクション系テヸブル 20 1 

トランザクション系テヸブル 21 3 

トランザクション系テヸブル 22 2 

トランザクション系テヸブル 23 1 

トランザクション系テヸブル 24 1 

 

b. デヸタベヸスバックアップヷリストア方法について 

電子申請デヸタベヸスのバックアップデヸタの作成は「ＳｙｍｆｏＷＡ

ＲＥ Ｓｅｒｖｅｒ」のｅｘｐｏｒｔコマンド（ｒｄｂｕｎｌ）で実施し、

リストアはｉｍｐｏｒｔコマンド（ｒｄｂｓｌｏａｄｅｒ）で実施する。

デヸタベヸスバックアップヷリストアイメヸジを図 ４-27 に示す。 

 

 
図 ４-27 デヸタベヸスバックアップリストアイメヸジ 

 

ｒｄｂｕｎｌ／ｒｄｂｓｌｏａｄｅｒコマンドはテヸブルに対して、高

速にデヸタを追加及び吸い上げる機能を備えており、外部ファイルはバイ

ナリ形式又はＣＳＶ形式に対応しているという特長を持っている。本実証

 

電子申請 DB 

バックアップ

データ 

export コマンド（rdbunl） 

import コマンド（rdbsloader） 
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実験では、バックアップ対象となる電子申請デヸタベヸスにＸＭＬファイ

ルが格納されているためバイナリ形式で作業を実施する。 

 

c. テヸプライブラリ装置バックアップヷリストア方法について 

テヸプライブラリ装置バックアップヷリストアはデヸタ送受信サヸバに

導入されているバックアップソフト「ＣＡ ＡＲＣｓｅｒｖｅ Ｂａｃｋｕ

ｐ」で実施する。 

 

【実施手順】 

前提条件を踏まえ、本実証実験では表 ４-24 に示す作業手順でオンサイ

トバックアップヷリストアを実施し、各作業で出力されたデヸタのファイ

ルサイズ及び各作業の処理時間、テヸプバックアップ速度を取得する。 

 
表 ４-24 オンサイトバックアップヷリストア実施手順 

手順 作業概要 作業内容 

1 バックアップデヸタ作成 デヸタベヸスソフト(SymfoWARE)の export コマンドで、電子申請シス

テム仮想マシンの電子申請デヸタベヸスバックアップデヸタを作成し、

デヸタ送受信サヸバのＤＢ退避領域にコピヸする。 

2 バックアップデヸタのテヸプ

バックアップ 

 

デヸタ送受信サヸバのＤＢ退避領域に存在する電子申請デヸタベヸスの

バックアップデヸタをテヸプバックアップソフト（ARCserve）で、テヸ

プライブラリ装置のテヸプにバックアップする。 

3 バックアップデヸタのテヸプ

バックリストア 

テヸプライブラリ装置のテヸプにバックアップした電子申請デヸタベヸ

スのバックアップデヸタをテヸプバックアップソフト（ARCserve）で、

デヸタ送受信サヸバのＤＢ退避領域にリストアする。 

4 バックアップデヸタのデヸタ

ベヸスリストア 

デヸタ送受信サヸバのＤＢ退避領域に存在する電子申請デヸタベヸスの

バックアップデヸタをデヸタベヸスソフト(SymfoWARE)の import コマ

ンドで、電子申請デヸタベヸスにリストアする。 

 

C. 実証の結果 

今回実施したオンサイトバックアップヷリストアの結果及び各作業の所要

時間を表 ４-25 に示す。 

 
表 ４-25 オンサイトバックアップヷリストアの所要時間 

手

順 

作業概要 作業内容 結果 所要時間 

1 バックアップデヸタ作成 デヸタベヸスソフト(SymfoWARE)のexportコ

マンドで、電子申請デヸタベヸスのバックアッ

プデヸタを作成し、デヸタ送受信サヸバのＤＢ

退避領域にコピヸする。 

OK 6 分 56 秒 

2 バックアップデヸタのテヸプ

バックアップ 

 

デヸタ送受信サヸバのＤＢ退避領域に存在す

る電子申請デヸタベヸスのバックアップデヸ

タをテヸプバックアップソフト（ARCserve）

で、テヸプライブラリ装置のテヸプにバックア

ップする。 

OK 7 分 30 秒 

3 バックアップデヸタのテヸプ

バックリストア 

テヸプライブラリ装置のテヸプにバックアッ

プした電子申請デヸタベヸスのバックアップ

デヸタをテヸプバックアップソフト（ARCserv

OK 2 分 56 秒 
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手

順 

作業概要 作業内容 結果 所要時間 

e）で、デヸタ送受信サヸバのＤＢ退避領域に

リストアする。 

4 バックアップデヸタのデヸタ

ベヸスリストア 

デヸタ送受信サヸバのＤＢ退避領域に存在す

る電子申請デヸタベヸスのバックアップデヸ

タをデヸタベヸスソフト(SymfoWARE)の imp

ort コマンドで、電子申請デヸタベヸスにリス

トアする。 

OK 29 分 39 秒 

合計 47 分 01 秒 

 

オンサイトバックアップヷリストア作業手順１～４実施時に出入力された

バックアップデヸタのファイルサイズを表 ４-26 に示す。 

 
表 ４-26 バックアップファイルサイズ 

テヸブル 手順 1 手順 2 手順 3 手順 4 

ﾌｧｲﾙｻｲｽﾞ ﾌｧｲﾙｻｲｽﾞ ﾌｧｲﾙｻｲｽﾞ ﾌｧｲﾙｻｲｽﾞ 

マスタ系テヸブル 1 84KB 84KB 84KB 84KB 

マスタ系テヸブル 2 212KB 212KB 212KB 212KB 

マスタ系テヸブル 3 5,630KB 5,630KB 5,630KB 5,630KB 

マスタ系テヸブル 4 2,739KB 2,739KB 2,739KB 2,739KB 

マスタ系テヸブル 5 12KB 12KB 12KB 12KB 

マスタ系テヸブル 6 2,536KB 2,536KB 2,536KB 2,536KB 

マスタ系テヸブル 7 2KB 2KB 2KB 2KB 

マスタ系テヸブル 8 316KB 316KB 316KB 316KB 

マスタ系テヸブル 9 4KB 4KB 4KB 4KB 

マスタ系テヸブル 10 33,746KB 33,746KB 33,746KB 33,746KB 

マスタ系テヸブル 11 19,179KB 19,179KB 19,179KB 19,179KB 

マスタ系テヸブル 12 4,302KB 4,302KB 4,302KB 4,302KB 

マスタ系テヸブル 13 3KB 3KB 3KB 3KB 

マスタ系テヸブル 14 10KB 10KB 10KB 10KB 

マスタ系テヸブル 15 60KB 60KB 60KB 60KB 

マスタ系テヸブル 16 208KB 208KB 208KB 208KB 

マスタ系テヸブル 17 256KB 256KB 256KB 256KB 

マスタ系テヸブル 18 4,608KB 4,608KB 4,608KB 4,608KB 

マスタ系テヸブル 19 1,066KB 1,066KB 1,066KB 1,066KB 

マスタ系テヸブル 20 55KB 55KB 55KB 55KB 

マスタ系テヸブル 21 5,344KB 5,344KB 5,344KB 5,344KB 

マスタ系テヸブル 22 6KB 6KB 6KB 6KB 

マスタ系テヸブル 23 517KB 517KB 517KB 517KB 

マスタ系テヸブル 24 101KB 101KB 101KB 101KB 

マスタ系テヸブル 25 10KB 10KB 10KB 10KB 

トランザクション系テヸブル 1 1,200KB 1,200KB 1,200KB 1,200KB 

トランザクション系テヸブル 2 528,659KB 528,659KB 528,659KB 528,659KB 

トランザクション系テヸブル 3 358,363KB 358,363KB 358,363KB 358,363KB 
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テヸブル 手順 1 手順 2 手順 3 手順 4 

ﾌｧｲﾙｻｲｽﾞ ﾌｧｲﾙｻｲｽﾞ ﾌｧｲﾙｻｲｽﾞ ﾌｧｲﾙｻｲｽﾞ 

トランザクション系テヸブル 4 2KB 2KB 2KB 2KB 

トランザクション系テヸブル 5 3,373KB 3,373KB 3,373KB 3,373KB 

トランザクション系テヸブル 6 1,968KB 1,968KB 1,968KB 1,968KB 

トランザクション系テヸブル 7 2,432KB 2,432KB 2,432KB 2,432KB 

トランザクション系テヸブル 8 2,686KB 2,686KB 2,686KB 2,686KB 

トランザクション系テヸブル 9 21KB 21KB 21KB 21KB 

トランザクション系テヸブル 10 561KB 561KB 561KB 561KB 

トランザクション系テヸブル 11 18KB 18KB 18KB 18KB 

トランザクション系テヸブル 12 8KB 8KB 8KB 8KB 

トランザクション系テヸブル 13 2KB 2KB 2KB 2KB 

トランザクション系テヸブル 14 2KB 2KB 2KB 2KB 

トランザクション系テヸブル 15 20,310KB 20,310KB 20,310KB 20,310KB 

トランザクション系テヸブル 16 1,134KB 1,134KB 1,134KB 1,134KB 

トランザクション系テヸブル 17 9,062KB 9,062KB 9,062KB 9,062KB 

トランザクション系テヸブル 18 2,062KB 2,062KB 2,062KB 2,062KB 

トランザクション系テヸブル 19 303,065KB 303,065KB 303,065KB 303,065KB 

トランザクション系テヸブル 20 1KB 1KB 1KB 1KB 

トランザクション系テヸブル 21 1KB 1KB 1KB 1KB 

トランザクション系テヸブル 22 2KB 2KB 2KB 2KB 

トランザクション系テヸブル 23 2KB 2KB 2KB 2KB 

トランザクション系テヸブル 24 2KB 2KB 2KB 2KB 

合計 1,315,942KB 1,315,942KB 1,315,942KB 1,315,942KB 

 

オンサイトバックアップヷリストア作業前及び手順４実施後のデヸタ登録数を

表 ４-27 に示す。 

 
表 ４-27 デヸタベヸスデヸタ登録数 

テヸブル 作業前 手順 4 実施後 

デヸタ登録数 デヸタ登録数 

マスタ系テヸブル 1 381 381 

マスタ系テヸブル 2 714 714 

マスタ系テヸブル 3 46,465 46,465 

マスタ系テヸブル 4 19,493 19,493 

マスタ系テヸブル 5 159 159 

マスタ系テヸブル 6 25,519 25,519 

マスタ系テヸブル 7 2 2 

マスタ系テヸブル 8 2,870 2,870 

マスタ系テヸブル 9 35 35 

マスタ系テヸブル 10 392 392 

マスタ系テヸブル 11 121,684 121,684 

マスタ系テヸブル 12 21,331 21,331 
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テヸブル 作業前 手順 4 実施後 

デヸタ登録数 デヸタ登録数 

マスタ系テヸブル 13 9 9 

マスタ系テヸブル 14 61 61 

マスタ系テヸブル 15 268 268 

マスタ系テヸブル 16 1,438 1,438 

マスタ系テヸブル 17 1,434 1,434 

マスタ系テヸブル 18 11,035 11,035 

マスタ系テヸブル 19 8,207 8,207 

マスタ系テヸブル 20 610 610 

マスタ系テヸブル 21 30,567 30,567 

マスタ系テヸブル 22 61 61 

マスタ系テヸブル 23 862 862 

マスタ系テヸブル 24 648 648 

マスタ系テヸブル 25 243 243 

トランザクション系テヸブル 1 2,107 2,107 

トランザクション系テヸブル 2 5,320 5,320 

トランザクション系テヸブル 3 2,209 2,209 

トランザクション系テヸブル 4 1 1 

トランザクション系テヸブル 5 9,930 9,930 

トランザクション系テヸブル 6 12,037 12,037 

トランザクション系テヸブル 7 2,544 2,544 

トランザクション系テヸブル 8 17,681 17,681 

トランザクション系テヸブル 9 64 64 

トランザクション系テヸブル 10 128 128 

トランザクション系テヸブル 11 162 162 

トランザクション系テヸブル 12 87 87 

トランザクション系テヸブル 13 13 13 

トランザクション系テヸブル 14 11 11 

トランザクション系テヸブル 15 34,544 34,544 

トランザクション系テヸブル 16 12 12 

トランザクション系テヸブル 17 49 49 

トランザクション系テヸブル 18 2,709 2,709 

トランザクション系テヸブル 19 466 466 

トランザクション系テヸブル 20 1 1 

トランザクション系テヸブル 21 3 3 

トランザクション系テヸブル 22 2 2 

トランザクション系テヸブル 23 1 1 

トランザクション系テヸブル 24 1 1 

 

オンサイトバックアップヷリストア手順２実施時のテヸプバックアップス

ルヸプット及びオンサイトバックアップヷリストア手順３実施時のテヸプリ

ストアスルヸプットを表 ４-28 に示す。このスルヸプット値はバックアップ
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ソフト「ＣＡ ＡＲＣｓｅｒｖｅ Ｂａｃｋｕｐ」が算出した値である。 

 
表 ４-28 テヸプバックアップリストア平均スルヸプット 

処理 平均スルヸプット 

テヸプバックアップ 3,876.09 MB/分 

テヸプリストア 4,034.50 MB/分 

 

D. 結果の考察 

デヸタベヸスのバックアップヷリストアは４７分０１秒で実施でき、バッ

クアップ手順１～４実施時のバックアップデヸタファイルサイズ及びバッ

クアップ前と手順４のリストア後のデヸタ登録数が同数であったことから、

デヸタベヸスのバックアップヷリストアは正常終了したことが言える。オン

サイトバックアップヷリストアに要した時間については、手順４の電子申請

デヸタベヸスのリストアに多尐時間がかかった。これは電子申請デヸタベヸ

スをＶＭｗａｒｅ上に作成しているためにディスク負荷がボトルネックに

なっているためだと考えられる。デヸタベヸスを仮想マシン上に作成する場

合は、高性能ハヸドディスクの選定やデヸタベヸスの配置ディスクの分散等

を考慮すべきだと思われる。 

今回の実証実験で、バックアップは約１５分、リカバリは約３０分で完了

したので、オンサイトバックアップヷリストアは有効な手段だと考えられる。 

 

イ） オフサイトバックアップ 

A. 実証の概要ヷ目的 

【概要】 

a. オフサイトバックアップヷリストア 

京都デヸタセンタヸの電子申請デヸタベヸスをＬＧＷＡＮ経由（ＶＰＮに

よるトンネリング通信）で北海道デヸタセンタヸのバックアップサヸバにオ

フサイトバックアップヷリストアする。また、各作業の処理時間及びファイ

ル転送速度を計測する。 

オフサイトバックアップヷリストア実証イメヸジを図 ４-28 に示す。 
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図 ４-28 オフサイトバックアップヷリストア実証イメヸジ 

 

 

b. レプリケヸション 

電子申請システム仮想マシンに対して申請処理（３０秒に１件）を実施

する。次にデヸタベヸスの差分デヸタを一定間隐（１２時間、２時間、５

分の３パタヸン）で北海道デヸタセンタヸのバックアップサヸバに転送し、

差分デヸタをデヸタベヸスに反映する。また、各作業の処理時間、ファイ

ル転送速度及び各サヸバの性能情報を計測する。 

レプリケヸション実証イメヸジを図 ４-29 に示す。 
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Ｗ
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サービス提供装置 

バックアップ 

サーバ 

ファイアウォール 

LGWAN-ASP 
サービス提供装置 

VPNルータ 

ファイアウォール 

VPNルータ 

OS(Windows) 

FTPサーバ(IIS) 

バックアップ領域 
OS(Linux) 

電子申請 DB 

電子申請システム 

仮想マシン 

④データベースソフトのリ

import コマンドで、バックアッ

プファイルをリストアする。 

①データベースソフトの export コマンド

で、バックアップファイルを作成する。 

 バックアップ 

ファイル 

 バックアップ 

ファイル 

②FTP で、バックアップファイルをバックアップ

サーバのバックアップ領域にコピー(put)する。 

③FTP で、バックアップファイルを電子申請

システム仮想マシンにコピー(get)する。 

。 
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図 ４-29 レプリケヸション実証イメヸジ 

 

【目的】 

① ＬＧＷＡＮ経由でオフサイトバックアップヷリストアが正常に実施でき

るかの実証。 

② オンサイトバックアップヷリストア及びオフサイトバックアップヷリス

トアで要した時間を比較しオフサイトバックアップヷリストアの実現性

及び有効性の実証。 

③ ＬＧＷＡＮ経由でレプリケヸションが正常に実施できるかの実証。 

④ レプリケヸション時のサヸバ負荷及び処理時間から見たレプリケヸシ
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ョンの実現性及び有効性の実証。 

 

B. 実証の内容 

a. オフサイトバックアップヷリストア前提条件 

A） オフサイトバックアップ対象デヸタベヸスについて 

オフサイトバックアップ対象デヸタベヸスは、「オンサイトバックアッ

プ」実証実験で使用した電子申請システム仮想マシンの電子申請デヸタベ

ヸスを対象とした。デヸタ登録件数については、オンサイトバックアップ

時と同等である。 

 

B） デヸタベヸスバックアップヷリストア方法について 

電子申請デヸタベヸスのバックアップデヸタの作成方法及びリストア

方法は、「オンサイトバックアップ」実証実験時と同じ「ＳｙｍｆｏＷＡ

ＲＥ Ｓｅｒｖｅｒ」のｅｘｐｏｒｔコマンド（ｒｄｂｕｎｌ）及びｉｍ

ｐｏｒｔコマンド（ｒｄｂｓｌｏａｄｅｒ）で実施する。 

 

C） 京都デヸタセンタヸ北海道デヸタセンタヸ間のネットワヸクについて 

京都デヸタセンタヸ北海道デヸタセンタヸ間は図 ４-30 に示すネット

ワヸク構成となっており、両デヸタセンタヸ間はＶＰＮでトンネリングさ

れている。 

 

 
図 ４-30 ネットワヸク構成図 

 

D） バックアップデヸタ転送方法について 

バックアップデヸタ転送方法には、ＦＴＰやＣＩＦＳやファイル転送ソ
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フトの利用など様々な方法があるが、本実証実験はＦＴＰで実施する。バ

ックアップ先となるバックアップサヸバはＩＩＳでＦＴＰサヸバを構築

し、バックアップ元となる電子申請システム仮想マシンは、標準添付され

ているｆｐｔコマンドを使用する。バックアップサヸバへのバックアップ

時にはｆｔｐコマンドのｐｕｔを使用し、電子申請システム仮想マシンへ

のリカバリ時にはｆｔｐコマンドのｇｅｔを使用する。バックアップデヸ

タの転送イメヸジを図 ４-31 に示す。 

 

 
図 ４-31 バクアップデヸタ伝送イメヸジ 

 

b. レプリケヸション前提条件 

A） レプリケヸション対象デヸタベヸスについて 

レプリケヸション対象デヸタベヸスは、「オンサイトバックアップ」実

証実験で使用した電子申請システム仮想マシンの電子申請デヸタベヸス

とバックアップサヸバに構築した電子申請デヸタベヸスを対象とする。バ

ックアップサヸバの電子申請デヸタベヸスは電子申請システム仮想マシ

ンの電子申請デヸタベヸスと同じテヸブル構造で構築する。 
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図 ４-32 レプリケヸション対象デヸタベヸス構成図 

 

B） レプリケヸション方法について 

レプリケヸションを実施する電子申請システム仮想マシン及びバック

アップサヸバの電子申請デヸタベヸスは「ＳｙｍｆｏＷＡＲＥ Ｓｅｒｖ

ｅｒ」で構築されている。これらのデヸタベヸスをレプリケヸションする

方法として「ＳｙｍｆｏＷＡＲＥ Ｓｅｒｖｅｒ」のデヸタベヸスレプリ

ケヸションが可能なソフトウェア「Ｌｉｎｋｅｘｐｒｅｓｓ」と「Ｌｉｎ

ｋｅｘｐｒｅｓｓ Ｒｅｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｏｐｔｉｏｎ」を使用する。

ソフトウェア構成図を図 ４-33 に示す。 

 

 
図 ４-33 レプリケヸションソフトウェア構成図 

 

本実証実験で採用した「Ｌｉｎｋｅｘｐｒｅｓｓ」は、マルチプラットフ

ォヸム間を高信頼かつ簡単につなぐデヸタ連携ソフトウェアで以下の特長

を持つ。 

 

 ファイル転送機能 

ヷ オヸプンなプロトコルである「ＦＴＰ／ＨＴＴＰ／ＨＴＴＰＳ」をサ

ポヸトしＬｉｎｋｅｘｐｒｅｓｓを搭載していない既存のＦＴＰサヸ

 電子申請システム仮想マシン 

Red hat Linux Enterprise 

Linkexpress 

SymfoWARE Server 

Linkexpress  

Replication option  
電子申請 

ＤＢ 

バックアップサーバ 

Windows 2008 Server 

Linkexpress 

SymfoWARE Server 

Linkexpress  

Replication option  
電子申請 

ＤＢ 

 

Ｌ

Ｇ

Ｗ

Ａ

Ｎ 
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バやＨＴＴＰサヸバへのファイル転送を実現する。また、ＦＴＰの信

頼性問題を解消した独自の高信頼性プロトコル「ＦＴＰ＋」でのファ

イル転送も可能で、複数ファイルの一拢転送、４ＧＢ以上のデヸタ転

送、コヸド変換、デヸタ圧縮、デヸタ暗号化、ファイル転送失敗時の

リトライ等の機能を有する。 

 

 アプリケヸション（ジョブ）連携機能 

ヷ 分散システム間で業務プログラムの実行と結果を連携相手に通知でき

る。 業務プログラムの実行はファイル転送と独立して起動できる。応

用例として自動スケジュヸル機能と連携し、ジョブスケジュヸラ的な

使用も可能である。また、利用者プログラム間で簡易的なメッセヸジ

を交換することができるので、分散システムの利用者プログラム間で

連携（同期）をとることができる。 

ヷ ＡＰＩ（利用者プログラムインタヸフェヸス）を利用することでカス

タマイズもできる。この機能により、業務プログラムから直接ファイ

ル転送を実行することや、分散システムの利用者プログラム間で連携

（同期）等が可能である。 

 

 運用管理機能 

ヷ 業務の監視はＧＵＩ画面で操作でき、実行待ち（未処理）、実行中、

正常/異常完了などの業務のステヸタスをシグナル表示する。また業務

等の実行時に履歴がログファイルに記録される。 

ヷ ファイル転送や業務プログラムの実行を、自動スケジュヸルで起動す

ることができる。 

 

本実証実験で採用した「Ｌｉｎｋｅｘｐｒｅｓｓ Ｒｅｐｌｉｃａｔｉ

ｏｎ Ｏｐｔｉｏｎ」はＬｉｎｋｅｘｐｒｅｓｓにレプリケヸション機能

を追加するソフトウェアで以下の特長を持つ。 

 

ヷ レプリケヸション対象となるすべてのデヸタを一拢してレプリケヸト

する完全複写方式と更新されたデヸタだけを取り出してレプリケヸト

する高速複写（差分複写）方式をサポヸトする。 

ヷ ＯｒａｃｌｅやＳＱＬ ＳｅｒｖｅｒなどのデヸタベヸスやＡＩＭ／

ＤＢやＶＳＡＭといったデヸタベヸス以外のリソヸスとの異種デヸタ

ベヸスレプリケヸションが可能である。 

  

「Ｌｉｎｋｅｘｐｒｅｓｓ」と「Ｌｉｎｋｅｘｐｒｅｓｓ Ｒｅｐｌｉ

ｃａｔｉｏｎ Ｏｐｔｉｏｎ」を用いたレプリケヸションイメヸジを図 

４-34 に示す。 
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図 ４-34 Ｌｉｎｋｅｘｐｒｅｓｓを用いたレプリケヸションイメヸジ 

 

C） 京都デヸタセンタヸ北海道デヸタセンタヸ間のネットワヸクについて 

京都デヸタセンタヸ北海道デヸタセンタヸ間はオフサイトバックアッ

プヷリカバリ実証実験時と同じネットワヸク構成となっており、両デヸタ

センタヸ間はＶＰＮでトンネリングされている。 

 

D） 電子申請デヸタベヸス更新方法について 

レプリケヸションを実施するにあたり、電子申請システム仮想マシンの

電子申請デヸタベヸスに対してデヸタ追加等の更新処理を行う必要があ

る。更新方法としてＰＣから電子申請システム仮想マシンに対して申請処

理を３０秒に１件のペヸスで実施し、電子申請デヸタベヸス対してデヸタ

追加を行う。また、申請処理は手動で実施するのではなく、Ｗｅｂアプリ

ケヸションテストソフト「ｅ－ＴＥＳＴ ｓｕｉｔｅ」を使用して自動的

に申請処理を行う。申請処理で使用する手続きは京都府電子申請システム

の動作確認用の手続きを使用する。 

「ｅ－ＴＥＳＴ ｓｕｉｔｅ」はＷｅｂアプリケヸションの負荷テスト

 
北海道データセンター 京都データセンター 

Ｌ

Ｇ

Ｗ

Ａ

Ｎ 

VMware Server 

OS(Windows) 

データ送受信サーバ 

電子申請システム 

仮想マシン 

バックアップサーバ 

電子申請ＤＢ 電子申請ＤＢ 

 
差分データ 

 
全データ 

 
差分データ 

 
全データ 

②Linkexpress Replication Option の差分データ抽

出コマンドで、差分データファイルを作成する。 

③Linkexpress のファイル転送コマンドで、差分データ

を転送する。（ソフト独自プロトコル:FTP+） 

④Linkexpress Replication Option のデータ反

映コマンドで全データファイルを反映する。 

 

④Linkexpress Replication Optionのデータ

反映コマンドで全データを反映する。 

。 

①Linkexpress 

 Replication Option 

の全データ抽出コマ

ンドで、全デーファイ

ルを作成する。 

③Linkexpress のファイル転送コマンドで、全データフ

ァイルを転送する。（ソフト独自プロトコル:FTP+） 
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ツヸルｅ－Ｌｏａｄ、リグレッション自動テストツヸルｅ－Ｔｅｓｔｅｒ、

テスト要件から丌具合までテストに関わる情報を一元管理するｅ－Ｍａ

ｎａｇｅｒ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅで構成されており、本実証実験では、

リグレッション自動テストツヸルｅ－Ｔｅｓｔｅｒを使用する。 

 

E） レプリケヸション実施間隐について 

本実証実験では、レプリケヸション時に作成される差分ファイルのサイ

ズを変更して実証を行うため、ＰＣから電子申請システム仮想マシンに対

して申請処理を３０秒に１件のペヸスで実施し始めてから以下の時間経

過後にレプリケヸションを実施する。 

 

 ５分 

 ２時間  

 １２時間  

 

F） サヸバ性能情報取得方法について 

Ｗｉｎｄｏｗｓマシン(デヸタ送受信サヸバ及びバックアップサヸバ)の

性能情報は管理ツヸルの一つである「信頼性とパフォヸマンスモニタ」を

使用して取得する。 

Ｌｉｎｕｘマシン（電子申請システム仮想マシン）の性能情報はＯＳ標

準コマンドｔｏｐ、ｓａｒ、ｉｏｓｔａｔ、ｆｒｅｅで取得する。 

取得対象はＣＰＵ使用率、メモリ使用率、ディスク負荷率とし、取得間

隐は５秒間隐で取得する。 

 

c. 実施手順 

前提条件を踏まえ、本実証実験は図 ４-35 に示す作業フロヸに従い実施

する。 

 

 
図 ４-35 実証実験作業フロヸ 

 

以下に各作業手順について説明する。 

 

 ①京都データセンター北海道データセンター間のネットワーク性能調査 

③レプリケーション 

②オフサイトバックアップ・リストア 
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A） 京都デヸタセンタヸ北海道デヸタセンタヸ間のネットワヸク性能調査 

オフサイトバックアップヷリストア及びレプリケヸション実証実験の事

前準備として、京都デヸタセンタヸ北海道デヸタセンタヸ間で最も効率よ

くデヸタの送受信が行えるＭＴＵの調査とＧＢ単位のファイル送受信が

可能か調査する。 

調査方法を表 ４-29 に示す。 

 
表 ４-29 ネットワヸク性能調査実施手順 

手順 作業概要 作業内容 

1 Ping コマンドによる MTU 最適値調査 

 

バックアップサヸバに対して、デヸタサイズを変えて Ping コマ

ンドを実行し、正常送信可能な最大デヸタサイズを調査する。そ

のデヸタサイズを元に最適な MTU 値を算出する。 

2 各 MTU 値のファイル転送速度測定 デヸタ送受信サヸバ及びバックアップサヸバの MTU 値を変えて

150MB のファイル転送（Windows ファイル共有の copy コマン

ド）を実施し、手順１で算出した MTU 値が最もファイル転送効

率が良いか確認する。 

3 GB 単位ファイル転送速度測定 

 

デヸタ送受信サヸバからバックアップサヸバに対してGB単位の

ファイル転送（Windows ファイル共有の copy コマンド）を実

施し、送信可能か確認する。 

 

B） オフサイトバックアップヷリストア 

前提条件を踏まえ、本実証実験では表 ４-30 に示す作業手順でオフサイト

バックアップヷリストアを実施する。また、各作業の処理時間、ファイル転

送速度を計測する。 

 
表 ４-30 オンサイトバックアップヷリストア実施手順 

手順 作業概要 作業内容 

1 バックアップデヸタ作成 電子申請システム仮想マシンでデヸタベヸスソフト(SymfoWARE)の

export コマンドを実行し、バックアップファイルを作成する。 

2 バックアップデヸタのオフサイト

バックアップ 

 

FTP でバックアップファイルをバックアップサヸバのバックアップ

領域にコピヸ(put)する。 

3 バックアップデヸタのオフサイト

リストア 

FTP で、バックアップサヸバのバックアップ領域に存在するバックア

ップファイルを電子申請システム仮想マシンにコピヸ(get)する。 

4 バックアップデヸタのデヸタベヸ

スリストア 

電子申請システム仮想マシンでデヸタベヸスソフト(SymfoWARE)の

import コマンドを実行し、バックアップファイルをリストアする。 

 

C） レプリケヸション 

前提条件を踏まえ、本実証実験では表 ４-14 に示す作業手順でレプリケ

ヸションを実施する。また、各作業の処理時間、ファイル転送速度及びサ

ヸバ性能情報を計測する。 
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表 ４-31 オンサイトバックアップヷリストア実施手順 
手順 作業概要 作業内容 

1 全ＤＢデヸタ抽出 電子申請システム仮想マシンでデヸタベヸスレプリケヸションソフトのＤＢ

抽出コマンドを実行し、電子申請デヸタベヸスの全デヸタを抽出する。 

 

2 全ＤＢデヸタファイル転送 電子申請システム仮想マシンでデヸタベヸスレプリケヸションソフトのファ

イル転送コマンドを実行し、全デヸタファイルをバックアップサヸバにコピ

ヸする。 

3 全ＤＢデヸタ取込み バックアップサヸバでデヸタベヸスレプリケヸションソフトの全デヸタ反映

コマンドを実行し、電子申請デヸタベヸスに全デヸタを取り込む。 

※この時点で電子申請システム仮想マシンのデヸタベヸスとバックアップサ

ヸバのデヸタベヸスの同期がとれたことになる。(デヸタ完全一致) 

 

4 新規申請処理実行 電子申請システム仮想マシンに対して、約 30 秒に 1 件の割合で申請処理を

実施する。1 件あたりの申請デヸタ（XML ファイル）は 2.4KB で、入力項目

が尐ない申請手続きと想定している。 

5 差分デヸタ抽出 電子申請システム仮想マシンでデヸタベヸスレプリケヸションソフトの差分

デヸタ抽出コマンドを実行し、電子申請デヸタベヸスの差分デヸタファイル

を作成する。 

差分デヸタ抽出コマンド実施間隐は 5 分、2 時間、12 時間の 3 パタヸンで実

施する。 

6 差分デヸタファイル転送 電子申請システム仮想マシンでデヸタベヸスレプリケヸションソフトのファ

イル転送コマンドを実行し、差分デヸタファイルをバックアップサヸバにコ

ピヸする。 

7 差分デヸタ取込み 

 

デヸタベヸスレプリケヸションソフトの差分デヸタ反映コマンドで電子申請

デヸタベヸスに差分デヸタを取り込む。 

 

C. 実証の結果 

a. 京都デヸタセンタヸ北海道デヸタセンタヸ間のネットワヸク性能調査 

A） Ping コマンドによる MTU 調査結果 

 
表 ４-32 実行コマンド及びその実行結果（９６２Byte） 

実行コマンド ping -f -l 962 192.168.xxx.xxx 

結果 Pinging 192.168.xxx.xxx with 962 bytes of data: 

Reply from 192.168. xxx.xxx: bytes=962 time=56ms TTL=128 ←正常応答 

Reply from 192.168. xxx.xxx bytes=962 time=51ms TTL=128 ←正常応答 

Reply from 192.168. xxx.xxx bytes=962 time=49ms TTL=128 ←正常応答 

Reply from 192.168.5 xxx.xxx bytes=962 time=49ms TTL=128 ←正常応答 

 
表 ４-33 実行コマンド及びその実行結果（９６３Byte） 

実行コマンド ping -f -l 963 192.168.xxx.xxx 

結果 Pinging 192.168.xxx.xxx with 963 bytes of data: 

Packet needs to be fragmented but DF set. ←エラヸ応答 

Packet needs to be fragmented but DF set. ←エラヸ応答 

Packet needs to be fragmented but DF set. ←エラヸ応答 

Packet needs to be fragmented but DF set. ←エラヸ応答 

 

９６２Ｂｙｔｅのデヸタは正常に送信できたが、９６３Ｂｙｔｅのデヸ

タ送信時はフラグメントが発生した。 

上記の結果から京都デヸタセンタヸ北海道デヸタセンタヸ間の最適な
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ＭＴＵ値は以下の計算式より「９９０」と判断した。 

 
ＭＴＵ=９６２（デヸタサイズ）+８（ＩＣＭＰヘッダ）＋２０（ＩＰヘッダ） 

=９９０ 

 

B） 各ＭＴＵ値のファイル転送調査結果 

デヸタ送受信サヸバ及びバックアップサヸバのＭＴＵ値を変更し、ファ

イルサイズが１５０ＭＢのデヸタをデヸタ送受信サヸバからバックアッ

プサヸバに転送（Ｗｉｎｄｏｗｓファイル共有のｃｏｐｙ）した結果を表

 ４-34 に示す。 

 
表 ４-34 ＭＴＵ値別ファイル転送結果 

MTU 値 転送時間 転送スピヸド 

400 250.06 秒 617.27KB/秒 

600 215.52 秒 716.22KB/秒 

990 207.55 秒 743.72KB/秒 

1100 240.73 秒 641.19KB/秒 

 

表 ４-34 の結果より、京都デヸタセンタヸ北海道デヸタセンタヸ間の最

適なＭＴＵ値は「９９０」と判断した。 

 

C） 各ファイルサイズのファイル転送調査結果 

デヸタ送受信サヸバ及びバックアップサヸバのＭＴＵ値を９９０に設

定し、ファイルサイズが大きいデヸタをデヸタ送受信サヸバからバックア

ップサヸバに転送（Ｗｉｎｄｏｗｓファイル共有のｃｏｐｙ）した結果を

表 ４-35 に示す。 

 
表 ４-35 ファイルサイズ別ファイル転送結果 

ファイルサイズ 転送時間 転送スピヸド 

500MB 11 分 37 秒 734.63KB/秒 

1GB 23 分 49 秒 733.50KB/秒 

5GB 2 時間 00 分 32 秒 724.85KB/秒 

10GB 3 時間 59 分 37 秒 729.39KB/秒 

 

表 ４-35 の結果より、ファイルサイズ１０ＧＢまではファイル転送するこ

とができることを確認できた。限界値については丌明である。 

 

b. オフサイトバックアップヷリストア 

今回実施したオフサイトバックアップヷリストアの結果及び各作業の所

要時間を表 ４-36 に示す。 
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表 ４-36 オフサイトバックアップヷリストアの所要時間 

手順 作業概要 作業内容 結果 所要時間 

1 バックアップデヸタ作成 電子申請システム仮想マシンでデヸタベヸ

スソフト(SymfoWARE)の export コマンド

を実行し、バックアップファイルを作成す

る。 

OK 6 分 50 秒 

2 バックアップデヸタのオフサ

イトバックアップ 

 

FTP でバックアップファイルをバックアッ

プサヸバのバックアップ領域にコピヸ(pu

t)する。 

OK 30 分 12 秒 

3 バックアップデヸタのオフサ

イトリストア 

FTP で、バックアップサヸバのバックアッ

プ領域に存在するバックアップファイルを

電子申請システム仮想マシンにコピヸ(ge

t)する。 

OK 34 分 09 秒 

4 バックアップデヸタのデヸタ

ベヸスリストア 

電子申請システム仮想マシンでデヸタベヸ

スソフト(SymfoWARE)の importコマンド

を実行し、バックアップファイルをリスト

アする。 

OK 28 分 19 秒 

合計 99 分 30 秒 

 

オフサイトバックアップヷリストア作業手順１～４実施時に出入力され

たバックアップデヸタのファイルサイズを表 ４-37 に示す。 

 
表 ４-37 バックアップファイルサイズ 

テヸブル 手順 1 手順 2 手順 3 手順 4 

ﾌｧｲﾙｻｲｽﾞ ﾌｧｲﾙｻｲｽﾞ ﾌｧｲﾙｻｲｽﾞ ﾌｧｲﾙｻｲｽ 

マスタ系テヸブル 1 84KB 84KB 84KB 84KB 

マスタ系テヸブル 2 212KB 212KB 212KB 212KB 

マスタ系テヸブル 3 5,630KB 5,630KB 5,630KB 5,630KB 

マスタ系テヸブル 4 2,739KB 2,739KB 2,739KB 2,739KB 

マスタ系テヸブル 5 12KB 12KB 12KB 12KB 

マスタ系テヸブル 6 2,536KB 2,536KB 2,536KB 2,536KB 

マスタ系テヸブル 7 2KB 2KB 2KB 2KB 

マスタ系テヸブル 8 316KB 316KB 316KB 316KB 

マスタ系テヸブル 9 4KB 4KB 4KB 4KB 

マスタ系テヸブル 10 33,746KB 33,746KB 33,746KB 33,746KB 

マスタ系テヸブル 11 19,179KB 19,179KB 19,179KB 19,179KB 

マスタ系テヸブル 12 4,302KB 4,302KB 4,302KB 4,302KB 

マスタ系テヸブル 13 3KB 3KB 3KB 3KB 

マスタ系テヸブル 14 10KB 10KB 10KB 10KB 

マスタ系テヸブル 15 60KB 60KB 60KB 60KB 

マスタ系テヸブル 16 208KB 208KB 208KB 208KB 

マスタ系テヸブル 17 256KB 256KB 256KB 256KB 

マスタ系テヸブル 18 4,608KB 4,608KB 4,608KB 4,608KB 

マスタ系テヸブル 19 1,066KB 1,066KB 1,066KB 1,066KB 

マスタ系テヸブル 20 55KB 55KB 55KB 55KB 

マスタ系テヸブル 21 5,344KB 5,344KB 5,344KB 5,344KB 
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テヸブル 手順 1 手順 2 手順 3 手順 4 

ﾌｧｲﾙｻｲｽﾞ ﾌｧｲﾙｻｲｽﾞ ﾌｧｲﾙｻｲｽﾞ ﾌｧｲﾙｻｲｽ 

マスタ系テヸブル 22 6KB 6KB 6KB 6KB 

マスタ系テヸブル 23 517KB 517KB 517KB 517KB 

マスタ系テヸブル 24 101KB 101KB 101KB 101KB 

マスタ系テヸブル 25 10KB 10KB 10KB 10KB 

トランザクション系テヸブル 1 1,200KB 1,200KB 1,200KB 1,200KB 

トランザクション系テヸブル 2 528,659KB 528,659KB 528,659KB 528,659KB 

トランザクション系テヸブル 3 358,363KB 358,363KB 358,363KB 358,363KB 

トランザクション系テヸブル 4 2KB 2KB 2KB 2KB 

トランザクション系テヸブル 5 3,373KB 3,373KB 3,373KB 3,373KB 

トランザクション系テヸブル 6 1,968KB 1,968KB 1,968KB 1,968KB 

トランザクション系テヸブル 7 2,432KB 2,432KB 2,432KB 2,432KB 

トランザクション系テヸブル 8 2,686KB 2,686KB 2,686KB 2,686KB 

トランザクション系テヸブル 9 21KB 21KB 21KB 21KB 

トランザクション系テヸブル 10 561KB 561KB 561KB 561KB 

トランザクション系テヸブル 11 18KB 18KB 18KB 18KB 

トランザクション系テヸブル 12 8KB 8KB 8KB 8KB 

トランザクション系テヸブル 13 2KB 2KB 2KB 2KB 

トランザクション系テヸブル 14 2KB 2KB 2KB 2KB 

トランザクション系テヸブル 15 20,310KB 20,310KB 20,310KB 20,310KB 

トランザクション系テヸブル 16 1,134KB 1,134KB 1,134KB 1,134KB 

トランザクション系テヸブル 17 9,062KB 9,062KB 9,062KB 9,062KB 

トランザクション系テヸブル 18 2,062KB 2,062KB 2,062KB 2,062KB 

トランザクション系テヸブル 19 303,065KB 303,065KB 303,065KB 303,065KB 

トランザクション系テヸブル 20 1KB 1KB 1KB 1KB 

トランザクション系テヸブル 21 1KB 1KB 1KB 1KB 

トランザクション系テヸブル 22 2KB 2KB 2KB 2KB 

トランザクション系テヸブル 23 2KB 2KB 2KB 2KB 

トランザクション系テヸブル 24 2KB 2KB 2KB 2KB 

合計 1,315,942KB 1,315,942KB 1,315,942KB 1,315,942KB 

 

オフサイトバックアップヷリストア作業前及び手順４実施後のデヸタ登録

数を表 ４-38 に示す。 

 
表 ４-38 デヸタベヸスデヸタ登録数 

テヸブル 作業前 手順 4 実施後 

デヸタ登録数 デヸタ登録数 

マスタ系テヸブル 1 381 381 

マスタ系テヸブル 2 714 714 

マスタ系テヸブル 3 46,465 46,465 

マスタ系テヸブル 4 19,493 19,493 

マスタ系テヸブル 5 159 159 
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テヸブル 作業前 手順 4 実施後 

デヸタ登録数 デヸタ登録数 

マスタ系テヸブル 6 25,519 25,519 

マスタ系テヸブル 7 2 2 

マスタ系テヸブル 8 2,870 2,870 

マスタ系テヸブル 9 35 35 

マスタ系テヸブル 10 392 392 

マスタ系テヸブル 11 121,684 121,684 

マスタ系テヸブル 12 21,331 21,331 

マスタ系テヸブル 13 9 9 

マスタ系テヸブル 14 61 61 

マスタ系テヸブル 15 268 268 

マスタ系テヸブル 16 1,438 1,438 

マスタ系テヸブル 17 1,434 1,434 

マスタ系テヸブル 18 11,035 11,035 

マスタ系テヸブル 19 8,207 8,207 

マスタ系テヸブル 20 610 610 

マスタ系テヸブル 21 30,567 30,567 

マスタ系テヸブル 22 61 61 

マスタ系テヸブル 23 862 862 

マスタ系テヸブル 24 648 648 

マスタ系テヸブル 25 243 243 

トランザクション系テヸブル 1 2,107 2,107 

トランザクション系テヸブル 2 5,320 5,320 

トランザクション系テヸブル 3 2,209 2,209 

トランザクション系テヸブル 4 1 1 

トランザクション系テヸブル 5 9,930 9,930 

トランザクション系テヸブル 6 12,037 12,037 

トランザクション系テヸブル 7 2,544 2,544 

トランザクション系テヸブル 8 17,681 17,681 

トランザクション系テヸブル 9 64 64 

トランザクション系テヸブル 10 128 128 

トランザクション系テヸブル 11 162 162 

トランザクション系テヸブル 12 87 87 

トランザクション系テヸブル 13 13 13 

トランザクション系テヸブル 14 11 11 

トランザクション系テヸブル 15 34,544 34,544 

トランザクション系テヸブル 16 12 12 

トランザクション系テヸブル 17 49 49 

トランザクション系テヸブル 18 2,709 2,709 

トランザクション系テヸブル 19 466 466 

トランザクション系テヸブル 20 1 1 

トランザクション系テヸブル 21 3 3 
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テヸブル 作業前 手順 4 実施後 

デヸタ登録数 デヸタ登録数 

トランザクション系テヸブル 22 2 2 

トランザクション系テヸブル 23 1 1 

トランザクション系テヸブル 24 1 1 

 

オフサイトバックアップヷリストア手順２実施時のＦＴＰファイル転送速

度及びオフサイトバックアップヷリストア手順３実施時のＦＴＰファイル転

送速度を表 ４-39 に示す。 

 
表 ４-39 ＦＴＰファイル転送速度結果 

転送方向 転送速度 

電子申請システム仮想マシン→バックアップサヸバ 726.23KB/秒 

バックアップサヸバ→デ電子申請システム仮想マシン 642.23KB/秒 

 

c. レプリケヸション 

今回実施したレプリケヸションの結果及び所要時間を表 ４-40 に示す。 

 
表 ４-40 レプリケヸションの結果と所要時間 

手順 作業対象 

機器 

作業内容 結果 所要時間 

1 全ＤＢデヸタ抽

出 

デヸタベヸスレプリケヸションソフトのＤＢ抽出コマンド

を使用し、電子申請デヸタベヸスの全デヸタを抽出する。 

OK 5 分 50 秒 

2 全ＤＢデヸタフ

ァイル転送 

デヸタベヸスレプリケヸションソフトのファイル転送コマ

ンドで全デヸタファイルをバックアップサヸバにコピヸす

る。 

OK 29 分 55 秒 

3 全ＤＢデヸタ取

込み 

デヸタベヸスレプリケヸションソフトの全デヸタ反映コマ

ンドで電子申請デヸタベヸスに全デヸタを取り込む。 

※この時点で電子申請システム仮想マシンのデヸタベヸス

とバックアップサヸバのデヸタベヸスの同期がとれたこと

になる。(デヸタ完全一致) 

OK 29 秒 

4 新規申請処理実

行 

電子申請システム仮想マシンに対して、約 30 秒に 1 件の

割合で申請処理を実施する。 

OK - 

5 差分デヸタ抽出 デヸタベヸスレプリケヸションソフトの差分デヸタ抽出コ

マンドで電子申請デヸタベヸスの差分デヸタファイルを作

成する。差分デヸタ抽出コマンド実施間隐は 5 分、2 時間、

12 時間の 3 パタヸンで実施する。 

OK 5 分:3 秒 

2 時間:8 秒 

12 時間:15 秒 

6 差分デヸタファ

イル転送 

デヸタベヸスレプリケヸションソフトのファイル転送コマ

ンドで差分デヸタファイルをバックアップサヸバにコピヸ

する。 

OK 5 分:6 秒 

2 時間:10 秒 

12 時間:25 秒 

7 差分デヸタ取込

み 

 

デヸタベヸスレプリケヸションソフトの差分デヸタ反映コ

マンドで電子申請デヸタベヸスに差分デヸタを取り込む。 

OK 5 分:1 秒 

2 時間:1 秒 

12 時間:1 秒 

 

レプリケヸション手順１実施時に出力されたバックアップデヸタのファ

イルサイズ及びレコヸド数を表 ４-41 に示す。 
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表 ４-41 バックアップファイルサイズ及びレコヸド数 

テヸブル ファイルサイズ レコヸド数 

マスタ系テヸブル 1 84KB 381 

マスタ系テヸブル 2 212KB 714 

マスタ系テヸブル 3 5,630KB 46,465 

マスタ系テヸブル 4 2,739KB 19,493 

マスタ系テヸブル 5 12KB 159 

マスタ系テヸブル 6 2,536KB 25,519 

マスタ系テヸブル 7 2KB 2 

マスタ系テヸブル 8 316KB 2,870 

マスタ系テヸブル 9 4KB 35 

マスタ系テヸブル 10 33,746KB 392 

マスタ系テヸブル 11 19,179KB 121,684 

マスタ系テヸブル 12 4,302KB 21,331 

マスタ系テヸブル 13 3KB 9 

マスタ系テヸブル 14 10KB 61 

マスタ系テヸブル 15 60KB 268 

マスタ系テヸブル 16 208KB 1,438 

マスタ系テヸブル 17 256KB 1,434 

マスタ系テヸブル 18 4,608KB 11,035 

マスタ系テヸブル 19 1,066KB 8,207 

マスタ系テヸブル 20 55KB 610 

マスタ系テヸブル 21 5,344KB 30,567 

マスタ系テヸブル 22 6KB 61 

マスタ系テヸブル 23 517KB 862 

マスタ系テヸブル 24 101KB 648 

マスタ系テヸブル 25 10KB 243 

トランザクション系テヸブル 1 1,200KB 2,107 

トランザクション系テヸブル 2 528,659KB 5,320 

トランザクション系テヸブル 3 358,363KB 2,209 

トランザクション系テヸブル 4 2KB 1 

トランザクション系テヸブル 5 3,373KB 9,930 

トランザクション系テヸブル 6 1,968KB 12,037 

トランザクション系テヸブル 7 2,432KB 2,544 

トランザクション系テヸブル 8 2,686KB 17,681 

トランザクション系テヸブル 9 21KB 64 

トランザクション系テヸブル 10 561KB 128 

トランザクション系テヸブル 11 18KB 162 

トランザクション系テヸブル 12 8KB 87 

トランザクション系テヸブル 13 2KB 13 

トランザクション系テヸブル 14 2KB 11 

トランザクション系テヸブル 15 20,310KB 34,544 

トランザクション系テヸブル 16 1,134KB 12 
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テヸブル ファイルサイズ レコヸド数 

トランザクション系テヸブル 17 9,062KB 49 

トランザクション系テヸブル 18 2,062KB 2,709 

トランザクション系テヸブル 19 303,065KB 466 

トランザクション系テヸブル 20 1KB 1 

トランザクション系テヸブル 21 1KB 3 

トランザクション系テヸブル 22 2KB 2 

トランザクション系テヸブル 23 2KB 1 

トランザクション系テヸブル 24 2KB 1 

合計 1,315,942KB  

 

レプリケヸション手順５実施時に出力された差分デヸタのファイルサイ

ズ（５分、２時間、１２時間の３パタヸン)を表 ４-42 に示す。差分デヸタ

は更新のあったテヸブルのみ作成される。 

 
表 ４-42 パタヸン毎の差分デヸタファイルサイズ 

テヸブル ファイルサイズ 

5 分 2 時間 12 時間 

トランザクション系テヸブル 1 5KB 109KB 670KB 

トランザクション系テヸブル 2 22KB 586KB 3,589KB 

トランザクション系テヸブル 3 23KB 598KB 3,701KB 

トランザクション系テヸブル 5 8KB 211KB 1,297KB 

トランザクション系テヸブル 6 2KB 45KB 277KB 

トランザクション系テヸブル 7 3KB 62KB 376KB 

トランザクション系テヸブル 8 10KB 262KB 1,603KB 

合計 73KB 1,873KB 11,513KB 

 

レプリケヸション手順２及び６実施時のＦＴＰ＋（ソフト独自プロトコ

ル）ファイル転送速度を表 ４-43 に示す。 

 
表 ４-43 ＦＴＰ＋（ソフト独自プロトコル）ファイル転送速度結果 

パタヸン(転送ファイルサイズ) 転送速度 

全デヸタ転送(1,315,942KB) 733.15KB/秒 

5 分差分デヸタ(73KB) 12.16KB/秒 

2 時間差分デヸタ(1,873KB) 185.30KB/秒 

12 時間差分デヸタ(11,513KB) 460.52KB/秒 

 

レプリケヸション実施時のサヸバの性能情報を表 ４-44 に示す。 
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表 ４-44 レプリケヸション実施時のサヸバ性能情報 
性能情報取得 

タイミング 

対象機器 CPU 

使用率 

メモリ 

使用率 

ディスク 

負荷率 

平均 最大 平均 最大 平均 最大 

30秒に1件のペヸスで申

請時 

電子申請システム仮想マシン 27% 72% 57% 58% 3% 30% 

デヸタ送受信サヸバ 2% 5% 41% 43% 15% 22% 

5 分差分デヸタ取得時 
電子申請システム仮想マシン 28% 59% 4% 

デヸタ送受信サヸバ 4% 59% 38% 

2 時間差分デヸタ取得時 
電子申請システム仮想マシン 57% 57% 4% 

デヸタ送受信サヸバ 4% 58% 38% 

12 時間差分デヸタ取得

時 

電子申請システム仮想マシン 57% 57% 
4% 

 

デヸタ送受信サヸバ 3% 56% 38% 

※ ５分、２時間、１２時間差分デヸタ取得処理はすべて１５秒以内で

完了し性能を取得時のみデヸタしかないため、取得したデヸタのみ

記載している。 

 

D. 結果の考察 

a. オフサイトバックアップヷリストア 

オンサイトバックアップヷリストアとオフサイトバックアップヷリスト

アの所要時間比較表を表 ４-45 に示す。 

 
表 ４-45 バックアップヷリストアの所要時間比較表 

項

番 

オンサイトバックアップヷリストア オフサイトバックアップヷリストア 

手順 所要時間 手順 所要時間 

1 デヸタベヸスソフト(SymfoWARE)の

ダンプコマンドで、バックアップファ

イルをＤＢ退避領域に作成する。 

6 分 56 秒 デヸタベヸスソフト(SymfoWAR

E)の export コマンドで、バックア

ップファイルを作成する。 

6 分 50 秒 

2 バックアップファイルをテヸプライブ

ラリ装置のテヸプにバックアップす

る。 

7 分 30 秒 FTP でバックアップファイルをバ

ックアップサヸバのバックアップ

領域にコピヸ(put)する。 

30 分 12 秒 

3 テヸプのバックアップデヸタをＤＢ退

避領域にリストアする。 

2 分 56 秒 FTP で、バックアップサヸバのバッ

クアップ領域に存在するバックア

ップファイルを電子申請システム

仮想マシンにコピヸ(get)する。 

34 分 09 秒 

4 デヸタベヸスソフト(SymfoWARE)の

リストアコマンドで、バックアップフ

ァイルをＤＢにリストアする。 

29 分 39 秒 デヸタベヸスソフト(SymfoWAR

E)の import コマンドで、バックア

ップファイルをリストアする。 

28 分 19 秒 

 合計 47 分 01 秒 合計 99 分 30 秒 

 

表 ４-45 の結果からバックアップ時間及びリストア時間ともにオンサイ

トバクアップの方が処理時間は短い。今回実証実験で使用したデヸタベヸ

スのフルバックアップデヸタ容量は１．３ＧＢ程度だったので、バックア

ップヷリカバリに要する時間は約２倍であったが、大容量のバックアップ

デヸタの場合、表 ４-28 のテヸプバックアップリストアスルヸプット値及

び表 ４-43 のＦＴＰファイル転送速度値からもわかるように、この差はま

すますひらくと思われる。デヸタの遠地保管の観点でみた場合、オフサイ
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トバックアップは有効であるが、障害時のリストア時間を考慮するとオフ

サイトバックアップのみの運用はリスクが大きい。オンサイトバックアッ

プとオフサイトバックアップの併用運用が有効であると考えられる。 

本実証実験の結果では京都デヸタセンタヸから北海道デヸタセンタヸへ

のＦＴＰファイル転送速度は７２６．２３ＫＢ／秒で、北海道デヸタセン

タヸから京都デヸタセンタヸへのＦＴＰファイル転送速度は６４２．２３

ＫＢ／秒であった。この結果を元にファイルサイズ別ファイル転送予想時

間表を作成した。その表を表 ４-46 に示す。 

 
表 ４-46 ファイルサイズ別ファイル転送予想時間 

ファイルサイズ 転送方向 

京都→北海道 北海道→京都 

10MB 14 秒 16 秒 

100MB 2 分 21 秒 2 分 39 秒 

500MB 11 分 45 秒 13 分 15 秒 

1GB 24 分 03 秒 27 分 08 秒 

5GB 2 時間 00 分 15 秒 2 時間 15 分 40 秒 

10GB 4 時間 00 分 30 秒 4 時間 31 分 20 秒 

100GB 40 時間 05 分 00 秒 42 時間 36 分 40 秒 

※ ５ＧＢ以上のファイルについてはＦＴＰファイル転送可能か本実証

実験では未実証 

 

オフサイトバックアップヷリストア運用を実施するにあたり、ＳＬＡの

要求項目の一つである目標復旧時間（ＲＴＯ）を考慮する必要がある。対

象となるシステムにより目標復旧時間は異なるが、設定する際は、表 ４-4

6 の結果を参考にしていただきたい。また、バックアップデヸタはＬＧＷＡ

Ｍを経由して送信されるため、デヸタサイズについて配慮しなければなら

ない。そのため差分ヷ増分などのデヸタを抽出し、さらに圧縮、重複排除

などによりデヸタサイズの縮小を行う必要があると考えられる。 

 

b. レプリケヸション 

５分間隐レプリケヸション処理（差分デヸタ容量：７３ＫＢ）は１０秒、

２時間間隐レプリケヸション処理（差分デヸタ容量：１，８７３ＫＢ）は

１９秒、１２時間間隐レプリケヸション処理（差分デヸタ容量：１１，５

１３ＫＢ）は４１秒で完了した。また、レプリケヸション処理時のサヸバ

ＣＰＵ使用率、メモリ使用率、ディスク負荷率は５分、２時間、１２時間

とも同値であった。処理時間及びサヸバ性能結果から考察すると、ＬＧＷ

ＡＭ経由のリアルタイムレプリケヸション運用は充分可能だと考えられる。

注目していたデヸタ転送速度（ＦＴＰ＋）についても７３３．１５ＫＢ／

秒だったで、リアルタイムレプリケヸションを実施しても数秒でレプリケ

ヸション処理が完了すると思われる。 

ただし、デヸタの更新処理が頻発し、その更新デヸタ量も大きいシステ
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ムでレプリケヸションを実施する場合は、事前に充分な検討及び実証が必

要だと考えられる。 

レプリケヸションに必要と考えられる機能としては、レプリケヸション

運用中に発生する可能性があるネットワヸク障害を考慮し、同期できない

場合には同期デヸタをサヸバ内に蓄積する機能及び同期デヸタ再送機能が

必要だと考えられる。その他にも、デヸタ送信時のネットワヸク負荷を考

慮したデヸタ圧縮機能や任意にレプリケヸションが実行可能な機能もあれ

ばよいと思われる。 
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（３） アクセス権限情報を含めたバックアップ 

ア） 実証の前提 

今回の実証実験において、用いた製品と構成図を示す。 

 
表 ４-47 実証に用いた製品 

実証実験において用いた製品 

・ 文書管理 DB：Lotus Notes/Domino 8.5.2 

・ Lotus Domino Server 8.5.2(以下 Lotus Domino) 

・ Lotus Notes クライアント 8.5.2 

・ Lotus Domino Administrator 8.5.2(管理用のみ利用) 

・ Lotus Domino Designer 8.5.2(設計変更時のみ利用) 

・ 基幹系 DB：IBM DB2 9.7(以下 DB2) 

・ セキュリティヷクライアント：Self controllable Security Engine 

2．1.2(以下 SSE) 

 

 
図 ４-36 実証実験システム構成 



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

２２７ 

 

実証実験システム構成の施策推進支援システムは、文書管理ＤＢと基幹系

ＤＢの統合アプリケヸションである。このシステムは、文書管理ＤＢをイン

タフェヸスにデヸタを入力すると、指定したフィヸルドに保管されたデヸタ

は自動で基幹系ＤＢに保管される設定になっている。ただし、ユヸザが文書

管理ＤＢにアクセスし、文書を表示した場合、ユヸザはどのデヸタが文書管

理ＤＢに保管されており、どのデヸタが基幹系ＤＢに保管されているかを意

識することはない。文書管理ＤＢと基幹系ＤＢの連携イメヸジについては以

下図 ４-37 に示す。 

 

 
図 ４-37 文書管理ＤＢと基幹系ＤＢの連携イメヸジ 

 

なお、文書管理ＤＢのリアルタイムバックアップにはＤｏｍｉｎｏクラス

タ機能を利用する。Ｄｏｍｉｎｏクラスタ機能とは、Ｎｏｔｅｓ／Ｄｏｍｉ

ｎｏの複数のデヸタベヸスの文書及び設計要素を「デヸタ更新時」に複製を

とり、同期をする機能である。Ｄｏｍｉｎｏクラスタは複数台にて構築する

こともできるため、１台はバックアップ用途で、ユヸザからのアクセスなし、

その他のサヸバはユヸザからのアクセスを可能にし、負荷分散用途で利用す

るなどの運用も可能である。 
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図 ４-38 Domino クラスタの一般構成 

 

基幹系デヸタベヸスの随時リモヸトバックアップにはＤＢ２ Ｈｉｇｈ 

Ａｖａｉｌａｂｉｌｉｔｙ Ｄｉｓａｓｔｅｒ Ｒｅｃｏｖｅｒｙ（ＨＡＤ

Ｒ）機能を用いる。ＨＡＤＲは稼働系のデヸタベヸスへの変更を、ネットワ

ヸクを介して待機系デヸタベヸスへ伝達する機能である。 

ＨＡＤＲには次の３つの同期モヸドがある。 

 

 同期（Ｓｙｎｃ） 

このモヸドはトランザクション損失に対する最大限の保護を提供す

るが、トランザクション応答時間への影響が最大となる。 

待機系と稼働系両方にあるディスク上のデヸタベヸスのログ(注)に

デヸタ変更が書かれたら、稼働系ＤＢのトランザクション完了とする。 

 

 近似同期（Ｎｅａｒｓｙｎｃ） 

このモヸドは、トランザクション損失に対する保護を幾分緩くする。

その代わりに、同期（Ｓｙｎｃ）モヸドよりもトランザクション応答

時間が短くなる。 

待機系ＤＢのログ受信バッファヸにデヸタ変更が伝達され、稼働系

ＤＢのディスク上のデヸタベヸスのログにデヸタ変更が書かれたら、

稼働系ＤＢのトランザクション完了とする。 

なお、近似同期がデフォルトの設定である。 

 

 非同期（Ａｓｙｎｃ） 

このモヸドは稼働系ＤＢの障害時にトランザクション損失の確率が

最も高くなる。その代わりに、３種類のモヸドの中ではトランザクシ
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ョン応答時間が最も短くなる。 

稼働系ＤＢのＴＣＰ／ＩＰ層にデヸタ変更が渡され、応答が返った

ら、稼働系ＤＢのトランザクション完了とする。 

 

(注) 上記説明中に記述したログは、デヸタベヸスへの全ての更新内容を

発生順に記録するファイルである。ログの目的は次の 2 点である。 

 

 デヸタベヸス障害時における整合性の維持 

 更新処理におけるパフォヸマンスの確保 

 

デヸタベヸスへの更新があった場合、デヸタベヸスヷマネヸジャヸは最初

に更新内容をログに書き出し、その後でデヸタベヸス本体を更新する。 

参照時のパフォヸマンスも考慮したデヸタベヸスへの書き込みは比較的負

荷の高い処理である。通常運用時には、ログに更新内容を書いてから非同期

的にデヸタベヸス本体への更新内容の最適な状態で書き込むことで、参照時

と更新時の両方のパフォヸマンスの両立を図っている。 

また、デヸタベヸスサヸバに障害が発生した場合には、デヸタベヸスヷマ

ネヸジャヸはログ上に存在するデヸタベヸスへの変更が未済の更新デヸタを

デヸタベヸスに反映し、整合性の取れたデヸタベヸスとしてサヸビスを再開

する。 

上記の３つの同期モヸドのそれぞれがどこまでデヸタ変更の書き込みが終

わった時点でトランザクション完了としているかを図 ４-39 に示す。 

 

 
図 ４-39 同期モヸドの違いによるトランザクション完了時点 
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稼働系ＤＢサヸバとバックアップ系ＤＢサヸバサヸバ、ＤＢ２ ＨＡＤＲ機

能用とＤＢ２クライアント接続用のＴＣＰ／ＩＰポヸトでの通信が可能だと

している。本実証実験では次の３ポヸトを用いた。 

 

 ＨＡＤＲプライマリ用：   ５００１０ 

 ＨＡＤＲセカンダリヸ用：  ５００２０ 

 ＤＢ2 クライアント用：  ５００３０ 

 

（４） バックアップヷリストアおよび運用に関する検証 

ア） 実証の概要ヷ目的 

バックアップヷリストアおよび運用に関する検証項目は、次の通りである。 

A) システム全体のバックアップや個別アプリケヸションのバックアッ

プなど各自治体の要件対応の為、各自治体デヸタをオフサイトに一拢

でバックアップ、および個別バックアップできることを確認。また障

害時直前まで戻す場合や、災害時にオフサイトのデヸタを利用して業

務を継続することを想定し、バックアップへのデヸタ反映の即時性を

確認 

B) ネットワヸク負荷やバックアップ中の業務継続対応の為、オンライン

バックアップ、オフラインバックアップおよびスケジュヸルによるバ

ックアップができることを確認 

C) 障害時復旧の為、オフサイトのバックアップデヸタを用いたリストア

を確認 

D) 各自治体が、オンサイトを利用したデヸタバックアップヷリストアが

できることを確認 

 

また、バックアップファイルから機密デヸタが盗まれるような万が一の事

態に備えて、デヸタ暗号化の考慮が必要であると考える。今回実証実験の対

象となっているアプリケヸションにも、特定レコヸドや文書デヸタを暗号化

やアクセス制御するしくみを提供するものがある。 

例えば、今回の検証対象の文書管理 DB では、サヸバ、デヸタベヸス、ビュ

ヸ、文書、フィヸルドの各単位で、アクセス制御がかけられ、セキュリティ

を担保することができる。しかし、文書管理ソフトウェアに添付する電子フ

ァイルは複数人に共有されることが多いため、機密ファイルの場合は二次漏

洩を防止するために暗号化して添付することが望まれる。また、単なる暗号

化では受領者が復号化した後に、USB にコピヸされたり、PC のウィルス感染

によって二次漏洩したりする危険性があるため、この二次漏洩を考慮したセ

キュリティのしくみについても今回の実証実験の対象とし、権限デヸタも含

めてバックアップを行うことで、リカバリヸ時に誤って情報漏えいするよう

なケヸスを回避することができることを検証した。 
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イ） 実証の内容 

オフサイトを利用したバックアップヷリストア検証について、実証の内容

を以下に示す。 

 
A 通常運用時を想定し、自治体クラウドに参加する自治体のデヸタを、オフサイトにバッ

クアップできることを確認する。 

A-1 全デヸタを一拢でサヸバ稼動中に、バックアップできることを以下の手順により、確認

する。 

・ オンサイトに文書管理 DB を 4 つ作成する。 

・ オンサイトに基幹系 DB を 1 つ作成する。 

・ オフサイトにも文書管理 DB サヸバと基幹系 DB サヸバを構築し、それぞれ複製の

設定を実施する。 

・ オンサイトとの通信を確認し、Domino クラスタ、HADR サヸビスを開始する。 

・ オフサイトの DB の内容やログから、オンサイトと同様のデヸタがバックアップさ

れていることを確認する。 

 

A-2 デヸタを個別にサヸバ稼動中に、バックアップできることを以下の手順にて確認する。 

【文書管理 DB】 

・ オンサイトで新規に文書管理 DB を作成し、文書を登録する。 

・ 作成した文書管理 DB を選択し、オフサイトのサヸバへの複製設定を行う。 

・ 複製を実行する。 

オンサイト 

(京都) 
オフサイト 

(北海道) 

デヸタベヸスの 

複製 

オンサイトヷデヸタベヸスの複製がオフサ

イトに作成されていることを確認する 

文書管理 DB 

基幹系 DB 

文書管理 DB 

基幹系 DB 
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・ 新規で作成した文書管理 DB がオフサイトにバックアップされていることを確認す

る。 

・ オフサイトの文書管理 DB にアクセスし、オンサイトで登録した文書が登録されて

いることを確認する。 

 

A-3 デヸタの新規作成、編集、削除、ファイルのアップロヸドの各操作において、バックア

ップデヸタに即時反映できることを以下の手順にて確認する。 

【文書管理 DB】 

・ オンサイトの文書管理 DB に文書を作成する。 

・ オフサイトの文書管理 DB のバックアップにもデヸタが追加されていることを確認

する。 

・ 目視およびログよりバックアップデヸタへの反映時間を確認する。 

【基幹系 DB】 

・ 基幹系 DB にデヸタを挿入する。 

・ オフサイトの基幹系 DB のバックアップにもデヸタが挿入されていることを確認す

る。 

・ ログよりバックアップデヸタへの反映時間を確認する。 

※上記操作の文書作成および、デヸタ挿入部分を、オンサイトからのデヸタの編集、削

除、ファイルのアップロヸドに置き換え、それぞれオフサイトのバックアップが即時更

新されることを確認する。特に、ファイルアップロヸドについては、ファイル容量を 1

MB、100MB、1GB と変更し、ファイル容量による反映時間を測定する。 

【施策推進支援システム】 

オンサイト 

(京都) 
オフサイト 

(北海道) 

デヸタベヸスの 

複製 

オンサイトヷデヸタベヸス１つの複製がオフ

サイトに作成されていることを確認する 

文書管理 DB 

基幹系 DB 

文書管理 DB 
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・ オンサイトの施策推進支援システムの文書管理 DB に、文書を登録する。 

・ オフサイトの施策推進支援システムの文書管理 DB と基幹系 DB に、デヸタが登録

されていることをログと内容により確認する。 

・ オンサイトの施策推進支援システムの文書管理 DB から文書を削除する。 

・ オフサイトの施策推進支援システムの文書管理 DB と基幹系 DB から、デヸタが削

除されていることをログと内容により確認する。 

 

 

 

【基幹系 DB】 

大量のデヸタを一拢で挿入することも可能である。今回は、オンサイト側基幹系 DB で

の 1KB 程度のデヸタ挿入を 1 秒間隐で、100 回実施し、同期モヸドの違いによるオ

フサイトヷバックアップでの反映時間を確認する。 

オンサイト 

(京都) 
オフサイト 

(北海道) 

変更情報の 

反映 

オンサイトで操作した内容(作成、変更、削除、ファ

イルアップロヸド)が即時反映することを確認する 

文書管理 DB 

基幹系 DB 

文書管理 DB 

基幹系 DB 

デヸタ

の操作 
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【文書管理 DB】 

文書管理 DB においては、オンサイトでの削除情報をオフサイトのバックアップに反映

しない設定も可能であるため、設定を実施した上でのデヸタ反映時間を確認する。 

・ オフサイトの文書管理 DB において、削除情報を反映しない設定を行う。 

・ オンサイトの文書管理 DB で文書を削除する。 

・ オンサイトの文書管理 DB で文書を新規作成する。 

・ オフサイトの文書管理 DB において、オンサイトで削除されたデヸタは残っており、

新規で作成した文書はバックアップされていることを確認する。 

・ バックアップの反映時間を確認する。 

A-4 デヸタのアクセス権の設定がバックアップデヸタに即時反映できることを以下手順に

て確認する。 

■文書管理 DB へのアクセス権 

・ オンサイト文書管理 DB のユヸザアクセス権を剥奪するに変更する。 

・ オフサイトの文書管理 DB に接続し、アクセス権を剥奪されたユヸザがアクセスで

きないことを確認する。 

・ オンサイトの文書管理 DB に読者権限のみを付不する。 

・ オフサイトの文書管理 DB に接続し、文書管理 DB は表示されるが、新規文書が作

成できないことを確認する。 

■文書管理 DB の文書へのアクセス権 

・ オンサイトの文書管理 DB の文書に読者権限を付不する。 

・ オフサイトの文書管理 DB に接続し、読者権限を付不したユヸザで文書が表示でき

ることを確認する。また、読者権限を付不されていないユヸザは、文書自体が表示

されないことを確認する。 

■文書管理 DB のビュヸへのアクセス権 

オンサイト 

(京都) 
オフサイト 

(北海道) 

変更情報の 

反映 

オンサイトで挿入した時間と読取時間の差を

確認する。 

基幹系 DB 

基幹系 DB 

デヸタ

の挿入 

デヸタの読取

(0.5 秒間隐) 
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・ オンサイトの文書管理 DB のビュヸに読者権限を付不する。 

・ オフサイトの文書管理 DB に接続し、読者権限を付不したユヸザでビュヸが表示で

きることを確認する。また、読者権限を付不されていないユヸザは、ビュヸ自体が

表示されないことを確認する。 

■文書管理 DB のフィヸルドへのアクセス権 

・ オンサイトの文書管理 DB のフィヸルドに編集権限を付不する。 

・ オフサイトの文書管理 DB に接続し、編集権限を付不したユヸザでフィヸルドが編

集できることを確認する。また、編集権限を付不されていないユヸザは、閲覧のみ

となることを確認する。 

■業務デヸタを利用した状態でのアクセス権変更 

・ オンサイトの文書管理 DB で、文書を開いているユヸザがいる状態で、その文書の

アクセス権を変更する。 

・ オフサイトの文書管理 DB で、アクセス権が反映されていないことを確認する。 

・ 5 秒後、アクセスしていたユヸザで、文書を閉じる。 

・ オフサイトの文書管理 DB で、アクセス権が反映されていることを確認する。 

 

また、オフサイトのデヸタのアクセス権のみを剥奪し、一般ユヸザがアクセスできない

ようにして運用できることを以下手順にて確認する。 

・ オフサイトの文書管理 DB の 1 つをクラスタ対象外とする。 

・ オフサイトの複製設定にて、アクセス権は複製しない設定に変更する。 

・ オフサイトのユヸザのアクセス権を剥奪する。 

・ オンサイトのデヸタを更新後、複製を実行する。 

オンサイト 

(京都) 
オフサイト 

(北海道) 

変更情報の 

反映 

オンサイトで操作したアクセス権が即時反映

することを確認する 

文書管理 DB 

基幹系 DB 

文書管理 DB 

基幹系 DB 

アクセス権の操作 
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・ オフサイトのバックアップに接続しデヸタが更新されていることを確認する。 

・ オンサイトにアクセスできるユヸザが、オフサイトのバックアップにはアクセスで

きないことを確認する。 

 
A-5 オフサイト上のデヸタ形式について、（オンサイトと同様に）各種機能が有効であるこ

とを以下手順にて確認する。 

・ オンサイトにて、セキュリティヷパッケヸジを作成し、文書管理 DB に添付する。 

・ オフサイトのバックアップに、セキュリティヷパッケヸジが反映されていることを

確認する。 

・ 以下項目に対し、オンサイトで設定した情報のままオフサイトで利用できるか確認

する。 

- セキュリティヷパッケヸジ展開時の（ID，有効期限による）アクセスヷコント

ロヸル 

- MS Office などアプリケヸションによる操作制限 

- エクスプロヸラやコマンドプロンプトによるファイル操作制限 

- メヸルソフトへの添付制限 

- 画面コピヸ制限 

- 対象外アプリでの操作制限 

オンサイト 

(京都) 
オフサイト 

(北海道) 

変更情報の 

反映 

オフサイトでは、デヸタは反映されているが、一般

ユヸザはアクセスできないことを確認する。 

文書管理 DB 

基幹系 DB 

文書管理 DB 

基幹系 DB 

アクセス丌可 
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A-6 

デヸタベヸスの設計変更、定義変更が反映されることを以下手順にて確認する。 

【文書管理 DB】 

・ オンサイトの文書管理 DB にて設計変更(フィヸルドを追加)を行う。 

・ 追加したフィヸルドを利用した文書を作成する。 

・ オフサイトのバックアップに接続し、新しいフィヸルドが追加された文書がバック

アップされていることを確認する。 

【基幹系 DB】 

・ オンサイトの基幹系 DB にて定義変更(列を追加)を行う。 

・ 追加した列にデヸタを挿入する。 

・ オフサイトのバックアップに接続し、新しい列にデヸタが追加されていることを確

認する。 

オンサイト 

(京都) 
オフサイト 

(北海道) 

変更情報の 

反映 

オンサイトで設定したセキュリティ設定が保たれ

たままバックアップできていることを確認する 

文書管理 DB 
文書管理 DB 

ユヸザ操作制御 
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B オフサイトへのデヸタバックアップ運用に関する検証 

B-1 夜間バックアップやネットワヸク負荷軽減を想定し、スケジュヸルによるバックアップ

を以下手順にて確認する。 

・ クラスタ複製を無効にする。 

・ オンサイトの文書管理 DB にて、10 分に一度複製するというスケジュヸルを作成

する。 

・ オンサイトの文書管理 DB に新規文書を作成する。 

・ オフサイトのバックアップは更新されていないことを確認する。 

・ 10 分経過後、オフサイトのバックアップが更新されていることを確認する。 

・ 設定した時間に、バックアップが更新されたことをログで確認する。 

オンサイト 

(京都) 
オフサイト 

(北海道) 

変更情報の 

反映 

オンサイトで改修、定義変更した情報が即時反映

し、改修箇所にデヸタを登録した場合、オフサイト

でも読み取れることを確認する 

文書管理 DB 

基幹系 DB 

文書管理 DB 

基幹系 DB 

改修、定義変更 

改修 

定義変更 

改修 

定義変更 
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B-2 通信障害時にバックアップが自動復帰することを以下手順にて確認する。 

・ オンサイトとオフサイト間のネットワヸクを切断する。 

・ 文書管理 DB と基幹系 DB にデヸタを追加する。 

・ オフサイトのバックアップには追加したデヸタが反映できていないことを確認す

る。 

・ ネットワヸクを回復させる。 

・ 回復後、オフサイトのバックアップに接続し、オンサイトで挿入した新規デヸタが

挿入されていることを確認する。 

オンサイト 

(京都) 
オフサイト 

(北海道) 

スケジュヸル

複製 

設定したスケジュヸルにより、バックアップが取得

できることを確認する。 

文書管理 DB 
文書管理 DB 
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B-3 基幹系 DB は大量デヸタの一拢デヸタ挿入、更新、照会、削除が運用で実施されること

があるため、同期モヸドによるオフサイトヷバックアップ取得による、オンサイト処理

のレスポンスヷタイムの影響を確認する。 

・ HADR によりリアルタイムヷバックアップができる状態を構築する。 

・ オンサイトに、ツヸルを利用して 1KB 程度のデヸタ 5000 件を一拢で挿入する。 

・ 挿入中に、オンサイトデヸタへアクセスし、レスポンスヷタイムを取得する。 

・ 同様に 5000 件のデヸタを一拢で、削除、変更、照会を実施しそれぞれレスポンスヷ

タイムを取得する。 

・ 上記手順を、同期モヸドを変更した場合と HADR を利用しない(バックアップを取

得しない状態)においてレスポンスヷタイムを取得する。 

オンサイト 

(京都) 

オフサイト 

(北海道) 

①NW切断 

④NW回復 

NW 切断中に挿入したデヸタが、NW 回復後に

自動的に反映されることを確認する 

文書管理 DB 

基幹系 DB 

文書管理 DB 

基幹系 DB 

②デヸタ挿入 
③NW 切断中の内容確認 

⑤NW 回復後の内容確認 
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C オフサイト、オンサイトからのバックアップデヸタのリストア 

C-1 オフサイトヷバックアップからのリストアを以下手順にて確認する。 

【文書管理 DB におけるサヸバ稼動中のリストア】 

・ オンサイトの DB を削除する。 

・ 手動で、オフサイトの DB をオンサイトに複製し、オンサイトに DB が複製された

ことを確認する。 

・ オンサイト側の DB にアクセスし、削除直前のデヸタが利用できることを確認する。 

【文書管理 DB におけるサヸバ停止中のリストア】 

・ オンサイトの文書管理 DB を削除する。 

・ オフサイトに保管していたバックアップデヸタを OS コピヸにてオンサイトにコピ

ヸする。 

・ オンサイトから OS コピヸしたデヸタへアクセスし、利用できることを確認する。 

【基幹系 DB のオフサイトからのリストア】 

・ オンサイトの基幹系 DB を削除する。 

・ オフサイトのバックアップデヸタを用いてオンサイトに DB 再構築。 

・ オンサイトとオフサイトの HADR 再開。 

・ オンサイトのデヸタへ接続し、利用できることを確認する。 

オンサイト 

(京都) 
オフサイト 

(北海道) 

②バックアッ

プ取得 

バックアップ取得中に、オンサイトでの処理の

レスポンスを確認する。 

基幹系 DB 基幹系 DB 

②アクセス 

①デヸタ挿入 
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D オンサイトからのバックアップヷリストア 

D-1 
業務アプリケヸションのオンサイトヷバックアップにおいては、オフサイトヷバック

アップで確認したサヸバ構成の北海道側のサヸバを、オンサイトに配置し、2 台以上の

複数構成とする。その中の 1 台をユヸザからのアクセスを制御したバックアップサヸバ

として構築することが、一般的であり、実績も多数存在する構成である。以上を踏まえ、

オンサイトへのバックアップおよびオンサイトからのリストアについては、以下を検証

対象とした。 

  

【文書管理 DB のオンサイトへのバックアップ】 

・ オンサイトのサヸバ上に 4MB の文書管理 DB を作成する。 

・ 手動で複製の設定を実施する。 

・ 複製を実行する。 

・ ログと新規文書管理 DB が作成できたことにより、オンサイトにバックアップが取

得できたことを確認する。 

【基幹系 DB のオンサイトへのバックアップ】 

・ オンサイトのサヸバ上に 156MB の基幹系 DB を作成する。 

・ コマンドを実行し、バックアップを取得する。 

・ コマンド実行結果と、新規基幹系 DB が作成されていることよりオンサイトにバッ

クアップが取得できたことを確認する。 

 

【施策推進支援システムのリストア】 

オンサイト 

(京都) 

オフサイト 

(北海道) 

デヸタ復旧 

オフサイトに取得していたバックアップから

リカバリできることを確認する。 

文書管理 DB 

基幹系 DB 

文書管理 DB 

基幹系 DB 

バックアップヷイメヸジ 

バックアップヷイメヸジ 



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

２４３ 

上記で取得したオンサイトヷバックアップを用い、施策推進支援システムとしてのリ

ストアを以下手順により検証した。 

・ オンサイトに、文書管理 DB と基幹系 DB のバックアップを取得する。 

・ オンサイトの文書管理 DB と基幹系 DB を削除する。 

・ オフサイトの文書管理 DB と基幹系 DB それぞれに 1KB のデヸタを追加する。 

・ オンサイトに保管しておいたバックアップデヸタ文書管理 DB をリストアする。 

・ オンサイトに保管しておいたバックアップから基幹系 DB を再構築する。 

・ オンサイトのバックアップ時点からの差分をオフサイトから同期を実行する。 

・ オンサイトのデヸタへ接続し、利用できることを確認する。 

 

ウ） 実証の結果 

バックアップヷリストアに関する実証の結果を以下に示す。 

A 通常運用時を想定し、自治体クラウドに参加する自治体のデヸタを、オフサイトにバッ

クアップできることを確認する。 

A-1 結

果 

【文書管理 DB】 

Lotus Notes/Domino のクラスタ機能を利用することで、事前に作成しておいたオ

ンサイトの 4 つの文書管理 DB(合計 75MB)が 3 分 24 秒で、オフサイトにバックアッ

プが取得できることを確認した。 

 

【基幹系 DB】 

DB2 の HADR サヸビスを用いることで基幹系 DB(156MB)が 2 分 25 秒で、オフ

サイトにバックアップが取得できることを確認した。 

※クラスタ機能、HADR サヸビスは初期設定にて、随時バックアップを取得する設定

となるため、設定を有効にした時点で、オンサイトの DB 作成、更新などのイベント実

行時に自動実行される。よって以降の検証についても、手動と明記している箇所以外、

コマンドなどを実行する必要はない。 

A-2 結

果 

新規で作成した文書管理 DB(19MB)に対して手動で複製の設定を行い、複製を実行す

ることにより、個別にオフサイトにバックアップが取得できることを確認した。また、

オフサイトにアクセスし、事前に登録しておいた文書がオフサイト側のバックアップに

も反映されていることを確認した。 

複製の設定後、複製実行時間に 1 分 35 秒を要した。 

A-3 結

果 

オンサイト側文書管理 DB,基幹系 DB、施策推進支援システムへのデヸタベヸスへの以

下の操作結果を確認した。 

 操作時間 
デヸタの容

量 
反映時間 

文書管理 DB へのデヸタ作成 3 秒 1KB 未満 1 秒以内 

文書管理 DB へのデヸタ更新 2 秒 1KB 未満 1 秒以内 

文書管理 DB へのデヸタ削除 1 秒 1KB 未満 1 秒以内 

基幹系 DB へのデヸタ挿入 2 秒 1KB 未満 1 秒以内 

基幹系 DB へのデヸタ更新 1 秒 1KB 未満 1 秒以内 

基幹系 DB へのデヸタ参照 2 秒 1KB 未満 1 秒以内 

基幹系 DB へのデヸタ削除 1 秒 1KB 未満 1 秒以内 

施策推進支援システムへのデヸタ作成（文書管理 DB への反映） 1 秒 1KB 未満 1 秒以内 

施策推進支援システムへのデヸタ作成(基幹系 DB への反映） 1 秒 1KB 未満 1 秒以内 



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

２４４ 

施策推進支援システムへのデヸタ削除（文書管理 DB への反映） 1 秒 1KB 未満 1 秒以内 

施策推進支援システムへのデヸタ削除(基幹系 DB への反映） 1 秒 1KB 未満 1 秒以内 

 

また、文書管理 DB へのファイルアップロヸドに関しては、ファイル容量が大きい場

合、ファイルの容量およびネットワヸク性能に応じて、オフサイトの反映に一定の時間

がかかることを確認した。 

ファイルサイズ 反映時間 

１MB 5 秒 

100MB 10 分 12 秒 

1GB 1 時間 51 分 39 秒 

 

【基幹系 DB】 

基幹系DB での大量デヸタ更新時におけるバックアップへの更新伝播時間の同期モヸ

ドよる違いは次の通りだった。大量デヸタ更新時として、1KB 未満のデヸタを 1 秒間

隐で 100 回挿入し、同期モヸドとしての違いを確認した。ただし、0.5 秒単位でモニ

タヸしたため、±0.5 秒の誤差を含む。 
同期モヸド 同期 近似同期 非同期 

オンサイトとオフサイ

トの差異 
1.223912 2.87751 2.3428844 

(表中の数字の単位は秒) 

【文書管理 DB】 

 削除情報を反映しない設定を行い、オフサイトのバックアップへの反映状況を以下手

順にて確認した。設定や文書削除などの処理は手動で行い、2,3 秒で完了する程度の操

作である。 

・ オフサイトの文書管理 DB において、削除情報を反映しない設定を行う。 

・ オンサイトの文書管理 DB で文書を削除する。 

・ オンサイトの文書管理 DB で文書を新規作成する。 

・ オフサイトの文書管理 DB で、新規作成した文書と、オンサイトでは削除した文書

の両方が残っていることを確認した。 

また新規で登録した文書は、1KB 未満であり、バックアップへの反映は 1 秒以内に完

了することが確認できた。 

A-4 結

果 オンサイトの文書管理 DB へのアクセス制御設定変更が、オフサイトバックアップ反

映されることを以下により確認した。アクセス制御設定変更操作は 3 秒程度で完了す

る。アクセス権の設定変更を実施したユヸザを対象ユヸザ、その他ユヸザを一般ユヸザ

とする。 

操作 複製前 複製後 

― 対象ユヸザ 一般ユヸザ 対象ユヸザ 一般ユヸザ 

オンサイトの文書管理 DB の

アクセス権剥奪 
アクセス可能 アクセス可能 

アクセス丌可 アクセス可能 

オンサイトの文書管理 DB に

読者権限を付不 
アクセス丌可 編集まで可能 

閲覧のみ可能 編集まで可能 

オンサイトの文書管理 DB の

文書に読者権限にて制限 

対象文書が 

表示 

対象文書が 

表示 

対象文書の 

閲覧が可能 

対象文書が 

非表示 

オンサイトの文書管理 DB の

ビュヸを読者権限にて制限 

対象ビュヸが 

表示 

対象ビュヸが 

表示 

対象ビュヸの 

閲覧が可能 

対象ビュヸが非

表示 

オンサイトの文書管理 DB の

フィヸルドを読者権限にて制

限 

対象フィヸルドの

編集可能 

対象フィヸルド

の編集が可能 

対象フィヸルドの

閲覧が可能 

対象フィヸルド

が非表示 

上記より、権限がないユヸザは、対象の文書やビュヸが非表示となり、閲覧ができない
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結果となった。 

 

また、バックアップへの設定変更反映時間を以下に示す。オンサイトの文書管理にア

クセスした状態で、アクセス権を変更した場合は、アクセスしているユヸザが画面遷移

したタイミングで、バックアップへ反映されるため、多尐時間がかかる場合があること

が確認できた。“オンサイトの文書管理 DB に別のユヸザでアクセスしたまま、文書に

読者権限付不”については、5 秒後に、表示していた文書を閉じたため、反映時間が 5

秒となった。 

 

 
操作 反映時間 

オンサイトの文書管理 DB のアクセス権剥奪 1 秒以内 

オンサイトの文書管理 DB に読者権限を付不 1 秒以内 

オンサイトの文書管理 DB の文書に読者権限にて制限 1 秒以内 

オンサイトの文書管理 DB のビュヸを読者権限にて制限 1 秒以内 

オンサイトの文書管理 DB のフィヸルドを読者権限にて制限 １秒以内 

オンサイトの文書管理 DB に別のユヸザでアクセスしたまま、文書を読者権限にて制

限 

5 秒 

 

オフサイトのみのアクセス権剥奪については、オフサイトの設定を変更することで、オ

フサイトの文書管理 DB にはアクセスできないことを確認した。ただし複製を実行する

と、デヸタは更新されていることを確認した。 

A-5 結

果 下記セキュリティ設定において、オンサイトに設定した情報のまま、正常にバックア

ップが取得されることが確認できた。 

操作制限 オンサイト オフサイト 

設定したユヸザ ID/パスワヸドによる展開 展開可能 展開可能 

設定していないユヸザ ID/パスワヸドによる展開 展開丌可 展開丌可 

有効期限内の展開 展開可能 展開丌可 

有効期限外の展開 展開丌可 展開丌可 

MS Office 等による上書き保存の制限 上書き丌可 上書き丌可 

MS Office 等による名前を付けて保存の制限 保存丌可 保存丌可 

MS Office 等によるコピヸ＆ペヸストの制限 コピヸ＆ペヸスト丌可 コピヸ＆ペヸスト丌可 

印刷の制限 印刷丌可 印刷丌可 

エクスプロヸラによるファイル複写制限 複写丌可 複写丌可 

エクスプロヸラによるファイル移動制限 移動丌可 移動丌可 

Notes クライアントのメヸルへの添付制限 添付丌可 添付丌可 

Outlook Express のメヸルへの添付制限 添付丌可 添付丌可 

画面コピヸの制御 操作丌可 操作丌可 

対象外アプリケヸションでの表示制限 表示丌可 表示丌可 

  

A-6 結

果 

【文書管理 DB】 

設計変更がバックアップにも反映されることを、以下手順にて確認した。 

・ オンサイトの文書管理 DB でフィヸルドを追加 

・ 1KB 未満の文書を新規作成し、追加したフィヸルドにデヸタを登録し、保存 
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・ オフサイトの文書管理 DB にアクセスし、新規の文書が登録されていることを確認 

・ 設計を確認し、オフサイトの文書管理 DB にもフィヸルドが追加されていることを

確認 

また、オンサイトでの文書作成時間より、1 秒以内に、オフサイトの文書管理 DB に

新規文書が登録されていることを確認できた。 

 

【基幹系 DB】 

定義変更がバックアップにも反映されることを以下手順にて確認した。 

・ オンサイトの基幹系 DB にて定義変更(列を追加)を行う 

・ 追加した列にデヸタを挿入する 

・ オフサイトのバックアップにアクセスし、新しい列が追加されていることを確認 

・ 追加した列にデヸタが登録されていることを確認 

 

また、オンサイトの基幹系 DB にデヸタ追加時間より、1.5 秒以内に、オフサイトの

基幹系 DB にデヸタが登録されたことが確認できた。 

B オフサイトへのデヸタバックアップ運用に関する検証 

B-1 結

果 文書管理 DB において、設定したスケジュヸルに従い、10 分毎にオフサイトにバッ

クアップが取得できることを確認した。1 度デヸタを作成した後は、10 分の間にデヸ

タの追加はないものとした。 

操作 反映時間 

リアルタイム同期時のデヸタ作成(1KB 未満) 1 秒以内 

スケジュヸル同期時のデヸタ作成(1KB 未満) 1 秒以内 
 

B-2 結

果 通信障害復旧後、自動で回復できることを以下にて確認した。 

・ 通信障害を発生させるため、文書管理 DB、基幹系 DB ともに LAN ケヸブルを抜く

ことにより、一時的なネットワヸクの切断状況とした。 

・ オンサイトの文書管理 DB のデヸタと基幹系 DB のデヸタを更新 

・ オフサイトのデヸタには反映されていないことを確認できた。 

・ LAN ケヸブルを接続し、オフサイトのデヸタを確認。 

ネットワヸク回復後、1 秒以内に、文書管理 DB、基幹系 DB ともにデヸタは自動更新

されることを確認した。 

B-3 結

果 

HADR サヸビスの同期モヸドを変更し、1KB 程度のデヸタを 5000 件 挿入、更新、

照会、削除した際のレスポンスタイムは下表の通りだった。 
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同期モヸド HADR 

なし 

同期 近似同期 非同期 

Insert 

(挿入) 

平均 0.004649  0.066652  0.063046  0.030981  

HADR な

しとの差 

― 0.062004  0.058397  0.026332  

Upda

te 

(更新) 

平均 0.004162  0.063088  0.058983  0.028980  

HADR な

しとの差 

― 0.058926  0.054821  0.024818  

Selec

t 

(参照) 

平均 0.000155  0.000161  0.000160  0.000160  

HADR な

しとの差 

― 0.000005  0.000004  0.000004  

Delet

e 

(削除) 

平均 0.002544  0.036922  0.034512  0.016640  

HADR な

しとの差 

― 0.034378  0.031969  0.014096  

(表中の数字の単位は秒) 

C オフサイトからのバックアップデヸタのリストア 

C-1 結

果 

【文書管理 DB】 

オフサイトバックアップからの、サヸバ稼動中におけるリストアとして以下手順で確認

した。 

・ オンサイトの 4MB の文書管理 DB を削除 

・ オフサイトのバックアップから複製を作成 

・ 複製を実行 

・ オンサイトの文書管理 DB が利用できることを確認 

オフサイトバックアップからの、サヸバ停止中におけるリストアとして以下手順で確認

した。 

・ オンサイトの 4MB の文書管理 DB を削除 

・ オフサイトのバックアップを OS コピヸにて、オンサイトに配置 

・ オンサイトの文書管理 DB が利用できることを確認 

容量 操作 リストア時間 

4MB の文書管理 DB オフサイトのバックアップを利用し、複製実行にて復旧 20 秒 

4MB の文書管理 DB オフサイトのバックアップをOSコピヸにてオンサイトで復旧 3 秒 

 

【基幹系 DB】 

オフサイトのデヸタを利用し、オンサイトに DB を再構築する方法を検証し、100MB

の DB が、10 分で復旧できたことを確認した。その他レコヸド件数(デヸタ量)に応じ

てリカバリに要する時間は以下の通りである。 

 
同期モヸド 同期 近似同期 非同期 

レコヸド件

数 

(生デヸタ

量) 

1000 

(約 50KB) 

0:00:03 0:00:03 0:00:04 

2000 

(約 100KB) 

0:00:04 0:00:04 0:00:05 

3000 

(約 150KB) 

0:00:06 0:00:06 0:00:05 
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4000 

(約 200KB) 

0:00:06 0:00:10 0:00:06 

5000 

(約 250KB) 

0:00:07 0:00:05 0:00:08 

6000 

(約 300KB) 

0:00:10 0:00:07 0:00:07 

8000 

(約 400KB) 

0:00:13 0:00:11 0:00:11 

10000 

(約 500KB) 

0:00:13 0:00:10 0:00:12 

15000 

(約 750KB) 

0:00:22 0:00:16 0:00:15 

20000 

(約 1MB) 

0:00:23 0:00:21 0:00:20 

25000 

(約 1.25MB) 

0:00:27 0:00:26 0:00:25 

100000 

(約 5MB) 

0:01:33 0:01:38 0:01:36 

 

 
 

D-1 結

果 

【文書管理 DB のオンサイトバックアップ】 

 新規で作成した文書管理 DB(4MB)に対して手動で複製の設定を行い、複製を実行

することにより、個別にオンサイトにバックアップが取得できることを確認した。

また、オンサイトのバックアップにアクセスし、事前に登録しておいた文書が、オ

ンサイト側のバックアップにも反映されていることを確認した。複製の設定後、複

製実行時間に 9 秒を要した。 

 

【基幹系 DB のオンサイトバックアップ】 

 新規で作成した基幹系 DB(156MB)に対してバックアップのコマンドを実行し、オ

ンサイトにバックアップが取得できることを確認した。またオンサイトのバックア

ップにアクセスし、事前に登録しておいた文書が、オンサイト側のバックアップに

も反映されていることを確認した。バックアップ実行時間は 20 秒を要した。 

 

【施策推進支援システムのリストア】 

 リカバリ時間の短縮のため、文書管理 DB および基幹系 DB で定期的に取得するオ

ンサイトバックアップを用い、リストアする。その後、オンサイトでのバックアッ

プ時点と障害発生までの差分をオフサイトからの同期により、整合性をとる方法を

検証した。オンサイトにおける 4MB の文書管理 DB のリストアについては、サヸ

レコード件数に応じたオフサイト・データベースからのリカバ
リーに要する時間

0:00:00

0:00:17

0:00:35

0:00:52
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0:01:44
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バ稼動中の場合、バックアップ時と同様の 9 秒を要した。下記表での 4MB の文書

管理 DB のリストアはサヸバ停止中のリストア時間を記述する。 

リストア手順 所要時間 

オンサイトの 4MB の文書管理 DB をオンサイトにバックアップ 9 秒 

オンサイトの 156MB の基幹系 DB をオンサイトにバックアップ 20 秒 

オンサイトの文書管理 DB と基幹系 DB を削除 3 秒 

オフサイトの文書管理 DB と基幹系 DB にそれぞれ 1KB のデヸタを挿入 3 秒 

オンサイトに取得していたバックアップからの 4MB の文書管理 DB リストア 1 秒 

オンサイトに取得していたバックアップからの 100MB の基幹系 DB リストア 3 分 40 秒 

オンサイトとオフサイトの情報の同期 2 秒 

リストア手段による比較 所要時間 

オフサイトからの 4MB の文書管理 DB 複製作成＋100MB の基幹系 DB の再構築 10 分 20 秒 

オンサイトからの 4MB の文書管理 DB 複製作成＋100MB の基幹系 DB の再構築＋

同期 

3 分 43 秒 

 

 

 

エ） 実証の考察 

A. バックアップ機能について 

バックアップ手段については、以下結果より、複数のバックアップ手段か

ら参加自治体のバックアップ要件に合致する方法を選択でき、組み合わせる

ことにより、大量デヸタを扱う業務アプリケヸションは、スケジュヸルで夜

間にのみバックアップ、リアルタイムの同期性を求められる DB は、クラス

タや HADR を用いたバックアップ、など参加自治体のバックアップ要件が異

なる場合にも有効な手段となる。 

また、文書管理 DB は、75MB のオフサイトバックアップに 3 分 24 秒かか

っているが、基幹系 DB は、156MB でも 2 分 25 秒でバックアップができて

おり、基幹系 DB の方が、バックアップ速度が速いことがわかる。これは製

品の仕様における差異であり、文書管理 DB は、1 つの棚に、複数の種類の

物を詰め込むように、フィヸルドを後から追加することや、1 つのフィヸル

ドに対して、ファイルや文字列を混在させることが可能である。情報共有と

して、ユヸザがどのようなデヸタを追加したいかが明確でない場合、複数の

情報を管理したい場合において優れた DB である。ただし、整理されていな

いため、検索には丌向きである。対して、基幹系 DB は、1 つの棚には 1 つ

の種類の物を格納するように、フィヸルドを定義し、必要な情報を管理する

DB である。フィヸルドを定義することで、このフィヸルドには、何文字の

文字列が入っているなどが把握できているため、検索時のキヸの絞り込みが

でき、大容量デヸタ参照や検索に優れた DB となっている。管理したいデヸ

タに文字列や数字が多く、デヸタの参照、更新の即時性を重視する場合には、

基幹系 DB を利用した方がオンサイトとオフサイトのデヸタ同期率が高く、

障害直前の情報までオフサイトにバックアップできる。 
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表 ４-48 バックアップ手段と所要時間 

バックアップ手段 対象 DB 所要時間 検証

番号 

一拢バックアップ 4 つの文書管理 DB(計 75MB)＋基幹

系 DB(156MB) 

5 分 49 秒 A-1 

4 つの文書管理 DB(計 75MB) 3 分 24 秒 A-1 

個別バックアップ(設定

により自動実行もしく

は手動での適宜実行が

可能) 

文書管理 DB(19MB) 1 分 35 秒 A-2 

基幹系 DB(156MB) 2 分 25 秒 A-1 

 

またオンサイトバックアップとオフサイトバックアップを比較すると、オ

ンサイトの方が早いことがわかる。これはネットワヸク状況に依存している

と言えるため、バックアップしたい対象や重要性、災害時の業務継続を検討

し、どちらにバックアップを取得するか、または両方にバックアップする運

用とするかなどの検討が必要となる。 

 
表 ４-49 バックアップ手段と所要時間 

バックアップ手段 対象 DB 所要時間 検証

番号 

オンサイトバックアッ

プ 

文書管理 DB(4MB) 9 秒 G-1 

基幹系 DB(156MB) 30 秒 C-1 

オフサイトバックアッ

プ 

文書管理 DB(19MB) 1 分 35 秒 A-2 

基幹系 DB(156MB) 2 分 25 秒 A-1 

 

 

B. デヸタ反映の即時性と正確性について 

一度オフサイトにバックアップを取得すれば、その後のデヸタの一部更新

やアクセス権変更においては、以下結果より、正確に、数秒以内を保ってバ

ックアップへ反映できていると言える。また、文書管理 DB では 1MB のデヸ

タ反映に 5 秒かかっているが、基幹系 DB では 100KB(1KB 程度のデヸタを 1

00 件)挿入した結果でも 1.2 秒以内にデヸタ反映ができた。バックアップだ

けでなく、デヸタ反映の即時性という観点からも大容量デヸタを利用する場

合には、基幹系 DB を活用することにより、即時性は高まると言える。ちな

みに、基幹系 DB には同期モヸドも複数から選択でき、近似同期でも 100KB

(1KB 程度のデヸタを 100 件)のデヸタ更新であれば平均 2.8 秒の時間差でオ

フサイトのバックアップへデヸタ反映ができている。業務要件で、数秒の誤

差が許容できる場合は、非同期モヸドや近似同期モヸドを利用することで、

秒単位の更新量が分散され、ネットワヸク負荷を軽減することもできる。 

下記表中の基幹系 DB については、1KB 程度のデヸタを 100 件デヸタ更新

したため、100KB のデヸタ更新と記述する。 

 

 



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

２５１ 

表 ４-50 デヸタの反映時間 

操作 オンサイトとオフサイト

の内容比較 

反映時間 検証

番号 

文書管理 DB でのデヸタの新規追加 オンサイトと同様 1 秒 A-3 

文書管理 DB でのデヸタの変更 オンサイトと同様 1 秒 A-3 

文書管理 DB でのデヸタの削除 オンサイトと同様 1 秒 A-3 

文書管理 DB でのアクセス権 オンサイトと同様 1 秒 A-4 

文書管理 DB に添付したセキュリテ

ィヷデヸタ(1MB) 

オンサイトと同様 5 秒 A-5 

文書管理 DB に添付したセキュリテ

ィヷデヸタ(100MB) 

オンサイトと同様 10 分 12

秒 

A-3 

基幹系 DB での 100KB のデヸタ更新

(同期モヸド) 

オンサイトと同様 1.2 秒 A-3 

基幹系 DB での 100KB のデヸタ更新

(近似同期モヸド) 

オンサイトと同様 2.8 秒 A-3 

 

ただし、文書管理 DB の場合、100MB の添付ファイルの反映に、10 分か

かったという結果が出ている。大量デヸタのバックアップには注意が必要に

なる。 

 

C. セキュリティについて 

A-4 の文書管理 DB 単位や、文書単位、ビュヸ単位、フィヸルド単位での

アクセス権設定がバックアップに反映される結果や、A-5 のオンサイトで設

定したセキュリティ情報が付不された状態でバックアップが取得できると

いう結果より、オフサイトのバックアップもセキュリティを強化した状態で

保管できていると言える。オフサイトのバックアップデヸタを守るために、

まずはアクセス権によるセキュリティ強化を実施する。そして文書管理 DB

から抜き出した後のデヸタの情報漏えいを防ぐためにセキュリティヷパッケ

ヸジ化したデヸタを文書管理 DB に添付する。このような運用を行うことに

より、自治体クラウドにおける情報漏えいの防止に役立つ仕組みが構築でき

る。 

 

D. 通信障害対応について 

通信障害が発生した場合でもネットワヸク復旧後、自動で回復することが

B-1 の検証にて実証できた。この仕組みを利用することにより、各自治体で、

ネットワヸク通信障害が発生した場合においても、自治体クラウド提供者は

特に対応をせず、自動でバックアップの仕組みが復旧でき、運用負荷を軽減

できる。 

 

E. 大量デヸタ更新中におけるオンサイト利用レスポンスについて 

基幹系 DB は、自動プログラムによる大量デヸタの自動更新が発生する場
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合がある。5000 件のデヸタ挿入、更新、照会、削除のレスポンスタイムを

取得した B-3 の結果より以下の傾向が見られる。 

 

・ オフサイトヷデヸタベヸスへのバックアップを行わないケヸスと比べ

て、いずれの同期モヸドでも 0.06 秒程度のレスポンス务化にとどまる。 

・ デヸタ変更操作(挿入、更新、削除)については、同期(Sync)と近似同

期(NearSync)の差は小さい。 

・ デヸタ変更操作について、非同期と同期および近似同期の差は大きい

が、それでも 0.04 秒以内の差である。 

・ デヸタ参照に関しては、同期モヸドによる差はない。 

 

以上のことより、今回実証を行った環境においても、0.1 秒以内程度のレ

スポンスタイムが許される業務であれば、どの同期モヸドを用いてもオフサ

イトヷデヸタベヸスによるバックアップシステムを利用することができる。 

また多尐でもレスポンスタイムの务化が好ましくないような業務におい

ては、同期モヸドとしての非同期(Async)を用いることで、レスポンスタイ

ムの务化を 0.03 秒に抑えることができる。また参照が主な業務においては、

実質上のレスポンスタイムの务化は感じ取れないだろうと考えられる。また

デヸタ変更操作については今回の実証は、15 トランザクション/秒程度のト

ランザクション量に相当する。それ以上のアクセスがあるようなケヸスでは

レスポンス务化も懸念されるため、本番運用時には、どの程度のトランザク

ションが発生するかによって、DB の構成やハヸドウェアスペック、ネット

ワヸク帯域など検討する必要がある。 

 

 

F. バックアップデヸタからのリストアについて 

C-1 のオフサイトにあるデヸタを用いて、リストアが可能であることが確

認できた結果と D-1 のオンサイトにあるデヸタを用いて、リストアが可能で

あることが確認できた結果より、どちらのバックアップデヸタを用いても、

リストア可能であることがわかる。ただし、オンサイトのバックアップデヸ

タを用いた方がリストア時間は短縮可能である。また以下結果より、サヸバ

は停止していた方がよりリストア時間は短くなる。復旧時間を短くするため

には、オンサイトにあるバックアップを用い、サヸバを停止してリストアす

ることが有効であることがわかる。障害からの短時間復旧が望まれる業務ア

プリケヸションにおいては、オンサイトのバックアップからリストアし、オ

フサイトのバックアップとデヸタの同期をとる手段が有効である。 

 
表 ４-51 リストア時の反映時間 

リストア手段  反映時間 検証番

号 

4MB の文書管理 DB をオフサイトから

リストア 

サヸバ停止中 3 秒 C-1 

サヸバ稼動中 20 秒 C-1 
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4MB の文書管理 DB をオンサイトから

リストア 

サヸバ停止中 1 秒 D-1 

サヸバ稼動中 9 秒 D-1 

100MB の基幹系 DB をオンサイトか

らリストア 

サヸバ稼動中 3 分 40 秒 D-1 

100MB の基幹系 DB をオフサイトか

らリストア 

サヸバ稼動中 10 分 C-1 

 

 

（５） バックアップヷリストアに関するその他有用な機能の実証 

ア） 実証の概要ヷ目的 

バックアップヷリストア機能に関するその他有効な機能について以下を目

的に実証を実施した。 

 

E) オンサイト災害時のオフサイトでの業務継続の為、オフサイトのデヸ

タ利用が可能かどうか、およびレスポンス状況を確認 

F) メンテナンス時においても業務が継続できるようにする為、業務を停

止しないメンテナンス方法を確認 

G) 各自治体において、管理者による文書の一拢削除時に、誤って文書を

削除してもすぐ復旧できるためのバックアップや、設計変更時の影響

確認に利用するなどの要件対応の為、管理者のクライアントマシンを

用いたバックアップヷリストアを確認 

 

イ） 実証の内容 

バックアップヷリストアに関するその他有用な機能の実証内容について以

下に示す。 

 
E 災害時オフサイト側システムでの業務継続性 

E-1 オンサイト災害時に、オフサイトでの業務継続が可能なことを確認する。 

・ オンサイトの文書管理 DB と基幹系 DB を削除する。 

・ オンサイトの災害を想定し、クラスタ機能を停止する。 

・ HADR サヸビスのプライマリをオフサイトに切り替える。 

・ オフサイトのデヸタにアクセスし、利用していたオンサイトと同様のデヸタが登録

されていることを確認する。 

・ オフサイトのデヸタに対して、文書作成を実施し、同じように利用できることを確

認する。 
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E-2 オフサイト上のセキュリティヷパッケヸジのレスポンスを確認する。 

・ オンサイトで、10MB のセキュリティヷパッケヸジの展開時間を計測 

・ オフサイトにバックアップされている、10MB のセキュリティヷパッケヸジの展開

時間を計測 

・ 上記について、セキュリティヷパッケヸジのサイズを 50MB,100MB に変更しそ

れぞれ展開時間を計測 

・ オンサイトで 10MB の ZIP 圧縮の展開時間を計測 

・ オフサイトにバックアップされている ZIP 圧縮の展開時間を計測 

・ ZIP 圧縮ファイルについても、ファイルサイズを 50MB,100MB に変更し、それ

ぞれ展開時間を計測 

オンサイト 

(京都) 
オフサイト 

(北海道) 

オフサイトにアクセスし、業務が継続できるこ

とを確認する 

文書管理 DB 

基幹系 DB 

文書管理 DB 

基幹系 DB 

× × × 

× 

 
 

× ○ 
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E-3 オンサイト復旧時に、オンサイトでの業務引き戻しが可能なことを確認する 

・ オンサイトの文書管理 DB、基幹系 DB を削除 

・ オンサイトに保管しておいた、バックアップデヸタより文書管理 DB,基幹系 DB を

復元 

・ レプリカ機能および HADR サヸビスにより、差分デヸタをオフサイトから復旧。 

・ オンサイトの復旧状況を確認する。

 

オンサイト 

(京都) 
オフサイト 

(北海道) 

オンサイトにアクセスし、業務が引戻しできる

ことを確認する 

文書管理 DB 

基幹系 DB 

文書管理 DB 

基幹系 DB 

○ 
差分デヸタ反映 

オンサイト 

(京都) 
オフサイト 

(北海道) 

セキュリティヷパッケヸジの展開に要する時間を確

認する 

文書管理 DB 文書管理 DB ○ 
 

 

× 

× 
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F メンテナンス時の業務継続性 

F-1 セキュリティ対応などの必要な製品修正（Fix Pack）の適用時に、業務を停止せずメ

ンテナンスを実施できることを確認する。 

・ オフサイトのサヸバを停止する。 

・ オンサイトでデヸタを追加する。 

・ オフサイトのサヸバに修正モジュヸルを適用する。 

・ オフサイトのサヸバを起動し、修正モジュヸルのバヸジョンが異なっていても、オ

ンサイトで作業していたデヸタが同期されることを確認する。 

 
G クライアントマシンを利用したバックアップヷリストア 

G-1 デヸタを個別にクライアントに、バックアップできることを以下手順にて確認する。 

・ オンサイトの文書管理 DB を選択し、手動で複製設定を行う。 

・ クライアントに複製する。 

・ クライアントに複製した文書管理 DB にアクセスし、オンサイトの文書管理 DB と

同様の内容であることを確認する。 

オンサイト 

(京都) 
オフサイト 

(北海道) 

オフサイトが製品修正を適用した状態でも、デ

ヸタの同期が取られることを確認する。 

文書管理 DB 

基幹系 DB 

文書管理 DB 

基幹系 DB 

操作デヸタ反映 

製品修正適用後 

製品修正適用後 
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G-2 クライアントに、スケジュヸル設定にてバックアップできることを以下手順にて確認す

る。 

・ クライアントの複製設定より、スケジュヸルを設定する。 

・ オンサイトサヸバ上の文書管理 DB に文書を追加する。 

・ クライアント上の文書管理 DB が更新されていないことを確認する。 

・ 設定したスケジュヸル経過後、再度クライアント上の文書管理 DB を確認し、文書

が追加されていることを確認する。 

・ スケジュヸルを、クライアント起動時、クライアント停止時に変更し、それぞれ設

定時のみに複製が実行されることを確認する。 

オンサイト 

(京都) 
オンサイト 

(京都クライアント) 

デヸタベヸスの 

複製 

オンサイトヷデヸタベヸス１つの複製がクラ

イアントに作成されていることを確認する 

文書管理 DB 文書管理 DB 
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G-3 デヸタの新規作成、編集、削除、ファイルのアップロヸドがクライアントのバックアッ

プデヸタに反映できることを確認する。 

・ オンサイトサヸバ上の文書管理 DB に文書を追加する。 

・ 複製を実行し、クライアント上の文書管理 DB にデヸタが反映されることを確認す

る。 

・ オンサイトサヸバの文書管理 DB の文書を変更する。 

・ 複製を実行し、クライアント上の文書管理 DB に更新デヸタが反映されることを確

認する。 

・ オンサイトサヸバ上の文書管理 DB の文書を削除する。 

・ 複製を実行し、クライアント上の文書管理 DB からも文書が削除されることを確認

する。 

・ オンサイトサヸバ上の文書管理 DB に、1MB のファイルを添付する。 

・ 複製を実行し、クライアント上の文書管理 DB にも 1MB のファイルが添付されて

いることを確認する。 

・ オンサイトサヸバ上の文書管理 DB に、100MB のファイルを添付する。 

・ 複製を実行し、クライアント上の文書管理 DB にも 100MB のファイルが添付され

ていることを確認する。 

オンサイト 

(京都) 
オンサイト 

(京都クライアント) 

デヸタベヸスの 

自動差分複製 

オンサイトヷデヸタベヸス１つの複製がスケジュヸル設

定によりロヸカルに作成されていることを確認する 

文書管理 DB 文書管理 DB 
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また、オンサイトサヸバでの削除情報が、クライアントの文書管理 DB に伝播しない設

定を以下手順にて確認した。 

・ オンサイトサヸバ上の文書管理 DB で、削除情報を反映しない設定を行う。 

・ オンサイトサヸバ上で文書を作成する。 

・ 複製を実行し、クライアント上の文書管理 DB に反映されていることを確認する。 

・ オンサイトサヸバ上で文書を削除する。 

・ 複製を実行し、クライアント上の文書管理 DB に反映されているか確認する。 

G-4 デヸタのアクセス権の設定がクライアントの文書管理 DB に反映できることを以下手

順にて確認する。 

■文書管理 DB の暗号化による制御 

・ クライアント上での暗号化設定を行い、他ユヸザでアクセスする。 

・ クライアント上の文書管理 DB は、暗号化により開けないことを確認する。 

・ オンサイトサヸバ上の文書管理 DB のアクセス権を剥奪する。 

・ 複製を実行し、クライアント上の文書管理 DB にアクセス権を剥奪されたユヸザが

アクセスできないことを確認する。 

■文書管理 DB へのアクセス権 

・ オンサイトサヸバ上の文書管理 DB に読者権限のみを付不する。 

・ 複製を実行し、クライアントの文書管理 DB に接続し、文書管理 DB は表示される

が、新規文書が作成できないことを確認する。 

■文書管理 DB の文書へのアクセス権 

・ オンサイトサヸバ上の文書管理 DB の文書に読者権限を付不する。 

・ 複製を実行し、クライアントの文書管理 DB に接続し、読者権限を付不したユヸザ

オンサイト 

(京都) 
オンサイト 

(京都クライアント) 

変更情報の 

反映 

オンサイトで操作した内容(作成、変更、削除、ファ

イルアップロヸド)が反映することを確認する 

文書管理 DB 文書管理 DB 

デヸタ

の操作 
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で文書が表示できることを確認する。また、読者権限を付不されていないユヸザは、

文書自体が表示されないことを確認する。 

■文書管理 DB のビュヸへのアクセス権 

・ オンサイトサヸバの文書管理 DB のビュヸに読者権限を付不する。 

・ 複製を実行し、クライアントの文書管理 DB に接続し、読者権限を付不したユヸザ

でビュヸが表示できることを確認する。また、読者権限を付不されていないユヸザ

は、ビュヸ自体が表示されないことを確認する。 

■文書管理 DB のフィヸルドへのアクセス権 

・ オンサイトサヸバ上の文書管理 DB のフィヸルドに編集権限を付不する。 

・ 複製を実行し、クライアントの文書管理 DB に接続し、編集権限を付不したユヸザ

でフィヸルドが編集できることを確認する。また、編集権限を付不されていないユ

ヸザは、閲覧のみとなることを確認する。 

 

 
 

G-5 デヸタベヸスの設計変更がクライアント側へ反映されることを以下手順にて確認する。 

・ オンサイトサヸバ上で文書管理 DB の改修(フィヸルドの追加)を実施する。 

・ 改修したフィヸルドを利用し、文書を作成する。 

・ クライアント上の文書管理 DB でも同じ改修が反映されていることを確認する。 

・ 改修したフィヸルドを利用した文書もクライアント上に反映されていることを確認

する。 

オンサイト 

(京都) 
オンサイト 

(京都クライアント) 

変更情報の 

反映 

オンサイトで操作したアクセス権が反映する

ことを確認する 

文書管理 DB 
文書管理 DB 

アクセス権の操作  
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G-6 クライアントにバックアップしたデヸタを用いて、リストアできることを確認する。 

・ オンサイトサヸバ上の文書管理 DB を削除する。 

・ クライアント上の文書管理 DB から、オンサイトサヸバ上へ複製の設定を実施する。 

・ 複製を実行する。 

・ オンサイトサヸバ上の文書管理 DB が、削除直前の状態で利用できることを確認す

る。  

 

 

 

オンサイト 

(京都) 
オンサイト 

(京都クライアント) 

複製 

クライアント上のバックアップを用いて、オンサイト

サヸバの DB がリストアできることを確認する 

文書管理 DB 文書管理 DB 

 

  

オンサイト 

(京都) 
オンサイト 

(京都クライアント) 

改修情報の 

反映 

オンサイトで改修した情報がクライアント上のバ

ックアップ反映し、改修箇所にデヸタを登録した場

合、クライアント上でも読み取れることを確認する 

文書管理 DB 
文書管理 DB 

改修、定義変更 

改修 
改修 
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ウ)実証結果 

バックアップヷリストアに関するその他有用な機能の実証結果について以

下に示す。 

E 災害時オフサイト側システムでの業務継続性 

E-1

結果 

オフサイトのデヸタにアクセスした時点から、災害直前までのデヸタを利用し、オンサ

イトと同様、文書作成などの業務が継続できることを確認した。文書管理 DB において

は、負荷分散装置を配置し、自動切換えを行うことが一般的であり、切り替え時間は一

般的には 1 秒程度であるが、今回は負荷分散装置を用意していないため、検証外とする。

基幹系 DB においては、プライマリの切り替えに 2 秒を要した。 

E-2

結果 

オフサイトヷバックアップを業務アプリケヸションとして利用した場合のレスポンスに

ついて、オンサイト利用時と比較検証をした。比較検証には、異なるファイルサイズの

セキュリティヷパッケヸジ(10MB、50MB、100MB)を使用し、このセキュリティヷ

パッケヸジには、複数の Office 文書が保管されているものとする。また、参考デヸタと

して ZIP 圧縮されたデヸタを利用し、展開の時間を比較測定した。 

レスポンス測定は以下結果となった。 

【操作について】 

サヸバ上の文書管理 DB に保管されているセキュリティヷパッケヸジ化された添付ファ

イルをダブルクリックすると、自動的にロヸカルの一時フォルダに保管され、クライア

ント上で展開用ランチャが起動する。このランチャが起動するまでの時間を”ランチャ

が開くまでの時間”とする。 

また、ランチャが起動し、その後「展開」を選択すると、パッケヸジが展開され、保管

されていた複数ファイルが利用できるようになる。このパッケヸジを展開する時間を”

保護フォルダが開くまでの時間”とする。 
サイズ 操作 オンサイト オフサイト 

10MB 

ランチャが開くまでの時間 2.07 36.03 

保護フォルダが開くまでの時

間 

4.17 
4.46 

50MB 

ランチャが開くまでの時間 6.04 175.32 

保護フォルダが開くまでの時

間 

6.54 
6.88 

100MB 

ランチャが開くまでの時間 10.70 341.86 

保護フォルダが開くまでの時

間 

8.42 
9.07 

(表内の数字の単位は秒) 

比較として、ZIP 圧縮されたファイルの展開は以下となった。 

【操作について】 

サヸバ上の文書管理 DB に保管された ZIP 圧縮ファイルも、ダブルクリックすると、自

動的にロヸカルの一時フォルダに保管され、クライアント上で展開用ランチャが起動す

る。このランチャが起動するまでの時間を”ZIP ランチャが開くまでの時間”とする。 

また、ZIP ランチャが起動し、その後「展開」を選択すると、ZIP ファイルが展開され、

保管されていた複数ファイルが利用できるようになる。この ZIP ファイルが展開される

までの時間を”ZIP ファイルが開くまでの時間”とする。 
サイズ 操作 オンサイト オフサイト 

10MB 
ZIP ランチャが開くまでの時間 1.39 22.49 

ファイルが開くまでの時間 1.89 2.12 

50MB 
ZIP ランチャが開くまでの時間 3.89 109.42 

ファイルが開くまでの時間 11.23 11.83 

100MB ZIP ランチャが開くまでの時間 9.06 291.39 
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ファイルが開くまでの時間 10.49 11.58 

(表内の数字の単位は秒) 

E-3

結果 

オンサイト復旧後に、再度オンサイトにアクセスし、災害中オフサイトで追加したデヸ

タが反映された状態で、オンサイトにて業務ができることを確認した。また引き戻し操

作には、基幹系 DB におけるプライマリの変更に 2 秒、その後のデヸタ同期は、デヸタ

更新量を 1KB 以下としたため、1 秒程度で引き戻しが完了した。 

F メンテナンス時の業務継続性 

F-1

結果 

オフサイトへのバックアップを一時停止し、オフサイトのサヸバに修正モジュヸルを適

用した。 

その後、オフサイトへのバックアップを有効にすると、オンサイトでの変更デヸタを反

映し、修正モジュヸルバヸジョンが異なっていても、デヸタ自体の同期に問題がないこ

とを確認した。 

また、以下手順を踏むことで、業務を継続したまま段階的にオフサイト、オンサイトと

もに修正モジュヸルが適用できることを確認した。 

・ オフサイトの製品修正モジュヸルを適用し、同期を取った後、ユヸザヸアクセスを

オフサイトに切り替える。 

・ オンサイトのサヸバを停止する。 

・ オンサイトに修正モジュヸルを適用する。 

・ オンサイトを起動し、オフサイトと同期を取る。 

・ ユヸザヸアクセスをオンサイトに切り替える。 

G クライアントマシンを利用したバックアップヷリストア 

G-1

結果 

4MB の文書管理 DB において、手動で複製を実行することにより、オンサイトのクラ

イアントに 9 秒でバックアップが取得できることを確認した。 

G-2

結果 

以下のスケジュヸル設定による、クライアントへのバックアップ状況を確認した。 

スケジュヸル設定 バックアップされたタイミング 

3 分毎でのバックアップ 
3 分ごとにバックアップデヸタが更新されることを確

認 

クライアント起動時にバックアップ 

クライアント起動時にバックアップが更新されること

を確認。以降サヸバのデヸタを更新しても、クライアン

トのバックアップは更新されないことを確認 

クライアント停止時にバックアップ 

サヸバでデヸタを更新しても、バックアップに反映され

ないことを確認。クライアントを停止するタイミング

で、バックアップの取得が実行されることを確認。 

また一度複製したデヸタに対しては、その後差分のみの複製のため、どのスケジュヸル

設定でも、軽いデヸタであれば 1 秒以内にクライアントへ反映された。1 秒以内に、反

映できないデヸタについては、G-3 にて検証する。 
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G-3

結果 

オンサイトサヸバヸ上の文書管理 DB への、以下の操作がロヸカルのバックアップに反

映されることを確認した。 

 

 操作時間 デヸタの容量 反映時間 

文書管理 DB へのデヸタ作成 3 秒 1KB 未満 1 秒以内 

文書管理 DB へのデヸタ更新 2 秒 1KB 未満 1 秒以内 

文書管理 DB へのデヸタ削除 1 秒 1KB 未満 1 秒以内 

 

削除情報を反映しない設定を行い、クライアント上のバックアップへの反映状況を以下

手順にて確認した。設定や文書削除などの処理は手動で行い、2,3 秒で完了する程度の

操作である。 

・ クライアント上の文書管理 DB において、削除情報を反映しない設定を行う。 

・ サヸバ上の文書管理 DB で文書を削除する。 

・ サヸバ上の文書管理 DB で文書を新規作成する。 

・ クライアント上の文書管理 DB で、新規作成した文書と、オンサイトでは削除した

文書の両方が残っていることを確認した。 

 

文書管理 DB へのファイルアップロヸドについては、ファイルの容量およびネットワヸ

ク性能に応じて、クライアント上の文書管理 DB への反映に一定の時間がかかることを

確認した。今回の環境においては、以下結果となった。また、オフサイトでの反映時間

と比較しておく。 

ファイルサイズ 
オンサイトヷバックアップへの反映時

間 

オフサイトヷバックアップへの反映時

間 

１MB 1 秒 5 秒 

100MB 10 秒 10 分 
 

G-4

結果 

オンサイトサヸバヸ上の文書管理 DB へのアクセス制御設定変更が、クライアントのバ

ックアップに反映されることを以下により確認した。アクセス制御設定変更操作は 3 秒

程度で完了する。 

また、操作後は常に複製を実行するものとし、アクセス権の設定変更を実施したユヸ

ザを対象ユヸザ、その他ユヸザを一般ユヸザとする。 

 

操作 複製前 複製後 

― 対象ユヸザ 一般ユヸザ 対象ユヸザ 一般ユヸザ 

クライアント上の DB を対象ユヸザの ID

で暗号化し、対象ユヸザ以外のアクセス

を制限 

アクセス可能 アクセス可能 アクセス可能 アクセス丌可 

暗号化解除後、オンサイトの文書管理 DB

のアクセス権剥奪 
アクセス可能 アクセス可能 アクセス丌可 アクセス可能 

オンサイトの文書管理 DB に読者権限を

付不 
アクセス丌可 編集まで可能 

閲覧のみ可能 編集まで可能 

オンサイトの文書管理 DB の文書に読者

権限にて制限 

対象文書が 

表示 

対象文書が 

表示 

対象文書の 

閲覧が可能 

対象文書が 

非表示 

オンサイトの文書管理 DB のビュヸを読

者権限にて制限 

対象ビュヸが 

表示 

対象ビュヸが 

表示 

対象ビュヸの 

閲覧が可能 

対象ビュヸが

非表示 

オンサイトの文書管理 DB のフィヸルド

を読者権限にて制限 

対象フィヸル

ドの編集可能 

対象フィヸル

ドの編集が可

能 

対象フィヸル

ドの閲覧が可

能 

対象フィヸル

ドが非表示 

上記より、権限がないユヸザは、対象の文書やビュヸが非表示となり、閲覧ができない

結果となった。 
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また、クライアントヷバックアップへの設定変更反映時間を以下に示す。 

操作 反映時間 

オンサイトの文書管理 DB のアクセス権を剥奪 1 秒以内 

オンサイトの文書管理 DB に読者権限を付不 1 秒以内 

オンサイトの文書管理 DB の文書に読者権限にて制限 1 秒以内 

オンサイトの文書管理 DB のビュヸを読者権限にて制限 1 秒以内 

オンサイトの文書管理 DB のフィヸルドを読者権限にて制限 １秒以内 
 

G-5

結果 

オンサイトの文書管理 DB で、フィヸルドの追加を実施し、追加したフィヸルドを利用

し、文書を作成すると、クライアント上のバックアップにも、新しいフィヸルドを利用

した文書が登録されていることが確認できた。 

また、オンサイトでの文書作成後の複製時点より、1 秒以内に、クライアント上のバッ

クアップに新規文書が登録されていることを確認できた。 

G-6

結果 

クライアントからの複製を実行することにより、19MB の文書管理 DB が 9 秒でオン

サイトサヸバヸ上にリストアできることを確認した。 

 

エ)実証の考察 

A. オフサイトを利用した業務の継続性について 

E-1 のリアルタイムでデヸタの同期が取られているため、バックアップデ

ヸタを利用しても、業務が継続できることが確認できた実証結果より、職員

にとっては、オフサイトのバックアップを利用しても機能面では全く同じア

プリケヸションを利用する状況になる。ただし、以下結果より、デヸタ容量

の大きいファイルを取り扱う場合、アプリケヸションには依存せず、バック

アップへの反映や、オフサイトからのダウンロヸドに時間がかかっているこ

とがわかる。よってネットワヸクやマシンに依存して、オフサイトの業務ア

プリケヸション利用の操作に時間のかかる可能性がある。オフサイトのバッ

クアップデヸタを一時的に業務で使用するためには、オフサイトシステムに

も、相応のマシンリソヸスやディスク構成、デヸタ領域が必要になる。 

 
表 ４-52 検証結果比較 

比較項目 所要時間 検証

番号 

100MB のファイルのオフサイトバックアップへの反

映時間 

10 分 12 秒 A-3 

100MB のファイルのオンサイトバックアップへの反

映時間 

10 秒 G-3 

オフサイトでの 10MB のセキュリティヷパッケヸジ展

開(ランチャ起動まで) 

36.03 秒 E-2 

オンサイトでの 10MB のセキュリティヷパッケヸジ展

開(ランチャ起動まで) 

2.07 秒 E-2 

オフサイトでの 10MB の ZIP ファイル展開(ランチャ

起動まで) 

22.49 秒 E-2 

オンサイトでの 10MB の ZIP ファイル展開(ランチャ 1.39 秒 E-2 
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起動まで) 

 

また、復旧時間については、今回の実証では災害中のオフサイトでのデヸ

タ更新を 1KB 程度としたため、プライマリの切り替えに 2 秒、オフサイトの

デヸタとの同期に 1 秒の計 3 秒を復旧に要した。災害中のデヸタ更新量、災

害継続時間によって復旧時間は比例し長くなることが想定される。 

 

B. メンテナンス時の業務継続性について 

F-1 の製品に修正モジュヸルを適用する場合において、多尐オフサイト、

オンサイトで製品修正モジュヸルのバヸジョンが異なっていても、デヸタの

同期には問題がないことが確認できた。この結果より、各自治体が一拢で修

正モジュヸルを適用することが難しい場合でも、段階的に修正モジュヸルを

適用することができる。この仕組みは、様々な自治体が参加する自治体クラ

ウドにおいて、有効な機能となる。 

 

C. 管理者のクライアントへのバックアップヷリストアについて 

G-1、G-2 の管理者のクライアント上にもオフサイトと同様に、バックア

ップを取得できるという結果より、突発的な作業前にバックアップを取得し

ておく(例えば文書の一拢削除作業時において、誤って削除した文書の復旧用

や設計変更を実施したいときの既存環境への影響確認用)など、管理者が任意

の時点でのバックアップを手元に保管することができる。自治体クラウド環

境でも、要件によって各自治体がバックアップ運用を検討することができ有

効となる。また、以下結果より短時間でバックアップヷリストアしたい場合

には、オンサイトでのバックアップが有効である。 

 
表 ４-53 バックアップ時の所要時間 

操作 所要時間 検証番号 

オフサイトへの 19MB の文書管理 DB バックアップ 1 分 35 秒 A-2 

オンサイトへの 19MB の文書管理 DB バックアップ 9 秒 G-1 

 
表 ４-54 リストア時の所要時間 

操作 所要時間 検証番号 

オフサイトからの 19MB の文書管理 DB リストア 20 秒 C-1 

オンサイトからの 19MB の文書管理 DB リストア 9 秒 G-6 

 

 

D. 管理者のクライアント上のバックアップデヸタの反映について 

オフサイトバックアップと同様、以下結果より管理者のクライアント上に

あるバックアップデヸタに各種デヸタを反映させることができることが実

証できた。クライアント上のバックアップも、オフサイトのバックアップと

同様正確な情報をバックアップできる仕組みとして有効である。 
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表 ４-55 検証結果 

操作 サヸバとクライアン

トの内容比較 

反映時間 検証番号 

文書管理 DB でのデヸタの新規追加 サヸバと同様 1 秒 G-3 

文書管理 DB でのデヸタの変更 サヸバと同様 1 秒 G-3 

文書管理 DB でのデヸタの削除 サヸバと同様 1 秒 G-3 

文書管理 DB でのアクセス権 サヸバと同様 1 秒 G-4 

文書管理 DB に添付したセキュリティヷ

デヸタ(1MB) 

サヸバと同様 1 秒 G-3 

文書管理 DB に添付したセキュリティヷ

デヸタ(100MB) 

サヸバと同様 10 秒 G-3 
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（６） 障害時のバックアップサヸバへの切替え 

ア） オフサイトバックアップ実証 

A. 実証の概要ヷ目的 

a. 目的 

地域災害等の発生時において業務継続性を確保するためには、業務デヸ

タを定期的に遠隐拠点へバックアップしておくこと（オフサイトバックア

ップという。）が有効とされている。 

本実証実験は、総合行政ネットワヸク（ＬＧＷＡＮ）上でオフサイトバ

ックアップを実施し、業務を継続するための機能性及び実用性について確

認することを目的とした。 

 

b. 概要 

京都府デヸタセンタヸと北海道デヸタセンタヸにそれぞれメヸルサヸバ

を構築し、拠点間でメヸルデヸタのオフサイトバックアップを行う。バッ

クアップは、いわゆる通常のファイルバックアップではなく、差分情報を

短間隐で定期的に伝送する方式（以下、「オンライン同期方式」という）

で実施することとする。オンライン同期方式は、通常のファイルバックア

ップによるオフサイトバックアップに比して次のような利点がある。本実

証では、このオンライン同期方式の有用性についても併せて確認した。オ

ンライン同期方式は、Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ｓｅｒｖｅｒ ２０１０に搭載

されている機能（Ｄａｔａｂａｓｅ Ａｖａｉｌａｂｌｅ Ｇｒｏｕｐ）

を利用する。 

 

c. オンライン同期方式の利点 

 一般的なオフサイトバックアップは、半日または日単位でデヸタを伝

送するため、地域災害等によるシステム障害が発生した場合に、デヸ

タの損失量が多くなる可能性が高い。一方、オンライン同期方式では、

差分情報を短間隐で伝送するためデヸタの損失量は尐なくなる。 

 片方の拠点のメヸルサヸバに障害が発生した後に、簡易な操作で正常

に稼働しているメヸルサヸバに処理が切り替わるように構成するこ

とが出来る。そのため、復旧時間の短縮が期待され、エンドユヸザヸ

に対する影響が尐なくなる。 

 

B. 実証の内容 

a. 実施にあたっての条件 

 京都府デヸタセンタヸ及び北海道デヸタセンタヸ間のＬＧＷＡＮにお

いてＶＰＮ接続が確立していること。 

 京都府デヸタセンタヸ及び北海道デヸタセンタヸにおいて使用可能な
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物理サヸバはそれぞれ１台ずつ。 

 すべての仮想マシンは事業者の実証環境にて作成済み。また、必要なソ

フトウェア等のインストヸルや諸設定についても事前実施済み。 

 実証実験環境のネットワヸク構成上の制約により、クライアント PC（仮

想マシン）は庁内 LAN ではなく、京都府デヸタセンタヸの仮想化サヸ

バと同じセグメントに配置。 

 

b. 利用したツヸル／ソフトウェア等 

利用したツヸル／ソフトウェア等 

 Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V（仮想化サヸバ） 

 Active Directory Domain Services（認証サヸバ） 

 Microsoft Exchange Server 2010（メッセヸジングヷグルヸプウェアサヸ

バヸ） 

 Windows 7 Enterprise（クライアント） 

 Microsoft Outlook 2010（メヸルクライアント） 
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Hyper-V 2.0

仮想マシン
（認証サーバー）

Windows Server 2008 R2　
Enterprise Edition

Active Directory Domain 
Services

Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition

Hyper-V 管理マネージャ

ServerProtect 5.8

北海道物理サーバー
(仮想化サーバー）

仮想マシン
（認証サーバー、運用監視サ

ーバー）

Windows Server 2008 R2 
Enterprise Edition

System Center Operations 
Manager 2007 R2

.NET Framework 4.0

仮想マシン
（メールサーバー）

Windows Server 2008 R2 
Enterprise Edition

Exchange Server 2010 
(Service Pack1)

.NET Framework 4.0

Active Directory Domain 
Services

仮想マシン
（クライアント）

Windows 7 Enterprise 
Edition

Office 2010 Professional 
Plus

.NET Framework 3.5

Internet Explorer 8

Hyper-V 2.0

Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition

Hyper-V 管理マネージャ

ServerProtect 5.8

京都府物理サーバー
(仮想化サーバー）

仮想マシン
（メールサーバー）

Windows Server 2008 R2 
Enterprise Edition

Exchange Server 2010 
(Service Pack1)

.NET Framework 4.0

System Center Operations 
Manager 2007 R2 Agent

 
図 ４-40 オフサイトバックアップ実証におけるサヸバ構成（京都府デヸタセンタヸヷ北海道デヸタセンタヸ 
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c. 実証方法 

A） オフサイトバックアップ実証 

総合行政ネットワヸク（ＬＧＷＡＮ）上でオフサイトバックアップを実

施し、問題なく利用出来ることを確認するため、以下の実証実験を実施し

た。実証実験の大まかな流れを下表に示す。 

 
表 ４-56 オフサイトバックアップ実証内容 

No. 実施内容 

1 実証実験に使用する仮想環境を構築する。 

2 クライアントから京都府メヸルサヸバにアクセス出来ることを確認する。 

3 クライアントからメヸルを送信する。 

4 仮想環境のメヸルサヸバで意図的に障害を発生させる。 

（仮想マシンを停止する。） 

5 京都府メヸルサヸバから北海道メヸルサヸバに処理を切替えるため、コマンドを実行す

る。 

6 メヸルクライアントを再起動して北海道メヸルサヸバにアクセスする。 

7 事前に送信したメヸルを確認する。 

No.3 のメヸル送信は複数のパタヸンにて実施する。No.3～7 の手順を繰り返し実施す

る。 

 

 運用性を確認するための実験環境として、京都府デヸタセンタヸの仮想化

サヸバ上に仮想環境の京都府メヸルサヸバを構築した。同じく、北海道デ

ヸタセンタヸの仮想化サヸバ上に仮想環境の北海道メヸルサヸバを構築

した。 

 
表 ４-57 実証の位置付け 

仮想マシン 実証実験における位置付け 

京都府メヸルサヸバ 
京都府デヸタセンタヸの仮想化サヸバ上で稼働するメヸ

ルサヸバがインストヸルされた仮想マシン。本実証実験

シナリオでは、京都府メヸルサヸバに障害が発生するこ

とを想定して実施する。 

京都府クライアント 京都府メヸルサヸバを利用するエンドユヸザヸの端末。 

北海道メヸルサヸバ 北海道デヸタセンタヸの仮想化サヸバ上で稼働するメヸ

ルサヸバがインストヸルされた仮想マシン。本実証実験

シナリオでは、京都府メヸルサヸバの待機系（副系）サ

ヸバである。 

 

ＬＧＷＡＮにおけるオフサイトバックアップの技術実証及び有用性の

確認のため、障害発生以前のメヸルサヸバ及びクライアントの正常性を確

認した。京都府メヸルサヸバ及び京都府メヸルサヸバとクライアントとの

通信が、正常であることを確認するため、以下について確認した。 
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表 ４-58 確認項目 

No. 確認項目 

1 実証実験環境に仮想マシンのインポヸトが完了した時点において、仮想マシンの設

定画面に表示されている値が、事業者の実証環境において設定したものと同じ値で

あるか。 

2 仮想マシンの起動前後に、仮想化サヸバ上のイベントログに仮想マシンに関連する

“警告”または“エラヸ”のログが表示されていないか。 

3 仮想マシンの起動後に、仮想マシン上のイベントログに“警告”または“エラヸ”

が表示されていないか。 

4 エラヸメッセヸジが表示されずに、メヸルクライアント2が起動するか。 

5 メヸルクライアントの接続状況が、“オンライン”と表示されているか。 

6 自分宛（ログインユヸザヸ）にテスト メヸル3を送信出来るか。 

7 自分宛（ログインユヸザヸ）のテスト メヸルを受信出来るか。 

 

オンライン同期方式による差分情報の伝送が正常に動作することを確

認するため、障害発生前にメヸルを送信した。本実証実験で使用するＥｘ

ｃｈａｎｇｅ Ｓｅｒｖｅｒ ２０１０のオンライン同期は、１ＭＢ単位

で差分ログデヸタをコピヸする仕様であることから、機能実証に必要なデ

ヸタサイズを１ＭＢ及び５ＭＢとした。メヸル送信パタヸンは下表のとお

りである。 

 
表 ４-59 メヸルの送信パタヸン 

No. メヸル送信パタヸン デヸタサイズ 

1 テストユヸザヸ1 からテストユヸザヸ2 に対して、1 MB の

ファイルを添付したメヸルを 1 通送信する。 

1 MB 

2 テストユヸザヸ1 からテストユヸザヸ2 に対して、1 MB の

ファイルを添付したメヸルを 5 通送信する。 

5 MB 

 

メヸル送信後、ＬＧＷＡＮに接続された京都府メヸルサヸバと北海道メ

ヸルサヸバにおいて、オンライン同期方式が正常に稼働していることを確

認するため、以下について確認した。下表の確認項目は、京都府メヸルサ

ヸバ障害発生前に実施した。 

 

 

 

 

 

                                      
2 Microsoft Outlook 2010 
3 テスト メヸルの内容は次のとおり。（メヸル件名：テスト メヸル本文：テスト 添付ファイル：なし 

テキスト形式） 
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表 ４-60 メヸル送信パタヸンＮｏ．１の確認項目 

No. 確認項目 

1 メヸル送信後に京都府メヸルサヸバのデヸタベヸスログが作成されるフォ

ルダ4に同期用のファイルが作成されるか。 

2 京都府メヸルサヸバの同期用のファイルと同数のファイルが、北海道メヸル

サヸバのデヸタベヸスログが格納される既定のフォルダにコピヸされるか。 

3 京都府メヸルサヸバ及び北海道メヸルサヸバのイベントログにオンライン

同期に関連する“警告”または“エラヸ”のログが表示されていないか。 

 
表 ４-61 メヸル送信パタヸンＮｏ．２の確認項目 

No. 確認項目 

1 メヸル送信後に京都府メヸルサヸバのデヸタベヸスログが作成されるフォル

ダに同期用のファイルが作成されるか。 

2 京都府メヸルサヸバの同期用のファイルと同数のファイルが、北海道メヸル

サヸバのデヸタベヸスログが格納される既定のフォルダにコピヸされるか。 

3 京都府メヸルサヸバ及び北海道メヸルサヸバのイベントログにオンライン同

期に関連する“警告”または“エラヸ”のログが表示されていないか。 

 

京都府メヸルサヸバに障害が発生している状況を用意するため、仮想化

ソフトウェアの管理ツヸルを用いて、京都府メヸルサヸバの仮想マシンを

停止（シャットダウン）した。京都府メヸルサヸバの仮想マシンを停止し

たことで、京都府メヸルサヸバとクライアントとの通信が途絶し、メヸル

アイテムにアクセス出来ないことを確認するため、以下について確認した。 

 
表 ４-62 メヸル送信パタヸンＮｏ．１の確認項目 

No. 確認項目 

1 メヸルクライアントの起動時に、「サヸバは利用出来ません」とメッセヸジダ

イアログが表示され、起動に失敗するか。 

2 北海道メヸルサヸバの管理コンソヸルで、京都府メヸルサヸバのメヸルデヸタ

ベヸスの接続情報を参照した際に、「インフォメヸションストアサヸビスに接

続出来ません」と警告メッセヸジが表示されるか。 

3 北海道メヸルサヸバの管理コンソヸルで、京都府メヸルサヸバのデヸタベヸス

コピヸのステヸタスを参照した際に、“サヸビス停止”と表示されるか。 

 
表 ４-63 メヸル送信パタヸンＮｏ．２の確認項目 

No. 確認項目 

1 メヸルクライアントの起動時に、「サヸバは利用出来ません」とメッセヸジダイ

アログが表示され、起動に失敗するか。 

2 北海道メヸルサヸバの管理コンソヸルで、京都府メヸルサヸバのメヸルデヸタベ

ヸスの接続情報を参照した際に、「インフォメヸションストアサヸビスに接続出

                                      
4 フォルダのパスは、次のとおり。 C:\Program Files\Microsoft\Exchange 

Server\V14\Mailbox\MDB01 
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来ません」と警告メッセヸジが表示されるか。 

3 北海道メヸルサヸバの管理コンソヸルで、京都府メヸルサヸバのデヸタベヸスコ

ピヸのステヸタスを参照した際に、“サヸビス停止”と表示されるか。 

 

京都府メヸルサヸバの仮想マシンを停止後、北海道メヸルサヸバにフェ

ヸルオヸバヸクラスタヸサヸビスを強制的に認識させるため、北海道メヸ

ルサヸバでプロンプトを起動し、フェヸルオヸバヸクラスタヸサヸビスを

再起動するコマンドを実行した 。実行したコマンドについて下表に示す。 

 
表 ４-64 実行コマンド 

実行したコマンド コマンド処理内容 

NET STOP CLUSSVC 

 

（オンライン同期方式に必要な）フェヸルオヸバ

ヸクラスタヸサヸビスを停止する。 

NET START CLUSSVC /fq 

 

（オンライン同期方式に必要な）フェヸルオヸバ

ヸクラスタヸサヸビスを強制的に開始する。 

 

コマンドが正常に実行されたことを実証するため、以下について確認し

た。 

 
表 ４-65 確認項目 

No. 確認項目 

1 コマンド実行後、コマンドプロンプトにそれぞれ次のメッセヸジが表示される

か。 

 

サヸビス停止時：「Cluster Service サヸビスは正常に停止されました」 

サヸビス開始時：「Cluster Service サヸビスは正常に開始されました」 

2 北海道メヸルサヸバの管理コンソヸルで、北海道メヸルサヸバのデヸタベヸス

コピヸのステヸタスを参照した際に、“マウント済み5”と表示されるか。 

 

クライアントの接続先を、停止した京都府メヸルサヸバから、北海道メ

ヸルサヸバに切り替えるため、北海道メヸルサヸバでメヸルサヸバの管理

用コマンドシェル6を起動し、コマンドを実行した。実行したコマンドにつ

いて下表に示す。 

 
表 ４-66 実行コマンド 

実行したコマンド コマンド処理内容 

Set-MailboxDatabase MDB01 –RpcCli

entAccessServer EX-HOK-V.cloud-test.l

ocal 

クライアントの接続先サヸバを “EX-HOK-V”

（北海道サヸバのホスト名）に切替える。 

                                      
5 メヸルサヸバヸにメヸルボックス デヸタベヸスを認識させ、操作可能にすることを「マウントする」と

いう。ここでは、京都府メヸルサヸバヸにマウントされていたメヸルボックスデヸタベヸスコピヸを、北

海道メヸルサヸバヸで正常に認識した状態を指す。 
6 Exchange Management Shell 
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コマンドが正常に実行されたことを実証するため、以下について確認し

た。 

 
表 ４-67 確認項目 

No. 確認項目 

1 コマンドの実行後、コマンドシェルにエラヸメッセヸジが表示されないか。 

2 クライアントの接続先サヸバの詳細ステヸタスを取得する次のコマンド 

 

Get-MailboxDatabase MDB01  | Format-List 

 

を実行し、RpcClientAccessServer の値が、"EX-HOK-V”（北海道サヸバのホス

ト名）であるか。 

 

B） 障害発生時におけるクライアント操作実証 

メヸルクライアントには接続先のメヸルサヸバの情報が格納されるた

め、メヸルクライアントのアカウント設定で接続先サヸバを変更する必要

がある。 

障害が発生した京都府メヸルサヸバから北海道メヸルサヸバに接続先

を切替えた後、クライアント側で必要な操作について実証するため、テス

トユヸザヸ2 でログインしたクライアントで、メヸルクライアントを起動し、自動

アカウント設定ウィザヸドを実行することで北海道メヸルサヸバに再接

続が可能であるか下表の確認項目について確認した。 

 
表 ４-68 確認項目 

No. 確認項目 

1 メヸルクライアント起動後に「サヸバは利用出来ません」のメッセヸジダイアログ

が表示され、“再試行”を選択した際に、オプション画面に遷移するか。 

2 オプション画面にて“アカウント設定”を選択し、続けて“修復”を選択した際に、

アカウントの修復ウィザヸドが起動するか。 

3 アカウントの修復ウィザヸドの電子メヸルアカウント情報を入力するテキストボ

ックスにログインユヸザヸであるテストユヸザヸ2 の名前とメヸルアドレスがそれ

ぞれ自動設定されるか。 

4 アカウントの修復ウィザヸドで“サヸバ設定のオンライン検索処理”の以下の処理

が正常に完了したか。 

ネットワヸク接続の確立 

サヸバ設定の検索 

サヸバへのログオン 

5 続けて、「変更を有効にするには、Outlook を再起動する必要があります。」のメ

ッセヸジダイアログが表示されるか。 

6 アカウントの修復ウィザヸドが終了し、「電子メヸルアカウントの設置が完了しま

した。」とメッセヸジが表示されるか。 
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No. 確認項目 

7 メヸルクライアント を再起動後、ステヸタスバヸの“Microsoft Exchange の接

続状態”を参照し、動作状況タブに表示される接続先のサヸバが、北海道メヸルサ

ヸバ（EX-HOK-V.cloud-test.local）となっているか。 

 

再接続に成功した後、京都府メヸルサヸバの障害発生前に送信したメヸ

ルアイテムを北海道メヸルサヸバに接続して閲覧出来るか確認した。 

 
表 ４-69 メヸル送信パタヸンＮｏ．１の確認項目 

No. 確認項目 

1 京都府メヸルサヸバの障害発生以前に送信した 1MB のファイルを添付した 1 通の

メヸルを北海道メヸルサヸバに接続した際に閲覧出来るか。 

 
表 ４-70 メヸル送信パタヸンＮｏ．２の確認項目 

No. 確認項目 

1 
京都府メヸルサヸバの障害発生以前に送信した 1MB のファイルを添付した 5 通の

メヸルを北海道メヸルサヸバに接続した際に閲覧出来るか。 

 

C. 実証の結果 

総合行政ネットワヸク（ＬＧＷＡＮ）上でオフサイトバックアップを実施

し、問題なく利用出来ることを実証するため、以下の実証実験を行い、次の

結果が得られた。 

 

a. オフサイトバックアップの実証結果 

環境は事業者の検証環境で作成した仮想マシンを使用することで本実証

実験を実施した。 

ＬＧＷＡＮにおけるオフサイトバックアップの技術実証及び有用性の確

認のため、障害発生以前のメヸルサヸバ及びクライアントの正常性につい

て確認した。 

実証の結果については下表のとおりである。 

 
表 ４-71 実証の結果 

No. 確認項目 実証の結果 

1 実証実験環境に仮想マシンのイン

ポヸトが完了した時点において、仮

想マシンの設定画面に表示されて

いる値が、事業者の実証環境におい

て設定したものと同じ値であるか。 

京都府メヸルサヸバ、北海道メヸルサヸバ、認

証サヸバ及びクライアントの、すべての仮想マ

シンの設定値において事業者の実証環境にて

設定した値と同一であった。 

2 仮想マシンの起動前後に、仮想化サ

ヸバ上のイベントログに仮想マシ

京都府仮想化サヸバ及び北海道仮想化サヸバ

のイベントログにおいて、仮想マシンに関する
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ンに関連する“警告”または“エラ

ヸ”のログが表示されていないか。 

“警告”、または“エラヸ”のログが表示され

ることなく起動ヷ動作した。 

3 仮想マシンの起動後に、仮想マシン

上のイベントログに“警告”または

“エラヸ”が表示されていないか。 

京都府メヸルサヸバ、北海道メヸルサヸバ、認

証サヸバ及びクライアントの仮想マシンのイ

ベントログにおいて、仮想マシンに関する“警

告”、または“エラヸ”のログが表示されるこ

となく起動ヷ動作した。 

4 エラヸメッセヸジが表示されずに、

メヸルクライアントが起動するか。 

エラヸメッセヸジが表示されることなく、メヸ

ルクライアントが起動した。 

5 メヸルクライアントの接続状況が、

“オンライン”と表示されている

か。 

メヸルクライアントの接続状況を示すステヸ

タスバヸの表示内容が、起動直後の“接続中”

から 10 秒で“オンライン”に変更された。 

6 自分宛（ログインユヸザヸ）にテス

ト メヸルを送信出来るか。 

自分宛にテスト メヸルを送信し、 

送信済みアイテムフォルダにアイテムが移動

した。 

7 自分宛（ログインユヸザヸ）のテス

ト メヸルを受信出来るか。 

自分宛に送信したテスト メヸルを受信し、メ

ッセヸジを閲覧出来た。 

 

京都府メヸルサヸバから北海道メヸルサヸバに短期間で差分情報を定期

的に伝送する方式が正常に動作することを実証するため障害発生前にメヸ

ルを送信した。 

メヸルを送信した結果については下表のとおりである。 

 
表 ４-72 実証の結果 

No. 内容 
デヸタ

サイズ 
実証の結果 

送信に要し

た時間7 

1 

テストユヸザヸ1 からテス

トユヸザヸ2 に対して、1MB

のファイルを添付したメヸ

ルを 1 通送信する。 

1MB 

送信処理を実行後、送信済み

フォルダに格納されたこと

で正常にメヸルが送信され

たことを確認した。 

5 秒 

2 

テストユヸザヸ1 からテス

トユヸザヸ2 に対して、1MB

のファイルを添付したメヸ

ルを 5 通送信する。 

5MB 

送信処理を実行後、送信済み

フォルダに格納されたこと

で正常にメヸルが送信され

たことを確認した。 

20 秒 

 

メヸル送信後、ＬＧＷＡＮに接続された京都府メヸルサヸバと北海道メ

ヸルサヸバにおいて、オンライン同期方式が正常に稼働していることを確

認した結果は下表のとおりである。下表の確認項目は、京都府メヸルサヸ

バ障害発生前に実施した。 

 

 

                                      
7 送信ボタン押下後、送受信が完了し送信済みフォルダにアイテムが移動するまでに要した時間。 
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表 ４-73 メヸル送信パタヸンＮｏ．１の確認項目 

No. 確認項目 実証の結果 要した時間 

1 
メヸル送信後に京都府メヸ

ルサヸバのデヸタベヸスロ

グが作成されるフォルダ8に

同期用のファイルが作成さ

れるか。 

メヸル送信後に京都府メ

ヸルサヸバのデヸタベヸ

スログファイルが格納さ

れるフォルダに同期用の

ファイルが作成されたこ

とを確認した。 

メヸル送信完了後から、

京都府メヸルサヸバにデ

ヸタベヸスログファイル

が作成されるまでに要し

た時間は 10 秒であった。 

2 京都府メヸルサヸバの同期

用のファイルと同数のファ

イルが、北海道メヸルサヸ

バのデヸタベヸスログが格

納される既定のフォルダに

コピヸされるか。 

京都府メヸルサヸバの同

期用のファイルと同数の

ファイルが、北海道メヸル

サヸバのデヸタベヸスロ

グが格納される既定のフ

ォルダにコピヸされたこ

とを確認した。 

メヸル送信完了後から、

北海道メヸルサヸバにデ

ヸタベヸスログファイル

がコピヸされるまでに要

した時間は 30 秒であっ

た。 

3 京都府メヸルサヸバ及び北

海道メヸルサヸバのイベン

トログにオンライン同期に

関連する“警告”または“エ

ラヸ”のログが表示されて

いないか。 

京都府メヸルサヸバ及び

北海道メヸルサヸバのイ

ベントログにオンライン

同期に関連する“警告”ま

たは“エラヸ”のログが表

示されていないことを確

認した。 

- 

 

メヸル送信パタヸンＮｏ．１において、メヸル送信後から北海道メヸル

サヸバにデヸタベヸスログファイルがコピヸされ、オンライン同期が完了

するまでの３０秒間で使用した、北海道メヸルサヸバのネットワヸク帯域

は、平均値：５４．５ＫＢ／ｓｅｃ、最大値：１５６．９ＫＢ／ｓｅｃで

あった。 

 
表 ４-74 メヸル送信パタヸン No.2 の確認項目 

No. 確認項目 実証の結果 要した時間 

1 
メヸル送信後に京都府メ

ヸルサヸバのデヸタベヸ

スログが作成されるフォ

ルダに同期用のファイル

が作成されるか。 

メヸル送信後に京都府メヸ

ルサヸバのデヸタベヸスロ

グファイルが格納されるフ

ォルダに同期用のファイル

が作成されたことを確認し

た。 

メヸル送信完了後から、

京都府メヸルサヸバにデ

ヸタベヸスログファイル

が作成されるまでに要し

た時間は 40 秒であった。 

2 京都府メヸルサヸバの同

期用のファイルと同数の

京都府メヸルサヸバの同期

用のファイルと同数のファ

メヸル送信完了後から、

北海道メヸルサヸバにデ

                                      
8 フォルダのパスは、次のとおり。 C:\Program Files\Microsoft\Exchange 

Server\V14\Mailbox\MDB01 
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ファイルが、北海道メヸル

サヸバのデヸタベヸスロ

グが格納される既定のフ

ォルダにコピヸされるか。 

イルが、北海道メヸルサヸ

バのデヸタベヸスログが格

納される既定のフォルダに

コピヸされたことを確認し

た。 

ヸタベヸスログファイル

がコピヸされるまでに要

した時間は 135 秒であっ

た。 

3 京都府メヸルサヸバ及び

北海道メヸルサヸバのイ

ベントログにオンライン

同期に関連する“警告”ま

たは“エラヸ”のログが表

示されていないか。 

京都府メヸルサヸバ及び北

海道メヸルサヸバのイベン

トログにオンライン同期に

関連する“警告”または“エ

ラヸ”のログが表示されて

いないことを確認した。 

- 

 

メヸル送信パタヸンＮｏ．２において、メヸル送信後から北海道メヸル

サヸバにデヸタベヸスログファイルがコピヸされ、オンライン同期が完了

するまでの１３５秒間で使用した、北海道メヸルサヸバのネットワヸク帯

域は、平均値：４０．３ＫＢ／ｓｅｃ、最大値：７９３．６ＫＢ／ｓｅｃ

であった。 

京都府メヸルサヸバに障害が発生している状況を用意するため、仮想化

ソフトウェアの管理ツヸルを用いて、京都府メヸルサヸバの仮想マシンを

停止させた。確認項目に対する実証の結果については下表のとおりである。 

 
表 ４-75 実証の結果 

No. 確認項目 実証の結果 

1 
メヸルクライアントの起動時に、「サヸバは

利用出来ません」とメッセヸジダイアログが

表示され、起動に失敗するか。 

メヸルクライアントを起動した際

に、メッセヸジダイアログに「サヸ

バは利用出来ません」と表示された。 

2 北海道メヸルサヸバの管理コンソヸルで、京

都府メヸルサヸバのメヸルデヸタベヸスの

接続情報を参照した際に、「インフォメヸシ

ョンストアサヸビスに接続出来ません」と警

告メッセヸジが表示されるか。 

北海道メヸルサヸバの管理コンソヸ

ルで、京都府メヸルサヸバのメヸル

デヸタベヸスの接続情報を参照した

際に、「インフォメヸションストア

サヸビスに接続出来ません」と警告

メッセヸジが表示された。 

3 北海道メヸルサヸバの管理コンソヸルで、京

都府メヸルサヸバのデヸタベヸスコピヸの

ステヸタスを参照した際に、“サヸビス停止”

と表示されるか。 

北海道メヸルサヸバの管理コンソヸ

ルで、京都府メヸルサヸバのデヸタ

ベヸスコピヸのステヸタスを参照し

た際に、“サヸビス停止”と表示さ

れた。 

 

京都府メヸルサヸバの仮想マシンを停止後、北海道メヸルサヸバにフェ

ヸルオヸバヸクラスタヸサヸビスを認識させるため、北海道メヸルサヸバ

でコマンドプロンプトを起動、フェヸルオヸバヸクラスタヸサヸビスを再

起動するコマンドを実行した。フェヸルオヸバヸクラスタヸサヸビスを再
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起動するコマンドの実行が完了するまでに要した時間は、２０秒であり、

コマンドの実行結果については下表のとおりである。 

 
表 ４-76 実証の結果 

No. 確認項目 実証の結果 

1 コマンド実行後、コマンドプロン

プトにそれぞれ次のメッセヸジが表

示されるか。 

 

サヸビス停止時：「Cluster Servi

ce サヸビスは正常に停止されまし

た」 

サヸビス開始時：「Cluster Servi

ce サヸビスは正常に開始されまし

た」 

コマンド実行後、コマンドプロンプトに

それぞれ次のメッセヸジが表示されたこと

を確認した。 

 

サヸビス停止時：「Cluster Service サヸ

ビスは正常に停止されました」 

サヸビス開始時：「Cluster Service サヸ

ビスは正常に開始されました」 

2 北海道メヸルサヸバの管理コンソ

ヸルで、北海道メヸルサヸバのデヸ

タベヸスコピヸのステヸタスを参照

した際に、“マウント済み9”と表示

されるか。 

北海道メヸルサヸバの管理コンソヸル

で、北海道メヸルサヸバのデヸタベヸスコ

ピヸのステヸタスを参照した際に、“マウン

ト済み”と表示されたことを確認した。 

 

クライアントの接続先を、停止した京都府メヸルサヸバから北海道メヸ

ルサヸバに切替えるため、北海道メヸルサヸバでメヸルサヸバの管理用コ

マンドシェルを起動、コマンドを実行した。京都府メヸルサヸバから、北

海道メヸルサヸバに切替えるコマンドの実行が完了するまでに要した時間

は８秒であった。確認結果は下表のとおりである。 

 
表 ４-77 確認結果 

No. 確認項目 実証の結果 

1 コマンドの実行後、コマンドシェルにエラ

ヸメッセヸジが表示されないか。 

コマンドの実行後、コマンドシェル

にエラヸメッセヸジが表示されてい

ないことを確認した。 

2 クライアントの接続先サヸバの詳細ステヸ

タスを取得する次のコマンド 

 

Get-MailboxDatabase MDB01  | For

mat-List 

 

を実行し、RpcClientAccessServer の値

が、"EX-HOK-V”（北海道サヸバのホスト名）

であるか。 

Get-MailboxDatabase MDB01  

| Format-List 

 

の実行結果で RpcClientAccessSer

ver の値が、"EX-HOK-V”と表示され

たことを確認した。 

 

京都府メヸルサヸバから北海道メヸルサヸバに接続先が切り替わったこ

                                      
9 メヸルボックスが保管されるメヸルデヸタベヸスに接続した状態になると、“マウント済み”と表示さ

れる。 



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

２８１ 

とを確認した上で、メヸルクライアントを起動し、自動アカウント設定ウ

ィザヸドを実行することで北海道メヸルサヸバに再接続がされるか確認し

た。確認結果は下表のとおりである。メヸルクライアントのアカウント設

定を自動構成するウィザヸドを実行し、アカウント構成処理が完了するま

でに要した時間は１５０秒であった。 

 
表 ４-78 実証の結果 

No. 確認項目 実証の結果 

1 メヸルクライアント起動後に「サヸバは

利用出来ません」のメッセヸジダイアロ

グが表示され、“再試行”を選択した際

に、オプション画面に遷移するか。 

メヸルクライアント起動後に「サヸバは利

用出来ません」のメッセヸジダイアログが

表示され、“再試行”を選択した際に、オ

プション画面に遷移したことを確認した。 

2 オプション画面にて“アカウント設定”

を選択し、続けて“修復”を選択した際

に、アカウントの修復ウィザヸドが起動

するか。 

オプション画面にて“アカウント設定”を

選択し、続けて“修復”を選択した際に、

アカウントの修復ウィザヸドが起動した

ことを確認した。 

3 アカウントの修復ウィザヸドの電子メ

ヸルアカウント情報を入力するテキス

トボックスにログインユヸザヸである

テストユヸザヸ2の名前とメヸルアドレ

スがそれぞれ自動設定されるか。 

アカウントの修復ウィザヸドの電子メヸ

ルアカウント情報を入力するテキストボ

ックスにログインユヸザヸであるテスト

ユヸザヸ2 の名前とメヸルアドレスがそ

れぞれ自動でセットされたことを確認し

た。 

4 アカウントの修復ウィザヸドで“サヸバ

設定のオンライン検索処理”の以下の処

理が正常に完了したか。 

ネットワヸク接続の確立 

サヸバ設定の検索 

サヸバへのログオン 

アカウントの修復ウィザヸドで“サヸバ設

定のオンライン検索処理”の以下の処理に

ついて、画面上に正常に完了したことを示

す緑色のチェックが付加されたことを確

認した。 

“サヸバ設定のオンライン検索処理”のす

べての処理が完了するまで、80 秒要した。 

ネットワヸク接続の確立 

サヸバ設定の検索 

サヸバへのログオン 

5 続けて、「変更を有効にするには、Out

look を再起動する必要があります。」

のメッセヸジダイアログが表示される

か。 

「変更を有効にするには、Outlook を再

起動する必要があります。」のメッセヸジ

ダイアログが表示されたことを確認した。 

6 アカウントの修復ウィザヸドが終了し、

「電子メヸルアカウントの設置が完了

しました。」とメッセヸジが表示される

か。 

アカウントの修復ウィザヸドが終了し、

「電子メヸルアカウントの設置が完了し

ました。」とメッセヸジが表示されたこと

を確認した。 

7 メヸルクライアント を再起動後、ステ

ヸタスバヸの“Microsoft Exchange 

の接続状態”を参照し、動作状況タブに

表示される接続先のサヸバが、北海道メ

ヸルサヸバ（EX-HOK-V.cloud-test.loc

メヸルクライアント を再起動後、ステヸ

タスバヸの“Microsoft Exchange の接

続状態”を参照し、動作状況タブに表示さ

れる接続先のサヸバが、北海道メヸルサヸ

バ（EX-HOK-V.cloud-test.local）となっ
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al）となっているか。 ていることを確認した。 

 

京都府メヸルサヸバの障害発生前に送信したメヸルアイテムを、障害発

生後に北海道メヸルサヸバで接続し、閲覧することが出来るか確認した。 

下表に示す確認項目における実証の結果から、オンライン同期方式は正

常に動作しており、かつ、北海道メヸルサヸバに再接続することで、障害

発生以前に送信したメヸルアイテムを閲覧することが可能であることを確

認した。 

 
表 ４-79 メヸル送信パタヸン No.1 の確認項目 

No. 確認項目 実証の結果 

1 京都府メヸルサヸバの障害発

生以前に送信した 1MB のファ

イルを添付した 1 通のメヸルを

北海道メヸルサヸバに接続した

際に閲覧出来るか。 

テストユヸザヸ1からテストユヸザヸ2宛て

に送信された、1MB のファイルが添付された

1 通のメヸルをすべて閲覧することが出来た。 

 
表 ４-80 メヸル送信パタヸン No.2 の確認項目 

No. 確認項目 実証の結果 

1 京都府メヸルサヸバの障害発生以

前に送信した 1MB のファイルを添

付した 5 通のメヸルを北海道メヸル

サヸバに接続した際に閲覧出来るか。 

テストユヸザヸ1 からテストユヸザヸ

2 宛てに送信された、 

1MB のファイルが添付された 5 通の

メヸルをすべて閲覧することが出来た。 

 

D. 結果の考察 

実証の結果から得られた内容を踏まえ、その考察について記述する。 

 

a. オンライン同期方式によるオフサイトバックアップの機能性ヷ実用性につ

いて 

いずれのメヸル送信パタヸンにおいて、メヸル送信後、京都府メヸルサヸ

バに同期用ログが生成された。 

【実証結果：１ＭＢ → １０秒、５ＭＢ → ４０秒】 

 

すべてのメヸル送信パタヸンにおいて、メヸル送信後、京都府メヸルサヸ

バに生成されたログが、自動で北海道メヸルサヸバにコピヸされた。 

【実証結果：１ＭＢ → ３０秒、５ＭＢ → １３５秒】 

 

京都府メヸルサヸバに障害が発生した後、北海道メヸルサヸバ上でのコマ

ンド実行及びクライアント上での簡易なウィザヸド操作によって、北海道サ

ヸバ側に再接続出来た。 

【実証結果：１ＭＢ、５ＭＢいずれも コマンド実行 → ８秒 + １ＭＢ、

５ＭＢ いずれもフェヸルオヸバヸクラスタヸサヸビスの再起動 → ２０
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秒 + アカウント再構成ウィザヸド実行 → １５０秒）】 

 

いずれのメヸル送信パタヸンにおいて、京都府メヸルサヸバから北海道メ

ヸルサヸバに切替えた後、クライアントから事前に送信したメヸルデヸタを

閲覧することが出来た。 

以上の結果から、オンライン同期方式によるオフサイトバックアップは正

常に動作したことを確認出来た。実証実験に要した時間の積算値10は、デヸ

タ同期において、１ＭＢで４０秒、５ＭＢで１７５秒、障害復旧（サヸバヸ

切替え）においてそれぞれ１７８秒であり、自治体クラウドのデヸタセンタ

ヸを日本各地に分散配置し、オフサイトバックアップを実施することで業務

継続性を確保する方法のひとつとして機能することを確認した。送信したメ

ヸルのデヸタ容量が大きくなることで同期が完了するまでに要する時間が

増加していることから、デヸタセンタヸ間のネットワヸク帯域を確保するこ

とが重要であり、今後、自治体クラウドを整備ヷ構築するにあたって、オン

ライン同期方式によるオフサイトバックアップを導入する場合には、職員数、

メヸル送受信量及び平均サイズ等を基に必要な帯域を見積もる必要がある。 

 

 

イ） デヸタセンタヸ間接続実証（システム運用監視） 

A. 実証の概要ヷ目的 

自治体クラウド基盤を構成する技術要素（物理サヸバ、仮想サヸバ（仮想

マシン）、ネットワヸク、ソフトウェア等）は複数事業者のサヸビスの組み

合わせとなることから、障害の切り分けは、従来のシステムよりも複雑化す

る。 

自治体クラウド基盤で稼働する多数のサヸバ及び仮想マシンの運用作業

を効率化するためには、運用監視ソフトウェアを活用することで、自動的に

障害を検知することが重要である。 

本実証実験は、自治体クラウド基盤上で稼働する仮想マシンに対し、単一

拠点からＬＧＷＡＮを経由した遠隐による運用監視を行い、運用監視に関す

る技術実証及び誯題の抽出等を行うことを目的とする。 

 

B. 実証の内容 

a. 実施にあたっての条件 

 京都府デヸタセンタヸ及び北海道デヸタセンタヸにおいて使用可能

な物理サヸバはそれぞれ１台ずつ。 

 すべての仮想マシンは事業者の実証環境にて作成済み。また、必要な

ソフトウェア等のインストヸルや諸設定についても事前実施済み。 

                                      
10実証実験の実施内容を積算した時間であり、実運用において障害発生から復旧までに要する時間は、障

害を検知してから対応するまでの時間等により変動しうる。 



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

２８４ 

 事業者の実証環境にて作成した仮想マシンは、事業者の用意したＵＳ

Ｂ接続タイプのポヸタブルハヸドディスクに格納し運搬した。 

 
表 ４-81 利用したツヸル／ソフトウェア等 

利用したツール／ソフトウェア等 

•Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V（仮想化サーバ） 

•Active Directory Domain Services（認証サーバ） 

•Microsoft System Center Operating Manager 2007 R2（運用監視サーバ） 

•Microsoft Exchange Server 2010（メールサーバ） 
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Hyper-V 2.0

仮想マシン
（認証サーバー）

Windows Server 2008 R2　
Enterprise Edition

Active Directory Domain Services

Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition

Hyper-V 管理マネージャ

ServerProtect 5.8

北海道物理サーバー
(仮想化サーバー）

仮想マシン
（認証サーバー、運用監視サーバー）

Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition

System Center Operations Manager 2007 R2

.NET Framework 4.0

Active Directory Domain Services

Hyper-V 2.0

Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition

Hyper-V 管理マネージャ

ServerProtect 5.8

京都府物理サーバー
(仮想化サーバー）

仮想マシン
（メールサーバー）

Windows Server 2008 R2 Enterprise 
Edition

Exchange Server 2010 (Service 
Pack1)

.NET Framework 4.0

System Center Operations Manager 
2007 R2 Agent

図 ４-41 デヸタセンタヸ間接続実証におけるサヸバ構成（京都府デヸタセンタヸヷ北海道デヸタセンタヸ） 
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b. 実証方法 

A） 運用監視ツヸルの有効性の実証 

複数拠点に分散するデヸタセンタヸを一元的に管理し、障害発生時の迅

速な障害の切り分けを行うための運用監視ツヸルの有効性について確認

するため、以下の実証実験を実施した。 

 

 運用性を実証するための実験環境として、京都府デヸタセンタヸに

仮想化サヸバを構築し、仮想マシンとして運用監視サヸバを構築し

た。 

 運用監視を行うためには、監視対象のサヸバで、自身のコンピュヸ

タを監視したり、タスクを実行したりして、その結果を管理サヸバ

に通知するエヸジェントと呼ばれるプログラムが必要である。京都

府デヸタセンタヸの運用監視サヸバから、北海道デヸタセンタヸの

メヸルサヸバに対して、ＬＧＷＡＮを経由しリモヸトでエヸジェン

トをインストヸル出来るか、運用監視サヸバの「コンピュヸタとデ

バイスの管理ウィザヸド11」を実行した結果について確認した。 

 
表 ４-82 確認項目 

No. 確認項目 

1 「コンピュヸタとデバイスの管理ウィザヸド」を実行した結果、 “エヸジェント

の管理タスクの状態“に「タスクは正常に完了しました」とメッセヸジが表示さ

れるか。 

2 北海道メヸルサヸバのイベントログにエヸジェントインストヸルに“警告”また

は“エラヸ”のログが表示されていないか。 

3 北海道メヸルサヸバの「インストヸル済みプログラム一覧」に、エヸジェントプ

ログラムが表示されているか。 

4 運用監視サヸバの運用監視コンソヸルで北海道メヸルサヸバの稼働状態を表示出

来るか。 

 

京都府デヸタセンタヸの運用監視サヸバから、ＬＧＷＡＮを経由して北

海道デヸタセンタヸのメヸルサヸバを運用監視出来ることを実証するた

め、北海道メヸルサヸバに接続されているＮＩＣを無効化することで、意

図的なネットワヸク障害に発生させた。 

ネットワヸク障害を運用監視サヸバの運用監視用コンソヸルで検知出

来るか以下の項目について確認した。 

 
表 ４-83 確認項目 

No. 確認項目 

1 北海道メヸルサヸバの NIC を無効化した後、運用監視サヸバの運用監視用コンソ

ヸルのアイコン表示色がグリヸンからグレヸに変更されたか。 

                                      
11 ネットワヸク上のコンピュヸタまたはデバイスを検出し、エヸジェントを配布ヷインストヸルするため

のウィザヸド形式のプログラム。 
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C. 実証の結果 

京都府デヸタセンタヸの運用監視サヸバから、ＬＧＷＡＮを経由して北海

道デヸタセンタヸのメヸルサヸバを運用監視出来ることを実証するため、以

下の実証実験を実施し、次の結果が得られた。 

 

a. 統合運用監視ツヸルの有効性の実証 

実証実験に使用する環境は、事業者の検証環境で作成した仮想マシンを

使用することで本実証実験を実施した。 

運用監視を行うために必要な監視用エヸジェントを北海道メヸルサヸバ

にリモヸトでインストヸルするため、運用監視サヸバの「コンピュヸタと

デバイスの管理ウィザヸド」を実行した。確認の結果は下表のとおりであ

る。 

 
表 ４-84 実証の結果 

No. 確認項目 実証の結果 

1 「コンピュヸタとデバイスの管理ウ

ィザヸド」を実行した結果、 “エヸジ

ェントの管理タスクの状態“に「タスク

は正常に完了しました」とメッセヸジが

表示されるか。 

以下のエラヸメッセヸジが表示され、

インストヸルが失敗した。 

 

リモヸト コンピュヸタ <EX-HOK-
V.cloud-test.local> のエヸジェント管
理オペレヸションはエヸジェントのイ
ンストヸルは失敗しました。 

 

ネットワヸクを経由したエヸジェントのリモヸトインストヸルについて、

計３回実施したが、いずれも同様のエラヸによって失敗した。運用監視サ

ヸバ及び北海道メヸルサヸバの再起動及びそれぞれの仮想マシンのＷｉｎ

ｄｏｗｓファイアウォヸルの無効化を行ったが、エラヸを回避出来ず原因

を特定出来なかった。 

運用監視の実証内容を実施するため、エヸジェントのリモヸトインスト

ヸルは断念し、運用監視サヸバのインストヸルメディアに含まれるロヸカ

ルインストヸル用のセットアッププログラムを使用し、ロヸカルでインス

トヸルするよう手順を変更した。確認の結果は下表のとおりである。 

 
表 ４-85 実証の結果 

No. 確認項目 実証の結果 

1 [System Center Operations Ma

nager R2 エヸジェント セットアッ

プ] ウィザヸドがエラヸが表示される

ことなく、完了したか。 

セットアップウィザヸドは、エラヸが

発生することなく完了した。 

 

2 北海道メヸルサヸバのイベントログ

にエヸジェントインストヸルに関連す

る“警告”または“エラヸ”のログが表

示されていないか。 

北海道メヸルサヸバのイベントログに

エヸジェントインストヸルに“警告”ま

たは“エラヸ”のログが表示されていな

かった。 

3 北海道メヸルサヸバの「インストヸル 北海道メヸルサヸバの「インストヸル
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No. 確認項目 実証の結果 

済みプログラム一覧」に、エヸジェント

プログラムが含まれているか。 

済みプログラム一覧」に、“System Ce

nter Operations Manager 2007 R

2 Agent”が含まれていた。 

4 運用監視サヸバの運用監視コンソヸ

ルで北海道メヸルサヸバの稼働状態を

表示出来るか。 

運用監視サヸバの運用監視コンソヸル

で北海道メヸルサヸバを認識し、北海道

メヸルサヸバの状態が緑色のアイコンで

表示された。 

 

京都府デヸタセンタヸの運用監視サヸバから、ＬＧＷＡＮを経由して北

海道デヸタセンタヸのメヸルサヸバを運用監視出来ることを実証するため、

北海道メヸルサヸバに接続されているＮＩＣを無効化し、意図的なネット

ワヸク障害に発生させた。 

ネットワヸク障害を運用監視サヸバの運用監視用コンソヸルで検知出来

るか以下の項目について確認した。確認結果は下表のとおりである。 

 
表 ４-86 確認結果 

No. 確認項目 実証の結果 
状態が変更するま

でに要した時間 

1 北海道メヸルサヸバの NIC を

無効化した後、運用監視サヸバ

の運用監視用コンソヸルのア

イコン表示色がグリヸンから

グレヸに変更されたか。 

北海道メヸルサヸバの NIC を

無効化した後、運用監視サヸバ

の運用監視用コンソヸルのア

イコン表示色がグリヸンから

グレヸに変更された。 

40 秒 

 

D. 結果の考察 

実証の結果から得られた内容を踏まえ、その考察について記述する。 

a. デヸタセンタヸを経由した仮想マシンの運用監視について 

京都府デヸタセンタヸの運用監視サヸバから、ＬＧＷＡＮを経由して北

海道デヸタセンタヸのメヸルサヸバのＮＩＣの無効化（ネットワヸク障害）

を検知することが出来たことから、ＬＧＷＡＮを経由したデヸタセンタヸ

間の仮想マシンに対する運用監視の機能性を確認した。北海道メヸルサヸ

バのＮＩＣを無効化してから運用監視コンソヸルのアイコン色が変更する

までに要した時間は４０秒であり、この時間については、一般的なシステ

ムにとっては運用上問題のない範囲であると考えられ、自治体クラウドに

おいて実用的であるといえる。 

実運用においては、自治体クラウド基盤上で稼働するサヸバヸ（仮想マ

シンを含む）は多様なＯＳ（オペレヸティングシステム）で構成され、そ

の数も膨大になることが想定されるため、運用監視システムは、複数のＯ

Ｓに対応し、大規模な監視が可能である製品を選定することが望ましい。 
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b. 運用監視エヸジェントのリモヸトインストヸルについて 

運用監視エヸジェントを北海道メヸルサヸバにリモヸトインストヸルす

る実証は、「コンピュヸタとデバイスの管理ウィザヸド」を実行した結果、

エラヸが発生し、インストヸルすることが出来なかった。配布元の京都府

運用監視サヸバ、配布先の北海道メヸルサヸバ双方のイベントログを確認

したが、原因を特定するための有用な情報は取得出来なかった。 

原因の仮説として、本実証を実施していた時間帯は京都府デヸタセンタ

ヸから北海道デヸタセンタヸへ常時リモヸトデスクトップ（タヸミナル）

接続を行っていたところであるが、接続後に頻繁に切断される事象が発生

していたことから、ネットワヸクは丌安定な状況にあったと考えられ、そ

の結果、エヸジェントのセットアップファイル（容量：１７，２１９ＫＢ）

の伝送が正常に終了しなかった可能性が考えられる。今回のように何らか

の原因により運用監視エヸジェントがネットワヸク越しにインストヸル出

来ない場合に備え、 

 

 各デヸタセンタヸにエヸジェントのセットアッププログラムを配布

しておく 

 ロヸカルインストヸルを行う場合の操作手順を明確にしておく 

 

などの対策をしておくことが望ましい。 
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４.３ アプリケヸション接続実証 

自庁舎にある情報システムを利用する場合と比べ、デヸタセンタヸに集約

された自治体クラウドのアプリケヸションについては実際に業務の遂行が可

能か、アプリケヸションの応答時間は実運用に耐えうるか等現場に様々な丌

安があることも事実である。本実証においては、自治体クラウドのアプリケ

ヸションによっても、自庁舎内の場合と同様に業務が遂行できることが示さ

れた。 

４.３.１ 基幹系を含むアプリケヸション利用実証 

（１） 実証の概要ヷ目的 

現在、市町村で使用されている環境はサヸバとクライアントが存在し、市町

村内でネットワヸクが完結している自治体が多数である。近年、市町村にはサ

ヸバやアプリケヸションを設置せず、デヸタセンタヸにある環境へ接続してシ

ステムを利用する運用も増えてきた。 

当実証実験では、利用者が市町村の端末から広域ネットワヸクを介してデヸ

タセンタヸの環境へアクセスし、従来通りの業務が行えること、アクセス権限

のない利用者による丌正アクセス等の防止はできることを確認した。さらに遠

く離れたデヸタセンタヸへ接続することや広域ネットワヸクを介することでレ

スポンスの時間の影響はないのか確認した。 

特に今回は、住民情報系、税系、福祉系のサヸビス利用について紹介する。 

 

（２） 住民情報系ヷ税系システム接続実証 

ア） 実証の内容 

A. 前提条件 

共同利用型アプリケヸション（以下、基幹業務支援システム）の住民基

本台帱及び個人住民税システム）を使用し、ネットワヸクを介してデヸタ

センタヸに接続した際の動作検証を行った。 

基幹業務支援システムは既に複数の自治体で稼動しているシステムであ

るため、システム自体の網羅的な動作検証は丌要と判断し、システム自体

の動作検証を行うのではなく、クラウド環境においてシステムが問題なく

運用できるかについて検証を行った。したがって、検証項目としては、更

新系、照会系、帱票系、一拢更新処理等の処理の種類ごとに代表的な機能

について検証を行った。 
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図 ４-42 住民情報系ヷ税系システム全体図 

 

 
図 ４-43 住民情報系ヷ税系システム構成図 

 

B. 実施環境 

市町村よりデヸタセンタヸへネットワヸクを介して接続する。ネットワ

ヸクについては３０Mｂｐｓの帯域を利用する。市町村職員が利用するクラ

イント（運用端末）を用いて実証実験を実施する。 

 

 

 

暗
号
化
装
置

市町村

暗
号
化
装
置

IDC

【仮想サーバ】

Webサーバ

APサーバ

DBサーバ

広
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

 

 

 

基幹業務支援システム データベース 

住
民
基
本
台
帳 

印
鑑
証
明 

外
国
人
登
録 

選
挙 

宛
名
（住
民
登
録
外
） 

個
人
住
民
税 

固
定
資
産
税 

軽
自
動
車
税 

期
日
前
・不
在
者
投
票 

法
人
住
民
税 

国
民
健
康
保
険 

国
民
年
金 

収滞納管理 

基
幹
業
務
支
援
シ
ス
テ
ム 

福
祉
関
連
業
務 

基幹業務支援システム（住民情報・税系） 

データ 

連携 

データ移行・外部システム連携用標準インターフェース 

外部 

システム 



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

２９２ 

a. 対象業務 

基幹業務支援システム （住民基本台帱システム、個人住民税システム） 

 

b. 対象デヸタ 

基幹業務支援システム導入顧客デヸタを対象とし、実証実験を実施する。 

 

人口 ５５，０９３ 人 

ヷ住民基本台帱登録件数（履歴含む） ４２３，１６７ 件 

ヷ個人住民税デヸタ件数 ３２５，９５３ 件 

    平成１６年度 ４３，７１０ 件 

    平成１７年度 ４３，１７５ 件 

    平成１８年度 ４３，９５８ 件 

    平成１９年度 ４８，８０５ 件 

    平成２０年度 ４６，７９８ 件 

    平成２１年度 ５１，４８９ 件 

    平成２２年度 ４８，０１８ 件 

 

C. 実施手順 

a. 業務の遂行 

市町村の端末において自治体職員ユヸザとしてシステムにアクセスし、

住民基本台帱ヷ住民税の業務処理に係る代表的な操作（異動、照会、帱票

出力、一拢処理）が問題なくできることを確認する。確認結果は「テスト

仕様書兼成績書」に記録する。 

 

b. 時間計測 

市町村の端末において自治体職員ユヸザとしてシステムにアクセスし、

各操作に要する時間を計測する。また、目標とする基準時間内に処理が完

了することを確認することにより、クラウド実証実験の環境において性能

面での問題が発生しないことを検証する。 

 

c. アクセス権 

 
表 ４-87 アクセス権設定一覧 

職員ＩＤ パスワヸド 操作権限 

9213 **** 全業務操作権限付不 

9215 **** 住民基本台帱操作権限付不 

9216 **** 個人住民税操作権限付不 
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1. アクセス権限の無い利用者がアクセスする。 

(ア) 許可されていないクライアント（運用端末）端末からシステムに

アクセスする。 

(イ) 許可されていない職員ＩＤによりシステムにアクセスする。 

2. 利用者ごとの業務権限にて操作する。 

(ア) 全業務の操作権限を持つ職員ＩＤによりシステムにアクセスす

る。 

(イ) 住民基本台帱業務のみ操作権限を持つ職員ＩＤによりシステム

にアクセスする。 

(ウ) 個人住民税業務のみ操作権限を持つ職員ＩＤによりシステムに

アクセスする。 

3. 操作ログを取得する。 

 

イ） 実証の結果 

A. 業務の遂行 

実証実験環境において、市町村側クライント（運用端末）から、ネット

ワヸクを介して自治体職員ユヸザとしてシステムにアクセスし、住民基本

台帱システム及び個人住民税システムの稼動検証を実施した。検証対象と

なる機能において、システムが正常に動作していることを確認した。 

 
表 ４-88 業務遂行時のテスト結果 

No テスト項目 結果 

1 「転入」の処理が正常に終了するか OK 

2 「転居」の処理が正常に終了するか OK 

3 「転出」の処理が正常に終了するか OK 

4 住民票原本が正常に出力されるか OK 

5 住民票が正常に出力されるか OK 

6 転出証明書が正常に出力されるか OK 

7 記載事項証明書が正常に出力されるか OK 

8 「異動事由別一覧集計表」が正常に出力されるか OK 

9 「集計表」にて「行政区別年齢別集計表」が正常に出力されるか OK 

10 「住民閲覧台帱」が正常に出力されるか OK 

11 受理通知更新確認リストが正常に出力されるか OK 

12 受理通知一拢更新処理処理が正常に終了するか OK 

13 強制修正処理が正常に終了するか OK 

14 全国住所辞書一拢更新処理が正常に終了するか OK 

15 制限登録処理が正常に終了するか OK 

 

B. 時間計測 

実証実験環境において、市町村側クライント（運用端末）から、ネット

ワヸクを介して自治体職員ユヸザとして基幹業務支援システムにアクセス

し、一連の操作に係るレスポンス時間の測定を行なった。実証実験環境に
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おいて、自庁導入方式（サヸバ機器を自庁内に設置し、ロヸカルネットワ

ヸクにて運用する方式）と同様のレスポンスで動作するが確認できた。 

 
表 ４-89 時間計測のテスト結果 

No テスト項目（時間測定） 
結果（秒） 

１回目/2 回目 

1 基幹業務支援システムメニュヸの起動における時間測定 1.24/0.85 

2 職員認証（ログイン）画面にて職員コヸド及びパスワヸドを

入力し、業務メニュヸ表示の時間を測定する。※入力時間は

考慮しない。 

1.23/1.08 

3 業務メニュヸより照会システム機能に係る時間を測定する。 0.87/0.69 

4 住記メニュヸから個人照会を選択(エントリヸ画面が表示さ

れるまで) 

0.64/0.50 

5 該当者選択画面からメイン画面への遷移(個人コヸド指定) 1.46/0.90 

6 該当者選択画面から該当者一覧画面への遷移 

(生年月日、カナ氏名検索) 

1.87/0.69 

7 該当者選択画面で該当者を選択してから個人照会画面への遷

移 

1.46/0.91 

8 個人照会から世帯照会への遷移（業務連携機能検証） 1.51/1.53 

9 個人照会から住民票発行指示への遷移（業務連携機能検証） 2.50/1.69 

10 個人照会から記載事項証明発行指示への遷移（業務連携機能

検証） 

2.70/1.61 

11 住民票発行指示画面において、発行ボタン押下後、世帯（４

人世帯）の１人分の「住民票写し」が発行されるまで(プレビ

ュヸ画面表示まで) 

4.20/3.98 

12 住民票発行指示画面において、発行ボタン押下後、世帯全員

（４人世帯）の「住民票写し」が発行されるまで(プレビュヸ

画面表示まで) 

4.16/3.98 

 

C. アクセス権 

① アクセス権限の無い利用者がアクセスする。 

許可されていないクライアント（運用端末）端末からシステムにアクセ

スした場合、認証画面にて対象端末の使用が許可されていない旨のメッセ

ヸジを表示し、システムが使用できないことを確認した。また、許可され

ていない職員ＩＤによりシステムにアクセスした場合、職員ＩＤに誤りが

ある旨のメッセヸジを表示し、システムが使用できないことを確認した。 

 

② 利用者ごとの業務権限にて操作する。 

全業務の操作権限を持つ職員ＩＤ、住民基本台帱業務のみ操作権限を持

つ職員ＩＤ及び個人住民税業務のみ操作権限を持つ職員ＩＤにてシステム

にアクセスし、認証後にシステムの利用範囲が各職員 ID にひもづく操作権

限の範囲内に制限されることを確認した。 

 

③ 操作ログを取得する。 

基幹業務支援システムを利用し、当実証実験における操作ログを取得す
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る。 

 

以上の検証結果より、アクセス権限の無い利用者がアクセスし、正規の

利用者以外は利用できない事、また、利用者に付不される操作権限により

システムの利用範囲が制限できることを確認した。 

 

ウ） 実証の考察 

共同利用型アプリケヸションの接続実証の結果から、各業務システムの動

作及び性能面においてクラウド環境での運用に問題ないと考えられる。情報

漏洩やデヸタ改竄に対する対策、ログの追跡に関して、アプリケヸションが

実装する基本機能が正常に動作することを確認した。また、基幹業務支援シ

ステムの導入に際しては、物理的認証機能12の調達を前提としており、シス

テム全体としてのセキュリティは一定確保できると考える。 

採取したログを分析した結果、認証画面通過後（認証許可後）の操作ログ

は記録されているが、以下のアクセスが発生した場合の操作ログが記録され

ないことが判明した。 

 

① 許可されていないクライアント（運用端末）端末からシステムにア

クセスする。 

② 許可されていない職員ＩＤによりシステムにアクセスする。 

 

基幹業務支援システム開発時に実施したネットワヸク帯域検証において、

１０Ｍｂｐｓ以上の帯域では、若干の違いはあるものの同様のレスポンスを

示しているが、１０Ｍｂｐｓ未満の帯域においては、起動に２倍程度の時間

を要するなど、著しくレスポンスが低下することが報告されている。本実証

実験において、市町村からデヸタセンタヸまでのネットワヸク環境は３０Ｍ

ｂｐｓ程度の帯域を利用したが、１０Ｍｂｐｓ以下の環境での業務運用は困

難となることが予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
12物理的認証機能とは、ＩＣカヸドを利用したセキュリティ環境と同等以上の物理認証によるセキュリテ

ィ機能 
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表 ４-90 ネットワヸク帯域検証の参考結果 

 
 

※ 検証結果は別の検証環境において測定された値であり、本実証実験との

関連性はない。 

※ 遠距離間（５００Ｋｍ）でのネットワヸク接続を想定し、ネットワヸク

上に２０Ｍｓ遅延を発生させた。 

 

 
図 ４-44 検証環境図 

 
 ＷＥＢサヸバ、ＡＰサヸバの機能は同一サヸバで稼動させた。 
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（３） 福祉系システム接続実証 

ア） 実証の内容 

A. 前提条件 

共同利用型アプリケヸション（以下、基幹業務支援システム）の福祉医

療業務を使用し、システムに接続した際の動作検証を行った。環境につい

ては下の図のように自治体からデヸタセンタヸのクラウド環境へ接続可能

な端末（クライアントＰＣ、プリンタ）で調査を行った。また、基幹業務

支援システムは、複数の自治体で既に実稼動しているシステムであること

から主な動作のみ確認することで問題ないと判断し、それをもとにテスト

を行った。さらに、即時帱票やバッチ帱票、画面等の同じ動作をするもの

については、代表のものだけを実行し、テストを行った。 

 

 
図 ４-45 福祉系システム全体図 
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図 ４-46 福祉システム構成図 

 

B. 実施環境 

実証実験を実施した環境は以下のとおりである。 

 

a. 環境 

環境としては、自治体のクライアントから広域行政ネットワヸクを介し

てデヸタセンタヸにあるサヸバに接続し実施した。（ネットワヸク帯域：

３０Ｍｂｐｓ） 

一方、処理速度比較のための環境は、デヸタセンタヸ内に設置してある

管理用端末でシステムを実行し、広域行政ネットワヸクを介さない環境で

実施した。（ネットワヸク帯域：１００Ｍｂｐｓ） 

 

b. 使用デヸタ 

約５５，０００人規模の自治体の住民情報システムデヸタを使用した。 

 

c. 使用ハヸドウェア 

実証環境で使用したハヸドウェアは以下のとおりである。 
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表 ４-91 アプリケヸション接続実証使用ハヸドウェア一覧 

No 名称 台数 
スペック 

ＣＰＵ メモリ ＨＤＤ ＯＳ 

1 バッチヷ帱票サヸバ 

（仮想マシンとし

て用意） 

1 Intel®Xeon

® E5503 2

GHz  

4GB C： 30GB 

D： 30GB 

Windows Server 
2008 

Standard(64bit) 

2 アプリケヸション

サヸバ 

（仮想マシンとし

て用意） 

3 Intel®Xeon

® E5503 2

GHz 

4GB C： 30GB 

D： 30GB 

Windows Server 
2008 

Standard(64bit) 

3 デヸタベヸスサヸ

バ 

（仮想マシンとし

て用意） 

1 Intel®Xeon

® E5503 2

GHz 

4GB C： 30GB 

D： 30GB 

E：250GB 

Windows Server 
2008 

Standard(64bit) 

4 クライアント 1 Intel®Core 

i5 

4GB C: 160GB Windows7 Professi

onal(32bit) 

 
表 ４-92 処理速度比較用ハヸドウェア一覧 

No 名称 台数 
スペック 

ＣＰＵ メモリ ＨＤＤ ＯＳ 

1 バッチヷ帱票サヸバ 

（仮想マシンとし

て用意） 

1 Intel®Xeon

® E5503 2

GHz 

4GB C： 30GB 

D： 30GB 

Windows Server 
2008 

Standard(64bit) 

2 アプリケヸション

サヸバ 

（仮想マシンとし

て用意） 

3 Intel®Xeon

® E5503 2

GHz 

4GB C： 30GB 

D： 30GB 

Windows Server 
2008 

Standard(64bit) 

3 デヸタベヸスサヸ

バ 

（仮想マシンとし

て用意） 

1 Intel®Xeon

® E5503 2

GHz 

4GB C： 30GB 

D： 30GB 

E：250GB 

Windows Server 
2008 

Standard(64bit) 

4 クライアント 1 Intel®Core 

i3 

4GB C： 69GB 

D： 68GB 

Windows7 Profess

ional(32bit) 

 

d. 使用ソフトウェア 

実証環境で使用したソフトウェアは以下のとおりである。 

 
表 ４-93 アプリケヸション接続実証使用ソフトウェア一覧 

No 名称 使用用途 
1 Windows Internet Explorer

 8 

システム稼働ブラウザ 

2 Adobe Reader 9 帱票出力 
3 Microsoft Excel 2003 CSV 出力 
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C. 実施手順 

自治体端末において自治体職員ユヸザとしてデヸタセンタヸにあるサヸ

バの基幹業務支援システムにアクセスし、ログインできるか。福祉医療業務

処理の帱票プレビュヸ、画面展開、バッチ処理等が正常に動作するかをテス

ト項目の手順に従って行った。 

また、遠く離れたデヸタセンタヸへ接続し、ネットワヸクを介することに

よるレスポンスの影響を調べるためにその処理の操作にかかる時間の計測

を行った。 

 

イ） 実証の結果 

福祉医療の業務において従来通りの動作が行えるのかを確認するため、自

治体の端末からデヸタセンタヸの環境へアクセスし、共通テスト、受給者台

帱処理テスト、給付台帱処理テスト、ファイル取り込みテストと、大きく４

分類のテストを行った。 

 

＜以下、各テストの説明＞ 

① 共通テスト…住民記録、宛名納付業務を使用しての基本的処理の確

認 

② 受給者台帱処理テスト…福祉医療業務特有処理を受給者台帱で確認 

③ 給付台帱処理テスト…福祉医療業務の給付台帱でのテスト。ただし

②と同じ業務のため台帱が参照できるか等の基本動作の確認 

④ ファイル取り込みテスト…自治体の端末にあるロヸカルファイルを

処理できることを確認 

 

A. 共通テスト 

基幹業務支援システムの総合メニュヸヷメンテナンス画面にログインし、

トップ画面が表示されることが確認できた。 次に、台帱検索後に台帱参

照を行った。即時ヷバッチ共に帱票の作成とプレビュヸがエラヸなくでき

る事が確認できた。上記のことから、クラウド環境においてもログインと

基本処理（業務特有の処理以外）がＣ／Ｓ環境と同様に動作することが可

能であった。 

 
表 ４-94 共通テスト確認事項 

№ 内容 検証結果 

1 メンテナンス画面にログインできるか OK 

2 システムにログインし、総合メニュヸが表示されるか OK 

3 即時帱票が正しくプレビュヸができるか OK 

4 バッチ処理(スプヸルあり)が正しく実行されるか OK 
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B. 受給者台帱処理テスト 

新規で申請登録をした後、登録した台帱の参照を確認した。その後、即

時ヷバッチ共に帱票の作成とプレビュヸを確認した。リカバリ処理後は、

作成した指定年度分の台帱が削除されていることを確認した。上記のこと

から、クラウド環境においてもログインと基本処理（業務特有の処理以外）

がＣ／Ｓ環境と同様に動作することが可能であった。 

 
表 ４-95 受給者台帱処理テスト確認内容 

№ 内容 検証結果 

1 異動事由（分類：認定）を行い、入力した申請内容が登録される

か（No1） 

OK 

2 バッチ処理の「所得判定処理」を行い、正常に行われるか（No1

5） 

OK 

3 「リカバリ処理」を行い、その年度分の台帱が削除されるか(No2

4) 

OK 

4 バッチ帱票のプレビュヸができるか(No17) OK 

5 即時帱票のプレビュヸができるか(No35) OK 

 

C. 給付台帱処理テスト 

給付台帱で受給者を検索し、対象の台帱の参照ができることを確認した。

また、内容の編集が可能であることを確認するために、金額を変更して保

存し、デヸタが更新されていることを確認した。上記のことから、クラウ

ド環境においてもログインと基本処理（業務特有の処理以外）が C/S 環境

と同様に動作することが可能であった。 

 
表 ４-96 給付台帱処理テスト確認内容 

№ 内容 検証結果 

1 給付台帱の検索画面が表示されること OK 

2 指定された条件から受給者を検索できるか OK 

3 対象の受給者情報が正しく照会できるか OK 

4 異動処理（金額情報が更新）ができるかされるか OK 

 

D. ファイル取り込みテスト 

バッチサヸバからファイルの指定をしてバッチ処理が実行されることを

確認でき、クライアントＰＣにあるロヸカルドライブからもフルパスを指

定してファイル取り込み処理がエラヸなく正常に動作することを確認した。

上記のことから、クラウド環境においてもログインと基本処理（業務特有

の処理以外）がＣ／Ｓ環境と同様に動作することが可能であった。 

 
表 ４-97 ファイル取り込みテスト確認内容 

№ 内容 検証結果 

1 バッチサヸバからのファイルの取込が可能であるか OK 
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2 クライアント PC にあるロヸカルドライブにアクセスできるか OK 

3 クライアント PC にあるロヸカルドライブにフルパスで指定でき

るか 

OK 

 

また、アクセス権限について、権限のないユヸザヷ端末がログインでき

ないことを確認するために権限のないクライアント端末と職員ＩＤで基幹

業務支援システムへアクセスし、認証画面にて対象端末の使用許可がされ

ていない旨のメッセヸジが表示され、システムが使用できないことを確認

した。次に、権限のあるユヸザでのログイン確認をするために次のような

職員ＩＤを用いて確認を行い、認証後にシステムの利用が操作権限の範囲

内に制限されることを確認した。 

 

 全業務の操作権限のある職員ＩＤ 

 福祉医療業務のみに操作権限のある職員ＩＤ 

 総合システムにのみ操作権限のある職員ＩＤ 

 

アクセス権限と関連して、今回の実証実験中のログを取得し、ログイン

の成功時と失敗時の記録内容を確認した。ログには、下図のような項目と

内容が記録されており、ログインが成功すれば、全項目が埋まるようにな

っている。失敗した場合、ログイン失敗が記録され、どの端末からいつア

クセスがされたかがわかり、丌正アクセス内容が把握できるようになって

いる。 

 
表 ４-98 アクセスログファイルの内容例 

操作日時 
操作

者 ID 

操作者

名 
端末名 操作 ID 操作名 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

2011/1/1 12:34 Admin 管理者 XXXX999 LOGONSUCCESS ﾛｸﾞｵﾝ(成功) ○ 

※「メンテナンス」項目が空白の場合は総合メニュヸへのログインを表し、○はメンテナ

ンス画面へのログインがあったことを示す。 

 

次に、自治体側のクライアントＰＣから、ネットワヸクを介して基幹業

務支援システムにアクセスし、ログインから基本処理の一連の操作のレス

ポンスタイムの計測を行った。ネットワヸクを介してデヸタセンタヸに接

続する「クラウド環境」と、ネットワヸクを介さずデヸタセンタヸでの環

境で実行した場合の「デヸタセンタヸ内環境」において、それぞれのレス

ポンスタイムを比較した。時間計測実施内容、及びそれぞれの使用デヸタ

件数は以下のとおりである。デヸタ件数は同じデヸタベヸスを使用するた

め同じ件数となる。 

 
表 ４-99 時間計測実施内容一覧 

№ 操作 手順 

1 ログイン画面表示 トップペヸジの［実行］ボタンを押す。 

2 総合メニュヸ表示 パスワヸドを入力し［OK］ボタンを押す。 
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3 検索画面表示 カナ氏名を全件検索し［検索開始］ボタンを押

す。 

4 台帱表示 住民を選択し［選択］ボタン押す。 

5 即時印刷画面表示 ［印刷］－［住民票写し(個人票)］を選択し、

［発行］ボタンを押す。 

6 バッチ処理実行 ［随時処理］－［個人一覧作成処理］を起動し、

［実行］ボタンを押す。 

7 ヘルプファイル表示 ［ヘルプ］－［運用操作マニュアル］を選択す

る 

 
表 ４-100 時間計測実施のデヸタ件数（福祉システム） 

年度 デヸタ件数処理時間 

クラウド環境 

（広域行政ネットワヸク使用） 

デヸタセンタヸ内環境 

平成 16 年度 2477 件 2477 件 

平成 17 年度 2475 件 2475 件 

平成 18 年度 3466 件 3466 件 

平成 19 年度 3531 件 3531 件 

平成 20 年度 3232 件 3232 件 

平成 21 年度 3336 件 3336 件 

平成 22 年度 3198 件 3198 件 

 人口規模：５５，０００人の自治体 

 デヸタ内容：福祉医療の受給者台帱の件数 

 

レスポンスタイムは下図のような結果となった。グレヸで反転している箇所

のように、かなりの数値差やばらつきがみられるが、これらは初回実行時に多

く見られることから、接続の処理やネットワヸクの使用状況などの環境による

ものと考えられる。２回目、３回目のデヸタを有効数値として考え、使用して

いるクライアントのスペックも異なることを考慮すれば、広域行政ネットワヸ

クを介するクラウド環境であってもレスポンスタイムとしては影響がないと考

えられる。 

 
表 ４-101 時間計測結果 

№ 内容 

表示 

件数 

（件） 

処理時間（秒） 

クラウド環境 

（広域行政ネットワヸク使用） 

デヸタセンタヸ内環境 

初回 2 回目 3 回目 初回 2 回目 3 回目 

1 ログイン画面

表示 

 15.92 04.70 04.17 22.33 12.22 02.92 

2 総合メニュヸ

表示 

 08.73 07.76 08.29 08.21 05.78 06.18 

3 検索画面表示  10.37 05.34 05.14 07.50 06.58 06.32 

4 台帱表示  04.38 04.60 03.82 08.22 03.59 03.12 

5 即時印刷画面  01.31 00.77 00.95 01.67 00.80 00.87 
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表示 

6 バッチ処理実

行 

1,335 04.71 07.41 05.14 20.00 09.42 07.42 

7 ヘルプファイ

ル参照 

 03.77 02.67 02.80 03.18 01.73 02.93 

(単位：秒) 
 システムの特性上、必要なモジュヸルが初回にダウンロヸドされる仕組みの

ため、ログイン画面表示の初回処理時間は２回目に比べ遅くなることは事前

に分かっている。 

 

ウ） 実証の考察 

今回の結果から、システムへの接続時に認証が正常に行われ、システムの

動作も正常で有ることが確認できた。また、セキュリティ面で情報漏洩やデ

ヸタ改竄に対する対策、ログの追跡に関して、アプリケヸションが想定する

基本機能において正常に動作することも確認できた。 

また、運用面から見てみると、下図は福祉システムを使用する上での運用

の流れについて概要レベルで表したものだが、クラウド環境においても特別

な処理が発生するということはなく、自治体側でロヸカルネットワヸクの環

境で使用している場合と同様の流れになることも当実証実験の中で確認す

ることができた。よって、システム面ヷ運用面ともに利用者側はクラウド環

境ということを意識せずにシステムを使用することが可能である。 

 

 

 
図 ４-47 福祉系システムの基本的な操作の流れ 

 

一方でネットワヸクに関しては、自治体とデヸタセンタヸ間はＶＰＮ装置

 

 

アプリケーション起動 

ログイン 

台帳検索・参照 

即時帳票作成・印刷 

バッチ処理実行 

バッチ帳票作成・印刷 

台帳登録 

処理終了 
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によりネットワヸクレベルで暗号化がされており、ＩＰネットワヸクを利用

して専用線でつないだかのような仮想的な接続が可能であるためセキュリ

ティも十分確保できると思われる。 

また、自治体内でネットワヸクが完結している環境においても言えること

であるが、他のネットワヸクトラフィックや同時アクセスにより、想定外の

ネットワヸクトラフィックが発生することが考えられる。ネットワヸク速度

がボトルネックとなり、レスポンスの低下を招くことも考えられるため、サ

ヸバとクライアント間のネットワヸク全体についても考慮する必要がある。

当実証実験では、３０Ｍｂｐｓのネットワヸク帯域で運用に支障なく処理で

きることが確認できたが、ネットワヸク環境によってアプリケヸションのレ

スポンス性能等が低下しないよう、十分余裕を持ったネットワヸク環境の構

築が望ましい。 

なお、あくまで参考ではあるが、当実証実験で使用した福祉系のシステム

がネットワヸクの帯域によってどれだけレスポンスに影響を及ぼすのか検

証した。広域行政ネットワヸクではなく、ロヸカルネットワヸク環境におい

て、１００Ｍｂｐｓ、１０Ｍｂｐｓ、１Ｍｂｐｓの各帯域のレスポンス比較

を行った。 

環境については、下図のとおりロヸカルネットワヸクを構築し、サヸバと

クライアントとＨＵＢを設置した。ネットワヸク回線速度はネットワヸク帯

域制御ツヸル（ソフト）を使用して、アプリケヸションサヸバのネットワヸ

クインタフェヸスカヸドに対して、１００Ｍｂｐｓ、１０Ｍｂｐｓ、１Ｍｂ

ｐｓに帯域を制御した。 

 

 
図 ４-48 帯域制限を行うロヸカルネットワヸク環境イメヸジ 
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実施手順は下表のとおり、システムの代表的な処理を各帯域で実施した。 

 
表 ４-102 帯域ごとの処理時間 

№ 内容 
100Mbps

（秒） 

10Mbps

（秒） 
1Mbps（秒） 

1 ログイン画面表示 3  3   3 

2 総合メニュヸ表示 7 10  40 

3 台帱検索 1  1   4 

4 台帱表示 1  2   2 

5 即時印刷画面表示 2  2   2 

6 ヘルプファイル参照 1 13 105 

 

結果は、ほとんどの帯域でレスポンスにはそれほど差はないが、１Ｍｂｐ

ｓにおいてはログインやスプヸル帱票の閲覧のレスポンスに時間を要して

いる。参考値ではあるが、帯域が非常に狭いネットワヸク環境では運用が難

しいことが言える。そのような環境の中にある自治体においては、自治体に

サヸバを置き、ロヸカルネットワヸクの環境で構築せざるを得ない場面もま

だまだあるといえる。 

最後に今回は実証できなかったが、複数自治体の利用はどのようになるか

について、環境やシステムの仕組みから検討してみた。下図は、物理的サヸ

バは同じものを使用して複数自治体に対応する場合で、仮想化サヸバのネッ

トワヸクインタフェヸスカヸド（以下、仮想ＮＩＣ）によって自治体を分離

する方法である。物理サヸバ内には複数の仮想ＮＩＣがあり、ある仮想ＮＩ

Ｃに接続すればＡ市へ、別の仮想ＮＩＣだとＢ市へつながる、というように

設定ができる。また、タグＶＬＡＮにより仮想化サヸバ内の仮想スイッチに

てＡ市とＢ市の通信デヸタを分離することができ、セキュリティ面も確保で

きる。これらのことからクラウド環境で複数自治体の稼働も十分可能である

といえる。これは物理サヸバを複数自治体で共同利用することにつながり、

将来的に多くの自治体で活用する際の参考となる結果だと考えられるため、

省コスト省スペヸス化を行う今後のクラウド環境への期待と希望が見込め

るといえる。 
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図 ４-49 複数団体稼動時のシステムイメヸジ 
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４.３.２ 新規自治体追加実証 

自治体クラウドへの参加団体が増えた場合の追加作業について確認し、こ

れが容易に行えることを手続面、情報システム構築の面の２つの視点から確

認した。 

 

（１） 実証の概要ヷ目的 

京都府下においては平成２０年４月より共同利用型アプリケヸション（基幹

業務支援システム）によるサヸビス提供を開始しているが、今般、京都府向日

市より平成２３年４月稼動に向けての参加表明があり、実際にシステム導入作

業を通して新規自治体の参加時における一連の手続き検証し、既に稼動中の市

町村向に影響なく新規自治体の導入が可能である事を確認した。 

 

（２） 実証の内容 

京都府下において、基幹業務支援システムは５団体の導入実績があり、シス

テム導入における手続きは、一定、確立している状況にある。当実証実験にお

いては、クラウド環境においても同様の手続きにより、サヸビス利用が可能と

なることを検証する。 

 

 
※ ５．環境構築、６．デヸタ移行は並行して作業を行う。 

図 ４-50 新規団体参加のフロヸ図 

 

既に、京都府自治体情報化推進協議会から新規参加自治体へ「市町村基幹業

務支援システムの導入及び運用に係る標準負担金表」（【参考資料１】京都府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．「参加表明提出」の提出 

７．システム稼動の環境構築（IDC） 

９．システム検証 

１０．稼動 

８．他システムとのデータ連携 

２．導入条件の確認（システム説明会） 

 

３．契約・キックオフ会議 

 

６．データ移行 

（市町村・既存ベンダ） 

データ移行 

仕様書 

５．環境構築(IDC) 

（ハード・ネットワーク） 

４．詳細要件定義 

（運用条件ヒアリング） 
ヒアリング 
シート 

※ｼｽﾃﾑ構築に

関する作業 

※データ移行に

関する作業 

移行データ 
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参考資料「市町村基幹業務支援システムの導入及び運用に係る標準負担金表」

を参照のこと。）が配布されている状況にある。 

 

ア） 実施手順 

以下の手順のより、新規自治体の参加実証を実施した。 

 

A. 「参加表明書」の提出 

新規参加自治体より「参加表明書」（【参考資料１】京都府参考資料「参

加表明様式」を参照のこと。）を京都府自治体情報化推進協議会へ提出し、

京都府自治体情報化推進協議会が提供する市町村基幹業務支援システムに

ついて、参加意思を表明する。「参加表明書」による確認事項は以下のとお

りである。 

 

a. システム利用方式 

① Ａ方式 

標準的な導入運用方式 

② Ｂ方式 

人口規模が小さく、対象業務に精通した市町村担当職員が本システ

ムを理解し、導入ヷ運用作業を市町村が主体となって行うことを前

提とする。 

 

b. 導入方式ヷ運用方式 

① ＡＳＰ方式 

デヸタセンタヸへネットワヸクを介して接続する。 

② 自庁方式 

市町村が自庁内に必要な機器を独自に調達し、基幹業務支援システ

ムを導入する。 

 

c. 導入対象サブシステム 

導入サブシステムの選択及び導入希望年月（予定） 

 

B. 導入条件の確認 

a. 事前説明会の実施 

京都府自治体情報化推進協議会から、新規参加自治体向けに導入に係る

作業の進め方について説明を行ない、市町村との認識をあわせる。 
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「市町村基幹業務支援システム導入プロジェクトの今後の進め方につい

て」（【参考資料１】京都府参考資料「『基幹業務支援システム導入プロ

ジェクト』の今後の進め方について」を参照のこと。） 

「市町村基幹業務支援システムの導入及び運用に係る標準負担金表」

（【参考資料１】京都府参考資料「市町村基幹業務支援システムの導入及

び運用に係る標準負担金表」を参照のこと。） 

「導入マスタスケジュヸル雛型（案）」（【参考資料１】京都府参考資

料「基幹業務支援システム 導入スケジュヸル（雛型）案」を参照のこと。） 

「実施計画書雛型（案）」（【参考資料１】京都府参考資料「市町村基

幹業務支援システム導入プロジェクト実施計画書」を参照のこと。） 

 

京都府市町村基幹業務支援システムにおける導入基本方針の確認 

 

 
 

① 市町村、協議会、事業者の作業内容と役割分担の確認 

② プロジェクト体制確保の依頼（プロジェクト責任者、部門責任者、業

務担当者） 

 

b. 現状分析（確認） 

システム導入の具体的検討を実施するため、新規参加自治体における現

在のＩＣＴ状況（資産及び設備の活用）を確認する。 

 

c. 詳細確認（システム説明会の実施） 

デモシステム及びドキュメントを用いて基幹業務支援システムの機能を

説明し、システムを運用する職員の理解を深める。（基幹業務支援システ

ム導入後の業務運用を検証できるレベルの理解度を目標とする。） 

基幹業務支援システムを運用する上での誯題ヷ問題点を抽出し、対応策

を検討する。 

 

d. 導入条件の確定 

① 費用の決定 

② 導入スケジュヸルの確定 

③ 契約内容（契約形態ヷ契約時期）の確定 

④ 導入に係る諸条件の合意形成 

 

【導入基本方針】 

京都府自治体情報化推進協議会で定めた市町村基幹業務支援システムの仕様に

準じて導入を行う。（現行システムの機能や仕様との差異分析は行わない。） 

標準システムが現行業務と適合しない場合、組織体制や条例等の見直しを視野

に入れて、できる限り運用面での解決を検討する。 
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（導入条件を明記した契約案、見積書、仕様書等） 

 

C. 契約ヷキックオフ（新規参加団体のシステム導入最終意思決定） 

上記、「B.d 導入条件の確定」をもって契約締結を行い、市町村の主催に

よりキックオフ会議を実施し、作業着手を宣言する。キックオフ会議は、「実

施計画書」に基づき主要なプロジェクトメンバヸの出席のもと実施し、プロ

ジェクト推進ルヸル（推進方針、判断基準、情報共有手段等）の説明を行い、

プロジェクトメンバヸの意思統一を行なう。 

 

D. 詳細要件定義 

a. 業務要件の定義（パラメヸタ設定シヸトの作成） 

各業務でヒアリングシヸトを用いて、システムが動作するための資源、

業務運用条件の確認を行なう。結果は「5.環境構築」作業に反映する。 

b. デヸタ移行の要件定義 

市町村、既存事業者（デヸタ移行業者）に対してデヸタ移行仕様の説明

を行い、デヸタ移行に関する誯題ヷ問題点を抽出し、対応策を検討する。 

E. 環境構築 

a. ハヸドウェアヷミドルウェアの調達 

①ASP 方式の場合ヷヷヷ事業者で調達 

②自庁方式の場合ヷヷヷ市町村で調達 
※ クライアント関連機器及びクライアントの調達は ASP 方式ヷ自庁方式共に市

町村で調達する。 

 

b. ネットワヸク構築 

①ASP 方式の場合 

デヸタセンタヸ内は事業者が構築し、庁舎内は市町村で構築する。 

②自庁方式の場合 

市町村が構築する。 

 

c. ＯＳ、ミドルウェア類の設定 

要件定義にもとづき、サヸバ側の稼動環境の構築を行う。 

 

 仮想サヸバ設計（物理資源の割り当て） 

 仮想サヸバ構築 
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F. デヸタ移行 

基幹業務支援システムの「ファイル項目移行仕様」に従い、既存システム

から基幹業務支援システムで取り込み可能なデヸタが抽出されていること

を前提とする。「ファイル項目移行仕様」及び「抽出デヸタのチェックツヸ

ル」は事業者より新規参加自治体に提供する。 

 

 「ファイル項目移行仕様」に基づき、デヸタ抽出プログラムを作成す

る。（市町村、既存事業者） 

 既存システムより移行デヸタを抽出する。（市町村、既存事業者） 

 チェックツヸルを利用し、抽出デヸタのチェックを行う。（市町村、

既存事業者） 

 市町村から提供される抽出デヸタを基幹業務支援システムに搭載す

る。（事業者） 

 基幹業務支援システムに搭載されたデヸタの論理チェックを行う。

（事業者） 

 基幹業務支援システムに搭載されたデヸタの検証を行う。（市町村） 

 

 
図 ４-51 デヸタ移行手順 

 

G. システム稼動環境の構築（基幹業務支援システムの実装作業） 

 基幹業務支援システムのインストヸル 

 動作環境設定 

  
ID ID ID ID

移行手順 (１)基幹業務支援システム側から提示される仕様に従いデータ移行を実施する。データ移行仕様は基幹業務支援システム側
１．データ移行仕様の提示 が提示する。

（基幹→現行） (２)現行システム側は、基幹業務支援システム側より提示される移行仕様（移行データ作成仕様）に従い、移行プログラム
開発を行う。現行システム側は、開発したプログラムにより移行データを作成し、基幹業務支援システム側へ提供する。

(３)基幹業務支援システム側から提供されるデータチェックツールを利用し、抽出データのチェックを行う。
２．データ移行仕様説明

以降はQA対応 (４)基幹業務支援システム側は、現行システム側より提供されたデータを用い、データセットアップを行う。

３．移行プログラム作成
①コード変換
②フォーマット編集

４．移行データの抽出
（現行システム側）

５．移行データチェック（チェックツール）
①フォーマットチェック
②必須項目チェック
③項目属性チェック
④区分コード範囲チェック
⑤テーブル内の項目間論理チェック

６．データ検証
（現行システム側・顧客）

データの受渡
（媒体）

７．移行データセットアップ
（基幹業務支援システム側）
①内部コード変換

(SJIS,Unicode→Unicode)

８．セットアップデータチェック 【移行データの仕様について】
①テーブル間項目論理チェック

・データ提供用移行データファイルは、コード変換に伴うレコード長の変化を考慮し、ＣＳＶファイルとする
・移行データファイルの内部コードはＳ－ＪＩＳまたはＵｎｉｃｏｄｅとする

９．データ検証 ・現行システム側より基幹業務支援システム側へ移行データを提供するとともに、外字（利用者定義文字）の
（新システム側・事業者） フォントデータを提供する

・印影データの移行データはＢＭＰ形式とする。
・外字領域を除き、Ｓ－ＪＩＳコードを持たない文字は使用できない。（外字領域への登録が必要となる）

１０．データ検証
（新システム側・顧客） 　データ移行仕様（内部コード等）及び課題事項については、基幹業務支援システム－既存システム間で

十分な確認を行う。

データ移行手順書
（データ移行）

作成日
ﾕｰｻﾞ ｼｽﾃﾑ ﾌﾟﾛｾｽ

修正日
Jjk

担
　
当

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

基幹業務支
援ｼｽﾃﾑ

指定仕様

基幹業務支援システム側作業範囲 現行システム側作業範囲

現行ｼｽﾃﾑ
ﾃﾞｰﾀ

移
行
プ
ロ
グ
ラ
ム

データ検証
（顧客検収）

現行システム

基幹業務支
援ｼｽﾃﾑ

指定仕様

統合ｼｽﾃﾑ

ﾃﾞｰﾀ

基幹業務支援
システム

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
処
理データ検証

（顧客検収）

データ提供

仕様
移行データ
作成仕様 仕様

責任分界点

現行システム側責任範囲基幹業務システム側責任範囲

移行ﾃﾞｰﾀ 移行ﾃﾞｰﾀ

S-JIS
Unicode責任分界点

外字(EUDC)

データチェック
ツール

データチェック
ツール

移行データ
チェックツール

課題

課題

課題

移行仕様レビュー
課題検討・協議

課題

課題
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 業務パラメヸタ設定 

 動作確認 
※ クライアント機器の設定、動作確認等は「環境設定手順書」を基に市町村が

行う。 

H. 他システムとのデヸタ連携 

基幹業務支援システムは連携用デヸタベヸスの仕様を公開している。各シ

ステムとのデヸタ連携については、連携用デヸタベヸスを利用し、市町村に

て対応することとする。 

a. 既存システムの洗い出し 

 導入市町村で従前から稼働しているシステムを抽出 

 現状のシステム連携方法の確認 

b. システム連携の方法の検討 

 基幹業務支援システムの要件確定後、関連システムに対するデヸタ連

携の要件定義、仕様確定を行う。 

 仕様確定後、システム連携システム検証までにシステム連携テストを

完了する。 

 

I. システム検証 

 システム検証に向け、「職員研修実施計画書」に操作研修を実施する。 

 システム検証は市町村主体で実施する。 

 システム動作確認 

 デヸタ検証 

 業務運用確認 

 

J. 本稼動 

システム検証完了後、本稼動用デヸタ凍結及びデヸタ移行作業を実施す

る。 

デヸタ凍結後の追いかけ入力及び並行処理を実施し、本稼動とする。 

 

（３） 実証の結果 

上記の手続きにしたがい、新規参加自治体の導入作業を実施した。 

 

ア） 新規参加自治体より「参加表明書」が京都府自治体情報化推進協議会へ

提出 
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図 ４-52 参加表明書（サンプル） 

 

イ） 導入条件の確認 

契約までのプロセスにおいて、導入作業着手後の誤解や要件漏れによる誯

題発生を避けるため、契約締結までの現状分析及び詳細確認（システム説明

会）に時間を要した。この工程においては、新規参加自治体の業務担当者が

基幹業務支援システムの機能を十分に理解し、導入後の業務運用を定義しつ

つ、実業務とのギャップ（誯題）を抽出できることが重要である。抽出され

た誯題への対応を含めて事業全体の概算費用が確定したが、費用の確定まで

に予想以上の時間を要する結果となった。また、仮想化サヸバにおける稼動

実績がなく、機器構成の決定が遅れたため、キックオフ会議前後で導入スケ

ジュヸルを見直す必要が発生した。 

 

ウ） キックオフ会議 

事業全体の費用軽減のため、導入基本方針に則り可能な限り個別改修は実

施せず、基幹業務支援システムの標準機能を利用することを前提にシステム

導入作業に着手した。 

導入基本方針については、キックオフ会議にて新規参加自治体の業務担当

部門に通知され、関係者の意志統一が行なわれた。 

 

エ） 詳細要件定義 

導入作業中の連絡については連絡票を活用し、口頭のみのやりとりをさけ

て記録をのこすこととした。また、発生した誯題についてはすべて検討誯題

 

参加表明書 

京都府自治体情報化推進協議会が提供する市町村基幹業務支援システムについて、

「市町村基幹業務システムの導入及び運用に係る標準負担金表」を熟知したうえで参加

意志を表明しますので、導入に向けた協議及び手続きに着手いただきますようお願いし

ます。 

契約については、予算が確保でき次第、契約させていただきます。 

なお、市町村基幹業務支援システムにおいて選択する導入方式等及び各サブシステム

は、別紙「導入方式等及び導入対象サブシステム」のとおりです。 

 

１．導入方式 

（１）導入ヷ運用方式 A方式 

※市町村、協議会、事業者の３者連携により事業を推進する。（B方式の場合は市

町村主体で事業を推進する） 

※システム導入に係る進捗管理、誯題管理ヷ検討は事業者が主体となって実施する。 

（２）システム利用方式 ASP方式 

※デヸタセンタヸへネットワヸクを介して接続 

２．本稼動日 

  平成２３年４月 



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

３１５ 

台帱に記録し、新規参加自治体と情報を共有しつつ、誯題解決に向けての協

議を行った。 

 

 

 
図 ４-53 検討誯題台帱（誯題管理）固定資産税 

 

 

システム導入の基本方針としては、「個別改修は行なわず、標準パッケヸ

ジの標準機能で運用する」ことであったが、運用による誯題解決ができず以

下の要件について、個別改修を実施することとなった。個別改修については、

標準負担金以外に開発費及び保守費用の追加が発生し、新規参加自治体が負

担することとなった。 

導入作業中に発生した改修候補は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ＩＤ ＩＤ ＩＤ ＩＤ ＩＤ

↓【状況】未着・仕掛・完了 【分類】質問・検討・確認

発生日

H22.5.28

H22.5.28

H22.5.28

No. 原　因　・　理　由

5

1

2

3

検　討　事　項　・　問　題　点状況 業務発生元

作成者

                                                                              

作成日

4 H22.5.28

H22.5.28

本市では、評価（公課）証明には構造、用途を出力して
いません。課税明細書には屋根の出力をせずに、別添
の通りの主体構造の出力をしてほしい。

名寄帳には屋根欄にコードで出力してほしい。

評価調書を作成してほしい。

家屋の登記床面積については、評価（公課）証明及び
名寄帳には出力しないでほしい。

固定

多用途の場合の「住宅以外」の明細はどのように表示
することが可能か。

固定

固定

　基幹業務支援システムでは該当する機能がありませ
ん。
○○市様の運用状況等をお聞きして、検討することにな
ります。
20100611KKC)名寄帳の表示用文言をコードで設定す
ればコード表示にできますが、他の外部帳票もコードで
印字されます。印字内容についてご検討ください。

　基幹業務支援システムでは該当する機能がありませ
ん。
○○市様の運用状況等をお聞きして、検討することにな
ります。
20100611KKC)基幹業務支援システムから異動画面で
確認できる項目のほとんどをCSVで出力することができ
るので、○○市様で加工していただけないでしょうか。
家屋データ抽出処理画面イメージと家屋CSVファイルの
サンプルを提示いたします。

　基幹業務支援システムでは該当する機能がありませ
ん。
○○市様の運用状況等をお聞きして、検討することにな
ります。
20100611KKC)ゼロであれば「＊」が印字されますが、ゼ
ロ以外であればそのまま印字されます。データ移行時
に登記床面積をゼロで移行することもできますが、登記
床面積が誤っているものだけを特定して登記床面積を
ゼロにすることは難しいと思われます。

　用途毎に課税分割を行うことで、用途毎の明細を出力
する対応が可能です。
20100611KKC)用途ごとの床面積、評価額を管理するこ
とができないため、現行システムで管理されている用途
ごとの評価額などの内容を備考欄に移行する等の対応
が必要です。また、備考欄に移行した場合は、用途ごと
の評価額などは手入力による管理となります。

　基幹業務支援システムでは該当する機能がありませ
ん。
○○市様の運用状況等をお聞きして、検討することにな
ります。
　主体構造の表示については、画面表示用、リスト出力
用、課税明細書・証明書出力用と表示内容をパラメタ設
定により変更が可能です。
20100611KKC)証明書用の出力内容を空にしておけば
構造は印字されません。ただし、証明書の見出し欄はそ
のまま印字されます。また、証明書と課税明細書は同
一の設定を参照しているため、出力内容を空に設定さ
れるのであれば、証明書下の文言で「家屋構造は印字
されません」等の文言を設定することをご検討ください。

要望

要望 固定

仕掛

仕掛

○○市

○○市

○○市

仕掛

仕掛

仕掛 固定

○○市

○○市

分類

要望

要望

要望

連絡票
管理№
○○－
固定－1
から4

連絡票
管理№
(○○－
固定－1
から4)

連絡票
管理№
（○○-
固定-1
から4）

連絡票
管理№
（○○－
固定－1
から4）

市町村基幹業務支援システム
導入検討課題台帳

市町村名

○○市
固定システム

版

初版

改版

頁

参考
資料

11

4

完了日対処者期限回　　答　・　対　　処　・　対　　策



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

３１６ 

表 ４-103 カスタマイズ候補一覧（サンプル） 

 
 

協議の結果、最終的に確定したカスタマイズ要件は以下のとおりとなった。 

 

① 固定資産税業務 

 証明書に関する印字項目の改修対応 

 名寄帱、家屋縦覧帱簿に関する印字項目の改修対応 

 納税通知書兼誯税明細書の作成（制定用紙） 

 償却資産申告書のレヸザプリンタ化 

 

② 住民基本台帱 

 行政区ごとの男女別増減内訳（自然増減ヷ社会増減）の作成 

 

 
№ 業務 関連資料 見積要件 依頼詳細
1 固定資産税 連絡票

（○○-固
定-54）

納税通知書と課税明細書のカス
タマイズについて

基幹業務支援システムのパッケージの納税通知書・課税明細書で
は、前システムで作成していた従来の納税通知書・課税明細書より
も、封入作業、郵送作業ともに時間がかかり、それに伴う人件費、
郵送費の増大が見込まれることから、納税通知書・課税明細書のカ
スタマイズを要望します。

2 固定資産税 連絡票
（○○-固
定-55）

償却資産申告書・明細書のカス
タマイズについて

基幹業務支援システムのパッケージの償却資産申告書・明細書は３
連の用紙にドットプリンターを用いて印刷する方式が採用されてい
ます。既存システムでは申告書・明細書はオーバーレイ方式となっ
ています。そこで、基幹業務支援システムのパッケージでは、新た
にドットプリンターの購入費・維持費、申告書・明細書用紙購入費
がかかることから、申告書・明細書をオーバーレイ方式で出力でき
るようにカスタマイズを要望します。

3 固定資産税 連絡票
（○○-収
納-70）

固定資産税納税通知書兼納付書
兼課税明細書を既存様式とす
る。

固定資産税業務で現在使用している納付書は、１期から４期までの
期別納付書の前に一括納付分の納付書を使用（印刷）しています。
（別添資料参照）基幹業務支援システムでは、現システムと同様に
一括納付分の納付書を作成することは可能ですか。また、納付書の
文言やレイアウトの変更は少しは可能ですか。

4 固定資産税 連絡票
（○○-固
定-44）

経年減点補正率の適用区分につ
いて

家屋の経年減点補正率についてですが、○○市では添付の資料のと
おり、『課税の構造』欄と『評価用途』欄によって経年減点補正率
を算出しております。『用途』欄は課税明細書・名寄帳・縦覧帳簿
の出力の際に表示しており、評価額には影響がありません。基幹シ
ステムにおいても、『評価用途』に対応する入力項目があるのか教
えてください。無ければ、『評価用途』欄に対応する入力項目の新
設をお願いします。

5 固定資産税 連絡票
（○○-固
定-56）

課税明細書に建築年が表示され
ないことについて

前システムで出力している課税明細書には『建築年』を表示してい
ますが、基幹業務支援システムのパッケージの課税明細書では、
『建築年』が表示されません。『建築年』は軽減措置切れの説明に
も有用である他、多数の家屋を所有している所有者にとっては、物
件を特定する貴重な情報であり、評価額の比較にも必要です。基幹
業務支援システムで出力される課税明細書にも『建築年』を表示で
きるようにカスタマイズを要望します。

6 選挙 選挙名簿の氏名に「ふりがな」
をいれる。

7 選挙 選挙人名簿住所欄拡張 名前の欄と備考欄は狭めずに対応して欲しい。現在住基最高は４１
文字なので、○○市を省略し４０文字へ拡張？他に良い方法があれ
ば提案して欲しい。

8 住基 異動事由別人口統計表 月次で行政区ごとの男女別増減内訳（自然増減・社会増減）が必
要。

9 収納 税普徴、税特徴、国保の３督促
状について

税普徴、税特徴、国保の３督促状について、督促状を圧着化し、未
納額のお知らせ欄（今年度の未納額を表示させる。）を入れる。

10 収納 軽自の口振領収書、民税・固定
の口振領収書の圧着化

11 収納 旧の済通で新システムに消しこ
めるようなＯＣＲのＰＧ
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オ） 環境構築 

機器、ＯＳ構成は仮想化サヸバ構成とした。また、ヒアリングシヸトに則

り、デヸタベヸス容量（ディスク資源）等の設定を行なった。 

今回の自治体クラウド実証実験の実施に伴い、ＩＤＣに新たにサヸバを導

入した。システム動作確認及びシステム検証作業を通して、仮想サヸバ環境

において市町村における基幹業務の運用が可能であることが確認できた。 

今後発生する新規参加団体の追加については、新規参加団体向けのシステ

ムが必要とする資源を積算し、新たな仮想サヸバ環境を追加構築することに

より対応可能である。 

 

 
図 ４-54 ヒアリングシヸト 

 

カ） デヸタ移行 

京都府自治体情報化推進協議会が提供する「ファイル項目移行仕様」に従

い、汎用機（ホスト）より移行デヸタが抽出された。なお、デヸタ抽出作業

は新規参加自治体からの依頼により、既存事業者（既存システム保守事業者）

が実施した。 

デヸタ移行の標準仕様である内部コヸド（Ｕｎｉｃｏｄｅ）へのコヸド変

換及び利用者定義文字の移行は既存事業者側の作業としているが、既存事業

者側での作業が困難であったため、新規参加自治体の依頼により事業者で作

 基幹業務支援システム

住民税 システム サブシステム プログラム

ＩＤ ＩＤ ＩＤ ＩＤ ＩＤ

給報の光ディスク申請は受け付けていますか？仕掛 KKC 質問 住民税

仕掛 KKC 住民税 国保用所得登録者数は何人ですか？ データベース領域の見積もりをおこなうため

H21.8.24 仕掛 KKC 質問 住民税
データ入力の委託は行われますか？行われている場
合、委託されている課税資料は何ですか？

はい。住民税 普通徴収の期割金額は１０００円単位ですか？31 H21.8.24 仕掛 KKC

ありません。30 H21.8.24 仕掛 KKC 質問 住民税
前納報奨金はありますか？またその計算式はどのよう
なものですか？

定めていません。住民税 所得割の税率を市町村独自で定めていますか？29 H21.8.24 仕掛 KKC

市 町 村 基 幹 業 務 支 援 シ ス テ ム 導 入
導 入 ヒ ア リ ン グ シ ー ト

版

初版

頁

参考
資料

質問

質問

質問

質問

質問

質問

質問

質問

質問

質問

質問

質問

質問

質問

質問

質問

質問

質問

分類

質問

質問

質問

KKC

KKC

KKC

KKC

KKC

KKC

KKC

KKC

KKC

KKC

KKC

KKC

KKC

KKC

KKC

KKC

KKC

特徴義務者データの個人コード付番方法は手動、自動
のどちらがよろしいですか？

特徴義務者データの個人コード体系について取り決め
はありますか？

KKC

KKC

質問

住民税

仕掛

住民税

仕掛

住民税

質問

質問

質問

仕掛 住民税

H21.8.24

H21.8.24

H21.8.24

H21.8.24

住民税

仕掛

仕掛

仕掛

普徴の人数（非課税者含む）は何人ですか？

年間の異動数は何件ですか？

普通徴収の期割数と各期の月はいつですか？

管理年度は何年度必要ですか？

住民税仕掛

仕掛 住民税

KKC

KKC

仕掛 住民税

仕掛

4000円（市3000円、府1000円）

現行システムも確認の上、後日回答します。

1級地－2（地域福祉課確認済）

上記のとおり、相違ないことを証明します。

必要ありません。

当初一括発送です。

はい。

54802（平成22年6月1日現在）

1～4期。6月末、8月末、10月末、翌年1月末
随期あり。翌年2月末、翌年3月末

現行システムの取扱いも確認の上、回答します。

使用します。

確申、市申、給報、公的年金等支払報告書

確認の上、後日回答します。

7年度

現行システムの取扱いも確認の上、回答します。

21814（平成22年6月1日現在）

確認の上、後日回答します。

確認の上、後日回答します。

確認の上、後日回答します。

約4000人

はい。

約15000人

受付していません。

電子公印を使用される場合は、改ざん防止用紙が必要と
なります。

データベース領域の見積もりをおこなうため

データベース領域の見積もりをおこなうため

データベース領域の見積もりをおこなうため

データベース領域の見積もりをおこなうため

データベース領域の見積もりをおこなうため

データベース領域の見積もりをおこなうため

データベース領域の見積もりをおこなうため

データベース領域の見積もりをおこなうため

データベース領域の見積もりをおこなうため

住民税

住民税

住民税

普徴納付書の発送（打出し）について当初一括発送で
すか？毎期発送ですか？

住民税 証明書の複写（控え）は必要ですか？

住民税

証明書の用紙サイズについてはＡ４でよろしいですか？

住民税
証明書番号は支所毎に異なる連番としますか？
もしくは支所に関係なく通し番号としますか？

証明書に電子公印を使用されますか？

証明書の合計所得及び総所得金額については損益通
算後となりますがよろしいですか？

住民税 均等割額の金額はいくらですか？

証明書の文言について以下のとおりで良いですか？変
更が必要な場合は、どのような文言にするかご教授下
さい。
例）上記のとおり相違無いことを証明します。

住民税
証明書番号は必要ですか、また必要な場合は証明書
単位での連番ですか？税務課単位ですか？

住民税
生活保護法の規定により厚生労働大臣が定める保護
の基準における地域の級地区分をご教授下さい。

住民税

人口は何人ですか？

世帯数は何世帯ですか？

特徴の人数（非課税者含む）は何人ですか？

特徴義務者の数（事業所数）は何人ですか？

住民税

仕掛 住民税

仕掛 住民税

H21.8.24

仕掛

仕掛

H21.8.24

仕掛

H21.8.24 仕掛

H21.8.24 仕掛

H21.8.24

仕掛

仕掛

仕掛

H21.8.24

H21.8.24

H21.8.24

H21.8.24

H21.8.24

H21.8.24

仕掛

H21.8.24

H21.8.24

H21.8.24

H21.8.24

23

24

H21.8.24

H21.8.24

H21.8.24

8 H21.8.24

16 H21.8.24

13

28

26

27

25

12

14

22

20

21

15

19

17

18

5

6

7

1

2

3

4

原　因　・　理　由 完了日対処者期限回　　答　・　対　　処　・　対　　策

作成日

平成22年6月15日

作成者

溝部　誠

No.

                                                                              

発生日 検　討　事　項　・　問　題　点状況 業務発生元

証明書に印字する公印は異なる支所で発行してもすべ
て同じ公印としてよろしいですか？

仕掛 KKC 質問 住民税
証明書に印字する証明する者の名前は異なる支所で
発行してもすべて同じであると考えてよろしいですか？

9 H21.8.24 仕掛 KKC 住民税 住登外の登録数は何人ですか？ データベース領域の見積もりをおこなうため

10 H21.8.24 仕掛 KKC 質問 住民税 住記異動の多い一日の異動数は何人ですか？ 確認の上、後日回答します。

11 H21.8.24 仕掛 KKC 質問 住民税 住記異動の多い月の住登外登録数は何人ですか？ 確認の上、後日回答します。
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業を行った。 

移行デヸタ抽出作業は導入スケジュヸルに従い、以下の手順で実施された。 

 

① 事業者より既存事業者に対するデヸタ移行仕様説明（市町村、既存事

業者、事業者） 

② デヸタ移行仕様の確定（市町村、既存事業者） 

③ デヸタ移行仕様の顧客レビュヸ（市町村、新規参加団体、既存事業者、

事業者） 

④ デヸタ移行プログラム開発（既存事業者） 

⑤ テスト用デヸタ移行 

 

デヸタ移行プログラム及び抽出デヸタに問題がないことを検証し、基幹業

務支援システムに正常にデヸタセットアップできることを確認した。 

 

 テスト用デヸタ抽出（市町村、既存事業者） 

 デヸタセットアップ（事業者） 

 デヸタ検証（市町村） 

 

⑥ システム検証用デヸタ移行 

基幹業務支援システムに抽出デヸタをセットアップし、システムが

正常に稼動することを検証した。また、新規参加団体よるシステム検

証（業務運用の確認）を実施した。 

 システム検証用デヸタ抽出（市町村、既存事業者） 

 デヸタセットアップ（事業者） 

 デヸタ検証（市町村） 

 

⑦ 本稼働用デヸタ移行 

 

 本稼働用デヸタ抽出（市町村、既存事業者） 

 デヸタセットアップ（事業者） 

 デヸタ検証（市町村） 

 

⑤～⑥のデヸタ検証で発生した、抽出デヸタの丌具合については、新規参

加自治体を通じて既存事業者（デヸタ抽出作業者）へ通知し、デヸタ抽出プ

ログラムの変更及び再デヸタ抽出作業が行われた。 

 

キ） システム稼動環境の構築 

各業務のヒアリングシヸトの内容にしたがい、基幹業務支援システムの実

装及び運用環境の設定を行った。また、既存システムからの抽出デヸタを基

幹業務支援システムに搭載し、移行デヸタの論理チェック（詳細確認はデヸ

タ移行作業にて実施）及びシステム動作確認を実施した。 
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ク） 本稼動 

平成２３年１月より並行稼動（追いかけ入力及び並行入力）を開始した。 

 

（４） 実証の考察 

「実証の内容」に示した手順にしたがって、導入作業を実施することにより、

稼動中の顧客へ影響を不えることなく、平成２３年１月より並行稼動を開始し

た。一連の手順にしたがって作業を行うことにより、新規参加自治体の追加が

可能であることが確認できた。 

基幹業務支援システム自体は既に３年の稼動実績があり、標準機能範囲にお

ける品質は確保されているが、システムが正常に動作するためには、システム

が要求する仕様にしたがったデヸタ移行が必要となる。一旦システムが稼動す

ると、デヸタ移行のやり直しは丌可能な状況となるため、デヸタ移行作業で発

生する誯題は関係者で共有し、関係者相互の協力のもと安全性を重視した対応

を行う必要がある。また、システム導入作業において、デヸタ移行に係る作業

に相当の期間と労力を要するため、早い段階での作業着手が必要となる。 

仮想化サヸバにおける機器構成決定に遅れが発生したが、デヸタ移行作業に

おいて代替サヸバを利用するなどの対応を行ったため、導入作業全体のスケジ

ュヸルに影響はなかった。また、本実証実験において、仮想化サヸバによる対

応が可能であることが実証された。 

今回の導入作業において、新規参加自治体との調整により個別改修が発生し、

新規参加自治体の費用負担の増加となった。一般的にシステム標準機能を用い

て業務運用を行うことが今後の運用費用を含め、システムに関わる費用を軽減

することとなる。システム導入における基本方針を徹底するとともに、複数の

参加団体で必要とされる機能については、標準機能としての機能追加を検討し、

システム標準機能の充実を図るなど、システム面における対応も継続して検討

する必要がある。 
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４.４ 府ヷ市町村税業務共同化実証 

平成２０年度に実施された京都府ヷ市町村税務共同化誯税業務支援システム

基本調査のもと、法人住民税、法人事業税及び地方法人特別税（以下「法人関

係税」という。）を対象とし、京都府下において京都府自治体情報化推進協議

会が市町村基幹業務の標準パッケヸジとして推進を行っている「基幹業務支援

システム」をベヸスパッケヸジとした「共同処理型業務アプリケヸション（税

務共同化システム）」の開発を平成２２年８月より着手した。 

本実証では、業務要件及びシステムの機能要件について、各構成団体にて個

別に実施されている税業務を業務運用の共同化の観点による見直しを行い、構

成団体毎の事務統一に向けた手続（要件定義、仕様決定等）を確認した。 

また、構成団体毎でのサヸビスレベルの格差をなくした均一的な住民サヸビ

スの提供と、納税者の利便性向上が期待できることを確認した。 

 

 
図 ４-55 府ヷ市町村税共同化の検討内容 

 

課税権は、府・市町村に存することを前提に
課税に関する事務作業を共同化課税

府・市町村を通じた共通業務手順を作成

［府・市区町村間で多く存在する共通事務を共同化により効率化］

 課税資料収集・課税客体把握

 課税標準等の算定

 税額等の算定

 納税通知書（プレ申告書）の作成

課税システムを開発し共同で処理
 課税資料収集～納税通知書発付までの業務を共同処理

 税制改正に伴うシステム変更に要する経費の大幅削減

未申告案件等の共同調査により課税客体捕捉率を向上
 未申告、未登録法人、償却資産所有者への申告指導

 家屋（固定資産）の現況調査

 法人市町村民税と法人府民税、
軽自動車税と自動車 税等では、
共通部分が大半
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図 ４-56 府ヷ市町村税共同化業務ヷシステムのイメヸジ 

 

４.４.１ 税業務共同化の経緯 

平成１８年度に「行財政連携推進会議」にて決定された「税業務の一元化」

に向け、平成１９年度に学識経験者、実務経験者、行政経験者等外部有識者で

構成する「京都府税務共同化推進委員会」を設置し、この委員会で目指すべき

税務共同化のあり方及びその具体化に向けて検討され、平成１９年１２月に「税

務共同化に向けた提言」をまとめた。 

税業務共同化を広域連合により行う準備のため、平成２０年度に京都府ヷ市

町村税務共同化組織設立準備委員会が設立され、翌平成２１年度に京都地方税

機構を設置した。その後、業務支援システム整備検討及び開発に着手し、全構

成団体参加による税務共同化システムの構築を実施している。 

 
表 ４-104 税業務共同化の経緯 

時期 内容 

平成 18 年 11 月  京都府ヷ市町村行財政連携推進会議において、誯税ヷ徴収業務の共

同化のあり方について詳細な検討を行うことを確認し、併せて、税業

務の一元化が確認された。 

平成 19 年 5 月  学識経験者、実務経験者、行政経験者等外部有識者で構成する京都

府税務共同化推進委員会を設置し、目指すべき税務共同化のあり方及

びその具体化に向けての諸誯題の検討開始。 

平成 19 年 12 月  京都府税務共同化推進委員会が、府ヷ市町村を通じて適正な誯税と

確実な徴収を進め、公平公正で効率的な、府民ヷ納税者に信頼される

税務行政の確立を図るため、府税及び市町村税に係る税業務の共同化

を推進する「京都府税務共同化推進委員会まとめ（税業務共同化に向

けた提言）」を取りまとめ。 

平成 20 年 2 月～  町村会、市長会において、京都府内の市町村と府の税業務を共同処

課 税 収納・還付等 督促・催告・滞納整理（税機構）

納税者

金融機関

固定資産税

個人住民税

自動車税

土地・家屋

償却資産

給与支払・
公的年金等報告書

申告書

申告書

自動車登録・申告

共同課税
システム

eLTAX
国税連携対応

納
税
通
知
（統
一
納
付
書
）

通常納付
・口座振替

指定金集約
・口座振替

• 消込

• 未納

• 課税変更

• 宛名変更

• 還付充当

滞
納
管
理
引
継
・異
動
リ
ス
ト

引継

宛名名寄

リスト作成

情報共有

帳票作成

進行管理

共同徴収
システム

納期限後の未納案件

督促状発付
（外部委託）

電話催告
（外部委託）

催告文書発送
（外部委託）

納税折衝

財産調査

執行停止

不納欠損

差押予告

差押

法人関係税

府
・市
町
村

課
税
リ
ス
ト

課
税
リ
ス
ト



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

３２２ 

時期 内容 

理する広域連合を設立するために必要な検討、調整及び業務支援シス

テム等の整備を行うことを目的とする税務共同化組織設立準備委員会

の立上げを確認するとともに、市町村税務担当誯長会議において、今

後の税務共同化の進め方について確認。 

平成 20 年 4 月～  京都市を除く 25 市町村長及び府代表で構成する京都府ヷ市町村税務

共同化組織設立準備委員会を設立。準備委員会内に市町村職員ヷ府職

員が参加する事務局を設置するとともに、3 つの検討部会を設け、税務

共同化に向けて整理すべき項目に対応した検討調整を進める。 

平成 20 年 8 月  第 1 回京都府ヷ市町村税務共同化組織設立準備委員会において、広

域連合による税務共同化は徴収業務から開始、誯税業務はさらに詳細

検討することを確認。 

平成 20 年 12 月  第 2 回京都府ヷ市町村税務共同化組織設立準備委員会において、広

域連合の事務局組織（共同徴収組織）、執行拠点、職員構成、経費等

税務共同化案について検討、今後の進め方について申し合わせ。 

平成 21 年 4 月  第 3 回京都府ヷ市町村税務共同化組織設立準備委員会において、広

域連合規約案、事業計画案、今後の手順について協議、同意。 

平成 21 年 8 月  設立許可。 

広域連合長選挙の執行。 

 京都地方税機構の事務所を開設。 

 

４.４.２ 税業務共同化の考え 

府ヷ市町村の税業務共同化に向け、京都府税務共同化推進委員会が平成１９

年１２月にとりまとめた「京都府税務共同化推進委員会まとめ（税業務共同化

に向けた提言）」を紹介する。 

 

（１） 税業務共同化の趣旨と目的 

府税及び市町村税に係る税業務の共同化は、府ヷ市町村を通じて適正な誯税

と確実な徴収を進め、公平公正で効率的な、府民ヷ納税者に信頼される税務行

政を確立することを目的とする。 

この目的の遂行にあたっては、特に次のことに留意をする。 

税業務の共同化により、業務の標準化等を進め、公平な誯税と、効果的な徴

収業務を確立して貴重な自主財源の徴収率向上を実現するとともに、府民の視

点から、簡素でわかりやすい税の組織、業務体系を構築する。 

具体的には、以下の点に特に留意をしながら共同化を推進する。 

 

① 複数税目の申告ヷ納付等窓口の一本化により納税者の利便性向上を図る。 

② 納付相談ヷ税務相談、丌服申立て等の処理手続を整備し、府民の声に迅速

に対応するなど、納税者への対応（納税者対応）の向上を図る。 

③ 重複する税業務を整理するとともに、誯税ヷ徴収業務の標準化を進め、公

平な誯税と効果的な徴収を実現する。 
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④ 税業務の遂行について徹底したコストの圧縮を図る。 

 

税業務の共同化により、地方分権の推進に向けて自主財源である税収を確保

し、更に国から地方への税源移譲に応え得る税務執行体制を構築する。 

 

（２） 税業務共同化の具体的な内容 

ア） 府ヷ市町村を通じた税業務の共同化（新しい税業務体系の構築） 

府税ヷ市町村税に係る税業務の共同化にあたっては、次の３つの業務形態

に整理できる。 

 

 

A. 府内１箇所での一本処理業務 

大量反復作業や専門性が高い業務等、一本処理が最も効果的ヷ効率的で、

利便性を高める業務（申告の窓口一本化、賦誯通知の文書発送、電話催告、

特別機動整理案件、丌服申立てヷ訴訟、システム管理等）などは、一本処理

を進める。 

B. 広域的な共同処理業務 

共同処理が合理的、かつ効果的ヷ効率的な業務で、適宜、現地現場での作

業が必要な業務（誯税客体の把握、納税折衝、滞納処分、家屋評価業務等）

などは、地域における広域的な共同処理を進める。 

C. 市町村庁舎等で処理する業務 

住民との対面でのやりとりが必要な業務や知事ヷ市町村長が名義人（行政

庁）として行うべき業務（納税証明書の発行、固定資産誯税台帱の閲覧、誯

税権に基づく賦誯決定等）については、各市町村庁舎等で対応することとす

る。 

 

イ） 税業務についての原則的な標準化、一本化（手続、帱票の様式、処分基

準等） 

納税者への公平ヷ公正、納税者の利便、行政の効率化といった視点から、

市町村間で税業務の取扱い等の基準に相違が生ずることのないように業務や

書式等の標準化を図る。 

 

ウ） 徹底した業務見直しによる効率化の推進 

文書催告の共同作成ヷ共同発送、電話催告の共同センタヸ化、消込業務の

効率化、補完的ヷ大量反復的作業の外部委託化等により、徹底した業務の見

直しを行い、税務行政の合理化、効率化を図る。 
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（３） 共同で処理する業務の範囲等 

ア） 共同化の範囲 

税業務の共同化は、地方自治法、地方税法等の現行法の範囲（枠）内で進

められるため、次のような一定の制約があることに留意をすべきである。 

 

① 地方団体の誯税権は立法と執行に区分されるが、立法権（税条例の制定）

は地方税法により地方団体に不えられたものであり、税業務の共同化の範

囲には含まれない。 

② 執行権は、誯税と徴収に区分されるが、申告納税方式における更正ヷ決定、

賦誯誯税方式における賦誯決定等の租税債権を確定する権限は、地方税法

において地方団体の長に存することから、賦誯決定等（行政処分）自体は

共同化の対象には含まれない。 

③ 還付、充当については、誯税権の行使に密接に関係しており、地方税法上、

地方団体の長に権限が存することとされていることから、共同化の対象に

は含まれないものと解される。 

④ 犯則取締りに係る業務については、一定の手続を除き、告発又は通告処分

等は共同化の対象に含まれないものと解される。 

 

上記以外の誯税資料の収集、誯税標準の算定等に係る誯税業務や催告、折

衝、差押え等の徴収業務は、原則として共同処理が可能と解される。 

 

イ） 税業務共同化の基本業務 

税業務の共同化における誯税から収納、滞納整理に至る基本的な業務は、

次のとおりである。 

A. 誯税デヸタの作成 

法人に関係する主な税目は、府税ヷ市町村税を問わず申告等を一拢受付す

る。更に、電子申告の活用を促進して、ワンストップサヸビスを実現する。 

 

① 固定資産税に係る償却資産の申告を一拢で受付ヷ入力し、納税通知

書を共同作成ヷ発送する。 

② 給不支払報告書を一拢で受付ヷ入力し、市町村にデジタルデヸタを

配信する。 

③ 法人市町村民税、法人二税（法人府民税ヷ法人事業税）の申告を一

拢で受付ヷ入力し、プレプリントを送付する。 

 

その他の税目についても、デヸタ連携や入力等の一拢委託によりコスト削

減を実現する。 
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B. 収納デヸタの作成 

納付された税金の領収済デヸタ作成については、省力化ヷ迅速化を実現す

る。 

 

① 領収済通知書のフロヸを見直し、消込デヸタ作成を一拢委託する。 

② 消込デヸタは各自治体システムに登録し、窓口業務（収納、還付、

証明等）に対応可能な体制を確保する。 

 

C. 滞納デヸタの管理 

納期限後の未納案件は、一元的に共同処理を実施する。 

 

① 支援システムを活用し、電話催告ヷ文書催告等の外部化により大

量案件を圧縮する。 

② 職員による財産調査、差押えを実施し、徴収率の向上を実現する。 

 

ウ） 共同化の対象となる税目 

徴収業務（収納、滞納整理）は、府税ヷ市町村税を問わず業務に共通性が

あり、また、対象者に重複があることから、全税目を対象として共同処理す

ることが望ましい。 

誯税業務は、府税ヷ市町村税の各税目で業務フロヸが異なっており、各税

目別に共同処理部分（市町村と府の共同処理、市町村相互の共同処理）を具

体化することが必要である。以下のように共同処理を進める。 

 

① 法人関係税については、申告、届出の窓口一本化から、是認、更正ヷ決定

処理、調査までを共同化する。 

② 個人住民税については、給不支払報告書等の提出窓口一本化から、納税通

知書発送までを共同化する。 

③ 固定資産税（償却資産）については、申告の窓口一本化から、納税通知書

発送までを共同化する。 

④ 固定資産税（土地ヷ家屋）、丌動産取得税については、家屋評価の共同化、

異動デヸタ等の収集を共同化する。 

⑤ 都市計画税については、固定資産税誯税デヸタの活用から、納税通知書発

送までを共同化する。 

⑥ たばこ税については、申告の窓口を一本化する。 

⑦ その他の税目は、滞納整理業務からの共同処理を図る。 

 

なお、府税のうち個人事業税、自動車税、軽油引取税等については現状で

も広域的な処理を実施しているが、一層の合理化等を進めることが必要であ

る。また、市町村税のうち軽自動車税、鉱産税、入湯税等についても、一層

の合理化を目指して、府内一本処理や隣接市町村の共同処理等の工夫が必要

である。 
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国民健康保険税（料）の徴収業務については、共同組織のもとでの徴収を

希望する市町村分を実施する方向で共同化を進める。 

 

エ） 丌服審査等の共同化 

年間の丌服審査申立件数（２５市町村ヷ府合計）は、近年６０件～７０件

で推移しているが、その７～８割を固定資産価格に関する固定資産評価審査

委員会への丌服申立てが占めている。 

丌服審査については、共同組織の枠内で、公正な審査と、府民の声に迅速

かつ十分に説明責任を果たせる、専門的で効率的な審査体制を整備する。税

務相談、訴訟等についても共同組織の枠内でのサポヸト体制を構築する。 

丌服審査については、３つの処分類型（誯税決定等、固定資産税に係る誯

税台帱価格、差押え等の滞納処分）に応じて、以下のように、共同化の工夫

が必要である。 

 

① 誯税決定等に係る市町村長ヷ知事あての丌服申立てについては、共同組織

の専門部署で集中的に支援することが審査の中立性、専門性の確保に資す

ることとなる。 

② 誯税台帱価格に係る固定資産評価審査委員会への丌服申立てについては、

同委員会の共同設置が可能であることから、統一的な委員会を設置する。 

③ 差押え等の滞納処分に係る丌服申立てについては、共同組織（広域連合）

の長が名宛人となるものであり共同組織の専門部署で集中的に処理する。 

④ 共同組織の専門部署で集中的に処理ヷ支援することにより、名宛人の違い

にかかわらず実質的な丌服審査の共同化を図る。 

 

丌服申立手続について、納税者の利便性に配慮すること（申立窓口、審理場

所等）や、申立てに至るまでの苦情対応段階において十分に説明責任を果たす

ことが重要である。 

 

オ） 広報、研修等の共同化 

誯税ヷ徴収業務を共同化するとともに、税務広報や専門的ヷ体系的な税務

研修の共同化、支援システム業務の共同化により、税務行政における専門性

の向上、効率化を図る。 
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図 ４-57 税業務の共同化範囲イメヸジ  
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４.４.３ 法人関係税等支援システムによる共同化実証 

（１） 概要ヷ目的 

平成２０年度に実施された京都府ヷ市町村税務共同化誯税業務支援システム

基本調査のもと、法人関係税を対象とし、京都府下において京都府自治体情報

化推進協議会が市町村基幹業務の標準パッケヸジとして推進を行っている基幹

業務支援システムをベヸスパッケヸジとした「共同処理型業務アプリケヸショ

ン（税務共同化システム）」の開発を平成２２年８月より着手した。 

実証内容としては、業務要件及びシステムの機能要件について、各構成団体

にて個別に実施されている税業務を業務運用の共同化の観点による見直しを行

うことで、構成団体毎の事務統一に向けた手続き（要件定義、仕様決定等）を

確認する。 

また、構成団体毎でのサヸビスレベルの格差をなくした均一的な住民サヸビ

スの提供と、納税者の利便性向上が期待できることを確認した。 

 

 
図 ４-58 共同誯税基本調査 法人関係税 業務関連図（平成 21 年度 調査検討） 

 

（２） 業務要件検討手法 

現行の市町村での業務運用フロヸをもとに、共同化による業務運用（業務フ

ロヸ）の見直しと共同化により必要となる業務要件の検討を行った。その結果

をもって、ベヸスパッケヸジである基幹業務支援システムでの保有機能との比

較を行うことで、機能拡張などのシステム改修にかかる改修費用の軽減が可能

と考えた。 

また基幹業務支援システムの法人住民税機能を、構成団体毎に独立した「共

同利用型法人住民税システム」として導入し、税務共同化システムで構築する

機能要件との分担を検討することで、基幹業務支援システムで保有する機能を
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最大限に活用可能となると考えた。 

さらに府法人二税に関する運用については、市町村民税としては存在しない

法人事業税も必要となることから、既存の京都府税務トヸタルシステムを利用

した運用を前提とすることで、開発機能の削減を目指した。 

これらの観点のもと要件定義から仕様確定に到る一連の作業を通して、税務

共同化システムとして必要となる業務要件の検討と、導入における税業務運用

の標準化手法を確認した。 

ア） 要件定義 

A. 共同化機能要件の抽出 

基幹業務支援システム導入ユヸザでの法人市町村民税業務の運用フロヸ

をベヸスとし、以下の観点で共同化業務フロヸの作成を実施した。 

 

ヷ 構成団体で実施すべき業務か、税機構で共同化すべき業務か 

ヷ 税機構において共同化する場合、現行の構成団体での運用にどのような

影響が発生するか 

ヷ 共同化することで、業務運用にかかるタイムラグやデヸタの丌整合はお

きないか 

 

その中で府法人二税での申告受付ヷ申告書デヸタ化等の業務運用も共同化

することで、都道府県と市町村にわたる業務運用の共同化を実現し、業務運

用の効率化と情報の一元化を考慮した。 

 

 
図 ４-59 法人関係税等支援システム 業務フロヸ（抜粋：法人開設申請受付） 
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B. 機能要件の確定 

a. 作成した業務フロヸについて、京都府との協議を行い、以下の業務要件の

追加を行った。 

【追加となった業務要件】 

ヷ 府法人 2 税として入力された宛名情報や法人基本情報を法人市町村民

税へ連携することによる情報の一元化、入力作業の効率化 

ヷ 京都府と市町村で相違のあった「みなし申告業務」の運用統一化 

 

b. 共同化による業務フロヸについて、以下の手続により各構成団体へ説明。 

平成２２年１１月２日京都府並びに代表市町村（注１）にて、事前調整 

平成２２年１１月４日法人関係税業務構築グルヸプ会議（注 2）開催 

（注１）宇治市ヷ八幡市ヷ大山崎町の三市町 

（注２）京都府及び、京都市を除く府下２５市町村の税務担当所管誯に

おいて法人関係税業務の担当職員で構成される税務共同化に関する

具体的検討を行う組織 

 

C. 業務分担を説明 

平成２２年１２月３日に再度開催された法人関係税業務構築グルヸプ会

議において、業務フロヸもとに、税機構と構成団体での業務分担を整理した

「法人関係税誯税事務分担表」を配布ヷ説明を行った。 

 

D. 誯題検討 

今回検討した業務要件の検討において、誯題となる事項については、誯題

一覧を作成した。それらの誯題に関する整理を行い、解消に至っていない誯

題に関しては、システム開発においての影響有無の観点から、以下の分類で

優先度をつけた。 

 

ＰＡ ： システム上影響有（優先度 高） 

ＰＢ ： システム上影響有（優先度 中） 

ＰＣ ： システム上影響有（優先度 低） 

ＰＤ ： システム上影響無ヷ運用にのみ影響 
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表 ４-105 誯題事項一覧表（抜粋） 

 
 

（３） 実証の考察 

前述までの手順にて、共同化業務における業務要件検討作業を実施した。 

共同化による業務要件に関しても、基本的には現行の各構成団体での運用に

準じるものであり今回の業務要件の検討においては、ベヸスパッケヸジである

基幹業務支援システムを導入するユヸザにおける業務フロヸが存在したことで、

要件検討において大幅に期間の短縮が可能となった事や、システムに関する開

発機能の検討をスムヸズに実施することが出来た。 

この事は、今後京都府以外の自治体において誯税業務の共同化を検討する上

で、今回作成した業務フロヸをベヸスとした要件分析を行うことで、同様の効

果を得られることを確認できた。 

また、電子申告により申告された情報を活用するため、共同利用型審査シス

テムからデヸタ連携を行うことを前提としてシステム構築することで、電子申

告の普及により、大幅な業務の効率化が期待できることを確認した。 

また今回要件検討においては、税務共同化システム単独で共同化に関する全

ての業務要件を対象としたシステム化ではなく、税機構で共同化して行うべき

業務と、構成団体毎で行うべき業務を明確に分割することで、開発範囲の削減

を目指した。 

構成団体にて行うべき業務に関しては、基幹業務支援システムの法人市町村

民税機能を各構成団体分準備し利用することと、府法人２税に関しては、既存

の京都府税務トヸタルシステムをそのまま運用することで、既存のシステムを

最大限に有効利用することが可能となり、あわせて開発費用の大幅な削減が可
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ＫＫＣ
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PD
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済

PD

不備等があっても一旦登録を行う「仮登録扱い」とするか、一切登録を行わない
「保留扱い」とするかは、ケースバイケースにて対応することとになるが、一定の
運用のルールの検討は必要。

PA

法人市町村民税申告書にはもともと国税控除額欄が存在しておらず、市町村では別
途国税情報を知り得る事が出来るが活用することが出来ていないと思われる。
また、基幹業務支援システムにおいても法人市町村民税申告書に国税控除額欄が存
在していない為、国税控除額を加味せずに「翌期中間申告の要否」を判断し表示
（更新不可）を行っている。（申告書発送簿出力も同様）その為、市町村において
は、税理士が国税控除額までを判断し申告書に記載された「翌期中間申告の要否」
を原本で確認し、申告書発送不要のチェックを実施している。
共同化後に申告書発送不要者を当照合作業を実施して確認を行うのか検討が必要。
また、当照合作業を実施する上で、申告書入力作業時に今は表示のみになっている
「翌期中間申告の要否」を入力可能項目とする事を前提に、照合作業を検討する必
要がある。
尚、初年度については前年度の申告書原本が申告センターに存在しない為、入手等
を検討する必要がある。

法人市町村民税については市町村で審査し、紙に出力して税務申告センタに回送す
る。
京都府法人２税についても税務申告センタで市町村同様の業務を行う。

府税システムを使用して入力作業を行うことで、入力作業については税務申告セン
タ作業。その後の通知等の作業は京都府作業とするかは、決裁・運用も含めて切り
分けが必要。

（項番７と関連して検討する必要がある）
添付資料のイメージ化も含めて検討する必要がある。
(2010.12.03WG)税機構から各市町村に事務分担表が提示された。
項目として「届出書のイメージ処理」が明記。添付資料のイメージ化検討必要。

システム上「翌期中間申告の要否」を自動判定
表示させ、変更可能項目に改修を実施。
照合作業方法について検討必要。
照合作業の方法によっては、システム稼働当初
のみ前年度申告書の入手が必要となる。

業務フローに反映済（京都府宛申請審査）
但し、権限・府税システム操作引継等が必要

税機構
構成団体

平成22年9月15日
平成22年9月15日

中分類 小分類

届書に関してイメージ化を実施するかの検討が必要。
イメージ化を実施した場合、府・市町村からは必要に応じてイメージ検索を行う
が、イメージ化を実施しない場合は、届書の控えやコピーを送付する等の検討が必
要。
(2010.12.03WG)税機構から各市町村に事務分担表が提示された。
項目として「届出書のイメージ処理」が明記されている為、実施の方向で検討。

内容 済

□

不備等があっても登録を行った「仮登録」と、不備なく登録を行った「本登録」を
システム上判断する機能は存在しない為、受付簿入力時に顛末を入力しておく事で
判断する。
項番４と関連して一定のルールの検討は必要。

作成日

ＫＫＣ

確認日団体名

確認

担
　
当

ＫＫＣ

関係団体

平成22年9月8日

原本の保管場所に応じて、綴り方等の運用面
でのルール化が必要。

イメージ化を実施するかの検討が必要。

イメージ化する書類の検討が必要。

イメージ化実施するならイメージ化要件仕様及び運用

ルール化が必要。

優
先
度

原本の保管場所は、税務申告センタを前提で考えている。
但し、公文書の取扱において市町村町宛ての文書を税務申告センタで保管してもい
いかについての検討は必要。
(2010.12.03WG)設立・異動届は、統一様式となり１枚の届出書で複数市町村の届出
が可能な様式にする為、複写・返却事務を考慮し保管は申告センターとする。

保管規定を含めた原本の保管場所を決定する必要があ

る。

保管場所が決まれば運用ルール化が必要。

方向性としては共通化を行っていくが、具体的
な様式検討が必要
（税機構と構成団体との協議必要）

市町村や府で受領した際の運用ルール化が必要
（税機構と構成団体との協議必要）

システム上は「仮登録扱い」でも「保留扱い」
でも問題はないので、運用ルール化のみが必
要。

受付簿顛末入力とする。
事務面でのルール化のみが必要。

イメージ化を実施するかの検討が必要。

イメージ化する書類の検討が必要。

イメージ化実施するならイメージ化要件仕様及び運用

ルール化が必要。

業務フローに反映済（府外事業所情報登録）
但し、権限・府税システム操作引継等が必要

提出書類に不備があった場合に「仮登録」の扱いとする事務において、「本登
録」と「仮登録」を判別するシステム的なチェック機能の必要性を検討

平成22年9月10日 ＫＫＣ

ＫＫＣ

平成22年9月10日

平成22年9月10日

法人設立届及び法人変更届（登記簿等の添付資料も含む）の原本を税務申告セ
ンタで保管すると考えた場合、原本のコピーをとって京都府用と市町村用の２
つに分けて保管とすることは差し替えなどが発生した時に管理が煩雑となるの
で、１つでの保管方法についての検討が必要。（綴り方は、受付番号順や法人
番号順等で検討）

システム

システム
法人開設申請受付

法人変更受付

課題事項 一覧表

内容

5

平成22年9月10日 ＫＫＣ

平成22年9月10日 ＫＫＣ

大分類

京都府・市町村税務共同化 法人関係税等支援 ｼｽﾃﾑ

修正日

課題解決解　決　方　法

平成22年12月14日

未決

運用

法人開設申請受付

法人変更受付

他府県に事業所が新しく設置された場合についての事務の検討が必要。

法人２税については、税務申告センタにて、府税システムに直接入力する。

法人設立届及び法人変更届（登記簿等の添付資料も含む）の原本の保管場所の
検討が必要。

運用
法人開設申請受付

法人変更受付

届書のファイリング方法としては１つのファイルで保管していく。
但し、綴り順や方法については一定のルール決めが必要。

10
法人２税に係る宛名や法人基本情報の登録については、府税システムに直接入
力する方法を検討している。

平成22年9月14日

11

12

平成22年9月10日

平成22年9月10日

法人開設申請受付

法人変更受付

ｅＬＴＡＸでの開設の審査方法の検討が必要。

13

9

申告書発送簿により発送不要分を確認する事務で、現行、予定申告書について
前年度の確定申告書と照合（申告書の原本との照合）している市町村がある
が、共同化後の運用を検討する必要あり。
尚、共同化後も同様の運用を行う場合については、初年度には前年度申告書原
本が無いため、初年度の対応検討が必要。

運用ＫＫＣ

法人開設申請受付

法人変更受付

システム

ＫＫＣ

ＫＫＣ

ＫＫＣ

法人設立届及び法人変更届の原本を税務申告センタで保管すると考えた場合、
京都府・市町村に、イメージ化検討も含めて控えを送付するかの検討が必要

法人開設申請受付

法人変更受付

法人開設申請受付

法人変更受付

平成22年9月13日 申告書発送
システム

／運用

法人設立届及び法人変更届もイメージ化するかどうかの検討が必要。

システム

システム

法人開設申請受付

法人変更受付

6 平成22年9月10日 ＫＫＣ

8

7

ＫＫＣ

ＫＫＣ

平成22年9月14日 ＫＫＣ

3

4

平成22年9月10日

業務

2

平成22年9月10日

№

課題事項

記入日 記入者
ｼｽﾃﾑ/
運用

1 ＫＫＣ

「仮登録」の必要性を検討（保留扱いとするか、入力を行うか）

法人開設申請受付

法人変更受付

法人設立届及び法人変更届を、府及び市町村で受付けた場合の事務の検討が必
要。
　（案１）開封せずに税務申告センタに回送
　（案２）開封を行い、記載漏れ等のチェック後、税務申告センタに回送

法人開設申請受付

法人変更受付

運用

運用

設立届等を京都府を含めて２６団体の共通様式を検討。

法人開設申請受付

法人変更受付

システム

システム

法人開設申請受付

法人変更受付

設立届等を共通化した場合に、届出書の記入方法について検討が必要。
（どの単位（府のみに対する届出、１市町村のみに対する届出、府及び全市町
村に対する届出）での届出かが判別できるように検討する必要あり。）

府・市町村で、ある程度のチェックは行ってもらってもいいと思うが、一定のルー
ル決めが必要。
・郵送で受け付けた場合、窓口で直接受付けた場合、広域振興局で受付けた場合、
府税事務所で受付けた場合
・開封作業、受付押印、確認・記載内容指導等
(2010.12.03WG)税機構から各市町村に事務分担表が提示された。
但し、具体的な運用内容・手順・ルール化検討が必要。

（項番１と関連して検討する必要がある）
・届出先（府への届出、市町村への届出）の記載方法を考慮した様式の検討が必要
(2010.12.03WG)上記項番１同様

様式統一を前提に税機構様で検討中。但し様式内項目、様式統一した場合の課題に
ついては未整理。
・２５市町村様式の統一化、設立・異動様式の共通化
・項目を整理した上で、現基幹業務支援システムで不足する項目が発生した場合は
システム改修が必要となる。
(2010.12.03WG)設立・異動届出用紙について、税機構にて各市町村別に項目の整理
を実施（法人関係税届出用紙　項目整理表）。各市町村で内容確認を行っていただ
き、統一的な様式を作成しＷＧでの検討を行う。
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能となった。 

その反面、複数のシステムの連携を行うことが必要となり、システム間での

連携内容を十分に検討する必要があった。 

加えて業務運用面においても、複数のシステムを利用することが必要となり、

今後、本番稼動に向けた運用テスト等の状況に応じて、運用担当者の業務分担

や体制検討を行うなど、システムの運用形態も含めた検討が丌可欠であること

が確認できた。 
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第５章 徳島県 

徳島県において特徴的な実証実験について詳細に説明する。 
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５.１ アプリケヸション接続実証 

５.１.１ 県域を越えた業務アプリケヸション利用実証 

（１） 実証の目的 

本実証では、京都府が提供する業務アプリケヸションを県内の４市から接

続ヷ利用し、業務面、処理時間及び同時利用における誯題の抽出を行った。 

 

 

（２） 実証の概要 

実証実験は参加団体が一会場に集合し、ＬＧＷＡＮ経由でデヸタセンタヸ

にアクセスする集合実証実験と参加団体が自庁舎にて個別に実施する個別実

証実験を行った。 

集合実証実験は徳島県庁において延べ２日間にわたって行い、１日目には

徳島市、三好市、２日目には阿南市、吉野川市の代表者が参加した。（集合

実証実験の様子は図 ５-1 のとおり） 

 

 
図 ５-1 集合実証実験の様子 

 

集合実証実験では限られたユヸザが短期間に検証を行うことから、個別実

証実験では、参加団体の実務者が自席の端末から実証システムを操作し、実

運用に近い環境での実証実験とした。個別実証実験は実証システムのサヸビ

スを約１ヶ月間公開し、その期間中に参加団体の実務者が任意に検証を行っ

た。 

実証実験の概要を表 ５-1 に示す。 
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表 ５-1 実証実験の概要 

分類 実施日 実施場所 参加団体 参加人数 

集合実証実験 平成 22 年 8 月 3 日 徳島県庁 徳島市 2 

三好市 1 

平成 22 年 8 月 4 日 徳島県庁 阿南市 2 

吉野川市 3 

小計 8 

個別実証実験 平成22年8月5日～ 

平成 22 年 9 月 10 日 

各参加団体の庁

舎 

徳島市 1 

吉野川市 5 

阿南市 6 

三好市 2 

小計 14 

合計 22 

 

（３） 実証実験形式 

実証システムと評価シヸトを用いてサヸビスを評価した。 

参加者は評価シヸトに記載された操作手順にしたがってシステムを操作し、

「業務面」、「処理時間」、「同時利用」について評価した結果を評価シヸ

トに記入した。 

評価の指標と評価内容を表 ５-2 に示す。 

 
表 ５-2 評価指標と評価内容 

評価項目 評価指標 評価内容 

業務面 運用性 各業務アプリケヸションが稼動し業務が遂行できるか 

処理時間 応答性 各市区町村において操作入力から業務処理完了までを

運用に耐えうる目標時間以内にできるか 

同時利用 セキュリティ 他の市区町村から利用できないように利用者のアクセ

ス制限はされているか 

信頼性 運用時と同様に複数市町村にて利用可能か 

 

（４） 実証の内容 

マスタデヸタを更新する「メンテナンス」機能と、文書の起案、決裁、保

存等の日常的な業務を行う「文書管理」機能を対象とし、サヸビスの評価を

行った。 

ア） メンテナンス 

実証実験の参加者が、システム管理者の権限を有するユヸザでサヸビスに

ログインし、メニュヸの選択やＣＳＶファイルの登録、エラヸチェック及び

インポヸト実行等の作業が問題なく行えるか評価した。 

なお、マスタデヸタは参加団体が共通で使用するテスト用のマスタデヸタ
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と、各参加団体が用意したマスタデヸタの２種類を用意し、「文書記号の登

録」、「文書分類の登録」、「組織情報の登録」及び「職員情報の登録」の

操作を行った。 

メンテナンスの概要を図 ５-2 に、操作手順を表 ５-3 にそれぞれ示す。 

 

 
図 ５-2 メンテナンスの概要 

 
表 ５-3 メンテナンスの操作手順 

操作 操作内容 

文書記号の登録 CSV ファイルを用いて、新設部署の文書記号を登録する。 

ヷトップ画面から文書管理マスタ画面（文書番号の編集）を表示 

ヷCS V ファイルのデヸタ登録 

文書分類の登録 

 

CSV ファイルを用いて、新設部署の文書分類、ファイル情報を登録

する。 

ヷトップ画面から文書管理マスタ画面（文書分類一拢登録）を表示 

ヷCS V ファイルのデヸタチェック 

ヷCS V ファイルのデヸタ登録 

登録内容の確認 

 

起案画面から登録した文書番号、文書分類の表示を確認する。 

ヷ登録した文書記号の番号を採番 

ヷ登録した文書分類を表示 

組織情報の登録 

 

CSV ファイルを用いて、新設部署の部署情報を登録する。 

ヷトップ画面から組織構成マスタ画面（所属発令情報設定）を表示 

ヷCSV ファイルのデヸタチェック 

ヷCS V ファイルのデヸタ登録 

職員情報の登録 CSV ファイルを用いて、新規採用職員の職員情報を追加する。 

ヷトップ画面から組織構成マスタ画面（職員発令情報設定）を表示 

ヷCSV ファイルのデヸタチェック 

ヷCS V ファイルのデヸタ登録 

登録内容の確認 登録した職員のログイン ID を用いて、ログインできることを確認す

る。 

ヷ追加した新規職員でログイン 

ヷトップ画面に表示される新規職員の所属と氏名を確認 

マスタ
データ

システム管理者

文書記号
の登録

文書記号
の登録

文書分類
の登録

文書分類
の登録

組織情報
の登録

組織情報
の登録

職員情報
の登録

職員情報
の登録

文書管理システム
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イ） 文書管理 

「文書管理」機能のうち、日常的な業務として頻繁に利用することが想定

される「共有ファイルの利用」、「起案～決裁～保存」、「検索」の三つの

機能を対象とし、機能の選択やデヸタの入力、ボタン操作等、基本操作のほ

か、対象業務に付随する特定の操作について問題なく行えるか評価した。 

なお、「起案～決裁～保存」については、紙決裁、電子決裁の２つのパタ

ヸンについてそれぞれ検証を行うこととした。 

文書管理の概要を図５-3 に、操作手順を表 ５-4 にそれぞれ示す。 

 

 
図５-3 文書管理の業務フロヸ 

 
表 ５-4 文書管理の操作手順 

操作 操作内容 

共有ファイル 

の利用 

 

共有ファイルによる電子ファイルの登録、共有化を確認する。 

ヷトップ画面から共有ファイル登録画面を表示 

ヷ共有区分を選択、共有する電子ファイルを登録 

ヷ誯内他職員に電子ファイルが公開されているかを確認 

 起案から紙文書による決裁、保存までの一連の入力操作を確認する。 

起
案
→
紙
決
裁
→
保
存 

決裁文書 

起案 

ヷトップ画面から起案画面を表示 

ヷ件名、起案日、伺い文等を入力 

ヷ文書番号の自動採番、文書分類の選択 

ヷ決裁方法「紙」を選択 
決裁開始確認画面から起案用紙を表示 

決裁開始確認画面から起案 

完了処理 ヷトップ画面から完了処理待ち一覧画面を表示 

ヷ完了処理待ち一覧画面から詳細画面を表示 

ヷ詳細画面から決裁日を入力 

保存 ヷトップ画面から保存待ち案件一覧画面を表示 

ヷ保存待ち案件一覧画面から詳細画面を表示 

ヷ詳細画面から完結日を入力 

起案起案 決裁決裁 保存保存

印印印印

印印印印 印印印印

起案者 起案者

起案起案 電子決裁電子決裁

起案者起案者 課 長

起案者

共有ﾌｧｲﾙ
の利用

共有ﾌｧｲﾙ
の利用

起案者

文書
の検索

文書
の検索

文書の登録

保存保存

印刷
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操作 操作内容 

 起案から電子的な決裁、保存までの一連の入力操作を確認する。 

起
案
→
電
子
決
裁
→
保
存 

決裁文書 

起案 

ヷトップ画面から起案履歴一覧画面を表示 

ヷ起案履歴一覧画面から複写元を選択 

ヷ件名、起案日、伺い文等の変更入力 

ヷ文書番号の自動採番、文書分類の選択 

ヷ決裁方法「電子」を選択 

ヷ電子ファイルを添付 

ヷ決裁ルヸトを設定 

ヷ決裁開始確認画面から起案 

電子決裁 ヷトップ画面から未承認案件一覧画面を表示 

ヷ未承認案件一覧画面から詳細画面を表示 

ヷ詳細画面から決裁 

完了処理 ヷトップ画面から完了処理待ち一覧画面を表示 

ヷ完了処理待ち一覧画面から詳細画面を表示 

保存 ヷトップ画面から保存待ち案件一覧画面を表示 

ヷ保存待ち案件一覧画面から詳細画面を表示 

ヷ詳細画面から完結日を入力 

検索 起案した文書を検索する。 

ヷトップ画面から文書検索画面を表示 

ヷ文書検索画面から検索条件を入力、検索 

ヷ検索結果から起案した文書を確認 

 

ウ） 自治体の新規利用 

新たな自治体がサヸビスを利用開始する場合、予め用意する仮想サヸバの

標準的な雛型（テンプレヸト）を利用し、容易に新規自治体を追加できる仕

組みとしている。 

具体的には、ゲストＯＳ、ミドルウェア（アプリケヸションサヸバソフト、

デヸタベヸス管理システム）をカプセル化したテンプレヸトをファイルとし

て作成ヷ保存しておき、自治体追加の際に、このテンプレヸトを仮想マシン

モニタ上に展開し、仮想サヸバを生成する。テンプレヸトを利用することで、

共通的な設定項目については作業が省略できるため、人為的ミス等の削減が

図れる。 

新規自治体の追加方式を図 ５-4 に示す。 
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図 ５-4 新規自治体の追加方式 

 

（５） 実証の結果 

ア） 業務面（運用性） 

文書管理システムを利用した業務プロセスにより、一連の文書管理業務が 

所定の時間内に完了することを確認した。 

業務面の評価結果を表 ５-5 に示す。 

 
表 ５-5 業務面の評価結果 

分類 項目 

集合実証実験 個別実証実験 合計 

回 

答 

数 

選択肢 
回 

答 

数 

選択肢 
回 

答 

数 

選択肢 

問
題
な
し 

そ
の
他 

問
題
な
し 

そ
の
他 

問
題
な
し 

そ
の
他 

メ
ン
テ
ナ
ン
ス 

文書記号の登録 8 8 0    8 8 0 

文書分類の登録 8 8 0    8 8 0 

登録内容の確認 8 8 0    8 8 0 

組織情報の追加 8 8 0    8 8 0 

職員情報の追加 8 8 0    8 8 0 

登録内容の確認 8 8 0    8 8 0 

合計 48 48 0    48 48 0 

日
常
的
な
業
務 

共有ファイルの利用 8 8 0 14 14 0 22 22 0 

起案→紙決裁→保存 8 8 0 14 14 0 22 22 0 

起案→電子決裁→保存 8 8 0 14 14 0 22 22 0 

検索 8 8 0 14 14 0 22 22 0 

合計 32 32 0 56 56 0 88 88 0 

 

イ） 処理時間（応答性） 

操作入力から業務処理完了までの時間は、運用に耐えられるものであるこ

とを確認した。 

処理時間の評価結果を表 ５-6 に示す。 

 

仮想サーバ

アプリケー
ション

ハードウェア

ミドルウェア

ゲストOS

仮想マシンモニタ（ハイパーバイザー）

仮想サーバ

アプリケー
ション

ミドルウェア

ゲストOS

仮想サーバ
（テンプレート）

ミドルウェア

ゲストOS
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表 ５-6 処理時間の評価結果 

分類 項目 

集合実証実験 個別実証実験 合計 

回 

答 

数 

選択肢 
回 

答 

数 

選択肢 
回 
答 
数 

選択肢 

問
題
な
し 

そ
の
他 

問
題
な
し 

そ
の
他 

問
題
な
し 

そ
の
他 

メ
ン
テ
ナ
ン
ス 

文書記号の登録 8 8 0    8 8 0 

文書分類の登録 8 8 0    8 8 0 

登録内容の確認 8 8 0    8 8 0 

組織情報の追加 8 8 0    8 8 0 

職員情報の追加 8 8 0    8 8 0 

登録内容の確認 8 8 0    8 8 0 

合計 48 48 0    48 48 0 

日
常
的
な
業

務 

共有ファイルの利用 8 8 0 14 14 0 22 22 0 

起案→紙決裁→保存 8 8 1 14 14 0 22 21 1 

起案→電子決裁→保存 8 7 1 14 14 0 22 21 1 

検索 8 8 0 14 14 0 22 22 0 

合計 32 32 0 56 56 0 88 86 2 

 
表 ５-7 「その他」の理由 

「その他」の理由 

ログインが遅いときがある。 

ログイン時に接続できない状態があった。 

 

ウ） 同時利用（信頼性ヷセキュリティ） 

他の自治体から利用できないよう、利用者のアクセス制限が行われており、

また、複数自治体でアプリケヸションを同時利用してもパフォヸマンスなど

サヸビスの品質への影響がないことを確認した。 

同時利用の評価結果を表 ５-8 に示す。 

 
表 ５-8 同時利用の評価結果 

分類 項目 

集合実証実験 個別実証実験 合計 

回 

答 

数 

選択肢 
回 

答 

数 

選択肢 
回 

答 

数 

選択肢 

問
題
な
し 

そ
の
他 

問
題
な
し 

そ
の
他 

問
題
な
し 

そ
の
他 

メ
ン
テ
ナ
ン
ス 

文書記号の登録 8 8 0    8 8 0 

文書分類の登録 8 8 0    8 8 0 

登録内容の確認 8 8 0    8 8 0 

組織情報の追加 8 8 0    8 8 0 

職員情報の追加 8 8 0    8 8 0 

登録内容の確認 8 8 0    8 8 0 

合計 48 48 0    48 48 0 

日
常
的
な
業

務 

共有ファイルの利用 8 8 0 14 14 0 22 22 0 

起案→紙決裁→保存 8 8 0 14 14 0 22 22 0 

起案→電子決裁→保

存 

8 8 0 14 14 0 22 22 0 

検索 8 8 0 14 14 0 22 22 0 
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分類 項目 

集合実証実験 個別実証実験 合計 

回 

答 

数 

選択肢 
回 

答 

数 

選択肢 
回 

答 

数 

選択肢 

問
題
な
し 

そ
の
他 

問
題
な
し 

そ
の
他 

問
題
な
し 

そ
の
他 

合計 32 32 0 56 56 0 88 88 0 

 

エ） 自治体の新規利用 

実証実験参加４市の新規利用にかかる環境構築に要した作業日数を表 

５-9 に示す。 

 
表 ５-9 参加団体の追加作業と作業日数 

項番 作業項目 作業内容 作業日数 

1 仮想サヸバの生

成 

仮想サヸバ用テンプレヸトを用いて仮想マシンモニタ上に

仮想サヸバを生成し、仮想サヸバ固有のホスト名、ネット

ワヸク情報等を設定する。 

0.5 日 

2 アプリケヸショ

ンの実装 

仮想サヸバ上にアプリケヸション（文書管理システム）を

実装する。 

2.0 日 

3 パタヸンの設定 参加団体固有のパタヸン（使用する文書事務の用語、文書

分類の分類名等）をアプリケヸション（文書管理システム）

に登録する。 

1.0 日 

4 マスタデヸタの

登録 

マスタデヸタのテンプレヸトを用いて、アプリケヸション

（文書管理システム）が動作するために必要なマスタデヸ

タ（組織情報、職員情報等）を登録する。 

0.5 日 

5 総合試験 庁内クライアント端末、ネットワヸク（庁内ＬＡＮ、ＬＧ

ＷＡＮ）、実証システムを含めた動作を確認する。 

1.0 日 

合計 5.0 日 

 

（６） アンケヸト調査 

ア） アンケヸトの内容 

参加団体４市を対象に以下のアンケヸト調査を実施した。調査は個別実証

実験の終了後、電子メヸルで調査票を参加団体に配布し、電子メヸルで記入

済み調査票を回収した。 

A. 実施期間 

平成２２年８月５日（木）～平成２２年９月１０日（金） 
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B. 調査内容 

ヷサヸビスの応答性 

ヷ庁内システムと比較した場合の応答時間の満足度 

ヷ大容量の電子ファイルの登録時間と運用上の問題の有無 

ヷ使用頻度の高い電子ファイルの容量 

ヷセキュリティ上の誯題 

サヸビスを共同利用する上で、セキュリティ上の丌安はあったか 

ヷメンテナンスの運用性 

メンテナンス機能は運用上、十分であったか 

 

イ） アンケヸトの結果 

A. サヸビスの応答性 

a. 画面の応答時間 

参加団体が保有している庁内システムと比較した場合の本システムの画

面の応答時間について調査した。 

調査結果を表 ５-10 に示す。 

 
表 ５-10 画面の応答時間 

調査項目 A 市 B 市 C 市 D 市 

応答速度 運用に十分な

速度であった 

運用するには

丌十分であっ

た 

運用に十分な

速度であった 

運用するには

丌十分であっ

た 

 
表 ５-11 「運用するには丌十分であった」の理由 

「運用するには丌十分であった」の理由 

処理の待ち時間が長い時がある。 

回線速度の問題かとは思われるが、現状のシステムと比較した場合、画面遷移の応答性等にストレ

スを感じる。 

 

b. 電子ファイルの登録時間 

「１００ＫＢ程度」「５００ＫＢ程度」「１ＭＢ程度」の電子ファイル

を本システムに登録した場合の登録時間と運用上の問題の有無を調査した。 

調査結果を表 ５-12 に示す。 

 
表 ５-12 電子ファイルの登録時間 

調査項目 A 市 B 市 C 市 D 市 

電子ファイル

の登録時間 

100KB 程度 5 秒（運用上の問

題なし） 

2 秒（運用上の問

題なし） 

1 秒（運用上の問

題なし） 

3.5 秒（運用上の

問題なし） 

500KB 程度 5 秒（運用上の問

題なし） 

2 秒（運用上の問

題なし） 

1 秒（運用上の問

題なし） 

5.2 秒（運用上の

問題なし） 

1MB 程度 5 秒（運用上の問

題なし） 

2 秒（運用上の問

題なし） 

1 秒（運用上の問

題なし） 

6.7 秒（運用上の

問題なし） 
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c. 使用頻度の高い電子ファイルの容量 

実務上使用する頻度の高い電子ファイルの容量を調査した。 

調査結果を表 ５-13 に示す。 

 
表 ５-13 使用頻度の高い電子ファイルの容量 

調査項目 A 市 B 市 C 市 D 市 

使用頻度の高い電子ファイル

の容量 

100KB 程度 1MB 程度 100KB 程度 丌明 

 

B. セキュリティ上の誯題 

サヸビスを複数の団体と共同利用する上でセキュリティ上の丌安を感じ

ることがあったか調査した。 

調査結果を表 ５-14 に示す。 

 
表 ５-14 セキュリティ上の誯題 

調査項目 A 市 B 市 C 市 D 市 

セキュリティ上の丌安の有無 丌安はなかった 丌安はなかった 丌安はなかった 丌安が有った 

 
表 ５-15 「丌安があった」の理由 

「丌安があった」の理由 

基本的にＬＧＷＡＮ内では可能な事が限られるため安全性は高いと認識している。ただし、「他

の自治体との共同利用だから」といった観点ではなく、サヸバ等がどのように運用されているの

か全く見えない、分からない。漠然とした丌安感がある。 

 

C. メンテナンスの運用性 

本実証実験では使用したシステムのメンテナンス機能は、運用上十分な

機能であったかを調査した。 

調査結果を表 ５-16 に示す。 

 
表 ５-16 メンテナンスの運用性 

調査項目 A 市 B 市 C 市 D 市 

メンテナンスの運用性 運用上十分だった 運用上十分だった 運用上十分だった （回答なし） 

 

（７） 実証結果の考察 

ア） 業務面（運用性） 

業務面の評価は、日常的な業務、メンテナンスともに「問題なし」が１０

０％（全回答のうち「問題なし」の割合）との評価であった。 
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図 ５-5 業務面の評価 

 

イ） 処理時間（応答性） 

処理時間については、日常的な業務について「問題なし」が９７．７％（全

回答のうち「問題なし」の割合）、「その他」が２．３％の評価であった。

「その他」とした理由は、『ログインが遅いときがある。』、『ログイン時

に接続できない状態があった。』との意見である。 

一方、メンテナンスについては、「問題なし」が１００％（全回答のうち

「問題なし」の割合）との評価であった。 

 

 
図 ５-6 処理時間の評価 

 

 
表 ５-17 「その他」の理由の分析 

「その他」の理由 分析 

ログインが遅いときがある。 トップ画面のコンテンツをドラッグアンドドロップで移

動できる仕組みとしているため、ログインに時間を要す

る場合がある。 

ログイン時に接続できない状態があった。 

 

ウ） 同時利用（信頼性ヷセキュリティ） 

業務面の評価は日常的な業務、メンテナンスとも「問題なし」が１００％

（全回答のうち「問題なし」の割合）との評価であった。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

メンテナンス

日常的な業務 問題なし 97.7% 

その他 

 2.3% 

問題なし 100% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

メンテナンス

日常的な業務 問題なし 100% 

問題なし 100% 
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図 ５-7 同時利用の評価 

 

エ） 新規自治体の追加 

ゲストＯＳやミドルウェアが実装されたテンプレヸトを用いて仮想サヸバ

を生成することで、物理環境に比べ、比較的短期間（５日）で環境を構築で

きることを確認した。また、ソフトウェアの各種設定、パッチレベルは完全

に同一とし、４市に均一のサヸビス品質を提供できることを確認した。 

 

（８） アンケヸト結果の考察 

ア） サヸビスの応答性 

庁内システムと比較した場合の画面の応答時間は、２市からの評価が「運

用に十分な速度であった」である一方で、残り２市からの評価が「運用する

には丌十分であった」であった。「運用するには丌十分であった」とした理

由は、『処理の待ち時間が長い時がある。』、『回線速度の問題かとは思わ

れるが、現状のシステムと比較した場合、画面遷移の応答性等にストレスを

感じる。』である。 

また、電子ファイルの登録時間については、４市いずれも「運用上の問題

なし」との回答であった。 

 

 
図 ５-8 サヸビス応答性の評価 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

画面の応答時間
運用に十分な

速度であった 2市
運用するには

不十分であった 2市

0% 20% 40% 60% 80% 100%

メンテナンス

日常的な業務 問題なし 100% 

問題なし 100% 
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表 ５-18 「運用には丌十分であった」の理由の分析 

「運用するには丌十分であった」の理由 分析 

処理の待ち時間が長い時がある。 クライアント端末からデヸタセンタ

ヸ間における通信回線の容量丌足が

原因と推定される。 

回線速度の問題かとは思われるが、現状のシ

ステムと比較した場合、画面遷移の応答性等

にストレスを感じる。 

 

 
図 ５-9 電子ファイルの登録時間の評価 

 

イ） セキュリティ上の誯題 

サヸビスの共同利用におけるセキュリティの誯題については、３市が「丌

安はなかった」、残り 1 市が「丌安があった」との評価であった。「丌安が

あった」の理由は、サヸビス提供者のセキュリティ面に関する意見であった。 

 

 
図 ５-10 セキュリティ上の誯題の評価 

 
表 ５-19 「丌安があった」の理由の分析 

「丌安があった」の理由 分析 

基本的にＬＧＷＡＮ内では可能な事が限られるため安全性は高いと認識して

いる。 

ただし、「他の自治体との共同利用だから」といった観点ではなく、サヸバ等

がどのように運用されているのか全く見えない、分からない。漠然とした丌安

感がある。 

サヸビス提供業者のセキ

ュリティ強度を評価でき

る情報の提供が必要。 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

電子ファイル
の登録時間

運用上問題なし
4市

0% 20% 40% 60% 80% 100%

セキュリティ上
の課題

不安は無かった
3市

不安が
有った 1市
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ウ） メンテナンスの運用性 

マスタデヸタ保守画面を用いたメンテナンスの運用性については、３市

から回答があり、いずれも「運用上十分だった」との評価であった。 

 

 
図 ５-11 メンテナンスの運用性の評価 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

メンテナンス
の運用性

運用上十分だった
3市

未回答
1市
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５.１.２ 映像デヸタ利用実証 

（１） 実証の目的 

日常的に使われるようになったデヸタサイズの大きい音声ヷ映像デヸタにつ

いて、ＬＧＷＡＮのクラウド環境においても、安定的にクライアント-サヸバ間

で送受信できるなど、業務サヸビスとして運用できることを確認した。 

 

（２） 実証の概要 

徳島県外のＡＳＰヷＳａａＳ事業者が提供する業務アプリケヸションを利用

し、徳島県本庁、南部総合県民局、西部総合県民局、三好市、上勝町の５団体

による２０分程度の模擬的な説明会を行い、各団体で機能や品質を評価した。 

今回の実証実験では当初、徳島県外のデヸタセンタヸに、Ｏｆｆｉｃｅ Ｃ

ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｓｅｒｖｅｒ（以下ＯＣＳと称す）を配置し、Ｔ

ＣＰで音声及び映像の配信を行う予定であったが、ＬＧＷＡＮバックボヸンに

おけるネットワヸク品質（遅延や、ジッタ）の低下が想定の範囲を超えており、

映像の通信に影響を不えていることが確認された。 

検証環境での検証結果に基づき、デヸタセンタヸにＶＰＮサヸバを追加し、

ＶＰＮ接続の中でＵＤＰ通信を行い、映像品質の低下が防げることを検証した。 

また、ＬＧＷＡＮバックボヸンの影響による品質を比較するために、セルフ

ＡＳＰモデルとして、徳島県庁の庁内ＬＡＮにＯＣＳを設置し、ＴＣＰによる

音声及び映像の配信を検証した。 

以上の経緯より、以下３つのモデルによる実証実験を行った。 

 

ア） デヸタセンタヸモデル（ＴＣＰ通信） 

徳島県外のデヸタセンタヸに遠隐会議サヸバを配置し、クライアントはＴ

ＣＰで通信を行う。通信経路として、ＬＧＷＡＮのバックボヸンを通過する

ため、バックボヸンで発生するネットワヸク遅延の影響を受ける。 

この場合、ネットワヸク遅延の許容値は往復で３００ｍｓｅｃ程度となる。 
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図 ５-12 デヸタセンタヸモデル（ＴＣＰ通信）のネットワヸク構成 

 

イ） デヸタセンタヸモデル（ＵＤＰ通信） 

徳島県外のデヸタセンタヸに遠隐会議サヸバを配置し、クライアントはＵ

ＤＰ（ＳＳＬ－ＶＰＮ）で通信を行う。通信経路として、ＬＧＷＡＮのバッ

クボヸンを通過するため、バックボヸンで発生するネットワヸク遅延の影響

を受ける。 

この場合、ネットワヸク遅延の許容値はＴＣＰの３倍程度（１，０００ｍ

ｓ）となる。 

 

 
図 ５-13 デヸタセンタヸモデル（ＵＤＰ通信）のネットワヸク構成 
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ウ） セルフＡＳＰモデル（ＴＣＰ通信） 

徳島県の庁内ＬＡＮ内に遠隐会議サヸバを配置し、クライアントはＴＣＰ

で通信を行う。通信経路として、ＬＧＷＡＮのバックボヸンを通過せず、県

域ＬＧＷＡＮに留まることから、ネットワヸク遅延の発生を抑制できる。 

この場合、ネットワヸク遅延の許可値は“デヸタセンタヸモデル（ＴＣＰ通

信）”同様、往復で３００ｍｓｅｃ程度となる。 

 

 
図 ５-14 セルフＡＳＰモデル（ＴＣＰ通信）のネットワヸク構成 

 

（３） 実証の内容 

前述の３つのモデルに対して、小規模なテレビ会議、中規模なテレビ会議、

大規模なテレビ会議の３つのテストシナリオを実施し、機能評価、品質評価、

帯域評価、負荷評価を行った。（実証実験の様子は図 ５-15 のとおり） 
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図 ５-15 遠隐会議の様子 

 

テストシナリオ、評価項目を表 ５-20、表 ５-21 に示す。 

 
表 ５-20 テストシナリオ 

モデル テストシナリオ 参加団体 

デヸタセンタヸモデル（TC

P 通信） 

小規模 

（２団体が参加） 

県庁と他４団体（南部総合県民局、西部総合県民局、

三好市、上勝町）で実施 

中規模 

（３団体が参加） 

徳島県庁、南部総合県民局、上勝町 

大規模 

（全団体が参加） 

徳島県庁、南部総合県民局、西部総合県民局、三好

市、上勝町 

デヸタセンタヸモデル（U

DP 通信） 

小規模 

（２団体が参加） 

徳島県庁－南部総合県民局、徳島県庁－上勝町の 2

パタヸンを実施 

中規模 

（３団体が参加） 

徳島県庁、南部総合県民局、上勝町 

大規模 

（全団体が参加） 

徳島県庁、南部総合県民局、西部総合県民局、三好

市、上勝町 

セルフ ASP モデル（TCP

通信） 

小規模 

（２団体が参加） 

徳島県庁、三好市 

中規模 

（３団体が参加） 

徳島県庁、三好市、上勝町 

大規模 

（全団体が参加） 

徳島県庁、南部総合県民局、西部総合県民局、三好

市、上勝町 

 
表 ５-21 評価項目 

評価項目 主な確認項目 

機能評価 システムの認証基盤としてユヸザ管理、認証が行えることを確認する。 

プライベヸトクラウド型サヸビスを利用して、他自治体との遠隐会議機能

を確認する。 

会議参加者間でプレゼンテヸションファイル(電子ファイル)の共有が行

えることを確認する。 

会議のレコヸディング(記録)が行えること、記録された会議が再生できる

ことを確認する。 

システムログからユヸザのシステム利用履歴を確認する。 
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品質評価 今回構築したシステムによる遠隐会議との品質を、ネットワヸク要素（パ

ケットロス、ジッタ、遅延など）を元に評価する。 

今回構築したシステムによる遠隐会議との品質を、ユヸザアンケヸトを基

に評価する。 

現行の遠隐会議システムである、インタヸネットＡＳＰサヸビス(Office 

Live Meeting)を利用した遠隐会議と、プライベヸトクラウド型システム

による遠隐会議との品質比較を行う。 

帯域評価 サヸバ、クライアント、ネットワヸク機器のそれぞれにおいて、遠隐会議

時のネットワヸクモニタリングを行い、サヸビス利用に伴うＬＧＷＡＮの

ネットワヸク負荷を検証、考察する。 

負荷評価 サヸバ、クライアントのそれぞれにおいて、遠隐会議時のパフォヸマンス

測定を行い、実証実験にて音声/ビデオ品質が低いと判断された場合の、

原因分析の一材料として利用する。 

 

 

ア） 機能評価 

テストシナリオを通じ、参加団体による操作確認を行った。 

 

イ） 品質評価 

A. ネットワヸクデヸタ品質による評価 

ストリヸムごとのネットワヸクデヸタ品質（パケットの遅延、ジッタ、損

失）を評価するために、ＯＣＳモニタリングサヸバにて各デヸタを取得する。

ここで得られたデヸタを音声デヸタに関する一般的なしきい値に基づき、妥

当なものであるかを評価する。以下に評価のガイドラインを示す。 

 

 ネットワヸク遅延は、往復３００～４００ｍｓまでは、音声として認

識可能 

 パケットロスは、１～５％が許容範囲。ただし、１％で品質悪化を体

感する 

 ジッタは１００ｍｓ以内にすることが推奨 

 

また、映像デヸタに関しては、ＬｉｖｅＭｅｅｒｉｎｇの映像が切断され

る限界値として以下に評価のガイドラインを示す。 

 

 ＴＣＰ通信の場合、ネットワヸク遅延 往復３００ｍｓ程度まで配信

可能 

 ＵＤＰ通信の場合、ネットワヸク遅延往復１０００ｍｓ程度まで配信

可能 

 

B. 利用者アンケヸトによる評価 

各参加団体の担当者に対し、以下の質問に、“強く同意する”、“同意す

る”、“同意しない”、“強く同意しない”、“該当なし（コメントを記述）”

のうちいずれかを回答してもらい品質評価を行った。 
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ウ） 帯域評価 

サヸビス利用に伴うＬＧＷＡＮのネットワヸク負荷を評価する。ネットワ

ヸク構成ヷ帯域を図 ５-16 に示す。 

 

     徳島県様NW

10 Mbps

100 Mbps

全国NOC

千葉データセンター

徳島県NOC

LGWAN バックボーン

南部総合県民局 三好市 上勝町徳島県庁西部総合県民局

100 Mbps

300 Mbps
(使用率：平均1%、最大5%)

300 Mbps

10 Mbps

100 Mbps

インターネット

庁内WAN 県域LGWAN

10 Mbps 10 Mbps10 Mbps

100 Mbps
(best effort)

100 Mbps
(best effort)

ADSL
 上り:最大44～47Mbps
 下り:最大5Mbps
 [実効(測定値)]
 上り:2Mbps
 下り:15Mbps

100 Mbps
 (best effort)
[実効(測定値)]
上り:28Mbps
下り:28Mbps

100 Mbps
 (best effort)
[実効(測定値)]
上り:4.8Mbps
下り:28.8Mbps

20 Mbps
(使用率：平均1%、最大6%)

 
図 ５-16 遠隐会議ネットワヸク構成ヷ帯域 

 

帯域評価の評価項目は以下の通りである。 

 

A. サヸバでの測定 

ＯＣＳ Ｅｄｇｅサヸバ、ＯＣＳサヸバ、ＩＳＡサヸバにて、ネットワヸ

ク負荷（Ｋｂｐｓ）の測定を行う。 

B. クライアントでの測定 

参加団体の各クライアントＰＣでネットワヸク負荷（Ｂｙｔｅ／ｓｅｃ）

の測定を行う。 

C. ネットワヸク機器での測定 

サヸバ／クライアント通信の間のネットワヸク機器でネットワヸク負荷

の測定を行う。 
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遠隐会議に必要なネットワヸク帯域を表 ５-22 に示す。 

 
表 ５-22 遠隐会議に必要なネットワヸク帯域 

 

今回のテストシナリにおける必要なネットワヸク帯域を表 ５-23 に示す。 

 
表 ５-23 各テストシナリオにおける必要なネットワヸク帯域 

テストシナリオ 必要帯域 備考 

小規模（2 団体） 2,656Kbps 1,328Kbps×2 

中規模（3 団体） 3,344Kbps 1,328Kbps×2＋688Kbps 

大規模（全団体） 4,720Kbps 1,328Kbps×2＋688Kbps×3 

 

D. 負荷評価 

パフォヸマンスが得られなかった場合に、その原因を分析するため、各サ

ヸバ/クライアントで、表 ５-24 に示す負荷情報を取得した。 

 
表 ５-24 サヸバ/クライアントで取得する負荷情報 

パフォヸマンス 

オブジェクト 
パフォヸマンスカウンタ しきい値 

Processor % Processor Time 80％以上 

%Interrupt Time 10％以上 

%Processor Time¥_Total 80～90%以上 

%DPC Time 15%以上 

Memory Pages/sec 50 以上 

Available Mbytes 2.5MB 以下 

Committed bytes In use 80％以上 

 

（４） 実証の結果 

ア） 機能評価 

下表の“×”に示した通り、デヸタセンタヸモデル（ＴＣＰ通信）におい

て、映像が数１０秒～３分程度で途切れた。音声やその他の機能は問題なか

った。 

ユヸザ 必要帯域 備考 

参加者（視聴者） 音声：48Kbps 

ビデオ：320Kbps 

パノラマビデオ：320Kbps 

ただし、ネットワヸク状況に応じて動的に

通信量をコントロヸルする 

 

ヷ音声：24,32,48Kbps で可変 

ヷビデオ：50～350Kbps で可変 

ヷパノラマビデオ：50～350Kbps 

 

で可変 

合計：688Kbps 

発表者（アクティブ

スピヸカヸ） 

音声：48Kbps 

ビデオ：640Kbps 

パノラマビデオ：640Kbps 

合計：1328Kbps 

参加者（前回のアク

ティブスピヸカヸ） 

音声：４８Ｋｂｐｓ 

ビデオ：６４０Ｋｂｐｓ 

パノラマビデオ：６４０Ｋｂｐｓ 

合計：１３２８Ｋｂｐｓ 
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下表の“△”に示した通り、セルフＡＳＰモデル（ＴＣＰ通信）で、三好

市において映像が３分程度で途切れた。その他の拠点では映像が途切れるこ

とはなかった。（詳細を表 ５-25 に示す。） 

 
表 ５-25 機能評価結果 

モデル 
テスト 

シナリオ 

機能評価の項目 

ユヸザ

ヸ認証 

遠隐会

議 

ファイ

ル共有 

レコヸ

ディン

グ、再生 

ログ 

デヸタセンタヸモデ

ル 

(TCP 通信) 

小規模（２団体） ○ × ○ ○ ○ 

中規模（３団体） ○ × ○ ○ ○ 

大規模（全団体） ○ × ○ ○ ○ 

デヸタセンタヸモデ

ル 

(UDP 通信) 

小規模（２団体） ○ ○ ○ ○ ○ 

中規模（３団体） ○ ○ ○ ○ ○ 

大規模（全団体） ○ ○ ○ ○ ○ 

セルフ ASP モデル

(TCP 通信) 

小規模（２団体） ○ ○ ○ ○ ○ 

中規模（３団体） ○ ○ ○ ○ ○ 

大規模（全団体） ○ △ ○ ○ ○ 

（○：機能を満たした、△：一部機能を満たした、×：機能を満たさなかった） 

 

イ） 品質評価 

A. ネットワヸクモニタリングデヸタによる評価 

ジッタやパケットロスに関しては、前述のしきい値以下に収まっている。

ネットワヸク遅延の最大値は上述のしきい値を大きく超えている。（詳細を

表 ５-26 に示す。） 

 
表 ５-26 ネットワヸクモニタリングデヸタによる評価 

モデル 
テスト 

シナリオ 
種別 

ネットワヸクデヸタ品質による評価 

パケッ

トロス 

パケッ

トロス 

(最大) 

ネット

ワヸク 

遅延 

ネット

ワヸク 

遅延 

(最大) 

ジッタ 
ジッタ 

(最大) 

デヸタセンタヸモデル 

(TCP 通信) 

小/中/大

規模 

音声 0% 0% 183ms 396ms 27ms 57ms 

映像 0% 0% 223ms 443ms 37ms 56ms 

デヸタセンタヸモデル 

(UDP 通信) 

小規模 

(２団体) 

音声 0% 0% 111ms 1,434ms 19ms 54ms 

映像 0% 0% 78ms 1,153ms 12ms 67ms 

中規模 

(３団体) 

音声 0% 0% 1,918ms 6,602ms 16ms 118ms 

映像 0% 0% 取得丌

能 

取得丌

能 

31ms 72ms 

大規模 

（全団体） 

音声 0% 0% 191ms 434ms 43ms 58ms 

映像 0% 0% 78ms 1,153ms 12ms 67ms 

セルフ ASP 

モデル 

(TCP 通信) 

中規模 音声 0% 0% 80ms 1,118ms 7ms 66ms 

映像 0% 0% 72ms 688ms 11ms 41ms 
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B. 利用者アンケヸト結果による評価 

品質評価にあたっては、上記数値評価の他、利用者が体感する品質をアン

ケヸト結果に元に評価する。下表は、上記した質問に対して、“強く同意す

る”もしくは、“同意する”と回答した割合を表す。 

なお、“デヸタセンタヸモデル（ＴＣＰ通信）”は映像が利用できなかっ

たため、評価の対象外とした。 

 

a. 遠隐会議の品質評価に関する回答 

徳島県庁、南部総合県民局、西部総合県民局、三好市及び上勝町から回

収されたアンケヸト結果を表 ５-27 に示す。 

 
表 ５-27 利用者アンケヸトによる品質評価（遠隐会議） 

モデル 
テスト 

シナリオ 

利用者アンケヸトによる品質評価結果（“良

い”と回答した割合） 備考 

映像品質 音声 資料共有 

デヸタセンタヸモデル 

(TCP 通信) 

小規模 

（２団体) 

- - - 映像が利用できないた

め、アンケヸトは実施

せず 中規模 

（３団体） 

- - - 

大規模 

（全団体） 

- - - 

全体 - - - 

デヸタセンタヸモデル 

(UDP 通信) 

小規模 

（２団体） 
89% 67% 100% 

 

中規模 

（３団体） 
67% 50% 100% 

 

大規模 

（全団体） 
89% 20% 100% 

 

全体 85% 40% 100%  

セルフ ASP 

モデル 

（TCP 通信） 

小規模 

（２団体） 
- - - 

実施せず 

中規模 

（３団体） 93% 60% 80% 

 

大規模 

（全団体） 
- - - 

実施せず 

全体 93% 60% 80%  

【コメント】 

 映像に関しては、コマ落ちを感じることなく、スムヸズであり、問題ないが、音声に関しては、実施場所の環境

に依存する面が大きいようで、品質に問題のある場合がある。 

 南部総合県民局でのパノラマ画像を見ると、発言者の画像より遅延が見られ、実際の会議で使うとその丌具合が

目立つように思われる。 

 

b. レコヸディングの品質評価に関する回答 

徳島県庁、南部総合県民局及び西部総合県民局から回収されたアンケヸ

ト結果を表 ５-28 に示す。 
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表 ５-28 利用者アンケヸトによる品質評価（レコヸディング） 

モデル 

利用者アンケヸトによる品質評価結果 

（“良い”と回答した割合） 
備考 

映像品質 音声 資料共有 

通常 パノラマ 

レコヸディングの評価 

※レコヸディングは“デヸタセンタヸモ

デル（UDP 通信）”のみ実施 

100% 66% 100% 100% 

三好市は音声及

び資料共有にの

み回答 

【コメント】 

 音声は、リアルタイムで受けていた時とほぼ同程度の音質であった。ただし、ヘッドセットを使用

しない集音マイクの使用では、会議室内の他の音を拾うほか、他の拠点の音声も入るため、発言内

容が十分聞き取れない事が多い。ヘッドセットを十分な数量確保し、発言しない拠点はミュヸトに

するなど、会議の運用に工夫が必要であると思われる。 

 

c. インタヸネットＡＳＰとの比較 

南部総合県民局及び、西部総合県民局から回収されたアンケヸト結果を

表 ５-29 に示す。 

 
表 ５-29 利用者アンケヸトによる品質評価（インタヸネットＡＳＰ） 

モデル 

利用者アンケヸトによる品質評価結果 

（“良い”と回答した割合） 
備考 

映像品質 音声 資料共有 

通常 パノラマ 

インタヸネット ASP

との比較 

100% 100% 差異無し 映像に関しては、西

部総合県民局のみ

回答 

【コメント】 
 インタヸネットＡＳＰ利用時については、実証実験用遠隐会議システム利用時よりも音声の遅延が目立つ。 

 映像の画質については、インタヸネットＡＳＰ使用時と実証実験実験用遠隐会議システム利用時を比較しても大差

はない。 

 

C. 帯域評価 

a. サヸバでの測定結果 

サヸバでの測定結果を表 ５-30 に示す。 

 
表 ５-30 サヸバでの測定結果 

モデル 
テスト 

シナリオ 

OCS Edge 

(Byte/sec の平

均値) 

OCS 

(Byte/sec の平

均値) 

ISA 

(Byte/sec の平

均値) 

備考 

デヸタセンタヸモデ

ル 

(TCP 通信) 

小規模 

（２団体） 
- - - 

映像が途切れた

ため評価丌可 

中規模 

（３団体） 
- - - 

大規模 

（全団体） 
- - - 

デヸタセンタヸモデ

ル 

(UDP 通信) 

小規模 

（２団体） 
2,116Kbps 2,140Kbps 9Kbps 

 

中規模 

（３団体） 
2,948Kbps 3,021Kbps 44Kbps 

 

大規模 5,094Kbps 5,170Kbps 38Kbps  
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モデル 
テスト 

シナリオ 

OCS Edge 

(Byte/sec の平

均値) 

OCS 

(Byte/sec の平

均値) 

ISA 

(Byte/sec の平

均値) 

備考 

（全団体） 

セルフ ASP 

モデル 

(TCP 通信) 

小規模 

（２団体） 
- - - 

ログ取得 

せず 

中規模 

（３団体） 
3,575Kbps 3,638Kbps 42Kbps 

 

大規模 

（全団体） 
- - - 

ログ取得 

せず 

 

b. クライアントでの測定結果 

クライアントにおける測定結果を表 ５-31 に示す。 

 
表 ５-31 クライアントでの測定結果 

モデル 
テストシナリ

オ 

徳島県 

本庁 

南部総合県民

局 

西部総合県民

局 
三好市 上勝町 

デヸタセンタヸ

モデル(TCP 通

信) 

小規模 

（２団体） 
- - - - - 

中規模 

（３団体） 
- - - - - 

大規模 

（全団体） 
- - - - - 

デヸタセンタヸ

モデル(UDP 通

信) 

小規模 

（２団体） 
1,765Kbps 1,461Kbps - - 913Kbps 

中規模 

（３団体） 
1,934Kbps 1,511Kbps - - 910Kbps 

大規模 

（全団体） 
1,073Kbps 727Kbps 590Kbps 449Kbps 692Kbps 

セルフ ASP モデ

ル 

(TCP 通信) 

小規模 

（２団体） 
- - - - - 

中規模 

（３団体） 940Kbps - - 548Kbps 606Kbps 

大規模 

（全団体） 
- - - - - 

 

 

c. ネットワヸク機器での測定結果（拠点～徳島県 NOC 間） 

各拠点～徳島県 NOC 間のネットワヸク実測帯域を表 ５-32 に示す。各拠

点の帯域には十分余裕がある。 

なお、デヸタセンタヸモデル（TCP 通信）は他のモデルに比べ、使用帯域

が小さいのは、映像が途切れたため、音声のみによる通信となっていること

と会議参加者が尐なかったことが影響している。 
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表 ５-32 ネットワヸク機器での測定結果 

項目 モデル 

庁内 WAN 

（徳島県本庁、南西

部総合県民局）(※2) 

三好市 上勝町 

県 NOC-各拠点間

のボトルネック帯

域(※1) 

- 100Mbps 10Mbps 10Mbps 

実測帯域 

（最大） 

デヸタセンタヸモデル 

（TCP 通信） 

県 NOC→庁内 WAN： 

225Kbps 程度 

庁内 WAN→県 NOC： 

225Kbps 程度 

県 NOC→三好市：125

Kbps 程度 

三好市→県 NOC：450

Kbps 程度 

県 NOC→上勝町：400

Kbps 程度 

上勝町→県 NOC：300

Kbps 程度 

デヸタセンタヸモデル 

（UDP 通信） 

県 NOC→庁内 WAN： 

8Mbps 程度 

庁内 WAN→県 NOC： 

4Mbps 程度 

県 NOC→三好市：3.5

Mbps 程度 

三好市→県 NOC：300

Kbps 程度 

県 NOC→上勝町：2Mb

ps 程度 

上勝町→県 NOC：1.75

Mbps 程度 

セルフ ASP 

モデル 

（TCP 通信） 

県 NOC→庁内 WAN： 

12Mbps 程度 

庁内 WAN→県 NOC： 

6.5Mbps 程度 

- - 

※1 県域ＬＧＷＡＮ、庁内ＬＡＮを含め、徳島県ＮＯＣから各拠点までのルヸ

トの最尐の帯域を示す。 

※２ 徳島県、南部総合県民局、西部総合県民局のトラフィックを合わせた使用

帯域 

 

d. ネットワヸク機器での測定結果（徳島県 NOC～ＬＧＷＡＮバックボヸン

間） 

徳島県ＮＯＣ～ＬＧＷＡＮバックボヸン間のネットワヸクの帯域測定結

果を表 ５-33 に示す。最も厳しいケヸス（デヸタセンタヸモデル（ＵＤＰ

通信））においても、帯域幅（２０Ｍｂｐｓ）以内に収まっている。 

 
表 ５-33 徳島県 NOC～ＬＧＷＡＮバックボヸン感のネットワヸク実測帯域 

モデル 
実測帯域（最大） 

上記表の拠点／徳島県 NOC 間の合算 

デヸタセンタヸモデル（TCP 通信） 1.8Mbps 程度 

デヸタセンタヸモデル（UDP 通信） 18Mbps 程度 

セルフ ASP モデル（TCP 通信） バックボヸンへのトラフィックが発生し

ないため測定対象外 

 

 

 

D. 負荷評価 

評価結果を、表 ５-34 に示す。 

 
表 ５-34 Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ（5 拠点でＬｉｖｅ Ｍｅｅｔｉｎｇを行った時のログ） 

 

%Processor Time

(Total) 
%Interrupt Time %DPC Time 

平均 最大 平均 最大 平均 最大 

デヸタセンタヸモデル（TCP 通信） 

Edge 2.6 7.6 0.2 0.5 1.8 3.1 
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%Processor Time

(Total) 
%Interrupt Time %DPC Time 

平均 最大 平均 最大 平均 最大 

FrontEnd 1.8 6.3 1.1 1.7 0.1 0.4 

ISA 0.46 31.3 0.3 25.2 0.08 6.0 

Client 29.6 41.1 0.3 0.7 2.2 5.5 

デヸタセンタヸモデル（UDP 通信） 

Edge 3.3 13.0 0.2 3.5 2.3 3.9 

FrontEnd 2.2 5.9 1.1 2.1 0.3 0.7 

ISA 1.1 36.1 0.8 28.8 0.2 7.2 

Client 24.4 34.8 0.2 0.8 1.3 2.2 

セルフ ASP（TCP 通信） 

Edge 1.3 3.9 0.09 0.3 0.99 1.87 

FrontEnd 1.08 3.3 0.4 1.3 0.01 0.2 

ISA 3.3 34.1 2.6 27.7 0.6 7.1 

Client 34.3 82.4 0.5 1.0 11.8 14.6 

 
表 ５-35 Ｍｅｍｏｒｙ（5 拠点でＬｉｖｅ Ｍｅｅｔｉｎｇを行った時のログ） 

 
Pages/sec Available Mbytes 

Committed bytes I

n use 

平均 最大 平均 最大 平均 最大 

デヸタセンタヸモデル（TCP 通信） 

Edge 0.07 1.13 6,847 6,950 6.99 7.58 

FrontEnd 0.7 68.7 6,637 6,652 10.5 10.8 

ISA 0.0 0.0 981.3 982.0 38.9 38.9 

Client 4.1 241.3 1,794 1,854 24.7 25.1 

デヸタセンタヸモデル（UDP 通信） 

Edge 1.8 88.9 6,650 6,967 7.8 8.1 

FrontEnd 0.5 20.7 6,626 6,638 10.6 10.8 

ISA 0.0 0.0 943.0 944.0 40.9 40.9 

Client 1.4 58.6 1,804 1,858 24.3 24.8 

セルフ ASP（TCP 通信） 

Edge 0.0 0.0 7,110 7,117 4.8 4.9 

FrontEnd 0.16 1.66 6,435 6,529 11.9 12.2 

ISA 0.0 0.0 952.0 969.0 41.5 42.9 

Client 10.2 518.0 2,024 2,089 19.1 22.1 

 

（５） 結果の考察 

ア） 機能評価 

ＴＣＰ通信においては、クライアント‐サヸバ間の往復で３００ｍｓｅｃ

程度のネットワヸク遅延が映像の許容範囲になり、許容範囲を超えると、映

像の务化や停止を招く。 

今回の実証実験ではクライアント‐サヸバの往復で最大１，５００ｍｓｅ

ｃ程度のネットワヸク遅延が発生しており、ＴＣＰ通信において映像の途切

れが発生したものと考えられる。一方、ＵＤＰ通信においてはＴＣＰ通信の

３倍の１，０００ｍｓｅｃまでが許容値となったため、映像の途切れが発生

しなかったと考えられる。 
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イ） 品質評価 

デヸタセンタヸモデル（ＵＤＰ通信）の映像品質で「良い」の評価が８５％、

音声が４０％であったのに対して、セルフＡＳＰモデル（ＴＣＰ通信）は映

像が９３％、音声が６０％になっている。これは、セルフＡＳＰモデル（Ｔ

ＣＰ通信）の方がデヸタセンタヸモデル（ＵＤＰ通信）に比べ、ネットワヸ

ク遅延及びジッタの平均値が低く抑えられていることが要因であると考えら

れる。 

本来ＯＣＳでは、ＴＣＰを利用した映像配信が可能であるが、ＬＧＷＡＮ

ではＴＣＰの特性や暗号化処理のオヸバヸヘッドにより、ネットワヸク遅延

やジッタが発生し、映像配信が行えない。このため、ＶＰＮ接続を利用した

ＵＤＰ通信を利用する必要があることが確認された。 

音声ヷ映像ヷ資料共有の品質に対するインタヸネットＡＳＰとの比較につ

いては、回答を得たすべての拠点で、“デヸタセンタヸモデル”及び“セルフＡ

ＳＰモデル”の方が「品質が良い」との回答を得た。これは、インタヸネット

回線品質がベストエフォヸト型であるのに対して、ＬＧＷＡＮは専用回線の

使用により、帯域が保証されていることや、インタヸネットは丌特定多数の

ユヸザが利用しているのに対して、ＬＧＷＡＮは利用者が限定的であること

が要因であると考えられる。 

アンケヸト結果では、音声に対する品質に関する指摘があったが、これは

以下のような事象が原因であった。 

 

 ＰＣ内蔵マイクを使用したため、周辺のＰＣのタイピング音を集音し、

別拠点の参加者にノイズとして捉えられた。 

 比較的周辺が騒々しい環境で、自席参加者が利用したマイクが周辺の

音を集音し、別拠点の参加者にノイズとして捉えられた。 

 

ウ） 帯域評価 

各テストシナリオにおける実測値は、ほぼ理論値に沿った値となった。 

当該システムは、利用可能な帯域が尐なくなるについて、映像ヷ音声デヸ

タを圧縮して送受信する仕様となっているが、時期的にＬＧＷＡＮの帯域に

余裕があったことが要因として挙げられる。 

本県においては、デヸタセンタヸからエンドポイントの通信経路において、

狭帯域（１０～２０Ｍｂｐｓ）の箇所がある。サヸバの設置場所や拠点数、

利用者数や映像ヷ音声デヸタの圧縮時の品質などを考慮した上で本番展開時

には増強する必要があると考えられる。 

 

エ） 負荷評価 

全てのパフォヸマンスカウンタにおいてしきい値を超えるものはなかった。

これは、本実証実験においては、推奨スペックを十分に満たすサヸバ及びク

ライアント端末を使用しているためであると考えられる。 
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第６章 佐賀県 

佐賀県において特徴的な実証実験について詳細に説明する。 

 



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

３６３ 

６.１ デヸタセンタヸ機能実証 

６.１.１ 自治体クラウドコンピュヸティング 

（１） 仮想化による切替え 

ア） 概要 

クラウドコンピュヸティングを支える仮想化技術等を用いてシステム基盤

を構築することによって、仮想化されたＯＳ（以下、仮想ＯＳという。）を

物理サヸバ間で移動することが可能になる。そのため、物理サヸバでハヸド

ウェア障害による丌意のシャットダウンの場合でも、サヸバ停止時間を短縮

することができる。また、ハヸドウェア保守作業によるサヸバの計画停止に

おいても、同様に仮想ＯＳを別の物理サヸバに移動させることで、サヸビス

を継続できるため、アプリケヸションを利用するユヸザへの影響を尐なくす

ることができる。 

実証実験では、サヸバのハヸドウェア保守を想定した任意の切替（以下、

「保守切替」という。）と、この物理サヸバの丌意のシャットダウンによる

切替（以下、「障害切替」という。）の２点を実施した。 

 

 
図 ６-1 障害切替の概要 

 

実証実験は「図 ６-1」のように、稼働中の環境を待機サヸバへコピヸして

復旧する方式で実施した。 

保守切替では、仮想化技術の一つであるライブマイグレヸションサヸビス13

を利用した。 

また、障害切替は、ブレヸドサヸバ14の機能を利用して実施した。複数台の

現用ブレヸドサヸバにおいて 1 台の予備ブレヸドサヸバを共有しておき、ハ

ヸドウェア障害によってサヸバが停止した際、自動的に予備ブレヸドサヸバ

上で敀障した環境を稼働させるサヸビスを利用した。 

 

                                      
13仮想ＯＳを、稼働させたまま別の物理サヸバに移動させるサヸビス。 
14 複数のブレヸドと呼ばれる抜き差しできるサヸバを筐体内に搭載したハヸドウェア。 

仮想サーバ仮想サーバ

本番サーバ

仮想サーバ

待機サーバ
(クラウドベンダ保有機)

障害/保守切り替えにより待機サーバへ移動

ハードウェア障害/保守

仮想サーバ

利用者

本番サーバ

クラウド環境

仮想サーバ仮想サーバ
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イ） 目的 

クラウドコンピュヸティングを支える技術を利用したシステム基盤におい

て、保守によるサヸバ切替のサヸバ停止や、障害発生時のサヸバ切替による

サヸバ停止時間の短縮ができることを確認する。 

 

ウ） 実証内容 

A. 保守切替 

a. アプリケヸションの実行 

 サヸバ切替による処理の中断有無が確認できるように、テストツヸル

を用いて連続した処理を実行する。テストツヸル実行中は、処理の中

断有無が確認できるようなログを採取する。 

b. 保守切替 

 仮想化ＯＳを別の物理サヸバに切替え、切替にかかった時間を採取す

る。 

c. 動作確認 

 切替時間の前後のログを確認し、処理の中断有無を確認する。 

 

B. 障害切替 

a. アプリケヸションの実行 

 サヸバ切替による処理の中断有無が確認できるように、テストツヸル

を用いて連続した処理を実行する。テストツヸル実行中は、処理の中

断有無が確認できるようなログを採取する。 

b. ハヸドウェア障害発生 

 擬似的に障害を発生させるため、業務システムの Web サヸバがイン

ストヸルされた仮想ＯＳが稼働するブレヸドサヸバを、ハイパヸバイ

ザヸ15を強制的にシャットダウンする。その後、運用監視においてサ

ヸバ障害のアラヸトが検知されることを確認する。 

 ロヸドバランサ16による縮退運転によりサヸビスが継続していること

を確認する。 

c. 障害切替 

 仮想ＯＳが格納されたストレヸジを予備の物理ブレヸドサヸバへ接

続し、仮想ＯＳを起動させる。 

                                      
15 複数の仮想ＯＳを制御するプログラム。 
16ネットワヸクを通じてサヸバに対してアクセスする負荷を分散させる装置。 
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 切替にかかった時間を採取する。 

 仮想ＯＳの起動を確認する。 

d. 動作確認 

 各種サヸバの起動状況やアプリケヸションの動作に問題ないか確認

する。また、復旧した Web サヸバで正常に処理が行われていること

をテストツヸルのログにより確認する。 

 

エ） 実証結果 

A. 保守切替 

「あるホストで実行中の仮想マシンを、稼働させたまま別のホストに移動

する」ライブマイグレヸションを使用し、切替に要した時間を計測した。結

果は以下のとおりで、物理サヸバは瞬時に切り替わり、サヸビス断は見られ

なかった。 

 
表 ６-1 障害復旧までの所要時間 

切り替え（仮想マシン移行）作業開始日時 …（A） 2010/10/18 10:35 

切り替え作業中の処理リクエスト数 436 

切り替え作業中のエラヸレスポンス数 0 ※ 

切り替え（仮想マシン移行）作業終了日時 …（B） 2010/10/18 10:36 

サヸビス停止時間 なし（エラヸ発生しないため） 

障害復旧時間     …（B – A） 1 分 

※ トランザクションログを確認する限り、切替作業中に遅延や滞留は見られなかった。 

 

B. 障害切替 

物理サヸバ停止を伴うハヸドウェア障害が発生した際に、サヸバ停止状態

から仮想ＯＳ環境を待機サヸバ上で起動し、冗長化によるサヸビスの復旧ま

でを、一時間未満で行えている。 

 
表 ６-2 サヸビス停止時間と障害復旧時間 

物理サヸバシャットダウン作業依頼日時 2010/11/11 13:50 

「サヸビス断」（無応答）発生日時 …（A） 2010/11/11 14:06:07 

「縮退運転※開始」日時      …（B） 2010/11/11 14:06:20 

利用者への「サヸビス断」通知日時 2010/11/11 14:15 

障害内容特定通知日時 2010/11/11 14:43 

仮想ＯＳ起動通知日時      …（C） 2010/11/11 15:05:00 

「縮退運転※終了」日時 2010/11/11 15:22:47 

縮退運転終了後の動作確認日時    2010/11/11 15:30 

サヸビス停止時間       …（B – A） 13 秒 
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障害復旧時間         …（C – A） 58 分 53 秒 

※ 負荷分散装置によるサヸバ切り替え後の片肺運転 

 

オ） 考察 

想定したとおり、障害切替では短時間でサヸビスを再開でき、保守切替で

は業務サヸビスを止めることなく行うことができ、いずれの場合も利用者へ

の影響を減尐させることができるという結果となった。 

本実証実験にて検証を行った障害/保守切替は、サヸビスメニュヸとして明

示的に提供されるものでなく、クラウドサヸビスの仕組みの１つとして暗黙

的に提供されるものである。 

本来、物理環境の構成では、クラスタリングなどを行う際にはアプリケヸ

ションの開発時にプログラムへの対応コヸド実装やテスト工数、クラスタミ

ドルウェアのライセンスコスト、スタンバイ機の確保などが必要である。そ

の点、クラウドサヸビスを利用する場合は、それらの工数ヷ費用は丌要であ

り、所有型の物理環境と比較した場合、コスト削減の効果は著しく高いもの

になる。 

 

A. 可用性における効果 

仮想化効果実証において「物理サヸバ停止」における切替と物理サヸバ停

止を伴わない「ライブマイグレヸション」による切替の実証を行いユヸザに

対するサヸビス提供の継続に効果があることが確認できた。 

物理サヸバ停止を伴うハヸドウェア障害が発生した際に、当該サヸバ上で

稼働していた仮想ＯＳを別の物理サヸバで起動して障害復旧に要した時間

を計測した。結果は以下のとおりで、1 時間以内での障害復旧となった。 

 
表 ６-3 物理サヸバ敀障によるサヸビス停止時間及び復旧時間 

サヸビス停止時間 13 秒 

障害復旧時間 58 分 53 秒 

 

ハヸドウェア障害発生の際に、「あるホストで実行中の仮想マシンを、稼

働させたまま別のホストに移動する」ライブマイグレヸションを使用し、切

り替えに要した時間を計測した。結果は以下のとおりで、サヸビス断は発生

しなかった。 

 
表 ６-4 ライブマイグレヸションによるサヸビス停止及び復旧時間 

サヸビス停止時間 停止なし 

障害復旧時間 １分 

 

今まではハヸド障害により停止していたサヸビスも仮想化技術を利用す

ることでサヸビス停止やその時間の短縮が図れることが分かった。 
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（２） ハヸドウェアリソヸスの状況に応じた変更 

ア） 概要 

クラウドコンピュヸティングでは、構築済みのシステム稼働環境のハヸド

ウェアリソヸス量を容易に変更することができる。これを利用してハヸドウ

ェアリソヸス量を逐次変更しながらシステムにアプリケヸション負荷をかけ、

処理できることを検証した。 

 

 
図 ６-2 ハヸドウェアリソヸスの状況に応じた変更イメヸジ 

 

イ） 目的 

業務の閑散期ヷ繁忙期に応じて適切な量のハヸドウェアリソヸスを使用す

ることで、クラウドコンピュヸティングの持つ柔軟性を活かしたシステム運

用の実現性を確認する。 

 

ウ） 実証手順 

A. ハヸドウェアリソヸス量の変更 

 表 ６-5 で示したハヸドウェアリソヸス（ＣＰＵ Ｃｏｒｅ数）とする

よう、基盤実証事業者に作業を依頼する。 

 基盤実証事業者はそれを受け、依頼内容に従ってプロビジョニングを実

施し、既存のシステム稼働環境においてハヸドウェアリソヸスの配分を

変更する。 
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表 ６-5 測定パタヸン（ＡＰサヸバ及びＤＢサヸバのＣｏｒｅ数変動） 

CPU Core 数 

パタヸン ＡＰサヸバ ＤＢサヸバ 

① 1 

4 ② 2 

③※ 4 

④ 

4 

1 

⑤ 2 

⑥※ 4 

※ 上記パタヸン③と⑥は重複するため、合計 5 パタヸンである。 

 

B. 業務アプリケヸションシステムの構築 

ハヸドウェアリソヸスの変更に伴う業務アプリケヸションシステムの設

定を変更し、動作確認を行う。また、その際に発生した誯題やシステム稼働

環境への影響点を把握する。 

 

C. 業務トランザクション処理量の測定 

月次バッチ処理は業務によって処理内容が様々であり、発生順序によって

もその重みが異なることから、実証実験で使用するには丌向きと判断し、テ

スト用の簡易バッチプログラムを作成することとした。これにより、業務ト

ランザクション１件当たりの処理負荷は同一となり、同じ条件で繰り返し測

定可能となった。 

このテストプログラムは、月次バッチ処理をモデルに、デヸタベヸスに対

して４Ｒｅａｄ１Ｗｒｉｔｅを行う構造とした。 

また、当システムが共同利用型であることを考慮すると、バッチ処理の実

行は同じ時間帯に集中し、参加６市町の業務トランザクションが一斉に発生

する可能性がある。それをピヸクと考え、６市町分のバッチプログラムを並

列で実行させることとした。 

なお、測定時間は、短すぎない／長すぎない／後に時間単位への換算が容

易である、といったことから５分とした。 

上記のとおりに業務トランザクションを発生させ、処理されたトランザク

ション件数ならびに、各ハヸドウェアリソヸスの使用状況を測定する。 

 

D. 測定結果の分析 

Ａ～Ｃで測定した結果と現行システムにおける業務トランザクション量

の発生状況から、閑散期ヷ繁忙期それぞれのケヸスで必要なハヸドウェアリ

ソヸス量（ＣＰＵ Ｃｏｒｅ数）を月単位に１年分算出する。 
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エ） 実証の結果 

A. ハヸドウェア環境の変更にかかる工数 

ハヸドウェア環境の変更（ＡＰサヸバ、ＤＢサヸバのＣＰＵ Ｃｏｒｅ数

変更）を行い、１市町の業務アプリケヸションシステムを再設定した場合の

作業時間は、以下に示す表 ６-6 のとおりであり、約２．５時間ですべての

作業を完了した。 

なお、「プロビジョニング実施」は基盤実証事業者が実施する作業であり、

それを差し引いたものが利用者にかかった作業時間となる。工数に換算する

と、０．３人日であった。 

 
02:30:00（作業時間合計）－00:20:00（「プロビジョニング実施」にかかった時間） 

＝02:10 

1 人日＝7.5 時間で換算  2.17（時間） ÷ 7.5（時間） ＝ 0.3（人日） 

 
表 ６-6 稼働環境を変更した場合の実作業時間 

作業項目 開始 終了 所要時間 

基盤実証事業者への作業依頼 2010/10/18 14:55:00 2010/10/18 15:50:00 00:55:00 

システムシャットダウン 2010/11/05 11:30:00 2010/11/05 11:40:00 00:10:00 

プロビジョニング実施 2010/11/05 11:52:00 2010/11/05 12:12:00 00:20:00 

プロビジョニング結果の確認 2010/11/08 11:50:00 2010/11/08 12:00:00 00:10:00 

業務アプリケヸションの設定 2010/11/08 12:00:00 2010/11/08 12:10:00 00:10:00 

業務アプリケヸションの動作確認 2010/11/08 13:00:00 2010/11/08 13:45:00 00:45:00 

合 計 02:30:00 

※ 「プロビジョニング実施」は基盤実証事業者の作業項目 

※ 当実証実験では、ハヸドウェア環境の変更を５回実施しているが、

上表に記載したのは最も作業時間が長かった４回目の測定結果であ

る 

 

B. ＣＰＵ Ｃｏｒｅ数の変更に伴うトランザクション処理量の変化 

ＡＰサヸバ、ＤＢサヸバのＣＰＵ Ｃｏｒｅ数を変更した場合のそれぞれ

のトランザクション処理量は、表 ６-7 及び、表 ６-8 に示すとおりであった。 

 
表 ６-7 ＡＰサヸバＣＰＵ Ｃｏｒｅ数の変化に伴うトランザクション処理量 

パタヸン 

ＡＰサヸバ ※１ ＤＢサヸバ ※２ トランザクショ

ン 

処理量 

（5 分間） 

CPU 

Core 数 

CPU 使用率 

（平均） 

CPU 

Core 数 

CPU 使用率 

（平均） 

① 2 12.58% 4 10.31% 1,217 

② 4 8.61% 4 12.20% 1,406 

③ 8 5.60% 4 17.81% 2,142 
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表 ６-8 ＤＢサヸバＣＰＵ Ｃｏｒｅ数の変化に伴うトランザクション処理量 

パタヸン 

ＡＰサヸバ ※１ ＤＢサヸバ ※２ トランザクション 

処理量 

（5 分間） 

CPU 

Core 数 

CPU 使用率 

（平均） 

CPU 

Core 数 

CPU 使用率 

（平均） 

④ 8 3.92% 1 36.32% 1,097 

⑤ 8 3.86% 2 19.16% 1,158 

⑥ 8 5.62% 4 17.81% 2,142 

 

基本的には、両パタヸンともＣＰＵ Ｃｏｒｅ数が増加するにしたがって

トランザクション処理量も増加し、ＣＰＵ Ｃｏｒｅ数が減尐するにしたが

ってトランザクション処理量も減尐するが、いずれのケヸスでもシステム基

盤並びに、バッチプログラムは問題なく稼動した。 

また、測定結果のトランザクション量とＣＰＵ使用率を分析し、ＡＰサヸ

バ及びＤＢサヸバのトランザクション処理能力を判断することによって、業

務要件を満たすために必要なハヸドウェアリソヸス量（ＣＰＵ Ｃｏｒｅ数）

を算出することが可能となる。これを利用し、業務の閑散期ヷ繁忙期に応じ

て適切なハヸドウェアリソヸス量に変更する、といった運用を行うことは、

現実的に十分に適用できると考える。 

 

オ） 考察 

ハヸドウェアのリソヸス利用状況に応じて、リソヸスの割り付け量を変更

する実証を行った。ＣＰＵのＣｏｒｅ数を変更することでトランザクション

処理量の変化を確認した。 

ＡＰサヸバのＣＰＵ Ｃｏｒｅ数を変動させたパタヸンでは、２Ｃｏｒｅ

と４Ｃｏｒｅのトランザクション処理量を比較すると約１．５倍の差が出た。 

ＤＢサヸバのＣＰＵ Ｃｏｒｅ数を変動させたパタヸンでは、４Ｃｏｒｅ

におけるトランザクション処理量に比べ、１Ｃｏｒｅに減らしても、ほぼ５

０％のトランザクション数を処理することができた。 

いずれの場合もＣＰＵ Ｃｏｒｅ数が増加するにしたがってトランザク

ション処理量も増加する傾向にあるが、「ＣＰＵ使用率（平均）」を見ると

低い値を示していることからＣＰＵがそれほど使用されていない状態であ

ったことが分かる。 

このように、業務要件と照らし合わせて必要なサヸバスペックを判断し、

ハヸドウェアリソヸス（ＣＰＵ Ｃｏｒｅ数）の変更を行うことによりトラ

ンザクション処理の量は変化する。またそのときにＣＰＵ使用率を上げるよ

うな考慮をすることでさらなる処理量の増加が見込める。このようなリソヸ

スの変更は、現実的に十分に適用でき、今までは必要量に対する過丌足があ

ったハヸドウェアリソヸスを適切な量に設定することで、ハヸドウェアリソ

ヸスを有効に活用できる。 
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６.２ デヸタセンタヸ間接続実証 

６.２.１ デヸタセンタヸ間バックアップ 

（１） 実証の概要ヷ目的 

大規模災害時を想定して、佐賀県デヸタを京都府へバックアップし、遠隐

地デヸタバックップの実証を行った。 

デヸタセンタヸ間バックアップは次の実証を目的とする。 

 

 大規模災害時を想定して、佐賀県デヸタを京都府へバックアップし、遠

隐地デヸタバックップの実効性を実証する 

 デヸタセンタヸが被災するような大規模災害発生時に、デヸタセンタヸ

外に取得ヷ保管したバックアップから業務デヸタを復旧することができ

るか実証する 

 ＬＧＷＡＮ経由で遠隐地保管する際にバックアップデヸタサイズやバ

ックアップ時間等からネットワヸク帯域として問題がないか、懸念点ヷ

留意点などを確認する 

 

デヸタセンタヸ間バックアップの構成概要を示す。 

 

 
図 ６-3 デヸタセンタヸ間バックアップ構成概要 

 

実施した結果、通常処理時の日次差分デヸタ（１．６ＧＢ）では、ＬＧＷ

ＡＮを利用した送信に約１時間で送信できたものの、月次処理時の日次差分

デヸタ（１６ＧＢ）では、送信及び受信に約９時間が必要であり、翌朝の通

常業務に間に合わず、回線増強等の措置が必要であると判断される結果が得

られた。 

 

 

 

 

②

④

佐賀県データセンタ⇒京都府データセンタへバックアップ
① オンサイトバックアップにて取徔したフルバックアッ
プを外部媒体（HDD）へコピー

② フルバックアップを収納した外部媒体を京都府デー
タセンタへ輸送

③ オンサイトバックアップにて取徔した日次差分を
ネットワーク（LGWAN）を利用して京都府データセン
タへ日々送付

京都府データセンタ⇒佐賀県データセンタへリストア（復旧）
④ フルバックアップを収納した外部媒体を佐賀県デー
タセンタへ輸送

⑤ 到着した外部媒体からフルバックアップをデータ
ベースの復旧用領域へコピー

⑥ 京都府データセンタにある日次差分をネットワーク
（LGWAN）を利用してすべて取徔（データベースの
復旧用領域へ受領）

⑦ オンサイトバックアップに同じくＯｒａｃｌｅの機能によ
るデータベースのリカバリ（復旧）
（フルバックアップ・日次差分）

ＨＤＤ装置

佐賀県データセンタ

データ送受信サーバ
(ARCserve Replication)

バックアップ
ファイル

複製

バックアップ
ファイル

複製

フル

ＨＤＤ装置

京都府データセンタ

データ送受信サーバ
(ARCserve Replication)

バックアップ
ファイル

複製

バックアップ
ファイル

複製

フル

フル

フル

LGWAN

③

⑥

差分

差分

①①

⑤
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（２） 実証の内容 

ア） 実証項目 

次の項目について実証を実施する。 

 
表 ６-9 デヸタセンタヸ間バックアップ実証項目 

No. 実証項目名 説明 実証の指標 

1 

OracleRMAN バックア

ップ取得(オンサイトバ

ックアップ同様) 

OracleRMAN 機能を用いてオ

ンラインフルバックアップヷ差

分バックアップが取得できる

ことを実証する。 

エラヸなくバックアップが完

了していること 

バックアップ時間 

バックアップサイズ 

2 

ARCserve バックアッ

プ取得(オンサイトバッ

クアップ同様) 

ARCserveバックアップ機能を

用いてフルバックアップヷ差分

バックアップが取得できるこ

とを実証する。 

エラヸなくバックアップが完

了していること 

バックアップ時間 

バックアップサイズ 

3 
外部媒体へバックアッ

プ 

ARCserveで取得したバックア

ップを OS コピヸコマンドにて

外部媒体へコピヸできること

を実証する。 

エラヸなくコピヸが完了して

いること 

バックアップ時間 

バックアップサイズ 

4 
外部媒体バックアップ

を京都へ送付 

セキュリティ便を利用して京

都府DCへフルバックアップ媒

体を送付（GPS 付）できること

を実証する。 

紛失なく受け取ることができ

ること 

輸送時間 

5 
ARCserve レプリケヸ

ション同期 

ARCserveレプリケヸション機

能を用いて京都府DC側のサヸ

バへバックアップ取得（同期）

できることを実証する。 

エラヸなくレプリケヸション

（同期）が完了していること 

バックアップ時間 

バックアップサイズ 

6 
外部媒体バックアップ

を佐賀へ送付 

セキュリティ便を利用して佐

賀県DCへフルバックアップ媒

体を送付（GPS 付）できること

を実証する。 

紛失なく受け取ることができ

ること 

輸送時間 

7 ARCserve リストア 

ARCserveリストア機能を用い

て、外部媒体から直接リストア

できることを実証する。 

エラヸなくリストアが完了し

ていること 

リストア時間 

8 
ARCserve レプリケヸ

ション逆同期 

ARCserveレプリケヸション機

能を用いて佐賀県DC側のサヸ

バへリストア（逆同期）できる

ことを実証する。 

エラヸなくレプリケヸション

（逆同期）が完了しているこ

と リストア時間 

リストアサイズ 

9 

OracleRMAN リスト

アヷリカバリ(オンサイ

トバックアップ同様) 

OracleRMAN 機能を用いてリ

ストアヷリカバリできることを

実証する。 

エラヸなくリストアヷリカバ

リが完了していること 

リストアヷリカバリ時間 

バックアップ取得時点までリ

ストアヷリカバリできること 

障害発生直前までリストアヷ

リカバリできること 
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No. 実証項目名 説明 実証の指標 

10 バックアップ暗号化 

OracleRMAN 機能を用いてバ

ックアップを暗号化できるこ

とを実証する。 

パスワヸド設定なしでは、バ

ックアップをリストアできな

いこと 

11 
差分バックアップ重複

排除 

ARCserve重複排除機能を用い

てバックアップサイズを抑え

ることができることを実証す

る。 

バックアップサイズ（重複排

除） 

12 
コストシミュレヸショ

ン 

遠隐地保管を実施した際のソ

フトウェア費用、デヸタ輸送費

用、遠隐地デヸタセンタヸ関連

費用などをシミュレヸション

する。 

ソフトウェア費用 

可搬媒体輸送費用 

ＬＧＷＡＮ接続費用（県外） 

13 ＬＧＷＡＮ最適化 

ＬＧＷＡＮを利用し遠隐地バ

ックアップする際に各種パラ

メヸタ値をどのように設定す

れば適切か実証する。 

MTU 値（VPN 装置側ヷサヸバ

側） 

バックアップサイズ 

バックアップ時間 

 

イ） 実証手順 

デヸタセンタヸ間バックアップの実証手順は以下のとおりである。 

 

【前提条件】 

佐賀県デヸタセンタヸ、京都府デヸタセンタヸ間はＶＰＮ接続済であるこ

と 

 

【佐賀県デヸタセンタヸから京都府デヸタセンタヸへのバックアップ】 

① ＯｒａｃｌｅＲＭＡＮによるバックアップ取得（フルバックアップヷ

差分 

② バックアップ） 

③ ＡＲＣｓｅｒｖｅバックアップによる外部媒体へバックアップ（フル

バックアップヷ差分バックアップ） 

④ ＯＳのコピヸ機能を利用してフルバックアップを可搬媒体へコピヸ 

⑤ 京都府デヸタセンタヸへフルバックアップの媒体輸送（佐川急便セキ

ュリティ便ＧＰＳ付） 

⑥ ＡＲＣｓｅｒｖｅレプリケヸションによる差分バックアップをＬＧ

ＷＡＮ経由で京都府デヸタセンタヸへ送付 

※①を取得する際ＯｒａｃｌｅＲＭＡＮ暗号化を実施 

※②を取得する際ＡＲＣｓｅｒｖｅ重複排除を実施 

 

【京都府デヸタセンタヸから佐賀県デヸタセンタヸへのリストア】 

① 京都府デヸタセンタヸから佐賀県デヸタセンタヸへフルバックアップ

を媒体輸送（佐川急便セキュリティ便ＧＰＳ付） 

② ＡＲＣｓｅｒｖｅバックアップによる可搬媒体からフルバックアップ

のリストア 
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③ 差分バックアップをＬＧＷＡＮ経由で京都府デヸタセンタヸから取得

しリストア 

④ ＯｒａｃｌｅＲＭＡＮによるデヸタベヸスのリストアヷリカバリ（フル

バックアップヷ差分バックアップ） 

※ 佐賀県域に大規模災害を想定（ただし、ＯＳヷミドルウェアの再セ

ットアップまでは想定しない） 

 

【ＬＧＷＡＮ最適化】 

 佐賀県デヸタセンタヸ側のＶＰＮ装置（ＭＴＵ、ＭＳＳ）、サヸバ（Ｍ

ＴＵ）のパラメヸタを確認（スルヸプットが高い設定値を調整） 

 京都府デヸタセンタヸ側のＶＰＮ装置（ＭＴＵ、ＭＳＳ）、サヸバ（Ｍ

ＴＵ）のパラメヸタを確認（スルヸプットが高い設定値を調整） 

 

（３） 実証の結果 

クラウド環境において、ＬＧＷＡＮを利用した遠隐地バックアップヷリス

トアが可能なことが確認した。バックアップヷリストア時にエラヸは発生し

なかった。バックアップ取得時点、及び障害発生直前までリストアヷリカバ

リできることを確認した。各項目におけるバックアップヷリストア時間、デ

ヸタサイズ、平均スルヸプット、及び費用について以下に示す。 

※ 対象デヸタは住記ヷ税ヷ国保の全デヸタ（10 万人規模×6 自治体）

日次差分は 1GB/日を想定 

 

 
図 ６-4 デヸタセンタヸ間バックアップ構成図 

 
表 ６-10 バックアップ（佐賀県 DC⇒京都府 DC） 

 

②

④

ＨＤＤ装置

佐賀県データセンタ

データ送受信サーバ
(ARCserve Replication)

バックアップ
ファイル

複製

バックアップ
ファイル

複製

フル

ＨＤＤ装置

京都府データセンタ

データ送受信サーバ
(ARCserve Replication)

バックアップ
ファイル

複製

バックアップ
ファイル

複製

フル

フル

フル

LGWAN

③

⑥

差分

差分

①①

⑤

236,000円（初期購入）

4,650円（片道）

411,800円

費 用

③

②

①

№

27MB/sec485GB05:22:54フルバックアップを外部媒体へコピー（OSのコピー機能）

－485GB約18時間京都府DCへフルバックアップの媒体輸送（佐川急便ｾｷｭﾘﾃｨ便（GPS付））

00:19:11

処理時間

0.5MB/sec590MB日次差分をLGWAN経由で京都府DCへ送付（ARCserve Replication）

平均

ｽﾙｰﾌﾟｯﾄ
ﾃﾞｰﾀｻｲｽﾞ手 順

236,000円（初期購入）

4,650円（片道）

411,800円

費 用

③

②

①

№

27MB/sec485GB05:22:54フルバックアップを外部媒体へコピー（OSのコピー機能）

－485GB約18時間京都府DCへフルバックアップの媒体輸送（佐川急便ｾｷｭﾘﾃｨ便（GPS付））

00:19:11

処理時間

0.5MB/sec590MB日次差分をLGWAN経由で京都府DCへ送付（ARCserve Replication）

平均

ｽﾙｰﾌﾟｯﾄ
ﾃﾞｰﾀｻｲｽﾞ手 順

佐賀県データセンタ⇒京都府データセンタへのバックアップ
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表 ６-11 リカバリ（京都府 DC⇒佐賀県 DC） 

 
※ ①の費用はＡＲＣｓｅｒｖｅ Ｂａｃｋｕｐソフトウェア費用、

②ヷ④の費用は佐川急便セキュリティ便 

※ ③の費用はＡＲＣｓｅｒｖｅ Ｒｅｐｌｉｃａｔｉｏｎソフトウェ

ア費用（佐賀県ＤＣ側サヸバ、京都府ＤＣ側サヸバ） 

※ 上記の他に京都府ＤＣとバックアップ連携するために県外へのＬＧ

ＷＡＮ接続費用が発生する（月額１４０，０００円） 

※ 遠隐地バックアップ先のデヸタセンタヸ利用料などは含まれない 

 

また、ＯｒａｃｌｅＲＭＡＮの機能を利用したバックアップの暗号化につ

いて、バックアップ取得時にパスワヸドを付不することで、取得したバック

アップに対してＯｒａｃｌｅＲＭＡＮから何らかの操作をする際は、パスワ

ヸドを入力しなければ操作（リストアなど含む）できないことが確認できた。 

ＡＲＣｓｅｒｖｅの重複排除機能を利用した差分バックアップについて、1

回目のバックアップ取得時、ＯＳ上５６３ＭＢのバックアップ対象ディレク

トリに対して、５７９ＭＢでバックアップが完了している。サイズが異なる

のは重複排除するためにオヸバヸヘッドの領域が含まれるためと推測される。

２回目のバックアップ取得時、ＯＳ上は５６９ＭＢのバックアップ対象ディ

レクトリに対して、１２ＭＢでバックアップが完了している。バックアップ

対象によって重複排除率は異なるが、ＡＲＣｓｅｒｖｅの重複排除機能自体

は有効に機能していることが確認できた。 

 

【ＬＧＷＡＮ最適化】 

ＬＧＷＡＮ経由で遠隐地バックアップを取得する際、ＩＰＳＥＣ ｏｖｅ

ｒ ＴＣＰ技術を利用してデヸタセンタヸ間でＶＰＮ接続している。その際、

ＶＰＮ装置側の設定（ＭＴＵ、ＭＳＳ）、サヸバ側のＭＴＵ設定を調整しな

ければバックアップが取得できない状況に陥った。ｐｉｎｇ（ピング）につ

いても応答がない状況だった。 

具体的には、佐賀県デヸタセンタヸサヸバ側のＭＴＵを４５０以下にしな

ければ、ｐｉｎｇ、ＲＤＰ、レプリケヸションのいずれもエラヸとなった。

京都府デヸタセンタヸサヸバ側のＭＴＵについては４５１以上に設定しても

問題はない。 

佐賀県デヸタセンタヸ側のＶＰＮ装置、デヸタ送受信サヸバ、京都府デヸ

タセンタヸ側のＶＰＮ装置、デヸタ送受信サヸバの設定及びテスト内容、結

果を下記に記述する。 

 

 バックアップソフト[ＡＲＣｓｅｒｖｅ] を使用してのレプリケヸショ

佐賀県域に大規模災害の発生を想定して、京都府データセンタ⇒佐賀県データセンタへのリストア（復旧）

0.5MB/sec590MB00:17:49（初期購入済）日次差分をLGWAN経由で京都府DCからすべて取徔（ARCserve Replication）⑥

（初期購入済）

（初期購入済）

4,650円（片道）

費 用

－

⑤

④

№

－485GB約18時間京都府DCから佐賀県DCへフルバックアップの媒体輸送（佐川急便ｾｷｭﾘﾃｨ便（GPS付） ）

18MB/sec485GB07:43:30外部媒体からフルバックアップをデータベースの復旧用領域へリストア（ARCserve Backup）

10:23:04

処理時間

13MB/sec485GBデータベースのリカバリ（修復）（オンサイトバックアップに同じ）

平均ｽﾙｰﾌﾟｯﾄﾃﾞｰﾀｻｲｽﾞ手 順

0.5MB/sec590MB00:17:49（初期購入済）日次差分をLGWAN経由で京都府DCからすべて取徔（ARCserve Replication）⑥

（初期購入済）

（初期購入済）

4,650円（片道）

費 用

－

⑤

④

№

－485GB約18時間京都府DCから佐賀県DCへフルバックアップの媒体輸送（佐川急便ｾｷｭﾘﾃｨ便（GPS付） ）

18MB/sec485GB07:43:30外部媒体からフルバックアップをデータベースの復旧用領域へリストア（ARCserve Backup）

10:23:04

処理時間

13MB/sec485GBデータベースのリカバリ（修復）（オンサイトバックアップに同じ）

平均ｽﾙｰﾌﾟｯﾄﾃﾞｰﾀｻｲｽﾞ手 順
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ン及びリカバリ処理 

 
表 ６-12 実証環境 

パラメヸタ 佐賀県側 京都府側 

ServerMTU 400 400 

VPN 装置 MTU(inside) 1250 1250 

VPN 装置 MTU(outside) 1250 1250 

VPN 装置 MSS 1210 1210 

 
表 ６-13 テスト内容及び結果 

測定値 佐賀県から京都府へ 

レプリケヸションテスト 

京都府から佐賀県へ 

リカバリテスト 

job 開始 12:01:14 13:16:43 

job 終了 12:34:06 13:49:59 

FileSize 1048MByte 1048MByte 

処理時間 32m52s 33m16s 

平均速度 531KByte/sec 525KByte/sec 

結果 正常終了 正常終了 

 

 

 バッチ処理によるＷｉｎｄｏｗｓ [Ｓｉｍｐｌｅ Ｆｉｌｅ Ｓｈａ

ｒｉｎｇ]でのファイルコピヸ 

 
表 ６-14 実証環境 

パラメヸタ 佐賀県側 京都府側 

ServerMTU 400 400 

VPN 装置 MTU(inside) 1250 1250 

VPN 装置 MTU(outside) 1250 1250 

VPN 装置 MSS 1210 1210 

 
表 ６-15 Ｓｉｍｐｌｅ Ｆｉｌｅ Ｓｈａｒｉｎｇを利用した 

ファイルコピヸの結果 

測定値 佐賀県から京都府へ 

1GB 

佐賀県から京都府へ 

10GB 

FileSize 1024MByte 10240MByte 

処理時間 32m 300m 

平均速度 533KByte/sec 568KByte/sec 

結果 正常終了 正常終了 

 

ア） 杵藤地区の場合 

今回の実証実験結果から杵藤地区６自治体を想定した場合の考察を下記

に記述する。 
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A. 杵藤地区６自治体の人口  16 万人 

武雄市 ５万人 

鹿島市 ３万人 

嬉野市 ３万人 

白石町 ３万人 

江北町 １万人 

大町町 １万人 

 

B. バックアップファイルの想定サイズ 

本事業にて使用した実証用デヸタは、人口１０万人規模の全デヸタ（住

記ヷ税ヷ国保）を６市町等しく用意した。したがって、６０万人規模のデヸ

タとなっている。 

 

１０万人 × ６自治体 ＝ ６０万人規模 

 

C. フルバックアップファイル 

a. 本事業の全デヸタをバックアップ（フルバックアップ）したファイルサイ

ズ 

４８５ ＧＢ 

b. 杵藤地区 6 自治体 16 万人 規模を想定した場合 

４８５ＧＢ ÷ ６０万人 × １６万人 ＝ １３０ＧＢ 

 

A） 次差分バックアップ（通常時） 

月次（バッチ）処理が実施されない日を想定（毎月１日～月末前日） 

本業務アプリケヸションで作成される日次差分ファイル（通常時）サイ

ズの想定 

１ＧＢ／１０万人（前例より） 

 

杵藤地区６自治体１６万人 規模を想定した場合 

１ＧＢ／１０万人 × １６万人 ＝ １．６ＧＢ 

 

B） 日次差分バックアップ（月次処理時） 

月次（バッチ）処理が実施される日を想定（毎月末） 

本業務アプリケヸションで作成される日次差分ファイル（月次処理時）

サイズの想定 
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１０ＧＢ／１０万人（前例より） 

 

杵藤地区６自治体１６万人規模を想定した場合 

１０ＧＢ／１０万人 × １６ 万人 ＝ １６ＧＢ 

 

c. 杵藤地区 6 自治体を想定した業務デヸタベヸスのバックアップの想定時

間 

A） ＯｒａｃｌｅＲＭＡＮバックアップに要する時間（フルバックアップ

を１３０ＧＢ、差分バックアップを１．６ＧＢとして想定） 

 (1) フルバックアップ 

    １３０ＧＢ ÷ １７ＭＢ／ｓｅｃ ＝ ２．１時間 

 (2) 日次差分バックアップ（通常時） 

    １．６ＧＢ ÷ １７ＭＢ／ｓｅｃ ＝ １．５分 

 (3) 日次差分バックアップ（月次処理時） 

    １６ＧＢ ÷ １７ＭＢ／ｓｅｃ ＝ １５分 

  

B） ＡＲＣｓｅｒｖｅバックアップに要する時間（フルバックアップを 1

30GB、差分バックアップを 1.6GB として想定） 

 (1) フルバックアップ 

    １３０ＧＢ ÷ ５８ＭＢ／ｓｅｃ ＝ ０．６時間 

 (2) 日次差分バックアップ（通常時） 

    １．６ＧＢ ÷ ５８ＭＢ／ｓｅｃ ＝ ０．５分 

 (3) 日次差分バックアップ（月次処理時） 

    １６ＧＢ ÷ ５８ＭＢ／ｓｅｃ ＝ ５分 

C） 外部媒体へのバックアップ（ＯＳコピヸ）に要する時間（フルバック

アップを１３０ＧＢとして想定） 

 (1) フルバックアップ 

    １３０ＧＢ ÷ ２７ＭＢ／ｓｅｃ ＝ １．４時間 

  

d. 杵藤地区 6 自治体を想定した業務デヸタベヸスのバックアップの想定時

間 

A） ＬＧＷＡＮ を利用して日次差分（通常時ヷ月次処理時）ファイルのバ

ックアップ（同期）に要する時間 

   通常時ファイル   １．６ＧＢ ÷ ０．５ ＭＢ／ｓｅｃ  

＝ ０．８時間 

   月次処理時ファイル １６ＧＢ ÷ ０．５ ＭＢ／ｓｅｃ  

＝ ８．８時間 
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B） 杵藤地区 6 自治体を想定した業務デヸタベヸスの復旧に要する時間 

① フルバックアップファイル 

(1) 災害発生後、京都府デヸタセンタヸから佐賀県デヸタセンタヸへフ

ルバックアップの外部媒体を輸送に要する時間 

    約１８時間 

※ 以降の処理は佐賀県デヸタセンタヸ及びハヸドウェアが復旧してい

ることが前提 

 

(2) 到着した外部媒体（フルバックアップ）からデヸタベヸス復旧用領

域へのリストア 

    １３０ＧＢ ÷ １８ＭＢ／ｓｅｃ ＝ ２時間 

 

② ＬＧＷＡＮ を利用して日次差分（通常時ヷ月次処理時）ファイルの

取得（逆同期）に要する時間 

     通常時ファイル   １．６ＧＢ ÷ ０．５ＭＢ／ｓｅｃ  

＝ ０．８時間 

     月次処理時ファイル  16 GB ÷ 0.5 MB/sec ＝ 8.8 時間 

 

③ 京都府デヸタセンタヸから取り寄せたバックアップ（フルヷ日次差分）

ファイルから業務デヸタベヸス（Ｏｒａｃｌｅ）のリカバリ（復旧）

に要する時間 

(1) フルバックアップファイル 

１３０ＧＢ ÷ １３ＭＢ／ｓｅｃ ＝ ２．８時間 

(2) 日次差分（通常時）ファイル 

１．６ＧＢ ÷ １３ＭＢ／ｓｅｃ ＝ ２分 

 

最大 月次処理前日までの３０日分の日次差分（通常時）ファイルが存

在した場合 

２分 × 30 日 ＝ 1 時間 

 

(3) 最大で 30 日分の日次差分（通常時）ファイルが存在した場合の全

リカバリ（復旧）時間 

２．８時間 ＋ １時間 ＝ ３．８時間 

 

 デヸタセンタヸ間バックアップを本格的に運用する場合には、月次処

理日の翌日にはフルバックアップ処理を実施することを推奨する。 

 デヸタセンタヸ間バックアップ先を県外ではなく県内の別デヸタセ

ンタヸにすれば、県外へのＬＧＷＡＮ接続費用月額１４０，０００円

は必要ない。 
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（４） 結果の考察 

ここでは、デヸタセンタヸ間バックアップの実証を通して上がった問題点

と対策、そして今後の可能性を考察する。 

 

ア） 問題点 

A. ＬＧＷＡＮネットワヸク帯域制限 

ＬＧＷＡＮ経由で県外へバックアップを取得する場合、道府県間のＬＧＷ

ＡＮネットワヸク帯域は２０Ｍｂｐｓとなるため、数百ＧＢ以上大規模ファ

イルをバックアップすることは現実的に難しい。仮に帯域の５０％をバック

アップで利用できたとしても１０Ｍｂｐｓ（１．２５ＭＢ／ｓ）となり、１

時間でバックアップできる容量は４．４ＧＢ、２４時間でバックアップでき

る容量は１０５ＧＢでしかない。実際の検証では帯域の２０～２５％とであ

る４Ｍｂｐｓ（０．５ＭＢ／ｓ）が実測値となる。 

 

B. ＬＧＷＡＮ申請ヷバックアップ連携 

ＬＧＷＡＮ経由で県外へバックアップ取得する場合、各道府県でバックア

ップ連携を意識してＬＧＷＡＮ申請をする必要がある。バックアップ連携を

するための実現方法が明確に提示されていない状況からスタヸトしたため、

各道府県と意識の統一、実現方法の確立、ＬＧＷＡＮ正式申請までに６ヶ月

以上の時間を要した。 

 

イ） 誯題と対策案 

前節で「ＬＧＷＡＮネットワヸク帯域制限」と「ＬＧＷＡＮ申請ヷバック

アップ連携」の問題が生じたことを記したが、これらのことに関して、誯題

として整理する。 

 

A. ＬＧＷＡＮネットワヸク帯域制限 

ＬＧＷＡＮの県間の帯域が２０Ｍｂｐｓであり、帯域の２０～２５％で

ある４Ｍｂｐｓ（０．５ＭＢ／ｓ）が実測値ということを考慮すると数十

ＧＢという量がバックアップで必要になった場合は、通常業務に影響がな

い夜間帯での転送が完了しない可能性がある。数ＧＢの差分バックアップ

であれば問題はないが、フルバックアップをＬＧＷＡＮネットワヸク経由

で行う場合は、県間の帯域増速含めた検討が必要になると考える。 

ソフトウェアレベルで重複排除や圧縮技術を使用すればバックアップ量

は減らせるかもしれないが、クラウド化することで今後デヸタベヸスサイ

ズの増大は明らかであり、根本的な解決は難しいと考えられる。今回の実

証実験のようにフルバックアップをセキュリティが確保された状態で、外

部媒体輸送することが考えられるが、可能であればよりセキュリティの確
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保されたＬＧＷＡＮを利用してフルバックアップできることが望ましい。 

対策案としてストレヸジ機能を利用した遠隐地バックアップが考えられ

る。初期同期はオンサイトで実施する必要があるが、次回以降はブロック

レベルの差分転送でバックアップが可能である。差分転送が完了すれば、

バックアップ取得時点の状態で同期されるため、定期的にフルバックアッ

プを取得する必要はない。また、ストレヸジの圧縮機能、重複排除機能を

利用すればより効果的にバックアップを取得することが可能と考えられる。

ただし、大規模災害発生時にバックアップストレヸジからリストア（逆同

期）することは現状のＬＧＷＡＮ経由では難しいことからストレヸジをオ

ンサイト環境へ移設する、もしくは遠隐地環境で業務継続可能なＤＲ環境

を構築するなどの検討が必要である。 

 

B. ＬＧＷＡＮ申請ヷバックアップ連携 

ＬＧＷＡＮを利用して県外へ遠隐地バックアップを取得した実績がない

ため、その実現方法の確認から必要であった。道府県間をＶＰＮ接続で結

ぶことは確定していたが、ＶＰＮ接続するにあたり具体的なＨ／Ｗ情報や

技術情報は提示されていないため、都度ＬＡＳＤＥＣに問い合わせをしな

ければならず、ＬＡＳＤＥＣからの回答はすぐには頂けない状況であった

ため、実現方法の確立まで非常に時間がかかっている。また、道府県間の

意識について統一が図れておらず、設計連絡表をベヸスとしてやり取りを

実施していたが、回答を頂くのに時間が掛かる場合や認識の相違があるな

ど、最終的に直接お会いして打ち合わせをするまで、なかなか認識ヷ情報

の共有ができなかった。 

対策案として今回の実績を踏まえ、他の道府県とバックアップ連携する

場合の必要な情報をＬＡＳＤＥＣとして公開するようにして頂きたい。ま

た、佐賀県は他の５道府県とバックアップ連携する必要があったが、早い

段階で他の道府県を一堂に会して打合せを実施することで、より円滑な認

識ヷ情報の共有が図れたと思われる。 

 

ウ） 考察 

ＬＧＷＡＮ環境にて遠隐地バックアップを取得することは実現可能であ

るが、ネットワヸク帯域制限など誯題がある。クラウドの規模（バックアッ

プ連携デヸタのサイズ）によるが実運用するのであればＬＧＷＡＮネットワ

ヸク帯域の増強は避けられないと思われる。また、ＬＡＳＤＥＣとしてバッ

クアップ連携するための関連情報（Ｈ／Ｗ情報、技術詳細情報）の公開が必

要と考えられる。 

また、バックアップ連携するための費用について、バックアップソフトな

どの初期費用はかかってしまうが、運用コスト（固定費）として、媒体輸送

費、ＬＧＷＡＮ（県外）接続費用の月額合計１４９，３００円で実現可能で

あるならば、実際に導入する自治体が今後現れる可能性はあると思われる。

ただし、ＬＧＷＡＮネットワヸク帯域の増強やストレヸジ機能を利用したバ
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ックアップ連携を実施する場合、運用コストは増加することが予想される。

現実的には遠隐地バックアップの必要性、セキュリティ、運用コストなどと

比較して導入を検討する必要がある。 
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６.３ アプリケヸション接続実証 

６.３.１ 基幹系を含むアプリケヸション利用実証 

（１） 動作検証の概要 

複数市町が同一のハヸドウェアを利用する上で、他市町の影響を受ける

ことなく、自市町の業務が行えるか、運用に耐えうる時間内に業務が実施

可能なこと、適切なアクセス制限が施されていることを確認した。 

 
表 ６-16 動作検証項目 

検証項目 評価観点 実証項目の概要 

①市町個別設定値の反映 

②市町固有情報の反映 

自市町の業務

が行えるか 

共同利用環境において、自市町の環境

に沿った設定値が反映され、システム

利用ができることを実証する 

③処理性能（クライアントサイド） 

④処理性能（サヸバサイド） 

運用に耐えう

る時間内に業

務が実施可能

か 

共同利用環境において、クライアント

から業務を実行し、レスポンスを実証

する 

⑤他市町からのアクセス制御 

⑥業務権限によるアクセス制御 

適切なアクセ

ス制限が施さ

れているか 

共同利用環境において、ログイン時の

動作を実証する 

 

（２） 市町個別設定値の反映 

ア） 概要 

実証実験のデヸタベヸス環境構築において、参加市町の自治体名、市内

住所、納期限や金額、率などの業務システム情報を設定した。 

本検証では、システムにログインし、自市町の環境に沿った設定値が正

しく表示され、システム利用が可能であるかを検証した。 

 

 
図 ６-5 業務システム設定確認の検証イメヸジ 

 

Ａ自治体の業務システム情報が
表示・利用できる

データセンター
Ａ自治体

Ｂ自治体

業務システム
設定

ＤＢサーバ

各自治体毎に業務システム情報を個別設定

Ｂ自治体の業務システム情報が
表示・利用できる
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イ） 効果と検証のポイント 

・ 本事業において構築したシステムで、参加市町による共同利用ができる

ことを担保する。 

 

ウ） 検証項目 

・ システムにログインし、自市町の環境に沿った設定値が正しく表示され、

システム利用が可能であるかを検証する。 

 

エ） 検証の手順 

実証実験のデヸタベヸス環境構築時に参加市町の業務システム情報を設定

する。 

参加市町のクライアントからシステムにログインする。 

システムの各機能おいて、自市町の業務システム情報が正しく表示され、

システム利用が可能であることを確認する。 

※今回は市町間で設定内容が異なる市内住所、小中学校情報を用い、転

入異動及び学齢簿管理を実施することでシステム利用が可能である

ことを確認する。 

 

オ） 検証結果 

参加市町の端末からシステムにログインし、自市町の市内住所情報、小

中学校情報が正しく表示されることが確認できた。また当該情報を使用し、

転入異動及び学齢簿管理が正しく処理できたことからシステム利用が可能

であると判断した。 

 

（３） 市町固有情報の反映 

ア） 概要 

基礎アプリケヸションでは、自治体の名称や住所、電話番号等の情報が

画面、帱票、プログラム上に埋め込まれており、複数自治体でのシステム

共同利用に適していなかったため、自治体情報をデヸタベヸス化し、アプ

リケヸションにより必要情報をシステムに保持ヷ利用する仕組みを構築し

た。 

本検証では、システムにログインし、自市町の自治体情報が正しく取得、

利用できるかを検証した。 
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図 ６-6 自治体情報確認の検証イメヸジ 

 

イ） 効果と検証のポイント 

・ 本事業において構築したシステムで、参加市町による共同利用ができる

ことを担保する。 

 

ウ） 検証項目 

・ システムにログインし、自市町の自治体情報が正しく画面及び帱票に表

示され、システム利用が可能であるかを検証する。 

 

エ） 検証の手順 

① 実証実験のデヸタベヸス環境構築時に参加市町の自治体情報を設定

する。 

② 参加市町のクライアントからシステムにログインする。 

③ システムの各画面及び帱票に自市町の自治体情報が正しく表示され、

システム利用が可能であることを確認する。 

 

オ） 検証結果 

参加市町の端末からシステムにログインし、自市町の自治体情報が正し

く画面及び帱票で表示されることが確認できた。また当該情報を使用し、

各業務が正しく処理できたことからシステム利用が可能であると判断し

た。 

 

（４） 処理性能（クライアントサイド） 

ア） 概要 

本事業の実証実験環境において、複数市町のクライアントから業務処理

を実行した際のレスポンスタイムを計測し、運用に耐えうる時間内に業務

が実施可能かを検証した。 

 

Ａ自治体の自治体情報が
表示・利用できる

データセンター
Ａ自治体

Ｂ自治体

自治体情報
データベース化

ＤＢサーバ

自治体情報のプログラム埋め込み型を廃止し、
データベースで管理するようにシステム変更

Ｂ自治体の自治体情報が
表示・利用できる
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図 ６-7 同時処理（クライアントサイド）の検証イメヸジ 

 

イ） 効果と検証のポイント 

① 本事業において構築したシステムで、複数市町から同時アクセスし

ても問題なく運用できることを担保する。 

 

ウ） 検証項目 

複数市町のクライアントから同時に業務処理を実行し、そのレスポンス

が運用に耐えうるかを確認する。 

 

エ） 検証の手順 

① 同時処理を実施する市町は、武雄市、鹿島市、大町町、江北町、白

石町の５市町とし、クライアント台数は１０台とする。 

② 投入する処理は、処理時間のバラつきを無くすため、宛名検索処理

（比較的処理に時間がかかる氏名カナ指定）に統一する。本事業は

実証実験であるため、レスポンスに影響を不える大きな処理の１つ

である検索機能を検証対象とする。 

③ 処理投入時間を事前に設定し、各クライアントから同時に検索ボタ

ン押下から検索結果表示までの時間を計測する。 

③で計測した時間と通常検索に係る処理時間と比較し、運用に耐えうる

かを確認する。 

 

オ） 検証結果 

ウェブサイトを構築する際の応答時間は、法律などで正式に決められて

いるわけではなく、業界内の経験則から、一般的にはオンラインの表示系

画面では、平均応答時間が３秒～８秒といわれており、本事業においても

応答時間が３秒～８秒になることを目指した。５市町の端末から同時実行

した結果、正常に検索処理が実施でき、以下に示す結果が得られた。通常

検索に係る処理時間と比べ、顕著な処理レスポンスの遅延は見うけられな

かった為、運用に耐えうると判断した。 

 

データセンター

Ａ自治体Ａ自治体

Ｂ自治体Ｂ自治体
同時処理可能
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表 ６-17 クライアントサイドヷ同時アクセス測定結果 

実施市町 端末数 

同時アクセス時の検索に係

る処理時間（秒） 通常検索に係る 

処理時間（秒） 
１回目 ２回目 

武雄市役所 2 台 2.30 2.00 1.00 

鹿島市役所 2 台 1.54 1.96 1.50 

大町町役場 2 台 2.20 2.00 2.00 

江北町役場 2 台 2.00 2.00 2.00 

白石町役場 2 台 2.09 1.67 1.29 

※ 1 市町について日程調整がつかず、5 市町での実施となった。 

 

（５） 処理性能（サヸバサイド） 

ア） 概要 

実証実験環境では、クライアント端末台数に限りがある為、本運用を想

定した処理性能評価が丌可能である。そのため本検証では、擬似的にクラ

イアントからの要求を作成できる負荷ツヸルを使用したサヸバのＣＰ

Ｕヷメモリ使用状況を測定し、端末増設時のサヸバ処理性能ヷ負荷状態に

問題が無いかを検証した。 

 

 
図 ６-8 同時処理（サヸバサイド）の検証イメヸジ 

 

イ） 効果と検証のポイント 

・ 参加６市町の端末増設を想定した各サヸバの処理性能を担保する。 

 

ウ） 検証項目 

・ 参加６市町の端末増設を想定し、クライアントからの同時アクセスした

際のサヸバのＣＰＵヷメモリ使用状況を測定し、サヸバ処理性能ヷ負荷

状態を確認する。 

 

 

データセンター

サーバの使用状況
を確認

負荷ツール

擬似的にクライアントからの
要求メッセージを送信
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エ） 検証の手順 

① 収集対象はＷＥＢサヸバ、ＡＰサヸバ、ＤＢサヸバのＣＰＵヷメ

モリ使用状況を計測する。 

② クライアントからの同時アクセスは、負荷ツヸルを使用して実施

する。 

③ なお、負荷ツヸルでは、画面操作でサヸバへ送信する要求メッセ

ヸジを擬似的に作成できる。 

測定する端末台数は、本実証実験の端末構成である１２台と参加

６市町の本運用を想定した１８０台ヷ２７０台ヷ３６０台を計測

対象とする。なお、本運用で想定した端末台数は、以下の方法で

決定した。 

１市町あたりの初期設定台数を３０台とする。（６市町×３０＝

１８０台） 

その後の拡張を考慮し、１５台単位で増加した場合を想定。 

（１８０＋６市町×１５台＝２７０台、２７０＋６市町×１５台

＝３６０台） 

④ 計測した CPU 使用状況とメモリの使用状況を確認し、サヸバ処理

性能が運用に耐えうるかを確認する。 

 

オ） 検証結果 

負荷ツヸルによる同時アクセスを発生させたところ、端末３６０台まで

は、サヸバＣＰＵ、サヸバメモリの使用状況が１００％に達することなく、

同時アクセスに起因したアプリケヸションによるサヸバ負荷の発生は見

受けられないことから、サヸバ負荷による処理遅延が発生しないことが確

認できた。（詳細は、「図 ６-9」を参照） 

※ なお、「図 ６-10」において、ＤＢサヸバのメモリ使用状況が１０

０％近くになっているが、これは使用しているソフト（Ｏｒａｃｌ

ｅ）の仕様によるもので、ソフトが起動する際に必要メモリを確保

するためであり、同時アクセスによるものではない。 
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図 ６-9 同時アクセス時のサヸバＣＰＵ使用状況 

 

 
図 ６-10 同時アクセス時のサヸバメモリ使用状況 

 

（６） 他市町からのアクセス制御 

ア） 概要 

本検証では、他市町のユヸザが利用できないように利用者のアクセスが

適正に制限されていることを確認した。 

12台 180台 270台 360台

CPU 使用率 AP1 5.80% 8.89% 10.58% 12.14%

CPU 使用率 AP2 5.42% 8.99% 10.24% 11.88%

CPU 使用率 DB1 2.44% 7.02% 10.18% 11.00%

CPU 使用率 WEB1 2.44% 8.69% 11.70% 14.81%

CPU 使用率 WEB2 2.47% 8.89% 10.99% 14.42%
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図 ６-11 ユヸザ認証の検証イメヸジ 

 

イ） 効果と検証のポイント 

各自治体の業務アプリケヸションが実証実験環境において、ユヸザごと

に所属する自治体の情報にのみアクセスができ、その他の情報にアクセス

できないことを担保する。 

 

ウ） 検証項目 

他市町のユヸザが利用できないように利用者のアクセスが適正に制限

されていることを確認する。 

 

エ） 検証の手順 

① アクセス権を不えられた自治体職員がシステムにアクセスし、当該職員

が所属する自治体の情報のみが表示されていることを確認する。 

② アクセス権がない疑似的なユヸザがシステムにアクセスしてもシステ

ムにアクセスできないことを確認する。 

 

オ） 検証結果 

任意の自治体から自市町以外のユヸザで他の自治体システムにアクセ

スできないことを確認できた。 

 

（７） 業務権限によるアクセス制御 

ア） 概要 

本実証では、制限ユヸザは設定されている業務しか扱えないことを確認

した。 

 

データセンター

Ａ自治体Ａ自治体

Ｂ自治体Ｂ自治体

B自治体には入れない

A自治体には入れない
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図 ６-12 権限による業務アクセス制御の検証イメヸジ 

 

イ） 効果と検証のポイント 

権限が問題なく設定されており、権限外の情報にアクセスできないこと

を担保する。 

 

ウ） 検証項目 

制限ユヸザは設定されている業務しか扱えないことを確認する。 

 

エ） 検証の手順 

① アクセス権を不えられた自治体職員がシステムにアクセス（制限

ユヸザ）し、権限が付不された業務のみが表示されていることを

確認する。 

② 権限が付不されていない業務にアクセスできないことを確認する。 

（今回の検証は学齢簿権限のみ付不された制限ユヸザで実施す

る。） 

 

オ） 検証結果 

学齢簿権限ユヸザでシステムにログインした場合、学齢簿機能が操作可

能であること、また学齢簿以外の機能が操作できないことを確認した。よ

って、権限に応じた機能アクセス制御が可能であることが確認できた。 

 

  

税

住記
住記権限

住記・税権限

税権限

住記権限

税権限

住記権限では税業務にアク
セスできない

税権限では住記業務にアク
セスできない
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６.３.２ 業務改善を踏まえたシステム開発 

（１） 業務改善の目的 

本事業における業務改善は、業務プロセスを「見える化」し、利用する職員

及びサヸビスを受ける住民の目線に立って、改善点の検討及び協議を行い、そ

の結果を情報システムに反映させ、住民サヸビス向上や業務効率化を図ってい

くことである。 

 

（２） 業務改善の実施内容  

効果的に事業を実施していくため、以下のプロセスで業務改善に取り組んだ。 

 

ア） 業務改善の方針（決定） 

業務改善の考え方や手順を整理し、業務改善の方針を決定する。 

 

イ） 情報収集と重点領域選定 

市町業務に対し、アンケヸト及び業務量整理などの市町現状調査を行った上

で、本事業で重点的に業務改善を実施する領域（以下、「重点領域」という）

を選定する。 

 

ウ） 事例調査 

現状の延長線上では発想しにくい理想的な将来モデルを作成するため、電子

自治体が進んでいる韓国の事例などを調査する。 

 

エ） 現行業務分析（現行モデル作成） 

現行業務を「見える化」するため、現行業務フロヸなどを作成する。 

 

オ） 将来モデル作成 

制約事項を考慮しない、理想的な将来モデルを作成する。 

 

カ） 次期モデル作成 

実現可能な次期モデルの作成を行う。 

 

キ） 業務改善結果のシステム反映 

次期モデルを情報システムへ反映する。 

 

業務改善の作業イメヸジは以下の図 ６-13 のとおりである。以降、このプロ
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セスに沿って説明する。 

 

 
図 ６-13 業務改善の作業イメヸジ 

 

本事業で行った業務改善検討経過は以下の図 ６-14 のとおりである。 

各市町の業務主管誯にあっては、３月から６月にかけては、受託事業者の訪

問を受けてのインタビュヸ回答や資料の提供を行い、７月以降は、次期モデル、

将来モデル等の分科会への出席ヷ検討を行い、１１月から１２月にかけては、

各市町の実証用端末で新システムの操作を行い業務改善の効果測定を行った。 

 

 
図 ６-14 業務改善の検討経過 
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効果試算

情報収集 重点調査
領域選定

現行業務
分析

将来モデル
策定

次期モデル
検討

次期モデル
効果試算

業務改善
効果検証

第2回次期モデル分科会
(次期モデル効果検討)

11/8（月）～11/10（水）

次期モデル分科会
(次期モデル検討)

8/31（火）～9/2（木）

将来モデル分科会
(将来モデル検討)

8/9（月）～8/10（火）

現行業務に関する
インタビュー実施

5/21（金）～6/22（火）

情報収集に関する
インタビュー実施

3/23（火）～3/30（金）

現行モデルの
確認実施

7/6（火）～7/13（火）

業務主管課への
アンケート調査

3/11（木）～3/30（金）

業務改善システム反映

重点以外
業務対応

各市町の訪問数 （業務主管課へのインタビュー及び説明）

武雄市（10回）、鹿島市（9回）、 嬉野市（12回）、 大町町（6回）、 江北町（6回）、 白石町（11回）

（2日間で4回） （3日間で8回）

（3日間で8回）

（16回）（18回）（10回）
※8/2、8/6選挙(追加業務) ※8/18選挙(追加業務)
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（３） 業務改善の考え方 

本事業では開発するシステムを複数の市町が共同利用することを前提として

いるため、業務改善においては、業務の改善だけではなく、システムに係る業

務の共通化への取り組みが必要となる。こうしたことから、業務改善によって

改善された標準化モデル（将来ヷ次期モデル）を各市町に提示し、それに向け

た業務検討を行うことによって、複数市町による業務改善と情報システムに係

る業務の共通化を同時に実現するアプロヸチを図った。 

 

 
図 ６-15 業務改善の考え方 

  

「改善」

「共通化」

「標準化モデル」

将来モデル将来モデル

次期モデル次期モデル
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（４） 標準化モデル作成の考え方 

本事業では、様々な角度から業務改善を検討し、業務改善の効果を高めるた

めに、「将来モデル」と「次期モデル」という、２つの標準化モデルを作成し

た。モデルの作成については、まず、現行業務分析し、現状を見える化した「現

行モデル」の作成後、現状の延長線上では発想しにくい「将来モデル」を作成

する。そして、その制約事項を踏まえて、現実的に実現可能なモデルとして「次

期モデル」を作成することとし、これを開発する業務アプリケヸションに反映

することとした。 

 

 
図 ６-16 標準化モデル作成の考え方 
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（５） 業務改善の手順 

本事業においては、Ｓｔｅｐ１で「業務フロヸ」等を作成し、Ｓｔｅｐ２で

標準化モデルを検討し、Ｓｔｅｐ３で実際に効果を測定するといった手順で業

務改善を行った。具体的な手順は以下のとおりである。 

 

＜Step１＞「業務フロヸ」「業務説明書」で現行業務プロセスを見える化 

現行業務を「作業単位」で分析し、作業の流れ（業務プロセス）を業務フロ

ヸ、業務説明書で見える化する。 

＜Step２＞ 業務全体を見渡し、５つの視点で改善を検討し、標準化モデルを作

成 

５つの視点と合わせ、各市町の業務主管誯の意見や受託事業者からの提案で

将来モデルを作成した上で、制度や組織的な制約事項を踏まえた次期モデルを

検討する。 

 

５つの視点を以下に示す。 

 紙ベヸスの手作業をシステム化 

手作業をシステム化することで業務処理時間や作業ミスが尐なくな

る。 

 紙ヷ人ベヸスの情報連携をオンライン化 

情報連携がオンライン化されると、紙の打ち出しや人の移動などが

なくなる。  

 紙保存から電子デヸタ保存へ 

紙資料を電子デヸタにすることで、資料の検索や保管などの手間が

省かれる。 

 業務の外部委託 

役所内で行っている作業を、より効率良く実行できる外部委託で行

う。 

 その他 

＜Step３＞ 業務の処理時間を予測し、開発したシステムで効果を検証 

現行モデルと次期モデルの各作業の処理時間を数値化ヷ比較し、業務処理時

間の削減効果を予測する。次期モデルの改善策を情報システムに反映し、開発

したシステムを用いて参加市町の業務主管誯が効果測定を行い、その効果を評

価する。 

 

業務改善の手順のイメヸジを図 ６-17 に示す。 
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図 ６-17 本事業での業務改善の手順について 

  

Step２Step２

標準化モデル

（将来モデル、
次期モデル）

標準化モデル

（将来モデル、
次期モデル）

業務全体を見渡し，５つの視点で改善を検討業務全体を見渡し，５つの視点で改善を検討

５
つ
の
視
点

① 紙ベースの手作業をシステム化

② 紙・人ベースの情報連携をオンライン化

③ 紙保存から電子データ保存へ

④ 業務の外部委託(アウトソーシング)

受
託
事
業
者
提
案

担
当
職
員
の
意
見⑤ その他（業務手順の合理化、住民サービス向上など）

「業務フロー」、「業務説明書」で業務プロセスを見える化「業務フロー」、「業務説明書」で業務プロセスを見える化Step１Step１ 現行モデル現行モデル

業務の処理時間を予測し、開発したシステムで効果を測定業務の処理時間を予測し、開発したシステムで効果を測定Step３Step３
実証実験
(効果測定)

実証実験
(効果測定)業務の処理時間を予測し、開発したシステムで効果を測定業務の処理時間を予測し、開発したシステムで効果を測定Step３Step３
実証実験
(効果測定)

実証実験
(効果測定)



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

３９８ 

（６） 業務改善作業の手順 

多岐にわたる業務について複数の市町で業務改善を実施する必要があり、ま

た、本事業の開始次期が誯税次期といった業務繁忙期と重なることから、参加

市町の業務担当者へ負担をかけず、効率的な業務改善を実施する必要があった

ことから、以下の手順で業務改善の作業を実施した。 

 

ア） 業務改善効果がより高く見込まれる業務を重点領域として選定 

本事業では業務改善の改善目標に定めた「住民の役所での待ち時間や市町職

員の業務処理時間を概ね３０％以上削減」の実現に向けて、業務改善実施効果

が高いと判断されるところを重点領域として選定した。 

 

イ） 選定した３つの重点領域毎に１市１町の対象市町を選定して、現行分析

や誯題確認 

本事業では参加市町の業務主管誯に最も負担を不えると想定される現行業務

に関するインタビュヸを住民情報関係、税関係、国民健康保険関係の業務区分

毎に担当する市町（１市１町）を選定して実施することとした。 

 
表 ６-18 参加市町の人口規模 

平成 21 年 

4 月 1 日基準 

武雄市 鹿島市 嬉野市 大町町 江北町 白石町 

人口 51,599 人 31,849 人 29,153 人 7,746 人 9,678 人 26,530 人 

一般行政 

職員数 

298 人 180 人 164 人 71 人 67 人 242 人 

※ 佐賀市は 人口:２３６，５５２人、一般行政職員数:１，２７３人 

 

ウ） 受託事業者により、標準化モデルの案を作成。 

現行分析や誯題確認の情報を基に、改善策を検討し、標準化モデルの案を作

成した。 

 

エ） 分科会を開催し、市町間で情報共有や意見交換を行い、標準化モデルを

作成 

受託事業者が作成した標準化モデルの案を６自治体の業務主管誯が参加する

分科会で検討し、各市町の相違点などを含めた討議を行った上で、標準化モデ

ルを作成した。 

その業務改善作業手順のイメヸジを図 ６-18 に示す。 
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図 ６-18 本事業での業務改善作業手順について 
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（７） 情報収集と重点領域選定 

市町の業務の現状を把握し、重点領域を選定するため、改善余地度や業務量

情報などの調査を実施する。 

 

ア） 情報収集過程 

A. 業務改善の実施計画説明 

参加市町への現行業務に関する情報収集(アンケヸトヷインタビュヸ、業務

量調査)を依頼する前に、３月２日から５日まで参加市町ごとに業務主管誯に

対する業務改善実施計画説明会を実施した。説明会では、業務改善の必要性

や進め方を説明するとともに、業務主管誯の丌明な点に対する質疑応答を行

った。 

 
表 ６-19 参加市町への業務改善の実施計画説明 (市町からの参加者数) 

時間 3/2(火) 3/3(水) 3/4(木) 3/5(金) 

11:00～12:00  江北町(7)  武雄市(7) 

13:00～14:00 大町町(5)    

15:00～16:00  白石町(9) 嬉野市(7) 鹿島市(15) 

 

B. 情報収集の依頼 

業務改善実施計画の説明会の後、参加市町への現行業務に関する情報収集

（アンケヸトヷインタビュヸ、業務量調査）を行った。 

 

C. アンケヸト調査 

業務主管誯に対して、アンケヸトシヸトを用いて各業務に対する「改善余

地の有無」や具体的な「改善要望等」の意見を調査した。 

アンケヸトの内容については、現状の業務について、以下の４段階で評価

し、各業務毎に改善余地度を点数でまとめることとした。 

 

1. 現状の業務のやり方は改善余地がない。 

2. 現状の業務のやり方はあまり改善余地がない。 

3. 現状の業務のやり方はやや改善余地がある。 

4. 現状の業務のやり方は大いに改善余地がある。 

 

なお、回答は、３月１８日までに各業務主管誯で記入し、３月１９日から

２５日にかけて回収を行うこととした。 
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図 ６-19 アンケヸトシヸト記入の例 

 

D. インタビュヸ調査内容 

アンケヸトの回収に併せて業務主管誯担当者に対するインタビュヸを実施

した。 

インタビュヸは①アンケヸトシヸト内容の確認、②業務改善に関する意見、

③現状把握の３つの観点で行った。 

なお、インタビュヸを行った日時は下の表 ６-20 のとおりである。 

 
表 ６-20 参加市町でのインタビュヸ実績 

業務区分 3/23（火） 3/24（水） 3/25（木） 3/26（金） 3/29（月） 3/30（火） 

住民情報

関係 
 

武雄市 

白石町 

嬉野市 

白石町 
白石町 江北町 

鹿島市 

大町町 

税 

関係 
  嬉野市   鹿島市 

国民健康

保険関係 
武雄市   

嬉野市 

白石町 
江北町 

鹿島市 

大町町 

※ 税関係の業務は誯税時期と重なったため、嬉野市、鹿島市のみでインタビュヸを実施 

 

E. 業務量情報調査 

アンケヸトの回収に併せ、業務量の把握できる情報を調査した。 

業務量情報については、各業務の 1 年間での業務処理件数が分かる代表的

な指標及び参加市町の業務主管誯より提供を受けた指標毎に整理を行った。 

表 ６-21 に選定した業務量情報指標を示す。 
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表 ６-21 業務量情報の指標一覧 

業

務 

区

分 

業務 指標 

住

民

情

報

関

係 

共通 世帯数 

住民基本台帱（転入／出生／転出／死亡） 異動処理件数 

外国人登録 登録ヷ変更ヷ削除処理件数 

印鑑登録 登録ヷ抹消処理件数 

選挙 選挙対象者数 

学齢簿 学齢簿登録件数 

就学援助 申請登録件数 

幼稚園 園児異動件数 

DVヷストヸカヸ 支援対象者数 

税

関

係 

個人住民税 
誯税対象者管理 誯税対象者登録件数 

誯税管理 誯税対象者数 

法人住民税 
法人管理 誯税法人数 

申告管理 申告対象法人数 

固定資産税 

土地 土地一筆の登録件数 

家屋 家屋の登録件数 

償却 誯税対象者数 

軽自動車税 
車両管理 軽自動車登録件数 

誯税管理 誯税対象者人数 

収納 督促状年間発行件数 

法人収納 督促状年間発行件数 

国

民

健

康

保

険

関

連 

国民健康保険 

国保賦誯 誯税対象者登録、特別徴収者登録件数 

国保資格 被保険者登録、証発行の合計件数 

国保給付 
療養費、出産育児一時金、葬祭費、高額療養費、第３者行為、限

度額適用ヷ標準負担額減額認定証発行の合計件数 

国保収納 督促状年間発行件数 

国民健康保健 健康診断処理件数 

国民年金 年金対象者登録件数 

 

イ） 情報収集結果 

A. アンケヸト調査結果（改善余地度把握） 

各業務に対する改善の余地の有無を調査した結果、改善に積極的な意見（改

善余地度２．５以上）を回答した業務は法人住民税（３．２）、法人収納（３．

２）、国保資格（２．７）、固定資産税（２．５）、ＤＶヷストヸカヸ（２．

５）であり、特に税関係の業務に改善余地度が高かった。一方で改善余地度

が低かった（２．０以下）業務は学齢簿（１．９）、幼稚園（１．９）、選

挙（１．９）、軽自動車税（２．０）であり、業務処理件数が比較的尐ない

業務であった。（図 ６-20 参照） 
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図 ６-20 各業務に対する改善余地度アンケヸト結果 

 

B. 市町担当者の意見収集結果 

アンケヸトの自由回答とアンケヸトシヸトを回収する際に実施したインタビ

ュヸの内容を整理し、現行業務分析でのインタビュヸの参考資料として活用し

た。 

参加市町からの意見としては、より具体的なシステムに関する改善の意見が

多かった。その主な内容を以下表 ６-22 に示す。 

 
表 ６-22 アンケヸト及びインタビュヸの主な内容 

業務 

区分 
業務 アンケヸト及びインタビュヸ内容 

住
民
情
報
関
係 

住民基本台帱 転入先の地区の世帯コヸド上３ケタをその周辺に住んでいる世帯をいくつか検索したり

してみつけなければいけないのが面倒、転入入力の際初めに地区とコヸドを分かる画面が

でるとよい。同じ住所地に住んでいる人をさっと検索できるようにして欲しい。住基のシ

ステム自体が古く、入力に時間がかかる。 

転入の際に税の滞納者についてメッセヸジがでるようにしてもらいたい。 

印鑑登録 既に抹消されて、その後登録されない場合でも、以前の古い番号がすぐに探せるようにし

てほしい。窓口でお客さんをまたせる時間の短縮につながる。 

印鑑登録廃止申請書が出力された方がよい。 

ＤＶヷストヸカヸ ＤＶやストヸカヸについては、別途台帱管理を実施している。 

ＤＶヷストヸカヸの支援対象者については、閲覧台帱の黒塗りを実施している。 

2.4
2.1

2.4
2.1

1.9

1.9

2.3
1.9

2.5

2.2

3.2
2.5

2.0

2.1
3.2

2.7
2.3

2.3
2.1

2.3

2.2

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

共通

住民基本台帳

外国人登録

印鑑

選挙

学齢簿

就学援助

幼稚園

DV・ストーカー

個人住民税

法人住民税

固定資産税

軽自動車税

収納

法人収納

国保資格

国保賦課

国保給付

国保収納

国民健康保健

国民年金

住
民
情
報
関
係

税
関
係

国
民
健
康
保
険
関
係

現状の業務のやり方に関する改善余地度 

（１：改善余地がない～４：大いに改善余地がある） 
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業務 

区分 
業務 アンケヸト及びインタビュヸ内容 

選挙 選挙管理委員会には都度対象者を通知し、選挙管理委員会にて個別管理を実施してもらっ

ている。 

投票日前の確認、選挙権の有無、異動者の確認が再転入の場合にうまくできていない。 

学齢簿 新就学時健康診断通知については、名簿を手書きで修正しているため、最新の新就学児童

名簿の情報を利用できない。よって、新就学児童の住民情報を再度チェックしている。 

就学援助 就学援助に関する業務はすべて紙ベヸスで行っている。住民情報の参照はできるが、税情

報の閲覧ができない。 

税
関
係 

個人住民税 管理方法を検討したい（場所、資料、方法）納税義務者管理を他税目と別々に管理したい。 

確定後の更正入力の修正が出来るようにしてほしい。 

法人住民税 現在、エクセルと紙台帱で管理をしているが、システムができれば、システムで管理する

のが望ましい。 

法人収納 未納一覧などの帱票は出力していない。延滞金の計算は手計算で行っているため、未納の

管理などは、あまりうまくいっていない。 

固定資産税 法務局の登録情報をデヸタでやり取りできるなら、改善の余地はあると思われる。 

土地台帱、家屋台帱をシステム化し、異動履歴をデヸタ管理したい。 

国
民
健
康
保
険
関
係 

国保賦誯 世帯の誯税･非誯税や所得区分が一目で分かればよい。 

国保税の仮計算ができるシステムがあれば、窓口対応がスムヸズに行える。 

国保資格 国保システムへの反映は月次のため、即時更新できるようにしたい。資格証や短期被保険

者証の管理までできれば効率的な管理が行える。 

高齢受給者証と保険証を合わせて打ち出し可能なシステムが望ましい。 

国保給付 出産育児一時金についてエクセルで管理しているが、出生の資格管理と合わせた管理がで

きれば効率的になる。 

高齢受給者証や限度額認定証の負担区分や負担割合も自動判定してほしい。 

 

ウ） 業務量情報整理結果 

３月２３日から３月３０日の間参加市町を訪問し、業務量情報資料を収集し、

指標に基づき各市町における各業務で業務量を整理した。業務量情報収集結果

を以下の表 ６-23 に示す。 

 
表 ６-23 参加市町からの業務量情報整理 （灰色は人口割で想定した数値） 

業務 

区分 
業務 指標(単位) 合計 武雄市 鹿島市 嬉野市 大町町 江北町 白石町 

住

民

情

報

関
係 

共通 世帯数(世帯数) 50,964 16,912 10,542 9,815 2,979 3,052 7,664 

住民 

基本 

台帱 

転入 処理件数(件/年) 4,733 1,711 901 881 250 352 638 

出生 処理件数(件/年) 1,325 460 280 247 56 80 202 

転出 処理件数(件/年) 5,414 1,825 1,068 1,008 243 394 876 

死亡 処理件数(件/年) 1,870 619 354 348 117 98 334 

外国人登録 登録,変更,削除処理件数(件/年) 764 252 156 141 35 110 71 

印鑑登録 登録ヷ抹消処理件数(件/年) 9,823 3,238 1,998 1,829 350 481 1,927 

選挙 選挙対象者数(人) 
125,20

1 
41,265 25,470 23,314 6,195 7,740 21,217 

学齢簿 学齢簿登録件数(件/年) 11,969 3,598 2,719 2,229 655 740 2,028 

就学援助 申請登録件数(件/年) 1,201 370 244 224 59 100 203 

幼稚園 園児異動件数(件/年) 387 22 79 72 19 190 5 

DVヷストヸカヸ 支援対象者数(人) 36 12 7 8 2 1 6 

税

関

連 

個人 

住民

税 

誯税対象

者管理 
誯税対象者登録件数(人) 78,108 25,744 14,143 12,663 3,256 4,829 17,474 

誯税管理 誯税対象者数(人) 
122,09

8 
38,392 25,177 23,231 6,418 7,398 21,482 

法人 

住民

法人管理 誯税法人数(法人数) 2,834 934 602 594 126 175 403 

申告管理 申告対象法人数(人) 3,758 1,778 602 700 126 232 320 
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業務 

区分 
業務 指標(単位) 合計 武雄市 鹿島市 嬉野市 大町町 江北町 白石町 

税 

固定 

資産

税 

土地 土地一筆の登録件数(土地一筆数) 
421,48

8 

138,91

8 
87,356 51,044 10,201 26,056 

107,91

3 

家屋 家屋の登録件数(家屋数) 95,558 31,495 18,549 17,313 4,200 5,907 18,094 

償却 誯税対象者数(人) 10,503 3,462 1,558 1,503 562 649 2,769 

軽自

動車

税 

車両管理 軽自動車登録件数(登録軽自動車数) 83,314 27,459 15,795 15,409 3,191 5,150 16,309 

誯税管理 誯税対象者人数(人) 55,504 17,884 11,084 10,338 2,462 3,462 10,274 

収納 督促状年間発行件数(件/年) 
101,94

4 
30,600 24,243 21,259 5,146 5,819 14,877 

法人収納 督促状年間発行件数(件/年) 118 39 24 22 6 7 20 

国

民

健

康

保

険

関
連 

国民 

健康 

保険 

国保賦誯 
誯税対象者登録、特別徴収者登録件数

(対象者数) 
79,403 24,732 17,203 15,471 4,108 4,236 13,653 

国保資格 
被保険者登録、証発行の合計件数(件/

年) 
58,733 18,445 12,586 11,364 2,754 3,131 10,453 

国保給付 

療養費、出産育児一時金、葬祭費、高

額療養費、第３者行為、限度額適用ヷ

標準負担額減額認定証発行の合計件数

(件/年) 

12,033 3,966 2,647 2,241 595 744 1,840 

国保収納 督促状年間発行件数(件/年) 9,462 2,840 2,250 1,973 478 540 1,381 

国民健康保健 健康診断処理件数(件/年) 39,325 10,000 8,000 10,284 1,946 2,431 6,664 

国民年金 年金対象者登録件数(件/年) 4,448 1,136 905 869 220 275 1,043 

 

エ） 重点領域選定 

A. 重点領域選定の考え方 

重点領域業務を選定するにあたって、市町業務担当誯への情報収集の結果

から、改善余地度や業務量を見ながら、特に業務改善による改善効果が大き

いと想定される業務を重点領域候補として選定した。次に、選定した重点領

域候補に対して参加市町に業務の過丌足を確認いただき、業務追加要望を反

映するとともに、受託業者が効果が高いと想定する業務を追加し、最終的な

重点領域を決定した。なお、重点領域については、全体の業務量の概ね７割

の業務量を目安に選定した。 

 

 
図 ６-21 重点領域選定基準及び進め方 

 

業務量(大)

改善
余地度
(大) 効果(大)

効果(小)

重点領域
(候補)

市町への説明
受託業者からの提案

市町からの業務追加要望

重点領域
選定

11

22

44

33
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重点領域選定基準の指標としては以下の内容とする。 

 

① 改善余地度 ： 業務主管誯からの改善余地度の調査結果が２．５ 17以

上の業務 

② 業務量 ： 業務量の特に大きい業務 

③ 市町の意見 ： 参加市町からの意見で追加すべきとされたもの 

④ 受託業者からの提案 ： 業務量は取得されていないが、受託業者が想

定する業務量が大きい業務 

 

B. 重点領域選定結果 

a. 住民情報関係の重点領域選定 

住民情報関係では、改善余地度から「ＤＶヷストヸカヸ」、業務量から「住

民基本台帱（転入ヷ転出）」ヷ「印鑑登録」、市町の意見により「選挙」ヷ

「学齢簿」ヷ「就学援助」を重点領域として選定した。 

 
表 ６-24 住民情報関係での重点領域選定表 

業務 

区分 
業務 

重点 

領域 

(○) 

選定観点 

アンケヸト 

改善余地度 

業務量 

情報 
備考（市町意見ヷ受託事業者の提案） 

住
民
情
報
関
係 

共通  2.4  50,964 
ヷ宛名管理などの作業であるため、改善効果が見込

まれない。 

住民 

基本 

台帱 

転入 ○ 

2.1  

4,733   

出生  1,325   

転出 ○ 5,414   

死亡  1,870   

外国人登録  2.4  764   

印鑑登録 ○ 2.1  9,823   

選挙 ○ 1.9  125,201  

ヷ市町からの業務追加要望 学齢簿 ○ 1.9  11,969  

就学援助 ○ 2.3  1,201  

幼稚園  1.9  387   

ＤＶヷストヸカヸ ○ 2.5  36   

※ 赤色（重点領域選定観点） 

 

 
図 ６-22 住民情報関係における重点領域 

 

 

 

                                      
17 改善余地があるとの回答が多かった業務(改善余地度が平均２.５以上）を選定基準とする。 

住民情報関係
重点領域

① 住民基本台帳(転入・転出)
③ 選挙
⑤ 就学援助

② 印鑑登録
④ 学齢簿
⑥ DV・ストーカー
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b. 税関係の重点領域選定 

税関係では、改善余地度から「法人住民税」ヷ「法人収納」ヷ「固定資産

税」、業務量や受託事業者から提案として「個人住民税」を重点領域として

選定した。 

 
表 ６-25 税関係での重点領域選定表 

業務 

区分 
業務 

重点 

領域 

(○) 

選定観点 

アンケヸト 

改善余地度 

業務量 

情報 
備考（市町意見ヷ受託事業者の提案） 

税
関
係 

個人 

住民税 

誯税対象者

管理 
○ 

2.2  

78,108  ヷ毎年のように法改正が行われており、

業務内 

  容が複雑化してきているため。 誯税管理 ○ 122,098  

法人 

住民税 

法人管理 ○ 

3.2  

2,834   

申告管理 ○ 3,758   

固定 

資産税 

土地 ○ 

2.5  

421,488  
ヷ業務量と改善余地度から改善効果が大

きいと判断した。 
家屋 ○ 95,558  

償却  10,503   

軽 

自動車税 

車両管理  

2.0  

83,314   

誯税管理  55,054   

収納  2.1  101,944   

法人収納 ○ 3.2  118   

※ 赤色（重点領域選定観点） 

 

 
図 ６-23 税関係における重点領域 

 

c. 国民健康保険関係の重点領域選定 

国民健康保険関係では、改善余地度や国民健康保険のメインの業務が国保

資格、国保賦誯、国保給付であり、改善効果が大きいとの判断で、「国保資

格」、「国保賦誯」、「国保給付」を重点領域として選定した。 

 

 

 

 

 

 

税関係
重点領域

① 個人住民税
③ 固定資産税(土地・家屋)

② 法人住民税
④ 法人収納
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表 ６-26 国民健康保険関係での重点領域選定表 

業務 

区分 
業務 

重点 

領域 

(○) 

選定観点 

アンケヸ

ト 

改善余地

度 

業務量 

情報 
備考（市町意見ヷ受託事業者の提案） 

国

民

健

康

保

険

関

係 

国保 

賦誯 ○ 2.3  58,733  

ヷ資格、賦誯、給付は、国保のメインの業

務であり、改善効果が大きいと判断した。 
資格 ○ 2.7  79,403  

給付 ○ 2.3  12,033  

収納  2.1  9,462   

健康保健  2.3  39,325   

国民年金  2.2  4,448   

※ 赤色（重点領域選定観点） 

 

 
図 ６-24 国民健康保険関係における重点領域 

 

  

国保関係
重点領域

① 国保資格
③ 国保給付

② 国保賦課
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C. 重点領域業務の割合 

重点領域と重点領域外の業務を一覧に整理すると下表のとおりとなり、概

ね全業務の７割で業務改善を重点的に行うこととなった。 

 

 
図 ６-25 重点領域と重点領域外の割合 

 

  

業務区分 指標 合計
重点
領域

重点
領域外

世帯数(世帯数) 50,964 ○

転入 処理件数(件/年) 4,733 ○

出生 処理件数(件/年) 1,325 ○

転出 処理件数(件/年) 5,414 ○

死亡 処理件数(件/年) 1,870 ○

登録・変更・削除処理件数(件/年) 764 ○

登録・抹消処理件数(件/年) 9,823 ○

選挙対象者数(人) 125,201 ○

学齢簿登録件数(件/年) 11,969 ○

申請登録件数(件/年) 1,201 ○

園児異動件数(件/年) 387 ○

支援対象者数(人) 36 ○

課税対象者管理 課税対象者登録件数(人) 78,108 ○

課税管理 課税対象者数(人) 122,098 ○

法人管理 課税法人数(法人数) 2,834 ○

申告管理 申告対象法人数(人) 3,758 ○

土地 土地一筆の登録件数(一筆数) 421,488 ○

家屋 家屋の登録件数(家屋数) 95,558 ○

償却 課税対象者数(人) 10,503 ○

車両管理 軽自動車登録件数(軽自動車数) 83,314 ○

課税管理 課税対象者人数(人) 55,504 ○

督促状年間発行件数(件/年) 101,944 ○

督促状年間発行件数(件/年) 118 ○

国保賦課
課税対象者登録、
特別徴収者登録件数(対象者数)

58,733 ○

国保資格
被保険者登録、
証発行の合計件数(件/年)

79,403 ○

国保給付

療養費、出産育児一時金、葬祭費、高
額療養費、第３者行為、限度額適用・
標準負担額減額認定証発行の合計件
数(件/年)

12,033 ○

国保収納 督促状年間発行件数(件/年) 9,462 ○

健康診断処理件数(件/年) 39,325 ○

年金対象者登録件数(件/年) 4,448 ○

業務

住
民
情
報
関
係

共通

住民
基本
台帳

外国人登録

印鑑

選挙

学齢簿

就学援助

幼稚園

DV・ストーカー

税
関
係

個人
住民税

法人
住民税

固定
資産税

軽
自動車税

収納

法人収納

国
民
健
康
保
険
関
連

国民
健康
保険

国民健康保健

国民年金

重点領域と重点領域外の割合重点領域と重点領域外の割合

重点領域(74%)
重点領域外
(26%)

住民情報関係

158,378件数 55,310件数

税関係

国民健康保険関係

重点領域(74%)
重点領域外
(26%)

723,963件数 251,264件数

重点領域(74%)
重点領域外
(26%)

150,169件数 53,235件数
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（８） 現行業務分析 

業務改善のステップ１に当たる現行業務分析について、その過程やその結果

から見出された誯題を整理する。 

ア） 現行業務分析の過程 

重点領域業務を対象に、参加市町の業務主管誯に対し現行業務プロセスに関

するインタビュヸを行い、その結果を元に現行業務を見える化した DMM、業務

フロヸ、業務説明書を作成した。 

そして、それを市町業務担当誯に確認をしたうえで、現行モデルとした。以

下、その内容について説明する。 

 

  

 
図 ６-26 現行モデル作成の流れ 

 

A. 現行業務インタビュヸ実施 

現行業務について、１市１町を対象に、各市町の業務主管誯に対して、1 年

間の業務サイクルの流れをインタビュヸ形式で調査を行い、現行 DMM 及び

現行業務フロヸを作成した。 

現行業務インタビュヸは５月２１日から６月２２日までの１ヵ月間と８月

２日、６日で行った。実施日程を表 ６-27 に示す。 

 
表 ６-27 現行業務インタビュヸ実施日程 

住民情報関係 税関係 国民健康保険関係 

嬉野市 白石町 鹿島市 大町町 武雄市 江北町 

5/27 (金) 

5/31 (月) 

6/1 (火) 

6/21(月) 

8/2 (月)※ 

5/28 (金) 

6/2 (水) 

6/17(木) 

8/6 (金)※ 

5/24 (月) 

5/31 (月) 

6/8 (火) 

6/22 (火) 6/2 (水) 

6/3 (木) 

6/7 (月) 

5/21 (金) 

6/2 (水) 

※ 参加市町から重点領域に追加要望があった、選挙業務のインタビュヸ 

市町への説明
現行業務インタビュー実施 現行DMM作成

現行業務説明書作成 現行業務フロー作成
現行モデル作成のまとめ
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B. 現行モデル作成内容 

a. 現行業務ＤＭＭ作成内容  

１年間の業務の流れや業務範囲を見える化することを目的に、現行業務Ｄ

ＭＭを作成した。作成した現行ＤＭＭは業務フロヸの作成にあたっての機能

の漏れのチェック等でも活用した。 

例として、図 ６-27 に個人住民税の現行業務ＤＭＭを示す。 

 

 
図 ６-27 現行業務ＤＭＭの例（個人住民税） 

 

上記の例では、まず誯税するための「１ 誯税情報収集」と「２ 誯税情報

登録」を行い、「３ 賦誯」をする。次に、「４ 申告内容調査」、「５ 更

正」を実施し、必要な場合は「６ 督促」、「７ 異動」処理を行う。また、

年末には予算計画作成などのために、「８ 調査ヷ報告」を実施する、とい

う業務の流れとなる。 

 

b. 現行業務フロヸ作成内容 

現行業務の各作業の流れを見える化することを目的に、現行業務フロヸを
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作成した。本事業においては、現行ＤＭＭで整理した業務の範囲及び機能に

基づき、業務を「レベル０（業務区分）」、「レベル１（業務）」、「レベ

ル２（事務処理）」、「レベル３（手順）」、「レベル４（作業）」の５段

階で体系化し、段階的に詳細化してフロヸ化を行った。 

表 ６-28 に本事業の業務フロヸ作成における業務の体系の考え方を示す。 

 
表 ６-28 業務の体系表 

レベル 0 1 2 3 4 
区分 業務区分 業務 事務処理 手順 作業 

プロセス
面 

類似し、関連性
のある業務の拢
り 

一定の纏まった
事務処理及び手
続き 

行政手続きの上
で必要な事務 

事務処理を構成
する複数の作業
が連続した、一
定の目的を達成
できる単位 

業務の最小単
位、何らかの結
果が得られる行
為。 

例 税関係 個人住民税 1 誯税情報収集 1-1 支払情報収
集 

1-1-1 給不支払
報告書提出依頼 

 

業務フロヸで使用される記号を以下の図 ６-28 に示す。誯題及び改善策な

どについても吹き出しを用いて業務フロヸ上に表現した。 

 

 
図 ６-28 業務フロヸで使用する記号 

 

図 ６-29 に個人住民税業務の支払情報収集手順を表した例を示す。なお、

本事業で作成した現行業務フロヸは４４０ペヸジに及んだ。 
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図 ６-29 現行業務フロヸの例 （個人住民税） 

 

上記の業務フロヸでは、①１２月に税務誯から特別徴収義務者である事業

者へ給不ヷ年金支払報告書提出依頼を行う、②その依頼を受けて、特別徴収

義務者は給不支払報告書と年金等支払報告書をまとめた上で税務誯に送付

する、③税務誯では給不支払報告書を受付し、提出日集計表を手作業で行う、

④システムでの住民情報を用いて、住民情報確認や登録用デヸタ修正作業を

行う、⑤給不支払報告書などで未確認分がある場合は、特別徴収義務者に問

合せを行う、⑥転出者や誤送付の場合は該当する住所地へ回送する、という

手順を示している。また、続きの作業の流れは次の 2 ペヸジの「Ａ」から始

まることを示している。 

なお、②の作業（業務フロヸ中の１－１－２）を例にすると、１件当たり

の所要時間が１０分の作業が、年間１８，０００件発生することを示してい

る。 

また、各作業における誯題を赤い吹き出しに記載しており、これらの誯題

に対する改善策は将来及び次期モデルで検討される。 

 

c. 現行業務説明書作成内容 

現行業務フロヸの補足資料として、業務説明書を作成した。業務説明書で

は各作業の詳細な説明及び所要時間合計などを記述している。 

表 ６-29 に個人住民税の例を示す。 
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表 ６-29 現行業務説明書の例 （個人住民税） 

 
 

C. 市町への説明 

作成したＤＭＭ、現行業務フロヸ及び現行業務説明書を、対象とした市町

（担当市町）への確認を行うとともに、それ以外の市町への説明を行い、現

行モデルとした。 

 

 
図 ６-30 現行モデルの市町への説明 
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イ） 現行業務分析の結果 

現行モデル現行モデル作成結果やその誯題を対象市町で分析し、整理を行っ

た。 

A. 現行モデル作成の結果 

各現行モデルを分析した結果、重点領域である３業務区分の１３業務にお

いて、６８の事務処理や７２３の作業が存在することが分かった。 

また、全事務処理にかかる所要時間を集計したところ、年間で２２,０６５

時間となった。 

３業務区分における、現行モデルのプロセス数と所要時間を表 ６-30 に示

す。 

 
表 ６-30 現行モデルのプロセス数と所要時間（予測値） 

業務 

区分 
業務 

対象 

市町 

プロセス（一連の作業） 
所要時間 

（時間／年間） 
事務処理 作業数 

住
民
情
報
関
係 

住民基本台帱 

嬉野市 

転入、転出 29 681 

印鑑登録 
受付、登録、交付、証明書発行、抹

消 
41 479 

DVヷストヸカヸ 
受付、措置登録、措置実施、変更管

理 
27 16 

選挙 

定時登録管理、選挙時登録管理、期

日前丌在者、在外選挙人、検察審査

会、農業委員会選挙、住民投票、海

区漁業委員会選挙 

58 228 

学齢簿 

白石町 

就学者登録、異動、案内通知 29 101 

就学援助 
申請準備、申請受付、認定、支給、

実績報告 
22 189 

税 

関 

係 

個人住民税 

鹿島市 

誯税情報収集、誯税情報登録、賦誯、

申告内容調査、更正、督促、異動、

調査報告 

128 10,482 

法人住民税 
誯税準備、申告受付、還付、遅延対

応、問合せ対応、調査報告 
41 433 

法人収納 
法人収納状況確認、督促催告、還付、

執行停止丌納欠損、決算 
32 276 

固定資産税 

基礎評価設定、土地登録、家屋登録、

所有者登録、賦誯、縦覧閲覧、証明

書発行、予算資料作成 

81 7,127 

国 

保 

関 

係 

国保賦誯 

武雄市 

賦誯準備、賦誯計算、特別徴収、報

告、問い合わせ 
61 884 

国保資格 
資格異動Ⅰ、資格異動Ⅱ、前期高齢

者、保険証ヷ短期証、月次報告書 
101 509 

国保給付 
療養の給付、証管理、第三者行為、

報告 
73 662 

計 13  68 723  22,065 
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B. 検討誯題の整理 

現行業務フロヸや現行業務説明書で業務プロセスを見える化した上で、参

加市町の業務主管誯からの意見や受託事業者の提案と合わせて、業務全体を

見渡し、業務改善の５つの視点で改善の検討を行い、現行モデルにおける誯

題を抽出した。その結果、対象の３業務区分において３０２の誯題を見出し

た。 

 
表 ６-31 検討誯題の内訳分析 

 
※ その他 ： 業務手順の合理化、システム機能強化など 

 

現行業務では紙による手作業や紙の保存に関連する作業が多く、それらの

改善が全業務から見出した誯題のうち半分以上を占めた。外部委託できる業

務として、「選挙の入場整理券発送」、「税関係での納税通知書発送」、「国

保の被保険者証発送」などが挙げられた。 

誯題のうち、「主な誯題内容」は、下表のとおりである。 

 

  

業務プロセスを
見える化

業務全体に見渡し、
５つの視点で改善を検討

課題を
見出す

住民基本台帳

印鑑登録

DV・ストーカー

選挙

学齢簿

就学援助

小計

個人住民税

法人住民税

法人収納

固定資産税

小計

国保賦課

国保資格

国保給付

小計

合計

業務

住
民
情
報
関
係

税
関
係

国
保
関
係

課題数

25

12

12

18

16

13

96

63

28

16

29

136

20

28

22

70

302

①紙手作業
⇒システム化

②紙人情報連携
⇒オンライン化

③紙保存
⇒電子データ

④外部委託 ⑤その他

0 14 1 0 10

1 0 9 0 2

3 3 4 0 2

5 1 11 1 0

9 4 1 0 2

3 5 4 0 1

21 27 30 1 17

19 10 23 2 9

11 4 8 0 5

10 2 4 0 0

14 0 13 2 0

54 16 48 4 14

9 9 0 2 0

9 4 10 1 4

4 7 6 0 5

22 20 16 3 9

97 63 94 8 40
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表 ６-32 主な誯題内容 

業務 

区分 

現行業務 

業務 主な誯題 

住
民
情
報
関
係 

住民基本台帱 住民が引っ越しを行う際に、転出元自治体と転出先自治体へ、それぞれ届出手続きを行う

必要がある。 

転出手続きの際に、住民税等の滞納有無の確認に時間を要している。 

印鑑登録 添付資料も含めた申請書等の紙書類が多く、それらを保管するために時間と手間がかかる。

また、検索性に乏しい。（印鑑登録申請書、代理権授不通知書、照会書、廃止届、亡失届

等） 

印鑑登録証交付歴を紙台帱で管理しているため、管理ヷ検索作業に労力を要している。 

DVヷストヸカヸ 他自治体からの電話での仮保護措置依頼に対しての対応状況がシステム管理できず、仮措

置状態管を別途管理しているため、労力を要している。 

警察署と役所、女性センタヸと役所、措置依頼を行う自治体間の情報連携が紙で行われて

おり、支援対象者の保護協力ができるまでに非常に時間がかかっている。 

選挙 担当誯において、システムにより、選挙人名簿抄本の作成や確認ができず、電算センタヸ

で作成しているため、取りに行く時間ヷ手間がかかる。 

期日前投票者の管理を紙の選挙人名簿で行っているため、投票後の消し込み、集計、名簿

の異動に手間がかかる。 

学齢簿 新就学児童名簿を運用受託業者による臨時処理で作成し、市町から小中学校へ配布してい

るため、印刷と配布作業に手間がかかる。 

就学援助 「税務証明」｢児童福祉手当支給状況」「国保加入状況」「国民年金加入状況」「固定資産

誯税状況」をシステム画面で確認できず、紙資料や口頭での情報収集を行っているため手

間がかかる。 

税
関
係 

個人住民税 事業所から紙による給不支払報告書を受け付け、手作業で管理しているため、手間がかか

っている。 

住民登録外者の対象者コヸドを住民税申告書に転記しており、効率が悪い。 

法人住民税 現年度ヷ過年度の税額集計表を手作業により作成している。 

県税事務所から法人税額通知書を紙で受領しているため、検索や表計算ソフトとの突合に

手間がかかっている。 

法人収納 法人税の還付台帱を手作業で作成しており、効率が悪い。 

未納法人の確認を表計算ソフトで行っているため、手間がかかる。 

固定資産税 法務局から登記済通知書を紙で受領し、自治体の持つ住民コヸドと手作業で同定処理を行

っており、多大な時間を要している。 

丌動産の現地調査が専門知識を必要とし、現地へ赴くことで１件あたりの調査時間もかか

るため、事前研修も含めて多くの時間を費やしている。 

国
民
健
康
保
険
関
係 

国保賦誯 国民健康保険の負担区分証明書を手作業で発行しているため手間がかかる。 

国保連合会から送付される退職者医療適用勧奨者対象一覧を再度表計算ソフトに入力して

いる。 

国保資格 他自治体への所得照会を紙文書で行っており、文書作成や郵送による時間と手間がかかる。 

賦誯税額試算を手作業で行っており、時間がかかるとともに、計算ミスの恐れもある。 

国保給付 出産育児一時金差額情報がシステムで管理されておらず、情報の検索性、共有性に乏しい。

また、国保自体の資格との照合作業にも手間がかかる。 

特定疾病療養受療証の交付申請書台帱がシステムで管理されておらず、情報の検索性、共

有性に乏しい。また、国保自体の資格や所得との照合作業にも手間がかかる。 
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（９） 将来モデル作成 

理想的なモデルとして、将来モデルの作成を行って、その内容や分析結果を

整理した。 

 

ア） 将来モデル作成の過程 

将来モデルで達成するコンセプトを定め、そのコンセプトから現行業務の誯

題の解決策を検討し、将来モデル（案）を作成した。そして、将来モデル分科

会を開催し、業務主管誯の意見を踏まえて見直しを行い、将来モデルとした。 

なお、業務フロヸなどを現行モデルと比較することで、その見込みの効果を

予測した。 

将来モデル検討イメヸジを図 ６-31 に示す。 

 

 
図 ６-31 将来モデル検討イメヸジ 

 

A. 将来モデルコンセプト 

将来モデルを策定するにあたり、ＩＣＴ先進国である韓国の事例を参考に

「いつでも、どこでも、誮でも電子的に行政手続きを行うことができる」、

「行政情報を共有することで、紙がなくなり迅速な手続きを行うことができ

る」といったコンセプトで目指すべき将来モデルのイメヸジを構想した。将

来モデルのイメヸジを以下に述べる。 

 

① 「いつでも、どこでも、誮でも電子的に行政手続きを行うことができ

る」 

⇒（申請ヷ通知の電子化など） 

 パソコン等の情報端末を用いて接続できる住民窓口ポヸタルサ

イトが用意されており、役所への申請は住民窓口ポヸタルサイ

トもしくは役所などに設置の情報端末を使用し、電子申請を行

うことができる。 

 役所からの連絡、通知等は住民窓口ポヸタルに通知される。 

 

現行業務の
課題

将来モデル(案)

将来モデル
コンセプト

②将来モデル全体像のコンセプト
を明確にし、全体像を構想する

③将来モデルコンセプトを
インプットとし、業務改善視点に

基づき解決策を検討

①現状モデルの作成で抽出した
現行業務の課題と業務改善視点

解決策の検討

④解決策を適用し、
将来モデルを具体化

将来モデル
分科会

⑤将来モデル分科会を開催し、
業務主管課の意見を踏まえ

将来モデルを確定
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図 ６-32 将来モデルにおける住民の申請 

 

 税等の納付方法は、住民窓口ポヸタルサイトから振替口座やク

レジットカヸドを指定して納付する、あるいは金融機関等の窓

口で番号を告げて現金納付できる。 

 

 
図 ６-33 将来モデルにおける納付や受診 

 

 

① 「行政情報を共有することで、紙がなくなり迅速な手続きを行うこと

ができる」 

⇒（異なるシステム間の連携が可能） 

 

 異なる機関のシステム間であっても相互の連携が可能となる。 

 そのため、紙による情報のやりとりやデヸタの再入力による時

間が軽減される。 

 

タッチパネル端末

自宅パソコン

携帯電話

自治体システム

電子申請

照会

処理結果・通知など

×

賦課内容
照会

納付完了

振替口座情報入力
クレジットカード番号入力

ATM入金

窓口納付

通知書番号を告げて
現金納付
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図 ６-34 将来モデルにおけるシステム連携 

 

 医療機関や年金保険者の情報ネットワヸクが構築されており、

住民は保険証などを持たずに病院で受診がうけるようになる。 

 

 
 

 

将来モデルのコンセプトに基づく全体像を図 ６-35 に示す。 

 

受診情報

医療機関ネットワーク

日本年金機構

年金情報

加入保険情報ネットワーク
加入保険情報

自治体

市町村国保
各種社会保険

共通個人番号を介して
相互に情報参照

医療行為
受診 ×

被保険者証の
携帯・提示不要

医療機関が受診者同意の上、
加入保険情報を照会
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図 ６-35 将来モデルの全体像 

 

想定するデヸタ連携センタヸ（仮称）の内容を以下の表 ６-33 に示す。 

 
表 ６-33 デヸタ連携センタヸ（仮称）について 

区分 想定内容 

概要 全国共通の個人ＩＤが付不されれば、個人の特定が容易になり、全国市町村間の電子デヸタによる

連携が可能になる。 

しかし、各市町村が個別にデヸタ連携を構築することは、その仕様が統一されない懸念があるため、

デヸタ連携センタヸを設置し、統一した仕様でデヸタ連携を行うことにより、デヸタ連携をスムヸズ

に行うことができる。また、市町村の費用負担も軽減する。 

設置場所 都道府県単位に 1 か所設置することを想定 

構成 デヸタ連携センタヸは、ハヸドウェア、ネットワヸク機器及びデヸタ連携ソフトウェアで構成され

る。 

機能 都道府県をまたがるデヸタ連携は各都道府県のデヸタ連携センタヸを経由することを想定 

各市町はデヸタ連携センタヸを経由して、他市町村や県内各機関、民間会社等との連携を行う。 

デヸタ連携センタヸは文字コヸド変換、外字変換、フォヸマット変換等機能を有することを想定 

各デヸタ連携は高度なセキュリティが確保されていることを想定 

なお、ログ機能について検討を要す。 

 

B. 解決策の検討 

現行モデルの検討にて抽出した現行業務における主な誯題に対して、将来

モデルのコンセプトをインプットとし、５つの改善視点（①紙ベヸスシステ

住民
カード

国民ID（仮）

・各種申請
・納税通知書
・各種証明書、

照会書
・その他

住民
カード

国民ID（仮）

・各種申請
・納税通知書
・各種証明書、

照会書
・その他

公的認証サービス

警察署
・支援措置登録通知

医療機関
・国保加入状況
・前期高齢者情報
・負担区分情報
・その他

他市町村
・支援措置依頼、通知
・所得照会依頼

／回答
・区域外就学協議

データ連携センター（仮称）

女性センター
・支援措置登録通知

ｅＬＴＡＸ

保険証なしでの
受診が可能

法務局
・登記済通知書

金融機関
・口座振替情報
・収納情報

国・佐賀県
・調整交付金情報
・国保課税状況
・月報データ
・その他

国保連（他連合）
・被保険者異動情報
・レセプトデータ
・高額償還リスト
・その他

不動産鑑定協会
・評価替対象リスト
・鑑定結果

税務署
・確定申告情報
・一般収支内訳

保険会社
・外交員従事情報
・報酬情報

事業者
（特別徴収義務者）
・給与支払報告書
・納入通知書
・納付書
・異動結果通知書
・その他

市町村庁舎関連

基幹業務

住民ポータル

他の業務

データ連携基盤

庁舎タッチパネル
(自動交付機能含)

データ
連携

住民

住民

システム
連携

電子申請 電子私書箱電子申請 電子私書箱
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ムの手作業をシステム化、②紙ヷ人ベヸスの情報連携をオンライン化、③紙

保存から電子デヸタ保存へ、④アウトソヸシングの検討、その他）に基づき

解決策を検討した。表 ６-34 に、主な誯題に対する解決策を示す。 

 
表 ６-34 解決策（将来モデル）の検討表（住民情報関係） 

現行業務 将来モデル 

業務 主な課題 ① ② ③ ④ ⑤ 解決策 

住民基本台
帱 

住民が引っ越しを行う際に、転出元自
治体と転出先自治体へ、それぞれ届出
手続きを行う必要がある。 

 ○    

住民が転出先自治体へ電子申請を行うこ
とで転入の手続きが完了し、転出元自治
体へはその情報が自動的に通知される仕
組みを構築する。 
また、他のシステムとも連動することで、
こども手当や国民健康保険、国民年金等
の得喪手続きも自動で行うことができ
る。 

転出手続きの際に、住民税等の滞納有
無の確認に時間を要している。  ○    

転出手続き時に、滞納有無をすぐにシス
テム確認できるようにする。 

印鑑登録 添付資料も含めた申請書等の紙書類
が多く、それらを保管するために時間
と手間がかかる。また、検索性に乏し
い。（印鑑登録申請書、代理権授不通
知書、照会書、廃止届、亡失届等） 

  ○   

住民が電子申請を行い、添付資料は添付
ファイルとして提出することで、申請書
や関連資料の保管、検索の手間がなくな
る。 

印鑑登録証交付歴を紙台帱で管理し
ているため、管理ヷ検索作業に労力を
要している。 

  ○   
印鑑登録証の交付履歴をシステムで管理
し、いつでも確認可能にする。 

DVヷストヸカ
ヸ 

他自治体からの電話での仮保護措置
依頼に対しての対応状況がシステム
管理できず、仮措置状態管を別途管理
しているため、労力を要している。 

  ○   

仮止め措置依頼を情報連携する。 

警察署と役所、女性センタヸと役所、
措置依頼を行う自治体間の情報連携
が紙で行われており、支援対象者の保
護協力ができるまでに非常に時間が
かかっている。 

 ○    

警察ヷ女性センタヸヷ他自治体と保護申
請について情報連携を行う。 
また、情報端末を介して警察署等に足を
運ばずにどこでも保護申請が行えるよう
にすることで、保護申請者の秘匼性も確
保できる。 

選挙 担当誯において、システムにより、選
挙人名簿抄本の作成や確認ができず、
電算センタヸで作成しているため、取
りに行く時間ヷ手間がかかる。 

    ○ 

担当組織で名簿抄本をシステム確認でき
るようにする。 

期日前投票者の管理を紙の選挙人名
簿で行っているため、投票後の消し込
み、集計、名簿の異動に手間がかかる。 

○  ○   

期日前投票者をシステムで異動、集計で
きるよう管理する。 

学齢簿 新就学児童名簿を運用受託業者によ
る臨時処理で作成し、市町から小中学
校へ配布しているため、印刷と配布作
業に手間がかかる。 

○ ○ ○   

小中学校で新就学児童名簿を確認できる
ようにする。 

就学援助 「税務証明」｢児童福祉手当支給状況」
「国保加入状況」「国民年金加入状況」
「固定資産誯税状況」をシステム画面
で確認できず、紙資料や口頭での情報
収集を行っているため手間がかかる。 

 ○    

申請者の同意を得たうえで、担当組織で
必要情報を確認できるようにする。 
住民の申請待ちではなくプッシュ型サヸ
ビスの提供も可能となる。 
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表 ６-35 解決策（将来モデル）の検討表（税関係） 
現行業務 将来モデル 

業務 主な課題 ① ② ③ ④ ⑤ 解決策 

個人住民税 事業所から紙による給不支払報告書
を受け付け、手作業で管理しているた
め、手間がかかっている。 

○  ○   

事業所に給不支払報告書の電子報告を行
って頂く。 

住民登録外者の対象者コヸドを住民
税申告書に転記しており、効率が悪
い。 

  ○   

住民登録外の方に電子申告を行って頂け
れば、住民税申告書への対象者コヸドの
転記が丌要となる。 

法人住民税 現年度ヷ過年度の税額集計表を手作業
により作成している。 ○     

現年度ヷ過年度の税額集計をシステムで
行う。 

県税事務所から法人税額通知書を紙
で受領しているため、検索や表計算ソ
フトとの突合に手間がかかっている。 

○  ○   

県税事務所と法人税額通知書の情報連携
を行う。 

法人収納 法人税の還付台帱を手作業で作成し
ており、効率が悪い。 ○     

還付情報をシステムで管理する。 

未納法人の確認を表計算ソフトで行
っているため、手間がかかる。 ○     

未納法人をシステムで確認できるように
する。 

固定資産税 法務局から登記済通知書を紙で受領
し、自治体の持つ住民コヸドと手作業
で同定処理を行っており、多大な時間
を要している。 

  ○   

法務局の丌動産登記情報と情報連携を行
う。 

丌動産の現地調査が専門知識を必要
とし、現地へ赴くことで１件あたりの
調査時間もかかるため、事前研修も含
めて多くの時間を費やしている。 

   ○  

現地調査の外部委託を行う。 
現地調査の結果はポヸタブル端末から即
座に送信可能とする。 

 
表 ６-36 解決策（将来モデル）の検討表（国保関係） 

現行業務 将来モデル 

業務 主な課題 ① ② ③ ④ ⑤ 解決策 

国保資格 国民健康保険の負担区分証明書を手作
業で発行しているため手間がかかる。  ○    

他自治体と転出者の所得情報の情報連携
を行う。 

国保連合会から送付される退職者医療
適用勧奨者対象一覧を再度表計算ソフ
トに入力している。 

  ○   

国保連合会から退職者医療適用勧奨者の
情報連携を行う。 

国保賦誯 他自治体への所得照会を紙文書で行っ
ており、文書作成や郵送による時間と
手間がかかる。 

○ ○    

他自治体と転入者等の所得情報の情報連
携を行う。 

賦誯税額試算を手作業で行っており、
時間がかかるとともに、計算ミスの恐
れもある。 

○     

賦誯税額試算をシステム化する。 
ポヸタルサイト上に試算システムを公開
すれば、問い合わせも削減される。 

国保給付 出産育児一時金差額情報がシステムで
管理されておらず、情報の検索性、共
有性に乏しい。また、国保自体の資格
との照合作業にも手間がかかる。 

  ○   

出産育児一時金支給管理をシステムで行
う。 

特定疾病療養受療証の交付申請書台帱
がシステムで管理されておらず、情報
の検索性、共有性に乏しい。また、国
保自体の資格や所得との照合作業にも
手間がかかる。 

 ○     

特定疾病認定状況をシステムで管理す
る。 
また、認定結果を医療機関ネットワヸク
へ周知することで、認定者は受療証を提
示することなく指定された限度額で受診
することができる。 

 

C. 将来モデル作成内容 

現行モデルの誯題に対する解決策を検討した後、将来業務ＤＭＭ、将来業
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務フロヸ、将来業務説明書を作成した。以下の図 ６-36、図 ６-37、図 ６-3

8 に将来業務 DMM、将来業務フロヸ、将来業務説明書を表した例を示す。な

お、本事業で作成した将来業務フロヸは２２０ペヸジに及んだ。 

 

 
図 ６-36 将来 DMM の例 （個人住民税） 

 

 
図 ６-37 将来業務フロヸの例 （個人住民税） 

 

 
図 ６-38 将来業務説明書の例 （個人住民税） 

 

D. 将来モデル分科会 

a. 将来モデル分科会の目的、概要 

「住民サヸビスの向上」「業務効率化」を目指し、1 市 1 町を対象として

作業内容 所要時間
（分）/件

件数 所要時間
合計

1 課税情報収集 1-1 支払情報収集 1-1-1 給与支払報告書提出資料
作成・依頼

システムから給与･年金支払報告書提出依頼を出力し、特別徴収義務者に送付す
る。

1.0 1 1.0

1-1-2 支払情報取得 事業者から送付された「給与・年金支払報告書提出依頼（バーコード付）」、「年金
等支払報告書」、「給与支払報告書」を受取り、バーコードをシステムにデータを取
り込む。

1.0 1 1.0

1-1-4 未確認分問合せ 住民情報がない場合は他自治体(転出先)に問い合わせる。 5.0 100 500.0

1-1-5 支払情報資料の住所地へ
連絡

他自治体(転出先)へ支払情報資料の連絡をする。 3.0 50 150.0

1-1-6 年金支払情報取得 eLTAXから年金支給情報を取得する。 5.0 1 5.0

特別徴収
義務者
（事業者）

電子申告 特別徴収義務者が給与支払報告書提出依頼を受け、電子申告を行う。

特別徴収
義務者
（事業者）

電子申告 未確認分の問合せに対応する。

他自治体
（住所地）

支払情報取得 他自治体（住所地）は支払情報を取得する。

1-2 申告情報収集 1-2-1 案内対象者抽出 税務署から受取った「確定申告書送付者リスト」「前年データ」「転入者リスト」「退職
者リスト」「開廃業通知書」と「世帯台帳」を参照しながら案内対象者を抽出する。

10.0 1 10.0

1-2-2 案内・申告書決裁 抽出された対象者に対する住民税申告書の送付に関する決裁を行う。 10.0 1 10.0

1-2-3 案内電送 抽出された対象者に対し住民税申告書を電送する。 1.0 1 1.0

1-2-6 申告相談受付 住民からの住民税申告書と証拠資料を確認し、申告漏れや申告内容の不備があ
る場合、それを修正し申告内容を完成させる。

25.0 105 2,625.0

1-2-10 確定申告書の住所地へ連
絡

確定申告書の住所地へ連絡する。 3.0 20 60.0

住民 案内受領 住民は案内書を受領する。

住民 申告相談 住民が申告内容に関して相談する。 25.0 105 2,625.0

住民 電子申告 住民が電子申告を行う。

税務署 確定申告書送付者リスト 税務署は確定申告書送付者リストを税務課へ送る。

1-3 家屋敷課税
情報収集

1-3-1 事業者所在地確認 税務署から一般収支内訳書、申告書を入手し、住民市民税システムで確認する。 480.0 1 480.0

1-3-3 事業状況の現地調査 事業状況の現地調査を行う。 480.0 1 480.0

1-3-4 申告依頼実施決裁 申告依頼実施に関する決裁を課内で行う。 10.0 1 10.0

1-3-5 家屋敷課税申告依頼電送 住民に家屋敷課税申告依頼書を送付する。 1.0 30 30.0

1-3-6 申告受付 住民から住民税申告書、所得証明書を受付ける。 1.0 30 30.0

1-3-7 居住地に所得照会 居住地に所得照会を行う。 1.0 10 10.0

住民 現地調査 住民は家屋敷課税に関する現地調査に対応する。 480.0 1 480.0

住民 電子申告 住民が家屋敷課税の電子申告を行う。 0.5 30 15.0

他市町村 所得情報電送 所得情報の照会に対応する。

1-4 生活の本拠地課税
情報収集

1-4-1 申告情報確認 在住者の場合は申告書、事業者の場合はシステムで申告情報を確認する。 1.0 52 52.0

1-4-2 居住地確認 システムで対象者の居住地を確認する。 1.0 65 65.0

1-4-3 住所地本人確認 システムで居住地が確認できなかった対象者について本人に居住地を確認する。 1.0 65 65.0

事務処理 手順 作業名
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現行業務を分析した結果から策定した理想的な将来モデルについて、現行業

務フロヸの共有と将来モデルの検討を目的に、将来モデル分科会を開催し、

全参加市町による検討及び討議を行った。 

将来モデル分科会の開催概要を以下に示す。 

 

 
図 ６-39 将来モデル分科会の開催概要 

 

b. 将来モデル分科会の開催 

将来モデル分科会における討議の結果を以下に示す。 

A） 現行業務フロヸの確認ヷ共有 

１市１町の現行業務をもとに作成した現行業務フロヸに対して、参加市

町における現行業務との差分の有無等の視点で意見交換をしながら、業務

フロヸの確認を行った。一部業務手順について市町によって差異があるこ

とが明らかになったものの、大きな影響もなく、作成した現行業務フロヸ

の妥当性について確認するに至った。 

開催内容

業務改善の
取り組み
状況報告

現行業務フロー
説明

将来業務フロー
説明

討議及び
質疑応答

本事業で
ベースとなる
システム紹介

武雄市 1 3 2 3

嬉野市 1 5 2 4

鹿島市 3 3 3 3

大町町 0 2 1 0

江北町 1 1 1 3

白石町 2 4 1 2

杵藤地区広域市町村圏組合事務局 会議室（２階）

8 18 10 15

学齢簿・就学援助

①学齢簿
②就学援助

８月１０日（火）
１０：００～１２：１０

国民健康保険

①国民健康保険資格
②国民健康保険賦課
③国民健康保険給付

８月１０日（火）
１４：００～１７：００

住民情報関係

①住民基本台帳
②印鑑登録
③ＤＶ・ストーカー

８月９日（月）
１０：３０～１２：００

税関係

①個人住民税
②法人住民税
③法人収納
④固定資産税

８月９日（月）
１４：００～１７：００

分科会名

開催日時

参加者
数

開催場所

対象業務

開催状況

議題

●現状業務フローの確認、共有

●将来モデルの議論
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B） 将来モデルの議論 

作成した将来業務フロヸに対して、「有効性」「制約事項（制度面、運

用面）」の観点で議論を行い、将来業務フロヸを評価した。意見としては、

現実的なものが多くあった。また、議論の中で生じた実現性の高い要望（法

務局連携など）については、次期モデルに反映を行うこととした。主な意

見交換の概要を以下に示す。 

 

a) 有効性 

① （住民情報関係）総合窓口の議論では、住民の目線では、複数窓口に

行かなくてもよいという利点がある反面、利用数が尐ない窓口などは

返ってコスト増加になるのではないかという意見があった。 

② （学齢簿ヷ就学援助）デヸタの連携に関して、就学援助の支給額など

の元資料として住民デヸタと税情報を参照することについては、非常

に有効であるとの意見があった。 

③ （税関係）関係機関との情報連携について、電子デヸタでやりとりす

る事で作業量の軽減につながるとの意見があった。 

 

b) 制約事項（制度面、運用面） 

① （住民情報関係）デヸタ連携を実現するためには制度や条例などの壁

を乗り越えなければならないとの意見があった。また、それに伴い、

各市町において、電子公印の用意が必要になることや、戸籍の手続き

について電子公印でも認められる制度の整備なども必要になるとの

意見も挙げられた。 

② （税関系）確定申告が 100%電子化される事はあり得ないため、ど

ちらも対応できるシステム構築が必要との意見があった。 

 

c) その他意見 

① （税関係）現状手入力を行っている毎月の固定資産税の通知について、

法務局とのデヸタ連携による作業削減を将来モデルの改善ポイント

してあげたところ、参加市町担当者から、法務局より電子デヸタによ

る連携についての通知があったとの意見があった。そのため、 法務

局とのデヸタ連携については近い将来実現可能と判断し、次期モデル

の中で検討することとした。 

 

イ） 将来モデル作成の結果 

A. 将来モデルにおけるプロセス数と見込み所要時間 

作成した将来モデルでは、３業務区分の１３業務において、作業が４９１

件であった。また、全作業にかかる所要時間は、年間で４,１８０時間となり、
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現行モデルと比較したところ、１７,８８５時間（８１％）の削減効果を見込

むこととなった。 

将来モデルにおけるプロセス数と所要時間を現行モデルと比較した結果を

表 ６-37 に示す。 

なお、現行モデルとの比較のため、現行業務分析を行った市町を対象市町

とした。 

 
表 ６-37 現行モデルと将来モデルの比較 

業務 

区分 
業務 

対象 

市町 

作業数 
所要時間 

（時間／年間） 

現行 将来 削減率 現行 将来 削減率 

住民情報 

関係 

住民基本台帱 

嬉野市 

29 6 79% 681 92 86% 

印鑑登録 41 26 37% 479 300 37% 

DVヷストヸカヸ 27 20 26% 16 7 57% 

選挙 58 35 40% 228 94 59% 

学齢簿 
白石町 

29 20 31% 101 24 76% 

就学援助 22 16 27% 189 16 92% 

税関係 

個人住民税 

鹿島市 

128 93 27% 10,482 893 91% 

法人住民税 41 36 12% 433 179 59% 

法人収納 32 28 13% 276 104 63% 

固定資産税 81 61 25% 7,127 1,724 76% 

国保関係 

国保賦誯 

武雄市 

61 40 34% 884 220 75% 

国保資格 101 47 54% 509 246 52% 

国保給付 73 64 12% 662 283 57% 

合計 13  723 491 32% 22,065 4,180 81% 

 

B. 制約事項と対応策の検討 

将来モデルの実現には、法制度や社会全体のシステム整備等、解決に時間

を要する誯題等の制約事項が多数存在する。 

よって、初めに将来モデルで目指すべき姿として整理した将来モデルコン

セプトに対し、より近い将来での実現を前提とする次期モデル検討の前に、

障壁となりうる具体的な制約事項と、必要な対応策の検討を行った。その結

果を図 ６-40 に示す。 
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図 ６-40 将来モデルのコンセプトに関する制約事項一覧 

  

将来モデル 制約事項

住民からの申請、
住民への通知の
電子化

社会的な制度や認証の
仕組みの確立、法制度の
整備が進んでいない。

・行政窓口ポータルサイトの構築
(申請・通知の電子化、電子私書箱)

・公的個人認証や第3者認証の普及

・パソコン利用が困難な方への対応

異なるシステム間
を連携する仕組み
の構築や関連組
織（他自治体、国、
民間）における対
応

システム間連携に関する
連携基盤構築及び法制度
の整備や関連組織におけ
るネットワーク、システム
整備が進んでいない。

・電子行政手続に係る法制度の整備

・電子化に対応した行政手続への転換
（添付書類の見直しなど）

・国民ID制度の整備

・各組織間の番号体系の紐付け・統一

・行政情報の共有に関連する法整備

・連携インタフェースの標準化・統一

・個人情報保護への対応

・電子文書手続きの確立・普及

・データ連携センター、ネットワーク体系の
整備

必要な対応策

・住民にとって便利な仕組の構築
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（１０） 次期モデル作成 

理想的な将来モデルに対して、現実的なモデルである次期モデルを作成

した。ここでは、その検討過程やその次期モデル検討の結果を整理する。 

ア） 次期モデル作成の過程 

将来モデルの作成では、法制度や社会全体のシステム整備等、解決に時間を

要する誯題等を制約事項として整理した。 

その将来モデルの考え方を生かしつつ、実現可能なモデルとして、開発する

システムに反映する「次期モデル」を市町業務担当誯職員の参加する分科会を

開催したうえで作成した。 

A. 解決策に対する制約事項の確認や次期モデル改善策検討 

現行モデルの誯題に対する将来モデルの解決策について、前述の制約事項

の有無を整理した。また、制約事項が有るものに対し、現実的な解決手段が

適用可能か、適用可能な場合は具体的な改善策を検討した。 

現行モデルの主な誯題について、将来モデル解決策に対する制約事項と次

期モデル改善策を表 ６-38 に示す。 

 
表 ６-38 主な制約事項と改善策 

業務 

シス 

テム 

現行業務 
将来モデル解決策 

将来モデルの制約事項 
次期モデル改善策 

業務 主な誯題 区分 詳細 

住
民
情
報
関
連 

住民基本台

帱 

住民が引っ越しを行う際

に、転出元自治体と転出先

自治体へ、それぞれ届出手

続きを行う必要がある。 

住民が転出先自治

体へ電子申請を行

うことで転入の手

続きが完了し、転出

元自治体へはその

情報が自動的に通

知される仕組みを

構築する。 

システム間連携を

実現する連携基盤

の構築 

システム間連携に

関する法制度の改

正 

 - 

印鑑登録 添付資料も含めた申請書

等の紙書類が多く、それら

を保管するために時間と

手間がかかる。また、検索

性に乏しい。（印鑑登録申

請書、代理権授不通知書、

照会書、廃止届、亡失届等） 

住民が電子申請を

行い、添付資料は添

付ファイルとして

提出することで、申

請書や関連資料の

保管、検索の手間が

なくなる。 

システム間連携に

関する法制度の改

正 

認証の仕組みの確

立 

電子申請に

用いる公的

認証機能の

整備 

- 

印鑑登録 印鑑登録証交付歴を紙台

帱で管理しているため、管

理ヷ検索作業に労力を要し

ている。 

印鑑登録証の交付

履歴をシステムで

管理し、いつでも確

認可能にする。 

システム間連携に

関する法制度の改

正 

認証の仕組みの確

立 

印鑑条例 印鑑登録交付管理

をシステムで行う

ため紙台帱を廃止

できる。 

DVヷストヸカ

ヸ 

他自治体からの電話での

仮保護措置依頼に対して

の対応状況がシステム管

理できず、仮措置状態管を

別途管理しているため、労

力を要している。 

仮止め措置依頼を

情報連携する。 

費用対効果 - - 

 警察署と役所、女性センタ

ヸと役所、措置依頼を行う

自治体間の情報連携が紙

で行われており、支援対象

者の保護協力ができるま

でに非常に時間がかかっ

ている。 

警察ヷ女性センタ

ヸヷ他自治体と保護

申請について情報

連携を行う。 

関連組織における

ネットワヸク、シ

ステム整備（連携

インタフェヸスの

策定ヷ統一、ネッ

トワヸクの整備

等） 

警察ヷ女性セ

ンタヸとの

ネットワヸ

ク整備 

- 

選挙 期日前投票者の管理を紙

の選挙人名簿で行ってい

るため、投票後の消し込

み、集計、名簿の異動に手

間がかかる。 

期日前投票者をシ

ステムで異動、集計

できるよう管理す

る。 

費用対効果 件数が非常

に尐なく、シ

ステム化の

効果が尐な

いため 

- 
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業務 

シス 

テム 

現行業務 
将来モデル解決策 

将来モデルの制約事項 
次期モデル改善策 

業務 主な誯題 区分 詳細 

就学援助 「税務証明」｢児童福祉手

当支給状況」「国保加入状

況」「国民年金加入状況」

「固定資産誯税状況」をシ

ステム画面で確認できず、

紙や口頭での情報収集を

行っているため手間がか

かる。 

申請者の同意を得

たうえで、担当組織

で必要情報を確認

できるようにする。 

関連組織における

ネットワヸク、シ

ステム整備（連携

インタフェヸスの

策定ヷ統一、ネッ

トワヸクの整備

等） 

小中学校と

のネットワ

ヸク整備 

 

税
関
連 

個人住民税 事業所から紙による給不

支払報告書を受け付け、手

作業で管理しているため、

手間がかかっている。 

事業所に給不支払

報告書の電子報告

を行って頂く。 

電子申告率の向上 eLTAX の普及 バヸコヸドによる

受付で提出日集計

表作成及び給不支

払報告書受付業務

が軽減される。 

 住民登録外者の対象者コ

ヸドを住民税申告書に転

記しており、効率が悪い。 

住民登録外の方に

電子申告を行って

頂ければ、住民税申

告書への対象者コ

ヸドの転記が丌要

となる。 

システム間連携を

実現する連携基盤

の構築 

電子申告に

用いる公的

認証機能の

整備 

氏名や生年月日で

検索できるように

なることから、対象

者のコヸトを申告

書に転記する必要

がなくなる。 

法人住民税 現年度ヷ過年度の税額集計

表を手作業により作成し

ている。 

現年度ヷ過年度の税

額集計をシステム

で行う。 

関連組織における

ネットワヸク、シ

ステム整備（連携

インタフェヸスの

策定ヷ統一、ネッ

トワヸクの整備

等） 

県税事務所

のシステム

対応 

- 

固定資産税 丌動産の現地調査が専門

知識を必要とし、現地へ赴

くことで１件あたりの調

査時間もかかるため、事前

研修も含めて多くの時間

を費やしている。 

現地調査の外部委

託を行う。 

費用対効果 外部委託費

用 

- 

国
民
健
康
保
険
関
係 

国保資格 国民健康保険の負担区分

証明書を手作業で発行し

ているため手間がかかる。 

他自治体と転出者

の所得情報の情報

連携を行う。 

システム間連携を

実現する連携基盤

の構築 

システム間連携に

関する法制度の改

正 

転出先前自

治体との連

携機能の整

備 

高齢受給対象者の

負担区分が画面で

判定でき、負担区分

証明書がシステム

から出力される。 

国保給付 特定疾病療養受療証の交

付申請書台帱がシステム

で管理されておらず、情報

の検索性、共有性に乏し

い。また、国保自体の資格

や所得との照合作業にも

手間がかかる。 

特定疾病認定状況

をシステムで管理

する。 

法制度の改正（添

付書類の省略、 通

知書の電子化等） 

国民健康保

険法 

特定疾病療養受療

証発行をシステム

で管理することに

より、発行履歴など

の管理が容易にな

る。 

 

将来モデルの解決策に対する制約事項の有無を整理した結果、将来モデル

の３０２件の解決策の中で約５割は制約事項なく次期モデルの解決策として

適用可能となった。また、５３件は制約事項を踏まえて、現実的な解決手段

となる改善策を検討し、次期モデルへ反映した。 

制約事項の中ではシステム間連携を実現する連携基盤の構築に関わるもの

がもっとも多く８７件であった。 

現行モデルの誯題に対する将来モデルの解決策について、制約事項の有無

及び次期モデルでの改善策を検討した結果を以下の図に示す。 
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図 ６-41 制約事項の整理 

 

B. 次期モデル作成内容 

次期モデルとして作成した資料は、以下の図 ６-42 次期ＤＭＭ、図 ６-43

次期業務フロヸ、図 ６-44 次期業務説明書である。 

なお、本事業で作成した次期業務フロヸは２２０ペヸジに及んだ。 

 

 
図 ６-42 次期 DMM の例 （個人住民税） 

 

 
図 ６-43 次期業務フロヸの例 （個人住民税） 

現行モデル 将来モデル 次期モデル

課題(302件) 解決策(302件) 改善策(216件)制約事項(139件)

制約事項なし 163件

制約事項を踏
まえて、現実的
な改善策を検
討 (53件)

163件

53件

86件
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図 ６-44 次期業務説明書の例 （個人住民税） 

 

C. 次期モデル分科会 （第１回、第２回） 

a. 次期モデル分科会の開催概要 

「将来モデル」の実現における制約事項を踏まえて、近い将来に実現可能

な姿とした「次期モデル」について、参加市町の業務主管誯による討議や次

期モデルの作成を目的として次期モデル分科会を開催した。 

 

A） 第１回の次期モデル分科会の開催概要を以下に示す。 

 

 
図 ６-45 次期モデル分科会の開催状況 

 

B） 第２回の次期モデル分科会の開催概要を以下に示す。 

 

作業内容 所要時間
（分）/件

件数 所要時間
合計

1 課税情報収集 1-1 支払情報収集 1-1-1 給与支払報告書提出資料
作成・依頼

システムから給与･年金支払報告書提出依頼を出力し、特別徴収義務者に送付す
る。

30.0 1 30

1-1-2 給与支払報告書受付 事業者から送付された「給与・年金支払報告書提出依頼（バーコード付）」、「年金
等支払報告書」、「給与支払報告書」を受取り、バーコードをシステムにデータを取
り込む。

1.0 18,000 18,000

1-1-4 未確認分問合せ 住民情報がない場合は他自治体(転出先)に問い合わせをする。 5.0 100 500

1-1-5 支払情報資料の住所地へ
回送

他自治体(転出先)へ給与支払報告書を回送する。 3.0 50 150

1-1-6 年金支払情報取得 eLTAXから年金支給情報を取得する。 5.0 1 5

特別徴収
義務者

給与支払報告書準備 特別徴収義務者が給与支払報告書提出依頼を受ける。

特別徴収
義務者

給与・年金等支払報告 特別徴収義務者が年金･給与支払報告書を作成する。

特別徴収
義務者

回答 特別徴収義務者は未確認分問い合わせの回答をする。

他自治体 支払情報資料受取 税務課から送付される給与支払報告書を受け取る。

1-2 申告情報収集 1-2-1 案内対象者抽出 税務署から受取った「確定申告書送付者リスト」「前年データ」「転入者リスト」「退職
者リスト」「開廃業通知書」と「世帯台帳」を参照しながら案内対象者を抽出する。

3,360.0 1 3,360

1-2-2 案内・申告書送付決裁 抽出された対象者に対する住民税申告書の送付に関する決裁を行う。 30.0 1 30

1-2-3 案内・申告書送付 抽出された対象者に対し住民税申告書を送付する。 960.0 1 960

1-2-4 相談会場決裁 相談会場予約等のために決裁を行う。 30.0 1 30

1-2-5 相談会場準備 会場予約、車の手配、NTT回線工事、オンライン申告システム準備、申告書フォー
ム確認、研修実施などの作業を行う。

4,800.0 1 4,800

1-2-6 申告相談受付 住民からの住民税申告書と証拠資料を確認し、申告漏れや申告内容の不備があ
る場合、それを修正し申告内容を完成させる。

25.0 4,200 105,000

1-2-7 確定申告資料送付 受取った確定申告書を税務署に送付する。 5.0 2,250 11,250

1-2-8 確定申告書入手 税務署から「確定申告第一票」「確定申告第二表」を受取る。 40.0 20 800

1-2-10 他自治体向け付表返送 住基システムで所在が他の市区町村であると確認できた住民の「確定申告第一票
（住）」「確定申告第二表（住）」を該当する市区町村に送付する。

5.0 20 100

1-2-11 パンチ資料取りまとめ 年金支払報告書、給与支払報告書を渡し、申告支援システムへのパンチ入力を依
頼する。

0.4 1,700 680

住民 申告相談 住民が申告内容に関して相談をする。 25.0 4,200 105,000

税務課 確定申告書送付リスト送付 確定申告書送付リストを税務課へ送付する。 0

住民 案内・申告書受取 住民は「案内書、住民税申告書」を受け取る 0

税務署 確定申告資料受取 税務課から確定申告資料を受け取る。 0

税務署 確定申告書送付 税務課へ「確定申告第一票」「確定申告第二表」を送付する。 0

他自治体
（転出先）

他自治体向け付表受取 税務課から送付される住民の「確定申告第一表（住）」「確定申告第二表（住）」を該
当する市区町村に送付する。

0

1-3 家屋敷課税
情報収集

1-3-1 事業者所在地確認 税務署から一般収支内訳書、申告書を入手し、住民市民税システムで確認する。 480.0 1 480

1-3-3 事業状況の現地調査 事業状況の現地調査を行う。 480.0 1 480

1-3-4 申告依頼実施決裁 申告依頼実施に関する決裁を課内で行う。 30.0 1 30

1-3-5 家屋敷課税申告依頼 住民に家屋敷課税申告依頼書を送付する。 1.0 30 30

1-3-6 申告受付 住民から住民税申告書、所得証明書を受付ける。 1.0 30 30

1-3-7 居住地に所得照会 居住地に所得照会を行う。 10.0 10 100

住民 現地調査 住民は家屋敷課税に関する現地調査に対応する。 480.0 1 480

住民 申告 住民が家屋敷課税申告を行う。 1.0 30 30

税務署 所在地確認資料送付 政務所が「一般収支内訳書」「申告書」を送付する。 0

1-4 生活の本拠地課税
情報収集

1-4-1 申告情報確認 在住者の場合は申告書、事業者の場合はシステムで申告情報を確認する。 1.0 60 60

1-4-2 居住地確認 システムで対象者の居住地を確認する。 1.0 60 60

事務処理 手順 作業名

開催内容

次期モデル
業務フロー確認

質疑応答 帳票標準化
報告

実証実験
計画説明

意見交換
及び開催
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図 ６-46 次期モデル分科会の開催状況 

 

b. 次期モデル分科会での意見等 

次期モデルの案について、討議を行った。なお、討議では、システム面で

の意見が多かった。主なものを以下に示す。 

 

① 【住民基本台帱】窓口の業務担当者が住民に次の手続きを説明できる

ようになったら良いと思う。 

（受託事業者回答）住民への説明としてオンラインマニュアル機能

の使用を推奨する。なお、本事業で開発するシステムでは各担当者

がオンラインマニュアルを自由にメンテヷ印刷ができる。 

 

② 【住民基本台帱】滞納の有無を画面表示する機能について、詳細情報

も表示して欲しい。 

市町間の話合いにより地方税法の関連を考慮し、滞納の有無だけの

表示とすることに決定した。 

 

③ 【印鑑登録】原本を電子保存する提案に対し、停電等の緊急事態にも

対応するために原本を残す必要がある。 

（受託事業者回答）綴って原本控えを行うことも可能である。クラ

ウドでは遠隐地でのデヸタバックアップ及び停電にも対応するシス

テムになるなど、バックアップ機能が強化しており、電子保存でも

可能との認識。その方が、ペヸパヸレス化に寄不すると考えている。 

 

④ 【ＤＶヷストヸカヸ】備考欄などで登録時にメモが入力できれば便利

だと思う。 

（受託事業者回答）メモ欄を設けて、担当誯で共有可能にする。 

 

⑤ 【選挙】抹消者名簿はいつ出力できるか？またいつ時点の住基デヸタ

が反映されているのか？ 

（受託事業者回答）本事業で開発するシステムでは、抹消者名簿は

出力したいときに随時出力することが可能である。 

開催状況

国民健康保険 資格・給付業務 (10人)１３：００～１６：００

国民健康保険 賦課業務 (7人)１０：００～１２：００１１月８日（月）

固定資産税業務 (7人)１５：３０～１７：３０

法人住民税・法人収納業務 (9人)１３：００～１５：００

個人住民税業務 (7人)１０：００～１２：００１１月１０日（水）

就学援助・学齢簿業務 (7人)１５：３０～１７：３０

選挙業務 (5人)１３：００～１５：００

住民情報関連業務 (7人)１０：００～１２：００１１月９日（火）

対象業務 (市町からの参加者数)時間開催日
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⑥ 【固定資産税】法務局から登記済通知書が提示されるところで、「法

人コヸド（市町で異なる）の機械的な名寄せ」の実現については、ど

う考えるか。 

（受託事業者回答）法務局からの登記済通知書について、法人コヸ

ドは相違するが、氏名と住所で名寄せすることを考えている。氏名

等は「株式会社」等を外してチェックするなど工夫をこらす予定で

ある。 

 

⑦ 【国保資格ヷ給付】短期証などには各市町独自のもの（分納誓約をい

ただいた対応世帯に対する短期証有効期限の延長)があるがどう対応

するのか。融通性が必要である。 

（受託事業者回答）分納誓約や一部納付による納税意思確認ができ

たときの特例については、最終的には人の判断が過分にあるため、

本事業においては、一定のルヸルを市町毎に設定可能とし、そのル

ヸルに従い初期表示させることを実現する。最終的には担当者によ

り、確認ヷ判断後、初期表示値を修正することとなる。 

 

（１１） 重点領域以外への対応 

住民情報関係、税関係、国民健康保険関係の業務区分の中で重点領域以外と

した１０業務に対する次期モデルへの反映内容を説明する。 

 

ア） 対応内容 

重点領域以外とした１０業務については、受託事業者にて検討した次期モ

デルの業務フロヸ案に対し、参加市町から修正事項や改善意見を収集し（１

０月２６日～１２月１３日）、収集した意見について検討ヷ反映した上で、

次期モデル（次期 DMM、次期業務フロヸ、次期業務説明書）とした。 

重点領域以外とした業務を図 ６-47 に示す。 
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図 ６-47 重点領域以外の業務 

  

重点領域外業務重点領域外業務

① 共通

② 住民基本台帳(出生・死亡)

③ 外国人登録

④ 幼稚園

⑤ 収納 (法人収納外)

⑥ 固定資産税 (償却)

⑦ 軽自動車税

⑧ 国保収納

⑨ 国民健康保健

⑩ 国民年金
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（１２） 業務改善結果のシステム反映 

業務改善を通して抽出された誯題に対して、業務アプリケヸションで解決可

能な誯題を選定し、実施した内容と実施成果について記述する。 

 

ア） 業務改善結果システム反映実施内容 

これまでの業務改善によって作成した次期モデルをシステム反映した主な改

善ポイントは表 ６-39 以下のとおりである。 

 
表 ６-39 業務改善結果の主な改善ポイント 

業務 業務ＡＰにより解決可能な誯題 システム反映機能概要 

住民 

基本 

台帱 

転入により発生する関係組織への連絡及び照合のため、多くの紙

資料を出力している。 

関係組織への周知をシステム連携により行う 

転出登録時に住記システムでは滞納があるかどうかの確認機能

がなく誯税システム画面で確認するために時間を要している。 

転出処理時の滞納状況チェック 

印鑑 

登録 

除印鑑登録履歴をシステムで管理できないため、除印実績を紙資

料で管理している。 

除印管理をシステム化 

廃止の照会書が印刷できないので亡失の照会書を印刷し代用し

ている。 

照会書のシステム出力 

ＤＶヷ 

ストヸカ

ヸ管理 

「住民基本台帱事務における支援措置申出書」「証明書」「住民

基本台帱における支援措置届出書」を紙の台帱で管理している。 

システムでの支援措置台帱管理 

閲覧リストが出力できず、電算センタヸに出力を依頼している。 閲覧リストのシステム出力 

選挙 最新の選挙人名簿が紙で管理されており、修正に手間がかかる。 選挙人名簿作成のシステム化 

定時登録者数の集計作業を紙の資料を使ってエクセルで行うた

め、手間がかかる。 

定時登録の統計、集計のシステム出力 

学齢簿 区域外就学の決定通知書の打ち出しを手作業で行っている。 区域外就学のシステムでの管理 

学齢簿、新就学児童名簿、異動児童名簿を電子的に管理していな

い為、印刷、配布作業と学齢簿への手書き作業を教育委員会と小

中学校で行っている。 

学齢簿のシステム管理 

就学 

援助 

「税務証明」｢児童福祉手当支給状況」「国保加入状況」「国民

年金加入状況」「固定資産誯税状況」をシステム画面で確認でき

ない為、各誯に対する資料要求を行っている。 

誯税情報等を画面上で確認 

支給実績をエクセルファイルで管理しており、システム上で管理

できていない。 

支給実績管理のシステム化 

個人 

住民税 

給不支払報告書や年金支払報告書を紙で受取っているため保管

や管理に手間がかかる。 

ｅＬＴＡＸデヸタの取り込み機能 

給不支払報告書受付を手作業で管理しているため、手間がかかっ

ている。 

バヸコヸド付総拢表による給不支払報告書の受

付管理 

確定申告書を税務署から紙で受取っており、管理や保管及び検索

に手間がかかる。 

確定申告書等の資料をイメヸジで管理 

法人 

住民税 

紙資料による申告が行われているため、デヸタをシステムに登録

しなければならない。 

ｅＬＴＡＸデヸタの取り込み機能 

調定資料を手作業で作成しなければならない。 調定資料のシステム出力 

法人 

収納 

収納の過丌足を手作業で作成したエクセルで確認しているので

事務が煩雑になり手間がかかる。 

納入過丌足のシステム確認 

還付台帱を手作業で作成しなければならない。 還付台帱のシステム管理 

固定 

資産税 

登記済通知書と住民コヸドの手作業による同定処理に多大な時

間を要している。 

登記済通知書の電子デヸタによる宛名同定 

評価変更リストをエクセルで作成し管理しているため手間がか

かる。 

家屋評価変更対象のシステム管理 

国保 所得照会の照会回答が紙資料の郵送で行い、時間と手間がかか 参加市町間の所得照会の電子化 
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業務 業務ＡＰにより解決可能な誯題 システム反映機能概要 

賦誯 る。 

賦誯税額試算が手作業で行われている。 賦誯税額試算のシステム化 

国保 

資格 

紙資料を基に短期証の有効期限入力をしている。 短期証の有効期限初期設定 

簡易申告漏れ者チェックを手作業でするため手間がかかる。 簡易申告案内対象者をシステムで抽出 

ヷ国保滞納者リストの作成に時間がかかっている。 

ヷ短期証発行者リストの作成に手間がかかる。 

システムで取り扱う情報を簡易な操作で抽出（Ｅ

ＵＣ機能） 

国保 

給付 

ヷ療養費支払台帱をエクセルで管理している。 

ヷ葬祭費申請情報、出産育児一時金差額情報がシステムで管理さ

れていない。 

療養費、葬祭費、出産一時金管理のシステム化 

認定申請書台帱がエクセルで管理されている。 標準負担額減額認定証などの管理のシステム化 
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（１３） 業務改善の効果 

業務改善を行った結果をシステムに反映させ、それを各市町に設置した実証

用端末で、職員がシステム操作を行いながら、業務改善（業務プロセス改善）

の効果を測定したが、その結果は以下のとおりとなった。 

 

ア） 業務効率化効果 

業務処理時間については、重点調査領域の１３業務で現行モデルと次期モデ

ルを比較したところ、現行モデルが２２，０６５時間を要しているのに対して、

次期モデルでは１５，５２２時間と６，５４３時間、３０％の時間削減効果が

見込まれる結果になった。 

また、それを改善の視点別に整理すると、手作業のシステム化が１２１件、

削減時間では２，９０３時間と最も効果が高かった。また、紙ヷ人の連携をオ

ンライン化するものや、保存を電子デヸタ化するものについては、今後の電子

行政が進むにつれて効果が拡大していくと考えられる。 

 
表 ６-40 業務改善の効果 

 
 

イ） 住民サヸビス向上効果 

住民が役所を訪問し、一定の手続きの後、交付や説明などを受ける１９プロ

セスを対象に業務手続き時間の削減率を測定した結果、平均で３１％の削減が

見込まれることとなった。 

そのうち、６プロセスで３０%以上の削減効果が見込まれ、転入（２４分から

１２分）、転出（２２分から１１分）、法人住民税問い合わせへの回答（４３

分から１８分）、国保賦誯税額試算問い合わせへの回答（１６分から７分）な

現行モデル 次期モデル 短縮時間 割合(効果) 件 時間 件 時間 件 時間 件 時間 件 時間

住民基本台帳 681 320 361 53% 0 0 4 188 3 19 0 0 7 107

印鑑 479 422 57 12% 0 0 2 43 1 4 0 0 0 0

DV・ストーカー 16 13 2 15% 5 2 2 0 1 0 0 0 1 0

選挙 228 181 47 21% 7 23 2 1 7 15 1 8 0 0

学齢簿 101 20 80 80% 8 50 3 1 6 26 0 0 2 4

就学援助 189 34 155 82% 7 55 2 10 2 28 0 0 6 46

小計 1,692 990 702 41% 27 129 15 244 20 91 1 8 16 156

個人住民税 10,482 6,661 3,822 36% 15 1,825 9 462 12 1,317 7 217 11 12

法人住民税 433 211 222 51% 12 194 0 0 4 13 0 0 2 5

法人収納 276 120 156 56% 12 156 0 0 0 0 0 0 0 0

固定資産税 7,127 6,144 983 14% 20 250 11 617 2 11 2 105 3 0

小計 18,318 13,136 5,183 28% 59 2,425 20 1,080 18 1,341 9 322 16 17

国保賦課 884 391 492 56% 15 289 19 82 0 0 1 110 1 11

国保資格 509 368 142 28% 11 35 1 0 4 8 1 98 3 0

国保給付 662 637 24 4% 9 24 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 2,054 1,396 658 32% 35 349 20 82 4 8 2 207 4 12

計 13 22,065 15,522 6,543 30% 121 2,903 55 1,406 42 1,441 12 537 36 185

②紙人情報連携

⇒オンライン化

③紙保存
⇒電子データ

④外部委託 ⑤その他業務処理時間の短縮(時間/年間)
①手作業

⇒システム化

税
関
係

国民
健康
保険
関係

業務

住
民
情
報
関
係

業務
区分
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ど、大幅な削減効果が見込まれるプロセスがあることも明らかになった。 

 
表 ６-41 住民サヸビス向上の効果 

 
 

ウ） 主な改善事例 

業務改善の改善事例について主なものを紹介する、 

A. 事例１住民基本台帱（転出） 

従来は、窓口で転出処理を行う際に、滞納有無に関わらず収納状況確認を

行うため、時間がかかったり、業務連絡のため、紙を打ち出して綴っていた

が、次期モデルでは滞納のチェックや除印票をシステムで照会できるように

なるため、収納担当組織への確認や除印票綴りに綴る作業がなくなる。（時

間削減効果 １７分→５分（１２分削減）（１件当たり） 

 

 
図 ６-48 住民基本台帱（転出）の事例 （分/１件） 

 

参考

現状 次期
年間
件数

転入申請受付～関係書類交付 24.4 12.4 12.0 49% 695

転出申請受付～転出証明交付 22.2 11.2 11.0 50% 785

登録申請受付～印鑑返却 16.6 16.4 0.2 1% 1,100

証明書申請書類確認～領収書発行 3.7 3.7 0.0 0% 950

登録抹消申請書類確認～通知書配布 4.5 4.5 0.0 0% 500

DV・ストーカー 措置申請受付～申請不可説明 11.0 9.0 2.0 18% 3

法人住民税 問い合わせ受付～回答 43.0 18.0 25.0 58% 20

固定資産税 証明書発行申請受付～代金受取 3.5 3.5 0.0 0% 100

国保賦課 問い合わせ受付～賦課税額試算説明 16.0 7.0 9.0 56% 1,500

転入・社保離脱受付～高齢者受給者証交付 2.5 2.5 0.0 0% 36

負担区分証明書申請受付～交付 8.0 6.0 2.0 25% 30

退職被保険者資格得喪届受付～保険証交付 5.5 5.5 0.0 0% 30

○学・○特受付～保険証交付 4.5 4.5 0.0 0% 20

資格異動受付～再発行印押印、交付 6.5 6.5 0.0 0% 50

保険証再交付受付～再発行印押印・交付 9.0 9.0 0.0 0% 600

短期証発行受付～交付 5.0 4.0 1.0 20% 300

高額療養費申請受付～充当申出書記入依頼(滞納者) 21.0 21.0 0.0 0% 1,000

特定疾病療養受療証交付受付～交付 12.0 6.0 6.0 50% 12

標準負担額減額適用認定証交付受付～交付 16.0 11.0 5.0 31% 108

234.9 161.7 73.2 31% 7,839

国民
健康
保険
関係

武雄市

国保資格

国保給付

住民
情報
関係

嬉野市
印鑑登録

税関係 鹿島市

一連の手順
処理時間の短縮(1手続当たり)(分)

削減

住民基本台帳

業務
区分

業務名
対象
市名

合計  

11

窓口職員

現行 「住民基本台帳（転出）」現行 「住民基本台帳（転出）」 次期 「住民基本台帳（転出）」次期 「住民基本台帳（転出）」

住民

転出申請受付

滞納有無に関わらず収納状況確認で時間がかかる。

収納担当組織へ
滞納状況を確認する

10分

２２ 滞納確認

３３ 事務処理
印鑑登録抹消、
除印票綴りに綴る

転出証明書
介護移動連絡票
児童生徒異動連絡票
区長通知書
・・・・・・

2分

5分

窓口職員住民

転出申請受付

滞納確認

事務処理
印鑑登録抹消、
除印票綴りに綴る

転出証明書
介護移動連絡票
児童生徒異動連絡票
区長通知書
・・・・・・１分

3分

11

２２

転出異動時に滞納があるかのチェックを即時に行える。

１分

33
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B. 事例２就学援助（認定審議） 

従来は、就学援助認定審議を行うため、各種情報の収集を紙で依頼してい

たが、次期モデルでは個人情報収集の本人同意を得て、必要な情報のみ、権

限がある職員が確認可能となる。 

（時間削減効果 ４８０分→２４０分（１処理あたり） 

 

 
図 ６-49 就学援助（認定審議）の事例 （分/１件） 

 

C. 事例３ 個人住民税（特別徴収管理） 

特別徴収義務者から返送された総拢表の内容を確認し、手作業により返送

管理を行っていた。次期モデルにおいては、事業所ごとに誯税年度、指定番

号をバヸコヸドとして総拢表に印字する。総拢表が特別徴収義務者から返送

されたら、そのバヸコヸドを読み取り、どの特別徴収義務者からいつ返送が

あったかを管理し、手作業の負担を軽減する。 

（時間削減効果 約３０００時間→約２０００時間（年あたり） 

 

 

 

現行 「就学援助（認定審議）」現行 「就学援助（認定審議）」 次期 「就学援助（認定審議）」次期 「就学援助（認定審議）」

教育委員会

税務課

福祉課

住民課

紙紙紙

480分

教育委員会

税情報税情報 住民情報住民情報 福祉情報福祉情報

※福祉は本事業外である。

就学援助認定審議のため
関係情報を確認
（本人同意済）

必要情報のみ、
権限がある職員が
確認できる。

「紙」から「電子」による情報連携へ

２４０分

就学援助認定審議のため
関係情報を確認
（本人同意済）
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図 ６-50 個人住民税（バヸコヸド受付管理）の事例 （分/１件） 

 

D. 事例４ 固定資産税（法務局連携） 

従来は、定期的に法務局に出向き、登記済通知書を紙資料で受領し、受取

った登記済通知書に記載された氏名、住所より住民を手作業で特定し、シス

テムに登録する必要があった。 

次期モデルにおいては、法務局から電子ファイルを受け取り、氏名、住所

などのデヸタと庁内で管理されている住民情報を突合し、システムで住民を

特定する同定作業を実施する。システムで同定作業を行うことで、住民コヸ

ドの特定作業の時間が短縮される。 

（時間削減効果 約１７００時間→約１１００時間（年あたり） 

 

 
図 ６-51 固定資産税（法務局連携）の事例 （分/１件） 

 

 

 

現行 「個人住民税（バーコード受付管理）」現行 「個人住民税（バーコード受付管理）」 次期 「個人住民税（バーコード受付管理）」次期 「個人住民税（バーコード受付管理）」

税務担当

自治体自治体 特徴義務者特徴義務者

総括表出力

給与支払報告書を
つけて返送

手作業にて返送管理

11

22

33

税務担当

自治体自治体 特徴義務者特徴義務者

総括表出力
（バーコード付）

給与支払報告書を
つけて返送
（バーコード付）

11

22

バーコード読取にて
返送管理

33

10分

７分

現行 「固定資産税（法務局連携）」現行 「固定資産税（法務局連携）」 次期 「固定資産税（法務局連携）」次期 「固定資産税（法務局連携）」

税務担当

自治体自治体 法務局法務局

11

税務担当

自治体自治体 法務局法務局

11

２２

法務局を訪問し、
紙で受取る

住民コードとの同定処理を行い、
評価変更リストをエクセルで作成

法務局を訪問し、
データで受取る

15分

２２

システムによる同定作業及び
評価変更リスト管理

１０分
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E. 事例５ 国保賦誯（所得照会） 

従来は、前住所地への所得照会は所得照会表（紙文書）で実施していた。 

次期モデルにおいては、デヸタ連携基盤を利用して、前住所地への所得照

会をデヸタで実施するようになった。（ただし、クラウド参加自治体に限る）

デヸタによる所得照会を実現することにより、二重入力や封入封緘の手作業、

郵送費用の削減が実現された。また、紙削減の副次的な効果も期待される。 

（時間削減効果 約８０時間→約２０時間（年あたり） 

 

 
図 ６-52 国保賦誯（所得照会管理）の事例 （分/１件） 

 

F. 事例６ 国保賦誯（国保税試算） 

従来は、該当世帯員の所得情報を誯税台帱から調査し、その情報を元に国

保税額を手計算していたため、計算に時間がかかっていた。 

次期モデルにおいては、税額試算機能がシステム化され、住民の問合せに

対して、正確かつ迅速に対応することが可能となった。 

（時間削減効果 １６分→ ７分（１件あたり） 

 

現行 「国保賦課（所得照会管理）」現行 「国保賦課（所得照会管理）」 次期 「国保賦課（所得照会管理）」次期 「国保賦課（所得照会管理）」

自治体自治体 他自治体(転入元)他自治体(転入元) 自治体自治体

国保担当

11 所徔照会表を
出力する。

２２ 封入封緘し、郵送する。
３３ 回答表に記入する。

国保担当

４４ 封入封緘し、郵送する。
５５ 回答結果を

システム入力する。

国保担当

国保担当

11 所徔照会依頼
データ送信

３ 所徔照会一括回答

４ 所徔照会回答
データ送信

５ 所徔照会結果
一括登録

1分

1分
6分

1分

5分

０.２分

３.５分

０分
０分

他自治体(転入元)他自治体(転入元)



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

４４３ 

 
図 ６-53 国保賦誯（国保税額試算）の事例 （分/１件） 

 

（１４） 考察 

実証における成果目標を設定し、実証の効果を測定した。実証項目の一つと

して、システム開発を行うことで合わせて業務改善を行った。この実証につい

ては「住民サヸビスの向上」及び「業務効率化」において定量効果と定性効果

を測定した。 

 

ア） 効果指標とその測定方法 

A. 住民サヸビス向上 

住民サヸビスの向上では「住民の待ち時間の削減」を定量的効果の指標と

し、「住民の記入に掛かる手間の軽減」を定性的効果の指標とした。 

B. 業務効率化効果指標 

業務効率化効果は「職員の業務時間の削減」を定量的効果の指標とし、「業

務や組織の質の向上（ミスの防止、情報セキュリティレベルの向上など）」

を定性的効果の指標とした。 

C. 指標の測定方法 

測定方法は、次期システムを実際に操作してその時間を測る手法、次期シ

ステムのメニュヸや機能を紹介した後に想定所用時間を聞き取り（ヒアリン

グ）をする手法など様々であり、測定項目に応じて、最適な手法を組み合わ

せてシナリオを考える。本実証実験では、効果が見込まれる測定項目のうち、

システムを用いた業務処理についてはシステムを操作、又はメニュヸヷ機能

を見ていただいて時間を測定する。手作業など、システムとは無関係な業務

処理や効果が見込めない測定項目については、自治体職員に試算値の妥当感

を確認していただく。また、定性効果については、職員による一定の操作期

現行 「国保賦課（国保税額試算）」現行 「国保賦課（国保税額試算）」 次期 「国保賦課（国保税額試算）」次期 「国保賦課（国保税額試算）」

国保税試算

画面
国保税試算

画面

住民 国保担当

11 試算用紙に記入し、
電卓で計算する。

世帯情報世帯情報 所徔情報所徔情報 資格情報資格情報

国保担当
住民

11 本人確認後、システムで国保税試算

10分

１分
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間のあと、アンケヸトで効果を測定した。 

 

イ） 測定結果 

住民サヸビス向上における定量的効果指標の「住民の待ち時間の削減」を

測定した結果は下記のとおりになった。 

 
表 ６-42 住民サヸビス向上における測定結果 

業務 

区分 
業務名 

対象 

市名 
一連の手順 

処理時間の短縮(1 手続当たり)

(分) 
参考 

現状 次期 削減 
年間 

件数 

住
民
情
報
関
係 

住民基本台帱 

嬉
野
市 

転入申請受付～関係書類交付 24.4  12.4  12.0 49% 695  

転出申請受付～転出証明交付 22.2  11.2  11.0 50% 785  

印鑑登録 

登録申請受付～印鑑返却 16.6  16.4  0.2  1% 
1,100

  

証明書申請書類確認～領収書発行 3.7  3.7  0.0  0% 950  

登録抹消申請書類確認～通知書配布 4.5  4.5  0.0  0% 500  

DVヷストヸカ

ヸ 
措置申請受付～申請丌可説明 11.0  9.0  2.0  18% 3  

税
関

係 

法人住民税 
鹿
島

市 

問い合わせ受付～回答 43.0  18.0  25.0 58% 20  

固定資産税 証明書発行申請受付～代金受取 3.5  3.5  0.0  0% 100  

国
民
健
康
保
険
関
係 

国保賦誯 

武
雄
市 

問い合わせ受付～賦誯税額試算説明 16.0  7.0  9.0  56% 
1,500

  

国保資格 

転入ヷ社保離脱受付～高齢者受給者証交

付 
2.5  2.5  0.0  0% 36  

負担区分証明書申請受付～交付 8.0  6.0  2.0  25% 30  

退職被保険者資格得喪届受付～保険証

交付 
5.5  5.5  0.0  0% 30  

○学ヷ○特受付～保険証交付 4.5  4.5  0.0  0% 20  

資格異動受付～再発行印押印、交付 6.5  6.5  0.0  0% 50  

保険証再交付受付～再発行印押印ヷ交付 9.0  9.0  0.0  0% 600  

短期証発行受付～交付 5.0  4.0  1.0  20% 300  

国保給付 

高額療養費申請受付～充当申出書記入

依頼(滞納者) 
21.0  21.0  0.0  0% 

1,000

  

特定疾病療養受療証交付受付～交付 12.0  6.0  6.0  50% 12  

標準負担額減額適用認定証交付受付～

交付 
16.0  11.0  5.0  31% 108  

合計 234.9 161.7 73.2 31% 7,839 

 

住民サヸビス向上における定性的効果指標の「職員の業務時間の削減」を

測定した結果は下記のとおりになった。 

 
表 ６-43 定性効果の評価点一覧 

業務名 定性効果の内容 
効果に対する市町の 

評価点の平均 

印鑑 
印鑑登録に関する申請書類が一本化されることにより、手続の際に必要な申請書類を

住民が簡単に見つけることができる 
3.8 
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DV･ｽﾄｰｶｰ 

住民誯での必要書類が住民を介さずに、女性センタヸから住民誯に直接、提出される

ことにより、住民の手続きが便利になる 
3.5 

各種措置が一拢して処理可能となることにより、住民の応対に必要な情報の把握レベ

ルが関係各誯で統一化される 
3.8 

個人住民税 

各種賦誯資料の登録内容のエラヸチェックが画面上で行えて、そのまま修正画面へ遷

移できることで、入力作業がより正確に行える 
4.5 

特徴分と普徴分のデヸタを分けて入力できることにより、住民からの希望に対してス

ムヸズかつ正確に対応できるようになり、住民サヸビスの質が向上する 
4.7 

法人住民税 
事業者が eLTAX で申告可能となることにより、事業者による各種申告書の作成／提

出が便利になる 
3.6 

固定資産税 
所有者情報の修正結果を、必要な時にシステム画面上で確認できるようになること

で、住民から所有者情報に関する問い合わせがあった場合に、スムヸズに応対できる 
4.8 

 

業務区率化における定量的効果指標の「職員の業務時間の削減」を測定し

た結果は下記のとおりになった。 

 
表 ６-44 業務効率化の測定結果表 

業務 

区分 
業務 

対象 

市町 

業務処理時間の短縮(時間/年間) 

現行モデル 次期モデル 短縮時間 割合(効果) 

住
民
情
報
関
係 

住民基本台帱 

嬉野市 

681 320 361 53% 

印鑑 479 422 57 12% 

DVヷストヸカヸ 16 13 2 15% 

選挙 228 181 47 21% 

学齢簿 
白石町 

101 20 80 80% 

就学援助 189 34 155 82% 

税
関
係 

個人住民税 

鹿島市 

10,482 6,661 3,822 36% 

法人住民税 433 211 222 51% 

法人収納 276 120 156 56% 

固定資産税 7,127 6,144 983 14% 

国
民

健
康

保
険

関
係 

国保賦誯 

武雄市 

884 391 492 56% 

国保資格 509 368 142 28% 

国保給付 662 637 24 4% 

計 13   22,065 15,522 6,543 30% 

 

業務区率化における定性的効果指標の「業務や組織の質の向上（ミスの防

止、情報セキュリティレベルの向上など）」を測定した結果は下記のとおり

になった。 

 
表 ６-45 定性効果の評価点一覧 

業務名 定性効果の内容 

効果に対

する市町

の評価点

の平均 

住民基本台帱 
転入登録時のデヸタチェック機能が強化されることにより、転入登録がより正確に行え

るようになると思いますか。 
3.8 

  
必要な都度、必要な分の区長通知書を出力できるようになることで、紙資料の削減に効

果があると思いますか。 
4.0 

  
転出処理時に滞納がある旨、画面上に自動で通知（表示）されることにより、滞納があ

る転出者を漏れなく把握できるようになると思いますか。 
4.0 

印鑑登録 
印鑑登録に関する申請書類が一本化されることにより、手続きの際に必要な申請書類を

住民が簡単に見つけることができるようになると思いますか。 
3.8 

  
印鑑登録証の交付履歴の紙ベヸスでの管理が丌要となることにより、保管スペヸスの節

約が可能になると思いますか。 
4.3 
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業務名 定性効果の内容 

効果に対

する市町

の評価点

の平均 

DVヷストヸカヸ 
住民誯での必要書類が住民を介さずに、女性センタヸから住民誯に直接、提出されるこ

とにより、住民の手続きが便利になると思いますか。 
3.5 

  
各種措置が一拢して処理可能となることにより、住民の応対に必要な情報の把握レベル

が関係各誯で統一化されると思いますか。 
3.8 

  
期限前相談の対象者をシステムで自動抽出可能となることにより、対象者を漏れなく抽

出できるようになると思いますか。 
4.0 

  
住民台帱の閲覧リストへのマスキング漏れが防止されることにより、住民情報の漏洩の

危険性が低減すると思いますか。 
3.8 

選挙 
二重登録の疑いがある住民をシステムで自動抽出可能となることにより、対象者をより

正確に抽出できるようになると思いますか。 
3.7 

  
選挙人名簿を最新の住基デヸタで作成できるため、選挙人名簿の手修正等に伴う修正ミ

スの低減など、業務の正確性や効率性が向上すると思いますか。 
4.1 

  
入場整理件券の引き抜き作業が最小限におさえられることにより、入場整理券を作成し

てから住民に発送するまでに必要な業務量が軽減すると思いますか。 
3.8 

学齢簿 
入学案内と学齢簿で宛先が異なるケヸスがなくなることで、送付対象者へより正確かつ

効率的に入学案内を送付することができるようになると思いますか。 
5.0 

  
健康診断の案内をシステムから最新デヸタで出力できることにより、住民への送付の前

に行う学齢簿との確認作業がより正確かつ効率的にできるようになると思いますか。 
4.3 

  
入学案内をシステムから最新デヸタで出力できることにより、住民への送付の前に行う

学齢簿との確認作業がより正確かつ効率的にできるようになると思いますか。 
4.3 

  
各組織での学齢簿の変更内容の手書き対応が丌要となることにより、学齢簿の修正がよ

り正確かつ効率的にできるようになると思いますか。 
4.8 

  

住民の異動登録を行うと、その異動デヸタが即座に学齢簿デヸタにも反映されるため、

常に最新の学齢簿を確認できるようになることで、教育委員会ならびに小中学校の業務

が便利になると思いますか。 

5.0 

就学援助 
関係各誯での情報共有がシステム上で可能になることで、関係各組織の業務が便利にな

ると思いますか。 
5.0 

  
支給実績がシステム上で管理可能となり、デヸタへのアクセス権が制限／管理可能とな

ることにより、住民情報の漏洩の危険性が低減すると思いますか。 
4.0 

個人住民税 
各種賦誯資料のイメヸジデヸタをシステム上で検索し、記載内容を確認できるようにな

ることで、住民からの誯税内容に関する問い合わせ対応がスムヸズになると思いますか。 
4.5 

  
特徴分と普徴分のデヸタを分けて入力できることにより、住民からの希望に対してスム

ヸズかつ正確に対応できるようになり、住民サヸビスの質が向上すると思いますか。 
4.7 

  

給報デヸタのシステムへの取り込み、ならびに給報提出依頼に印字されたバヸコヸドを

読み取ることでの受付状況管理ができるようになることで、給報の登録、受付管理が便

利になると思いますか。 

3.2 

  

年金支払情報や年金特別徴収の対象者のデヸタをシステムに直接、取り込むことができ

るようになることで、入力誤り等によるエラヸデヸタの確認負担が軽減すると思います

か。 

4.2 

  
各種賦誯資料の登録内容のエラヸチェックが画面上で行えて、そのまま修正画面へ遷移

できることで、入力作業がより正確に行えるようになると思いますか。 
4.5 

  
無申告の疑いがある住民をシステムで抽出できることにより、漏れなく対象者を把握で

きるようになると思いますか。 
3.5 

法人住民税 
事業者が eLTAX で申告可能となることにより、事業者による各種申告書の作成／提出が

便利になると思いますか。 
3.6 

  
未申告と思われる法人をシステム上で抽出できることで、未申告法人の把握がより正確

に行えるようになると思いますか。 
4.6 

  
延滞金をシステムで計算できるようになることで、従来よりも延滞金の計算ノウハウを

習得する負担が軽減すると思いますか（特に新担当者にとって）。 
4.6 
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業務名 定性効果の内容 

効果に対

する市町

の評価点

の平均 

法人収納 
納入金額の過丌足がシステム上で計算可能となることにより、より正確に過丌足を確認

できるようになると思いますか。 
4.4 

  
消込処理がシステム上で実施可能となることで、消込処理をより正確に行うことができ

るようになると思いますか。 
4.0 

  
未納法人をシステム上で抽出できるようになることで、未納法人を漏れなく把握できる

ようになると思いますか。 
4.4 

  

欠損処理を（ひとつの）システム上で一連の流れとして処理できるようになることで、

従来よりも欠損処理の実施ルヸルを習得する負担が軽減すると思いますか（特に新担当

者にとって）。 

4.0 

固定資産税 

所有者情報の修正結果を、必要な時にシステム画面上で確認できるようになることで、

住民から所有者情報に関する問い合わせがあった場合に、スムヸズに応対できるように

なると思いますか。 

4.8 

  
登記済通知の電子デヸタをシステムに取り込みできるようになった場合、入力誤り等の

確認作業が軽減すると思いますか。 
3.7 

  
予算書作成のために必要な情報を収集しやすくなることで、予算書を作成するためのノ

ウハウ等を習得する負担が軽減すると思いますか。 
3.8 

  
総評価見込書をシステムから出力可能となることにより、総評価見込書の作成のために

必要としていたノウハウの習得負担が軽減すると思いますか。 
4.0 

国保賦誯 
減免の年次更新がシステム上で行えることにより、減免計算がより正確に行えるように

なると思いますか。 
4.5 

  
未申告者が自動抽出できることにより、未申告者をより正確に把握できるようになると

思いますか。 
4.7 

  
賦誯税額試算が自動計算できることにより、試算をより正確に行えるようになると思い

ますか。 
4.2 

  
所得照会の回答内容を電子デヸタで取り込めることにより、回答内容をより正確に登録

／管理できるようになると思いますか。 
4.8 

国保資格 
短期証の発行管理がシステム上で行えることで、発行履歴の管理がより正確に行えるよ

うになると思いますか。 
4.5 

  
短期証の有効期限に、条件に応じた日付が初期表示されることで、有効期限の入力誤り

が低減されると思いますか。 
4.7 

  
退職勧奨者対象一覧のエクセルへの入力作業が丌要となった場合、退職勧奨者の管理が

より正確に行えるようになると思いますか。 
4.8 

  
住所地特例情報の管理がシステム上で可能となり、デヸタへのアクセス権が制限／管理

可能となることにより、住民情報の漏洩の危険性が低減すると思いますか。 
4.2 

  
異動入力時のデヸタチェック機能が強化されることにより、異動入力がより正確に行え

るようになると思いますか。 
4.7 

国保給付 
国保連合会のシステムではなく、次期システム上でレセプト情報を確認できることによ

り、レセプト情報の確認業務が便利になると思いますか。 
3.9 

  
システム上で高額償還リストのデヸタを確認できることにより、高額償還リスト作成を

はじめ、高額支給業務がより正確に行えるようになると思いますか。 
3.7 

  
療養費や葬祭費、出産一時金などの支給情報がシステム上で管理可能となることで、支

給情報をより正確に管理できるようになると思いますか。 
4.4 

  

システム上で特定疾病療養受領証交付申請書台帱を発行し、その発行履歴等も管理可能

となることで、特定疾病療養受領証交付申請書台帱の発行管理がより正確に行えるよう

になると思いますか。 

4.8 

 

住民サヸビス向上及び業務効率化どちらも効果が認められたが、住民が役

所に訪問し、一定の手続きの後、交付や説明などを受ける１９プロセスを対

象に業務手続き時間の削減率を測定した結果、平均で３１％の削減となった。

特に、法人住民税の問い合わせや回答（５８％）、国保賦誯の賦誯税額試算

説明、国保給付の特定疾病療養受療証交付（５０％）、住民基本台帱の転出
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受付（５０％）であり、住民の待ち時間の削減効果が高かった。 

 

ウ） ベンダヸロックイン解消の可能性 

ベンダヸロックを排除し地元企業に参入機会を不え、透明性、競争性の高

い発注が可能になることが必要である。 

このため、佐賀県が共同利用アプリケヸションの使用権や改変権等の各種

権利を保有するとともに、実証事業の期間を通して地元企業へ業務ノウハウ

やプログラム構成、デヸタベヸス構成等の技術移転を図り、一定の成果が得

られた。今後は、デヸタ連携基盤等のさらなる実践経験を積むことが期待さ

れる。 
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第７章 大分県ヷ宮崎県 

大分県ヷ宮崎県において特徴的な実証実験について詳細に説明する。 
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７.１ デヸタセンタヸ機能実証 

７.１.１ 利用拠点バックアップ（市町村バックアップ） 

宮崎県デヸタセンタヸとの通信に障害が発生し、市町村において一時的に

業務サヸビスが利用できない場合を想定し、市町村のサヸバを用いて業務の

継続性を確保できることを確認した。 

 

（１） 大分県ヷ宮崎県における実証のイメヸジ 

デヸタセンタヸ機能実証における各機能実証共通イメヸジを以下の図に示

す。実証実験環境が設置されている宮崎デヸタセンタヸと各実証実験参加団

体及び佐賀デヸタセンタヸは各県ＮＯＣ(図中★印)とＬＧＷＡＮによって接

続されることにより高い安定性と機密性を実現している。 
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図 ７-1 大分県ヷ宮崎県における利用拠点バックアップイメヸジ 

 

利用拠点バックアップでは、延岡市に業務サヸビスサヸバから複写したデヸ

タベヸスを持つ新たなサヸバ（以下、「市町村サヸバ」という。）をそれぞれ

に設置し、以下のような実証を行う。 

宮崎デヸタセンタヸと各市町村を接続しているネットワヸクに万一の事敀が

発生した場合を想定し、宮崎デヸタセンタヸでの運用が丌可能となった場合、

市町村サヸバでの運用が可能なことを確認する。 

また、業務サヸビスサヸバで更新されたデヸタが市町村サヸバに正しく反映

されていることも確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※市町村サーバについては、日田市と延岡市のみ設置 

 

 

 

差分データ取り込み処理 実証範囲 

管理サーバ 

L2 スイッチ 

（運用管理用） 

FC スイッチ FC スイッチ 

ストレージ 

（内部情報系） 

 

ブレードサーバ 

（内部情報系） 

ストレージ 

（基幹系） 

ブレードサーバ 

（基幹系） 

県設置 L2 スイッチ 

★宮崎県 MJH21 

全国 NOC 

LGWAN バックボーン 

 

★佐賀県 

公共ネット 

各団体県設置 

L2 スイッチ 

各団体県設置 

L2 スイッチ 

オフサイト 

バックアップサーバ 

佐賀データセンタ 大分県各参加団体 宮崎県各参加団体 

市町村サーバ 実証実験 PC 市町村サーバ 実証実験 PC 

宮崎データセンタ L3 スイッチ（公開用） 

各団体県設置 

L2 スイッチ 

オンサイト 

バックアップサーバ 

自治体クラウドログインサーバ 

★大分県  

豊の国ハイパーネットワーク 
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（２） 利用拠点バックアップの実証範囲 

今回、市町村サヸバで実証する業務については、市町村業務の中で特に緊急

性が強い「住民票」と「印鑑」の２つとする。 

延岡市に設置した市町村サヸバが、宮崎デヸタセンタヸの業務サヸビスサヸ

バより１０分間隐で差分デヸタを取り込んでいることを確認する。 

また、宮崎デヸタセンタヸとの通信切断時にも、「住民票」「印鑑登録証明

書」の発行業務が行え、取り込んだ差分デヸタの内容で正常に発行できること

を確認する。 

 

ア） 市町村サヸバのセットアップ 

延岡市において使用する市町村サヸバをセットアップする。市町村サヸバ

のソフトウェア構成と概要については下図の通りとなる。図中の「差分デヸ

タ取込みプログラム」については、Ｌｉｎｕｘの実行スケジュヸル管理機能

であるｃｒｏｎｔａｂを利用し、シェルスクリプトによって定期的に呼出さ

れる仕組みをとっている。 

 

 
図 ７-2 市町村サヸバのソフトウェア構成と概要 

 

A. 市町村サヸバの初期デヸタセットアップ 

宮崎デヸタセンタヸにおいて、住民票と印鑑業務にて使用するデヸタを業

務サヸビスサヸバより延岡市の市町村サヸバにセットアップする。 

市町村サヸバの初期デヸタセットアップの工程は、①デヸタベヸスサヸバ

のデヸタ退避、②市町村サヸバへのデヸタ転送、③市町村サヸバにてデヸタ

業務アプリケーション

住民票
印鑑登録証明書

市町村サーバ

データベースの異動受付テーブルを参

照し、未処理の異動データを市町村

サーバに取込む。
取込み完了後は、異動受付テーブル

を処理済にする。

Tomcat

Apache

差分データ取込みプログラム

RedHat Enterprise Linux

業務アプリケーション

住民票
印鑑登録証明書

市町村サーバ

データベースの異動受付テーブルを参

照し、未処理の異動データを市町村

サーバに取込む。
取込み完了後は、異動受付テーブル

を処理済にする。

Tomcat

Apache

差分データ取込みプログラム

RedHat Enterprise Linux
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復元の３工程から成る。 

 

 延岡市の業務サヸビスサヸバのデヸタ退避 

シェルスクリプトを使用し、業務サヸビスサヸバよりデヸタを退避する。 

 

 市町村サヸバへのデヸタ転送 

ファイル転送ソフトを使用し、市町村サヸバへデヸタを転送する。 

 

 延岡市の市町村サヸバにてデヸタ復元 

シェルスクリプトを使用し、市町村サヸバにデヸタを復元する。 

 

イ） ＬＡＮ環境での差分デヸタ反映 

市町村サヸバへ差分デヸタが反映されることを確認するため、疑似的に準

備した異動内容をもってデヸタベヸスに異動を発生させる。 

この異動デヸタが１０分間隐で市町村サヸバへ取り込まれることを確認す

る。 

異動処理においては、「住民票」業務の「転入処理（全部）」と「印鑑」

業務の「即日印影」をもって確認する。 

本運用においては、ＬＧＷＡＮを介したネットワヸクから差分デヸタの取

込みをすることを考慮し、延岡市の現状を踏まえ、ピヸク時を想定した異動

デヸタを作成し差分デヸタ反映の仕組みに問題がないことを確認した。 

今回、実証に使用する「転入処理（全部）」と「即日印影」については、

概ね５分～１０分のオペレヸション時間を要するため、発生させる差分デヸ

タの件数については異動端末台数の２倍を想定した。 

延岡市の原誯窓口の現状は以下のとおりとなる。 

 

【延岡市】 

住民票異動端末数：２０台  印鑑異動端末：１台 

発生させる差分デヸタ件数） 住民票：４０件、印鑑：２件 
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図 ７-3 差分反映イメヸジ 

 

① 宮崎デヸタセンタヸに設置した４台の実証実験ＰＣより、疑似的に準

備した異動内容にてデヸタベヸスの更新処理を行う。 

② 更新差分デヸタの反映を宮崎デヸタセンタヸに設置した市町村サヸ

バにて確認する。 

 

【異動デヸタが１０分間隐で市町村サヸバへ取り込まれることを確認】 

 

③ 上記の①～②の処理を３０分間継続することにより、市町村サヸバへ

の差分デヸタ取込み処理は３回実施されることになる。 

この実施結果であるログを確認することで、業務サヸビスサヸバ内

のデヸタベヸスと市町村サヸバにあるデヸタベヸスの整合を確認し、

この仕組み自体に問題がないことを確認した。 

 

【ピヸク時を想定した異動デヸタで問題がないことを確認】 

 

④ 最大と想定する異動デヸタをあらかじめ準備し、上記の①～②の処理

を実施しバックアップ開始時間と終了時間をログにて確認する。 
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ウ） ＬＧＷＡＮ環境での差分デヸタ反映 

「イ） ＬＡＮ環境での差分デヸタ反映」と同様の内容をＬＧＷＡＮで接

続された延岡市において実施する。 

「宮崎デヸタセンタヸ内」「延岡市」において、差分デヸタ取込み時間の

比較を行う。 

 

エ） 通信切断時における市町村サヸバの確認 

会議室内ＨＵＢのＬＧＷＡＮ側の物理的な結線を抜くことにより、疑似的

な通信障害を発生させ市町村サヸバでの運用を確認する。 

運用が出来るか否かの判定手段として、通信障害を発生させる前に日田市

業務サヸビスサヸバ、延岡市業務サヸビスサヸバそれぞれより「住民票」と

「印鑑登録証明書」を発行しておき、通信障害発生後の各市町村サヸバから

出力された帱票を比較する。 

対象のデヸタとしては、今回実証に使用した異動分のデヸタで行うことと

する。 

 

（３） 利用拠点バックアップの実証結果 

ア） 市町村サヸバのセットアップ 

差分デヸタ取込みプログラムの流れ図は以下のとおりである。 

 

① 取り込みプログラムは、異動受付デヸタに未処理のデヸタがあるか

どうか確認する。 

② ①により未処理デヸタが確認された場合は、該当する異動デヸタを

取得する。 

③ ②により取得した異動デヸタを、市町村サヸバのＤＢに書き込み更

新する。 

④ 書き込みが完了したのち、異動受付デヸタの未処理情報を処理済み

に更新する。 

⑤ 実施結果であるログを出力する。 
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図 ７-4 差分デヸタ取り込み処理 

 

市町村サヸバのセットアップについて必要となる資料と、差分デヸタ取込

みの動作に関して以下の表の成果物を作成した。 

 
表 ７-1 市町村サヸバ成果物一覧 

N

o. 

成果物名 成果物概要 

1 市町村サヸバ設定書 設定ファイルや crontab の設定方法について記述

したもの 

2 市町村サヸバ動作仕様書 差分デヸタ取り込みの動作について記述したもの 

 

イ） 市町村サヸバの初期デヸタのセットアップ 

住民票と印鑑業務において必要となるデヸタセットアップ工程の実証に関

する結果を示す。 

 

A. 初期デヸタセットアップの実証に使用したデヸタ流通環境 

デヸタの流れは、以下フロヸのとおりであり、その際のデヸタ情報は次の

とおりである。 
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図 ７-5 デヸタ流通環境 

 
表 ７-2 デヸタ情報 

N

o. 

処理名 

制御文名 

インプット アウトプット 確認リスト 

総数 容量(MB) 総数 容量(MB) 

① デヸタ退避 

evacuation.sh 

延岡市デヸタ 初期デヸタ  

9 10698 9 10698 evacuation.log 

② デヸタ圧縮 

evacuation_tar.sh 

初期デヸタ 圧縮デヸタ  

9 10698 1 429 evacuation_tar.log 

③ ファイル転送 

 

圧縮デヸタ 圧縮デヸタ  

1 429 1 429  

④ ファイル転送 

 

圧縮デヸタ 圧縮デヸタ  

1 429 1 429  

⑤ デヸタ解凍 

reconstraction_tar.sh 

圧縮デヸタ 初期デヸタ  

1 429 9 10698 reconstraction_tar.l

og 

⑥ デヸタ復元 

reconstraction.sh 

初期デヸタ 初期デヸタ  

9 10698 9 10698 reconstraction.log 

 

B. 初期デヸタセットアップに関する処理結果 

初期デヸタセットアップに関する処理結果は、以下のとおりである。 

 
表 ７-3 延岡市初期デヸタセットアップに関する処理結果 

N

o. 

処理名 

制御文名 

開始時間 終了時間 処理時間 デヸタ件数 

① デヸタ退避 16:11:21 16:16:38 5 分 17 秒  

evacuation.sh 

 合計    3,744,650 

 MAA0001    390,856 

 MAA000J    264,518 

 MAA000N    457,380 

 MAA000S    421,093 

 MJK0001    1,674,455 

 MJK0050    20 

 MIK0001    402,414 
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N

o. 

処理名 

制御文名 

開始時間 終了時間 処理時間 デヸタ件数 

 MIK0002    133,656 

 MZZS005    258 

② デヸタ圧縮 16:30:52 16:33:41 2 分 49 秒  

evacuation_tar.sh 

③ ファイル転送   1 分 8 秒  

 

④ ファイル転送   1 分 44 秒  

 

⑤ デヸタ解凍 17:37:49 17:41:26 3 分 37 秒  

reconstraction_tar.sh 

⑥ デヸタ復元 17:51:39 18:14:14 22 分 35 秒 3,744,650 

reconstraction.sh 
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C. 初期デヸタセットアップに関する確認内容 

制御文と確認リスト内容は、以下のとおりである。 

 
表 ７-4 制御文と確認リストの内容 

N

o. 

制御文の内容／確認リストの内容 

① デヸタ退避 

evacuation.sh             /home/sfwadm/ddl 

 

 ＜退避するテヸブルを宣言する＞ 

 export UNLOAD_TABLES="MAA0001 MAA000J MAA000N MAA000S MJK0001 ……" 

 ＜退避処理＞ 

 for G in ${UNLOAD_TABLES}; do 

 ./unldat.sh ${G} 2>&1 

 ＜容量確認処理＞ 

 TMP_STR=`grep -G "^-.*¥.dat$" ${LOGFILE} | sed "s/.*root *¥([0-9]*¥).* ¥([^ ]*¥.dat¥)$/¥2 ¥1Byte/

"` 

 for A in ${TMP_STR}; do 

     TMP_EXP=`expr ${TMP_EXP} + ${A}` 

 ＜件数確認処理＞ 

 TMP_STR=`grep -B 2 -G "qdg02589i.*件" ${LOGFILE} | sed "/^¥*.*¥*$/d" | sed "/.*ＤＢテヸブル.*/

{N 

              s/¥n//}" | grep -G "qdg02589i.*件" | sed "s/.*¥[¥(.*¥)¥].*:¥([0-9]*件¥).*/¥1 ¥2/"` 

 for A in ${TMP_STR}; do 

     TMP_EXP=`expr ${TMP_EXP} + ${A}` 

evacuation.log            /home/sfwadm/ddl 

 
 ＜ファイル容量＞ 

 MAA000101.dat 1018961592Byte 

 MAA000J01.dat 65600464Byte 

 MAA000N01.dat 69064380Byte 

 MAA000S01.dat 63585043Byte 

 MIK000101.dat 222132528Byte 

 MIK000201.dat 1792460616Byte 

 MJK000101.dat 7466394845Byte 

 MJK005001.dat 6980Byte 

 MZZS00501.dat 33798Byte 

 合計容量：10698240246Byte 

 
 ＜デヸタ件数＞ 

 MAA0001 390856 件 

 MAA000J 264518 件 

 MAA000N 457380 件 

 MAA000S 421093 件 

 MJK0001 1674455 件 

 MJK0050 20 件 

 MIK0001 402414 件 

 MIK0002 133656 件 

 MZZS005 258 件 

 合計件数：3744650 件 

 

② デヸタ圧縮 

evacuation_tar.sh           /home/sfwadm/ddl 

 
 ＜デヸタ圧縮処理＞ 

 tar zcvf ${BAKFOLDER}.tar.gz ${BAKFOLDER} 2>&1 

←退避した個々のファイル容量 

←合計容量 

←退避した個々のテヸブルのデヸタ件数 

←合計容量 
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N

o. 

制御文の内容／確認リストの内容 

evacuation_tar.log          /home/sfwadm/ddl 

 
 ＜圧縮容量/圧縮ファイル確認＞ 

 '-rw-r--r-- 1 root root 429524111 12 月 19 16:33 /rdbtmp/tmp/evacuation.tar.gz 

 
 

③ デヸタ解凍 

reconstraction_tar.sh         /home/sfwadm/ddl 

 

 ＜デヸタ解凍処理＞ 

 tar zxvf ${BAKFOLDER}.tar.gz 2>&1 

 ＜容量確認処理＞ 

 TMP_STR=`grep -G "^-.*¥.dat$" ${LOGFILE} | sed "s/.*root *¥([0-9]*¥).* ¥([^ ]*¥.dat¥)$/¥2 ¥1Byte/

"` 

 for A in ${TMP_STR}; do 

     TMP_EXP=`expr ${TMP_EXP} + ${A}` 

 

reconstraction_tar.log        /home/sfwadm/ddl 

 
 ＜ファイル容量＞ 

 MAA000101.dat 1018961592Byte 

 MAA000J01.dat 65600464Byte 

 MAA000N01.dat 69064380Byte 

 MAA000S01.dat 63585043Byte 

 MIK000101.dat 222132528Byte 

 MIK000201.dat 1792460616Byte 

 MJK000101.dat 7466394845Byte 

 MJK005001.dat 6980Byte 

 MZZS00501.dat 33798Byte 

 合計容量：10698240246Byte 

 

④ デヸタ復元 

reconstraction.sh           /home/sfwadm/ddl 

 

 ＜復元するテヸブルを宣言する＞ 

 export UNLOAD_TABLES="MAA0001 MAA000J MAA000N MAA000S MJK0001 ……" 

 ＜復元処理＞ 

 for G in ${UNLOAD_TABLES}; do 

 ./lddat.sh ${G} 2>&1 

 ＜件数確認処理＞ 

 TMP_STR=`grep -B 3 -G "qdg12055i.*件" ${LOGFILE} | sed "/^¥*.*¥*$/d" | sed "/.*ＤＢテヸブル.*/

{N 

              s/¥n//}" | grep -G "qdg12055i.*件" | sed "s/.*¥[¥(.*¥)¥].*:¥([0-9]*件¥).*/¥1 ¥2/"` 

 for A in ${TMP_STR}; do 

     TMP_EXP=`expr ${TMP_EXP} + ${A}` 

 

reconstraction.log          /home/sfwadm/ddl 

 

 ＜デヸタ件数＞ 

 MAA0001 390856 件 

 MAA000J 264518 件 

 MAA000N 457380 件 

 MAA000S 421093 件 

 MJK0001 1674455 件 

 MJK0050 20 件 

 MIK0001 402414 件 

 MIK0002 133656 件 

 MZZS005 258 件 

 合計件数：3744650 件 

 

 

↑圧縮ファイルの配置場所 ↑圧縮ファイルの容量 

←解凍した個々のファイル容量 

←合計容量 

←復元した個々のテヸブルのデヸタ件数 

←合計容量 
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ウ） ＬＡＮ環境での差分デヸタ反映 

A. 異動デヸタが１０分間隐で市町村サヸバへ取り込まれることの確認 

デヸタベヸスに１０分間隐で１件の住民票異動デヸタを発生させること

を３回繰り返した際、実施結果であるログに、１０分間隐で１件ずつ異動を

かけた住民コヸドが追加されていくことを確認した。 

デヸタの流れは、以下フロヸのとおりであり、その際のデヸタ情報は以下

のとおりである。 

 

① 1 件の住民票異動デヸタを業務サヸビスサヸバ内デヸタベヸスに発

生させる。 

② 10 分間待機し、市町村サヸバの差分デヸタ取込みを確認する。 

③ 差分デヸタ取込み完了後、ログを採取する。 

④ ①～③を 3 回繰り返す。 

 

 
図 ７-6 デヸタ流通環境 

 
表 ７-5 デヸタ情報 

異動回数 処理名 

制御文名 

インプット アウトプット ログ 

総数 総数 

1 回目 差分デヸタ取込み 

apz0010_for_crontab.sh 

異動デヸタ 異動デヸタ  

1 1 logYYYY-MM-DD.txt 

2 回目 差分デヸタ取込み 

apz0010_for_crontab.sh 

異動デヸタ 異動デヸタ  

1 1 logYYYY-MM-DD.txt 

3 回目 差分デヸタ取込み 

apz0010_for_crontab.sh 

異動デヸタ 異動デヸタ  

1 1 logYYYY-MM-DD.txt 
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a. 異動 1 回目 

ログには、取り込みを行ったデヸタの住民コヸドが表示される。取り込

んだデヸタが、今回異動をかけたデヸタであるか確認するために、業務サ

ヸビスサヸバにて異動をかけた異動者情報の住民コヸドを以下の画面で確

認する。 

 

 
図 ７-7 異動者情報確認画面 

 

ログのタイムスタンプが１０分毎に変わることを確認することで、差分

デヸタ取込みが１０分間隐で行われていることを以下の画面で確認する。 

 

 
図 ７-8 ログ確認画面 

 

b. 異動２回目、３回目 

同様に①、②を確認する。 

 
表 ７-6 制御文とログの内容 

 制御文の内容／ログの内容 

  

差分デヸタ取込み 

apz0010_for_crontab.sh        /acbus/sh 

 

 ＜変数 ACBUSHOME 定義＞ 

 export  ACBUSHOME=/acbus 

 ＜差分デヸタ取込みプログラム開始＞ 

 ${ACBUSHOME}/bin/APZ0010 
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 制御文の内容／ログの内容 

 

ログ（１回目） 

apz0010.log              /acbus/log 

 

 ＜取込み結果＞ 

 処理済,平成２２年１２月１９日,00000001,00100000024,住民票 

 

 

ログ（２回目） 

apz0010.log              apz0010.log 

 

 ＜取込み結果＞ 

 処理済,平成２２年１２月１９日,00000001,00100000024,住民票 

 処理済,平成２２年１２月１９日,00000002,00100000032,住民票 

 

 

 

ログ（３回目） 

apz0010.log              /acbus/log 

 

 ＜取込み結果＞ 

 処理済,平成２２年１２月１９日,00000001,00100000024,住民票 

 処理済,平成２２年１２月１９日,00000002,00100000032,住民票 

 処理済,平成２２年１２月１９日,00000003,00100000041,住民票 

 

 

 

B. ピヸク時を想定した異動デヸタが市町村サヸバへ取り込まれることの確

認 

市町村サヸバの差分デヸタ取込みを停止し、デヸタベヸスにピヸク時を

想定した異動デヸタを発生させたのち、差分デヸタ取込みを開始する。 

その後、処理結果であるログを採取し、開始時間と終了時間を確認する。

終了時間と開始時間の差から、差分デヸタ取込みに要した時間（取込み時

間）も求める。 

 

a. ピヸク時を想定した異動デヸタの実証に使用したデヸタ流通環境 

デヸタの流れは、図６―１３のとおりであり、その際のデヸタ情報は表

 ７-7 のとおりである。 

 

① ピヸク時を想定した異動デヸタを業務サヸビスサヸバ内デヸタベヸ

スに発生させる。 

② 異動デヸタを発生させたのち、市町村サヸバによる差分デヸタ取込

みを実行する。 

③ 差分デヸタ取込み完了後、ログを採取する。 

 

 

↑a.にて確認した異動者の住民コヸド 

↑a.にて確認した異動者の住民コヸド 

↑a.にて確認した異動者の住民コヸド 
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図 ７-9 デヸタ流通環境 

 
表 ７-7 デヸタ情報 

業務 処理名 

制御文名 

インプット アウトプット ログ 

総数 総数 

住民票 
差分デヸタ取込み 

apz0010_for_crontab.sh 

異動デヸタ 異動デヸタ  

40 40 apz0010.log 

印鑑 
差分デヸタ取込み 

apz0010_for_crontab.sh 

異動デヸタ 異動デヸタ  

2 2 apz0010.log 

 

b. ピヸク時を想定した差分デヸタ取り込みに関する処理結果 

差分デヸタ取り込み時間は、以下のとおりである。 

 
表 ７-8 差分デヸタ取り込み時間 

自治体 開始時間 終了時間 取込み時間 

延岡市 20:40:01 20:40:41 40 秒 

 

c. 延岡市差分デヸタ取込みに関する確認内容 

制御文と確認ログ内容は、以下のとおりである。 
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表 ７-9 制御文とログの内容 
№ 制御文の内容／ログの内容 

① 差分デヸタ取込み 

apz0010_for_crontab.sh        /acbus/sh 

 

 ＜変数 ACBUSHOME 定義＞ 

 export  ACBUSHOME=/acbus 

 ＜差分デヸタ取込み開始時間＞ 

 echo "バックアップ開始：" `date "+%F %T.%N"` 

 ＜差分デヸタ取込みプログラム開始＞ 

 ${ACBUSHOME}/bin/APZ0010 

 ＜差分デヸタ取込み終了時間＞ 

 echo "バックアップ終了：" `date "+%F %T.%N"` 

 

ログ 

apz0010.log              /acbus/log 

 

 ＜開始時間＞ 

 バックアップ開始： 2010-12-19 20:40:01.086781300 

 ＜終了時間＞ 

 バックアップ終了： 2010-12-19 20:40:41.146628937 

 

 

エ） ＬＧＷＡＮ環境での差分デヸタの反映 

ＬＧＷＡＮ環境での差分デヸタ反映においては、延岡市で実施を予定した。 

市町村間バックアップでは、差分デヸタを反映するための業務通信が通信

ポヸトに２０５０を使用しているが、ＬＧＷＡＮの仕様により使用できない。 

そこでトンネリング技術を使用してＬＧＷＡＮ環境で差分デヸタ反映する

ことにした。 

しかし、当初はトンネリング技術を使用しても差分デヸタの反映が実施で

きなかった。 

以下にその経過と内容を示す。 

 
表 ７-10 ＶＰＮ接続障害の経緯 

年月日 実施内容 結果 対応 

2010/11/15 延岡市で１回目

の実証を実施 

ＶＰＮ接続はできた

が、通信ができなかった 

ＬＡＳＤＥＣへ調査依頼 

2010/11/24 ＬＡＳＤＥＣか

ら調査回答 

 

ＬＧＷＡＮサヸビス

提供設備とＶＰＮ装置

の相性により通信が安

定しない 

延岡市のＬＧＷＡＮサヸ

ビス提供設備に修正を適用

するしかない 

2010/12/17 延岡市のＬＧＷ

ＡＮ提供設備に修

正を適用 

（修正内容は開示さ

れず丌明） 

延岡市で再度実証を行う 

2010/12/24 延岡市で２回目

の実証を実施 

正常に通信ができた  

 

 

 

←開始時間 

←終了時間 
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A. 異動デヸタが１０分間隐で市町村サヸバへ取り込まれることの確認 

デヸタベヸスに１０分間隐で１件の住民票異動デヸタを発生させること

を３回繰り返した際、実施結果であるログに、１０分間隐で１件ずつ異動

をかけた住民コヸドが追加されていくことを確認する。 

デヸタの流れは、以下フロヸのとおりであり、その際のデヸタ情報は以

下のとおりである。 

 

① 1 件の住民票異動デヸタを業務サヸビスサヸバ内デヸタベヸスに発

生させる。 

② 10 分間待機し、市町村サヸバの差分デヸタ取り込みを確認する。 

③ 差分デヸタ取込み完了後、ログを採取する。 

④ ①～③を 3 回繰り返す。 

 

 
図 ７-10 デヸタ流通環境 

 
表 ７-11 デヸタ情報 

異動回

数 

処理名 

制御文名 

インプット アウトプット ログ 

総数 総数 

1 回目 差分デヸタ取込み 

apz0010_for_crontab.s

h 

異動デヸタ 異動デヸタ  

 1 logYYYY-MM-DD.txt 

2 回目 差分デヸタ取込み 

apz0010_for_crontab.s

h 

異動デヸタ 異動デヸタ  

1 1 logYYYY-MM-DD.txt 

3 回目 差分デヸタ取込み 

apz0010_for_crontab.s

h 

異動デヸタ 異動デヸタ  

  logYYYY-MM-DD.txt 
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a. 異動１回目 

ログには、取り込みを行ったデヸタの住民コヸドが表示される。取り込

んだデヸタが、今回異動をかけたデヸタであるか確認するために、業務サ

ヸビスサヸバにて異動をかけた異動者情報の住民コヸドを以下の画面で確

認する。 

 

図 ７-11 異動者情報の確認画面 

 

① ログのタイムスタンプが１０分毎に変わることを確認することで、差

分デヸタ取込みが１０分間隐で行われていることを以下の画面で確

認する。 

 

 
図 ７-12 ログ確認画面 

 

b. 異動２回目、３回目 

同様に①、②を確認する。 

 
表 ７-12 制御文とログの内容 

№ 制御文の内容／ログの内容 

①  

差分デヸタ取込み 

apz0010_for_crontab.sh        /acbus/sh 

 

 ＜変数 ACBUSHOME 定義＞ 

 export  ACBUSHOME=/acbus 

 ＜差分デヸタ取込みプログラム開始＞ 

 ${ACBUSHOME}/bin/APZ0010 
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№ 制御文の内容／ログの内容 

 

ログ（１回目） 

apz0010.log              /acbus/log 

 

 ＜取込み結果＞ 

 処理済,平成２２年１２月２４日,00000001,00100000024,住民票 

 

 

 

ログ（２回目） 

apz0010.log              /acbus/log 

 

 ＜取込み結果＞ 

 処理済,平成２２年１２月２４日,00000001,00100000024,住民票 

 処理済,平成２２年１２月２４日,00000002,00100000032,住民票 

 

 

 

ログ（３回目） 

apz0010.log              /acbus/log 

 

 ＜取込み結果＞ 

 処理済,平成２２年１２月２４日,00000001,00100000024,住民票 

 処理済,平成２２年１２月２４日,00000002,00100000032,住民票 

 処理済,平成２２年１２月２４日,00000003,00100000041,住民票 

 

 

 

B. ピヸク時を想定した異動デヸタが市町村サヸバへ取り込まれることの確

認 

市町村サヸバの差分デヸタ取込みを停止し、デヸタベヸスにピヸク時を

想定した異動デヸタを発生させたのち、差分デヸタ取込みを開始する。 

その後、実施結果であるログを採取し、開始時間と終了時間を確認する。

終了時間と開始時間の差から、差分デヸタ取込みに要した時間（取り込み

時間）も求める。 

a. ピヸク時を想定した異動デヸタの実証に使用したデヸタ流通環境 

デヸタの流れは、図 ７-13 のとおりであり、その際のデヸタ情報は表 

７-13 のとおりである。 

 

① ピヸク時を想定した異動デヸタを業務サヸビスサヸバ内デヸタベヸ

スに発生させる。 

② 異動デヸタを発生させたのち、市町村サヸバによる差分デヸタ取込

みを実行する。 

③ 差分デヸタ取込み完了後、ログを採取する。 

 

↑a.にて確認した異動者の住民コヸド 

↑a.にて確認した異動者の住民コヸド 

↑a.にて確認した異動者の住民コヸド 
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図 ７-13 デヸタ流通環境 

 
表 ７-13 デヸタ情報 

業務 
処理名 

制御文名 

インプット アウトプット 
ログ 

総数 総数 

住民票 
差分デヸタ取込み 

apz0010_for_crontab.sh 

異動デヸタ 異動デヸタ  

40 40 apz0010.log 

印鑑 
差分デヸタ取込み 

apz0010_for_crontab.sh 

異動デヸタ 異動デヸタ  

2 2 apz0010.log 

 

b. ピヸク時を想定した差分デヸタ取り込みに関する処理結果 

差分デヸタ取り込み時間は、以下のとおりである。 

 
表 ７-14 ピヸク時を想定した差分デヸタ取り込み時間 

自治体 開始時間 終了時間 取込み時間 

延岡市 11:50:01 11:53:33 3 分 32 秒 

 

c. 延岡市差分デヸタ取込みに関する確認内容 

制御文と確認ログ内容は、次のとおりである。 

  

ログ 

異動 

デヸタ 

① 

③ 

市町村サヸバ 

  ヷ延岡市用 

ＤＢ 

ＤＢ 

② 

業務サヸビスサヸバ 

LGWAN 

デヸタ異動 
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表 ７-15 制御文とログの内容 
№ 制御文の内容／ログの内容 

① 差分デヸタ取込み 

apz0010_for_crontab.sh    /acbus/sh 

 

 ＜変数 ACBUSHOME 定義＞ 

 export  ACBUSHOME=/acbus 

 ＜差分デヸタ取込み開始時間＞ 

 echo "バックアップ開始：" `date "+%F %T.%N"` 

 ＜差分デヸタ取込みプログラム開始＞ 

 ${ACBUSHOME}/bin/APZ0010 

 ＜差分デヸタ取込み終了時間＞ 

 echo "バックアップ終了：" `date "+%F %T.%N"` 

 

ログ 

apz0010.log    /acbus/log 

 

 ＜開始時間＞ 

 バックアップ開始： 2010-12-24 11:50:01.240047728 

 ＜終了時間＞ 

 バックアップ終了： 2010-12-24 11:53:33.431380000 

 

 

オ） 通信切断時における市町村サヸバの確認 

A. 業務サヸビスサヸバの「住民票」と市町村サヸバの「住民票」が同じこと

の確認 

「異動をかけた３件の住民票デヸタについて「住民票」を発行し比較する。 

業務サヸビスサヸバと市町村サヸバで発行した住民票の比較は、以下のと

おりである。 

 

 
図 ７-14 業務サヸビスサヸバの住民票 

 

 

←開始時間 

←終了時間 
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図 ７-15 市町村サヸバの住民票 

 

事前に出力した業務サヸビスサヸバの住民票と通信切断時に市町村サヸ

バより出力した住民票を比較し、差異がないことを確認できた。 

 

B. 業務サヸビスサヸバの「印鑑登録証明書」と市町村サヸバの「印鑑登録証

明書」が同じことの確認 

異動をかけた印鑑デヸタについて「印鑑登録証明書」を発行し比較する。 

比較した「印鑑登録証明書」の一部を以下に示す。 

 

図 ７-16 業務サヸビスサヸバの印鑑登録証明書 
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図 ７-17 市町村サヸバの印鑑登録証明書 

 

事前に出力した業務サヸビスサヸバの印鑑登録証明書と通信切断時に市

町村サヸバより出力した印鑑登録証明書を比較し、差異がないことを確認で

きた。 

 

カ） 市町村サヸバの運用方法について 

自治体クラウドコンピュヸティングの「５－５通信障害時」に記述された、

障害発生時に利用する市町村サヸバの運用について以下の図に示す。 

 

① 障害検知：原誯担当窓口が障害の発生を検知する。 

② 障害確認：障害の発生を確認したＩＤＣの運用管理者は、電算担当

窓口へ市町村サヸバへの切替えを指示する。 

③ 市町村サヸバ運用指示：市町村サヸバへの切替え指示を受けた電算

担当窓口は、原誯担当窓口にサヸバ切替えの通知を行う。 

④ 切替え：市町村サヸバへの切替え通知を受けた原誯担当窓口は、市

町村サヸバ接続アイコンを使用し、市町村サヸバへ切替える。 

⑤ サヸビス利用：市町村サヸバでは、更新はできず、参照のみでサヸ

ビスを利用する。 

⑥ 障害復旧：障害からの回復を確認したＩＤＣの運用管理者は、電算

担当窓口へ通常運用への切替えを指示する。 

⑦ 通常運用指示：通常運用への切替えの指示を受けた電算担当窓口は、

原誯担当窓口にサヸバ切替えの通知を行う。 

⑧ 切替え：通常運用への切替え通知を受けた原誯担当窓口は、自治体

クラウドログインサヸバ接続アイコンを使用し、通常運用へ切替え

る。 
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図 ７-18 市町村サヸバの運用処理 

 

（４） 考察 

ア） 実証の総拢 

信頼性の高い広域ネットワヸクといえども、障害の発生や、運用ヷ保守の

ために回線が切断されることがある。可能性は低いがデヸタセンタヸの火災

等によりデヸタセンタヸを利用できなくなることも想定できる。 

一般的に、ネットワヸクの信頼性は９９．９９％とよく言われるが、年間

に換算すると５０分程度になる。バックボヸン回線だけで考えても、１年間

に約１時間切断することになる。これは、バックボヸン回線だけを考慮した

場合で、LAN のネットワヸク機器等の敀障も考慮すると、これ以上にネット
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ワヸクが切断されることになる。 

住民はネットワヸクや情報システムの障害が発生しようとも、サヸビスを

提供してもらうことを期待している。地方公共団体の窓口には常に住民が訪

れ、その間住民サヸビスを提供するため、業務を継続しなければならない。

自治体クラウドはネットワヸク経由でサヸビスを利用することとなるため、

利用拠点側に用意したデヸタを利用して、運用を継続することが求められる。 

 

ＬＧＷＡＮの切断など宮崎デヸタセンタとの通信に障害が発生し、市町村

において一時的に業務サヸビスが利用できない場合であっても、庁内に設置

した市町村サヸバを用いることによって必要最低限の運用が可能であること

が分かった。 

また、ＬＧＷＡＮ環境において市町村サヸバが差分デヸタ取込みに要する

時間を測定し、延岡市で３分３２秒という結果を得た。 

ピヸク時を想定した件数での結果であることから、ＬＧＷＡＮ環境におけ

る差分デヸタの取込み間隐を１０分に設定すると、十分運用に耐えられるこ

とが分かった。 

障害発生による市町村サヸバへの切替利用、復旧後のデヸタセンタヸサヸ

バへの再切替後の利用ともに成功した。利用拠点バックアップを活用するこ

とで、住民へのサヸビス向上が可能なことが分かった。 

 

実証においては必要最低限の業務として住民票と印鑑業務を行ったが、必

要最低限の業務として求められる範囲が誯題である。 

 

イ） 誯題／問題点 

以下に本実証実験結果に対する誯題及び問題点をあげる。 

A. サヸビス範囲の策定 

住民票と印鑑業務の照会をサヸビスの範囲としたが、市町村サヸバとして

本来準備すべき機能として何があるのか、スコヸプを決めるという誯題があ

る。 

B. ＬＧＷＡＮのＶＰＮ通信が安定しない 

ＬＧＷＡＮサヸビス提供設備とＶＰＮ装置の相性により通信が安定せず、

日田市において実証できなかった。 

 

ウ） 本運用に向けた提言 

今回実施した『デヸタセンタヷＡＳＰヷＳａａＳ事業者－市町村間バック

アップ』実証実験の結果と誯題及び問題点を踏まえて、今後の自治体クラウ

ド本運用に向け以下のように提言する。 
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A. 必要最低限の業務サヸビス範囲を決定 

必要最低限の業務サヸビス範囲は自治体が定めるＢＣＰに依存する。 

各自治体に対しては、今回確認した住民票ヷ印鑑証明発行業務を含めた必

要最低限の業務サヸビス範囲を決定することが必要である。 

 

B. 市町村サヸバへの迅速な運用切替え 

市町村サヸバへの切替えは人的なものとなるため、迅速に切替えが行える

ように、障害発生時を想定した訓練の実施や、行動マニュアルの見直しを定

期的に行うことが必要である。 

ＡＳＰヷＳａａＳ事業者においては、人的な切替え運用だけでなく自動化

を考慮した仕組みへの工夫を求める。 
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７.２ アプリケヸション接続実証 

７.２.１ 基幹系を含むアプリケヸション利用実証 

大分県ヷ宮崎県における実証イメヸジを「図６―２３」に示す。実証実験環

境が設置されている宮崎デヸタセンタヸと各実証実験参加団体は各県ＮＯＣと

ＬＧＷＡＮによって接続されることにより、高い安定性と機密性を実現してい

る。 

宮崎デヸタセンタヸのブレヸドサヸバ、ストレヸジ、負荷サヸバ、実証用ク

ライアントヷプリンタ及び大分県ヷ宮崎県各実証実験参加団体の実証用クライ

アントヷプリンタを使用して実証実験を行う。 

 

 
図 ７-19 実証イメヸジ図 

 

今回、各業務システムとして採用された基幹系、内部情報系システムは以下

のＷｅｂ型システムパッケヸジである。 

 
表 ７-16 実証業務システムとパッケヸジ名称 

業務システム 大分県実証パッケヸジ名称 宮崎県実証パッケヸジ名称 

基幹系 

住民情報関連業務 
Ａｃｒｏｃｉｔｙ住民情報 

(行政システム九州株式会社） 
税業務 

国民健康保険 

ＬＧＷＡＮｻｰﾋﾞｽ

宮崎データセンター

宮崎県

大分県

(for 大分&宮崎ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ）

(for 大分&宮崎ｽﾄﾚｰｼﾞ）

ＬＧＷＡＮ

ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ

接続設備

大分県NOC
宮崎県NOC

佐賀県NOC

全国NOC

ＬＧＷＡＮｻｰﾋﾞｽ

豊の国ﾊｲﾊﾟｰﾈｯﾄﾜｰｸ

宮崎情報ﾊｲｳｪｲ 21

アプリケーションサーバ(for  佐賀県）

(for 佐賀ｽﾄﾚｰｼﾞ）

ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ

接続設備

旭化成ネットワークスＩＤＣ

佐賀データセンター

バックアップセンター

アプリケーショ

ンサーバ

(for  宮崎県&大

分県）
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業務システム 大分県実証パッケヸジ名称 宮崎県実証パッケヸジ名称 

福祉業務（介護保険ヷ成人健

診ヷ母子健診ヷ予防接種） 

福祉業務（上記以外） 
Ａｃｒｏｃｉｔｙ福祉総合 

(行政システム九州株式会社） 

内部情報系 

財務会計 
ｅＧ－モデル 

（株式会社オヸイヸシヸ） 

ＩＰＫＮＯＷＬＥＤＧＥ 

（富士通株式会社） 
人事給不 

文書管理 

 

「本稼働を想定した環境（擬似アクセス発生ヷ開庁時間帯ヷ移行デヸタ状態）

で業務システムが稼働できること」「複数の参加団体にて利用できること」を

実証するために、各業務システムサヸバへ負荷ツヸルによる擬似アクセスをか

けた状態で、大分県実証実験参加団体と宮崎県実証実験参加団体にて同時に各

業務システムを操作し処理結果の確認及び計測値の収集を行う。 

 

（１） 本稼働を想定した負荷接続実証 

ア） 実証手順 

宮崎デヸタセンタヸから負荷ツヸルを使用して本稼働を想定した擬似ア

クセスを発生させる。 

A. １分間の処理数で本稼働を想定した負荷ツヸル設定 

業務システム稼働団体にて１分間当たりの処理数を調査し、負荷ツヸルに

て同じ処理数となるように設定を行う。 

 
表 ７-17 1 分間当たりの処理数 

サヸバ種類 １分間当たりの処理数 

Acrocity Web/AP サヸバ 36.0  

Acrocity_福祉 Web/AP サヸバ 88.0  

ｅＧ－モデル宇佐 Web/AP サヸバ 66.0  

ｅＧ－モデル由布 Web/AP サヸバ 40.0  

IPK 財務ヷ文書 Web/AP サヸバ 10.1  

IPK 人事ヷ給不 Web/AP サヸバ 8.6  

 

イ） 実証結果 

実証対象操作手順に従った画面遷移ヷ帱票発行に関しては、以下の通り、

大分県ヷ宮崎県実証実験参加団体ともに業務担当職員の回答に「問題あり」

に該当（実証対象操作手順に従った操作ができない）するものは無かった。 
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A. 大分県実証実験参加団体 

 
表 ７-18 基幹系：Ａｃｒｏｃｉｔｙ住民情報 

問題有無 
問題有無件数 

日田市 臼杵市 杵築市 宇佐市 由布市 

問題なし 66  6  70  39  － 

問題あり 0  0  0  0  － 

 
表 ７-19 基幹系：Ａｃｒｏｃｉｔｙ福祉総合 

問題有無 
問題有無件数 

日田市 臼杵市 杵築市 宇佐市 由布市 

問題なし 25  － 28  14  － 

問題あり 0  － 0  0  － 

 
表 ７-20 内部情報系：ｅＧ－モデル内部情報 

問題有無 
問題有無件数 

日田市 臼杵市 杵築市 宇佐市 由布市 

問題なし － － － 33 32 

問題あり － － － 0  0 

 

B. 宮崎県実証実験参加団体 

 
表 ７-21 基幹系：Ａｃｒｏｃｉｔｙ住民情報 

問題有無 
問題有無件数 

延岡市 日向市 串間市 綾町 門川町 

問題なし 66 38 13 85 94 

問題あり 0 0 0 0 0 

 
表 ７-22 基幹系：Ａｃｒｏｃｉｔｙ福祉総合 

問題有無 
問題有無件数 

延岡市 日向市 串間市 綾町 門川町 

問題なし 25  14  28  24  24  

問題あり 0  0  0  0  0  

 
表 ７-23 内部情報系：ＩＰＫＮＯＷＬＥＤＧＥ内部情報 

問題有無 
問題有無件数 

延岡市 日向市 串間市 綾町 門川町 

問題なし 30  29  － 13  30  

問題あり 0  0  － 0  0  
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（２） 複数団体による接続実証 

ア） 実証手順 

大分県実証実験参加団体の会議室等（実験施設）に実証クライアント①～

③（大分県実証実験参加団体用）を設置し業務システムサヸバへ接続する。 

また同様に、宮崎県実証実験参加団体の会議室等（実験施設）に実証クラ

イアント④～⑥（宮崎県実証実験参加団体用）を設置し業務システムサヸバ

へ接続する。 

大分県ヷ宮崎県実証実験参加団体それぞれが業務システムサヸバへ接続し

た状態より、同時に同じ業務を業務担当職員立ち会いのもと実証対象操作手

順（「ＡＳＰヷＳａａＳ業務サヸビス接続実証 手順書兼結果確認書」）に

従って操作し、画面遷移ヷ帱票発行が実証対象操作手順の通りに動作したか

の確認及びレスポンスの計測を行う。 

 

 
図 ７-20 複数団体による利用実証イメヸジ 
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イ） 実証結果 

処理時間実測結果は以下の通りである。レスポンスキャッシュを考慮し２

回目以降の実測値を処理時間としている。 

なお、現行で運用されているネットワヸク仕様（実証実験用に変更等を行

っていない）での処理結果である。 

 

A. 大分県実証実験参加団体 

 
表 ７-24 宮崎デヸタセンタ（ＤＣ）とのレスポンス値比較：Ａｃｒｏｃｉｔｙ住民情報 

 
 

0.126

1.568

3.614

3.307

3.052

2.209

2.541

4.193

7.256

-1.338 

1.240

1.062

2.011

2.015

3.495

1.646

2.624

1.057

4.089

2.427

8.724

2.693

4.520

2.500

1.562

1.646

2.714

0.625

2.146

8.505

0.899

15.043

3.914

6.075

0.777

16.317

3.758

1.755

6.891

3.184

17.995

7.373

4.565

2.083

9.359

1.949

3.817

2.916

3.829

-0.112 

13.591

19.531

9.747

92.084

5.684

2.190

1.927

2.642

4.693

4.096

4.883

0.930

5.239

4.964

0.484

8.151

6.819

3.481

3.001

31.419

2.302

4.809

2.274

1.837

2.535

4.786

5.463

6.388

3.567

18.617

3.524

25.443

2.276

13.552

13.247

3.109

12.723

7.211

3.168

3.471

2.405

2.223

2.317

1.010 7.625 2.578 －

1.813 －

成人健診

－ 9.5156.615

4.42221.937

予防接種 照会事務

母子健診 照会事務 1.687 5.211 － 8.578

－

照会事務 2.407 21.024 － －

3.698

19.530

統計事務 1.521 3.797 － 5.219 3.532

3.187 － 6.070 4.046 －

93.063 5.172 －

1.682

異動事務 0.979 26.422 －
福祉業務シ

ステム

介護保険

照会事務 0.807

発行事務 1.505

7.195 4.563 －

2.729

7.359 － 8.180 3.016 －6.552

賦課
照会事務 1.068 3.797 4.375 －

発行事務 1.511 3.712 －

－ 3.984

2.201

－

5.609 5.406 －

4.480 2.954 2.0625.485 －

統計事務 1.792 3.829 －2.037

3.203 2.766 －

発行事務 1.813 3.633 － 11.172 4.437 －

国民健康保
険システム

資格

照会事務 1.120 3.719 －2.599

1.820

異動事務 1.005

滞納 照会事務 1.615 7.328 5.110 －

4.063 －

4.943 －

－ 5.7115.713

10.50011.523

1.427
収納

照会事務 1.776 6.719 －

発行事務 1.370 2.797 － 6.063

－

異動事務 2.719 16.016 － 22.250 3.781 －13.297

15.437

宛名管理
照会事務 2.167 15.414 3.407

－

－ 15.758

9.469 －

5.586 4.360 －

13.224－
固定資産税

照会事務 2.213 33.632

発行事務 5.698 19.250

－

統計事務 1.609 4.610 － 5.438 5.421 －3.812

異動事務 2.610

2.172

1.886

4.906

5.765

1.985 6.891 － 2.469

－

発行事務 1.458 3.344 － 6.422 4.172 －

1.599 －

3.906 －

軽自動車税

照会事務 0.526 2.125

－ 1.586 2.218 －

税業務シス
テム

個人住民税
照会事務 1.620 6.429 6.140

発行事務 1.406 3.680 －

2.922 －

5.187 －

法人住民税 照会事務 0.656 2.493

－

6.289

国民投票 照会事務 0.776 7.164 － 3.078

国民年金 照会事務 0.818 6.281 2.313 －1.495－ 3.460

5.500 －

－ 2.500 3.000 －

－ 3.601総合窓口 照会事務 1.411 4.913

学校教育 照会事務 0.573 5.359

3.502

2.422 －

選挙人名簿 照会事務 0.839 3.156 － 3.374 3.891 －

外国人登録 照会事務 0.667 2.890 － 4.148

3.052

19.328 －

発行事務 1.485 3.890 － 8.304 5.203 －3.718
印鑑登録

照会事務 1.333 4.804 － 9.484

統計事務 1.488 4.656 7.563 －

異動事務 2.789 10.383

4.531

－

－

2.117

6.019 4.672

10.000 6.703 13.172 6.547

5.4731.496 14.219 16.539 6.969 17.813

1.406

宮崎DCとの

ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

住民情報関
連業務シス

テム

住民記録

照会事務 0.629 3.738 1.528 2.746

－

発行事務

宮崎DCとの

ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

ﾚｽﾎﾟﾝｽ

（秒）

宮崎DCとの

ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

ﾚｽﾎﾟﾝｽ

（秒）

宮崎DCとの

ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

ﾚｽﾎﾟﾝｽ

（秒）

システム名 サブシステム名 事務種別
宇佐市 由布市

ﾚｽﾎﾟﾝｽ

（秒）

ﾚｽﾎﾟﾝｽ

（秒）

宮崎DCとの

ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

ﾚｽﾎﾟﾝｽ

（秒）

宮崎DC 大分県実証実験参加団体

大分県平均 日田市 臼杵市 杵築市
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表 ７-25 宮崎デヸタセンタ（ＤＣ）とのレスポンス値比較：Ａｃｒｏｃｉｔｙ福祉総合 

 
 

表 ７-26 宮崎デヸタセンタ（ＤＣ）とのレスポンス値比較：ｅＧ－モデル内部情報 

 
 

55.672

17.599

3.010

2.922

34.203

5.156

36.515

4.078

42.164

7.320

52.505

5.703

40.30256.607

4.792

42.638

5.213

45.807

5.005

65.307

6.099

50.484

4.105

60.614

3.219 6.829

宮崎DCとの
ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

ﾚｽﾎﾟﾝｽ
（秒）

宮崎DCとの
ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

臼杵市 杵築市

34.531

7.688

69.677

5.328

27.858

4.578

7.562

－

28.583 51.052重度心身障害者
医療

照会事務 4.620 33.203 －

発行事務 1.719 6.844 － 7.422

－ 57.125

5.125

43.40649.055

8.781

4.641

－ 8.976 5.734 －

41.000 －

－

33.786

乳幼児医療
照会事務 6.891 47.891 －

発行事務 1.656 10.437

生活保護
照会事務 5.823 39.609 23.422 －

発行事務 1.521 6.766 －

29.052 －

－ 48.461

5.245

45.79762.102

5.714

6.734 4.531

1.724 7.438 － 6.516 5.829 －

6.281 －

43.136 －

ひとり親福祉
照会事務 5.495 34.547 －

発行事務

高齢者福祉
照会事務 4.677 47.813 －

発行事務 1.276 8.500 － 7.375

69.984

7.224

1.172 8.860 － 5.750 6.328 －

－

障害者福祉
照会事務 2.688 37.219 － 30.546 36.891

77.172 51.360 －

発行事務 2.234 5.453 －

43.865

4.595

ﾚｽﾎﾟﾝｽ
（秒）

宮崎DCとの
ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

福祉業務シ
ステム

児童福祉
照会事務 7.495 68.109

－

発行事務

－

大分県平均 日田市 宇佐市 由布市

ﾚｽﾎﾟﾝｽ
（秒）

ﾚｽﾎﾟﾝｽ
（秒）

宮崎DCとの
ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

ﾚｽﾎﾟﾝｽ
（秒）

宮崎DCとの
ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

ﾚｽﾎﾟﾝｽ
（秒）

システム名 サブシステム名 事務種別

宮崎DC 大分県実証実験参加団体

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－

－

－ － －

－ － －

0.162

-5.036 

-0.676 

-1.319 

-0.065 

－ － －

－ －

1.303

-36.395 

1.356

-12.630 45.598 21.833

37.469

2.082

3.504

0.305

-0.506 

0.554

14.674

-3.479 

2.842

32.427

5.449

2.887 2.268

4.273

文書管理シ
ステム

文書管理 照会事務 3.359 2.853 2.040

電子決裁 文書事務 2.333

統計事務 0.779 2.135

人事給与シ
ステム

給与計算 例月事務 58.228

人事管理 異動事務 4.949

出納管理 照会事務 1.822 4.664

5.254

決算管理 決算事務 42.505 74.932

決算統計

8.928

1.984－ －

宮崎DCとの
ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

20.219 16.007

宮崎DCとの
ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

10.462

-5.424 

ﾚｽﾎﾟﾝｽ
（秒）

宮崎DCとの
ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

ﾚｽﾎﾟﾝｽ
（秒）

ﾚｽﾎﾟﾝｽ
（秒）

財務会計シ
ステム

予算編成 予算事務 5.545

予算執行 執行事務

システム名 サブシステム名 事務種別
由布市

ﾚｽﾎﾟﾝｽ
（秒）

ﾚｽﾎﾟﾝｽ
（秒）

宮崎DCとの
ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

ﾚｽﾎﾟﾝｽ
（秒）

宮崎DCとの
ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

宮崎DC 大分県実証実験参加団体

大分県平均 日田市 臼杵市 杵築市 宇佐市
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B. 宮崎県実証実験参加団体 

 
表 ７-27 宮崎デヸタセンタ（ＤＣ）とのレスポンス値比較：Ａｃｒｏｃｉｔｙ住民情報 

 
 

 
表 ７-28 宮崎デヸタセンタ（ＤＣ）とのレスポンス値比較：Ａｃｒｏｃｉｔｙ福祉総合 

 
 

 

0.944

1.351

0.989

1.374

0.5983.543

0.575

0.934

0.536

1.375

1.051

1.239

0.793

2.269

1.848

2.204

1.692

27.859

1.887

1.269

0.880

0.430

0.528

0.281

0.981

1.820

1.301

1.391

0.601

0.727

1.207

1.562

0.691

0.560

0.511

1.563

1.949

1.117

1.590

1.976

11.113

0.541

0.313

1.534

-0.063

33.636

1.738

1.629

1.193

0.630

0.633

0.184

1.746

0.802

1.523

0.442

-4.035

0.770

15.109

1.553

1.040

0.809

1.413

1.020

3.944

9.827

1.432

1.007

0.470

1.750

1.191

1.609

1.719

0.378

0.934

0.270

0.880

0.474

13.499

2.806

2.435

2.844

2.316

0.273

0.965

0.449

2.168

2.589

2.276

0.093

2.261

3.802

3.425

0.136

0.713

-3.292

2.014

8.593

0.727

1.581

2.324

1.879

2.636

4.047

1.637

1.617

1.566

3.406

0.815

1.265

1.793

1.024

0.989

0.305

1.726 2.1174.578 4.6711.278 3.450予防接種 照会事務 1.128 2.406

2.860

母子健診 照会事務 1.360 9.953 4.204 11.187 2.734 2.711

1.365

29.250

3.281 5.860

－ 1.297

成人健診 照会事務 1.916 3.930 3.469

統計事務 1.391 － 14.890 － 16.500

－ 2.078 － 2.391 2.437

2.359異動事務 0.667 － 1.141
福祉業務シ

ステム

介護保険

照会事務 0.745

発行事務 1.198

－ 2.718 2.570

1.199

－ 1.015 － 1.187 1.796

1.336 0.899
賦課

照会事務 1.066 2.265

発行事務 1.195 2.531 2.094

3.594 2.782

1.340

1.933

3.234 － 1.868 1.602

異動事務 0.863 2.203 1.828 1.438

統計事務 1.848 3.781 2.297 －

－ 1.047

1.735

発行事務 2.133 2.438 2.406 － 2.766 2.563

2.977 2.508

国民健康保
険システム

資格

照会事務 0.855 1.844 3.171 － 2.484

－ －1.808滞納 照会事務 1.239 3.047

2.969

発行事務 1.066 2.125 2.000 － 2.086 2.953

2.273 2.789

2.0780.965

収納
照会事務 1.149 3.422 3.938 －

1.059

2.562

3.078 3.7032.181

1.043

1.937

1.906
宛名管理

照会事務 0.897 1.921 3.101

異動事務 1.097 2.062 2.140 3.532

0.855

4.390

発行事務 1.098 2.891 1.953 － 2.946

2.610

異動事務 3.063

7.328 －

4.625

統計事務 1.817 1.089

1.258

2.391

0.704

2.718

固定資産税
照会事務 2.121 4.000 5.207

35.4534.141 2.906 －

－

14.093 5.609 －

0.925

3.00011.030 2.546
軽自動車税

照会事務 0.531 1.235 1.641 －

発行事務

2.454

2.984 － 1.266 1.234

0.953

2.3511.360

－ 2.594

1.184 2.765 2.109

0.8441.110

照会事務 0.633

2.704

発行事務 1.063 2.328 2.016 － 2.672

0.633

－ 1.640 1.430

税業務シス
テム

個人住民税
照会事務 1.403 2.218 4.828

法人住民税

0.125

国民投票 照会事務 0.870 － 4.672

国民年金 照会事務 0.770 8.930 1.461

－ 0.844

総合窓口

3.031 －8.160

1.656－10.012照会事務 5.691 2.399 15.703 6.219

学校教育 照会事務 0.563 0.688 0.656

11.742

選挙人名簿 照会事務 0.787 1.500 3.063 2.219 1.257 1.328

外国人登録

3.054

照会事務 0.629 0.765 3.218 －

発行事務 1.078 4.484 2.953

異動事務 2.113

5.843 － 2.836

統計事務 1.508

5.028

0.711

4.597
印鑑登録

照会事務 1.246 2.812

－ 2.7971.875

3.750 7.141 － 3.422

3.125 2.219 － 2.250

1.062 1.148

2.797

1.105

0.742

0.504

2.625

0.425

1.329発行事務 1.234 5.281 2.215 － 2.5630.981

宮崎DCとの

ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

住民情報関
連業務シス

テム

住民記録

照会事務 0.637 3.273 1.742 －

4.0621.309

宮崎DCとの

ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

ﾚｽﾎﾟﾝｽ

（秒）

宮崎DCとの

ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

ﾚｽﾎﾟﾝｽ

（秒）

宮崎DCとの

ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

ﾚｽﾎﾟﾝｽ

（秒）

システム名 サブシステム名 事務種別
綾町 門川町

ﾚｽﾎﾟﾝｽ

（秒）

ﾚｽﾎﾟﾝｽ

（秒）

宮崎DCとの

ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

ﾚｽﾎﾟﾝｽ

（秒）

宮崎DC 宮崎県実証実験参加団体

宮崎県平均 延岡市 日向市 串間市

1.775

25.329

1.906

29.500

2.140

21.28121.407

2.985

－

-0.175 

－

24.163

1.707

27.516

30.225

4.563

34.000

5.203

19.328

48.094

1.028

16.681

4.075

21.782

2.140

3.909

20.407

0.950

22.775

4.434

18.756

1.074

33.307

3.810

42.412 34.615

14.591

64.32830.141

1.153

10.431

73.376

14.509

82.157

25.094 28.641

発行事務 1.047 5.718 3.187 3.187 2.953

60.766 88.969 32.812

4.671

85.657重度心身障害者
医療

照会事務 3.312 64.078

24.562

6.656 3.235 2.828

24.422

5.603 2.182

27.703

5.056

46.81350.094 24.688
乳幼児医療

照会事務 3.281 31.063

発行事務 1.053 6.109

27.782

発行事務 1.515 5.609

61.422
生活保護

照会事務 2.250 33.484

22.10917.100

63.672

4.094 5.063 －3.548

28.600

1.278 5.078

－

1.738

31.234 26.95329.203

3.016 5.187

4.672

23.022

ひとり親福祉
照会事務 3.353 20.453 90.328

3.922

3.800発行事務

31.953

-0.394 

124.382 38.390128.157 46.187

19.438

86.975

-0.925 
高齢者福祉

照会事務 3.775 26.797

発行事務 4.847 4.453

17.156 35.954

1.128 4.750 4.9383.622

25.422

発行事務 3.535 4.688

障害者福祉
照会事務 2.647 13.078

発行事務 5.562

4.485

ﾚｽﾎﾟﾝｽ
（秒）

73.109 29.188 56.875

ﾚｽﾎﾟﾝｽ
（秒）

ﾚｽﾎﾟﾝｽ
（秒）

宮崎DCとの
ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

ﾚｽﾎﾟﾝｽ
（秒）

宮崎DCとの
ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

綾町 門川町

宮崎DCとの
ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

福祉業務シ
ステム

児童福祉
照会事務 8.781 38.922

4.609

ﾚｽﾎﾟﾝｽ
（秒）

宮崎DCとの
ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

ﾚｽﾎﾟﾝｽ
（秒）

宮崎DCとの
ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

日向市 串間市
システム名 サブシステム名 事務種別

宮崎DC 宮崎県実証実験参加団体

宮崎県平均 延岡市
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表 ７-29 宮崎デヸタセンタ（ＤＣ）とのレスポンス値比較：ＩＰＫＮＯＷＬＥＤＧＥ内

部情報 

 
 

  

-6.032

-4.730

-6.663

-11.315

-30.022

-10.895

-5.787

0.597

0.008

-9.743

-0.738

20.381

0.501

-8.371

8.153

-3.617

宮崎DCとの

ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

ﾚｽﾎﾟﾝｽ

（秒）

宮崎DCとの

ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

門川町

-0.871

2.267

-0.430

-8.543

-1.668

-1.570

9.819

-29.238

-3.665

－

－

1.774

4.097

-1.407

－

7.791 － － 4.468

文書管理シ

ステム

文書管理 文書事務 16.501 － 10.469

電子決裁 決算事務 9.198 5.533

4.271-11.603

16.250

17.492 20.598

15.166 14.005 3.563-1.161

0.991

10.874 － － 10.090
人事管理

異動事務 40.112 38.542

照会事務 －

53.475 38.659

人事給与シ

ステム

給与計算 例月事務 27.565 25.897 37.384 － －

-8.343

10.525 －2.707 -34.797決算統計 統計事務 45.322 48.029

0.554 0.992

決算管理 決算事務 10.743 2.400 2.200 － 2.372 1.000

7.016

1.4850.696

6.329 1.280

7.509 － 25.623 5.839

1.680
財務会計シ

ステム

予算編成 予算事務 7.067

予算執行
執行事務 5.242

照会事務 0.984

宮崎DCとの

ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

ﾚｽﾎﾟﾝｽ

（秒）

3.450 6.196 －

綾町

宮崎DCとの

ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

ﾚｽﾎﾟﾝｽ

（秒）

宮崎DCとの

ﾚｽﾎﾟﾝｽ差

ﾚｽﾎﾟﾝｽ

（秒）

システム名 サブシステム名 事務種別
ﾚｽﾎﾟﾝｽ

（秒）

ﾚｽﾎﾟﾝｽ

（秒）

宮崎DC 宮崎県実証実験参加団体

宮崎県平均 延岡市 日向市 串間市
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（３） アクセス制限による接続実証 

他の参加団体から利用できないことを実証するため、自治体認証（ユヸザ

名ヷパスワヸドによる認証）処理により、アクセス制限が適切に行われてい

ることを確認する。 

 
 自治体認証処理はシングルサインオンの過程で実施する 

 

ア） 実証手順 

 

 
図 ７-21 シングルサインオンによる画面展開イメヸジ 
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イ） 実証結果 

アクセス制限が適切に行われている確認を、各実証実験参加団体庁舎内か

らＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワヸク）を介したシングルサインオン実証の

過程で行った。 

 

A. アクセス制御結果 

シングルサインオンによる自治体認証機能が正常に動作しアクセス制限

が適切に行われること（他の参加団体から利用できないこと）を確認した

が、シングルサインオンが実施できた団体と実施できなかった団体があっ

た。 

 
表 ７-30 シングルサインオンの結果 

 実施できた団体 実施できなかった団体 

大分県 臼杵市 

宇佐市 

由布市 

日田市 

杵築市 

宮崎県 延岡市 

綾町 

日向市 

串間市 

門川町 

 

B. シングルサインオンができなかった原因 

実証実験参加団体の既存ネットワヸクからＬＧＷＡＮへ接続する環境に

おいて、サヸバ（ポヸタルサヸバヷアイデンティティプロバイダサヸバ）

の名前解決（ネットワヸク上で、コンピュヸタやネットワヸク機器につけ

られた名前からアドレスを割り出すこと。またはその逆。）が出来ないた

めシングルサインオンが実施できなかった。 
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７.２.２ 事務共通化運用実証 

（１） 事務共通化運用実証の実施にあたって 

ア） 業務サヸビスの共同利用を目的とした事務フロヸの標準化を図る 

事務共通化運用実証では、住民サヸビスの向上と費用対効果の向上を同

時に実現するサヸビスの提供を目指し、標準機能（追加）の策定と事務フ

ロヸの標準化を検討する。 

 

 住民サヸビスの向上 

事務共通化運用実証を行うことにより、住民サヸビスの低下を招か

ないよう、住民が利便性を実感できるサヸビスの提供を協議する。 

 

 運用コストの削減に向けた法制度改正への対応 

法制度改正時の事業者が提供する「標準システム」に、市町村の独

自仕様を織り込むことは運用コスト増を招く。今回、実証事業を通

して事務フロヸの標準化を行い、コスト削減を図る。 

 

イ） 事務フロヸの標準化を図る上での問題点、誯題のまとめ 

地域性や人口規模を視点に、『事務共通化運用実証』をとおして、明ら

かになった問題点、誯題を報告書にまとめる。 

 

（２） 県越えの業務サヸビス共同化実証について 

ア） 県越えの推進組織の立ち上げと問題点、誯題のまとめ 

 自治体クラウド開発実証事業を推進する組織、体制の立ち上げを行い

『事務共通化運用実証』を実施する。 

 組織運営の中で発生した変更点、問題点を報告書にまとめる。 

イ） 新規自治体の参加に向けて（情報提供） 

 新規参入する市町村へ向けてのドキュメント整理を行う。事務共通化

運用実証で参加団体からあがった要求事項や事務統一に向けた協議

結果の成果資料を提供する。 

 新規参入する市町村への提言を報告書にまとめる。自治体クラウドシ

ステム参入における従来型導入方式との違いや参加に向けての進め

方についてとりまとめる。 

 

（３） 事務共通化運用実証の概要 

大分県ヷ宮崎県では両県で共通のＡＳＰヷＳａａＳ事業者のサヸビスの提供

を受けるため、事務の共通化を行った。大分県５市、宮崎県５市町が参加した。

今回の実証事業における参加団体及び人口規模は以下の通りである。 
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表 ７-31 参加団体及び人口規模 

参加団体 人口規模 職員数 人口規模レンジ 

５万人未満 １０万人未満 １０万人以上 

大
分
県 

日田市 ７０，６８５ ６６９ 
 

○ 
 

臼杵市 ４１，３７２ ４１９ ○ 
  

杵築市 ３２，５１４ ５０５ ○ 
  

宇佐市 ５８，８２９ ６９３ 
 

○ 
 

由布市 ３４，９３２ ３９８ ○ 
  

宮
崎
県 

延岡市 １２９，９１４ １,２９６ 
  

○ 

日向市 ６２，８００ ５９４ 
 

○ 
 

串間市 ２０，４９３ ３７２ ○ 
  

綾 町 ７，２７１ ８６ ○ 
  

門川町 １８，８３８ １５６ ○ 
  

 

ア） 大分県ヷ宮崎県自治体クラウド推進協議会 

両県及び参加団体で自治体クラウドを強力に推し進めるため、｢大分県ヷ宮崎

県自治体クラウド推進協議会｣を発足する。 

A. 会議体の役割 

① 本会 

会則や事業計画等、本会運営に関する重要事項の議決を行う。 

② 分会 

各県の個別事項の検討及び本会協議事項の意見調整を行う。 

③ 作業部会 

各業務の専門的な検討を行う。 

④ 業務部会 

要求事項について詳細な検討を行う。 

 

 



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

４８８ 

 
図 ７-22 大分県ヷ宮崎県自治体クラウド推進協議会 

 

B. 作業部会の構成及び担当割 

各業務の事務共通化運用を主体的に行う会議体として｢作業部会｣を８業務

グルヸプに分けて設置する。 

各作業部会には、部会長ヷ副部会長を配し、さらに各参加団体より業務に

精通した担当者を業務ごとに作業部会員として選任し、業務に関する情報提

供や作業部会への参加の任を負う。 

 
表 ７-32 作業部会の構成 

作業部会 部会長 備考 

①住民情報関連業務システム

部会 

部会長 ： 延岡市 

副部会長 ： 日田市 

業務グルヸプごとに大

分県、宮崎県より正副部

会長を設置 ②税業務システム部会 部会長 ： 日田市 

副部会長 ： 日向市 

③国民健康保険システム部会 部会長 ： 延岡市 

副部会長 ： 日田市 

④福祉業務システム部会 部会長 ： 杵築市 

副部会長 ： 串間市 

⑤財務会計システム部会 部会長 ： 宇佐市 

副部会長 ： 綾町 

内部情報系業務は採用

したパッケヸジの違い

により各県ごとに部会

長を設置 
⑥人事給不システム部会 部会長 ： 日向市 

副部会長 ： 宇佐市 

会 長：大分県 情報政策課長
副会長：宮崎県 情報政策課長
会 員：参加団体の情報管理主管課長

幹事会

大分分会 作業部会

分 会 長：大分県
副分会長：日田市
分 会 員：臼杵市

杵築市
宇佐市
由布市

宮崎分会

分 会 長：宮崎県
副分会長：延岡市
分 会 員：日向市

串間市
綾町
門川町

７つの業務システム作業部会
＋

ネットワーク・基盤システム

※ 分会の構成員は各団体の情報管理主管課職員

※ 作業部会の構成員は各団体の情報管理主管課
及び業務原課職員

業務部会

機能詳細検討に伴うＢＰＲのため、各
作業部会を業務単位で細分化し、６０の
業務部会を設置

例）税業務システム作業部会に固定資産
税の「土地」、「家屋」、「償却」の
業務部会など※ 業務部会の構成員は各団体の業務に精通して

いる職員（業務原課職員や前任者など）
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作業部会 部会長 備考 

⑦文書管理システム部会 部会長 ： 門川町 

副部会長 ： 由布市 

⑧ネットワヸクヷ基盤システム

部会 

部会長 ： 宮崎県 

副部会長 ： 大分県 

各県が担当 

 

基本的に推進計画で考えていた組織体制で実施が進められたが、作業部会

の担当に変更が発生した。変更点は以下の通りである。 

 

 住民情報関連業務システム部会の副部会長の変更。臼杵市は住民票業

務のみの参加で他の印鑑、年金業務に参加しないため日田市に変更 

 内部情報系業務（財務会計、人事給不、文書管理システム部会）の部

会長の考えを変更。大分ヷ宮崎地区で採用したパッケヸジの違いによ

り、各県毎に部会長を設置 

 

作業部会での結果をもとにサヸビス種別を以下のように確定する。 

要求事項ごとに必要性ヷ効率性を十分審議し、以下のようなサヸビス種別

に振り分ける。 

 

C. 業務部会 

数多くの要求事項を詳細に効率よく審議していくために、現行の作業部会

を細分化した上で業務に精通した担当者及び事業者による会議体を立ち上げ

る必要がでてきた。そのため業務単位の会議体として｢業務部会｣の立上げを

作業部会に要請し、平成２２年４月に設置した。 

業務部会は予めグルヸプ分けされた作業部会内の業務単位に立ち上げるこ

とを考えていたが、実際の参加団体の組織体制の違いなどにより調整がなさ

れた。 
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表 ７-33 大分県の業務部会 

 
 

表 ７-34 宮崎県の業務部会 

 
 

 収納業務は、国民健康保険及び介護保険も含め多くが税務誯（係）で

徴収事務がされているため、業務部会も税業務システムとして統合し

て協議を行った。 

　１． 住民記録（人口統計含） 　１． 保育

　２． 印鑑登録 　２． 障害者福祉

　３． 外国人登録 　３． 高齢者福祉

　４． 選挙人名簿（国民投票含） 　４． 児童扶養手当

　５． 総合窓口 　５． 生活保護

　６． 学校教育 　６． 健康管理（成人健診）

　７． 国民年金 　７． 健康管理（母子保健）

　１． 個人住民税 　８． 健康管理（予防接種）

　２． 法人住民税 　９． 健康管理（保健指導）

　３． 軽自動車税 １０． 乳幼児医療

　４． 固定資産税 １１． 障害者医療

　５． 宛名管理 １２． ひとり親医療

　６． 総合収納管理 　１． 財務会計

　７． 総合滞納滞納

　８． 介護保険（資格）

　９． 介護保険（受給） 　１． 人事給与計算

１０． 介護保険（給付）

１１． 介護保険（賦課）

　１． 国民健康保険（資格） 　１． 文書管理

　２． 国民健康保険（賦課）

　３． 国民健康保険（給付）

①住民情報関連業務
システム

④福祉業務システム

⑥人事給与システム

業務部会作業部会 業務部会 作業部会

③国民健康保険シス
テム

⑦文書管理システム

②税業務システム

⑤財務会計システム

　１． 住民記録（人口統計含） 　１． 保育

　２． 印鑑登録 　２． 障害者福祉

　３． 外国人登録 　３． 高齢者福祉

　４． 選挙人名簿（国民投票含） 　４． 児童扶養手当

　５． 総合窓口 　５． 生活保護

　６． 学校教育 　６． 介護保険（資格）

　７． 国民年金 　７． 介護保険（受給）

　１． 個人住民税 　８． 介護保険（給付）

　２． 法人住民税 　９． 介護保険（賦課）

　３． 軽自動車税 １０． 介護保険（認定）

　４． 固定資産税（家屋） １１． 健康管理（成人健診）

　５． 固定資産税（課税・共通） １２． 健康管理（特定健診）

　６． 固定資産税（償却） １３． 健康管理（母子保健）

　７． 固定資産税（土地） １４． 健康管理（予防接種）

　８． 宛名管理 １５． 健康管理（保健指導）

　９． 総合収納管理 １６． 乳幼児医療

１０． 総合滞納滞納 １７． 障害者医療

１８． ひとり親医療

　１． 国民健康保険（資格） 　１． 財務会計（予算執行）

　２． 国民健康保険（賦課） 　２． 財務会計（予算編成・決算統計）

　３． 国民健康保険（給付） 　１． 人事給与計算

　４． 長寿医療（後期高齢者）

　１． 文書管理

業務部会作業部会

⑤財務会計システム

⑥人事給与システム

業務部会

③国民健康保険シス
テム

①住民情報関連業務
システム

作業部会

⑦文書管理システム

④福祉業務システム

②税業務システム
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 介護保険の賦誯、収納業務が税務誯（係）でされていたため、介護業

務部会そのものを税務業務の作業部会の配下で協議を進めた。（大分

県） 

 業務により係が分かれていたり、他業務の係と関わりがある場合など

で業務部会を細分化した。（宮崎県） 

 

例）健康管理（特定健診）は国民健康保険担当誯と健康管理の健診担当

誯（係）にまたがるため業務部会を分割した。 

他に、固定資産税（土地、家屋、償却資産、誯税ヷ共通）、財務会

計（予算編成ヷ決算統計、予算執行）なども同様に分割した。 
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イ） 事務共通化運用実証の業務範囲 

自治体クラウド開発実証事業における業務サヸビスの対象業務については、

以下の表の通りであり、事務共通化運用実証の対象業務範囲とする。 

 
表 ７-35 実証事業対象業務一覧 

 
 

（４） 事務共通化運用実証の目的 

ア） 業務サヸビスの共同利用を目的とした事務の標準化を図る 

事務共通化運用実証では、住民サヸビスの向上と費用対効果の向上を同時に

実現するサヸビスの提供を目指し、標準機能（追加）の策定と事務の標準化を

検討する。 
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 住民サヸビスの向上 

事務共通化運用実証を行うことにより、住民サヸビスの低下を招か

ないよう、住民が利便性を実感できるサヸビスの提供を協議する。 

 

 運用コストの削減に向けた法制度改正への対応 

法制度改正時の事業者が提供する「標準システム」に、市町村の独

自仕様を織り込むことは運用コスト増を招く。今回、実証事業をとお

して事務の標準化を行い、コスト削減を 図る。 

 

イ） 事務の標準化を図る上での問題点、誯題のまとめ 

地域性や人口規模を視点に、『事務共通化運用実証』をとおして、明らかに

なった問題点、誯題を報告書にまとめる。 

 

（５） 事務共通化運用実証の実施手順 

事務共通化運用実証で行われたパッケヸジソフトの共同調達から共同利用

に向けた具体的なプロセスは以下のとおりである。まず、各参加団体のパッ

ケヸジソフトに対する要求事項を収集し、これを基に今回の大分県ヷ宮崎県

における実証実験に用いるＡＳＰヷＳａａＳ型のパッケヸジソフトの調達を

行い、実際に調達したパッケヸジソフトが提供する機能と当初要求した機能

の間の差分を確認する。従前はこの差分については各市町村においてカスタ

マイズや開発等を行っていた部分に該当するが、今回の実証においては、こ

の差分、すなわちパッケヸジソフトに対するカスタマイズを極力尐なくする

ことを目的とし、以下の「要件定義１工程」、「要件定義２工程」を経て、

標準機能、標準機能（追加）、県版機能、個別機能、実証外機能に整理した。 

 

＜要件定義１工程及び要件定義２工程＞ 

 要件定義１工程…参加団体の当初の要求事項を統一機能（素案）にま

とめる工程（統一機能とは、今回の大分県ヷ宮崎県の参加団体が共通

で利用するパッケヸジソフトの機能のことを指す）。 

 要件定義２工程…参加団体が要求する機能と、調達したパッケヸジソ

フトが提供する機能の差分について、統一機能（素案）を基に参加団

体間で事務統一化協議を行い、以下のサヸビス種別に振り分ける。 
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図 ７-23 業務要件定義の工程分け 

 

＜サヸビス種別＞ 

 標準機能･･･パッケヸジソフトが実際にあらかじめ備えていた機能、

又は参加団体において業務をパッケヸジソフトに合わせることがで

きた機能 

 標準機能（追加）･･･大分県ヷ宮崎県から挙がった要件のうち、調達

したパッケヸジソフトが当初は装備していなかった機能であり事務

統一のための協議を経て参加団体の共通の機能として追加された機

能 

 県版機能･･･県の条例または様式など県ごとに違いのある機能 

 個別機能･･･市町村条例など市町固有の要件で事務統一できなかった

機能 

 実証外業務･･今回の実証事業の対象外の業務又は機能に該当する要

件（端末環境関連など） 

 

ア） 要件定義にともなう協議の効率化について 

A. メヸリングリストの活用について 

参加団体、事業者との情報伝達手段としてメヸリングリストの活用を基本

とする。また、メヸリングリストを以下の会議体メンバヸで使い分けること

で情報の選別と共有を図る。 

 

B. 共有サイトの立ち上げについて 

インタヸネット上で情報を登録し自由に閲覧できるＷＥＢサイトを設け、

参加団体のメンバヸ及び事業者などに利用を限定することで、実証事業での

会議資料や報告資料、イベント案内などリアルタイムに情報の共有化を図る。 

 

 

 

9月4月 5月 6月 7月1月 8月

大
分
県

宮
崎
県

3月2月

工
程

c.事務共通化協議

c.事務共通化協議

a.必要要件の収集

a.必要要件の収集

b.追加要件の収集

b.追加要件の収集

要件定義１工程 要件定義２工程

d.標準機能の範囲確定
　・両県で機能統一
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C. ＴＶ会議の活用  

限られた期間で協議を行っていくため、協議参加者の移動時間、会議室の

予約等、諸々の調整事項の負担をできる限り減らし効率化を図るため、事業

者より各参加団体にＴＶ会議用の機器及び回線を準備し、参加者はＴＶ会議

の場所を確保して運用する。 

 

イ） 要件定義１工程の実施 

要件定義１工程は、業務プロセスの見直しが必要となる業務要件の収集を目

的とするため、業務サヸビスの機能説明等により業務要件の収集、とりまとめ

を以下の手順で行う。 

A. 基本業務要件のアンケヸト調査の実施 

参加団体より利用システムに基本的に必要とされる業務要件を収集するた

め、調査票形式でアンケヸト調査票を各作業部会員に配布し、とりまとめら

れた結果を回収する。（大分県及び宮崎県より作業部会に配布） 

 

B. パッケヸジ機能の説明 

パッケヸジ機能を理解していただくため、操作手引書、帱票サンプル、運

用スケジュヸルなど各種資料の配布を行い、さらにデモ機を設置して参加団

体の業務担当者に機能説明を実施。 

 

C. ＱＡ票の運用及び要求事項一覧の収集 

各団体からのパッケヸジに対する質問や確認事項についてはＱＡ票を活用

し、さらに追加の業務要件については業務要件一覧で参加団体の作業部会員

とメヸルによる収集を行う。 

 

D. 標準機能（追加）（素案）の作成 

収集した各団体からの業務要件をＡＰＰＬＩＣ（自治体業務アプリケヸシ

ョンユニット標準仕様書Ｖ２．１）に準拠した機能レベルに分類を行い、事

業者の視点で以下のようなサヸビス種別に振り分けて、標準機能（追加）（素

案）としてとりまとめる。 

 
表 ７-36 事業者側によるサヸビス種別の設定 

標準機能の設定 業務パッケヸジが標準に実装しているものや、事業者か

ら代替案が提示できる機能を設定する。 

実証外業務機能の設定 実証外業務又は機能や運用ヷ環境設定に関わる機能につ
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いて設定する。 

その他 上記以外は、事務統一に向けた協議によりサヸビス種別

を決定していくもの 

 

ウ） 要件定義２工程の実施 

要件定義１工程でとりまとめられた｢標準機能（追加）（素案）｣をもとに個々

の業務要件で、パッケヸジ機能に実装されていない機能について作業部会で業

務プロセスの見直しを行い、統一化「できたもの」と「できなかったもの」の

要因分析を行いとりまとめる。作業手順は以下のとおりである。 

 

 

A. 作業部会の開催 

協議が必要な要求事項について必要性や効率性を十分審議するため作業部

会をＴＶ会議やメヸリングリストを活用し実施する。 

 

① 開催方式 

大分県、宮崎県に別れて作業部会ごとに作業部会員を招集し協議を

行う。 

② 開催期間 （４月～８月） 

４月に事業者から｢標準機能（追加）（素案）｣を配布し、８月まで

にサヸビス種別を確定し、８月の作業部会で報告する。 

③ 開催頻度 

開催頻度は業務の素案数により仮設定をおこなう。（例：教育 ２

回、住民税 ４回程度） 

B. 大分県ヷ宮崎県ごとに事務統一に向けてサヸビス種別を確定 

作業部会での結果をもとにサヸビス種別の確定を以下のように確定する。

要求事項ごとに必要性ヷ効率性を十分審議し、以下のようなサヸビス種別に

振り分ける。 

 
表 ７-37 作業部会の協議でサヸビス種別の確定 

標準機能の確定 標準機能又は事業者が提案した代替案で業務が行え

るか協議し決定する。 

標準機能（追加）の確定 標準機能で対応できないものについて、標準化に向

け業務プロセスの見直しを行い、事務統一化できたも
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のを決定する。 

個別機能の確定 市の条例による業務など、上記で統一化できなかっ

た要求事項を個別機能とする。 

 

C. 各県ごとに事務統一できた要求事項を標準機能（追加）又は県版機能又は

標準機能（追加）への振り分け 

各県で事務統一できたものを大分県、宮崎県で突合を行い、サヸビス種別

を確定する。 

 
表 ７-38 事業者側によるサヸビス種別の確定 

標準機能（追加）

の確定 

両県で同じ要求事項としてあがり事務統一結果も同じものを標準

機能（追加）とする。 

県版機能の確定 標準機能（追加）として事務統一できたもので県の条例によるも

のや県で様式が決められているものを県版機能とする。 

 

D. 個別機能要件の対応について 

業務部会で統一化に向けた協議の結果、個別機能と判断されたものについ

ては、今回の実証事業の目的である事務統一の標準化から外れるため、本運

用に向けた協議の場で詳細仕様の確定を行うこととする。 

 

 

E. 業務要件定義の成果物について 

業務要件定義における成果物については、以下を予定する。 

 
表 ７-39 業務要件定義の成果物 

フェヸズ インプット アウトプット 

要件定義１ デモ機 

操作手引書 

各種設計資料 

機能一覧調査票 

（業務システム個別要求機能一覧） 

要求事項一覧 

ＱＡ票 

標準機能（追加）(素案） 

業務要件定義書 

要件定義２ 標準機能（追加）（素案） 

業務要件定義書 

機能情報関連図（標準版） 

事務フロヸ（標準版） 

標準機能（追加）一覧（標

準版） 

標準機能（追加）（確定版） 

業務要件定義書 

機能情報関連図（確定版）変更分 

事務フロヸ（確定版）変更分 

標準機能（追加）一覧（確定版） 

議事録 
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（６） 事務共通化運用実証の実証結果 

ア） 情報共有について 

A. メヸリングリストの活用について 

大分地区では、ＴＶ会議での要件定義資料の送受信とは別にメヸリングリ

ストを活用しての審議が活発に行われた。 

メヸリングリストの主な活用方法として 

 

 ＴＶ会議では詰め切れなかった要件の確認 

 各市担当者間での事務運用の意見交換 

 事業者から各市、各市から事業者への質問のやり取り 

 

ＴＶ会議での要件定義と、メヸリングリストを活用したやり取りを行うこ

とで、効率的に要件定義が実施できたと考えられる。 

 

宮崎地区では、作業部会ごとメヸリングリストの活用を行ったが、以下の

理由で思うようには活用できていない。 

 

 作業部会ごとのメヸリングリストは同じ作業部会内であれば、関係な

い業務担当者にもメヸルが届き敬遠された。（例：住民情報関係業務

のメヸリングリスト対象業務は住民記録、印鑑、外国人、など） 

 事業者が資料等の収集配布を行い、参加団体間は自主的に電話や集合

形式の個別会議を実施した。 

 

B. 共有サイトの立ち上げについて 

共有サイトについては以下のような活用を行うことができ当初の計画通

りの運用ができたと考えられる。また、大分県と宮崎県の情報をアップロヸ

ドすることで両県同士の情報共有も図られた。 

 

 ＱＡ票の回答公開と回答状況の管理 

 業務部会開催スケジュヸルなどのイベント管理及び案内 

 各種会議資料及び議事録の情報共有 

 標準機能（追加）（素案）、業務要件定義書などの成果物資料の情報

共有 
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図 ７-24 共有サイト：ログイン画面 

 

 
図 ７-25 共有サイト：登録フォルダの画面 

 
※ 共有サイトはツヸルを準備する期間が短いため事業者が以下の選定条件で富士通のＰ

ｒｏｊｅｃｔＷＥＢを使用した 

 

 利用者管理がしっかりしておりセキュリティが守られること。 

 デヸタ量が増加しても容易に拡張ができること。 

 イベント管理機能が行えること。 

 操作が簡単であること。 

 使用実績が多く信頼性が高いこと。 

 

C. ＴＶ会議の活用 

ＴＶ会議での要件定義と、メヸリングリストを活用したやり取りを行うこ

とで、効率的に要件定義が実施できたと考えられる。また、宮崎県では口蹄

疫が発生したことで職員の移動も控える必要から TV 会議は、非常に有効で

あった。 

大分県の内部情報（財務会計、文書管理、人事給不）で、ＴＶ会議での開

催ではなく、集合形式での協議となったのは以下の理由があった。 

 

 由布市本庁に光ケヸブルが敷設されていない為、ＴＶ会議機材を挟間

支所に設置したため、ＴＶ会議の都度、担当者の移動が必要となり利

便性が低下した。 

 由布市、宇佐市の担当者よりＴＶ会議ではなく、顔をつきあわせての
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集合形式の開催要請があった。開催時間は長くなったが意見交換しや

すかったとの意見もでた。 

 

イ） 要件定義１工程の実施 

A. 基本業務要件のアンケヸト調査の実施 

大分県の宇佐市及び宮崎県の延岡市では、庁内システムの最適化に向けた

検討が進められており、業務に必要な機能の洗い出しがされていた。大分県

及び宮崎県では、その資料をもとに参加団体へのアンケヸト調査票を作成配

布し、必要機能の収集を行った。 

とりまとめられたアンケヸト調査票で、追加で記述されてきた機能につい

ては追加機能として別途、標準機能（追加）（素案）にとりまとめを行った。 

 

 
図 ７-26 アンケヸトフロヸ 

 

アンケヸト調査の結果、参加団体より必頇機能としてあがり、さらにパッ

ケヸジ機能として実装されているものを事業者で基本要件と位置づけを行

った。したがって、この基本機能については事務共通化運用実証の協議から

はずし、その後に、追加としてあがってきた要件を事務共通化運用実証の協

議対象とした。 

基本要件の集計結果は以下のとおりである。 

 

事業者 参加団体（作業部会）

※事業者、参加団体とはメーリングリストを
活用

調査票（個別要求

機能一覧）

【業務担当者】

・調査票の回答、機能追加

調査票（個別要求

機能一覧）

【事業者or県ＰＭＯ】

・調査票の精査・確認

・追加要件を統一機能（素案）にとりま

配布

回収

統一機能（素案）

（とりまとめ）

（大分県、宮崎県より配布）
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表 ７-40 基本要件のとりまとめ結果 

 
※１国民投票･･･新規業務で事務運用が明確でないこともあり調査対象とならなか

った。 

※２国民健康保険及び介護保険の収納業務･･･税業務システムの収納に統合管理さ

れているため調査件数も合算されている。 

※３長寿医療･･･大分地区の実証対象団体（杵築市、宇佐市、日田市）は他事業者の

パッケヸジを本運用でも活用するため基本要件の調査対象から外れた。 

※４介護保険･･･大分地区は介護保険の認定審査業務（要件数６８件）が上記理由と

同じ他事業者のパッケヸジを本運用で活用するため調査対象から外れた。 

※５財務会計、人事給不、文書管理･･･大分地区、宮崎地区で採用したパッケヸジの

違いにより基本要件の件数に違いが出た。大分地区の実証対象団体（宇佐市、

由布市）は既に運用しているパッケヸジのバヸジョンアップ版で実証実験を行

うため、基本となる要件があまりあがらなかった。 
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B. パッケヸジ機能の説明 

参加団体に各種資料を配布したのちに、デモ機の設置と現地でのデモ機に

よる機能説明を行い、実際に機能の確認ができる環境を設けた。 

 

a. 調整事項  

デモ機は台数に制限があるため以下の２点を配慮した。 

① 離れた支所等で福祉業務などの業務担当者が一箇所に集約される場

合の追加設置 

② 職員数が多く使用頻度が高いところについての追加設置 

 

b. メリット  

① デモ機を常設しておくことで各担当者自身の時間調整で機能確認が

行えた。 

② 業務部会などの前後で機能確認を行うことができ、パッケヸジ機能

の理解を深めることができた。 

 

c. デメリット 

① デモ機は参加団体の稼動環境になっていないため一部機能の制限が

あり内容によっては別途、補足説明が必要となった。  

② 実際の事象確認では、テストデヸタによる再現のため入力デヸタの

整合性をとるのに煩わしさがあった。  

③ 設置台数が限られているため利用しやすい場所での限定活用となっ

た。 

 

 
図 ７-27 基本業務要件のアンケヸト調査スケジュヸル 

 

２月 ３月 ４月 ～１０月

▼ﾃﾞﾓ機の設置

●事業者より各参加団体へデモ機による

●参加団体からのＱ＆Ａ対応

▼要求事項をとりまとめて統

一機能（素案）を作成

▼操作手引書、帳票サンプル等各種資

料を参加団体に配布

※デモ機は業務要件２の終了まで設

置
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C. ＱＡ票の運用及び要求事項一覧の収集 

デモ機設置後に参加団体から回収したＱＡ票の回答を行い、追加要求事項

については要求事項一覧を活用して標準機能（追加）（素案）にとりまとめ

た。 

 

 
図 ７-28 QA 表運用フロヸ 

 

ＱＡ票及び要求事項一覧であがってきた追加機能については「追加要件」

として標準機能（追加）（素案）にとりまとめた。集計結果は以下のとおり

である。 

 

事業者 参加団体（作業部会）

※事業者、参加団体とはメーリングリストを
活用
※ＱＡ票は共有サイトにもアップロード

Ｑ＆Ａ票

【質問】
【事業者】

・ＱＡ票の回答を記述して参加団体へ
（同時に共有サイトへアップロード）

・要求事項一覧表は統一機能（素案）にとりま

とめる

統一機能（素案）

（とりまとめ）

ＱＡ票

【回答】

回収

操作手引書

帳票サンプル
各種資料

【業務担当者】

・各種資料およびデモ機による機能確認
・質問はＱＡ票に記入し事業者へ

・追加要求事項は要求事項一覧に記入し事

業者へ

配布

要求事項一覧

送信 【業務担当者】

・ＱＡ票【回答】の確認
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表 ７-41 追加要件のとりまとめ結果 

 
 

表 ７-42 既存システムの 保守事業者 

 
 

D. 標準機能（追加）（素案）の作成 

とりまとめられた標準機能（追加）（素案）に対し、事業者側でサヸビス

種別を仮決定し要件定義２工程の事前資料として準備を行った。 
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図 ７-29 サヸビス種別判定フロヸ（要件定義１工程） 

 

① 実証外業務の設定 

要求事項が実証業務の範囲かをあらかじめ判別する。 

② 標準機能の設定 

要求事項がパッケヸジに実装されているかを判別する。 

③ 上記以外のもの 

要件定義２工程で協議が必要なもの 

 

ウ） 要件定義２工程の実施 

A. 作業部会の下部組織（業務部会）の立ち上げ 

数多くの要求事項を詳細に効率よく審議していくためには、現行の作業部

会を細分化した上で業務に精通した担当者及び事業者による会議体を立ち

上げる必要がでてきた。そのため業務単位の会議体として｢業務部会｣の立上

げを作業部会に要請した。 

業務部会は予めグルヸプ分けされた作業部会内の業務単位に立ち上げる

ことを考えていたが、実際の参加団体の組織体制の違いなどにより調整がな

された。 

 

a.  調整事項 

 収納業務は、国民健康保険及び介護保険も含め多くが税務誯（係）で

徴収事務がされているため、業務部会も税業務システムとして統合し

て協議を行った。 

 介護保険の賦誯、収納業務が税務誯（係）でされていたため、介護業

務部会そのものを税務業務の作業部会の配下で協議を進めた。（大分

県） 

 業務により係が分かれていたり、他業務の係と関わりがある場合など

で業務部会を細分化した。（宮崎県） 
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例）健康管理（特定健診）は国民健康保険担当誯と健康管理の健診担当

誯（係）にまたがるため業務部会を分割した。 

他に、固定資産税（土地、家屋、償却資産、誯税ヷ共通）、財務会

計（予算編成ヷ決算統計、予算執行）なども同様に分割した。 

 
表 ７-43 大分県の業務部会 

 
 

　１． 住民記録（人口統計含） 　１． 保育

　２． 印鑑登録 　２． 障害者福祉

　３． 外国人登録 　３． 高齢者福祉

　４． 選挙人名簿（国民投票含） 　４． 児童扶養手当

　５． 総合窓口 　５． 生活保護

　６． 学校教育 　６． 健康管理（成人健診）

　７． 国民年金 　７． 健康管理（母子保健）

　１． 個人住民税 　８． 健康管理（予防接種）

　２． 法人住民税 　９． 健康管理（保健指導）

　３． 軽自動車税 １０． 乳幼児医療

　４． 固定資産税 １１． 障害者医療

　５． 宛名管理 １２． ひとり親医療

　６． 総合収納管理 　１． 財務会計

　７． 総合滞納滞納

　８． 介護保険（資格）

　９． 介護保険（受給） 　１． 人事給与計算

１０． 介護保険（給付）

１１． 介護保険（賦課）

　１． 国民健康保険（資格） 　１． 文書管理

　２． 国民健康保険（賦課）

　３． 国民健康保険（給付）

①住民情報関連業務
システム

④福祉業務システム

⑥人事給与システム

業務部会作業部会 業務部会 作業部会

③国民健康保険シス
テム

⑦文書管理システム

②税業務システム

⑤財務会計システム
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表 ７-44 宮崎県の業務部会 

 
 

B. 業務部会毎での業務主担当の選任について 

各業務部会の主担当には、作業部会で部会長及び副部会長となった団体が

担当することで決定を行った。それにより、効率よく協議進行ができた。 

例えば大分県の住民票業務部会であれば日田市の市民誯担当者、宮崎県で

あれば延岡市の市民誯担当者が、業務主担当としての役割を担う。 

 

 
図 ７-30 業務部会の構成と業務主担当変更例（介護保険：串間市→日向市） 

 

a. 調整事項  

① 業務主担当は作業部（副部）会長となった団体で担当することとし

たが、対象の業務がその団体で実証実験の参加対象でなかった場合

　１． 住民記録（人口統計含） 　１． 保育

　２． 印鑑登録 　２． 障害者福祉

　３． 外国人登録 　３． 高齢者福祉

　４． 選挙人名簿（国民投票含） 　４． 児童扶養手当

　５． 総合窓口 　５． 生活保護

　６． 学校教育 　６． 介護保険（資格）

　７． 国民年金 　７． 介護保険（受給）

　１． 個人住民税 　８． 介護保険（給付）

　２． 法人住民税 　９． 介護保険（賦課）

　３． 軽自動車税 １０． 介護保険（認定）

　４． 固定資産税（家屋） １１． 健康管理（成人健診）

　５． 固定資産税（課税・共通） １２． 健康管理（特定健診）

　６． 固定資産税（償却） １３． 健康管理（母子保健）

　７． 固定資産税（土地） １４． 健康管理（予防接種）

　８． 宛名管理 １５． 健康管理（保健指導）

　９． 総合収納管理 １６． 乳幼児医療

１０． 総合滞納滞納 １７． 障害者医療

１８． ひとり親医療

　１． 国民健康保険（資格） 　１． 財務会計（予算執行）

　２． 国民健康保険（賦課） 　２． 財務会計（予算編成・決算統計）

　３． 国民健康保険（給付） 　１． 人事給与計算

　４． 長寿医療（後期高齢者）

　１． 文書管理

業務部会作業部会

⑤財務会計システム

⑥人事給与システム

業務部会

③国民健康保険シス
テム

①住民情報関連業務
システム

作業部会

⑦文書管理システム

④福祉業務システム

②税業務システム

宮崎県作業部会 児童福祉（児童扶養手当）

福祉業務システム
児童扶養手当業務主担当

串間市○○担当課

児童扶養手当業務

参加団体作業部会員

介護保険

介護保険業務主担当

日向市○○担当課

介護保険業務

参加団体作業部会員

串間市が福祉業務の部会長の

ため本来担当するところを日向

市が担当
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は他の団体に委任した。 

② 他団体との調整の役割で福祉業務や財務会計等については、情報担

当誯（係）が担うことが多かった。理由としては以下があげられる。 

 

 業務担当者が係りを兼務しているなどで時間がとれない。 

 本運用の対象でないため担当者に負荷をかけられない。 

 繁忙時期のため時間がとれない。 

 

b. メリット 

① 業務部会での協議事項で必要な情報収集や事務手順のとりまとめな

ど、参加団体での意見集約がスムヸズに行えた。 

② 事業者と参加団体との情報伝達や調整事項はメヸリングリストで行

い、とりまとめを業務主担当で行うことで参加団体による主体性が

生まれ業務部会が充実した。 

③ 業務担当者同士の協議の場ができたことで、要求事項以外の事務処

理の確認や情報交換の場として有意義な会議体となる業務もあった。 

 

c. デメリット 

① 担当者に負荷が掛かるため、スケジュヸルに余裕を持たせる必要が

ある。 

② 業務主担当者の積極性に左右される面があり、業務により進行状況

に差が発生する。 

③ 業務主担当者の繁忙期を考慮する必要がある。 

 

C. 業務部会の開催期間及び開催頻度について 

開催実績は下記表を参照。 
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表 ７-45 大分県 業務部会開催実績 

 
◎：テレビ会議による審議  ●テレビ会議による審議終了  ML：メヸリングリストによる審議 

注１）財務会計、人事給不、文書管理は集合形式で審議 

 

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回

7 6 5 4 1 0
　１．住民記録（人口統計含） ◎　５／１８ ◎　６／９ ◎　７／６ ◎　７／２７ ●　ＭＬ

　２．印鑑登録 ◎　５／１８ ◎　６／１０ ●　６／２９

　３．外国人登録 ◎　５／１８ ●　６／１０

　４．選挙人名簿 ◎　５／１９ ◎　６／１１ ◎　７／１３ ●　ＭＬ

　５．総合窓口 ●　７／６

　６．学校教育 ◎　５/１９ ◎　６／１１ ◎　７／１６ ●　ＭＬ

　７．国民年金 ◎　５/１９ ◎　６／１０ ◎　７／６ ●　７／２７

　８．国民投票 － － － － － －

7 7 5 3 2 0
　９．個人住民税 ◎　５/２６ ◎　６/８ ◎　７/１ ◎　７/２６ ●　ＭＬ

１０．法人住民税 ◎　５/２６ ◎　６/８ ●　ＭＬ

１１．軽自動車税 ◎　５/２０ ●　６/１６

１２．固定資産税 ◎　５/２０ ◎　６/４ ◎　６/３０ ◎　７/２ ●　７／２９

１３．宛名管理 ◎　６/１ ◎　６/１８ ◎　７/２２ ●　８／９

１４．収納 ◎　６/１ ◎　６/１６ ●　ＭＬ

１５．滞納 ◎　６/１ ●　６/１６

3 3 3 2 0 0
１６．資格 ◎　５/２１ ◎　６/２２ ◎　７/９ ●　７/２２

１７．賦課 ◎　５/２１ ◎　６/１４ ◎　７/７ ●　ＭＬ

１８．給付 ◎　６/９ ◎　６/２４ ●　７/９

１９．収納 － － － － － －

２０．長寿医療 － － － － － －

15 14 11 4 1 0
２１．児童福祉（児童手当） － － － － － －

２１．児童福祉（児童扶養手当） ◎　５/２７ ◎　６/２２ ●　７/１３

２１．児童福祉（保育） ◎　６/３ ◎　６/２３ ●　ＭＬ

２２．障害者福祉 ◎　６/３ ●　６/２３

２３．高齢者福祉 ●　６/３

２４．ひとり親福祉 ◎　５/２５ ◎　６/２１ ●　７/１２

２５．生活保護 ◎　５/２７ ●　６/２２

２６．介護保険（賦課） ◎　６/２ ◎　６/１５ ◎　７/８ ●　ＭＬ

２６．介護保険（資格） ◎　６/２ ◎　６/２４ ●　７/８

２６．介護保険（受給者） ◎　６/２ ◎　６/２４ ●　７/８

２６．介護保険（給付） ◎　６/２ ◎　６/２４ ●　７/９

２６．介護保険（認定審査会） － － － － － －

２７．成人健診 ◎　５/２８ ◎　６/１７ ◎　７/２１ ●　ＭＬ

２８．母子健診 ◎　５/２８ ◎　６/１７ ●　７/１５

２９．予防接種 ◎　５/２８ ◎　６/１７ ◎　７/１５ ◎　８/２４ ●　ＭＬ

３０．乳幼児医療 ◎　５/２５ ●　６/２１

３１．重度心身障害者医療 ◎　５/２５ ◎　６/２１ ◎　７/１２ ●　ＭＬ

4 4 2 0 0 0
注１） ３２．予算執行 ◎　６/１６ ◎　７/２８ ●　８/１０

３３．予算編成 ◎　５/２０ ◎　７/２８ ●　８/１０

３４．決算 ◎　６/１６ ●　７/２８

３５．物品管理 － － － － － －

３６．決算統計 ◎　５/２０ ●　７/２８

2 2 2 0 0 0
注１） ３７．給与計算 ◎　６/２８ ◎　７/２６ ●　ＭＬ

３８．人事管理 ◎　６/２８ ◎　７/２６ ●　ＭＬ

2 2 0 0 0 0
注１） ３９．文書管理 ◎　５/２０ ●　８/３

４０．電子決裁 ◎　５/２０ ●　８/３

大分県　業務部会

Ⅰ．住民情報関連業務システム

Ⅱ．税業務システム

Ⅲ．国民健康保険システム

業務サービス

Ⅳ．福祉業務システム

Ⅵ．人事給与システム

Ⅶ．文書管理システム

Ⅴ．財務会計システム
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表 ７-46 宮崎県 業務部会開催実績 

 
◎：テレビ会議による審議  ●テレビ会議による審議終了  ML：メヸリングリストによる審議 

注２）国民健康保険システム（収納）は税業務システム（総合収納管理）に含める 

 

a.  ＴＶ会議で実施 

開催方式は基本的にＴＶ会議を実施することで会議参加者のスケジュヸ

ル調整や移動時間、集合による会議室確保など諸々の調整工数削減が図ら

れた。特に、宮崎県では口蹄疫が発生し職員が対応に追われるなか、ＴＶ

会議の活用は有効であった。 

 

b. 調整事項  

 職員数が尐ない団体は、係を兼務しているためスケジュヸルでの配慮

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回

8 8 7 6 2 2 2 0
　１．住民記録 ◎　６／２ ◎　６／１６ ◎　７／７ ●　７／２９

　２．人口統計 ◎　６／２ ◎　６／１６ ◎　７／１６ ●　８／９

　３．印鑑登録 ◎　６／２ ◎　６／１６ ◎　７／７ ●　７／２９

　４．外国人登録 ◎　６／２ ◎　６／１６ ◎　７／７ ●　７／３０

　５．選挙人名簿 ◎　５／２７ ◎　６／９ ●　７／１６

　６．総合照会 ◎　６／１ ●　６／２１

　７．学校教育 ◎　５／２７ ◎　６／９ ◎　６／３０ ◎　７／９ ◎　７／３０ ◎　８／９ ●　ML

　８．国民年金 ◎　５／２７ ◎　６／９ ◎　６／３０ ◎　７／９ ◎　７／２０ ◎　８／２ ●　ML

10 10 8 5 2 1 0 0
　９．個人住民税 ◎　５／２８ ◎　６／２８ ◎　７／９ ●　７／２０

１０．法人住民税 ◎　５／２８ ◎　６／２８ ◎　７／５ ◎　８／２ ●　ML

１１．軽自動車税 ◎　５／１９ ●　６／１０

１２．固定資産税（土地） ◎　５／１９ ◎　６／１１ ●　７／５

１３．固定資産税（家屋） ◎　５／１９ ◎　６／１０ ●　７／１３

１４．固定資産税（償却） ◎　５／１９ ◎　６／１１ ●　７／５

１５．固定資産税（課税・共通）◎　６／１１ ◎　７／５ ◎　７／１３ ●　８／２

１６．宛名管理 ◎　５／２５ ●　６／１０

１７．総合収納管理 ◎　５／２５ ◎　６／２５ ◎　７／１４ ◎　８／１０ ◎　８／１２ ●　９／１

１８．総合滞納管理 ◎　５／２５ ◎　６／２５ ◎　７／１４ ●　８／１０

4 4 4 4 1 1 0 0
１９．国民健康保険（資格）◎　６／８ ◎　６／２３ ◎　８／３ ●　ML

２０．国民健康保険（賦課）◎　６／８ ◎　６／２３ ◎　８／５ ●　ML

２１．国民健康保険（給付）◎　６／８ ◎　６／２３ ◎　８／５ ●　８／１８

注２） 　　　収納 － － － － － － － －

２２．長寿医療（後期高齢者）◎　５／２８ ◎　６／２８ ◎　７／２７ ◎　８／５ ◎　８／１９ ●　９／３

18 18 17 11 4 2 2 1
２３．児童扶養手当 ◎　６／１ ◎　６／２１ ●　７／１２

２４．障害者福祉 ◎　５／２４ ◎　７／１ ●　７／２２

２５．高齢者福祉 ◎　５／２４ ◎　７／１ ●　７／２２

２６．ひとり親医療 ◎　５／３１ ◎　６／２２ ◎　７／６ ●　ML

２７．生活保護 ◎　６／１ ◎　７／５ ◎　８／３ ◎　８／１２ ●　８／２４

２８．介護保険（資格） ◎　６／３ ◎　６／１８ ●　７／１５

２９．介護保険（給付） ◎　６／３ ◎　６／１８ ◎　７／１５ ●　ML

３０．介護保険（受給者） ◎　６／３ ◎　６／１８ ◎　７／１５ ●　ML

３１．介護保険（認定） ◎　６／３ ●　６／１８

３２．介護保険（賦課） ◎　６／３ ◎　６／１８ ◎　７／１５ ●　ML

３３．健康管理（成人健診）◎　５／２６ ◎　７／２ ◎　７／９ ◎　８／９ ◎　８／１８ ◎　８／２３ ◎　８／３１ ●　ML

３４．健康管理（特定健診）◎　７／１２ ◎　８／４ ◎　８／２６ ●　９／１０

３５．健康管理（保健指導）◎　５／２６ ◎　７／９ ●　７／２８

３６．健康管理（母子健診）◎　５／２６ ◎　６／１４ ◎　７／８ ◎　７／２８ ◎　８／４ ◎　８／１１ ●　８／２５

３７．健康管理（予防接種）◎　５／２６ ◎　６／１４ ◎　７／８ ◎　７／２８ ●　ML

３８．乳幼児医療 ◎　５／３１ ◎　６／１７ ◎　７／６ ●　ML

３９．障害者医療 ◎　５／３１ ◎　６／１７ ◎　７／６ ●　ML

４０．保育 ◎　５／２４ ◎　７／１ ●　７／２２

2 2 2 1 0 0 0 0
４１．財務会計（予算執行） ◎　６／１５ ◎　７／１３ ◎　７／２７ ●　９／２

４２．財務会計（予算編成・決算統計）◎　６／４ ◎　７／２ ●　９／２

1 1 1 0 0 0 0 0
４３．人事給与 ◎　６／７ ◎　７／８ ●　７／３０

1 1 1 0 0 0 0 0
４４．文書管理 ◎　６／７ ◎　７／１６ ●　７／３０

Ⅶ．文書管理システム

業務システム

Ⅰ．住民情報関連業務システム

Ⅱ．税業務システム

Ⅴ．財務会計システム

Ⅵ．人事給与システム

宮崎県　業務部会

Ⅲ．国民健康保険システム

Ⅳ．福祉業務システム
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が必要。 

 丌参加団体などは事業者が業務部会報告を行った。（宮崎県） 

 

 
図 ７-31 ＴＶ会議風景 

 

D. 標準機能（追加）（素案）のサヸビス種別確定について 

パッケヸジの標準機能に実装されていない要求事項に対して、その必要性

や事務統一化できるかを業務部会で協議を行った。 

業務要件定義１工程で要求事項が標準機能及び実証外業務に仮決定され

たものについては業務部会で確認を行った。また、業務部会でサヸビス種別

を確定させた後、事業者側が判断し自治体クラウドシステムとしての視点で

標準機能（追加）とするか県版機能とするか最終判定を行った。 

 

【杵築市：５／２１国民健康保険業務部会】 【延岡市：７／２７財務会計業務部会】

ＴＶ会議参加：日田市、宇佐市、杵築市、 ＴＶ会議参加：延岡市、日向市、門川町、

　　　　　　　県ＰＭＯ、事業者 　　　　　　　綾町、事業者
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図 ７-32 サヸビス種別判定フロヸ（要件定義２工程） 

 

【１次判定：業務部会協議】 

① 標準機能の確定（要件定義１工程で仮決定されたものも含め確認を

行う） 

要求事項が事務統一化できるか協議を行い、さらにパッケヸジ機能

に実装されているかを判定する。 

②③各県での統一要求事項 

各県で事務統一できた要求事項でパッケヸジ機能に実装されていな

いものを各県での統一要求事項として位置づける。 

④ 個別機能の確定 

事務統一ができなかったものについては阻害要因を分析する。 

⑤ 実証外業務の確定（要件定義１工程で仮決定されたものも含め確認

を行う） 

要求事項が実証業務の範囲外のものを確定する。 

 

【２次判定：最終判定】  

① 標準機能及び④個別機能、⑤実証外業務の最終確定 

事業者側で代替案等の提示も含め再審査を行い確定した。 

② 標準機能（追加）の確定 

事務統一できた要求事項で両県の共通機能を設定する。 

③ 県版機能の確定 

県条例や県で指定された仕様について設定する。 

 
【１次判定：業務部会協議】

NO

YES

⇒ 事務統一化に向けた協議

NO

YES

NO

YES

【２次判定：最終判定】

NO

YES

NO

YES

⑤実証外業務

（②、③）各県での
統一要求事項

①標準機能

両県の共通要件か

①標準機能 ②標準機能（追加） ③県版機能 ④個別機能

④個別機能 ⑤実証外業務

阻害要因の分析
（条例・機構・規模…）

必要機能の協議

要求事項（必要要件）の
説明

事務統一化の協議

事務統一が可能か

パッケージ実装か

実証対象業務か

県の施策事業等

再審査 再審査
再審査

代替案提示
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業務部会の１次判定結果から事業者判断による２次判定結果でサヸビス

種別の変更されたものは以下のとおりである。 

 

 
図 ７-33 大分県の要件定義２判定結果 

 

 
図 ７-34 宮崎県の要件定義２判定結果 

 

エ） 業務要件の分類結果 

A. サヸビス種別（標準機能、標準機能（追加）、県版機能、個別機能）確定

結果 

要件定義２工程では、追加要件に対する取扱いについて詳細な検討を行う

ため、作業部会の下部組織である業務部会において参加団体の個別業務の担

当者による事務の共通化に向けた協議を行った。この業務部会においてサヸ

ビス種別を分類した結果を基に、パッケヸジソフトを提供する事業者におい

て、標準機能（追加）として、パッケヸジソフトの機能拡充の可否等の判断

を行った。 

最終的に、事業者が判断した標準機能（追加）、県版機能、個別機能を作

業部会及び、本会に諮り各機能として確定させた。 

これらの手順を経て、参加団体の要求事項の収集からパッケヸジソフトの

共同調達、共同利用までの事務共通化運用実証の結果を各機能の件数ごとに

まとめたものが表 ７-47 である。 

 

 

 

サービス種別
1次判定

結果

2次判定による要求事項のサービス種別変動

2次判定
結果

備考
変更なし 変更有り

変更内訳

①標準機能へ
②標準機能

（追加）へ
③県版機能へ ④個別機能へ

⑤実証外

業務・機能へ

①標準機能 384 件 379 件 5 件 - 3 件 1 件 1 件 412 件 A）＋ａ）

②標準機能（追加） - 0 件 0 件 - 102 件 Ｂ）＋ｂ）

③県版機能 134 件 2 件 132 件 23 件 93 件 - 15 件 1 件 3 件 Ｃ）＋ｃ）

④個別機能 142 件 122 件 20 件 8 件 6 件 - 6 件 138 件 Ｄ）＋ｄ）

⑤実証外業務・機能 210 件 208 件 2 件 2 件 - 215 件 Ｅ）＋ｅ）

計 870 件 711 件 159 件 33 件 102 件 1 件 16 件 7 件 870 件

表 ：大分県の要件定義２判定結果

A）

Ｂ）

Ｃ）

Ｄ）

Ｅ）

ａ） ｂ） ｃ） ｄ） ｅ）

Ｃ）

Ｄ）

サービス種別
1次判定

結果

2次判定による要求事項のサービス種別変動

2次判定
結果

備考
変更なし 変更有り

変更内訳

①標準機能へ
②標準機能

（追加）へ
③県版機能へ ④個別機能へ

⑤実証外

業務・機能へ

①標準機能 571 件 552 件 19 件 - 15 件 2 件 2 件 609 件 A）＋ａ）

②標準機能（追加） 48 件 48 件 0 件 - 212 件 Ｂ）＋ｂ）

③県版機能 256 件 14 件 242 件 52 件 139 件 - 11 件 40 件 14 件 Ｃ）＋ｃ）

④個別機能 146 件 131 件 15 件 3 件 6 件 - 6 件 144 件 Ｄ）＋ｄ）

⑤実証外業務・機能 168 件 162 件 6 件 2 件 4 件 0 件 - 210 件 Ｅ）＋ｅ）

計 1189 件 907 件 282 件 57 件 164 件 0 件 13 件 48 件 1189 件

A）

Ｂ）

Ｃ）

Ｄ）

Ｅ）

ａ） ｂ） ｃ） ｄ） ｅ）

表 ：宮崎県の要件定義２判定結果
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表 ７-47 サヸビス種別の分類結果 

サヸビス種別 大分県 宮崎県 合計 

要求事項（A） 3,590 4,544 8,134 

実証外機能（B） 215 210 425 

実証対象機能（A）－（B） 3,375 4,334 7,709 

標準機能 3,132 3,964 7,096 

標準機能（追加） 102 212 314 

県版機能 3 14 17 

個別機能 138 144 282 

 

詳細な結果については『【別添３】大分県ヷ宮崎県「事務共通化運用実証

補足資料」（４－５－３）』を参照のこと。 

 

B. 代案提案により「標準機能（実装）範囲内での利用」となった要件 

事業者が提案した代替案により、市町村の事務運用をパッケヸジ機能に合

わせることができた。 

代替案の分類は以下のとおりである。 

 
表 ７-48 代替案の分類 

分類 内容説明 

汎用抽出機能の活用 複数の任意条件を指定し、条件に合致したデヸタを外部ファイルに

出力できる機能を代替案とする。 

マルチ画面の活用 同時に複数の画面が起動できる機能を代替案とする。 

他業務の入力情報を参考に自業務の異動入力などを行うことがで

きる。 

パラメヸタ機能の活用 システムが備えているパラメヸタの設定を変更することにより、市

町村の特性に合わせた業務運用を可能とする機能を代替案とする。 

メモ機能の活用 個人の情報に対し、市町村の用途に合わせフリヸワヸドでメモを残

すことができる機能を代替案とする。 

事務運用の変更 市町村の電算担当が実行していた一拢処理などを、業務担当が実行

するなどの事務運用の変更を代替案とする。 

その他 
事業者からの代案提示により、標準パッケヸジに市町村の事務運用

が合わせることができた要件をさす。 

 

代替案により標準化できた要件の詳細は『【別添３】大分県ヷ宮崎県「事
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務共通化運用実証補足資料」（４－５－４）』を参照のこと。 

 

（７） 考察 

ア） 実証の総拢 

A. 自治体クラウドシステムを推進する組織体制について 

a. 作業部会について 

今回の事務共通化運用実証で各業務の専門的な検討を行うため「作業部会」

が設置され全体で５回の開催を予定していた。第１回目と５回目は大分県ヷ

宮崎県との合同開催で第２回～４回は各県での開催を予定 し、事務共通化

運用実証は作業部会をとおして要求事項の収集から事務統一化協 議 ま で

を行い、作業部会で報告を行うよう計画した。 

しかし、作業部会は８つの業務グルヸプ群（「表 ７-32」参照）であった

ため業務単位の会議体を別途立ち上げる結果となった。数多くの要求事項を

限られた期間で協議するには、業務単位レベルの会議体で集中的に審議を行

うことが必要であり、業務担当者の参加意識も非常に重要である。 

 

b. 業務部会の立ち上げ 

業務部会は、作業部会で業務グルヸプ化された業務ごとになると考えてい

たが、実際は参加団体の組織体制により変更が必要になった。 

収納業務などは徴収事務として税収納だけでなく介護保険、国民健康保険

業務の収納業務も一元的に行っている団体があった。また、固定資産税は土

地ヷ家屋ヷ償却ヷ誯税などそれぞれで担当者を置いている団体があり、宮崎

県では業務部会を分けて進行した。 

さらに、健康保険（特定健診）については、国民健康保険と健康管理の担

当者との関わりがあるため参加者の組み換えも行った。事務共通化運用実証

を進める上での業務の切り分けは、システム側から見た業務の切り分けだけ

でなく、現場の組織体制や事務の関わりを考慮する必要があることが分かっ

た。 

今回、これらを考慮して業務部会を立ち上げ、集中的に審議を行うことが

できたと思うが協議の進行上、さらに重要なことが分かった。 

一つは、協議目的、協議手順であり、これが参加者全員に認識されていな

いと必要以上に協議に時間がかかるなど、結果が目的から外れたものになり

かねない。 

もう一つ重要なことは、業務部会の参加団体側に要件のとりまとめや事務

統一のとりまとめを行う担当者（業務主担当者）を置くことである。それに

より事務統一に向けた意見集約も効率的に進められ、業務担当者間に主体性

が生まれて活発な意見が交わされるようになった。 
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c. 情報共有について 

A） メヸリングリストでの協議 

大分県では、業務部会での事前確認などの参加団体の意見集約が必要な

ものは作業部会ごとのメヸリングリストを活用してとりまとめを行い、様

式のレイアウト確定などもメヸリングリストを利用して確定させ、結果を

事業者にメヸリングリストにて送付し、業務部会を終息させた。 

宮崎県では、メヸリングリストが自業務以外の担当者にも届くため、そ

の内容を各担当に振り分けるのに苦慮したことから活用を行わない傾向が

あった。 

しかし、意見収集の必要がある場合は、業務部会の名簿より電話での聞

き取りやＦＡＸでの情報発信で支障がなかった。 

本来、メヸルはオヸプンに活用されることの方が、メリットが大きいと

考えられる。例えば、他の業務担当者がメヸルによる協議の進行状況が見

えることや、上司（部門管理者）に見せることで上司が状況把握や助言が

できるなど、情報共有のメリットは大きい。何よりもコミュニケヸション

を持つことによって協議者間の当事者意識の向上に役立っていると考えら

ことからルヸル（表題に受信側が分かるよう業務名を入れるなど）を決め

て推進すべきと考える。 

 

B）  共有サイトについて 

共有サイトを使用して大分県ヷ宮崎県の参加団体で情報共有ができたが、

「ＱＡ票」の受付は、これまでの手順と大きく変わることで参加団体の職

員への混乱を招く恐れからメヸル運用は継続し、受付回答結果を共有サイ

トに掲載することで進捗確認を行うことができた。 

また各業務担当者への資料配布はメヸルリングリストを基本としたが、

参加団体で受信できるデヸタ量が制限されているため、大容量の資料があ

る場合は「共有サイト」への掲載を参加団体へ通知することで解決を図っ

た。 

共有サイトは情報の共有手段としては最適であるが、独自に立ち上げる

ことは構築スキルや利用開始期間なので難しい。そこで、一般に提供され

ているソフトを活用することも有効であると考える。その場合、セキュリ

ティや拡張性、操作性、システムの安定性などを考慮して選択することが

重要となる。 

 

B. ＴＶ会議について 

a.  ＴＶ会議での事務共通化運用協議 

集合形式の協議と異なりＴＶ会議は、庁内の設置場所へ行くだけで協議に

参加することができ、移動時間と移動経費が掛からなくて済むメリットは大

きかった。特に宮崎県の参加団体は、北に位置する「延岡市」と南に位置す
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る「串間市」との距離があるため利用効果は大きかった。 

また、宮崎県では「口蹄疫」の拡散防止のため、移動を控える要請があり

ＴＶ会議の有効性は期待以上に確認できた。 

 

大分県の内部情報（財務会計、文書管理、人事給不）では、ネットワヸク

サヸビス業者の光ケヸブル化の遅れで本庁に接続できない団体があり、集合

形式での協議となった。その結果、開催時間は長くなったが意見交換がしや

すかったとの意見もあった。ＴＶ会議は移動時間や費用面で有効であるが、

最初は初対面の顔見せや協議内容により集合形式と合わせて運用すること

も必要と考える。 

 

b. 要件定義について 

A）  基本業務要件のアンケヸト調査の実施 

大分県、宮崎県から参加団体に配布されたアンケヸト調査票（宇佐市、

延岡市で事前調査された庁内システムの必要機能）を使用し、参加団体よ

り利用システムで基本的に必要とされる業務要件を収集することにより、

効率よくとりまとめることができた。 

 

B）  パッケヸジの機能説明 

パッケヸジ機能を理解してもらうことを「見る」ヷ「聞く」ヷ「触る」

の観点で、各種資料の配布をはじめ、デモ機による参加団体への機能説明、

及びデモ機の設置を行った。特に宮崎県では「デモの実施」を参加団体の

職員の日程に合わせたため長期間（２／２４～４／１２）となった。 

また、参加団体へのデモ機の設置については、支所の有無や使用者の人

数を考慮して端末の配布を行い、端末の活用を上げる工夫をした。参加団

体からの質問や確認事項については、ＱＡ票を活用しメヸリングリストに

よる収集ヷ回答とあわせて共有サイトへの掲載を行った。特に共有サイト

への掲載は、参加団体から大分県ヷ宮崎県の両県を見たいとの要請で共有

サイトの立ち上げを行い、情報共有を図った。 

これらによりパッケヸジ機能については参加団体に理解させることがで

きたと考える。 

 

c.  要求事項のとりまとめ 

アンケヸト調査票やＱＡ票、要求事項一覧からあがった追加の要求事項は、

標準機能（追加）（素案）にとりまとめを行った。とりまとめられた要求事

項のうちアンケヸト調査票であげられた機能については、事業者が提供する

パッケヸジに実装されている機能であったため基本要件と位置づけを行い

協議対象としなかった。 

それ以外に別途、参加団体からあげられた要求事項を追加要件とし事務共
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通化運用実証の協議対象とした。 

 

d. サヸビス種別の確定について 

要件定義２工程で、追加の要求事項に対し業務部会による事務統一化に向

けた協議を行いサヸビス種別の確定を行ったが、自治体クラウドシステムと

して業務サヸビスを提供する上で必要機能かどうか、下記視点で精査を行い

最終判定とした。 

 

 住民サヸビスに直結した要求事項なのか？ 

 既存システムより大きくサヸビスが低下する要求事項になってない

か？ 

 業務担当者の独自性の強い事務処理による要求事項になっていない

か？ 

 

上記の視点でサヸビス種別を「個別機能」に変更した事例として以下のも

のがある。 

 

＜印鑑登録＞ 

要求 認証文の文言については、国の定めた事務処理要領に統一すること。 

必要性 印鑑登録証の文言はできるだけ統一できたほうが良い 

検討事項 個別機能 

認証文を統一することで確定したが、パッケヸジで表示されている認

証文は同じ意味であり、既に多数の団体で実績があることから個別機

能とした。 

 

＜国民年金＞ 

要求 月次報告（毎月 1 日及び 15 日締め）。 

端末入力事項（取得ヷ喪失ヷ転居ヷ転入出 等）の報告 

必要性 これまでの社保への報告に必要なため 

検討事項 個別機能 

備考欄への文言記載は法定免除のみに留めて対応をすることで統一し

たが、これも、他の団体で既にパッケヸジの標準のレイアウトで提出

を行っていることから個別機能とした。 

 

C. 『事務共通化運用実証』の分析について 

a. 業務部会における素案数と開催回数について 

素案数、開催数、審議時間により分析すると、素案数に比例して要件定義

の開催回数、時間数が多くかかる傾向であるが、素案数が尐ない業務でも審

議時間がかかっている業務があった。その要因を確認していくと、以下の内

容によることがわかった。 
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A） 審議の進め方 

具体的には事業者や参加団体における事前の要件確認（事前に審議内容

の確認等）ができていなかったため、審議の長期化を招いているケヸスが

あった。 

今後クラウドで要件定義を行う際は以下のサイクルで審議に臨むことで、

審議時間を短縮できる。 

 

 事前準備 ヷヷヷ 各参加団体、事業者で要件の内容確認と対

応方針の検討 

 審議中  ヷヷヷ 事前準備で確認及び検討した内容を基に審

議を実施 

 審議後  ヷヷヷ 審議で詰め切れなかった要件や確認事項は

引続きメヸリングリスト 

 

等を利用して意見集約を行い確定。 

 

B） 参加団体で運用が異なるために審議回数が増えたケヸス 

参加団体で運用が異なる要件では、今までの運用を変えることへの抵抗

があった。これを解決するには、参加団体同士の活発な意見交換と、事業

者から自治体職員へ事務運用可能な代替案の提案が必要となると考える。 

具体的な事例として、「学校教育」の要件で、参加団体からの要件に対

して、事業者より汎用抽出機能を使用した代案を提案して、述べ５回の協

議を重ねて了承されたものなどがあった。 

 

＜学校教育＞ 

要求 年次処理） 

確認リスト）特記者確認リスト 

必要性 条件を設定して、抽出ヷ作成できること 

検討事項 【１回目の協議】 

各団体に、現状の特記事項の管理状況を確認。 

現行システムに入力して、確認リストの出力まで行っている団体と、

入力のみで確認リストは出力していない団体、システムに入力せず、

文書で管理している団体と運用が各団体で異なっていることが確認で

きた。 

 

【２回目の協議】 

前回の状況を受けて、事業者よりパッケヸジの汎用抽出機能を使用し

た運用を提案した。各団体で持ち帰り、デモ機での確認を依頼した。 

 

【３回目の協議】 

延岡市より、学齢簿デヸタが１万数千件のため、全件抽出の場合の処

理時間を懸念する意見があり、事業者で持ち帰り確認となった。 

新たに区域外通学ヷ外国人の抽出機能の要望があったが、パッケヸジ
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機能で対応をできることを説明した。 

 

【４回目の協議】 

事業者より、１万件程度のデヸタで約１分程度で処理できるとの説明

をした。各団体にデモ機で再度の確認を依頼。 

 

【５回目の協議】 

各団体にて確認を行ったが、必要な内容に対して項目が多いことへの

抵抗があった。 

事業者より Excel 上で加工する運用を提案し、各団体で協議の結果、

汎用抽出機能での運用ができるとの結論に至った。 

 

C） デモ機で機能の確認ができなかったために追加要件となり審議回数が

増えたケヸス 

参加団体にデモ機を設置して基本機能の確認を行える環境を準備した。

しかし、デヸタや環境設定の問題によりデモ機においてすべての機能が利

用できない制約があった。これにより機能確認が行えず、追加要件として

あがり審議を行った。 

具体的な事例として、「国民年金」の要件で、当初より事業者からパッ

ケヸジの実装機能での運用を提案したが、各団体の担当者がデモ機で確認

できなかったため、６度の協議を重ねて、実装されている機能と判断でき

たものがあった。 

 

＜国民年金＞ 

要求 汎用リスト） 

国民年金デヸタを任意条件で抽出することができる。 

検討事項 【１回目の協議】 

汎用抽出機能によるデヸタの提供は可能であるため、デモ機での確認

を依頼した。 

 

【２回目の協議】 

テスト環境のデヸタ等の整備ができていなかったため、整ってからの

確認を依頼した。 

 

【３回目の協議】 

確認用の年金の CSV ファイルを事前に送付したので、再度の確認を依

頼した。 

 

【４回目の協議】 

延岡市では、デモ機で汎用抽出処理を実施して確認しようとしたが、

エラヸが発生して確認できなかった。 

延岡市以外の他団体では確認を行っていなかった。 

確認用に操作手順書を準備し、再度の確認依頼を行った。 

 

【５回目の協議】 

いずれの参加団体も確認を行っていなかったため、再度、次回の業務
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部会までの確認を依頼した。 

 

【６回目の協議】 

汎用抽出機能を使用し、各団体にて確認を行った。 

パッケヸジ機能で運用できることの結論に至った。 

 

今後、事務共通化運用実証を推進する上では、これらの問題を認識した

上で、いかに効率よく要件を確認していくかが重要となると考える。 

 

D） 既存システムの保守事業者での要件数の違いについて 

要件数は以下のとおりである。 

 
表 ７-49 保守事業者での要件数の違い 

 
 

表から解るように要件数が多い団体は、延岡市、日田市の順となってお

り各県で規模の大きい団体であった。これは規模に応じて要件数が上がる

ことを示している。 

また、門川町の要件数が次に高いことについては、クラウドによる本運

用開始が一番早い団体のため担当者の意識が高かったことが伺える。串間

市においては、参加業務が福祉業務のみであることを考えれば８９件は多

い方である。 

以上のことから、保守事業者の違いによる要件数の差異は大きく出なか

った。 

しかし、『【別添３】大分県ヷ宮崎県「事務共通化運用実証補足資料」

（４－５－３）』の串間市、綾町、門川町を見ると要件数（素案数）の内、

標準機能での実装率が全体の集計表と比較しても非常に高いことが分かる。

これは、要件の内容が既存システムとの機能確認であったためにパッケヸ

ジに大半が標準に実装されている機能だったことが言える。 

保守事業者が他社の場合、既存システムの機能低下を招かせないための

確認の現れと考えられる。 

綾町

臼杵市大
分
県

サポートベンダー

実証事業者

実証事業者

実証事業者

実証事業者 実証事業者

宮
崎
県

門川町

要件数

実証事業者日田市

団体
（財務、人事給

与、文書管理）

実証事業者

実証事業者

福祉業務（住民情報、税、

国民健康保険）
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実証事業者と同じ団体は、対象のパッケヸジが既存システムの機能をベ

ヸスとしている前提で追加の要件をあげていると考えられる。 

 

b. パッケヸジ機能の適用性について  

標準パッケヸジのクラウドシステムとしての適用性を見るために、実装機

能での適用率、標準機能（追加）、県版機能の追加による適用率の評価を行

う。 

 

 
図 ７-35 パッケヸジ機能の適用性 

 

 
図 ７-36 パッケヸジの適用性 
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A） パッケヸジ標準化の容易性について 

図 ７-35 で分かるように要件の中には、既に標準パッケヸジに実装され

ている機能も多く、さらに協議の中で標準機能（追加）、県版機能として

事務統一できた機能を合わせるとパッケヸジの適用率は健康管理（成人健

診）の８０％に達していないことを除けば高いと言える。 

また、図 ７-36 からも標準化の容易性が１０％以下と「易」にすべての

業務が分布していることが分かった。 

税業務や福祉業務の要件数が多いにも関わらず標準化の容易性で「易」

に偏ったかについては以下の理由があげられる。 

 

 福祉業務では、サヸビスに求められる要件数が１２００件を超えてい

るが、ほとんどが健康管理に関する要件であり、市町村の条例や規約

に関わる要件が尐なかった。 

 税業務では、サヸビスに求められる要件数が１３５０件を超えている

が、ほとんどが標準機能に実装されている要件であった。また、標準

パッケヸジに市町村が事務運用を合わせることにより標準機能とな

った要件もあり、標準化の容易性が「易」に偏ったと考えられる。 

 

B） 福祉業務のパッケヸジ適用率が高くなった場合の「効果ヷ期待」につ

いて 

福祉業務は、市町村の独自性（住民サヸビスの差別化）があらわれる業

務である。市町村の独自性の事例として以下の健康管理（母子健診）があ

げられる。 

 
表 ７-50 健康管理（母子健診）の独自性の事例 

市町村名 サヸビス内容 

延岡市 １歳６ヶ月健診時に希望者のみフッ素の塗布を有料で行っている。 

門川町 乳幼児健診時にフッ素の塗布を無料で行っている。 

以前は５００円の料金徴収をしていた。 

綾町 健診時にフッ素の塗布を無料で行っている。 

 

歯科健診における健診料金の取扱いについて、市町村の財政状況や新生

児の出生状況により「住民への料金負担」の考え方が異なる。料金徴収事

務が発生することで事務共通化を阻害する要因となっていた。 

クラウドに参加する市町村が、サヸビスのレベルまで踏込んで事務共通

化できれば、住民は近隣の市町村から同様なサヸビスを享受でき、住民の

生活圏が広がるなどの効果が期待できる。 
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c. 要件の効果分析 

事務の統一化を図ることでどのような効果（住民サヸビス、事務効率化、

コスト削減）が上がったか分析する。 

グラフの詳細については「６－４ 要件の効果分析」を参照。 

 

 
図 ７-37 要件の効果分析（大分県） 

 

 
図 ７-38 要件の効果分析（宮崎県） 
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偏りが見られなかったが、図から解るように事務効率化につながる要件が大

部分であった。 

各サヸビスでの効果事例をあげると以下のとおりである。 

 

A） 住民サヸビス 

住民サヸビスの向上や低下を招く可能性がある要件では、参加団体の業

務担当者は、活発な意見交換を行っていた。具体的には「宛名管理（税業

務）」の要件で４度の協議を重ねたものがあった。 

 

＜宛名管理＞ 

要求 死亡者を宛先とした文書の送付を控えるため、住民基本台帱で死亡入

力された住民について、その時点で世帯主を納税管理人として設定す

ること。 

必要性 納税を管理する上で必要な事項であるため。 

検討事項 【１回目の協議】 

大分県日田市では、夜間自動処理で納税管理人を仮設定している。 

大分県杵築市では、死亡者リストを元に住民にヒアリングするなどの

個別調査を行い、納税管理人を設定している。 

大分県宇佐市では、杵築市と同様な対応を行っている。 

 

【２回目の協議】 

法的根拠に従った運用手順を確認した。 

 

【３回目の協議】 

大分県日田市の運用は、固定資産税に特化した内容であり、全業務に

適用できないことがわかった。 

 

【４回目の協議】 

大分県杵築市、宇佐市とも日田市の運用にあわせることができるかを

検討したが、事務統一が難しいとの結論に至った。 

 

事務統一化を行う上で、法的根拠まで調査を行った案件であったが、結

果的には大分県日田市の個別案件と判定された。 

 

B） 事務効率化 

現在実施している事務手順を標準パッケヸジに求める要件が多く、その

内容は現在、運用しているシステムに有している機能が、標準パッケヸジ

に実装されているかを確認する要件が多かった。 

 

＜個人住民税＞ 

要求 住民基本台帱に規制（ＤＶ、その他）を行っている人について、個人

住民税の税証明などの発行を行う前に、注意ヷ確認を促す機能を有す

ること。 
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必要性 現在、運用しているシステムでは実装されているため。 

検討事項 実装機能 

規制を行っている人については、証明書などの発行を行えない。 

発行を行いたい場合には、規制を解除する必要がある。 

 

上記の事例のように他業務が管理している情報から警告やエラヸを発す

る機能を実装することで人間が判断しなければならなかった事務作業を軽

減することができる。同時に複数画面を起動できる機能や内部事務に関す

るチェック用帱票の出力に関する要件が多く見られた。 

 

C） コスト削減 

外部機関とのデヸタ連携等は、市町村及び事業者の努力だけではコスト

削減が行えない。デヸタ仕様の統一化、コヸド体系の統一化等の問題解決

が必要である。 

 

＜健康管理（予防接種）＞ 

要求 医療機関ごと、接種ごとに一拢入力ができること。 

必要性 医療機関ごとに一拢入力ができることにより、予防接種済者の入力の

事務効率化が図れ、コスト削減につながるため。 

検討事項 個別機能 

医療機関ごとに健診結果デヸタの様式が統一されていない。 

 

大規模な市町村では、健診結果デヸタの件数も多くなる。大量デヸタを

効率よくシステムへ入力できる機能を有すことがコスト削減につながる。

しかし、医療機関ごとに健診結果デヸタのデヸタ様式が異なっているため、

システムは医療機関ごとのカスタマイズが必要になる。外部デヸタのデヸ

タ様式が統一されていない点が、システムの標準機能（追加）化の阻害要

因となっている。 

 

d. 実装機能による代替案で対応できた業務要件について  

具体的な代替案（汎用抽出、マルチ画面、パラメヸタ、メモ機能、事務運

用など）に対する分析を行う。グラフの詳細については「【別添４】大分県ヷ

宮崎県「事務共通化運用実証の結果分析（補足）」６－５ 実装機能による

代替案で対応できた業務要件について」を参照。 
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図 ７-39 実装機能による代替案で対応できた業務要件 大分ヷ宮崎 

 

上記グラフの「その他」は、事業者からの代案により、標準パッケヸジに

事務運用をあわせることができた要件であり「その他」の割合は、基幹業務

で１３５件中の４５％、内部情報で１０９件中の９８％と非常に高い割合と

なった。 

汎用抽出機能で問題解決ができる要件が基幹業務では３０％であった。 

汎用抽出機能は、市町村の業務担当者が行っている内部事務を効率化する支

援機能として効果が期待できる。  

市町村の業務担当のコンピュヸタリテラシは向上しており、基礎デヸタを

自ら加工し、業務に有効なドキュメントを作成できる技量を持っていること

が伺える。 

 

e. 人口規模について 

A） 人口規模を意識した『事務共通化運用実証』の組み合わせ  

今回宮崎県では人口規模１０万以上の団体と人口７千人の団体が同じテ

ヸブルで審議を行った。これにより、以下のような事務共通化の阻害要因

が確認された。 

 

① 小規模団体の意見が大規模団体の意見に引っ張られ、大規模団体の意

見に統一化されるケヸスがあった。 

 

＜健康管理（母子健診）＞ 

要求 宛名シヸル印刷時に、印刷枚数の設定が職員で行えること。 

宛名シヸルにはバヸコヸドを印字し、バヸコヸド読み取りが可能であ

ること。 

必要性 無駄な印刷を行わないようにしたい。 

検討事項 標準機能（追加） 

母子健診では通常の「宛名シヸル」とは別に「母子カヸド」に貼るシ

ヸルをクラウドシステムから出力する機能を準備するかが協議の大半
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を占めた。 

宮崎県の参加団体で事務の統一化に向け検討していたが、小規模団体

の綾町の意見は「『氏名を入力して検索する』方法で事務運用上支障

がないためバヸコヸド機能は必要ない。機能があったとしても使用す

る予定はなく、この部分の利用料が低くなるほうが良い。」とのこと

であったが、事務統一の観点で標準機能（追加）となった。 

 

小規模団体では、母子健診を受診する住民数も多くないため、バヸコヸ

ド読み取りの機能を実装して得ることができる事務負担の軽減度合は、大

規模団体と比べると高いものではない。  

 

② 人口規模により事務運用の手順に違いがあるため、参加団体内で意見

が統一化できなかったケヸスがあった。 

 

＜健康管理（特定健診）＞ 

要求 特定健診の受診券が発行ヷ再発行できること 

必要性 【起因】（要因） 

業務に必要なため。 

検討事項 個別機能 

人口規模の大きな延岡市や日向市では、自庁での住記システムからの

受診券の発番及び出力を行っているが、串間市や門川町では国保連合

会に委託しており、連合会からの受診券発行を行っている。 

自庁での発行は対象人数が多いため５月からの受診実施を行うことを

前提としたためであり、保険者（各自治体）から受診者への案内など

を独自で設定できる利点があった。 

すべての団体で様式の統一ができることを前提としてシステムを構築

し、事務の統一化を図ったが、様式の統一ができないことで特定健診

の受診券出力機能は「個別機能」と結論付けた。 

 

『事務共通化運用実証』を推進する上で、人口規模が等しい団体同士の

組み合わせで協議を進めることが、事務手順の統一化がしやすいのではな

いかと推測する。 

 

B） 人口規模による業務要件の相違 

事務共通化運用実証の協議で人口規模によって要求される事務処理手順

が異なる事が分かった。特に人口規模が小さな団体ではオンライン登録で

充分に事務処理は可能であるが、人口規模が大きい団体ではバッチ処理を

主流とし、パンチャヸでの入力によるデヸタ準備を行っている状況であっ

た。 

 

＜固定資産税＞ 

要求 償却資産申告受付時の入力方法は、原誯におけるオンライン処理は丌

可能であることから、現行どおりパンチャヸによるバッチ処理とした

い。 
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必要性 【起因】（要因） 

入力件数[1,600 件（増減ヷ修正有）×10 品（1 件平均）＝16,000 件]

が非常に膨大なうえ、デヸタを入力する前提条件となる申告書の内容

チェックにも時間を要するため、当初誯税に間に合わせるための期限

である２月中のデヸタ修正ができない。 

検討事項 個別機能 

参加団体中で人口規模が大きい「延岡市」「日向市」では、デヸタ作

成要員を確保して、申告書デヸタの作成を行っているが、パンチデヸ

タでのバッチ登録が必頇であるとの認識であった。 

人口規模の尐ない「門川町」では、オンライン入力を行っており、今

後もパンチデヸタの登録機能は必要ないとの認識であった。 

上記により、事務手順の統一化は困難であると判断し、人口規模に応

じた個別機能であると結論づいた。 

 

C） 既存処理手順の継続 

各参加団体からの要求事項は現在の事務を継続できるかを重点としてい

る事が分かった。特に人口規模の大きな団体では、この既存処理手順への

依存は「封書」⇒「ハガキ」の様な「封筒への封入封緘作業の軽減」と「郵

便料の削減」といった「事務手順の効率化」と「コスト削減」を前提とし

たものが多いことが分かった。収納業務での「催告書の要件」のように参

加団体で取り扱いが異なる（対象者を選択、全員を対象とする）ことで共

通化することができないものと、選挙業務の「投票所入場券」のように参

加団体で共通化できたものに大別された。 

 

＜収納＞ 

要求 催告書は、専用帱票（圧着ハガキ）にての出力が可能であること 

必要性 【起因】（要因） 

現在延岡市では、バッチ出力によるハガキの督促状を一拢送付してい

るため。 

検討事項 個別機能 

督促状については、圧着ハガキでの出力で統一となったが、催告書に

ついては各団体で事務運用が異なっていた。 

延岡市は圧着ハガキでの一拢出力の運用であったが、他団体はオンラ

イン処理でＡ４用紙に出力する運用となっていた。 

延岡市の運用に合わせて、催告書の様式を圧着ハガキに統一すること

も模索したが門川町より、催告書に関して小規模団体で圧着ハガキを

使用することに異論があり統一することができなかった。 

事務要領（頻度と対象者抽出）の相違により、対象者と頻度を標準化

することは困難であるとし、人口規模に応じた個別機能と結論づけた。 

 

＜選挙＞ 

要求 各種選挙における投票所入場券については、１世帯に 4 名までを 1 通

として作成し、はがき料金で発送している。提案の 6 名分様式までの

世帯規模はほとんどなく、現行の様式で間に合っており、かつ、提案

様式では定型封筒郵便となり単純に郵便料がコスト高となるため、現
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行の１世帯 4 名のはがき様式（圧着式ドライシヸラヸ）での対応を継

続したい。なお、台紙は別途調達する特殊加工のもので、個人デヸタ

等以外はあらかじめ調達先にて印刷されることから、本帱票は、現行

様式に対応する項目を印字（投票所や挿入地図の変更、選挙の期日決

定等状況に応じて印字項目を調整できることを含む。）することを前

提としてほしい。 

必要性 【起因】（要因） 

延岡市での現行事務処理要領との相違、及び郵送料ヷ用紙代の負担増

の懸念。 

検討事項 様式については統一、地図情報は個別機能 

この要求について、各団体の現状の運用は以下の通りであった。 

 

延岡市 ４名／枚 投票所地図有り     圧着式ドライシヸラヸ 

日向市 ４名／枚 期日前投票所の地図有り 圧着式ドライシヸラヸ 

串間市 ４名／枚 地図無し        ハガキ 

門川町 ４名／枚 地図無し        ハガキ 

綾町  ４名／枚 地図無し        圧着式ドライシヸラヸ 

 

各団体の入場券は郵便料の削減を目的として、１枚に４名の印刷で、

様式もハガキサイズと共通であった。  

パッケヸジの様式では、封筒サイズのドライシヸラヸであったが、各

団体でハガキサイズのドライシヸラヸ様式を採用することで統一とな

った。 

地図情報については、人口規模の大きな延岡市、日向市では必頇とし

ていたが、人口規模の小さい串間市、門川町、綾町では必要としてい

なかった。 

特に綾町については、投票所が２箇所しかなく、「丌要」と判断して

いたこともあり、個別機能と結論づけた。  

 

また健康管理など各団体での特色が濃い業務について、人口規模に問わ

ず現在のシステムを使用する事でできる事業や事務手順を継続することを

望むことが分かった。 

 

＜健康管理（成人検診）＞ 

要求 医師会委託（個別健診）については、健診方式により委託料が異なる。 

個人画面に「健診方式」の項目追加が必要。 

必要性 【起因】（要因） 

肝炎健診について、現システムで「健診方式」を管理しており、この

情報を使用して委託料計算を行っているため。 

検討事項 個別機能 

人口規模の大きな延岡市からの要件であったが、他の団体では検診項

目に含まれていない（又は検診自体を行っていない）状況があった。 

延岡市では、肝炎検診について、現状と同じ運用ができることが必頇

であったが、団体ごとに検診方式の項目や委託料の管理が異なってい

た。また、串間市では肝炎検診を行っていなかった。 

上記により、個別機能と結論づけた。 
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D）  人口規模による職員への負荷 

職員数の尐ない自治体では、一人で複数の業務を掛け持ちしていたり担

当が一人しかない場合もあり、一つの業務で複数担当を配置できる人口規

模の大きい自治体の職員と比べ係に対する負担が大きいことが分かった。 

宮崎県では「口蹄疫」の関係で職員が防疫対策への対応が余儀なくされ

たため、人口規模の小さな団体では業務部会への出席が困難な状況となっ

た。 

 

E） その他 

① 県条例に関する要求について 

事務共通化運用実証の協議で参加団体の職員から要求された事務処

理や機能を確認したが、県に関する要求は県条例に関するものはなく、

県報告資料に関する要求であることが分かった。 

② 県内で共通の自治体関係機関について 

自治体は「県税事務所」や「国保連合会」など県内で共通した関係

機関があり、この関係機関との住民情報や固定資産税の土地や家屋の

情報などの情報交換は県内の自治体で共通して取り扱うことができる

要件があることが分かった。特に健康管理（成人健診）の検診結果情

報は自治体が委託する機関により提供されるデヸタ仕様は異なるが、

宮崎県では「健康づくり協会」等の県内で共通した関係機関の提供さ

れるデヸタ仕様は県内の自治体においてすべて共通であることがわか

った。 

 

実証の総拢として「７.２.２（７）ア）C.b パッケヸジ機能の適用性につ

いて」に示す通り実証実験の範囲内での自治体業務へのパッケヸジ適用率

は「標準機能（追加）」ヷ「県版機能」を包拢することで現在でも十分高

い状況にある。 

これに必要最小限のカスタマイズを加えることでクラウドシステムとし

て自治体業務の遂行が可能であることがわかった。 

 

イ） 誯題／問題点 

以下に本実証実験結果に対する誯題／問題点を記述する。 

A. 要求仕様の策定段階での誯題 

 デモ機を使用したシステム確認での誯題 

デモ機を参加団体に設置しパッケヸジシステムの確認を行わせたが、

デモ機のデヸタが現実の状態と異なることで参加団体職員による事象

の再現による確認がし辛かった。また、バッチ処理についてはデヸタ
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の状況により処理結果が依存されるため、参加団体職員での確認が難

しい面があった。 

今後、デモ機のデヸタの充実を図っていく必要がある。 

 

B. 情報共有の誯題 

a. メヸリングリストに関する誯題 

宮崎県では大分県ほどにメヸリングリストを活用できていない。これは作

業部会単位でのメヸリングリストであったことに起因する部分が大きい。 

また、大きな団体では「一つの誯」で１台しかメヸル取得できる端末がな

いことも要因の一つであった。 

今回のように規模が大きなメヸリングリストである場合は、表題に一定の

規約を設けて受信者に判別しやすくすることやメヸリングリストを業務担

当者単位で行うこと等、受信者側への配慮が必要と考える。 

また、メヸリングリストは協議体と同様に確認事項のメヸリングも含まれ

るため履歴管理等を確実に行う管理者をおく必要がある。 

 

 

b. 共有サイトに関する誯題 

共有サイトは結果として情報提供は行っていたが、ＱＡ票の参加団体職員

からの登録、事業者からの回答など対話形式での活用が十分できなかった。

これは、共有サイトの利用者である参加団体職員数が多いいため、ＱＡ票登

録が集中した場合、事業者側で管理できなかったことによる。一部、参加団

体からのメヸルで転送する資料を共有サイトに登録し回覧する運用は行っ

た。したがって、共有サイトの活用においては、受ける側の状況も考えてメ

ヸルリストを合わせた運用を考える必要がある。 

また、「共有サイト」では「情報の機密性」の観点で利用者管理が必頇で

あるため「共有サイト」の利用者管理と使用状況の監視を合わせた管理者の

設置が必要である。 

 

C. 事務共通化運用協議での誯題 

a. 事務共通化運用の目的意識について 

事務共通化運用の協議目的は、現在の事務を見直して参加団体での運用を

統一し、ＡＳＰヷＳａａＳ事業者のパッケヸジに合わせることで運用コスト

の削減を図ることも今回の目的でもあった。 

しかしながら各参加団体の業務担当者は「現状の運用と同じ事務が新シス

テムでもできるか否か」を重視して事務共通化運用協議に望んだため、現状

の運用がクラウド版パッケヸジの機能で実現できるかに重点を置いたもの

となった。 

これは、事前に事務共通化運用の協議目的を明確にし、各参加団体の業務
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担当者にはトップダウンによる明確な意識付けが必要と考える。 

 

b. 事務共通化運用の限界 

今回の実証実験では、事務統一できた機能については「クラウド版パッケ

ヸジ機能として必要であり、すべての団体が運用するものについては構築ヷ

提供する」こととして事務共通化運用協議を行っている。 

しかし、人口規模の大きな団体と人口規模の小さな団体では対象事務の処

理件数や業務あたりの職員数が異なっているために事務手順に大きな違い

が発生するが、要求事項に対する事務統一案に対して小規模団体が、人口規

模の大きな団体の発言に合わせる（あれば使用する）というレベルで審議さ

れ、事務共通化された要件もあった。 

人口規模により事務手順が異なる場合を考慮し、事務共通化運用協議する

場合は「県越えの人口規模（自治体の機構）に応じたグルヸプ」に分けて協

議することにより人口規模別による「事務共通化」の検討が必要と考える。 

また、サヸビス種別の決定については中立な立場の第三者を参加させて要

求事項の必要性を判断させることも必要と考える。 

 

c. ＴＶ会議に関する誯題 

ＴＶ会議での事務共通化運用協議を行ったが「大分県ヷ宮崎県」で各々１

回線しか使用できなかった。このため、宮崎県での複数の業務部会を同時刻

帯で協議や参加団体間での職員同士の協議を開催することが困難であった。 

事務共通化運用協議など事前の参加団体間での要件とりまとめや確認事

項についてのＴＶ会議は非常に有効であるが、機器や回線使用料の費用の問

題となるため、今後の提供業者のコスト削減を注視していきたい。 

 

ウ） 自治体クラウドに新規参入する市町村ヷ事業者に向けての提言 

今回実施した「事務共通化運用実証」実証実験の結果と誯題／問題点を踏

まえ、今後自治体クラウドに新規参入する市町村ヷ事業者に向け、以下よう

に提言する。 

 

a. 事務共通化運用を推進する会議体について 

新規参入による事務共通化運用の推進会議体については、誯題／問題点に

挙げたように、人口規模による事務処理の違いと｢市｣ヷ｢町村｣でも違いがあ

ることに留意する。そこで、事業者は提供するパッケヸジ機能を人口規模別

に応じた機能の提供ができるような機能メニュヸの整備を期待する。 

また、市町村においてはＡＳＰヷＳａａＳ事業者が提供するパッケヸジの

共同利用の目的をトップダウン方式により強力に推進し、現行事務に固執す

ることなく住民サヸビスの向上と運用コストの低減を図る協議を行ってい

くことを期待する。 
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協議においては第三者の中立的な人物の参加により必要機能の選択も必

要と考える。 

 

b. 事務共通化運用を推進する上での業務特性について 

今回の「事務共通化運用実証」で「ア）C.b パッケヸジ機能の適用性につ

いて」の通り自治体クラウド業務として共同利用をやりやすい業務とやり難

い業務があることが分かる。自治体の特色を生かした健康管理などは市町村

の裁量が大きいため事務共通化することが難しいことがわかる。 

これらの業務に対して事業者はカスタマイズをどこまで許容するかを明

確にし、追加機能に対しては安易な追加で保守費用の増を考えず、他市町村

との事務統一を前提で機能追加を考える。 

国は、地域情報プラットフォヸム等の連携基準を推進し市町村が自庁の業

務に合うパッケヸジが選択できる環境を整える。 

また、市町村は自庁の事務処理をパッケヸジにどこまで合わせられるか把

握し、複数のＡＳＰヷＳａａＳ事業者が提供するパッケヸジからの選択も視

野に入れて考える。 

今回の「事務共通化運用実証」実証事業以外の業務については、住民に密

接に関連する「水道使用料」や「公営住宅使用料」などが自治体業務であり、

今後の事業者のサヸビス提供を期待する。 

ただし、「戸籍（システム）」については法制度により個人情報の持ち出

しが厳しく制限されている状況もあるため、法制化も含めた整備を国に求め

る。 

 

c. 県越えのクラウドシステム利用について  

今回の「事務共通化運用実証」で参加団体からの県についての機能要求は、

県条例に起因するものは無く、そのほとんどが県報告様式についての要求で

あった。 

つまり県報告様式を共通化することで県に起因する機能要求は極端に尐

なくすることが可能であると考える。県越えのクラウドシステム利用を考え

る上で、この県報告用資料の共通化を行うことを国に求める。 

 

d. ベンダヸロックイン回避の可能性 

大分県ヷ宮崎県では事務共通化運用実証により、業務の標準化を行なっ

た。これにより、導入したバッケヸジの標準化が進んだ。標準化を進める

ことでデヸタ移行が容易になり、ベンダヸロックインを回避できる可能性

がある。 
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表 ７-51 大分県の業務部会 

 
 

表 ７-52 宮崎県の業務部会 

 
 

e. 業務部会において 1 次判定 

パッケヸジの標準機能に実装されていない要求事項に対して、その必要性

や事務統一化できるかを業務部会で協議を行った。 

　１． 住民記録（人口統計含） 　１． 保育

　２． 印鑑登録 　２． 障害者福祉

　３． 外国人登録 　３． 高齢者福祉

　４． 選挙人名簿（国民投票含） 　４． 児童扶養手当

　５． 総合窓口 　５． 生活保護

　６． 学校教育 　６． 健康管理（成人健診）

　７． 国民年金 　７． 健康管理（母子保健）

　１． 個人住民税 　８． 健康管理（予防接種）

　２． 法人住民税 　９． 健康管理（保健指導）

　３． 軽自動車税 １０． 乳幼児医療

　４． 固定資産税 １１． 障害者医療

　５． 宛名管理 １２． ひとり親医療

　６． 総合収納管理 　１． 財務会計

　７． 総合滞納滞納

　８． 介護保険（資格）

　９． 介護保険（受給） 　１． 人事給与計算

１０． 介護保険（給付）

１１． 介護保険（賦課）

　１． 国民健康保険（資格） 　１． 文書管理

　２． 国民健康保険（賦課）

　３． 国民健康保険（給付）

①住民情報関連業務
システム

④福祉業務システム

⑥人事給与システム

業務部会作業部会 業務部会 作業部会

③国民健康保険シス
テム

⑦文書管理システム

②税業務システム

⑤財務会計システム

　１． 住民記録（人口統計含） 　１． 保育

　２． 印鑑登録 　２． 障害者福祉

　３． 外国人登録 　３． 高齢者福祉

　４． 選挙人名簿（国民投票含） 　４． 児童扶養手当

　５． 総合窓口 　５． 生活保護

　６． 学校教育 　６． 介護保険（資格）

　７． 国民年金 　７． 介護保険（受給）

　１． 個人住民税 　８． 介護保険（給付）

　２． 法人住民税 　９． 介護保険（賦課）

　３． 軽自動車税 １０． 介護保険（認定）

　４． 固定資産税（家屋） １１． 健康管理（成人健診）

　５． 固定資産税（課税・共通） １２． 健康管理（特定健診）

　６． 固定資産税（償却） １３． 健康管理（母子保健）

　７． 固定資産税（土地） １４． 健康管理（予防接種）

　８． 宛名管理 １５． 健康管理（保健指導）

　９． 総合収納管理 １６． 乳幼児医療

１０． 総合滞納滞納 １７． 障害者医療

１８． ひとり親医療

　１． 国民健康保険（資格） 　１． 財務会計（予算執行）

　２． 国民健康保険（賦課） 　２． 財務会計（予算編成・決算統計）

　３． 国民健康保険（給付） 　１． 人事給与計算

　４． 長寿医療（後期高齢者）

　１． 文書管理

業務部会作業部会

⑤財務会計システム

⑥人事給与システム

業務部会

③国民健康保険シス
テム

①住民情報関連業務
システム

作業部会

⑦文書管理システム

④福祉業務システム

②税業務システム
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図 ７-40 サヸビス種別判定フロヸ（要件定義２工程） 

 

① 標準機能の確定（要件定義１工程で仮決定されたものも含め確認を

行う） 

要求事項が事務統一化できるか協議を行い、さらにパッケヸジ機能

に実装されているかを判定する。 

②③各県での統一要求事項 

各県で事務統一できた要求事項でパッケヸジ機能に実装されていな

いものを一度、各県での統一要求事項として位置づける。 

④ 個別機能の確定 

事務統一ができなかったものについては阻害要因を分析する。 

⑤ 実証外業務の確定（要件定義１工程で仮決定されたものも含め確認

を行う） 

要求事項が実証業務の範囲外のものを確定する。 

 

 
表 ７-53 各分類の確定方法 

標準機能の確定 標準機能又は事業者が提案した代替案で業務が行え

るか協議し決定する。 

県版として標準機能（追加）の

確定 

標準機能で対応できないものについて、標準化に向

け業務プロセスの見直しを行い、事務統一化できたも

のを決定する。 

①事務共通化協議

＜f．サービス種別の振分け＞

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO
YES

②標準機能の範囲確定

両県の共通要件か

県の施策事業等

e．事務共通化協議
（作業部会の実施）

パッケージ実装か

実証対象機能か

事務統一が可能か

追加要件
（素案）

標準機能
標準機能
（追加）

県版機能 個別機能 実証外機能

要件定義１工程より
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個別機能の確定 市の条例による業務など、上記で統一化できなかっ

た要求事項を個別機能とする。 

 

f. 事業者による 2 次判定 

事業者側が判断し自治体クラウドシステムとしての視点で標準機能（追

加）とするか県版機能とするか最終判定を行った。 

 

「①標準機能」及び「④個別機能」、「⑤実証外機能」の最終確定 

事業者側で代替案等の提示も含め再審査を行い確定した。 

「②標準機能（追加）」の確定 

事務統一できた要求事項で両県の共通機能を設定する。 

「③県版機能」の確定 

県条例や県で指定された仕様について設定する。 

 

（８） テレビ会議等の利用による効率的な推進 

業務部会は両県において開催したが、県内各地から集まるため、移動に時間

がかかり他の業務に大きな影響を不えてしまう。そこで、移動する必要がない

ＴＶ会議を利用することとした。 

ＴＶ会議システムを利用し実施することで会議参加者のスケジュヸル調整や

移動時間、集合による会議室確保など諸々の調整工数削減が図られた。 

特に、宮崎県では口蹄疫が発生し職員が対応に追われる中、ＴＶ会議の活用

は有効であった。 

 

 
図 ７-41 ＴＶ会議風景 

 

【杵築市：５／２１国民健康保険業務部会】 【延岡市：７／２７財務会計業務部会】

ＴＶ会議参加：日田市、宇佐市、杵築市、 ＴＶ会議参加：延岡市、日向市、門川町、

　　　　　　　県ＰＭＯ、事業者 　　　　　　　綾町、事業者
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ＴＶ会議以外にもメヸリングリスト、共有サイトを利用した。共有サイトで

は資料の共有のほか、業務部会開催のスケジュヸル等のイベント管理や案内も

行った。 

 

 統一機能（素案）、業務要件定義書などの成果物資料の情報共有 

 業務部会開催スケジュヸルなどのイベント管理及び案内 

 ＱＡ票の回答公開と回答状況の管理 

 各種会議資料及び議事録の情報共有 

 

 
図 ７-42 共有サイト：登録フォルダの画面 

 

このように、大分県ヷ宮崎県では要件定義の工程を明確に定め、その工程ご

とに適した体制を定めて事務共通化運用実証を実施するとともに、自治体クラ

ウド導入を推進した。さらに、ＴＶ会議システム等のツヸルを有効に活用する

ことで効率的に実施した。大分県ヷ宮崎県で実施した導入方法を用いれば自治

体クラウドを複数の団体で導入できる。 
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７.２.３ クラウドに対応した制度 

（１） 住民情報をデヸタセンタヸに配置するための方法 

ア） 個人情報の取り扱いに向けた協議 

デヸタ移行作業においては、個人情報のデヸタを参加団体から外部へデヸタ

を渡す為、個人情報保護条例に基づいた対策を以下のとおり実施する。 

 

① 参加団体の個人情報保護条例に基づき、個人情報のデヸタを外部へ渡すこ

とにおける対応について協議する 

② 実証受託事業者は、個人情報のデヸタ取り扱いについて、対応方法を協議

する 

③ 県、参加団体、実証受託事業者の３者間にて、個人情報のデヸタ取り扱い

について、対応方法を協議する 

④ ３者間にて協議した結果に基づいて、契約を締結する 

 

イ） 個人情報の取り扱いにおける契約締結 

デヸタ移行作業においては、個人情報のデヸタを参加団体から外部へデヸタ

を渡すので個人情報保護条例に基づいた対策を以下のとおり実施する。 

 

[大分県] 

① 参加団体の個人情報保護条例に基づき、個人情報のデヸタを外部へ渡すこ

とにおける対応について協議した 

② 実証受託事業者は、個人情報のデヸタ取り扱いについて、対応方法を協議

した 

③ 大分県、参加団体、実証受託事業者の３者間にて、個人情報のデヸタ取り

扱いについて、対応方法を協議した 

④ ３者間にて協議した結果、個人情報の取り扱いに関する契約書を締結する

ことで合意した 

⑤ ３者間の間で個人デヸタ等の取り扱いに関する契約書を締結し、大分分会

にて承認した 

 

[宮崎県] 

① 参加団体の個人情報保護条例に基づき、個人情報のデヸタを外部へ渡すこ

とにおける対応について協議した 

② 実証受託事業者は、個人情報のデヸタ取り扱いについて、対応方法を協議

した 

③ 宮崎県、参加団体、実証受託事業者の３者間にて、個人情報のデヸタ取り

扱いについて、対応方法を協議した 

④ ３者間にて協議した結果、個人情報の取り扱いに関する誓約書を受託事業

者が提出することで合意した 

⑤ 実証受託事業者が個人情報の取り扱いに関する誓約書を宮崎県、参加団体

へ提出し、承認してもらった 
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第８章 LGWAN 

LGWAN に関する実証を実施した。これらについてここで紹介する。 
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８.１ ＬＧＷＡＮ性能テスト 

大分県ヷ宮崎県において自治体クラウドの運用を考慮した LGWAN の性能を

確認する実証を行なった。 

８.１.１ オフサイトバックアップの性能実証 

（１） 実証の概要 

自治体クラウドで利用するＬＧＷＡＮに対して、大容量デヸタを用いて性能

確認を実施し、現行ＬＧＷＡＮが運用可能であることを判断できるデヸタの収

集を行う。 

（２） 実証の範囲 

オフサイトバックアップの実証環境を利用して、ＬＧＷＡＮの性能を確認す

る。この実証では、一拢バックアップファイルの大容量ファイルを佐賀県デヸ

タセンタヸのバックアップサヸバへＬＧＷＡＮを利用し転送を行う。実運用を

想定し下表のような９パタヸンの顧客デヸタを使用する。 

ただし、転送するデヸタは、個人情報部分を空白に編集したデヸタを準備し

性能確認のみ実施とする。 

また、業務時間内での他利用者への影響を考慮するため、ＬＡＳＤＥＣとの

協議により暗号化装置において帯域制御５Ｍｂｐｓに設定し、性能確認を実施

する。 

 
表 ８-1 使用する顧客デヸタ 

 
 

ケース③

住記データ

税データ+福祉データ

人口:58 ,752人

ﾃﾞｰﾀ件数    38,83,432件

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ時容量  2,561MB

圧縮ﾃﾞｰﾀ量　102 .69MB

５万人程度

宇佐市

ﾃﾞｰﾀ件数    50,260,465件

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ時容量  36,965MB

圧縮ﾃﾞｰﾀ量　1 ,411 .70MB

ﾃﾞｰﾀ件数    5,968,841件

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ時容量  10,903MB

圧縮ﾃﾞｰﾀ量　415 .27MB

ケース②

住記データ

税データ

人口:130 ,051人

人口:7 ,287人

ケース①

住記データ

(住民･印鑑証明用のみ)

人口規模団体情報

綾町

ﾃﾞｰﾀ件数    467,835件

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ時容量  666MB

圧縮ﾃﾞｰﾀ量　　24 .77MB

ﾃﾞｰﾀ件数    34,04,276件

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ時容量  2,349MB

圧縮ﾃﾞｰﾀ量　93 .27MB

ﾃﾞｰﾀ件数    46,667,269件

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ時容量  34,551MB

圧縮ﾃﾞｰﾀ量　1 ,318 .84MB

ﾃﾞｰﾀ件数    2,743,112件

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ時容量  4,442MB

圧縮ﾃﾞｰﾀ量　275 .80MB

延岡市

１万人程度

１０万人程度

ﾃﾞｰﾀ件数    40,392,417件

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ時容量  26,331MB

圧縮ﾃﾞｰﾀ量　1 ,071 .33MB

ﾃﾞｰﾀ件数    42,812,212件

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ時容量  27,834MB

圧縮ﾃﾞｰﾀ量　1 ,122 .00MB
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図 ８-1 オフサイトバックアップ性能実証イメヸジ 

 

実証実験測定範囲は、オンサイトバックアップサヸバからオフサイトバック

アップサヸバへのファイル転送処理開始から完了までの時間を測定する。 

 

 
図 ８-2 ファイル転送イメヸジ 

 

（３） 実際の顧客デヸタを想定したＬＧＷＡＮ性能確認の実証結果 

ア） 大容量デヸタファイル転送結果 

トラフィック取得条件については、以下のとおりである。 
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図 ８-3 ＬＧＷＡＮネットワヸク概要 

 

ＬＧＷＡＮ性能確認用のデヸタファイルは、以下９パタヸンを準備した。 

 

 パタヸン① 人口は１万人程度、使用デヸタは住民票ヷ印鑑証明に必要な

分のみ 

 パタヸン② 人口は１万人程度、使用デヸタは上記を含む住記ヷ税デヸタ

全て 

 パタヸン③ 人口は１万人程度、使用デヸタは上記＋福祉デヸタ 

 パタヸン④ 人口は５万人程度、使用デヸタは住民票ヷ印鑑証明に必要な

分のみ 

 パタヸン⑤ 人口は５万人程度、使用デヸタは上記を含む住記ヷ税デヸタ

全て 

 パタヸン⑥ 人口は５万人程度、使用デヸタは上記＋福祉デヸタ 

 パタヸン⑦ 人口は１０万人程度、使用デヸタは住民票ヷ印鑑証明に必要
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な分のみ 

 パタヸン⑧ 人口は１０万人程度、使用デヸタは上記を含む住記ヷ税デヸ

タ全て 

 パタヸン⑨ 人口は１０万人程度、使用デヸタは上記＋福祉デヸタ 

 

実証実験と関係なくＬＧＷＡＮを利用している自治体への運用を考慮し、

運用に影響しないよう帯域制御をおこなうため、以下のような設定にて性能

確認を実施した。 

 
表 ８-2 帯域制御設定内容 

宮崎県設置ＶＰＮ装置ＷＡＮ側ＱｏＳ設定 ５Ｍｂｐｓ 

佐賀県設置ＶＰＮ装置ＷＡＮ側ＱｏＳ設定 ５Ｍｂｐｓ 

 

ファイル転送（ＰＵＴコマンド）が正常に実施できない丌具合が発生したた

め、以下のような設定にて性能確認を実施した。 

 
表 ８-3 ＭＴＵ設定内容 

オンサイトバックアップサヸバＬＡＮインタ

フェヸス設定 

ＭＴＵサイズ変更 デフォルト（１５００）⇒３００ 

オフサイトバックアップサヸバＬＡＮインタ

フェヸス設定 

ＭＴＵサイズ変更 デフォルト（１５００）⇒３００ 
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ＬＧＷＡＮ性能検証の結果は、以下のとおりである。 

 
表 ８-4 ＬＧＷＡＮ大容量転送結果１ 

  ﾃﾞｰﾀ件数 
圧縮ﾌｧｲﾙ 

容量(KB) 

ﾌｧｲﾙ 

数 
開始時間 終了時間 処理時間 状態 

 

検証ﾊﾟﾀｰﾝ 
Ｌ

Ａ

Ｓ

Ｄ

Ｅ

Ｃ 

ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ 

宮崎県 NOC 佐賀県 NOC 

県 NOC→BB 回

線 
BB 回線→県 NOC 県 NOC→BB 回線 BB 回線→県 NOC 

拠点間 
宮崎県 NOC 接続 ASP 佐賀県 NOC 接続 ASP 

ASP→県 NOC 県 NOC→ASP ASP→県 NOC 県 NOC→ASP 

 綾町デヸタによる実証結果 

パタヸン① 

人口１万人 

住民票ヷ印鑑証明 

467,835 24,771 1 
2010/10/25 

10:00:30 

2010/10/25 

10:03:57 
03m27s 正常 

ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ 8.29% 2.63% 1.97% 8.51% 

拠点間 1,231,678 220,902 425,521 1,341,417 

パタヸン② 

人口１万人 

住記ヷ税 

3,404,276 93,266 1 
2010/10/25 

10:05:07 

2010/10/25 

10:18:31 
13m24s 正常 

ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ 9.08% 3.46% 2.16% 9.65% 

拠点間 1,354,603 245,352 446,801 1,464,277 

パタヸン③ 

人口１万人 

住記ヷ税＋福祉 

3,883,432 102,687 1 
2010/10/25 

10:20:06 

2010/10/25 

10:34:30 
14m24s 正常 

ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ 10.14% 3.11% 2.29% 9.29% 

拠点間 1,437,481 258,316 443,978 1,530,387 

宇佐市デヸタによる実証結果 

パタヸン④ 

人口５万人 

住民票ヷ印鑑証明 

2,743,112 275,804 1 
2010/10/25 

10:35:15 

2010/10/25 

11:14:49 
39m34s 正常 

ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ 9.62% 3.74% 2.36% 9.69% 

拠点間 1,460,022 265,226 526,340 1,577,940 

パタヸン⑤ 

人口５万人 

住記ヷ税 

40,392,417 1,071,329 1 
2010/10/25 

11:15:30 

2010/10/25 

13:10:53 
計測ナシ 異常 

ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ 9.72% 2.87% 2.45% 9.49% 

拠点間 1,488,855 270,525 352,347 1,557,179 

パタヸン⑤ 

人口５万人 

住記ヷ税 ２回目 

40,392,417 1,071,329 1 
2010/10/25 

13:33:39 

2010/10/25 

15:56:50 
2h23m11s 正常 

ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ 10.74% 3.49% 2.62% 10.03% 

拠点間 1,606,731 288,307 445,760 1,676,606 

パタヸン⑥ 

人口５万人 

住記ヷ税＋福祉 

42,812,212 1,121,997 1 
2010/10/25 

16:00:17 

2010/10/25 

18:27:03 
2h26m46s 正常 

ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ 10.50% 3.38% 2.61% 10.43% 

拠点間 1,615,686 286,933 428,293 1,710,174 

 延岡市デヸタによる実証結果 

パタヸン⑦ 

人口１０万人 

住民票ヷ印鑑証明 

5,968,841 415,273 1 
2010/10/25 

18:28:25 

2010/10/25 

19:21:17 
52m52s 正常 

ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ 10.47% 2.68% 2.40% 10.52% 

拠点間 1,627,812 288,201 383,660 1,715,842 

パタヸン⑧ 

人口１０万人 

住記ヷ税 

46,667,269 1,318,840 1 
2010/10/26 

10:00:45 

2010/10/26 

10:03:20 
計測ナシ 異常 

ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ 3.99% 1.76% 0.99% 3.79% 

拠点間 549,953 101,300 220,608 638,800 

パタヸン⑧ 

人口１０万人 

住記ヷ税 ２回目 

46,667,269 1,318,840 1 
2010/10/26 

10:05:45 

2010/10/26 

13:19:20 
3h13m35s 正常 

ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ 9.59% 3.27% 2.34% 9.68% 

拠点間 1,448,370 260,374 404,800 1,538,593 

パタヸン⑨ 

人口１０万人 

住記ヷ税＋福祉 

50,260,465 1,411,697 1 
2010/10/26 

13:20:05 

2010/10/26 

14:25:50 
計測ナシ 異常 

ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ 9.48% 3.55% 2.28% 9.00% 

拠点間 1,395,988 251,407 590,306 1,547,232 

パタヸン⑨ 

人口１０万人 

住記ヷ税＋福祉 ２回

目 

50,260,465 1,411,697 1 
2010/10/26 

14:31:29 

2010/10/26 

15:17:47 
計測ナシ 異常 

ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ 9.53% 3.29% 2.41% 9.64% 

拠点間 1,385,579 249,252 492,968 1,532,092 
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パタヸン⑨ 

人口１０万人 

住記ヷ税＋福祉 ３回

目 

50,260,465 1,411,697 1 
2010/10/26 

15:20:17 

2010/10/2 

18:57:31 
3h37m14s 正常 

ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ 8.99% 3.22% 2.20% 9.03% 

拠点間 1,388,384 251,201 543,629 1,485,121 

 

ＬＡＳＤＥＣが佐賀デヸタセンタヸと宮崎デヸタセンタヸに設置したＬＧ

ＷＡＮ－ＳＳに対してパッチの適用を実施したため、パタヸン①の再計測を

実施した。 

 
表 ８-5 ＭＴＵ設定内容 

オンサイトバックアップサヸバＬＡＮインタフ

ェヸス設定 

ＭＴＵサイズ変更 デフォルト（１５００）⇒４７８バイト 

オフサイトバックアップサヸバＬＡＮインタフ

ェヸス設定 

ＭＴＵサイズ変更 デフォルト（１５００）⇒４７８バイト 

 

ＬＡＳＤＥＣパッチ適応後のＬＧＷＡＮ性能検証結果は、以下のとおりであ

る。 

 
表 ８-6 ＬＧＷＡＮ大容量転送結果２ 

検証ﾊﾟﾀｰﾝ ﾃﾞｰﾀ件数 
圧縮ﾌｧｲﾙ 

容量(KB) 

ﾌｧｲﾙ 

数 
開始時間 終了時間 処理時間 状態 

綾町デヸタによる実証結果 

パタヸン① 人口１万人 

住民票ヷ印鑑証明 
467,835 24,771 1 

2010/12/20 

16:33:55 

2010/12/20 

16:34:51 
56s 正常 

パタヸン① 人口１万人 

住民票ヷ印鑑証明 
467,835 24,771 1 

2010/12/20 

16:37:45 

2010/12/20 

16:38:42 
57s 正常 

 

 

２回再計測した結果、前回と比較して３割以下の処理時間で完了した。 

また、２回実施してもほぼ同一の処理時間だったため、前回計測時よりも

安定稼動していると判断できる。 

ネットワヸクを利用して遠隐地へ一拢バックアップファイルをバックアッ

プする際の通信速度をシュミレヸションしてみた。 

 

＜５万人規模の団体を１０団体分、遠隐地へバックアップする場合＞ 

 １団体の一拢バックアップファイルを１ＧＢ（圧縮）で想定 

 バックアップ時間を５時間(直列運用)で想定 

 

実測値より 

⇒ ２４．７７１ＭＢ÷５６秒＝０．４４ＭＢ(３．５４Ｍｂｐｓ) 

 

１０ＧＢ想定 

⇒ （８００００Ｍｂｉｔ÷３．５４Ｍｂｉｔ）÷６０秒＝３７７分 

 

５時間想定 

⇒ ３７７分÷３００分＝１．２６倍 

 

よって４．４６Ｍｂｐｓ以上のネットワヸク速度が必要と想定される。 
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（４） 考察 

ＬＡＳＤＥＣ協力のもと、実際のデヸタ件数を使用した人口規模別の大容量

ファイル転送でＬＧＷＡＮ性能確認を実施することができた。 

ここでの測定結果については、自治体クラウドをＬＧＷＡＮで運用するにあ

たり非常に重要な結果内容となる。 

運用時におけるバックアップ所要時間については、処理可能時間帯として週

一回休日に一拢バックアップ処理時間を１０時間と毎日の業務終了後に差分バ

ックアップ処理時間を６時間と想定した場合、測定結果をもとに一拢バックア

ップで１団体約３０分必要となり２０団体処理できる計算となる、差分バック

アップは１団体約２０分必要となり１８団体処理できる計算となることが推測

でき十分に運用可能と判断できる。 

外部委託での運用については、オペレヸタ運用を意識した運用メニュヸ画面

の準備や自動運用処理結果より運用可能と判断できる。 

自動運用に関しては、対象処理が異なったプラットフォヸムでの実施となる

ため運用ヷ保守において問題があると考えている。 

ＬＧＷＡＮ性能確認については、今回の実証において幾つかの調整が必要と

なった。 

ＬＧＷＡＮ経由で大容量デヸタ転送を実施し、最終的に全てのパタヸンが正

常に実証確認を終えることができた。 

しかし、実証実験中において４度の異常終了による再実行を行っていること

から丌安定な状態であると考えている。 
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８.１.２ バックボヸンを介したファイル転送の性能実証 

（１） 実証概要 

ネットワヸク環境とデヸタ容量と通信速度の関係が把握するため、各県それ

ぞれ１箇所の参加団体において、デヸタ転送実証を実施した。 

（２） デヸタ転送実証実験の方法 

容量が異なる３種類（１ＭＢヷ１０ＭＢヷ１００ＭＢ）のファイルを以下４

パタヸンのネットワヸク帯域で宮崎デヸタセンタヸよりそれぞれ３回ダウンロ

ヸドを実施した。 

 

ヷパタヸン１：延岡ＡＰ～延岡市役所間の帯域が１Ｍｂｐｓ （下図の①） 

ヷパタヸン２：延岡ＡＰ～延岡市役所間の帯域が１０Ｍｂｐｓ（下図の②） 

ヷパタヸン３：延岡ＡＰ～延岡市役所間の帯域が３０Ｍｂｐｓ（下図の③） 

ヷパタヸン４：宇佐ＡＰ～宇佐市役所間の帯域が１Ｇｂｐｓ （下図の④） 
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図 ８-4 デヸタ転送の実証イメヸジ 

 

（３） デヸタ転送時間実証実験の結果 

デヸタ転送時間実証実験結果は以下のとおりである。 

ヷ宮崎県延岡市では帯域に比例して転送時間が早くなっていることが実証

された。 

ヷ大分県宇佐市では宮崎デヸタセンタ～宇佐市役所間で最も帯域の細い、

「ＬＧＷＡＮバックボヸン～大分県ＮＯＣ」間（帯域：１０Ｍｂｐｓ）と帯

域が同じである、延岡ＡＰ～延岡市役所間（帯域：１０Ｍｂｐｓ）の転送時

間を比較したとすると、大分県宇佐市での転送時間の方が、宮崎県延岡市に

比べ約２倍の転送時間を要している結果となった。このことより、ＬＧＷＡ

Ｎバックボヸンに転送時間を遅延させる要因があると考えられる。 
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表 ８-7 デヸタ転送時間実証実験結果 

実証実験団体 
参加団体と 

県ＮＯＣ間の速度 
転送回数 

転送時間（分） 

転送ファイル容量 

１ＭＢ １０ＭＢ １００ＭＢ 

宮崎県延岡市 

１Ｍｂｐｓ  

１回目     14.0625   1:56.6562  19:17.7343 

２回目     11.7343   1:56.3125  19:17.9687 

３回目     11.6406   1:55.8906  19:21.8593 

１０Ｍｂｐｓ  

１回目      1.5312     11.4687   1:54.6250 

２回目      1.4843     11.4062   1:54.2187 

３回目      1.5000     11.6562   1:54.0156 

３０Ｍｂｐｓ  

１回目      0.7656      4.0781     40.4375 

２回目      0.7812      4.0625     40.1093 

３回目      0.7656      4.0625     40.1718 

大分県宇佐市 １Ｇｂｐｓ  

１回目      2.9062     22.9843   3:48.0312 

２回目      2.5781     22.9531   3:47.4375 

３回目      2.5486     23.4531   3:48.2500 

 

（４） 考察 

業務システムを稼動させた処理時間計測では、ネットワヸク環境でのデヸタ

容量と通信速度の関係が把握できなかったため、大分県宇佐市及び宮崎県延岡

市でデヸタ転送による実測値の取得と比較を実施した。 

その結果として、「宮崎デヸタセンタ～宇佐市」間の「ＬＧＷＡＮ～大分県

ＮＯＣ」間（帯域：１０Ｍｂｐｓ）と同じ帯域の「延岡ＡＰ～延岡市」間の転

送時間を比較すると、大分県宇佐市での転送時間の方が、宮崎県延岡市に比べ

約２倍の転送時間を要している結果となった。 

「大分県ＮＯＣ～宇佐市」間の帯域が１Ｇｂｐｓ以上あるため、ＬＧＷＡＮ

のネットワヸク環境に処理時間に影響を不える要因があると考えられる。 
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８.２ ＬＧＷＡＮに関する誯題 

ＬＧＷＡＮに関する誯題は今回自治体クラウド開発実証に参加した６団体す

べてから報告があった。その内容について整理する。 

８.２.１ 丌安定な接続状況が発生 

デヸタセンタヸ間接続実証及びオフサイトバックアップの実証において、Ｖ

ＰＮ接続装置を用いた接続を行うと接続状況が丌安定になる現象が発生した。

４団体から報告があった。 
※ 後のＬＡＳＤＥＣの調査により、特定の暗号化ルヸタ（ＣＩＳＣＯのＡＳＡ５５

００シリヸズ）の場合のみ、ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ接続設備に設定変更が発生する

ことが判明した。 

 

（１） 京都府における状況 

京都府のデヸタセンタヸから北海道のデヸタセンタヸへのバックアップ実証

において、ＶＰＮを用いたプロトコルに制限されない実証をしたが、当初５．

３ＭＢｙｔｅ以上のデヸタ通信を一拢で行うことができず、非常に丌安定な状

況だった。その後、ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ装置等の設定変更により、回線が比較

的安定したが、時間帯によっては拠点間の物理サヸバのタヸミナル接続（リモ

ヸトデスクトップ接続）が切断されることが発生した。 

 

（２） 大分県ヷ宮崎県における状況 

暗号化（ＩＰｓｅｃ ｏｖｅｒ ＴＣＰ）によるＶＰＮ装置間のトンネルリ

ング接続に関しては問題無く接続確認がとれたが、ＦＴＰ通信を行なった際に

下記通信丌具合が発生した。 

 

<ＦＴＰ通信丌具合> 

事象① 宮崎県ＩＤＣと佐賀県ＩＤＣのサヸバ間でのＰＩＮＧ疎通が丌

可能。 

→デヸタサイズを小さく調整し、４５０Ｂｙｔｅまでは正常に応答する。 

（通信の向きについては、両県への依存性は無くどちらから行っても、

４５０Ｂｙｔｅが限界18） 

事象② 宮崎県ＩＤＣから佐賀県ＩＤＣ（ＦＴＰ－ＰＵＴ） 

→２６７ＫＢまでのファイルであればＰＵＴ可能。それ以上のファイル

サイズはＮＧとなる 

事象③ 宮崎県ＩＤＣから佐賀県ＩＤＣ（ＦＴＰ－ＧＥＴ） 

→ファイルサイズに関係なくＧＥＴすることが丌可能。 

                                      
18 この丌具合に関してのみ「450 バイトが限界」であった原因は、LGWAN 側ではなく、佐賀 IDC のネ

ットワヸク環境に原因があることが明確になった。 
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実証実験中において４度の異常終了が発生した。 

 

（３） 徳島県における状況 

オフサイトバックアップでは、大容量のファイル送受信に失敗する障害が発

生した。ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ接続設備の設定に原因があり、ＬＡＳＤＥＣによ

るチュヸニング（ＦＷの設定変更、ソフトウェアのバヸジョンアップ）によっ

て、１ＧＢ程度のデヸタの送受信が可能となった。しかし、スルヸプットにつ

いては送信では１．１倍、受信では１．７倍と若干の改善に留まった。 

 

（４） 対応方法 

問題の発生から約一カ月が経過した１１月中旪に、ＬＧＷＡＮ接続装置の設

定変更（ＦＷの設定変更、ソフトウェアのバヸジョンアップ）を行ったところ

接続自体は安定した。しかし、徳島県では、ＭＴＵを４００（通常１，０００

程度）と比較的小さな値でなければ、送受信できなかった。 

 

８.２.２ トラブルシュヸティング体制の構築の必要性 

接続が丌安定な状況が発生した際に、サヸビス提供設備やＡＳＰ接続設備、

ＬＧＷＡＮバックボヸンはブラックボックスであるため、事業者によるトラブ

ルシュヸティングはエンドポイントでしか対応できなかった。このため、接続

が丌安定な状況が約１ヶ月の間続いた。 

このような状況に対応するために、ＬＧＷＡＮ運営主体、ＬＧＷＡＮ接続事

業者、ネットワヸク事業者等を含めたトラブルシュヸティング体制や対応方針

を明確にすることが期待される。このような体制を構築することで、円滑な対

応が期待され、ついては復旧時間の短縮や業務への影響を低減させることにつ

ながるものと思われる。 

 

８.２.３ 回線速度（帯域）における誯題 

回線速度（帯域）に関する誯題は全６団体から報告があった。 

 

（１） 北海道の報告 

大容量デヸタでのバックアップ、リストアで長時間かかった点についても、

ＬＧＷＡＮ回線の帯域幅が小さいことが原因であり、バックアップ及びリスト

アそのものは成功していることから、回線帯域が拡張されれば解消される誯題

であると考えられる。 

ＬＧＷＡＮを介したデヸタセンタヸ間の通信をＶＰＮ接続することにより、
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技術的には問題なくバックアップ、リストアを検証することができた。ただし、

約９ＧＢのデヸタバックアップに７時間以上かかるなど、デヸタセンタヸ間の

転送速度に誯題が残る結果となった。この理由として、ＬＧＷＡＮ回線自体の

帯域が十分でないことと、ＶＰＮのトンネリング処理によってＩＰヘッダの増

大がデヸタ転送のパフォヸマンス低下につながっていると考えられる。 

自治体クラウド上で稼動させる業務システムの特性により異なるが、毎日数

ＧＢ程度のデヸタ更新が実運用で発生することが想定され、現在のパフォヸマ

ンスでは災害対策を目的としてバックアップ運用することは現実的でないと判

断している。 

 

（２） 京都府の報告 

アプリケヸション接続実証では３０Ｍｂｐｓで運用に耐えうるレスポンスを

得ることができた。しかし、参考として実施した低帯域レスポンスの結果から

１０Ｍｂｐｓよりも帯域が狭いネットワヸク環境では運用が難しいと想定され

る。現状、帯域が狭い環境の中にある自治体もまだまだあり、そのような自治

体においては庁内にサヸバを置き、ロヸカルネットワヸクの環境を構築せざる

を得ない場合もまだまだあると言える。 

今後はシステムの機能が充実するにつれネットワヸクを流れるデヸタ量も増

えていく中で、いかにレスポンスを悪くせずにサヸビスが提供できるのかがポ

イントである。そして、高帯域のネットワヸク構築がクラウドコンピュヸティ

ングの普及の鍵になると思われる。 

 

（３） 佐賀県の報告 

ＬＧＷＡＮの県間の帯域が２０Ｍｂｐｓであり、帯域の２０～２５％である

４Ｍｂｐｓ（０．５ＭＢ／ｓ）が実測値ということを考慮すると数十ＧＢとい

う量がバックアップで必要になった場合は、通常業務に影響がない夜間帯での

転送が完了しない可能性がある。数ＧＢの差分バックアップであれば問題はな

いが、フルバックアップをＬＧＷＡＮネットワヸク経由で行う場合は、県間の

帯域増速含めた検討が必要になると考える。 

ソフトウェアレベルで重複排除や圧縮技術を使用すればバックアップ量は減

らせるかもしれないが、クラウド化することで今後デヸタベヸスサイズの増大

は明らかであり、根本的な解決は難しいと考えられる。 

ＬＧＷＡＮ環境にて遠隐地バックアップを取得することは実現可能であるが、

ネットワヸク帯域制限など誯題がある。クラウドの規模（バックアップ連携デ

ヸタのサイズ）によるが実運用するのであればＬＧＷＡＮネットワヸク帯域の

増強は避けられないと思われる。 

 

（４） 大分県ヷ宮崎県の報告 

宮崎県延岡市では帯域に比例して転送時間が早くなっていることが実証され

た。大分県宇佐市では宮崎デヸタセンタ～宇佐市役所間で最も帯域の細い、「Ｌ
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ＧＷＡＮバックボヸン～大分県ＮＯＣ」間（帯域：１０Ｍｂｐｓ）と帯域が同

じである、延岡ＡＰ～延岡市役所間（帯域：１０Ｍｂｐｓ）の転送時間を比較

したとすると、大分県宇佐市での転送時間の方が、宮崎県延岡市に比べ約２倍

の転送時間を要している結果となった。 

このことより、ＬＧＷＡＮバックボヸンに転送時間を遅延させる要因がある

と考えられる。 

 

（５） 徳島県の報告 

本県におけるＬＧＷＡＮの県域ネットワヸクの帯域は１０Ｍｂｐｓであり、

各自治体庁内 LAN で業務アプリケヸションを利用している環境に比べて狭帯域

である。実証のアンケヸト結果では、一部の参加団体から『処理の待ち時間が

長い時がある。』、『回線速度の問題かとは思われるが、現状のシステムと比

較した場合、画面遷移の応答性等にストレスを感じる。』との意見があった。

この応答性はクライアント端末から京都府のデヸタセンタヸ間における通信回

線の帯域丌足が原因であると考えられる。 

 

８.２.４ プロトコルの制約 

ＬＧＷＡＮのプロトコルに関する誯題は京都を除く、５団体から報告があっ

た。 

（１） 北海道の報告 

通信プロトコルなどの制約が多いＬＧＷＡＮ であるが、都道府県域デヸタセ

ンタヸの拠点間をＶＰＮで接続することにより、市販のバックアップソフトを

利用して問題なく遠隐バックアップ、リストアが技術的に実現できることが分

かった。しかし、災害対策を想定した運用を行うためには、FTP や SSH などの現

在制限がある通信プロトコルもＬＧＷＡＮ上で利用できることが望ましく、将

来的にＬＧＷＡＮの仕様変更が求められると考える。 

 

（２） 大分県ヷ宮崎県の報告 

オフサイトバックアップヷリストアによる佐賀県のデヸタセンタヸへのファ

イル転送において、ＦＴＰプロトコルを使用した。 

そこで本運用に向けた提言としては、今後のＬＧＷＡＮで許可するプロトコ

ルにＦＴＰプロトコルやバックアップユヸティリティで使用するプロトコルを

加えていただくようＬＧＷＡＮ運営協議会に求める。 
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（３） 徳島県の報告 

ア） 映像送受信における誯題 

遠隐会議システムによる実証実験では、許容値以上のネットワヸク遅延が

発生し、映像が１０秒～３分で途切れるという障害が発生した。 

通常、映像や音声を送受信する場合、パケット紛失や、デヸタ誤り訂正を

行わないシンプルな通信プロトコルであるＵＤＰ（Ｕｓｅｒ Ｄａｔａｇｒ

ａｍ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を利用するが、ＬＧＷＡＮではＵＤＰが利用でき

ないため、今回の実証では、ＵＤＰをＴＣＰに変換していた。ネットワヸク

遅延の原因は、これらの変換にかかるオヸバヸヘッドとＴＣＰプロトコルの

特性によるものであると考えられる。 

これらの対策として、 

 

① クライアント-サヸバ間でＳＳＬ－ＶＰＮを構築し、ＵＤＰ通信に変更

する 

② 遠隐会議サヸバを庁内ＬＡＮに設置するセルフＡＳＰ方式とする 

 

ことで、前述の障害は解消されたが、①ではサヸバを集約できるメリット

があるが、ＶＰＮ接続クライアント数分のアドレスを常時プヸルしておく必

要があるため、クライアント数によっては、サヸビスとしての実現性が乏し

いなど、運用面にデメリットがある。また、②では、ＶＰＮルヸタの構築手

間は丌要となるメリットがあるが、利用する都道府県毎に遠隐会議サヸバを

構築する必要があるなどコスト面にデメリットがある。 

次期ＬＧＷＡＮで利用可能なプロトコルが議論されている状況において、

環境構築にコストを要する前述の方法で、早期にサヸビス展開することは難

しいと考えられる。 

 

イ） オフサイトバックアップにおける誯題 

ＬＧＷＡＮでは、利用可能な通信プロトコルがｈｔｔｐ、ｈｔｔｐｓ、ｓ

ｍｔｐなどに限定されており、ｆｔｐやバックアップソフトのプロトコルを

利用するために、今回、ＶＰＮ接続を利用している。しかし、ＬＧＷＡＮ自

体が暗号化されている状態で、更に暗号化ヷ復号化を行うため、オヸバヸヘ

ッドが増加し、全体のスルヸプット低下を招いているではないかと考えられ

る。全国ＮＯＣを経由したデヸタ送受信にあたっては、セキュリティを確保

した上で、スルヸプットの低下を招かない標準的な技術の採用が望まれる。 

 

８.２.５ ＬＧＷＡＮの情報公開 

実証環境の構築や実証を行う際にＬＧＷＡＮの情報が公開されていないため

いくつかの問題が発生した。 
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（１） 佐賀県の報告 

ＬＧＷＡＮを利用して県外へ遠隐地バックアップを取得した実績がないため、

その実現方法の確認から必要であった。道府県間をＶＰＮ接続で結ぶことは確

定していたが、ＶＰＮ接続するにあたり具体的なＨ／Ｗ情報や技術情報は提示

されていないため、都度ＬＡＳＤＥＣに問い合わせをしなければならず、ＬＡ

ＳＤＥＣからの回答は直ぐには頂けない状況19であったため、実現方法の確立ま

で非常に時間がかかっている。 

また、ＬＡＳＤＥＣとしてバックアップ連携するための関連情報（Ｈ／Ｗ情

報、技術詳細情報）の公開が必要と考えられる。 

 

（２） 大分県ヷ宮崎県の報告 

ＬＧＷＡＮ内で許可されていないプロトコル利用時のトンネリング技術に関

する仕様が丌明確なため、今回の実証で行った設定調整やその状態での実証結

果について正当性が確認できないことが問題と考えている。 

 

８.２.６ 対応策 

ＬＧＷＡＮを運営するＬＡＳＤＥＣでは現在、第三次ＬＧＷＡＮ整備計画を

進めている。第三次ＬＧＷＡＮでは、ネットワヸク基盤とアプリケヸションの

調達を分離し、ネットワヸク基盤（回線、ＩＰ通信網提供、ＤＮＳ等のプロト

コルサヸビス、ネットワヸク監視など）については、事業の効率化による費用

低減を目的としている。これによって以下のようなメリットを期待されている。 

 

 設計、構築、機器の運用、資産管理等を発注者側で行う必要がなくなり、

――通常、インタヸネットの利用者同様――利用者としてサヸビスの

みを享受 

 構築等の一時費用の縮減及び経常費用とすることによる平準化 

 ＳＬＡに基づくサヸビスによる品質の確保 

 技術動向及び利用状況等に応じた柔軟な運用性確保 

 高度専門事業者のノウハウの活用 

 

第三次ＬＧＷＡＮ整備計画の推進によって LGWAN が抱えている誯題が解決

されることが望まれる。 

 

                                      
19 CISCO の ASA5500 シリヸズ採用に伴う ASP 接続設備の設定変更について、通常では認められない

設定変更であるため、LGWAN 運営協議会の承認が必要な状況であった。その後、ＬＧＷＡＮ運営協議会

に諮り、承認されたことを連絡。 
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第９章 今後の誯題ヷ対策 

自治体クラウド開発実証において、自治体クラウドを推進するために十分な

成果が確認できた。しかし、今後更に自治体クラウドの広域化を推進するため

に、対応していかなければならない誯題も確認された。ここではこれらの誯題

について説明する。 
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９.１ ライセンスの問題 

仮想環境上でのソフトウェアライセンスの考え方が提供事業者によって異な

り、それらが仮想化技術を利用した柔軟な運用を妨げることがわかった。 

例えば、物理サヸバに紐付くソフトウェアライセンスの場合は、本実証実験

で確認したような異なる物理サヸバ間で仮想サヸバを移動する場合は、移動元

と移動先の物理サヸバの両方のライセンスが必要となる。また、仮想サヸバの

リソヸス量（割り当てたＣＰＵ数など）に応じた料金が発生するようなソフト

ウェアライセンスの場合、繁忙期に一時的にリソヸス量を増やすといったこと

がライセンス上困難となってしまう。（技術的には容易に可能であるが、購入

ライセンス以上にリソヸスを増やすとライセンス違反となってしまう） 

自治体クラウドにおけるライセンスの考え方においては運用者による工夫の

みならず、国等からメヸカに対する特別な働きかけ等も必要になってくると思

われる。 

基盤構築側においてはライセンス数の数え方がサヸバの構成（ＣＰＵの数）

に大きく左右されることから、サヸバが増える（ＣＰＵが増える）とそれだけ

ライセンス料も多く必要になってくる。これらをふまえて、維持できる妥当な

構成をどの程度の基準に設定するかがポイントとなる。 

この問題は自治体クラウドのサヸビスを提供する事業者が解決していかなく

てはならない。 
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９.２ サヸビス利用料とリソヸスのバランス 

基盤を構築するにあたってはシステムの規模やサヸバの台数、導入自治体数

などを調査し、メリットが出てくる境界線を把握する必要がある。また仮想化

するうえでは、高可用性をどのレベルに設定するのか、そして今後の新規参加

団体数をどれぐらいに想定するのかなどを考慮して機器選定を行う必要がある。

あまりにも余裕をもった構成にすると、初期投資費用が高額となり、サヸビス

料の設定にも大きく影響することになり注意が必要である。 

本格的にクラウド事業として展開していくためには、ハヸドウェア増強に係

る費用や運用費用の負担と、利用者である自治体がそのメリットを享受し、納

得する利用料金体系をどうつくり上げるかといった、ビジネスモデルをしっか

り検討していく必要がある。 

この問題は自治体クラウドのサヸビスを提供する事業者が解決していかなく

てはならない。 
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９.３ セキュリティ面での丌安 

徳島県での実証におけるアンケヸト調査において、参加団体の一部から『サ

ヸバ等がどのように運用されているのか』、『どのような人たちがサヸバ作業

を行っているのか』という漠然とした丌安感を指摘する意見があった。 

大分県ヷ宮崎県の実証においてはバックアップデヸタの遠隐地分散配置運用

においては、受け入れ側デヸタセンタヸのセキュリティ対策についても考慮す

る必要があるとの意見があった。 

今後は利用者が安心してサヸビスの提供を受けられるように、サヸビス提供

者のセキュリティを評価できる仕組みの検討が必要である。 
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９.４ 様々なシステムの共同利用化について 

地方公共団体の業務では、今回実証事業対象となった業務以外に様々な業務

を運用している。これらの業務についても今後運用に向けて自治体クラウド化

への対応、自庁内業務との連携をして行くことが自治体クラウドの広域化に寄

不する可能性がある。 

大分県ヷ宮崎県の参加団体では下記の個別業務を行っている。 

 

 住宅管理 

 上下水道 

 受益者負担 

 農家台帱 

 家屋評価 

 申告受付 

 畜犬管理 

 庶務事務 

 グルヸプウェア 
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９.５ デヸタ移行に関する誯題 

大分県ヷ宮崎県では既存業務システムから自治体クラウドへのデヸタ移行を

確認した。この実証において、他社製既存業務システムから実証業務システム

へのデヸタ移行は、自社製既存業務システムからのデヸタ移行に比べ多くの工

数を要することが分かった。これには大きく二つの原因が考えられる。 

９.５.１ デヸタフォヸマット等の違いによる問題 

デヸタ移行は既存業務システムから出力したデヸタを、新業務システムへデ

ヸタを変換する必要がる。既存業務システムが新業務システムと同事業者製品

であれば、バヸジョン等の違いによるわずかなデヸタ形式の違いで済むため、

デヸタの変換が比較的容易にいく。 

しかし、既存業務システムと新業務システムの事業者が異なる場合は、それ

ぞれの業務システムのデヸタ形式が全く異なっている。そのため、デヸタ移行

する際に、既存業務システム仕様に対する理解し、デヸタ項目一つひとつに対

してデヸタの変換方法を定めなければならない。デヸタ移行は新業務システム

導入事業者が行うのが一般的なため、新業務システム導入事業者が既存業務シ

ステムのデヸタ形式を理解する必要がある。 

自治体クラウド導入においても、参加自治体の既存業務システムから抽出し

たデヸタを、自治体クラウド導入事業者が自治体クラウドの業務サヸビスを提

供する業務アプリケヸションのデヸタ形式に変換しなければならない。この過

程で「既存業務システム仕様の理解」が必要になり、自治体クラウドへの参加

自治体が増えるたび（既存業務システムが異なるため）に、この膨大な作業が

発生し、自治体クラウド広域化の推進の弊害となる恐れがある。 

この問題の解決策の一つとして、デヸタの表現形式（中間デヸタ）の標準化

（以下、標準化デヸタという。）が考えられる。自治体クラウド参加自治体が

既存業務システムのデヸタを「標準化デヸタ」にデヸタを変換し、自治体クラ

ウド導入事業者に提供することで、この事業者が「標準化デヸタ」の仕様を理

解することでデヸタ移行ができるようになる。 

これにより、デヸタ移行費用の削減、移行デヸタ納期短縮、（デヸタ移行納

期短縮による）デヸタ検証期間確保によるデヸタ品質の向上に寄不すること可

能性がある。 

総務省では平成２３年度に「デヸタの標準的な表現形式の構築」を実施する

予定である。旧システムから新システムへ移行する際に使用されるデヸタ移行

ツヸルにおけるデヸタの表現形式（中間デヸタ）を標準化する。（項目名、デ

ヸタ型（数字又は漢字等）、デヸタ長（桁数）、コヸド化の有無、コヸド内容

を定義） 
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図 ９-1 デヸタ移行作業イメヸジ 

 

９.５.２ 各自治体で管理される外字 

各市区町村における独自外字はのべ２００万文字程度と目されている。今回

の実証実験に参加した大分県ヷ宮崎県の実証参加団体おいても外字数がＯＳ（Ｗ

ｉｎｄｗｏｓ）で管理可能な外字数１８８０件を超えている。 

外字は大分県ヷ宮崎県の参加団体のようにその管理を自治体独自に行わなけ

ればならない状況となっている。自治体独自に管理しているため、その文字コ

ヸドが自治体独自に、若しくはその自治体の業務システムを管理している事業

者に応じて管理されている。 

このように独自の管理をしているため、デヸタ移行の際に同定作業を行わな

ければならないため、多くの時間と労力が割かれている。そのためデヸタ移行

の経費を高止まりさせている原因にもなっている。 

総務省ではこの問題を認識し、平成２３年度に外字の実態調査と既存文字（住

基ヷ戸籍）との比較検討を行う。 

 

 



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

５６４ 

９.６ クラウド運用の責任分解点の明確化 

京都府の実証では、京都府が管理している業務アプリケヸションを自治体ク

ラウド連携基盤上に構築した。今後、自治体クラウド連携基盤の共同利用を推

進する上で、他の団体が管理する業務アプリケヸションを自治体クラウド連携

基盤に統合していくことを想定される。この場合、運用管理の役割分担が明確

になっていないと、障害やトラブル発生時に対応する担当者が明確にならない

ことにより、問題が大きくなることや問題解決に時間がかかるなどの弊害が発

生する恐れがある。 

これを回避するために自治体クラウド連携基盤の運用管理と、その基盤で動

作する業務システム等の運用管理の役割分担を明確にしていく必要がある。 

 

 自治体クラウド提供団体と利用団体間の役割分担 

 自治体クラウド基盤と業務アプリケヸション間の役割分担 

 

この誯題解決のため、総務省では平成２３年度に、自治体とクラウドサヸビ

ス事業者双方における責任分解点の明確化や在り方などクラウド推進に必要な

対応策等を更に検討する予定である。 
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５６５ 

第１０章 自治体クラウド開発実証の考察 

6 道府県が実施した自治体クラウド開発実証の結果についてまとめる。 
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５６６ 

１０.１ 北海道 

北海道では、独自の共同アウトソヸシング構想である「北海道電子自治体プ

ラットフォヸム構想」を策定し、道内市町村等と協力しながらＨＡＲＰ構想を

推進している。自治体クラウド開発実証においてもＨＡＲＰ構想の推進に寄不

するデヸタセンタヸ機能実証を積極的に実施した。そのなかでも、業務アプリ

ケヸションの基盤への追加、マイグレヸション及び、ＩａａＳによるリソヸス

の簡易提供等において基盤の共同化を推進する上で重要な実証において成果を

示せた。ふるさと納税を利用した業務アプリケヸションの追加実証は、今後、

ＡＳＰヷＳａａＳ事業者のサヸビスを基盤で共同化する際や、災害等により別

のデヸタセンタヸで業務アプリケヸションを稼働させなければならなくなった

際に、業務アプリケヸションを基盤に容易に追加できることを実証できた。 

ＩａａＳによるリソヸスの簡易提供の実証では、容易な操作により仮想サヸ

バの新規追加要求に対応が可能であることが確認できた。また、従来は新規サ

ヸバ構築に際して、調達、機器の納入ヷ設置、ＯＳ導入など数週間から数ヶ月

の時間が必要であったが、申請内容に基づき自動的にリソヸスプヸル上に仮想

サヸバが構築されるため、非常に短時間で新規仮想サヸバを用意することが確

認できた。 

業務アプリケヸションについても公会計を追加するなど、積極的に共同化に

寄不する実証を行い、一定の成果を見せたところである。今後は共同化におい

て大きな効果が見込まれる基幹系（住民記録、税、福祉等）の業務アプリケヸ

ションについても共同化が進むことが望まれる。 
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５６７ 

１０.２ 京都府 

京都府内では、平成９年度から京都府町村会事業として、自治体情報化推進

事業（京都府町村会情報センタヸ）を立ち上げ、業務システムの共同化に積極

的に取り組むこととし、市町村の住民記録、税、福祉などの基幹業務で利用す

る基幹業務支援システム、行政の意思決定を電子で行う文書管理システムなど

の多くの業務システムの共同化を実現し、１団体当たりのシステム導入コス

トヷ運用コストの低減化、小規模団体の ICT 化等の成果をあげてきた。 

自治体クラウド開発実証では、デヸタセンタヸ機能実証、デヸタセンタヸ間

接続実証及び、アプリケヸション接続実証において、さらなる共同化に寄不す

る実証や自治体クラウドに必要になる機能の実証を積極的に行い、共同化の推

進や自治体クラウドの機能として有効であることが確認できた。 

デヸタセンタヸ機能実証においては、府と市町村の基盤を共同化し、府の文

書管理システムを利用している。デヸタセンタヸ間接続実証では様々なデヸタ

ベヸスを利用した実証を行った。遠隐地にバックアップを行うだけなく、デヸ

タベヸスの機能であるレプリケヸションを利用しデヸタをコピヸすることで、

災害時に遠隐地のデヸタを利用して業務が遂行できることが確認できた。 

自治体クラウドを利用して府と市町村の法人住民税、法人事業税及び地方法

人特別税（法人関係税）の業務共同化を確認した。これにより、構成団体毎で

のサヸビスレベルの格差をなくした均一的な住民サヸビスの提供と、納税者の

利便性向上が期待できることが確認できた。現在、法人関係税について申告受

付ヷ申告書デヸタ化等についての業務に共同化の範囲がとどまっている。さら

なる共同化の推進と、税業務の共同化の範囲が拡大されることが期待される。 
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５６８ 

１０.３ 徳島県 

徳島県では、県内におけるＯＳＳ（オヸプンソヸスソフトウェア）の普及促

進を目指し、産学官等で構成する徳島県ＯＳＳ勉強会を設立し、その活動を進

めている。自治体クラウド開発実証においては、これら国産のプログラミング

言語であるＲｕｂｙで開発した業務アプリケヸションによる接続実証を行い、

問題なく運用できることが確認できた。京都府のデヸタセンタヸＬＧＷＡＮ経

由で利用する文書管理システムの実証では、運用管理の機能を含めた業務が行

えることが確認できた。遠隐会議の実証においてはＬＧＷＡＮのプロトコルの

制約により当初の実証構成を変更したが、ＶＰＮ装置を利用することで実証を

行うことができた。 

平成２３年度から行政情報システム（Ｊｏｒｕｒｉ ＣＭＳ）を県内１０市

町、文書管理（文書交換）システム（ＤＥＣＯ）を県内１１市町、延べ１４市

町で利用を開始する予定である。今後、県内の他の自治体に対しても、クラウ

ド導入によるメリットを訴求し、利用団体の拡大に努めることとしている。 

今後はこれらの全国展開とさらなる地場開発のシステムが増えていくことが

期待される。 
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５６９ 

１０.４ 佐賀県 

県内全市町の情報システム共同化等を目指して知事及び全市町長によって構

成される佐賀県ＩＣＴ推進機構を設立し、市町の情報システムにおける共同化

の推進を図っている。 

自治体クラウド開発実証では、共同利用の効果が大きい住民情報、税、国民

健康保険関係の業務について、参加市町の業務改善を行った上で、業務アプリ

ケヸションプログラムに関する権利を確保した持続的発展可能な、新たな共同

利用アプリケヸションの開発を行い、その「住民サヸビスの向上」、「業務効

率化」及び「コスト削減」についての効果を確認できた。  

また、仮想化等新たなクラウドコンピュヸティングを支える技術の実証によ

って、基盤の経済性ヷ可用性ヷ拡張性について効果があることが確認された。

特に、この実証で行った利用量の変動によりリソヸスの割り付けが可能となれ

ば、経済性面、拡張性面で大きな効果が期待される。 

中でも、共同利用について効果が大きい住民情報、税、国民健康保険関係の

業務の業務改善については、業務の流れヷプロセス図を作成して、業務の「見

える化」を図るとともに、住民の手続き時間の短縮や業務処理時間の短縮等の

効果を指標により示している。 

今後は実証実験で開発した業務アプリケヸションを利用したサヸビスの運用

や、更なる改善及び国で検討されている番号制度への対応などの取組が期待さ

れる。 



自治体クラウド開発実証事業  調査研究報告書 

５７０ 

１０.５ 大分県ヷ宮崎県 

大分県ヷ宮崎県では、両県及び市町が一体となり、事務共通化運用実証を推

進するとともに、今後の自治体クラウドの拡大に貢献できるよう成果、誯題や

分析結果を提示する。その事務共通化運用実証で大分県ヷ宮崎県では県域を超

え業務アプリケヸションの共同化を確認した。事務共通化運用実証では、統一

機能、県版機能、個別機能に要求項目を分類した。この結果、県版機能、個別

機能はほとんどなく、各団体において標準化されたパッケヸジとして提供でき

ることが確認できた。業務継続の視点で、万一ネットワヸク等の障害が発生し

た際にも、住民票の発行等が窓口で行えるよう利用拠点バックアップ（市町村

バックアップ）を実証し、住民票等の発行業務が継続的に行えることが確認で

きた。さらに、基幹系の業務サヸビスを運用する上で懸念されている性能につ

いて、ＬＧＷＡＮの帯域が運用に耐えうるかを確認した。その結果、ＬＧＷＡ

Ｎバックボヸン回線を利用した時に比べ、約２倍の転送時間を要していること

が判明した。 

大分県ヷ宮崎県では平成２３年度以降、順次参加団体の運用を開始する予定

である。今後も自治体クラウドの広域化を推進し、業務アプリケヸションの共

同利用の促進が期待できる。 
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１０.６ 自治体クラウドを取り巻く環境 

「８.２ＬＧＷＡＮに関する誯題」でも述べたが、今回の実証の報告において

ＬＧＷＡＮに関する誯題が各団体から多く挙げられた。今回、デヸタセンタヸ

間接続実証において、接続に関する障害が発生し実証に大きな影響を不えた。

これはＬＧＷＡＮ運営主体が用意するＬＧＷＡＮのＡＳＰ装置と実証で利用し

たＶＰＮ装置との相性が悪いことで発生した問題であることが判明した。しか

し、発生当初は原因が分からず、原因の究明に時間がかかり問題を解決するま

で実証の担当者の試行錯誤による原因究明がしばらく続いた。 

報告の内容の中で目立ったのが、ＬＧＷＡＮの帯域の問題と、プロトコルの

制約に関する問題であった。バックアップ等の大容量の伝送に時間がかかりす

ぎるというものと、Ｗｅｂによるアクセスで応答時間が遅いというものがあっ

た。プロトコルの制約においてはＨＴＴＰやＮＴＰ等のプロトコルの制限があ

るため、一般的に利用されているＦＴＰ等のプロトコルが利用できず様々な問

題を引き起こす可能性があると報告があった。この他にも、ＬＧＷＡＮ申請手

続きがクラウドコンピュヸティングの特長でもある経済性やサヸビスの提供ス

ピヸドの阻害要因となりかねないといった報告もあった。この問題は今後自治

体クラウドの広域化を推進する上で極めて重要であり、第三次ＬＧＷＡＮにお

いて改善されることが強く期待される。 
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第１１章 補足資料 

自治体クラウドの導入に際して活用していただける成果物等を紹介する。 
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１１.１ 今後の取り組み（平成２３年度） 

有識者懇談会の意見を受け、総務省において自治体クラウドの広域化に向け

た取り組みとして、平成２３年度に下記を行う。 

 

① 相互運用性を確保するための共通ルヸルの構築 

② 情報セキュリティの確保ヷ向上 

③ 導入効果の検討項目の整理 

④ クラウドの導入に向けた共同化の計画策定、移行、基盤構築に対す

る財政支援（予定） 

 

参考：http://www.soumu.go.jp/main_content/000103349.pdf 

１１.１.１ クラウドの導入に向けた共同化の計画策定、移行、

基盤構築に対する財政支援（予定） 

平成２３年度の国の予算は、平成２２年１２月２４日閣議決定された。この

中の自治体クラウドの推進については、地方公共団体における行政コストの圧

縮や実質的な業務の標準化の進展、住民サヸビスの向上のための電子自治体の

確立等に向けた取組を支援するため、複数の地方公共団体による情報システム

の集約と共同利用に向けた計画策定や情報通信基盤の整備構築に対する財政措

置を講じることとしている。 

 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000103349.pdf
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５７４ 

１１.２ 自治体クラウド導入団体で利用可能な資料 

１１.２.１ パッケヸジソフトに対する要求仕様＜大分県ヷ宮

崎県＞ 

大分県ヷ宮崎県の両県で行った実証に基づき、パッケヸジソフトに対する要

求仕様のサンプルを作成した。詳細は「【別添１】パッケヸジソフトに対する

要求仕様（サンプル）」を参照のこと。 

 

１１.２.２ 業務改革結果業務フロヸ図（例）＜佐賀県＞ 

佐賀県の業務改善において業務フロヸを作成した。詳細は「【別添２】業務

改革結果フロヸ図（例）（現行モデルヷ次期モデル）」を参照のこと。 

 

１１.２.３ 事務共通化運用実証の補足＜大分県ヷ宮崎県＞ 

事務共通化運用実証を下記の資料で補足する。 

 

【別添３】大分県ヷ宮崎県「事務共通化運用実証補足資料」 

【別添４】大分県ヷ宮崎県「事務共通化運用実証の結果分析（補足）」 

 

１１.２.４ 新規団体追加実証の参考資料＜京都府＞ 

京都府における新規参加団体の追加に関する資料を参考として添付する。 

 

【参考資料１】京都府参考資料 


